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刊

　行

　の

　辞

一

刊
　
行
　
の
　
辞

明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
一
〇
月
四
日
、
学
祖
山
田
顕
義
伯
爵
に
よ
っ
て
日
本
大
学
の
原
点
で
あ
る
日
本
法
律
学
校
が
創
立
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
以
来
一
三
〇
年
の
歳
月
を
経
て
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
一
〇
月
、
日
本
大
学
法
学
部
が
創
設
一
三
〇
周
年
と
い
う
記
念

す
べ
き
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
法
学
部
教
職
員
一
同
に
と
っ
て
こ
の
う
え
な
い
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

今
日
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
一
八
歳
人
口
の
大
幅
な
減
少
が
予
想
さ
れ
、
ま
た
文
部
科
学
省
に
よ
る
入
学
定
員
超
過
率
及
び
定
員
充

足
率
の
引
き
下
げ
と
そ
の
管
理
の
厳
格
化
等
に
よ
り
、
本
学
の
み
な
ら
ず
私
立
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
我
々
法
学
部
の
教
職
員
一
同
は
、
法
学
部
の
長
い
歴
史
と
伝
統
を
誇
り
に
、
一
丸
と
な
っ
て
教
育
、
研
究

及
び
学
部
運
営
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
長
い
歴
史
と
伝
統
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
法
学
部
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

る
た
め
に
「
社
会
に
お
い
て
魅
力
あ
る
学
部
」「
社
会
の
注
目
を
集
め
る
学
部
」
を
目
指
し
て
精
一
杯
努
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
三
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は
、
令
和
元
年
一
〇
月
四
日
に
大
学
本
部
が
主
催
す
る
日
本
大
学
創
立
一
三
〇
周
年
記
念
式
典
・
祝
賀

会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
法
学
部
で
は
創
設
一
三
〇
周
年
を
記
念
し
て
政
経
研
究
所
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
法
学
部
校
友
会
の
後

援
に
よ
る
日
本
大
学
管
弦
楽
団
の
特
別
演
奏
会
、
法
学
部
所
蔵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
展
示
会
等
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

大
学
に
と
っ
て
学
生
の
教
育
は
最
も
重
要
な
職
務
で
あ
り
ま
す
が
、
教
育
と
研
究
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
研
究
活
動
も
教
員
に
と
っ

て
重
要
な
職
務
の
一
つ
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
、
法
学
部
で
は
創
設
一
三
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
教
育
と

並
ん
で
大
学
の
大
き
な
使
命
で
あ
る
研
究
に
関
し
て
、
法
学
部
の
機
関
誌
で
あ
る
『
日
本
法
学
』『
政
経
研
究
』
そ
し
て
『
桜
文
論
叢
』



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二

を
法
学
部
創
設
一
三
〇
周
年
記
念
号
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
の
際
に
は
、
記
念
事
業
と
し
て
特

別
な
『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
百
二
十
周
年
記
念
論
文
集
』
全
三
巻
を
刊
行
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
『
記
念
論
文
集
』
と
い
う
特
別
な
も

の
で
は
な
く
、
学
部
に
所
属
す
る
専
任
教
員
の
研
究
水
準
を
端
的
に
表
し
て
い
る
法
学
部
機
関
誌
を
記
念
号
と
い
う
形
式
で
刊
行
す
る
こ

と
に
よ
り
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
研
究
活
動
の
一
端
を
公
表
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
日
本
大
学
法
学
部
は
、
他
の
同
僚
大
学
の
法
学
部

と
は
異
な
り
、
法
律
学
科
に
加
え
て
政
治
経
済
学
科
、
新
聞
学
科
、
経
営
法
学
科
、
公
共
政
策
学
科
の
五
学
科
を
擁
し
て
お
り
、
こ
の
五

学
科
で
展
開
さ
れ
て
い
る
専
門
科
目
を
担
当
す
る
専
任
教
員
の
研
究
領
域
は
多
種
多
様
で
す
。
そ
れ
に
加
え
て
総
合
科
目
・
外
国
語
科
目

を
担
当
す
る
充
実
し
た
ス
タ
ッ
フ
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
学
部
創
設
一
三
〇
周
年
記
念
号
に
は
、
様
々
な
分
野
の
研
究
者
を
擁

し
て
い
る
法
学
部
の
誇
る
べ
き
特
質
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

こ
の
一
三
〇
周
年
記
念
号
の
企
画
か
ら
刊
行
に
至
る
ま
で
、
必
ず
し
も
十
分
な
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

よ
う
な
中
で
、
こ
の
記
念
号
に
多
数
の
多
角
的
な
研
究
論
文
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
玉
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
対
し

心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
窮
屈
な
日
程
の
中
で
、
予
定
さ
れ
た
期
日
通
り
に
刊
行
し
て
下
さ
っ
た
機
関
誌
編
集
委
員
会
の

委
員
の
皆
様
の
ご
努
力
に
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
決
し
て
潤
沢
と
は
言
え
な
い
財
政
状
態
の
中
で
、
機
関
誌
編
集
委

員
会
を
支
え
て
く
れ
た
事
務
局
の
皆
さ
ん
に
も
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
記
念
号
は
、
法
学
部
創
設
一
三
〇
周
年
を
慶
賀
す
る
の
に
相
応
し
い
論
文
集
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
一
三
〇
周
年
記
念
号
に
寄
せ

ら
れ
た
論
稿
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
界
に
裨
益
す
る
こ
と
を
祈
念
し
て
、
刊
行
の
辞
と
い
た
し
ま
す
。

日
本
大
学
法
学
部
長
　
小
　
田
　
　
　
司
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日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の

地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後

山

　
　田

　
　光

　
　矢

は
じ
め
に

一
　
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
権
交
代
と
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史

二
　
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
日
本
の
政
権
交
代
と
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史

三
　
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
共
通
性

四
　
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
相
違
点

五
　
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
今
後
の
方
向
性

論

　説

（
七
五
五
）
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号
（
二
〇
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九
月
）

二

は
じ
め
に

一
九
八
〇
年
に
つ
い
て
は
、「
石
油
危
機
後
の
調
整
期
間
を
経
て
、
世
界
の
経
済
活
動
の
枠
組
み
が
大
き
く
転
換
し
た
分
水
嶺
を
な
す

年
で
あ
っ
た
（
１
）

」
と
考
え
る
見
方
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
九
八
〇
年
代
を
、「
そ
れ
ま
で
の
二
〇
年
ほ
ど
の
間
の
政
治
的
・
社
会
的
民
主
化

傾
向
へ
の
『
揺
り
も
ど
し
』
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
・
コ
ン
サ
ー
バ
テ
ィ
ブ
と
呼
ば
れ
る
社
会
運
動
が
世
界
的
に
顕

著
に
な
っ
た
（
２
）

」
時
期
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
八
〇
年
代
は
、
新
自
由
主
義
あ
る
い
は
新
保
守
主
義
を
前
提
と
し
て
改
革
が
行
わ

れ
た
時
期
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
改
革
を
実
践
し
た
代
表
的
な
人
物
が
、
一
九
七
九
年
か
ら
九
〇
年
ま
で
イ
ギ
リ
ス
首
相
と
し
て
改

革
を
実
践
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
と
、
一
九
八
一
年
に
大
統
領
に
就
任
し
八
年
間
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
し
て
改
革
を
実
践
し
た
レ
ー
ガ
ン
と
、

一
九
八
二
年
か
ら
八
七
年
ま
で
首
相
と
し
て
改
革
を
実
践
し
た
中
曽
根
康
弘
で
あ
る
（
３
）

。
こ
の
時
代
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
共
通
点
と
し

て
は
、
分
権
改
革
に
加
え
て
、
民
営
化
や
民
間
活
力
の
活
用
と
い
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
改
革
の
背
後
で
、
戦
後
の
東
西
冷
戦
も
終
焉
を
迎
え
て
い
た
。
一
九
八
九
年
一
一
月
六
日
に
開
催
さ
れ
七
日
に
共
同
声
明
を

発
表
し
た
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
（
４
）

）
の
閣
僚
会
議
は
、
参
加
一
二
ヶ
国
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
経
済
協
力
に
向
け
て
活

動
す
る
必
要
性
を
内
外
に
表
明
し
た
（
５
）

。
そ
の
わ
ず
か
二
日
後
の
一
一
月
九
日
、
東
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
「
旅
行
及
び
国
外
移
住
の
大
幅
な

規
制
緩
和
の
政
令
」
の
発
表
を
受
け
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
に
殺
到
し
た
ベ
ル
リ
ン
市
民
の
圧
力
に
よ
っ
て
国
境
検
問
所
が
開
放
さ
れ
、
翌

一
一
月
一
〇
日
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
撤
去
が
始
ま
り
、
実
質
的
な
東
西
冷
戦
の
終
結
が
内
外
に
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
地
球
規
模
の
大
転

換
は
、
一
二
月
二
～
三
日
に
地
中
海
の
マ
ル
タ
島
で
行
わ
れ
た
米
ソ
首
脳
会
談
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
冷
戦
の
終
焉
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
展
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
八
九
年
は
、
一
九
八
〇
年
に
次
ぐ
世
界
史
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
転
換
の
年
で
あ
っ
た
と

（
七
五
六
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

三

い
え
る
。
そ
こ
で
は
新
し
い
理
念
に
基
づ
く
地
方
自
治
制
度
の
改
革
も
実
践
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
　
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
権
交
代
と
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史

一
九
九
〇
年
一
一
月
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
保
守
党
の
党
首
交
代
に
よ
り
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
か
ら
メ
ー
ジ
ャ
ー
政
権
に
移
行
し
た
。

一
九
七
九
年
に
発
足
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
は
、
一
一
年
六
か
月
に
も
及
ぶ
長
期
政
権
で
あ
っ
た
が
、
地
方
制
度
改
革
に
着
手
し
た
の
は

一
九
八
三
年
の
総
選
挙
の
後
で
あ
っ
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
改
革
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
地
方
自
治
法
の
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
地
方
自
治
法
の
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
方
自
治

法
の
適
用
を
受
け
、
若
干
異
な
っ
た
地
方
自
治
制
度
が
実
践
さ
れ
て
い
た
が
、
形
態
的
に
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
と
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
二
層
制

で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
た
。
た
だ
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
ロ
ン
ド
ン
と
ア
ー
バ
ン
・
エ
リ
ア
と
ル
ー
ラ
ル
・
エ
リ
ア
に
区
分
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
若
干
異
な
っ
た
地
方
自
治
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
、
ロ
ン
ド
ン
を
除
く
各
地
域
に
は
、
準
自
治

体
で
あ
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
設
置
も
認
め
ら
れ
て
い
た
（
６
）

。
サ
ッ
チ
ャ
ー
内
閣
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の

歴
史
と
そ
の
当
時
の
首
相
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

サ
ッ
チ
ャ
ー
内
閣
は
こ
れ
ま
で
の
王
立
委
員
会
の
答
申
に
基
づ
く
地
方
制
度
改
革
の
伝
統
に
は
従
わ
ず
、
与
党
の
総
選
挙
で
の
勝
利
を

選
挙
公
約
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
へ
の
国
民
の
支
持
と
判
断
し
、
一
九
八
五
年
地
方
自
治
法
を
通
じ
て
、
地
域
レ
ベ
ル
で
は
グ
レ
ー
タ
ー
・

ロ
ン
ド
ン
・
カ
ウ
ン
シ
ル
（
Ｇ
Ｌ
Ｃ
）、
と
六
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
を
廃
止
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、

首
都
ロ
ン
ド
ン
と
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
地
域
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
都
市
圏
域
）
に
お
け
る
地
方
政
府
が
一
層
制
へ
移
行
し
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー

改
革
に
よ
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
方
政
府
は
、
ロ
ン
ド
ン
が
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
と
三
二
の
バ
ラ
の
一
層
制
に
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ

（
七
五
七
）
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表
１　
こ
れ
ま
で
の
英
国
と
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史

年
代

イ
ギ

リ
ス

の
首

相
と

政
権

与
党

地
方

自
治

制
度

改
革

日
本

の
首

相
と

政
権

与
党

地
方

自
治

制
度

改
革

1989
サ

ッ
チ

ャ
ー

（
保

守
党

）
1979.5.～

1990.11.
1985

年
地

方
自

治
法

：
メ

ト
ロ

ポ
リ

タ
ン

・
エ

リ
ア

を
一

層
制

に
移

行
1988

年
地

方
財

政
法

：
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・

チ
ャ

ー
ジ

を
導

入
竹

下
登

（
自

）
→

６
月

：
宇

野
宗

助
（

自
）

→
8

月
：

海
部

俊
樹

（
自

）
昭

和
→

平
成

竹
下

内
閣

:ふ
る

さ
と

創
生

　
４

月
：

消
費

税
導

入
（

３％
）

1990
↓

11
月

：
メ

ー
ジ

ャ
ー

（
保

守
党

）
↓

1
月

：
首

都
機

能
移

転
問

題
に

関
す

る
懇

談
会

設
置

12
月

：
首

都
機

能
移

転
問

題
を

考
え

る
有

識
者

会
議

設
置

1991
↓

↓
11

月
：

宮
澤

喜
一

（
自

由
民

主
党

）
機

関
委

任
事

務
制

度
改

革
他

1992
↓

Ｐ
Ｆ

Ｉ
導

入
1992

年
地

方
財

政
法

：
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・

チ
ャ

ー
ジ

廃
止

を
規

定
↓

12
月

：
国

会
等

の
移

転
に

関
す

る
法

律
制

定

199３
↓

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
チ

ャ
ー

ジ
廃

止
↓

8
月

：
細

川
護

熙
（

8
会

派
）

地
方

六
団

体
の

意
見

具
申

権
容

認

199４
↓

イ
ン

グ
ラ

ン
ド

を
8

地
域

に
区

分
：

G
overnm

ent O
ffi

ces
を

設
置

199４
年

ウ
ェ

ー
ル

ズ
地

方
自

治
法

制
定

：
22

の
Ｕ

Ａ
設

置
199４

年
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

法
：

３2
の

Ｕ
Ａ

設
置

↓
４

月
：

羽
田

孜
（

9
会

派
）

６
月

：
村

山
富

市
（

自
・

社
・

さ
）

中
核

市
制

度
（

人
口

３0
万

人
以

上
）

及
び

広
域

連
合

制
度

の
創

設

1995
↓

↓
1

月
17

日
:阪

神
淡

路
大

震
災

　
地

方
分

権
推

進
法

制
定

199６
↓

↓
1

月
橋

本
龍

太
郎

（
自

・
社

・
さ

）

1997
↓

5
月

：
ブ

レ
ア

（
労

働
党

）
1997

年
地

方
自

治
法

：
Ｐ

Ｆ
Ｉ

導
入

→
Ｐ

Ｐ
Ｐ

（
Ｐ

Ｆ
Ｉ

を
含

む
概

念
）

重
視

↓ （
自

民
）

　（
社

・
さ

閣
外

協
力

）
外

部
監

査
制

度
の

導
入

1998
↓

1998
年

地
域

開
発

公
社

法
：

地
域

開
発

公
社

、
地

域
会

議
設

置
1998

年
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

法
制

定
：

7
月

ス
コ

ッ
ト

ラ
ン

ド
議

会
正

式
発

足
↓

7
月

小
渕

恵
三

（
自

由
民

主
党

）
特

別
区

を
「

基
礎

的
な

地
方

公
共

団
体

」
に

位
置

付
け

他

1999
↓

1999
年

地
方

自
治

法
：

ベ
ス

ト
・

バ
リ

ュ
ー

制
度

整
備

1999
年

Ｇ
Ｌ

Ａ
法

（
G

reater L
ondon A

uthority A
ct）

制
定

↓（
自

民
・

自
由

）
地

方
分

権
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

（
地

方
分

権
一

括
法

）
制

定
　

平
成

の
大

合
併

開
始

（
2020

年
ま

で
）

2000
↓

5
月

４
日

:市
長

と
議

員
（

25
名

）
の

選
挙

→
Ｇ

Ｌ
Ａ

発
足

2000
年

地
方

自
治

法
：

地
域

政
府

改
革

、
自

治
範

囲
・

倫
理

規
定

等
拡

大
↓（

自
・

保
・

公
）

４
月

：
森

喜
朗

（
自

・
保

・
公

）
特

例
市

制
度

（
人

口
20

万
人

以
上

）
創

設
→

2015
年

に
廃

止
：

施
行

時
特

例
市

に
移

行

2001
↓

↓
４

月
小

泉
純

一
郎

（
自

・
保

・
公

）
2002

↓
2002

年
北

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

地
方

自
治

法
：

ベ
ス

ト
・

バ
リ

ュ
ー

制
度

法
制

化
↓

直
接

請
求

制
度

の
要

件
緩

和
等

、
中

核
市

の
指

定
要

件
の

緩
和

他
200３

↓
200３

年
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

地
方

自
治

法
：

ベ
ス

ト
・

バ
リ

ュ
ー

制
度

導
入

↓
指

定
管

理
者

制
度

の
導

入
他

200４
↓

↓
地

域
自

治
区

の
創

設
他

2005
↓

↓
三

位
一

体
の

改
革

（
200６

年
ま

で
）

200６
↓

200６
年

ウ
ェ

ー
ル

ズ
政

府
法

：
翌

年
ウ

ェ
ー

ル
ズ

議
会

政
府

設
立

200６
年

北
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
法

：
翌

年
か

ら
北

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

の
自

治
復

活
↓

9
月

：
安

倍
晋

三
（

自
民

・
公

明
）

出
納

長
・

収
入

役
制

度
等

の
廃

止
、

市
町

村
助

役
の

副
市

町
村

長
移

行
吏

員
の

廃
止

、
中

核
市

要
件

の
緩

和
他

2007
↓

６
月

:ブ
ラ

ウ
ン

（
労

働
党

）
10

月
：

2007
年

地
方

自
治

法
…

ロ
ン

ド
ン

の
パ

リ
ッ

シ
ュ

設
置

容
認

→
イ

ン
グ

ラ
ン

ド
1３

サ
ブ

リ
ー

ジ
ョ

ン
創

設
構

想
　

2007
年

Ｇ
Ｌ

Ｃ
改

正
法

↓
9

月
：

福
田

康
夫

（
自

民
・

公
明

）
地

方
分

権
改

革
推

進
本

部
設

置
財

政
健

全
化

法
制

定

2008
↓

↓
9

月
：

麻
生

太
郎

（
自

民
・

公
明

）
国

土
形

成
計

画
　

定
住

自
立

圏
構

想

2009
↓

2009
年

地
域

の
民

主
化

と
経

済
の

発
展

と
建

設
に

関
す

る
法

↓
9

月
：

鳩
山

由
紀

夫
（

民
・

社
・

国
）

地
域

主
権

担
当

大
臣

任
命

2010
↓

5
月

:キ
ャ

メ
ロ

ン
（

保
）

連
立

政
権

合
意

プ
ロ

グ
ラ

ム
：

大
き

な
社

会
、

地
域

主
義

↓
６

月
：

菅
直

人
（

民
・

国
新

）
平

成
の

大
合

併
終

了

（
七
五
八
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

五

ン
エ
リ
ア
は
三
六
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
一
層
制
に
、
ノ
ン
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
エ
リ
ア
は
四
七
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
と
三
三
三
の
デ
ィ
ス
ト
リ

ク
ト
の
二
層
制
に
な
っ
た
（
７
）

。
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
地
方
制
度
改
革
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
地
方
政
府
の
一
層
制
化
は
、
イ
ギ
リ
ス
各
地
で
現
在
も

継
続
さ
れ
て
い
る
。

新
自
由
主
義
を
容
認
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
地
方
財
政
の
効
率
化
に
も
取
り
組
み
、
住
民
の
納
税
者
意
識
の
覚
醒
、
あ
る
い
は
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
（
独
立
行
政
法
人
）
化
や
民
間
活
力
の
活
用
等
に
よ
る
経
費
削
減
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
地
方
財
政
制
度
改

革
の
柱
が
、
一
九
八
七
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
導
入
さ
れ
、
順
次
そ
の
他
の
地
域
に
導
入
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
で
あ
っ

た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
は
そ
の
名
の
通
り
、
住
民
へ
の
地
方
自
治
体
に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、
受
益
者
が
そ
の
費
用

を
受
益
者
負
担
と
し
て
支
払
う
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
全
て
の
住
民
に
、
収
入
や
家
族
構
成
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
均
等

な
比
率
（
同
額
）
の
負
担
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
給
付
と
負
担
の
平
等
を
前
提
と
し
た
こ
の
税
制
改
革
は
ポ
ー
ル
・
タ
ッ
ク
ス
（
人

2011
↓

グ
レ

ッ
グ

（
自

民
）

と
連

立
2011

年
地

域
主

義
法

：
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
へ

権
限

移
譲

…
包

括
的

権
限

付
与

2011
年

公
的

団
体

法
：

地
域

開
発

公
社

廃
止

、
自

治
体

リ
ー

ダ
ー

委
員

会
廃

止
↓

9
月

：
野

田
佳

彦
（

民
・

国
新

）
３

月
11

日
：

東
日

本
大

震
災

発
生

議
員

定
数

の
法

定
上

限
の

撤
廃

、
全

部
事

務
組

合
等

の
廃

止
他

2012
↓

2012
年

地
方

財
政

法
：

ノ
ン

・
ド

メ
ス

テ
ィ

ッ
ク

・
レ

イ
ト

の
50％

地
方

保
持

↓
12

月
：

安
倍

晋
三

（
自

民
・

公
明

）
大

都
市

地
域

特
別

区
設

置
法

制
定

　
消

費
税

8％
へ

条
例

に
よ

る
通

年
会

期
選

択
制

度
導

入
、

議
会

と
長

の
関

係
見

直
し

他
201３

↓
↓

地
方

分
権

改
革

推
進

室
設

置
201４

↓
9

月
：

ス
コ

ッ
ト

ラ
ン

ド
の

独
立

を
問

う
住

民
投

票
実

施
→

否
決

↓
指

定
都

市
制

度
の

見
直

し
、

中
核

市
制

度
と

特
例

市
制

度
の

統
合

他

2015
↓

5
月

：
キ

ャ
メ

ロ
ン

（
保

守
党

）
↓

第
二

次
国

土
形

成
計

画
、

連
携

中
枢

都
市

圏
構

想

201６
↓

7
月

：
メ

イ
（

保
守

党
）

1
月

：
201６

年
都

市
・

地
方

分
権

法
成

立
　

３
月

：
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

法
制

定
5

月
：

北
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
法

　
６

月
：

Ｅ
Ｕ

残
留

を
問

う
国

民
投

票
→

否
決

→
辞

任
↓

選
挙

年
齢

の
18

歳
へ

の
引

下
げ

（
公

職
選

挙
法

改
正

）

2017
↓

（
民

主
統

一
閣

外
協

力
）

1
月

：
ウ

ェ
ー

ル
ズ

法
制

定
…

国
の

保
留

権
限

の
明

記
・

他
は

地
方

の
権

限
３

月
29

日
Ｅ

Ｕ
に

脱
退

通
告

↓
内

部
統

制
に

関
す

る
方

針
の

作
成

他

2018
↓

Ｅ
Ｕ

脱
退

を
巡

り
混

乱
↓

2019
↓

7
月

：
ジ

ョ
ン

ソ
ン

（
保

守
党

）
10

月
３1

日
に

Ｅ
Ｕ

離
脱

を
表

明
↓

表
は

拙
著

『
パ

リ
ッ

シ
ュ

』
北

樹
出

版
・

200４
年

、『
英

国
の

地
方

自
治

』 自
治

体
国

際
化

協
会

ロ
ン

ド
ン

事
務

所
(w

w
w

.jlgc.org.uk/jp/inform
ation/im

g/pdf/U
K

tihoujichi.pdf）、
内

貴
滋

著
『

英
国

地
方

自
治

の
素

顔
と

日
本

』
ぎ

ょ
う

せ
い

・
平

成
28

年
を

参
照

し
作

成
し

た
。

（
七
五
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

六

頭
税
）
と
の
批
判
を
受
け
、
一
九
九
〇
年
の
暴
動
に
つ
な
が
り
、
結
果
的
に
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
退
陣
の
大
き
な
理
由
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

サ
ッ
チ
ャ
ー
の
跡
を
継
い
だ
メ
ー
ジ
ャ
ー
内
閣
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
の
廃
止
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る （
８
）

。

効
率
化
を
前
提
と
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
改
革
の
方
向
性
を
重
視
し
な
が
ら
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
首
相
は
地
方
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。

「
一
九
九
二
年
地
方
財
政
法
」
で
は
翌
年
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
廃
止
に
道
筋
を
つ
け
た
。
ま
た
「
一
九
二
二
年
地
方
自
治
法
」

で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ル
ー
ラ
ル
・
エ
リ
ア
の
一
層
制
を
可
能
と
し
た
結
果
、
四
六
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
単
一
自
治
体
）

が
誕
生
し
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
は
三
九
が
三
四
に
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
二
九
六
が
二
三
八
へ
と
減
少
し
た
（
９
） 

。
同
年
に
は
効
率
性
と
民
間
の

資
金
と
活
力
の
活
用
を
目
的
と
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
制
度
の
導
入
に
も
踏
み
切
っ
て
い
る
。
ま
た
一
九
九
四
年
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ン
ド
ン

以
外
の
地
区
を
八
地
域
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
国
の
出
先
機
関
で
あ
る
地
域
事
務
所
（G

overnm
ent O

ffi
ces

）
を
設
置
し
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
自
治
法
か
ら
独
立
し
た
形
で
の
「
一
九
九
四
年
ウ
ェ
ー
ル
ズ
地
方
自
治
法
」
の
制
定
は
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
か
ら
の
分
離
を
法
制
度
上
か
ら
も
保
証
し
た
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
四
地
域
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
地
方
自
治
法
に
基
づ
い
て
、

地
方
自
治
制
度
改
革
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
一
九
九
六
年
に
八
カ
ウ
ン
テ
ィ
と
三
七
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
二

層
制
か
ら
、
二
二
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
よ
る
一
層
制
へ
移
行
し
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
も
「
一
九
九
四
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
自
治
法
」
制
定
を
受
け
て
、
一
九
九
六
年
に
九
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
五
三
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
二
層
制
か
ら
、
三
二
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・

オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
よ
る
一
層
制
へ
移
行
し
た
（
10
）

。
一
九
七
三
年
か
ら
二
六
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
一
層
制
で
あ
っ
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
加

え
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
二
層
制
を
保
持
し
て
い
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ノ
ン
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン
シ
ル
と
デ
ィ
ス
ト
リ
ク

ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
一
部
地
域
だ
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
地
域
は
人
口
で
は
イ
ギ
リ
ス
全
体
の
約
三
八
％
、
面
積
で
は
全
体
の

約
三
七
％
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
の
面
積
と
人
口
の
地
域
で
二
層
制
は
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
七
六
〇
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

七

一
九
九
七
年
に
政
権
を
奪
取
し
た
労
働
党
の
ブ
レ
ア
内
閣
は
第
三

の
道
を
提
唱
し
、
地
方
分
権
の
拡
充
と
効
率
化
や
民
間
活
力
の
活
用

策
を
同
時
に
進
め
て
い
き
、
一
九
九
七
年
地
方
自
治
法
で
は
Ｐ
Ｆ
Ｉ

を
含
ん
だ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
導
入
に
よ
る
民
間
活
力
活
用
の
拡
充
に
努
め
た
。

一
九
九
八
年
地
域
開
発
公
社
法
で
は
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
の
設
置
し
た
地

域
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
地
域
開
発
公
社
を
設
立
し
、
当
該
区
域
に

公
選
議
員
で
構
成
す
る
地
域
議
会
を
置
き
、
そ
の
下
に
は
ユ
ニ
タ

リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
み
を
配
置
し
一
層
制
を
実
現
さ
せ
よ
う
と

し
た
。
表
２
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
九
地
域
と

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
合
計
一
二

区
は
、
表
３
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
平
均
人
口
五
三
〇
万
人
・
平

均
面
積
二
万
㎢
で
、
平
均
人
口
五
百
十
五
万
人
・
平
均
面
積
二
・
二

万
㎢
の
ド
イ
ツ
の
ラ
ン
ト
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
定

程
度
の
人
口
と
面
積
を
有
す
る
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
国

の
権
限
を
委
譲
し
、
自
治
権
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
ブ
レ
ア
政
権
の

地
方
制
度
改
革
の
方
向
性
が
読
み
取
れ
る
（
11
）

。

さ
ら
に
ブ
レ
ア
内
閣
は
一
九
九
八
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
自
治
法
を

表 ２　英国の地域（１２regions）

地　域　名 人　口 順位 面積（㎢） 順位 中心都市

South East 8,６３４,750 1 19,095 5 Portsmouth

London 8,17３,9４1 2 1,572 12 London

North West 7,052,177 ３ 1４,1６5 8 Manchester

East of England 5,8４６,9６5 ４ 19,120 ４ Norwich

West Midlands 5,６01,8４7 5 1３,000 10 Birmingham

South West 5,288,9３5 7 2３,829 2 Bristol

Yorkshire and the Humber 5,28３,7３３ 8 15,４20 7 Leeds

East Midlands ４,5３３,222 9 15,６27 ６ Leicester

North East 2,59６,88６ 11 8,592 11 Newcastle upon Tyne

イングランド：計 5３,012,４5６ 1３0,４20 London

イングランド：平均 5,890,27３ 1４,４91

スコットランド 5,４2４,900 ６ 78,759 1 Edinburgh

ウェールズ 2,979,900 10 20,777 ３ Cardiff

北アイルランド 1,870,800 12 1３,588 9 Belfast

ＵＫ（12 リージョン）の総計 ６３,288,055 2４３,5４４

ＵＫ（12 リージョン）の平均 5,27４,005 0 20,295

（
七
六
一
）



政
経
研
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

八

制
定
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
を
正
式
に
発
足
さ
せ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
八
年
グ
レ
ー
タ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
以
下

Ｇ
Ｌ
Ａ
と
記
す
）
住
民
投
票
法
に
よ
る
投
票
で
Ｇ
Ｌ
Ａ
設
置
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
九
年
Ｇ
Ｌ
Ａ
法
を
制
定
し
、

二
〇
〇
〇
年
五
月
四
日
の
選
挙
で
市
長
と
二
五
人
の
議
員
の
選
出
を
受
け
て
Ｇ
Ｌ
Ａ
を
正
式
に
発
足
さ
せ
た
（
12
）

。
二
〇
〇
六
年
に
は

二
〇
〇
六
年
ウ
ェ
ー
ル
ズ
政
府
法
と
二
〇
〇
六
年
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
法
が
制
定
さ
れ
、
翌
年
に
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
議
会
が
設
立
さ
れ
、

ウ
ェ
ー
ル
ズ
と
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
自
治
が
復
活
し
た
。
ブ
レ
ア
は
一
二
の
地
域
に
議
会
を
設
置
し
、
国
か
ら
の
権
限
移
譲
を
通
じ
た
地

方
分
権
化
策
を
推
進
し
て
き
て
は
い
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
Ｇ
Ｌ
Ａ
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
。
た
だ
し
Ｇ
Ｌ
Ａ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中

心
的
な
地
域
組
織
と
考
え
れ
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
四
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
政
府
が
創
設
さ

れ
、
自
治
分
権
型
の
地
方
自
治
制
度
が
拡
充
し
た
と
も
い
え
る
。

ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
を
継
承
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
政
権
は
、
二
〇
〇
七
年
地
方
自
治
法
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
に
地
域
開
発
公
社
を
設
立
す
る

と
と
も
に
、
パ
リ
ッ
シ
ュ
の
設
立
を
容
認
し
た
（
1３
）

。
ま
た
Ｇ
Ｌ
Ａ
を
除
く
八
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
「
現
在
の
行
政
区
域
を
超
え
る
も
の
の
大
都
市

圏
都
市
よ
り
は
小
規
模
な
地
方
圏
（S

ub-R
egion

）
を
お
く
提
案
を
明
ら
か
に
し
た
（
1４
）

」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
①
タ
イ
ン
・
ア
ン
ド
・

ウ
ェ
ア
圏
、
②
テ
ィ
ー
ズ
・
バ
レ
ー
圏
、
③
リ
ー
ズ
大
都
市
圏
都
市
圏
、
④
ハ
ル
・
ア
ン
ド
・
ハ
ン
バ
ー
ポ
ー
ト
圏
、
⑤
サ
ウ
ス
ヨ
ー
ク

シ
ャ
ー
圏
、
⑥
グ
レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
圏
、
⑦
リ
バ
プ
ー
ル
大
都
市
圏
都
市
圏
、
⑧
フ
ァ
イ
ル
ド
・
コ
ー
ス
ト
圏
、
⑨
ベ

ニ
ー
・
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
圏
、
⑩
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
・
コ
ベ
ン
ト
リ
ー
・
ア
ン
ド
・
ブ
ラ
ッ
ク
カ
ン
ト
リ
ー
圏
、
⑪
ア
ー
バ
ン
・
サ
ウ
ス
ハ
ン

プ
シ
ャ
ー
圏
、
⑫
ボ
ン
マ
ス
・
プ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
ド
ー
セ
ッ
ト
圏
、
⑬
ウ
ェ
ス
ト
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
圏
で
あ
る
（
15
）

。
加
え
て
二
〇
〇
九
年

地
域
政
治
の
民
主
化
、
経
済
発
展
、
地
域
建
設
法
を
通
じ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
広
域
行
政
の
推
進
の
一
環
と
し
て
、
八
リ
ー
ジ
ョ
ン
の

地
域
審
議
会
を
「
自
治
体
リ
ー
ダ
ー
委
員
会
」
に
改
編
し
た
の
で
あ
る
（
1６
）

。

（
七
六
二
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

九

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
の
結
果
政
権
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
を
首
班
と
す
る
保
守
党
と
自
由
民
主
党
の
連
立
政
権
と
な
っ
た
。
連
立
政
権
は
大
き

な
社
会
と
地
域
主
義
を
柱
と
す
る
合
意
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
新
し
い
地
方
自
治
制
度
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。
二
〇
一
一
年
の
地
域
主

義
法
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
方
自
治
体
お
よ
び
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
限
強
化
を
規
定
し
、
ロ
ン
ド
ン
開
発
公
社
と
自
治
体
リ
ー

ダ
ー
委
員
会
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
に
対
し
包
括
的
権
限
（general pow

er of com
petence

）
を
付
与
し
た
。
ま
た

二
〇
一
一
年
公
的
団
体
法
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
以
外
の
地
域
開
発
公
社
を
廃
止
し
た
（
17
）

。
さ
ら
に
連
立
政
権
は
議
会
で
承
認
を
受
け
た
グ

レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
設
置
令
を
受
け
て
、
グ
レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
合
同
行
政
機
構
を
設
置
し
た
。
合
同
行
政
機
構
は

二
〇
一
四
年
に
四
地
域
で
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
連
立
政
権
は
、
労
働
党
内
閣
の
表
２
に
あ
る
一
二
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
を
単
位
と
し
た

地
方
分
権
化
政
策
に
対
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
以
外
の
八
リ
ー
ジ
ョ
ン
内
の
地
方
自
治
体
の
自
主
性
を
重
ん
じ
た
広
域
自
治
の
推
進
を
容
認
す

る
政
策
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
を
問
う
住
民
投
票
も
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
独
立
の
提
案
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
（
18
）

。

二
〇
一
五
年
に
発
足
し
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
政
権
は
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
二
〇
一
六
年
都
市
・
地
方
分
権
法
を
制
定
し
、
合
同
行

政
機
構
に
お
け
る
公
選
首
長
の
設
置
を
通
じ
た
権
限
の
拡
充
政
策
の
遂
行
を
明
確
に
し
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
同
年
に
は
二
つ
の
地

域
合
同
組
織
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
同
年
三
月
に
は
、
前
年
の
総
選
挙
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
の
議
席
が
六
議
席
か
ら
五
六
議
席
へ

と
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
選
挙
後
に
行
わ
れ
た
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
権
限
移
譲
の
交
渉
結
果
の
保
証
を
目
的
と
し
た
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
法
が
制
定
さ
れ
た
。
四
月
に
は
二
つ
の
合
同
行
政
機
構
が
設
置
さ
れ
、
五
月
に
は
二
〇
一
六
年
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
法
が
制
定
さ

れ
た
。
し
か
し
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
は
六
月
に
実
施
し
た
Ｅ
Ｕ
残
留
に
関
す
る
国
民
投
票
で
提
案
が
否
決
さ
れ
辞
任
し
た
。
二
〇
一
六
年
七

月
に
成
立
し
た
メ
イ
政
権
の
下
、
翌
年
一
月
に
二
〇
一
七
年
ウ
ェ
ー
ル
ズ
法
が
成
立
し
、
四
地
域
に
関
す
る
分
権
法
が
揃
う
こ
と
に
な
っ

（
七
六
三
）
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一
〇

た
。
四
月
に
は
二
つ
の
合
同
行
政
機
構
が
成
立
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
広
域
分
権
が
さ
ら
に
進
ん
だ
。
し
か
し
メ
イ
政
権
は
Ｅ
Ｕ
離
脱
を

め
ぐ
る
混
乱
の
中
で
辞
任
を
表
明
し
、
次
の
保
守
党
党
首
が
決
定
し
た
後
で
辞
任
す
る
こ
と
が
確
定
し
た
（
19
）

。
保
守
党
首
選
挙
の
結
果
、
前

ロ
ン
ド
ン
市
長
・
前
外
相
の
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
が
勝
利
し
、
七
月
二
四
日
に
首
相
の
座
に
つ
い
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
首
相
は
一
〇
月

三
一
日
ま
で
に
Ｅ
Ｕ
を
離
脱
す
る
旨
を
表
明
し
た
。

二
　
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
日
本
の
政
権
交
代
と
地
方
制
度
改
革
の
歴
史

一
九
八
九
年
は
平
成
元
年
で
あ
り
、
こ
こ
で
扱
う
も
の
は
平
成
時
代
の
日
本
の
政
権
交
代
と
地
方
制
度
改
革
の
歴
史
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
表
１
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
首
相
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
メ
ー
ジ
ャ
ー
内
閣
に
代
わ
り
、
ブ
レ

ア
内
閣
、
ブ
ラ
ウ
ン
内
閣
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
・
自
由
連
立
内
閣
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
内
閣
、
メ
イ
内
閣
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
内
閣
と
八
つ
の
内
閣

が
存
在
し
て
い
る
。
他
方
日
本
で
は
一
九
九
八
年
だ
け
で
竹
下
内
閣
か
ら
宇
野
内
閣
、
海
部
内
閣
と
政
権
が
交
代
し
、
そ
の
後
も
宮
沢
内

閣
、
細
川
内
閣
、
羽
田
内
閣
、
橋
本
内
閣
、
小
渕
内
閣
、
森
内
閣
、
小
泉
内
閣
、
第
一
期
安
倍
内
閣
、
福
田
内
閣
、
麻
生
内
閣
、
鳩
山
内

閣
、
菅
内
閣
、
野
田
内
閣
、
第
二
期
安
倍
内
閣
と
一
六
回
の
政
権
交
代
（
一
七
内
閣
の
誕
生
）
を
経
験
し
て
い
る
。
一
内
閣
平
均
四
年
を
超

え
る
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
、
日
本
は
平
均
一
年
九
か
月
と
い
う
短
さ
で
あ
る
。
五
年
五
か
月
の
小
泉
内
閣
と
現
在
ま
で
で
六
年
八
か
月

（
二
〇
一
九
年
八
月
一
日
現
在
）
の
第
二
期
安
倍
内
閣
を
除
く
と
、
他
の
内
閣
は
ほ
ぼ
一
年
ご
と
に
交
代
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で

も
分
権
改
革
が
進
ん
で
き
た
の
は
、
官
僚
組
織
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

平
成
時
代
の
幕
開
け
に
は
、
バ
ブ
ル
の
絶
頂
期
と
前
年
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
た
竹
下
内
閣
の
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
が
存
在
し
た
。

そ
の
前
提
と
な
っ
た
も
の
が
一
九
八
七
年
六
月
に
策
定
さ
れ
た
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
四
全
総
）
で
あ
り
、
同
年
一
一
月
に
成
立

（
七
六
四
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
一

し
た
竹
下
内
閣
は
、
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
の
多
極
分
散
型
国
土
の
形
成
に
向
け
て
、
地
域
の
主
体
性
と
創
意
工
夫
を
基
軸
と
し
つ

つ
、
地
域
特
性
を
生
か
し
た
個
性
豊
か
な
地
域
づ
く
り
を
積
極
的
に
進
め
る
政
策
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
を
立
ち
上
げ
た
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
交
付
税
交
付
団
体
を
対
象
に
、
一
市
町
村
当
た
り
一
律
に
一
億
円
（
昭
和
六
三
［
一
九
八
八
］
年
度
補
正
で
二
千

万
円
、
平
成
元
［
一
九
八
九
］
年
度
当
初
で
八
千
万
円
）
を
地
方
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
に
加
算
す
る
形
で
交
付
し
た
の
で
あ
る
（
20
）

。
そ
れ

に
続
い
た
も
の
が
消
費
税
（
三
％
）
の
導
入
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
九
九
〇
年
に
は
バ
ブ
ル
は
崩
壊
し
、
政
府
は
福
祉
八
法
の
改
正
を
通
じ
て
低
成
長
下
の
福
祉
政
策
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
も
の
の
一
つ
が
東
京
一
極
集
中
で
あ
り
、
首
都
機
能
移
転
が
政
治
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同

年
一
月
の
首
都
機
能
移
転
問
題
に
関
す
る
懇
談
会
が
設
置
さ
れ
、
一
一
月
に
は
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議
」
が
衆
参
両
院
で
な
さ

れ
、
一
二
月
に
は
首
都
機
能
移
転
問
題
を
考
え
る
有
識
者
会
議
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
八
月
に
は
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す

る
特
別
委
員
会
」
が
両
院
に
設
置
さ
れ
、
一
九
九
二
年
一
二
月
に
は
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
多

様
な
活
動
が
起
こ
っ
た
も
の
の
、
首
都
機
能
移
転
論
は
現
在
の
と
こ
ろ
目
立
っ
た
動
き
は
見
ら
れ
て
い
な
い
（
21
）

。

一
九
九
三
年
は
細
川
八
会
派
連
合
政
権
が
誕
生
し
た
が
、
八
か
月
後
の
一
九
九
四
年
四
月
に
羽
田
内
閣
に
交
代
し
、
六
月
に
は
自
民
・

さ
き
が
け
・
社
民
連
立
の
村
山
内
閣
が
誕
生
し
て
い
る
。
同
年
六
月
に
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
、
中
核
市
制
度
と
広
域
連
合
制
度
が
創

設
さ
れ
、
中
核
市
制
度
は
翌
年
四
月
か
ら
、
広
域
連
合
制
度
は
六
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
広
域
行
政
制
度
の
導
入

は
、
宮
澤
内
閣
か
ら
細
川
・
羽
田
内
閣
を
経
て
村
山
内
閣
に
引
き
継
が
れ
る
形
で
実
現
し
て
い
る
。
そ
の
元
と
な
っ
た
も
の
は
一
九
八
九

年
の
第
二
次
臨
時
行
政
審
議
会
の
「
国
と
地
方
の
関
係
に
関
す
る
答
申
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
答
申
で
は
地
方
中
核
都
市
、
都
道
府
県
連
合

制
度
、
市
町
村
連
合
制
度
等
の
創
設
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
改
革
は
日
本
型
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
一
例
と
い
え
る
（
22
）

。
（
七
六
五
）
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一
二

平
成
時
代
の
日
本
の
地
方
自
治
制
度
に
関
す
る
大
き
な
改
革
は
一
九
九
九
年
に
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
年
は
「
地
方
分
権
の
推
進

を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
地
方
分
権
一
括
法
）」
が
制
定
さ
れ
、
1
．
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
と
自
治
事

務
及
び
法
定
受
託
事
務
の
創
設
、
2
．
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
又
は
都
道
府
県
の
関
与
の
ル
ー
ル
の
確
立
、
３
．
国
・
都
道
府
県
の

関
与
に
つ
い
て
の
係
争
処
理
制
度
の
創
設
や
、
中
核
市
の
要
件
緩
和
と
特
例
市
の
創
設
な
ど
が
な
さ
れ
た
年
で
あ
る
（
2３
）

。
ま
た
こ
の
年
は

二
〇
一
〇
年
ま
で
続
い
た
平
成
の
大
合
併
が
開
始
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
で
代
表
的
な
も
の
は
、
明
治
の
大

合
併
と
昭
和
の
大
合
併
で
あ
る
が
、
明
治
の
大
合
併
の
後
は
地
方
公
共
団
体
の
組
合
制
度
が
創
設
さ
れ
、
昭
和
の
大
合
併
の
後
は
広
域
市

町
村
圏
な
ど
の
広
域
行
政
組
織
が
創
設
さ
れ
、
合
併
後
に
新
た
な
広
域
行
政
制
度
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
三
月
の
平
成
の
大

合
併
終
了
に
合
わ
せ
て
、
二
〇
〇
九
年
に
は
定
住
自
立
圏
が
創
設
さ
れ
て
い
る
（
2４
）

。

平
成
の
大
合
併
の
間
に
登
場
し
た
小
泉
内
閣
は
、
二
〇
〇
三
年
に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
、
二
〇
〇
五
年
に
は
三
位
一
体
の
改
革

を
導
入
し
、
地
方
財
政
の
健
全
化
に
向
け
た
対
策
を
実
施
し
た
。
ま
た
合
併
し
た
市
や
町
に
お
け
る
旧
町
村
や
集
落
の
自
治
や
地
域
創
生

等
の
主
体
の
一
つ
と
し
て
地
域
自
治
区
を
創
設
し
て
い
る
。
福
田
内
閣
で
は
二
〇
〇
八
年
に
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
に
相
当
す
る
国

土
形
成
計
画
を
閣
議
決
定
し
、
平
成
の
大
合
併
後
の
広
域
行
政
施
策
と
し
て
定
住
自
立
圏
構
想
を
提
示
し
た
が
、
定
住
自
立
圏
が
創
設
さ

れ
た
の
は
麻
生
内
閣
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
鳩
山
・
菅
・
野
田
と
続
く
民
主
党
中
心
の
連
立
政
権
が
動
き
始
め
た
二
〇
一
〇
年
三
月

末
で
平
成
の
大
合
併
は
終
了
し
た
。
地
域
主
権
改
革
を
提
示
し
た
民
主
党
政
権
は
、
結
局
毎
年
総
理
が
交
代
す
る
混
乱
の
中
で
退
陣
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
小
泉
内
閣
は
二
〇
〇
六
年
二
月
二
八
日
に
、
第
二
八
次
地
方
制
度
調
査
会
（
以
下
「
調
査
会
」
と
い
う
）
か
ら
「
道
州
制

の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
調
査
会
は
答
申
に
お
い
て
ま
ず
都
道
府
県
制
度
に
、「
現
在
の
都
道
府
県
制
度
の
ま

（
七
六
六
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
三

ま
で
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
る
か
」、「
一
層
の
地
方
分
権
改
革
の
担
い
手
た
り
得
る
か
」
と
い
っ
た
疑
問
を
投
げ
か
け
、

「
広
域
自
治
体
改
革
と
道
州
制
」
を
テ
ー
マ
に
、「
広
域
自
治
体
改
革
は
、
都
道
府
県
制
度
に
関
す
る
問
題
へ
の
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国

の
か
た
ち
の
見
直
し
に
か
か
わ
る
改
革
と
し
て
位
置
づ
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
し
、「
こ
う
し
た
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
の
具
体
策

と
し
て
は
道
州
制
の
導
入
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
広
域
自
治
体
と
し
て
都
道
府
県
に
代
え
て
道
州

を
置
く
、
道
州
及
び
市
町
村
の
二
層
制
が
望
ま
し
い
と
の
答
申
を
行
っ
た
の
で
あ
る
（
25
）

。
こ
れ
を
受
け
て
小
泉
内
閣
と
安
倍
内
閣
は
道
州
制

へ
の
理
解
を
示
し
た
が
、
第
一
期
安
倍
内
閣
が
短
命
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
道
州
制
に
関
す
る
議
論
は
停
滞
し
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
に
再
度
総
理
の
座
に
つ
い
た
安
倍
晋
三
自
由
民
主
党
総
裁
は
、
二
〇
一
四
年
の
地
方
自
治
法
改
正
を
通
じ
て
、
指

定
都
市
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
総
合
区
制
度
を
創
設
し
た
。
ま
た
中
核
市
と
特
例
市
制
度
を
統
合
し
て
、
中
核
市
の
人
口
要
件
三
〇
万

人
以
上
を
特
例
市
の
要
件
で
あ
っ
た
二
〇
万
人
以
上
に
改
め
、
そ
れ
ま
で
の
特
例
市
は
中
核
市
に
移
行
す
る
か
、
施
行
時
特
例
市
に
留
ま

る
か
の
選
択
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
指
定
都
市
や
中
核
市
が
核
と
な
っ
て
、
連
携
し
て
広
域
的
な
圏
域
を
設
定
し
て
事
務
の
共
同

処
理
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
連
携
中
枢
都
市
圏
制
度
も
創
設
し
た
。
広
域
行
政
圏
を
中
心
と
し
た
自
治
分
権
化
が
継
続
し
て
実
践
さ
れ

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
（
25
）

。

三
　
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
共
通
性

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
共
通
性
と
し
て
第
一
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
広
域
行
政
化
の
流
れ
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
で
は
労
働
党
政
権
時
代
に
一
二
リ
ー
ジ
ョ
ン
化
を
、
日
本
で
は
小
泉
内
閣
か
ら
第
一
期
安
倍
内
閣
で
一
三
道
州
を
案
の
一
つ
と
す

る
道
州
制
へ
の
移
行
が
議
論
さ
れ
た
。
表
３
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
域
圏
の
面
積
は
日
本
が
ほ
ぼ
イ
ギ
リ
ス
の

（
七
六
七
）
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一
四

一
・
五
倍
で
あ
り
、
人
口
も
イ
ギ
リ
ス
の
二
倍
弱

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
オ
ン
、
ド
イ
ツ
の
ラ

ン
ト
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ラ
ン
ス
テ
ィ
ン
グ
の
面

積
と
人
口
は
ほ
ぼ
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
類

似
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な

い
と
し
て
も
、
日
本
の
道
州
は
少
し
広
す
ぎ
る
と

い
え
る
（
27
）

。

基
礎
自
治
体
を
比
較
し
た
場
合
、
日
本
の
基
礎

自
治
体
は
一
七
四
一
市
区
町
村
で
あ
り
、
平
均
面

積
は
二
一
七
・
〇
二
㎢
、
平
均
人
口
は
七
万

三
四
六
九
人
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
基
礎
自
治
体

は
表
３
の
通
り
三
八
二
ユ
ニ
タ
リ
ー
等
と
な
っ
て

お
り
、
平
均
面
積
は
七
三
七
・
〇
五
㎢
、
平
均
人

口
は
一
六
万
一
七
八
〇
人
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の

ユ
ニ
タ
リ
ー
等
の
面
積
は
日
本
の
約
三
・
四
倍
、

人
口
は
約
二
・
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
他

の
国
々
と
比
較
し
た
場
合
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
コ

表 ３　道州制を前提とした日本とヨーロッパ諸国の自治制度の相違
日　本 イギリス フランス ドイツ スウェーデン

面積 ３77,829 2４1,752 551,６95 ３57,111 ４50,295

人口 12,791 ６,180 ６,６99 8,177 959

地域圏 道　　州 リージョン レジオン ラント（州）

数 1３ 12 2６ 1６

平均面積（㎢） 29,0６４ 20,1４６ 21,212 22,３19

平均人口（万人） 98３ 515 250 511

広域自治体 都道府県 （カウンティ） デパルトマン クライス（郡） ランスティング

数 ４7 ［2６］ 9６ ４12 20

平均面積（㎢） 8,0３9 5,515 8６7 22,４98

平均人口（万人） 272 ６7.7４ 19.85 ４5.４

基礎自治体 市区町村 ユニタリー等 コミューン ゲマインデ コミューン

数 1,718+2３ ３82 ３６,６7３ 11,9３３ 290

平均面積（㎢） 217.02 7３7.05 15.0４ 29.78 1,552.7４

平均人口 7３,４６9 1６1,780 1,827 ６,818 ３３,0６9

準自治体 地域自治組織 パリッシュ等 （パリッシュ）

数 27４ 約 12,000

平均面積（㎢） 72.8 約 11.0

平均人口 11,805 約 1,500

註　フランスのコミューンは規模としてはイギリスのパリッシュに類似
ドイツのゲマインデはイギリスのパリッシュやフランスのコミューンの数倍程度の規模
ドイツのクライスは ３01 であるが、３ 自治州の ４ 市と 111 の郡独立州を加えたものである
イギリス： 二層制はカウンティとディストリクトで構成、一層制はシティ、ロンドン・バラ、大都市

ディストリクト、ユニタリィ、北アイルランドのディストリクトで構成
日本の地域自治組織は、地域審議会（４0 団体・110 審議会）、地域自治区（一般制度：15 団体 1４8 自治
区）、地域自治区（合併特例：12 団体・2６ 自治区）の合計 ３ 種 ６7 団体 27４ となっている。
ここでの平均面積と平均人口は地域自治区（一般組織）を対象として計算した数字である。

（
七
六
八
）
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と
イ
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ス
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冷
戦
終
焉
期
以
降
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地
方
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治
制
度
改
革
の
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史
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本
の
今
後
（
山
田
）

一
五

表
４　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
単
一
自
治
体
：
56）

設
立

人
口

順
位

面
積

（
㎢

）
順

位
B

ath and N
orth E

ast S
om

erset
199６

188,700
３2

３４６.00
18

B
edford

2009
1６9,900

３7
４7６.４0

1４
B

lackburn w
ith D

arw
en

1998
1４8,800

４４
1３7.00

３３
B

lackpool
1998

1３9,720
４8

３４.85
5４

B
ournem

outh, C
hristchurch and P

oole
2019

19４,800
３0

４６.00
４9

B
racknell F

orest
1998

120,４00
52

109.３8
３5

B
righton and H

ove
1997

288,200
12

82.79
３8

B
ristol

199６
４59,３00

４
110.00

３３
C

entral B
edfordshire

2009
280,000

1３
715.70

11
C

heshire E
ast

2009
３78,800

5
11６６.00

8
C

heshire W
est and C

hester
2009

３３8,000
8

91６.70
9

C
ornw

all
2009

5６1,３00
1

３5４６.00
2

C
ounty D

urham
2009

52３,700
2

222６.00
６

D
arlington

1997
10６,３00

5３
197.50

2６
D

erby
1997

257,000
19

78.0３
４1

D
orset

2019
151,３00

４2
６5.00

４5
E

ast R
iding of Y

orkshire
199６

３３8,100
7

2４79.00
5

H
alton

1998
127,６00

51
79.08

４0
H

artlepool
199６

9３,000
5４

9３.5６
３６

H
erefordshire

1998
191,000

３1
2180.00

7
Isle of W

ight
1995

1４1,000
４６

３8４.00
1６

K
ingston upon H

ull
199６

2６0,700
18

71.00
４４

L
eicester

1997
３5３,500

６
7３.３0

４３
L

uton
1997

21４,700
2４

４３.３5
50

M
edw

ay
1998

277,６00
15

192.0３
28

M
iddlesbrough

199６
1４0,６00

４7
5３.88

４7
M

ilton K
eynes

1997
2６7,500

1６
３09.00

20
N

orth E
ast L

incolnshire
199６

159,800
４0

191.90
29

N
orth L

incolnshire
199６

171,３00
３5

8６４.３0
10

ユ
ニ

タ
リ

ー
・

オ
ー

ソ
リ

テ
ィ

設
立

人
口

順
位

面
積

(㎢
)

順
位

N
orth S

om
erset

199６
212,800

25
３7４.６8 

17 
N

orthum
berland

2009
３19,000

10
501４.00 

1 
N

ottingham
1998

３29,200
9

7４.６1 
４2 

P
eterborough

1998
198,900

28
３４３.３8 

19 
P

lym
outh

1998
2６３,100

17
79.8３ 

３9 
P

ortsm
outh

1997
21４,700

2３
４0.25 

52 
R

eading
1998

1６３,100
３9

４0.00 
5３ 

R
edcar and C

leveland
199６

1３６,000
４9

2４４.80 
2３ 

R
utland

1997
３9,500

55
３81.80 

15 
S

hropshire
2009

３17,500
11

３197.00 
４ 

S
lough

1998
1４8,800

４5
３2.5４ 

55 
S

outham
pton

1997
252,４00

21
50.00 

４8 
S

outhend-on-S
ea

1998
181,800

３３
４1.7６ 

51 
S

outh G
loucestershire

199６
279,000

1４
４9６.9４ 

1３ 
S

tockton-on-T
ees

199６
19６,500

29
205.00 

25 
S

toke-on-T
rent

1998
255,４00

20
9３.４5 

３7 
S

w
indon

1998
220,４00

22
2３0.10 

2４ 
T

elford and W
rekin

1998
175,800

３４
290.３1 

21 
T

hurrock
1998

170,４00
３６

1６３.３8 
３2 

T
orbay

1998
1３5,200

50
６2.87 

４６ 
W

arrington
1998

209,700
2６

180.６0 
３0 

W
est B

erkshire
1998

158,500
４1

70４.17 
12 

W
iltshire

2009
４9６,000

３
３255.00 

３ 
W

indsor and M
aidenhead

1998
150,100

４３
198.４３ 

27 
W

okingham
1998

1６5,000
３8

178.98 
３1 

Y
ork

199６
208,200

27
271.9４ 

22 
Isles of S

cilly
2,３00

5６
1６.３7

5６
合

　
　

　
　

　
計

12,６４1,920
３３529.9４ 

平
　

　
　

　
　

均
225,7４9

598.75 
ダ

ー
リ

ン
ト

ン
、

ハ
ー

ト
リ

プ
ー

ル
、

ミ
ド

ル
ス

ブ
ラ

、
レ

ッ
ド

カ
ー

・
ア

ン
ド

・
ク

リ
ー

ブ
ラ

ン
ド

、
ス

ト
ッ

ク
ト

ン
・

オ
ン

・
テ

ィ
ー

ズ
で

テ
ィ

ー
ズ

・
バ

レ
ー

合
同

行
政

機
構

を
201６

年
に

創
設

バ
ー

ス
・

ア
ン

ド
・

ノ
ー

ス
イ

ー
ス

ト
・

サ
マ

ー
セ

ッ
ト

と
ブ

リ
ス

ト
ル

と
サ

ウ
ス

・
グ

ロ
ス

タ
ー

シ
ャ

ー
で

ウ
ェ

ス
ト

・
オ

ブ
・

イ
ン

グ
ラ

ン
ド

合
同

機
構

を
2017

年
に

創
設

註
　

 表
は

“L
ocal governm

ent structure and elections - G
O

V
.U

K
”（

w
w

w
.gov.uk/guidance/locai-governm

ent-structure-and-elections）
と

“L
ocal governm

ent structure 
- politics.co.uk ”（

w
w

w
.politics.co.uk）

を
中

心
に

、
そ

れ
ぞ

れ
の

U
nitary A

uthority
の

Ｈ
Ｐ

を
参

照
し

整
理

し
て

作
成

し
た

。

（
七
六
九
）
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一
六

ミ
ュ
ー
ン
の
人
口
が
約
三
万
三
千
人
で
、
日
本
の
四
五
％
程
度
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は

面
積
一
五
・
〇
四
㎢
で
人
口
は
一
八
二
七
人
に
す
ぎ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
と
比
較
す
れ
ば
面
積
が
二
％
程
度
で
人
口
が
一
％
程
度
、
日
本
と
比

較
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
七
％
程
度
・
二
％
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
面
積
二
九
・
七
八
㎢
、
人
口
は
六
八
一
八
人
で

あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
四
％
程
度
・
四
％
程
度
、
日
本
と
は
一
四
％
程
度
・
九
％
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
フ
ラ
ン
ス

の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
準
自
治
体
で
あ
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
面
積
一
一
㎢
と
人
口
一
五
〇
〇
人
に
近
い
。

表
5　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
（
6）
と
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
（
３6）

メ
ト

ロ
ポ

リ
タ

ン
・

カ
ウ

ン
テ

ィ
（

６）
カ

ウ
ン

テ
ィ

人
口（

2017）
面

積
（

㎢
）

メ
ト

ロ
ポ

リ
タ

ン
・

デ
ィ

ス
ト

リ
ク

ト
（

３６）
デ

ィ
ス

ト
リ

ク
ト

数
と

平
均

人
口

平
均

面
積

（
㎢

）
合

同
行

政
機

構

G
reater 

M
anchester

2,798,800
1,27６

M
anchester, B

olton, B
ury, O

ldham
, R

ochdale,
S

alford, S
tockport, T

am
eside, T

rafford, W
igan

10：
279,880

127.６
グ

レ
ー

タ
ー

・
マ

ン
チ

ェ
ス

タ
ー

合
同

行
政

機
構

：
2011

年
創

設

M
erseyside

1,４1６,800
６４5

L
iverpool, K

now
sley, S

t H
elens, S

efton, W
irral

5：
28３,３00

129.0
リ

バ
プ

ー
ル

・
シ

テ
ィ

・
リ

ー
ジ

ョ
ン

合
同

行
政

機
構

（
201４）　

ハ
ル

ト
ン

（
Ｕ

Ａ
）

が
追

加
加

盟

S
outh Y

orkshire
1,３9３,４00

1,552
S

heffi
eld, B

arnsley, D
oncaster, R

otherham
４：

３４8,３50
３88.0

シ
ェ

フ
ィ

ー
ル

ド
・

シ
テ

ィ
・

リ
ー

ジ
ョ

ン
行

政
機

構
：

201４
年

創
設

T
yne and W

ear
1,129,500

5３8
N

ew
castle upon T

yne, G
ateshead, S

outh T
yneside,

N
orth T

yneside, S
underland

5：
225,900

107.６ 
ノ

ー
ス

イ
ー

ス
ト

合
同

行
政

機
構

：
201４

年
創

設
カ

ウ
ン

テ
ィ

・
ダ

ー
ラ

ム
（

Ｕ
Ａ

）
が

追
加

加
盟

W
est M

idlands
2,897,３00

902
B

irm
ingham

, C
oventry, D

udley, S
andw

ell, S
olihull, 

W
alsall, W

olverham
pton

7：
４1３,900

128.9

ウ
ェ

ス
ト

・
ミ

ッ
ド

ラ
ン

ド
合

同
行

政
機

構
（

201６）
準

構
成

自
治

体
：

テ
ル

フ
ォ

ー
ド

・
ア

ン
ド

・
レ

キ
ン

（
Ｕ

Ａ
）

と
カ

ノ
ッ

ク
チ

ェ
ー

ス
、

ヌ
ー

ト
ン

・
ア

ン
ド

・
ヘ

ッ
ド

ワ
ー

ス
他

2
の

デ
ィ

ス
ト

リ
ク

ト
W

est Y
orkshire

2,３07,000
2,029

L
eeds, B

radford, C
alderdale, K

irklees, W
akefield

5：
４６1,４00

４05.8
ウ

ェ
ス

ト
・

ヨ
ー

ク
シ

ャ
ー

合
同

行
政

機
構

（
201４）

合
　

　
計

11,9４2,800
６,9４2

平
　

　
均

1,8４5,017
1,157

３07,50３
192.8

註
　

 表
は

“L
ocal governm

ent structure and elections - G
O

V
.U

K
”（

w
w

w
.gov.uk/guidance/locai-governm

ent-structure-and-elections）
と

“L
ocal governm

ent structure-
politics.co.uk ”（

w
w

w
.politics.co.uk）

を
中

心
に

、
そ

れ
ぞ

れ
の

メ
ト

ロ
ポ

リ
タ

ン
・

カ
ウ

ン
テ

ィ
の

Ｈ
Ｐ

を
参

照
し

整
理

し
て

作
成

し
た

。

（
七
七
〇
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
七

こ
う
し
て
み
る
と
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
基
礎
自
治
体
の
面
積
と
人
口
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
他
の
国
家
と

比
較
す
れ
ば
あ
ま
り
大
き
な
差
は
な
い
と
も
い
え
る
。
大
別
す
れ
ば
世
界
各
国
の
基
礎
自
治
体
は
、
七
万
人
を
超
え
る
（
こ
れ
で
も
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
倍
以
上
で
あ
る
）
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
大
規
模
型
と
、
ス
ェ
ー
デ
ン
や
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
三
万
人
前
後
の
中
規
模

型
と
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
一
万
人
未
満
の
小
規
模
型
に
区
分
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
日
本
で
は
政
令
市
制
度
を
改
正
し
、
人
口
七
〇
万
人
以
上
で
指
定
都
市
に
、
三
〇
万
人
以
上
で
（
旧
）
中
核
市
（
現
在
は
二
〇

万
人
以
上
に
改
正
）
に
、
二
〇
万
人
で
（
旧
）
特
例
市
（
現
在
は
廃
止
し
た
が
一
部
は
施
行
時
特
例
市
と
し
て
残
存
し
て
い
る
）
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
口
数
に
応
じ
て
事
務
権
限
を
委
譲
さ
せ
地
方
公
共
団
体
の
自
治
能
力
を
拡
充
さ
せ
る
政
策
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
表
４
に

あ
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
平
均
人
口
は
二
二
万
人
強
で
あ
り
、（
旧
）
特
例
市
（
現
在
の
中
核
市
）

に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
表
５
に
あ
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
平
均
人
口
三
〇

万
人
強
で
あ
り
（
旧
）
中
核
市
に
類
似
し
て
い
る
。
加
え
て
表
６
の
平
均
人
口
一
〇
〇
万
人
強
の
ノ
ン
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン

テ
ィ
と
、
平
均
人
口
一
四
万
人
程
度
の
ノ
ン
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
、
日
本
の
都
道
府
県
と
市
町
村
の
関
係
に
類
似

し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
表
７
に
あ
る
よ
う
に
平
均
人
口
二
七
万
人
強
の
ロ
ン
ド
ン
・
バ
ラ
は
（
旧
）
中
核
市
と
（
旧
）
特

例
市
の
中
間
と
い
え
る
よ
う
な
類
似
性
を
見
せ
て
い
る
。

日
本
で
は
一
部
事
務
組
合
や
広
域
連
合
が
地
方
自
治
体
の
事
務
の
共
同
処
理
を
可
能
な
も
の
に
し
て
い
る
。
特
に
近
年
で
は
広
域
連
合

を
活
用
し
た
定
住
自
立
圏
や
連
携
中
枢
都
市
圏
と
い
っ
た
大
規
模
な
広
域
行
政
を
展
開
す
る
自
治
体
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
特
に
長
野

県
は
県
内
全
域
を
対
象
に
一
〇
の
広
域
市
町
村
圏
を
設
定
し
、
広
域
圏
を
単
位
に
広
域
行
政
を
展
開
し
て
き
た
。
長
野
県
の
平
成
の
大
合

併
の
進
捗
率
は
、
四
二
市
町
村
減
の
三
五
％
で
全
国
三
六
位
で
あ
り
、
村
も
三
五
村
残
在
し
た
。
第
二
位
の
沖
縄
県
の
一
九
村
か
ら
見
て

（
七
七
一
）
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一
八

表
6　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ノ
ン
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
カ
ウ
ン
テ
ィ
（
２6）

と
ノ
ン
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
（
１9２）

ノ
ン

・
メ

ト
ロ

ポ
リ

タ
ン

カ
ウ

ン
テ

ィ
人

　
口

面
積

（
㎢

）
ユ

ニ
タ

リ
ー

・
オ

ー
ソ

リ
テ

ィ
を

除
く

ノ
ン

・
メ

ト
ロ

ポ
リ

タ
ン

デ
ィ

ス
ト

リ
ク

ト
数

平
均

人
口

平
均

面
積

（
㎢

）
B

uckingham
shire

80３,４00
1,87４

S
outh B

ucks – C
hiltern – W

ycom
be – A

ylesbury V
ale

４
200,850

４６8.5 

C
am

bridgeshire
8４7,200

３,３89
C

am
bridge – S

outh C
am

bridgeshire – H
untingdonshire – F

enland – E
ast C

am
bridgeshire

5
1６9,４４0

６77.8 
　

こ
の

領
域

で
ケ

ン
ブ

リ
ッ

ジ
シ

ャ
ー

・
ア

ン
ド

・
ピ

ー
タ

ー
バ

ラ
合

同
行

政
機

構
を

2017
年

に
創

設
C

um
bria

４98,４00
６,7６8

B
arrow

-in-F
urness – S

outh L
akeland – C

opeland – A
llerdale – E

den – C
arlisle

６
8３,0６7

1128.0 

D
erbyshire

1,0４9,000
2,６25

H
igh P

eak – D
erbyshire D

ales – S
outh D

erbyshire – E
rew

ash – A
m

ber V
alley –

N
orth E

ast D
erbyshire – C

hesterfield – B
olsover

8
1３1,125

３28.1 

D
evon

1,185,500
６,707

E
xeter – E

ast D
evon – M

id D
evon – N

orth D
evon – T

orridge – W
est D

evon – 
S

outh H
am

s – T
eignbridge

8
1４8,188

8３8.４ 

E
ast S

ussex
8４0,４00

1,792
H

astings – R
other – W

ealden – E
astbourne – L

ew
es

5
1６8,080

３58.４ 

E
ssex

1,820,４00
３,６70

H
arlow

 – E
pping F

orest – B
rentw

ood – B
asildon – C

astle P
oint – R

ochford – 
M

aldon –C
helm

sford – U
ttlesford – B

raintree – C
olchester – T

endring
12

151,700
３05.8 

G
loucestershire

907,200
３,150

G
loucester – T

ew
kesbury – C

heltenham
 – C

otsw
old – S

troud – F
orest of D

ean
６

151,200
525.0 

H
am

pshire
1,8３7,800

３,7６9
G

osport – F
areham

 – W
inchester – H

avant – E
ast H

am
pshire – H

art – R
ushm

oor – 
B

asingstoke and D
eane – T

est V
alley – E

astleigh – N
ew

 F
orest

11
1６7,07３

３４2.６ 

H
ertfordshire

1,180,900
1,６４３

T
hree R

ivers – W
atford – H

ertsm
ere – W

elw
yn H

atfield – B
roxbourne – E

ast  
H

ertfordshire –S
tevenage – N

orth H
ertfordshire – S

t A
lbans – D

acorum
10

118,090
1６４.３ 

K
ent

1,8３2,３00
３,7３６

D
artford – G

ravesham
 – S

evenoaks – T
onbridge and M

alling – T
unbridge W

ells – 
M

aidstone –  S
w

ale – A
shford – F

olkestone and H
ythe – C

anterbury –D
over – T

hanet
12

152,６92
３11.３ 

L
ancashire

1,４90,500
３,079

W
est L

ancashire – C
horley – S

outh R
ibble – F

ylde – P
reston – W

yre – L
ancaster – 

R
ibble V

alley – P
endle – B

urnley – R
ossendale – H

yndburn
12

12４,208
25６.６ 

L
eicestershire

1,0４３,800
2,15６

C
harnw

ood – M
elton – H

arborough – O
adby and W

igston – B
laby – 

H
inckley and B

osw
orth –N

orth W
est L

eicestershire
7

1４9,11４
３08.0 

L
incolnshire

1,082,３00
６,959

L
incoln – N

orth K
esteven – S

outh K
esteven – S

outh H
olland – B

oston – 
E

ast L
indsey –W

est L
indsey

7
15４,６1４

9４４.1 

N
orfolk

898,４00
5,３72

N
orw

ich – S
outh N

orfolk – G
reat Y

arm
outh – B

roadland – N
orth N

orfolk – 
K

ing's L
ynn and W

est N
orfolk – B

reckland
7

128,３４３
7６7.４ 

N
ortham

ptonshire
7４1,200

2,３６４
S

outh N
ortham

ptonshire – N
ortham

pton – D
aventry – W

ellingborough – K
ettering –  

C
orby –E

ast N
ortham

ptonshire
7

105,88６
３77.7 

（
七
七
二
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

一
九

も
村
の
多
さ
が
際
立
っ
て
お
り
、
小
規
模
町
村
が
多
く
残
っ
た
県
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
長
野
県
で
は
、
県
内
一
〇
の
広
域
行
政
圏
に

広
域
連
合
を
設
置
し
、
平
成
の
大
合
併
の
代
替
と
し
た
と
い
え
る
よ
う
な
形
態
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
構
成
各
市
町
村
が
対

等
な
立
場
で
活
動
す
る
広
域
連
合
に
は
限
界
が
見
ら
れ
、
広
域
行
政
圏
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
定
住
自
立
圏
が
五
地
域
、
連
携

中
枢
都
市
圏
が
一
地
域
、
連
携
自
立
圏
が
一
地
域
、
広
域
自
立
圏
が
一
地
域
と
、
連
携
中
枢
都
市
圏
意
向
を
意
図
し
て
い
る
圏
域
が
一
地

域
、
合
併
含
み
で
未
定
が
一
地
域
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
に
応
じ
た
広
域
行
政
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
28
）

。

こ
う
し
た
日
本
と
類
似
し
た
傾
向
は
、
規
模
は
か
な
り
異
な
る
も
の
の
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
行
政
が
確
立
で
き
な
か
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

N
orth Y

orkshire
1,15３,４00

8,６08
S

elby – H
arrogate – C

raven – R
ichm

ondshire – H
am

bleton – R
yedale – S

carborough
7

1６４,771
1152.６ 

N
ottingham

shire
1,1４7,100

2,1６0
R

ushcliffe – B
roxtow

e – A
shfield – G

edling – N
ew

ark and S
herw

ood – M
ansfield –

assetlaw
7

1６３,871
３08.６ 

O
xfordshire

６82,４00
2,６05

O
xford – C

herw
ell – S

outh O
xfordshire – V

ale of W
hite H

orse – W
est O

xfordshire
5

1３６,４80
521.0 

S
om

erset
95６,700

４,171
S

outh S
om

erset – S
om

erset W
est and T

aunton – S
edgem

oor – M
endip

４
2３9,175

10４2.8 

S
taffordshire

1,12６,200
2,71３

T
am

w
orth – L

ichfield – C
annock C

hase – S
outh S

taffordshire – S
tafford – 

N
ew

castle-under-L
ym

e – S
taffordshire M

oorlands – E
ast S

taffordshire
8

1４0,775
３３9.1 

S
uffolk

757,000
３,798

Ipsw
ich – B

abergh – E
ast S

uffolk – M
id S

uffolk – W
est S

uffolk
5

151,４00
759.６ 

S
urrey

1,185,３00
1,６６３

S
pelthorne – R

unnym
ede – S

urrey H
eath – W

oking – E
lm

bridge – G
uildford – 

W
averley – M

ole V
alley – E

psom
 and E

w
ell – R

eigate and B
anstead – T

andridge
11

107,755
151.2 

W
arw

ickshire
5６４,６00

1,975
N

orth W
arw

ickshire – N
uneaton and B

edw
orth – R

ugby – S
tratford-on-A

von – W
arw

ick
5

112,920
３95.0 

W
est S

ussex
852,４00

1,991
W

orthing – A
run – C

hichester – H
orsham

 – C
raw

ley – M
id S

ussex – A
dur

7
121,771

28４.４ 
W

orcestershire
588,４00

1,7４1
W

orcester – M
alvern H

ills – W
yre F

orest – B
rom

sgrove – R
edditch – W

ychavon
６

98,0６7
290.2 

合
　

　
　

　
計

27,072,200
90,４78

192
平

　
　

　
　

均
1,0４1,2３8

３,４79.9
7.３8

1４1,001
４71.2 

註
　

 表
は

“L
ocal governm

ent structure and elections - G
O

V
.U

K
”（

w
w

w
.gov.uk/guidance/locai-governm

ent-structure-and-elections）
と

“L
ocal governm

ent 
structure - politics.co.uk ”（

w
w

w
.politics.co.uk）

を
中

心
に

、
各

C
ounty

と
D

istrictの
H

P
を

参
照

し
整

理
し

て
作

成
し

た
。

（
七
七
三
）
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二
〇

表
７　
ロ
ン
ド
ン
・
バ
ラ
（
３２）

と
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
（
２0１７.6.３0.）

と
面
積

呼
　

　
　

称
位

置
人

　
口

順
位

面
積

（
㎢

）
順

位

B
arking and D

agenham
O

uter
210,711

2６
３６.09 

20

B
arnet

O
uter

３87,80３
1

8６.7４ 
5

B
exley

O
uter

2４６,12４
2３

６0.5６ 
7

B
rent

O
uter

３29,102
7

４３.2４ 
15

B
rom

ley
O

uter
３29,３91

６
150.15 

1

C
am

den
Inner

25３,３６1
21

21.80 
2６

C
ity of W

estm
inster

Inner
2４４,79６

2４
21.４8 

27

C
roydon

O
uter

３8４,8３7
2

87.00 
４

E
aling

O
uter

３４2,7３６
４

55.5３ 
11

E
nfield

O
uter

３３2,705
5

82.20 
６

G
reenw

ich
Inner

282,8４9
15

４7.３5 
1３

H
ackney

O
uter

275,929
1６

19.0６ 
29

H
am

m
ersm

ith and F
ulham

Inner
182,998

３0
1６.４0 

３0

H
aringey

O
uter

271,22４
18

29.59 
2３

H
arrow

O
uter

2４8,880
22

50.４7 
12

H
avering

O
uter

25６,0３9
20

112.27 
３

H
illingdon

O
uter

３02,３４３
12

115.70 
2

C
ity of L

ondon
7,６5４

2.90 
❶

呼
　

　
　

称
位

置
人

　
口

順
位

面
積

（
㎢

）
順

位

H
ounslow

O
uter

2６9,100
19

55.98 
10

Islington
Inner

2３5,000
25

1４.8６ 
３1

K
ensington and C

helsea
Inner

155,7４1
３2

12.1３ 
３2

K
ingston upon T

ham
es

O
uter

17４,６09
３1

３7.25 
18

L
am

beth
Inner

３2４,0４8
8

2６.82 
25

L
ew

isham
Inner

３01,３07
1４

３5.15 
21

M
erton

O
uter

20６,052
27

３7.６1 
17

N
ew

ham
O

uter
３４7,99６

３
３６.22 

19

R
edbridge

O
uter

３01,785
1３

5６.４1 
9

R
ichm

ond upon T
ham

es
O

uter
195,６80

29
57.４1 

8

S
outhw

ark
Inner

３1４,2３2
10

28.85 
2４

S
utton

O
uter

20３,2４３
28

４３.85 
1４

T
ow

er H
am

lets
Inner

３07,9６４
11

19.77 
28

W
altham

 F
orest

O
uter

275,505
17

３8.82 
1６

W
andsw

orth
Inner

３2３,257
9

３４.2６ 
22

合
　

　
計

8,817,３４7
1４55.３2 

平
　

　
均

275,5４2
４5.４8 

G
reater L

ondon
8,825,001

1４58.22 

註
：

 表
は

G
reater L

ondon（
U

nited K
ingdom

）
:B

oroughs - P
opulation S

tatistics, C
harts and M

ap（
w

w
w

.citypopulation.de/php/uk-
greaterlondon.php

と
各

バ
ラ

の
Ｈ

Ｐ
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。

（
七
七
四
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
一

八
リ
ー
ジ
ョ
ン
内
に
創
設
さ
れ
た
九
の
合
同
行
政
機
構
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前
触
れ
と
な
っ
た
も
の
が
労
働
党
政
権
時
代
に

提
案
さ
れ
た
一
三
の
サ
ブ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
案
で
あ
っ
た
。
労
働
党
政
権
の
提
案
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
部
は
二
〇
一
〇
年
地
域

主
義
法
を
ベ
ー
ス
に
設
立
さ
れ
た
九
の
合
同
行
政
機
構
と
な
っ
た
。
そ
の
中
の
六
つ
の
合
同
行
政
機
構
は
表
５
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ

ウ
ン
テ
ィ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
最
初
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
サ
ル
フ
ォ
ー
ド
、
ボ
ル
ト
ン
、

バ
リ
ー
、
オ
ー
ル
ダ
ム
、
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
、
ス
ト
ッ
ク
ポ
ー
ト
、
テ
ー
ム
サ
イ
ド
、
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
、
ウ
ィ
ガ
ン
の
一
〇
の
デ
ィ
ス
ト
リ

ク
ト
で
二
〇
一
一
年
に
設
置
さ
れ
た
グ
レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
合
同
行
政
機
構
で
あ
る
（
29
）

。

次
い
で
二
〇
一
四
年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
シ
テ
ィ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
合
同
行
政
機
構
、
ノ
ー
ス
イ
ー
ス
ト
合
同
行

政
機
構
、
リ
バ
プ
ー
ル
・
シ
テ
ィ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
合
同
行
政
機
構
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
合
同
行
政
機
構
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
の

中
で
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
シ
テ
ィ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
合
同
行
政
機
構
と
ウ
ェ
ス
ト
・
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
合
同
行
政
機
構
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
の

デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
だ
け
で
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
ノ
ー
ス
イ
ー
ス
ト
合
同
行
政
機
構
に
は
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
ダ
ラ
ム
が
加

盟
し
て
お
り
、
リ
バ
プ
ー
ル
・
シ
テ
ィ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
合
同
行
政
機
構
に
は
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
ハ
ル
ト
ン
が
加
盟
し
て
い

る
。二

〇
一
六
年
設
置
さ
れ
た
テ
ィ
ー
ズ
・
バ
レ
ー
合
同
行
政
機
構
は
五
つ
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
合
同
行
政
機
構
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
の
七
つ
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
を
構
成
自
治
体
、
四
つ
の
ノ
ン
・
カ
ウ
ン

テ
ィ
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
と
一
つ
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
準
構
成
自
治
体
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年

に
は
ウ
ェ
ス
ト
・
オ
ブ
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
合
同
行
政
機
構
が
三
つ
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
設
置
さ
れ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

シ
ャ
ー
・
ア
ン
ド
・
ピ
ー
タ
ー
パ
ラ
合
同
行
政
機
構
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ャ
ー
と
そ
の
内
部
に
あ
る
六
都
市
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
七
七
五
）
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二
二

こ
れ
ら
の
合
同
行
政
機
構
は
日
本
の
定
住
自
立
圏
や
連
携
中
枢
都
市
圏
に
類
似
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
（
３0
）

。

四
　
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
相
違
点

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
の
最
大
の
相
違
点
は
、
日
本
が
二
層
制
を
と
る
も
の
の
、
基
礎
自
治
体
に
関
し
て
は
最
大
人
口
の

横
浜
市
（
約
三
七
三
万
人
）
か
ら
、
最
小
人
口
の
青
ヶ
島
村
（
一
六
六
人
）
ま
で
の
一
七
四
一
市
区
町
村
を
原
則
と
し
て
完
全
自
治
体
（
市

町
村
と
し
て
は
対
等
）
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
原
則
一
層
制
の
地
方
自
治
体
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
半
を
占
め
る
例

外
的
な
二
層
制
の
地
方
自
治
体
が
混
在
し
て
は
い
る
が
、
人
口
を
見
た
場
合
に
日
本
ほ
ど
の
相
違
は
な
い
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
完
全

自
治
体
（
基
礎
自
治
体
）
の
下
に
準
自
治
体
と
し
て
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
福
祉
国

家
と
し
て
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
担
当
す
る
基
礎
自
治
体
と
、
住
民
の
日
常
生
活
に
関
す
る
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
パ
リ
ッ
シ
ュ

や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
準
自
治
体
に
、
地
方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
体
）
を
明
確
に
区
分
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

住
民
基
本
台
帳
統
計
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
市
区
の
中
で
最
も
人
口
が
多
い
の
は
横
浜
市
の
三
七
三
万
七
八
四
五
人
、
次
い
で
大
阪
市
の

二
七
〇
万
二
四
三
二
人
、
名
古
屋
市
の
二
二
八
万
八
二
四
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
一
〇
〇
万
人
以
上
の
市
は
一
一
市
で
、
横
浜
市
、

大
阪
市
、
名
古
屋
市
、
札
幌
市
、
神
戸
市
、
福
岡
市
、
川
崎
市
、
京
都
市
、
さ
い
た
ま
市
、
広
島
市
お
よ
び
仙
台
市
と
な
っ
て
い
る
。
逆

に
人
口
二
万
人
未
満
の
市
は
二
四
市
で
、
人
口
の
少
な
い
方
か
ら
北
海
道
歌
志
内
市
の
三
〇
四
八
人
、
北
海
道
夕
張
市
の
八
三
六
二
人
、

北
海
道
三
笠
市
の
八
七
八
四
人
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
人
口
五
万
人
超
の
町
村
は
三
町
で
、
広
島
県
府
中
町
の
五
万
二
〇
八
一
人
、

愛
知
県
東
浦
町
の
五
万
四
〇
三
人
、
福
岡
県
那
珂
川
町
の
五
万
三
四
一
人
で
あ
る
。
ま
た
人
口
五
〇
〇
人
未
満
の
町
村
は
一
〇
村
で
、
人

口
の
少
な
い
方
か
ら
東
京
都
青
ヶ
島
村
の
一
六
六
人
、
東
京
都
御
蔵
島
村
の
三
二
〇
人
、
東
京
都
利
島
村
の
三
二
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

（
七
七
六
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
三

人
口
最
少
か
ら
三
番
目
ま
で
の
村
は
い
ず
れ
も
東
京
都
の
島
嶼
部
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
（
３1
）

。

こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
は
表
４
の
よ
う
に
、
島
嶼
部
の
人
口

二
三
〇
〇
人
の
シ
リ
ー
諸
島
を
除
く
と
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
五
六
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
ル
ー
ト
ラ
ン
ド
の
四
万
人
弱
が
最
少
人
口

と
な
っ
て
い
る
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
で
は
表
５
の
よ
う
に
、
六
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
で
は
平
均
値
で
は

あ
る
が
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
四
六
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
タ
イ
ニ
ー
・
ア
ン
ド
・
ウ
ェ
ア
ー
の
二
二
万
人
強
が
最
少
人
口

で
あ
り
、
全
体
平
均
は
三
〇
万
人
強
と
な
っ
て
い
る
。
ノ
ン
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
で
も
表
６
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も

平
均
値
で
あ
る
が
、
サ
ム
レ
ス
ト
の
三
二
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
カ
ン
ブ
リ
ア
の
八
万
人
強
が
最
少
人
口
で
あ
り
、
全
体
平
均
は
一
四

万
人
強
と
な
っ
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
・
バ
ラ
で
は
表
５
の
よ
う
に
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
約
三
九
万
人
が
最
多
人
口
で
あ
り
、
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
・

ア
ン
ド
・
チ
ェ
ル
シ
ー
の
約
一
五
万
人
が
最
少
人
口
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
人
口
は
一
五
万
人
弱
で
あ
る
。
な
お
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン

ド
ン
の
人
口
は
七
六
五
四
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
人
口
二
三
〇
〇
人
の
シ
リ
ー
諸
島
や
人
口
七
六
五
四
人
の
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
を
例
外
と

す
る
と
、
残
り
の
地
域
で
は
、
最
多
人
口
が
五
六
万
人
強
の
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
で
、
最
少
人
口
が
四
万
人
弱
の
ル
ー
ト
ラ
ン
ド
と
な
っ
て

お
り
、
全
体
の
平
均
人
口
は
一
九
万
人
強
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
表
８
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ィ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で

は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
・
シ
テ
ィ
の
六
二
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
オ
ー
ク
ニ
ー
・
諸
島
の
二
万
二
千
人
強
が
最
少
人
口
で
あ
り
、
全
体
平
均
は

一
七
万
人
弱
と
な
っ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ユ
ニ
タ
リ
ィ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
は
表
９
の
よ
う
に
、
カ
ー
デ
ィ
フ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の

三
六
万
人
強
が
最
多
人
口
で
、
マ
ー
シ
ィ
・
タ
イ
デ
ィ
フ
ィ
ル
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
バ
ラ
の
六
万
人
が
最
少
人
口
で
あ
り
、
全
体
平
均
は

一
四
万
人
弱
と
な
っ
て
い
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ユ
ニ
タ
リ
ィ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
は
、
表
10
の
よ
う
に
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
の
三
四
万
人

（
七
七
七
）
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二
四

強
が
最
多
人
口
で
、
フ
ェ
ル
マ
ナ
グ
・
ア
ン
ド
・
オ
ー
マ
グ
の
一
一
万

人
強
が
最
少
人
口
で
あ
り
、
全
体
平
均
は
一
七
万
人
強
と
な
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
全
体
で
い
え
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
・
シ

テ
ィ
が
最
多
人
口
で
あ
り
、
シ
リ
ー
諸
島
と
シ
テ
ィ
を
例
外
と
す
る
と
、

や
は
り
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
オ
ー
ク
ニ
ー
諸
島
が
最
少
人
口
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
全
体
で
の
平
均
人
口
は
表
11
に
あ
る
全
リ
ー
ジ
ョ
ン

の
合
計
人
口
に
よ
れ
ば
一
六
万
五
六
七
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
島
嶼
部
や
辺
境
地
を
除
く
と
平
均
人
口
二
〇

万
人
程
度
が
基
礎
自
治
体
の
標
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
の

現
在
の
中
核
市
程
度
が
一
般
的
な
基
礎
自
治
体
と
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
イ
ギ
リ
ス
で
は
福
祉
国
家
に
対
応
す
る
大
規
模

基
礎
自
治
体
と
、
住
民
の
日
常
生
活
を
中
心
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
暮
ら

し
の
場
で
あ
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
地
方
行
政
組
織
は
分

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

グ
レ
ー
タ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
（
Ｇ
Ｌ
）
と
東
京
都
区
部
を
比
較
す
る
と
、

Ｇ
Ｌ
の
人
口
は
八
八
三
万
二
六
五
五
人
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
人
口
約

三
九
万
人
バ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
人
口
約
一
五
万
人
の
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
・
ア

表 ８　スコットランドのユニタリー・オーソリティ（UA：３２）

ＵＡ名 人口
（2017） 順位 面積

（㎢） 順位

Aberdeen City 228,800 8 182 25

Aberdeenshire 2６1,800 ６ ６,３17 ４

Angus 11６,３00 17 2,18４ 10

Argyll and Bute 8６,800 27 7,02３ 2

Clackmannanshire 51,500 29 158 ３1

Dumfries and Galloway 1４9,200 1３ ６,４４６ ３

Dundee City 1４8,700 1４ 55 ３2

East Ayrshire 121,900 1６ 1,275 1４

East Dunbartonshire 108,100 20 17６ 2６

East Lothian 10４,800 21 ６６６ 18

East Renfrewshire 9４,800 2３ 1６8 29

City of Edinburgh 51３,200 2 2６0 2４

Na h-Eileanan Siar 27,000 ３0 ３,070 7

Falkirk 1６0,100 10 29３ 22

Fife ３71,４00 ３ 1,３４0 1３

Glasgow City ６21,000 1 175 28

Highland 2３5,200 7 ３0,６59 1

UA 名 人口
（2017） 順位 面積

（㎢） 順位

Inverclyde 78,800 28 1６7 ３0

Midlothian 90,100 25 ３50 21

Moray 95,800 22 2,2３7 9

North Ayrshire 1３5,800 15 888 17

North Lanarkshire ３４0,000 ４ ４7６ 19

Orkney Islands 22,000 ３2 1,025 1６

Perth and Kinross 151,100 12 5,３95 5

Renfrewshire 17６,800 10 2６３ 2３

Scottish Borders 115,000 18 ４,727 ６

Shetland Islands 2３,100 ３1 1,４71 12

South Ayrshire 112,700 19 1,2３0 15

South Lanarkshire ３18,200 5 1,778 11

Stirling 9４,000 2４ 2,2４３ 8

West Dunbartonshire 89,６00 2６ 17６ 2６

West Lothian 181,３00 9 ４27 20

合　　計 5,４2４,900 78,759

平　　均 1６9,528 2,４６1

註： 表は Local government in England: structures - Parliament UK（https://researchbriefings.files.parliament.uk/
documents/SN0710４/SN0710４.p）に各ユニタリー・オーソリティのＨＰを参照して整理した。

（
七
七
八
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
五

ン
ド
・
チ
ェ
ル
シ
ー
ま
で
三
二
の
バ
ラ
が
点
在
し
、
そ
の
中
心
部
に
は
人
口
七
六
五
四
人
の
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
が
位
置
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
平
均
人
口
は
約
一
五
万
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
京
都
区
部
は
、
人
口
は
九
四
八
万
二
一
二
五
人
で
Ｇ
Ｌ
の

一
・
〇
七
倍
と
な
っ
て
お
り
、
人
口
九
二
万
一
七
〇
八
人
の
世
田
谷
区
か
ら
六
万
一
四
二
〇
人
の
千
代
田
区
ま
で
の
二
三
区
が
存
在
し
て

い
る
が
、
人
口
が
十
万
人
未
満
な
の
は
千
代
田
区
の
み
で
あ
る
。
下
位
第
二
位
の
中
央
区
の
人
口
は
一
五
万
七
四
八
四
人
で
あ
り
、
人
口

十
万
人
台
も
中
央
区
の
み
で
あ
る
。
二
三
区
の
平
均
人
口
は
四
一
万
二
二
六
六
人
で
あ
り
、
Ｇ
Ｌ
の
バ
ラ
の
平
均
人
口
の
約
二
・
七
倍
と

な
っ
て
い
る
（
３2
）

。
そ
れ
で
も
全
人
口
規
模
は
ほ
ぼ
似
か
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
中
心
部
が
ド
ー
ナ
ツ
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
類
似
性
が
認

表
9　
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
（
単
一
自
治
体
２２）

の
人
口
と
面
積

ユ
ニ

タ
リ

ー
・

オ
ー

ソ
リ

テ
ィ

名
人

　
口

順
位

面
積

順
位

B
laenau G

w
ent C

ounty B
orough C

ouncil
６9,６00

21
109

22
B

ridgend C
ounty B

orough C
ouncil

1４４,３00
8

2４６
17

C
aerphilly C

ounty B
orough C

ouncil
18,800

5
278

1６
C

ardiff C
ouncil 

３６2,800
1

1４0
19

C
arm

arthenshire C
ounty C

ouncil 
18６,500

４
2３70

３
C

eredigion C
ounty C

ouncil 
7３,100

19
1795

４
C

onw
y C

ounty B
orough C

ouncil
11６,900

15
11３0

６
D

enbighshire C
ounty C

ouncil
95,200

1６
8４４

8
F

lintshire C
ounty C

ouncil 
155,200

６
４３8

12
G

w
ynedd C

ouncil 
12３,700

1４
25３5

2
Isle of A

nglesey C
ounty C

ouncil
６9,800

20
71４

9
M

erthyr T
ydfil C

ounty B
orough C

ouncil 
６0,000

22
111

21

ユ
ニ

タ
リ

ー
・

オ
ー

ソ
リ

テ
ィ

名
人

　
口

順
位

面
積

順
位

M
onm

outhshire C
ounty C

ouncil
9３,６00

17
850

7
N

eath P
ort T

albot C
ounty B

orough C
ouncil

1４2,100
9

４４2
11

N
ew

port C
ity C

ouncil
151,500

7
190

18
P

em
brokeshire C

ounty C
ouncil

12４,700
1３

1590
5

P
ow

ys C
ounty C

ouncil
1３2,500

11
5180

1
R

hondda C
ynon T

af C
ounty B

orough C
ouncil

2３9,100
３

４2４
1３

C
ity and C

ounty of S
w

ansea
125,500

2
３78

1４
T

he V
ale of G

lam
organ C

ounty B
orough C

ouncil 
1３0,700

12
３３5

15
T

orfaen C
ounty B

orough C
ouncil

92,３00
18

12６
20

W
rexham

 C
ounty B

orough C
ouncil 

1３5,６00
10

４98
10

合
　

　
　

　
　

　
計

３,005,500
2072３

平
　

　
　

　
　

　
均

1３６,６1４
9４2

註
：

 表
は

L
ocal governm

ent in E
ngland: structures - P

arliam
ent U

K
（

https://researchbriefings.files.parliam
ent.uk/docum

ents/S
N

0710４/S
N

0710４.pdf）
と

L
aw

 
W

ales - L
ocal governm

ent bodies in W
ales（

https://law
.gov.w

ales/constitution-governm
ent/governm

ent-in-w
ales/local-gov/local-gov-bodies-w

ales）
と

L
ocal 

governm
ent in W

ales - W
ikipedia（

en.w
ikipedia.org/w

iki/L
ocal_governm

ent_in_W
ales）

を
参

照
し

て
整

理
し

た
。

（
七
七
九
）
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表 １0　北アイルランドのディストリクト（１１）
ディストリクト名 人　口 順位 面積（㎢） 順位

Antrim and Newtownabbey 1４1,700 9 572 8

Ards and North Down 1６0,100 ４ ４６1 10

Armagh City, Banbridge and Craigavon 211,900 2 1,３３7 5

Belfast ３４0,200 1 1３2 11

Causeway Coast and Glens 1４３,900 7 1,980 2

Derry and Strabane 150,500 5 1,2３8 ６

Fermanagh and Omagh 11６,３00 11 2,857 1

Lisburn and Castlereagh 1４2,６00 8 505 9

Mid and East Antrim 1３8,200 10 1,0４６ 7

Mid Ulster 1４６,４00 ６ 1,827 ３

Newry, Mourne and Down 179,000 ３ 1,６３３ ４

合　　　　　　計 1,870,800 1３,588

平　　　　　　均 170,07３ 1,2３5

註： 表は Local government in England: structures - Parliament UK（https:　
//researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN0710４/SN0710４.p）
に各ディストリクトのＨＰを参照し整理した。

表 １１　英国の基礎自治体の実態

基　礎　自　治　体　名 数 総 人 口 総面積
（㎢） 平均人口 平均面積

（㎢）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

ユニタリー・オーソリティ 5６ 12,６４1,920 ３３529.9４ 225,7４9 598.75 

メトロポリタン・ディストリクト ３６ 11,9４2,800 ６92４.00 ３07,50３ ４05.80 

ノン・メトロポリタン・ディストリクト 192 27,072,200 90４78.00 1４1,001 ４71.20 

ロンドン・バラ ３2 8,817,３４7 1４55.３2 275,5４2 ４5.４8 

シティ・オブ・ロンドン 1 7,６5４ 2.09 7,６5４ 2.09 

スコットランドのユニタリー・オーソリティ ３2 5,４2４,900 78759.00 1６9,528 2４６1.22 

ウェールズのユニタリー・オーソリティ 22 2,979,900 20777.00 1３5,４50 9４４.４0 

北アイルランドのディストリクト 11 1,870,800 1３588.00 170,07３ 12３5.27 

合　　　　　計 ３82 70,757,521 2４551３.３5 註（総人口は各自治
体の数字を加算した
もの：一割程多い）平　　　　　均 185,229 ６４2.71 

リージョンの人口計（表 2）（2） 人口 ６３,288,055 平均人口 1６5,7６7

註 1： イングランドの基礎自治体の数については表 1 に示した資料に準拠した。それゆえノン・メ
トロポリタン・ディストリクトの数が『地方自治（概要版）』2017 年 10 頁の 201 ではなく
192 とした。

註 2： イングランドの総人口を表 2 の ６３,288,055 人とすると基礎自治体の平均人口は 1６5,６7６ 人と
なる。こうした人口数の相違は各資料の人口の相違から生じたものであり、ここで外務省の
数字を参照した。

（
七
八
〇
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
七

め
ら
れ
る
。
ほ
ぼ
人
口
規
模
で
は
類
似
し
た
首
都
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
Ｇ
Ｌ
内
部
に
も
二
〇
〇
七
年
地
方
自
治
法
で
パ
リ
ッ
シ
ュ
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ス
ト
ミ

ン
ス
タ
ー
・
バ
ラ
の
ク
イ
ー
ン
ズ
・
パ
ー
ク
地
域
に
お
い
て
、
二
〇
一
二
年
五
月
に
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
賛
成
多
数
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
六
月
に
バ
ラ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
に
お
い
て
パ
リ
ッ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の
設
置
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
二
〇
一
四
年
五
月
に

は
パ
リ
ッ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
最
初
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
（
３３
）

。
東
京
都
区
部
に
お
い

て
も
、
こ
う
し
た
身
近
な
地
域
住
民
組
織
設
置
の
必
要
性
の
有
無
が
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

五
　
日
本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
今
後
の
方
向
性

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
の
大
き
な
相
違
点
は
、
明
確
な
準
自
治
体
（
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
類
似
す
る
も
の
）
の
存

在
の
有
無
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
三
一
日
現
在
一
万
四
四
九
存
在
し
、
カ
ウ
ン
シ
ル
（
議
会
に

相
当
）
を
お
い
て
い
な
い
も
の
は
二
〇
〇
に
す
ぎ
な
い
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
は
八
七
〇
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
し
、
カ
ウ
ン
シ
ル
を
お
い

て
い
な
い
も
の
は
一
四
〇
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
は
約
一
二
〇
〇
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
し
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
を
お
い
て
い
な
い

も
の
は
約
二
〇
〇
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
除
く
地
域
に
は
約
一
万
二
五
一
九
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
存
在
し
、
そ
の
九
五
％
強
に
は
カ
ウ
ン
シ
ル
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
残
り
は
住
民
総
会
に
よ
る
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
３４
）

。

現
在
日
本
に
も
、
市
町
村
の
下
部
的
組
織
と
し
て
二
二
六
の
地
域
自
治
組
織
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
地
域
審
議
会
が
二
九

団
体
に
七
九
審
議
会
、
地
域
自
治
区
（
一
般
制
度
）
が
一
三
団
体
に
一
二
八
自
治
区
、
地
域
自
治
区
（
合
併
特
例
）
が
一
〇
団
体
に
一
九
自

（
七
八
一
）
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治
区
が
配
置
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
合
併
自
治
区
は
現
在
で
は
消
滅
し
て
い
る
。
そ
れ
も
直
前
の
数
と
比
べ
る
と
、
二
四
三
の
地
域

自
治
組
織
が
一
七
組
織
減
の
二
二
六
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
訳
と
し
て
は
地
域
審
議
会
が
一
団
体
・
二
審
議
会
、
地
域
自
治
区

（
一
般
制
度
）
が
一
団
体
・
一
三
自
治
区
、
地
域
自
治
区
（
合
併
特
例
）
が
一
団
体
・
二
自
治
区
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
七
四
一
市

区
町
村
で
考
え
た
場
合
、
地
域
自
治
組
織
は
わ
ず
か
三
％
の
市
区
町
村
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
平
成
一
一
年
の
平
成

の
大
合
併
の
開
始
時
か
ら
平
成
三
〇
年
度
末
ま
で
の
市
町
村
合
併
数
は
六
四
九
件
で
あ
り
、
こ
う
し
た
合
併
市
町
村
で
み
て
も
、

八
・
五
％
弱
に
し
か
地
域
自
治
組
織
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
３5
）

。

地
域
生
活
密
着
型
の
組
織
と
し
て
は
日
本
に
は
町
内
会
、
自
治
会
、
地
区
会
に
代
表
さ
れ
る
地
縁
団
体
が
あ
る
。
総
務
省
は
こ
の
地
縁

に
よ
る
団
体
を
「
町
又
は
字
の
区
域
そ
の
他
市
町
村
内
の
一
定
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
の
地
縁
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
団
体
」
と

し
て
い
る
。
地
縁
団
体
の
総
数
は
平
成
二
五
年
四
月
一
日
現
在
で
二
九
万
八
七
〇
〇
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
認
可
地
縁
団
体
は
、

法
律
上
の
権
利
義
務
の
主
体
と
な
り
、
認
可
地
縁
団
体
は
法
人
格
を
有
し
、
土
地
、
集
会
施
設
等
の
不
動
産
の
団
体
名
義
で
の
登
記
が
可

能
で
あ
り
、
団
体
の
活
動
に
資
す
る
財
産
を
団
体
名
義
で
所
有
、
借
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
そ
の
数
は
四
万
四
〇
〇
八
団
体
（
全

国
の
市
町
村
の
約
八
三
％
に
所
在
）
で
あ
る
（
３６
）

。
仮
に
こ
の
地
縁
団
体
が
日
本
の
全
地
方
自
治
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
平
均

人
口
は
四
二
八
人
と
な
る
。
こ
の
数
字
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
が
最
初
に
標
準
と
考
え
た
人
口
（
五
〇
〇
人
程
度
）
と
類
似
し

て
い
る
が
、
現
在
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
は
表
３
の
よ
う
に
平
均
人
口
一
五
〇
〇
人
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
比
較
し
て
も
日
常
生
活
圏
と
し
て
は

狭
い
と
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
３7
）

。

日
本
で
は
少
子
高
齢
社
会
の
到
来
に
よ
り
消
滅
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
集
落
（
限
界
集
落
）
が
増
加
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
問
題
に
対

応
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
「
小
さ
な
拠
点
」
や
「
地
域
運
営
組
織
」
で
あ
る
。
地
域
運
営
組
織
の
組
織
形
態

（
七
八
二
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

二
九

を
総
務
省
は
、「
地
域
の
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
地
域
で
暮
ら
す
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
、
地
域
内
の
様
々
な
関
係
主
体
が
參

加
す
る
協
議
組
織
が
定
め
た
地
域
経
営
の
指
針
に
基
づ
き
、
地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組
を
持
続
的
に
実
践
す
る
組
織
」
で
あ
り
、

地
域
運
営
組
織
の
組
織
形
態
と
し
て
は
、
協
議
機
能
と
実
行
機
能
を
同
一
の
組
織
が
併
せ
持
つ
も
の
（
一
体
型
）
や
、
協
議
機
能
を
持
つ

組
織
か
ら
実
行
機
能
を
切
り
離
し
て
別
組
織
を
形
成
し
つ
つ
、
相
互
に
連
携
し
て
い
る
も
の
（
分
離
型
）
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て

様
々
な
も
の
が
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
３8
）

。

地
域
運
営
組
織
の
組
織
形
態
を
見
る
と
、「
任
意
団
体
（
自
治
会•

町
内
会
（
そ
の
連
合
組
織
） 

を
除
く
）」（
六
一
％
）
が
最
も
多
く
な
っ
て

お
り
、「
自
治
会•

町
内
会
の
連
合
組
織
（
法
人
格
を
持
た
な
い
も
の
。）」（
一
〇
％
）、「
自
治
会•

町
内
会
（
法
人
格
を
持
た
な
い
も
の
。
連
合

組
織
を
除
く
。）」（
五
％
）
を
加
え
る
と
、
七
六
％
が
法
人
格
を
持
た
な
い
任
意
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
法
人
格
を
有
し
て
い
る
組
織
形
態

の
中
で
は
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」（
一
〇
％
）
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
活
動
実
績
を
み
る
と
、
活
動
範
囲
は
主
に
「
小
学
校
区
（
旧

小
学
校
区
）」（
概
ね
昭
和
の
大
合
併
で
消
滅
し
た
旧
村
エ
リ
ア
）
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
の
六
七
五
市
町
村
に
四
一
七
七
団
体
（
平
成
二
八
年
度

は
全
国
六
〇
九
市
町
村
の
三
〇
七
一
団
体
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
一
部
ま
た
は
全
域
に
地
域
運
営
組
織
が
存
在
し
な
い
市
町
村
に

お
い
て
も
、
八
六
・
四
％
の
市
町
村
（
有
効
回
答
一
〇
一
四
市
町
村
の
う
ち
八
七
七
市
町
村
）
が
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ

て
い
る
（
３9
）

。

地
域
運
営
組
織
の
主
な
活
動
内
容
は
、
高
齢
者
交
流
サ
ー
ビ
ス
、
声
か
け
・
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
、
体
験
交
流
事
業
、
公
的
施
設
の
維
持

管
理
な
ど
で
あ
り
、
主
な
収
入
源
は
市
町
村
か
ら
の
補
助
金
、
構
成
員
か
ら
の
会
費
、
公
的
施
設
の
指
定
管
理
料
、
利
用
者
か
ら
の
利
用

料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
地
域
運
営
組
織
の
活
動
内
容
は
、
総
計
で
み
る
と
、「
高
齢
者
交
流
サ
ー
ビ
ス
」（
五
〇
％
）
が
最
も
多
く
な
っ

て
お
り
、
次
い
で
「
声
か
け•

見
守
り
サ
ー
ビ
ス
」（
三
七
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
高
齢
者
等
の
暮
ら
し
を
支
え
る
活
動
が
多
く
な
っ
て
い

（
七
八
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
〇

る
。
こ
の
ほ
か
、「
体
験
交
流
事
業
」 （
三
四
％
）、「
公
的
施
設
の
維
持
管
理
（
指
定
管
理
な
ど
）」（
二
五
％
）、 「
名
産
品•

特
鹿
品
の
加
工•

販
売
（
直
売
所
の
設
既•

運
営
な
ど
）」（
一
三
％
）
も
一
定
の
回
答
が
あ
る
な
ど
、「
公
」•

「
民
」•

「
共
」
の
領
域
に
跨
が
っ
た
幅
広
い
活

動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
４0
）

。

小
さ
な
拠
点
で
み
る
と
、
群
馬
県
で
は
二
三
の
拠
点
の
う
ち
二
二
拠
点
は
小
学
校
区
か
旧
小
学
校
区
で
設
定
さ
れ
て
お
り
、
中
学
校
区

は
わ
ず
か
一
拠
点
に
過
ぎ
な
い
（
４1
）

。
徳
島
県
で
は
九
拠
点
の
う
ち
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
が
三
拠
点
、
中
学
校
区
が
二
拠
点
、
そ
の
他
が

四
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
香
川
県
で
は
五
拠
点
の
う
ち
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
が
四
拠
点
、
中
学
校
区
が
一
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
愛

媛
県
で
は
四
〇
拠
点
の
す
べ
て
が
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
高
知
県
で
は
四
〇
七
拠
点
の
う
ち
小
学
校
区
や

旧
小
学
校
区
が
三
〇
拠
点
、
中
学
校
区
が
五
拠
点
、
そ
の
他
が
五
拠
点
と
な
っ
て
い
る
（
４2
）

。
こ
の
よ
う
に
小
さ
な
拠
点
や
地
域
自
治
組
織
の

設
立
単
位
は
、
町
内
会
や
他
の
地
縁
団
体
を
統
合
し
た
区
域
が
多
く
、
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
が
標
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
中

学
校
区
や
旧
中
学
校
区
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

長
崎
県
五
島
市
で
は
、
市
内
に
置
か
れ
た
一
三
の
公
民
館
の
管
轄
区
域
を
「
小
さ
な
拠
点
」
と
し
、
各
拠
点
に
「
○
○
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
」
を
設
置
し
、
住
民
の
声
を
反
映
し
た
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
中
の
奥
浦
地
区
は
、
平
成
二
六
年
度
の
国
土
交
通

省
「
小
さ
な
拠
点
づ
く
り
」
モ
ニ
タ
ー
調
査
の
対
象
地
域
に
選
定
さ
れ
た
、
五
島
市
で
は
最
初
の
小
さ
な
拠
点
で
あ
る
。
奥
浦
地
域
に
は

一
四
の
集
落
が
あ
り
、
そ
こ
に
地
縁
団
体
で
あ
る
町
内
会
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
集
落
を
統
合
す
る
機
関
と
し
て
公

民
館
の
内
部
に
市
の
出
張
所
を
置
き
、
各
集
落
の
声
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
奥
浦
地
域
に
は
複
数
の
小
学
校
（
分
校
等
）
が
置
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
小
学
校
区
や
旧
小
学
校
区
で
は
な
く
公
民
館
の
管
轄
区
域
を
小
さ
な
拠
点
の
単
位
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
さ
な
拠
点
の
活
動
機
関
と
し
て
奥
浦
地
域
で
は
「
お
く
う
ら
夢
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」（
以
下
協
議
会
と
い
う
）
を
設
置
し
、
そ
の

（
七
八
四
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

三
一

下
部
組
織
と
し
て
「
地
域
振
興
部
会
」、「
防
犯
防
災
部
会
」、「
保
健
福
祉
部
会
」、「
環
境
保
全
部
会
」、「
青
少
年
育
成
部
会
」
を
配
置
し
、

「
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
」
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
協
議
会
の
広
報
誌
で
あ
る
「
よ
か
と
こ
！
お
く
う
ら
」（
～
奥
浦
だ
よ
り
～
八
月

創
刊
号
）
に
は
「
六
月
二
〇
日
（
金
）
に
行
わ
れ
た
第
一
回
総
会
で
は
、
五
つ
の
専
門
部
会
の
構
成
、
活
動
計
画
、
補
助
金
交
付
要
綱
等

が
承
認
さ
れ
、
新
役
員
に
は
女
性
や
若
者
が
積
極
的
に
起
用
さ
れ
ま
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
広
く
住
民
の
声
を
協
議
会
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
幅
広
い
人
材
を
活
用
し
た
こ
と
は
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
民
主
的
な
選
挙
等
に
よ
る
協
議
会
議
員
の

選
出
や
会
長
の
選
任
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
（
４３
）

。

イ
ギ
リ
ス
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
準
自
治
体
と
し
て
、
多
く
の
自
治
体
と
同
様
に
、
カ
ウ
ン
シ
ル
を
設
置
し
委
員
会
制
度

に
よ
る
か
、
住
民
総
会
制
に
よ
っ
て
民
主
的
な
意
思
決
定
手
続
き
を
通
し
た
下
か
ら
の
民
主
政
治
を
実
践
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日

本
の
地
域
組
織
等
の
大
半
で
は
民
主
的
な
手
続
き
が
き
ち
ん
と
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
身
近
な
地
域
に
お
け
る
自
治
の
安
定
的
な

成
長
と
発
展
の
た
め
に
も
、
民
主
的
な
機
関
や
運
用
等
に
関
す
る
明
確
な
制
度
と
規
定
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
で

は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
が
大
き
な
政
治
的
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
よ
り
効
率
的
に
運
営
さ
れ
て
い
く
た
め
に
も
、
少

し
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
を
参
考
に
し
た
、
民
主
的
な
日
本
の
地
域
自
治
制
度
の
確
立
が
必
要
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註（
1
） 

猪
木
武
徳
著
『
戦
後
世
界
経
済
史
』
中
央
公
論
新
社
、
中
公
新
書
二
〇
〇
〇
、二
〇
〇
九
年
五
月
二
五
日
、
二
八
三
頁

（
2
） 

猪
木
・
前
掲
書
・
二
八
一
頁

（
３
） 

猪
木
・
前
掲
書
・
二
八
一
─
二
八
三
頁
参
照
。

（
七
八
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
二

（
４
） 

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（A

sia P
acific E

conom
ic C

ooperation

）
を
外
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
機
関
は
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
」
と
表
記
し

（https:

　//w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/gaiko/apec/index_rekishi.htm

l

）
し
、
政
策
研
究
大
学
院
大
学
（
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
）
の
田
中
明
彦
氏
な
ど

は
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
」
と
表
記
（「
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
関
連
文
書
」、w

orldjpn.grips.ac.jp/

docum
ents/indices/A

P
E

C
/iindex.htm

l

）
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
後
者
に
従
い
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
」
と
表
記
し
た
。

（
5
） 

Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
、
前
掲
資
料
「
第
１
回
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
閣
僚
会
議
共
同
声
明
（
骨
子
）」「
エ
ヴ
ァ
ン
ス
豪
外
務
貿
易
相
に
よ
る
議
長
総
括
」
参
照
。

（
６
） 

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
パ
リ
ッ
シ
ュ
』
北
樹
出
版
二
〇
〇
四
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
） C

oin M
ellow

s and N
igel C

opperthw
aite, ’L

ocal G
overnm

ent in the C
om

m
unity ’ IC

S
A

 P
ublishing

　 L
im

ited 

C
am

bridge,1987.P
155.

（
8
） 

“T
he C

om
m

unity C
harge | E

conom
ics H

elp ”

（https://w
w

w
.econom

icshelp.org/blog/glossary/ com
m

unity-charge/

） 

、
拙
著
、

『
パ
リ
ッ
シ
ュ
』
北
樹
出
版
・
二
〇
〇
四
年
・
五
九
─
六
〇
頁

（
9
） 

カ
ウ
ン
テ
ィ
、
デ
ィ
ス
リ
ク
ト
、
ユ
ニ
タ
リ
ィ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
数
は
、
内
貴
滋
『
英
国
地
方
自
治
の
素
顔
と
日
本
』
ぎ
ょ
う
せ
い
・
平
成

二
八
年
・
七
六
頁

（
10
） 

内
貴
・
前
掲
書
・79

頁

（
11
） 

拙
編
著
『
地
方
自
治
論
』
北
樹
出
版
・
平
成
二
四
年
・
一
〇
頁
表
一−

三

（
12
） T

he G
reater L

ondon A
uthority - P

arliam
ent.uk

（https://researchbriefings.files.parliam
ent.uk/

　docum
ents/S

N
05817/

S
N

05817.pdf

）

（
1３
） 

内
貴
・
前
掲
書
・
二
〇
三
頁

（
1４
） 

内
貴
・
前
掲
書
・
一
四
四
頁

（
15
） 

内
貴
・
前
掲
書
・
一
四
四
─
一
四
五
頁

（
1６
） 

内
貴
・
前
掲
書
・
一
〇
〇
頁

（
17
） 

一
般
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
（
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
）『
英
国
の
地
方
自
治
（
概
要
版
）』
─
二
〇
一
七
年
改
訂
版
─
（
各
国
の
地
方
自
治
シ

（
七
八
六
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

三
三

リ
ー
ズ
第
五
七
号
）・
二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日
、
内
貴
・
前
掲
書
・
一
〇
四
頁

（
18
） 

Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
・
前
掲
書
・
八
〇
頁
、
内
貴
・
前
掲
書
・
一
四
六
頁
。
な
お
内
容
に
関
し
て
は
石
見
豊
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
分
権
改
革
」『
國
士

舘
大
學
政
經
論
叢
』
第
二
八
巻
第
二
号
、
中
西
典
子
「
英
国
の
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
政
策
を
め
ぐ
る
地
方
分
権
化
の
諸
相
（
一
）（
三
）」『
立
命
館
産
業

社
会
論
集
』
第
五
二
巻
第
一
号
・
第
三
号
を
参
照
し
た
。

（
19
） 

合
同
行
政
機
構
に
つ
い
て
は
、
今
井
良
幸
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
治
体
の
広
域
化
と
広
域
連
携
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
と
し
て
―
」
中
京

大
学
総
合
政
策
学
部
『
総
合
政
策
論
叢
』
第
七
巻
・
二
〇
一
六
年
、
Ｃ
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｒ
・
前
掲
書
・
六
四
─
八
三
、
内
貴
・
前
掲
書
・
第
四
章
一
三
五
─

一
五
九
頁
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
20
） 

岡
崎 

浩
巳
「
梶
山
静
六
自
治
大
臣
と
『
ふ
る
さ
と
創
生
一
億
円
事
業
』」
総
務
省
『
地
方
自
治
法
施
行
70
周
年
記
念
自
治
論
文
集
』
平
成
三
〇

年
三
月
（w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_content/0005６2３17.pdf

）

（
21
） 

首
都
機
能
移
転
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
論
文
「
日
本
の
地
方
分
権
の
推
進
と
首
都
機
能
移
転
論
」
日
本
大
学
法
学
会
『
政
経
研
究
』
第
三
九
巻

第
四
号
・
平
成
十
五
年
三
月
十
五
日
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
） 

「
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
（
り
ん
じ
ぎ
ょ
う
せ
い
か
い
か
く
す
い
し
ん
し
ん
ぎ
か
い
）
と
は
」（kotobank.jp/w

ord/

）
臨
時
行
政
改
革

推
進
審
議
会-170090

参
照

（
2３
） 

総
務
省
「
地
方
自
治
制
度
の
歴
史
」（http://w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/jichi_gyousei/bunken/history.

　htm
l

）

（
2４
） 

定
住
自
立
圏
に
つ
い
て
は
拙
論
文
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政
―
平
成
の
大
合
併
と
定
住
自
立
圏
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」『
政
経
研
究
』
第

四
六
巻
第
三
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25
） 

道
州
制
に
つ
い
て
は
、「
道
州
制
」（w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/jichi_gyousei/c.../dousyusei/

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
2６
） 

総
務
省
・「
地
方
自
治
制
度
の
歴
史
」

（
27
） 

拙
著
「
第
一
章
　
地
方
政
府
と
自
治
権
」
九
頁
、
福
島
康
仁
編
『
地
方
自
治
論
』（
第
二
版
）
弘
文
堂
、
二
〇
一
八
年

（
28
） 

長
野
県
に
関
し
て
は
、
拙
論
文
「
長
野
県
の
地
方
制
度
の
特
質
―
広
域
連
合
を
通
し
た
広
域
行
政
の
特
殊
性
と
他
の
都
道
府
県
へ
の
影
響
―
」

『
政
経
研
究
』
第
五
十
五
巻
第
四
号
・
平
成
三
十
一
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
七
八
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
四

（
29
） 

グ
レ
ー
タ
ー
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
はassociation of greater m

anchester authorities - G
M

C
A

 - 

M
eetings

（A
dobe P

D
F

）（w
w

w
.gm

cam
eetings.co.uk/.../id/.../agenda_and_reports

）
を
参
照
し
た
。

（
３0
） 
合
同
行
政
機
構
に
関
し
て
はC

om
bined authorities | L

ocal G
overnm

ent A
ssociation 

（https://w
w

w
.

　local.gov.uk/topics/

devolution/com
bined-authorities

）
とC

om
bined authorities - P

arliam
ent.uk

（A
dobe P

D
F

）（researchbriefings.files.parliam
ent.

uk/docum
ents/.../S

N
0６６４9.

）
と
そ
れ
ぞ
れ
の
機
構
の
Ｈ
Ｐ
な
ら
び
にC

L
A

IR

・
前
掲
書
七
七
─
八
一
頁
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
３1
） 

日
本
の
市
町
村
の
人
口
に
関
し
て
は
、
総
務
省
「
住
民
基
本
台
帳
に
基
づ
く
人
口
、
人
口
動
態
及
び
世
帯
数
（
平
成
三
〇
年
一
月
一
日
現
在
）」

（http://w
w

w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.htm

l

）
三
三
頁
を
参
照
し
た
。

（
３2
） 

東
京
都
「
都
内
区
市
町
村
マ
ッ
プ
｜
東
京
都
」（http://w

w
w

.m
etro.tokyo.jp/tosei/tokyoto/profile/

　gaiyo/kushichoson.htm
l

）

（
３３
） P

ariches and C
om

m
unities: O

ffi
ce for N

ational S
tatistics

（https://w
ebarchive.nationalchives. gov.uk/201６0112001128/

http://w
w

w
.ons.gov.uk

）

（
３４
） 

Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
・
前
掲
書
・
一
八
─
一
九
頁

（
３5
） 

総
務
省
「
地
域
自
治
組
織
（
地
域
自
治
区
・
合
併
特
例
区
）」（http://w

w
w

.soum
u.go.jp/gapei/

　seido_gaiyo01.htm
l

）

（
３６
） 

総
務
省
「
地
域
自
治
組
織
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
第
５
回
）」（w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_

　sosiki/.../02gyosei0４_0４0000４9.

htm
l

）
資
料
３
〔
こ
れ
は
総
務
省
「
参
考
資
料
」（A

dobe P
D

F

：w
w

w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000４72６0４.pdf

）
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、

総
務
省
事
務
局
が
、
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.m
of.go.jp/tax_policy/sum

m
ary/corporation/ 217.htm

）
掲
載
の
資
料
に
加
筆

し
た
も
の
、
お
よ
び
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

. cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_ npo seido.htm
l

）
を
参
照
し
て
作
成
し
た

も
の
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。〕
と
「
自
治
会
・
町
内
会
等
に
つ
い
て
」（A

dobe P
D

F

）（w
w

w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000３07３2４.

pdf

）
を
参
照
し
た
。

（
３7
） 

拙
著
・
前
掲
書
・
八
九
頁

（
３8
） 

官
邸
「
小
さ
な
拠
点
・
地
域
運
営
組
織
の
形
成
に
つ
い
て
」（A

dobe P
D

F

）w
w

w
.kantei.go.

　jp/.../chiisana_

　

todofukensetum
ei0６01_si

）

（
七
八
八
）



日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
冷
戦
終
焉
期
以
降
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
と
日
本
の
今
後
（
山
田
）

三
五

（
３9
） 

総
務
省
「
地
域
自
治
組
織
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
第
５
回
）」・「
参
考
資
料
」
参
照

（
４0
） 

総
務
省
「
地
域
自
治
組
織
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
第
５
回
）」・「
参
考
資
料
」、
官
邸
「
小
さ
な
拠
点
・
地
域
運
営
組
織
の
形
成
に
つ
い

て
」
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
４1
） 
拙
論
文
「
群
馬
県
の
地
方
創
生
」『
櫻
文
論
叢
』
第
九
十
六
巻
・
一
〇
八
─
九
頁
・
平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日
発
行

（
４2
） 

拙
論
文
「
四
国
四
県
の
地
方
創
生
」『
法
学
紀
要
』
第
五
十
九
巻
・
二
五
〇
頁
・
二
五
三
頁
・
二
五
五
頁
・
二
五
八
─
九
頁
・
平
成
三
十
年
三

月
一
日
発
行

（
４３
） 

五
島
市
Ｈ
Ｐ
、「
お
く
う
ら
夢
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
　
五
島
市 

ま
る
ご
と
う
」（w

w
w

.city.goto.nagasaki.jp/li/

　island/070/.../

index.htm
l

）、
小
さ
な
拠
点
一
覧
：
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
小
さ
な
拠
点 

（
別
紙１

） １/４2

（A
dobe P

D
F

）w
w

w
.cao.go.jp/regional_

m
anagem

ent/.../h29kizon.pdf
。
な
お
五
島
市
の
状
況
に
つ
い
て
は
拙
論
文
「
長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
」『
政
経
研
究
』

第
五
十
三
巻
第
二
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
七
八
九
）





第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
渡
邉
）

三
七

第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義

渡
　
　
邉
　
　
容
一
郎

一
、
序
　
論

二
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
労
働
党
政
権
の
位
置
づ
け

四
、
結
　
論

一
、
序
　
論

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（R

am
say M

acD
onald

）
を
首
班
と
す
る
そ
の
第
一
次
内
閣
（
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
～
一
一
月
三
日
）
は
、
イ
ギ
リ
ス

憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
（
１
）

と
し
て
知
ら
れ
る
。
わ
ず
か
一
〇
か
月
未
満
の
短
命
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
、
二
大
既
成
政
党

─
保
守
党

論
　
説

（
七
九
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
八

お
よ
び
自
由
党

─
以
外
の
新
興
政
党
が
初
め
て
政
権
を
担
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
同
内
閣
の
存
在
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
は
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
（hung P

arliam
ent

）、
即
ち
「
単
独
過
半
数
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
が

皆
無
の
議
会
」
を
も
た
ら
し
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
（
２
）

に
よ
っ
て
実
現
し
、
ま
た
第
二
党
（
少
数
与
党
）
と
な
っ
た
労
働
党
を
第
三
党
の
自

由
党
が
閣
外
協
力
で
支
え
る
一
種
の
連
合
政
権
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
自
由
党
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
労
働
党
が
提
出
し
た
内
閣
不
信
任
決

議
を
支
持
し
て
時
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（S

tanley B
aldw

in

）
保
守
党
内
閣
（
一
九
二
三
年
五
月
二
二
日
～
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
）
の
打
倒

に
も
協
力
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
（
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
）
を
当
時
最
も
必
要
と
し
、

そ
の
成
立
に
も
深
く
関
わ
っ
た
ア
ク
タ
ー
は
、
通
例
、
自
由
党
党
首
の
ア
ス
キ
ス
（H

erbert A
squith

）
元
首
相
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
３
）

。

し
か
し
中
長
期
的
な
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
史
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
当
時
こ
の
労
働
党
政
権
を
必
要
と
し
た
ア
ク
タ
ー
を
ア
ス
キ
ス

（
自
由
党
）
の
み
に
限
定
す
る
の
は
不
適
切
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九
二
〇
年
代
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
史
は
、「
三
党
鼎
立
」

か
ら
従
来
型
の
「
二
党
制
」
に
復
帰
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
自
由
党
と
労
働
党
は
、
右
派
・
保
守
党
と
対
峙
し
二
大

政
党
の
一
翼
を
担
い
得
る
「
左
派
・
進
歩
派
政
党
」
の
座
を
相
争
う
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
保
守
党
も
労
働
党
に
対
抗
し
得
る

「
反
・
社
会
主
義
政
党
」
の
座
を
自
由
党
と
競
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
だ
っ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
わ
が
国
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

一
九
二
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
三
党
競
合
の
末
、
結
果
的
に
二
党
制
の
枠
か
ら
弾
き
出
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
た
の
が
自
由
党
（
現
・
自
由

民
主
党
）
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
存
在
意
義
に
関
し
て
は
、
保
守
党
側
の
視
点
か
ら
分
析
し

て
い
く
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
た
本
稿
の
目
的
は
、「
保
守
党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
保
守
主
義
も
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初

の
労
働
党
政
権
を
必
要
と
し
て
い
た
」
と
い
う
主
張
を
論
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。

（
七
九
二
）



第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
渡
邉
）

三
九

そ
こ
で
先
ず
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
も
含
め
た
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
ア
ス
キ
ス
自

由
党
側
の
事
情
の
み
強
調
す
る
従
来
的
解
釈
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
当
時
に
お
け
る
保
守
党
の
対
労
働
党
戦
略
や
党
首
ボ
ー
ル

ド
ウ
ィ
ン
の
具
体
的
戦
術
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
定
礎
す
る
政
治
思
想
の
面
か
ら
も
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
と
お
り
、
従

来
と
は
異
な
る
新
し
い
解
釈
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題

本
章
で
は
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
を
概
観
す
る
と
同
時
に
、
同
内
閣
の

存
在
に
つ
い
て
ア
ス
キ
ス
自
由
党
側
の
事
情
の
み
を
重
視
す
る
一
般
的
な
解
釈
（
以
下
「
ア
ス
キ
ス
説
」）
を
よ
り
詳
し
く
分
析
し
て
い
く
。

そ
し
て
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
に
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ア
ス
キ
ス
説
」
の
本

質
や
問
題
点
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑴
　
一
九
二
三
年
総
選
挙
と
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立

既
述
の
と
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
と
な
る
労
働
党
政
権
誕
生
の
舞
台
は
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
か
ら
生
じ
た
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ

ン
ト
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
総
選
挙
は
、
そ
の
前
年
（
一
九
二
二
年
）
の
総
選
挙
に
圧
勝
し
た
保
守
党
が
約
一
六
年
ぶ
り
の
単
独
政
権

─
ボ
ナ
＝
ロ
ー
（A

ndrew
 B

onar L
aw

）
内
閣
（
一
九
二
二
年
一
〇
月
二
三
日
～
一
九
二
三
年
五
月
二
〇
日
）

─
を
担
っ
て
か
ら
わ
ず
か
一

年
し
か
経
っ
て
い
な
い
一
九
二
三
年
一
二
月
六
日
、
病
気
で
辞
任
し
た
ロ
ー
の
後
継
党
首
・
首
相
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

（
七
九
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

四
〇

ン
に
よ
っ
て
突
然
実
施
さ
れ
た
（
こ
れ
ら
の
総
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
註（
２
）を
参
照
）。

一
九
二
三
年
総
選
挙
実
施
に
至
っ
た
背
景
や
経
緯
を
詳
述
す
る
の
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
ハ
ン
グ

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
も
た
ら
し
、「
自
由
貿
易
維
持
」
と
い
う
共
通
の
公
約
を
掲
げ
て
共
に
議
席
を
伸
ば
し
た
第
二
党
・
労
働
党
と
第
三

党
・
自
由
党
が
協
力
し
合
う
形
で
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
が
誕
生
し
た
以
上
、
こ
の
総
選
挙
に
つ
い
て
も
一
応
概
観
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

そ
こ
で
、
少
々
長
く
な
る
が
、『
岩
波
講
座
　
世
界
歴
史
26
　
現
代
３
　
一
九
二
〇
年
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
所
収
「
二
　
戦

勝
国
の
内
政
と
外
交
」
か
ら
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
な
ら
び
に
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
成
立
に
関
す
る
描
写
を
以
下
の
と
お
り
引
用

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
失
業
問
題
や
輸
出
不
振
へ
の
対
策
と
し
て
保
護
貿
易
の
採
用
を
意
図
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
間
も
な
く
成
立
後
僅
か
一
年
の
議

会
を
再
び
解
散
し
た
。
前
回
の
総
選
挙
の
際
に
、
ロ
ー
が
、
あ
ら
た
め
て
民
意
に
問
わ
ぬ
限
り
保
護
政
策
は
採
ら
な
い
と
約
束
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
二
三
年
十
二
月
選
挙
は
保
護
貿
易
一
つ
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
、
保
守
党
の
議
席
は
大
幅
に
減
少
し
た
が
、
保
守
党
の
内
部

統
一
は
再
び
確
保
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
目
覚
ま
し
い
団
結
を
示
し
た
の
は
自
由
党
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
中
の
政
権
交
替

以
来
、
自
由
党
は
ア
ス
ク
ィ
ス
派
と
ロ
イ
ド－

ジ
ョ
ー
ジ
派
に
分
れ
て
反
目
し
て
い
た
が
、
い
っ
た
ん
自
由
と
保
護
が
問
題
に
な
る
と
、

後
者
も
再
び
ア
ス
ク
ィ
ス
の
下
に
結
集
し
、
ロ
イ
ド－

ジ
ョ
ー
ジ
も
不
承
々
々
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
保
護
関

税
問
題
は
、
そ
れ
へ
の
反
対
と
い
う
点
で
自
由
党
に
対
し
て
も
結
合
剤
と
し
て
働
く
の
で
あ
り
、
こ
の
年
の
状
況
は
一
九
〇
六
年
の
そ
れ

（
本
講
座
第
23
巻
三
〇
二
─
三
〇
三
頁
参
照
）
を
想
起
さ
せ
て
興
味
深
い
。
選
挙
の
結
果
は
、
大
幅
に
議
席
が
減
っ
た
も
の
の
保
守
党
が

（
七
九
四
）
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四
一

二
五
八
名
で
依
然
第
一
党
だ
っ
た
が
、
第
二
・
第
三
党
の
労
働
・
自
由
党
の
合
計
三
五
〇
名
を
九
二
名
下
廻
っ
て
お
り
、
保
護
貿
易
を
争

点
と
し
て
敗
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
政
権
を
担
当
し
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
労
働
党
は
必
要
が
あ
れ
ば
責
任
を
引
き
受
け
る
旨

を
表
明
し
、
最
初
の
労
働
党
内
閣
が
出
現
し
う
る
か
否
か
は
自
由
党
の
支
持
い
か
ん
に
か
か
っ
た
。
ア
ス
ク
ィ
ス
の
も
と
に
は
、
社
会
主

義
政
党
に
政
権
を
渡
さ
ぬ
た
め
に
保
守
党
と
連
立
せ
よ
、
な
ど
、
種
々
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
結
局
ア
ス
ク
ィ
ス
は
、
議
会
政
治
の

常
道
と
い
う
点
か
ら
も
、
ま
た
こ
の
安
全
な
機
会
に
労
働
党
に
や
ら
せ
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
か
ら
も
、
労
働
党
の
支
持
に
廻
っ
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
五
世
も
、
労
働
党
に
も
「
公
平
な
機
会
」
を
与
え
る
道
を
選
ん
だ
（
４
）

。」（
傍
線
　
引
用
者
）

か
か
る
説
明
に
お
い
て
も
「
ア
ス
キ
ス
説
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
し
て
は
、

一
九
二
三
年
総
選
挙
の
敗
北
（
下
野
）
を
最
初
か
ら
予
想
し
て
解
散
総
選
挙
に
踏
み
切
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
、
労
働
党
政
権

が
直
ち
に
つ
く
ら
れ
る
状
況
を
生
み
出
そ
う
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
（
５
）

よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
上
記
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
は
、
端
的
に
言
え
ば
「
保
護
貿
易
へ
の
転
換
」（
保
守
党
）
か
、
そ

れ
と
も
「
自
由
貿
易
の
維
持
」（
労
働
党
、
自
由
党
）
か
を
主
要
争
点
と
し
た
結
果
、
後
者
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
と
は
い
え
、
ハ
ン
グ

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
〝
イ
ギ
リ
ス
で
は
稀
な
〟
結
果
で
も
あ
っ
た
た
め
、
主
要
三
党
の
勝
敗
を
め
ぐ
る
解
釈
が
従
来
以
上
に
曖
昧
と

な
っ
た
う
え
、
新
内
閣
の
組
閣
に
関
し
て
も
、
三
党
の
う
ち
二
党
に
よ
る
「
連
立
政
権
」、
あ
る
い
は
「
部
分
連
合
な
い
し
閣
外
協
力
」

な
ど
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
連
合
政
権
」
に
な
る
こ
と
だ
け
は
確
実
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
組
み
合
わ
せ
の

新
内
閣
が
発
足
す
る
か
と
い
う
点
に
世
間
の
注
目
が
集
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
主
要
三
党
か
ら
見
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
の
意
義
と
各
党
の
動
き
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

（
七
九
五
）
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四
二

先
ず
、
保
護
主
義
導
入
提
案
が
国
民
に
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
敗
北
に
終
わ
っ
た
政
府
与
党
・
保
守
党
は
、
前
回
よ
り
議
席
と
得

票
率
を
若
干
減
ら
し
つ
つ
、
相
対
多
数
の
第
一
党
・
最
大
会
派
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
二
四
年
一
月
か
ら
始
ま
る
新
議
会

に
お
い
て
も
、
保
守
党
は
政
治
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
こ
と
が
あ
る
程
度
可
能
な
状
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
６
）

。
こ
れ
は
、
別
の
見

方
を
す
れ
ば
、「
い
か
な
る
組
み
合
わ
せ
で
新
し
い
連
立
が
つ
く
ら
れ
よ
う
と
、
保
守
党
の
大
部
分
が
そ
の
障
害
に
な
る
と
い
う
点
で
は

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
強
み
・
利
点
が
あ
る
（
７
）

」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
総
選
挙
結
果
が
出
た
直
後
は
即
座
の
退
陣
も
考
え
て

い
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
だ
っ
た
が
、
様
々
な
助
言
を
受
け
容
れ
た
結
果
、
新
議
会
が
召
集
さ
れ
内
閣
不
信
任
決
議
が
成
立
し
た
後
に
総
辞

職
す
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
閣
内
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
党
内
右
派
議
員
を
中
心
に
党
首
の
引
責
辞
任
を
求
め
る
〝
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
降
ろ
し
〟
の
動
き
も
多
少
見
ら
れ
た
が
、
党
内
の
大
勢
が
「
反
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
」
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
欠
け
て
い
た
た
め
、

幸
運
に
も
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
党
首
の
ま
ま
首
相
を
辞
任
す
る
だ
け
で
、
こ
の
難
局
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
８
）

。

次
に
、
単
独
過
半
数
に
届
か
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
主
要
三
党
の
中
で
獲
得
議
席
数
を
大
幅
に
増
や
し
た
労
働
党
は
、
第
二
党
の
立
場

上
、
同
じ
自
由
貿
易
派
の
第
三
党
・
自
由
党
を
利
用
し
た
連
合
政
権
で
あ
れ
ば
、
悲
願
の
政
権
担
当
も
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
政

権
担
当
の
是
非
あ
る
い
は
政
権
形
態
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
党
内
で
は
様
々
な
意
見
・
論
争
が
見
ら
れ
た
（
９
）

が
、
最
終
的
に
次
期
政
権
担
当
を
受

諾
し
た
結
果
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
後
継
の
新
首
相
に
任
命
さ
れ
た
。
公
式
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
当
時
二
党
制
の
重
要
性

を
熟
知
し
て
お
り
、
ま
た
労
働
党
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
も
あ
っ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
真
の
目
標
は‘T

ory G
overnm

ent and L
abour 

O
pposition ’

と
い
う
地
位
の
確
立
（
10
）

だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
院
内
労
働
党
が
次
期
政
権
担
当
を
全
面
的
に
受
諾
し
た
大
き
な

理
由
と
し
て
、
こ
こ
で
与
党
に
な
る
こ
と
を
拒
ん
だ
ら
自
由
党
よ
り
下
位
の
少
数
会
派
席
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
い
わ
ば

「
下
院
内
座
席
配
置
の
問
題
」
に
拘
っ
た
か
ら
と
す
る
指
摘
（
11
）

も
あ
り
、
そ
の
点
興
味
深
い
。

（
七
九
六
）
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四
三

最
後
に
、
前
回
同
様
自
由
党
は
今
回
も
第
三
党
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
い
が
み
合
っ
て
い
た
「
自
由
党
反
・
連
立
派
」
の
党
首
ア
ス
キ

ス
と
「
自
由
党
連
立
派
」
の
元
首
相
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid L
loyd G

eorge

）
の
両
派
が
「
保
護
主
義
導
入
反
対
」
を
掲
げ
て
一
時

的
に
せ
よ
再
団
結
し
た
効
果
が
表
れ
た
の
か
、
獲
得
議
席
数
で
は
前
回
を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
総
選
挙
結
果
が
出
た
直
後
の

一
九
二
三
年
一
二
月
一
八
日
、
ア
ス
キ
ス
は
「
新
議
会
が
一
月
に
召
集
さ
れ
て
も
、
自
由
党
し
て
は
統
一
党
（
※
保
守
党
）
政
府
を
支
持

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
公
式
声
明
を
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
年
明
け
早
々
召
集
さ
れ
た
一
九
二
四
年
議

会
の
冒
頭
、
労
働
党
提
出
の
保
守
党
内
閣
不
信
任
決
議
に
自
由
党
議
員
の
ほ
ぼ
全
員
が
賛
成
投
票
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

一
九
二
三
年
総
選
挙
実
施
か
ら
一
か
月
以
上
経
っ
た
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
は
総
辞
職
し
て
第
二
党
の
リ
ー

ダ
ー
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
組
閣
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
12
）

。

因
み
に
自
由
党
で
は
、
一
九
二
二
年
総
選
挙
で
当
選
し
た
議
員
の
う
ち
四
〇
人
が
落
選
し
議
席
を
失
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
史

学
者
コ
ー
リ
ン
グ
（M

aurice C
ow

ling

）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
中
の
三
〇
人
程
度
が
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
派
議
員
だ
っ
た
た
め
、
一
九
二
三

年
総
選
挙
で
の
自
由
党
勝
利
は
、
再
統
一
さ
れ
た
自
由
党
の
勝
利
と
は
い
え
、
事
実
上
「
ア
ス
キ
ス
派
（the A

squitheans

）」
の
勝
利
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ス
キ
ス
と
自
由
党
ア
ス
キ
ス
派
の
重
要
性
が
相
対
的
に
増
大
し
た
結
果
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
以
降
、

少
数
派
な
が
ら
ア
ス
キ
ス
自
由
党
が
政
局
や
新
政
権
樹
立
の
〝
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
〟
を
握
る
存
在
と
し
て
主
役
の
座
に
躍
り
出
る

よ
う
に
な
っ
た
（
13
）

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
主
要
三
党
か
ら
見
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
意
義
や
総
選
挙
実
施
直
後
の
各
党
の
動
き
を
整
理
し
て
み
る
と
、
自
由

貿
易
派
で
前
回
以
上
に
議
席
を
伸
ば
し
た
労
働
党
と
自
由
党
が
相
対
的
主
導
権
を
握
る
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
と
も
言
え
る
。
し
か
し
他

方
で
、
政
策
面
や
獲
得
議
席
数
の
面
で
敗
者
の
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
党
も
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
特

（
七
九
七
）
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四
四

殊
な
院
内
状
況
の
お
か
げ
で
存
外
無
視
で
き
な
い
勢
力
と
し
て
残
っ
た
、
と
見
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
度
は
、
そ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ス
キ
ス
説
」
に
対
す
る
疑
問
点
を
よ
り
深
く
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う

⑵
　「
ア
ス
キ
ス
説
」
と
そ
の
疑
問

先
ず
、
当
の
ア
ス
キ
ス
本
人
は
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
二
三
年
総
選
挙
投
票

日
直
前
の
一
二
月
二
日
付
ア
ス
キ
ス
書
簡
を
見
る
と
、
ア
ス
キ
ス
は
労
働
党
を
ダ
ー
ク
ホ
ー
ス
と
し
て
捉
え
る
一
方
、
自
由
党
の
獲
得
議

席
が
労
働
党
の
そ
れ
を
上
回
り
、
し
か
も
引
き
続
き
保
守
党
が
政
権
を
十
分
担
当
で
き
る
程
度
の
議
席
を
確
保
す
る
よ
う
な
結
果
が
望
ま

し
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
14
）

。
つ
ま
り
ア
ス
キ
ス
は
、
総
選
挙
前
の
段
階
で
は
、
労
働
党
政
権
の
誕
生
を
ほ
と
ん
ど
想
定
し
て
い
な

か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
既
述
の
と
お
り
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
は
、
主
要
三
党
全
て
に
政
権
担
当
可
能
な
状
況
を
与
え
る
形
と
な
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
流
〝
憲
政
の
常
道
〟
と
も
言
う
べ
き
考
え
方
に
従
え
ば
、
組
閣
の
資
格
が
優
先
的
に
与
え
ら
れ
る
の
は
第
二
党
の
労
働
党
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
労
働
党
は
、
総
選
挙
の
公
約
に
、
土
地
な
ど
を
対
象
と
し
た
い
わ
ゆ
る
資
本
課
税
や
「
国
有
化
」
な
ど
の
社
会
主
義
的
な

政
策
も
掲
げ
て
い
た
（
15
）

の
で
、
財
界
を
中
心
に
労
働
党
主
体
の
政
権
づ
く
り
を
懸
念
す
る
声
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

さ
て
、
ア
ス
キ
ス
の
伝
記
を
著
し
た
ス
ペ
ン
ダ
ー
（John S

pender
）
ら
に
よ
る
と
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
が
出
た
時
点
で
キ
ャ

ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
っ
た
ア
ス
キ
ス
に
は
、
採
る
べ
き
（
採
る
こ
と
の
可
能
な
）
オ
プ
シ
ョ
ン
が
以
下
の
と
お
り
三
つ
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。

（
七
九
八
）
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四
五

①
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
支
持
し
て
保
守
党
政
権
を
続
行
さ
せ
る

②
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
支
持
し
て
労
働
党
に
政
権
担
当
を
委
ね
る

③
保
守
党
の
支
持
を
当
て
に
し
て
自
分
が
組
閣
す
る
（
16
）

シ
テ
ィ
な
ど
の
要
望
を
受
け
容
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ス
キ
ス
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
③
も
全
く
実
現
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
ア
ス
キ
ス
が
最
終
的
に
選
ん
だ
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
②
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
加
え
、「
労
働

党
あ
る
い
は
保
守
党
い
ず
れ
の
政
権
も
支
持
せ
ず
、
完
全
野
党
と
し
て
事
態
を
静
観
す
る
」
と
い
う
四
つ
目
の
オ
プ
シ
ョ
ン
も
可
能
性
と

し
て
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
コ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
は
ア
ス
キ
ス
派
の
重
要
性
を
増
大
さ
せ
た
と
は
い
え
、
逆
に
、

（
今
ま
で
敵
対
し
て
き
た
）
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
ど
う
扱
う
か
と
い
っ
た
難
題
も
ア
ス
キ
ス
に
突
き
つ
け
る
結
果
と
な
っ
た
（
17
）

。
ま
た
、
ア

ス
キ
ス
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
意
義
は
一
つ
の
戦
闘
勢
力
と
し
て
自
由
党
が
再
統
一
し
強
化
さ
れ
た
点
（
18
）

に
求
め

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
の
自
由
党
が
「
政
権
」
づ
く
り
に
一
切
関
与
せ
ず
完
全
野
党
と
し
て
事
態
を
静
観
し
た
場
合
、
再
び
党
内
が

分
裂
状
態
に
陥
っ
た
り
、
ア
ス
キ
ス
派
議
員
の
離
反
を
招
い
た
り
す
る
な
ど
、
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
っ
た
ア
ス
キ
ス
自
身
の
立

場
・
影
響
力
さ
え
弱
ま
る
恐
れ
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
つ
目
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
実
現
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

ア
ス
キ
ス
の
伝
記
作
家
ス
ペ
ン
ダ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
労
働
党
に
組
閣
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
べ
し
と
す
る
見
解
に
ア
ス
キ
ス
は
全
く
疑

問
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
段
階
で
労
働
党
か
ら
組
閣
の
チ
ャ
ン
ス
を

奪
っ
た
ら
階
級
対
立
が
一
層
刺
激
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
保
護
主
義
を
掲
げ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
国
民
に
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、

（
七
九
九
）
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六

保
護
主
義
を
放
棄
し
て
ま
で
政
権
を
続
行
す
る
の
は
現
時
点
で
は
不
可
能
だ
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
述
べ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
自
由

党
も
保
守
党
と
連
立
を
組
む
準
備
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
う
え
、
今
後
い
つ
か
は
労
働
党
政
権
が
実
現
す
る
可
能
性
も
あ
る
以
上
、
そ
の

実
験
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
党
が
少
数
与
党
の
今
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
ほ
う
が
リ
ス
ク
も
少
な
く
て
済
む
、
と
い
う
三
点
（
19
）

で
あ
る

（
傍
線
　
引
用
者
）。

か
よ
う
な
労
働
党
政
権
づ
く
り
を
当
時
必
要
不
可
欠
な
「
実
験
」
と
す
る
捉
え
方
や
、
上
記
三
つ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
三
年

一
二
月
一
八
日
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ベ
ラ
ル
・
ク
ラ
ブ
（the N

ational L
iberal C

lub

）
で
開
催
さ
れ
た
自
由
党
議
員
総
会
で
の
ア
ス
キ
ス

発
言
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
。
彼
の
覚
書
に
基
づ
く
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
議
員
総
会
で
彼
が
述
べ
た
「
助
言
」

の
内
容
と
は
、
上
述
し
た
三
つ
の
理
由
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

「
…
…
自
由
党
議
員
総
会
で
、
私
は
自
ら
助
言
で
き
る
機
会
を
い
ち
早
く
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
…
…
こ
の
助
言
に
つ
い
て
は
マ
ク
ド

ナ
ル
ド
氏
も
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
サ
イ
モ
ン
も
完
全
に
同
意
で
き
る
と
言
っ
て
い
た
し
、
ま
た
自
分
で
も
議
論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
賢
明
な

内
容
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
党
内
で
も
受
け
容
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
年
明
け
に
召
集
さ
れ
た
新
議
会
で
、
保
守

党
政
府
を
倒
す
た
め
の
形
式
的
手
続
き
が
終
わ
る
や
否
や
、
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
そ
の
労
働
党
の
仲
間
た
ち
が
政
権
を
担
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
年
後
、
労
働
党
内
閣
が
倒
れ
た
際
に
、
私
は
リ
フ
ォ
ー
ム
・
ク
ラ
ブ
で
演
説
し
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
我
々
が
あ
の
実
験
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
後
悔
し
て
い
な
い
。
あ
の
実
験
を
認
め
て
や
っ
た
こ
と
で
大
勢

の
人
び
と
の
迷
い
が
消
え
た
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
種
々
の
利
益
や
名
誉
に
危
険
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
て
い
た

時
代
が
（
全
く
文
字
ど
お
り
）
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
20
）

』。」（
傍
線
　
引
用
者
）

（
八
〇
〇
）
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要
す
る
に
、
状
況
的
に
見
て
も
次
期
政
権
づ
く
り
の
裁
量
権
は
自
由
党
に
あ
る
し
、
そ
し
て
ま
た
、
自
由
党
は
保
守
・
労
働
両
党
の
付

属
物
に
な
る
つ
も
り
も
な
い
と
い
う
ア
ス
キ
ス
な
り
の
意
思
表
示
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
読
む
限
り
、「
ア
ス
キ
ス
説
」
に
は
非
の
打
ち

ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ア
ス
キ
ス
本
人
が
そ
れ
を
証
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ス
キ
ス
だ
け
が
自
分
の
自
由
意

思
で
積
極
的
に
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
存
在
と
必
要
を
認
め
、
こ
れ
を
ア
シ
ス
ト
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
今
度
は
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
、
通
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
ア
ス
キ
ス
説
」
を
再
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑶
　「
ア
ス
キ
ス
説
」
の
再
検
討
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
側
の
事
情

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
研
究
の
泰
斗
ラ
ム
ス
デ
ン
（John R

am
sden

）
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
時
は
と
も
か
く
、
ア
ス
キ
ス
同

様
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
労
働
党
政
権
誕
生
の
可
能
性
を
従
前
か
ら
予
見
し
て
い
た
の
で
、
労
働
党
に
は
比
較
的
寛
容
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、

労
働
党
が
政
権
担
当
を
経
験
し
穏
健
化
し
て
い
く
こ
と
ま
で
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
期
待
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
一
九
二
四
年
一
月

の
退
陣
に
際
し
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
組
閣
し
や
す
い
よ
う
、
そ
し
て
ま
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
組
閣
に
明
確
な
責
任
を
負
え
る
よ
う
、
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
は
様
々
な
準
備
作
業
ま
で
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
21
）

。

さ
ら
に
ラ
ム
ス
デ
ン
は
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
自
由
党
の
弱
体
化
は
、
ア
ス
キ
ス
や
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
通

じ
て
で
は
な
く
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
っ
て
進
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

保
守
党
は
実
行
し
よ
う
と
思
え
ば
実
行
で
き
た
は
ず
な
の
に
、
何
ら
か
の
提
携
の
誘
い
を
ア
ス
キ
ス
に
一
度
も
示
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た

か
ら
（
22
）

だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ラ
ム
ス
デ
ン
の
指
摘
に
基
づ
き
複
数
の
関
連
史
資
料
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
み
る
と
、
完
全
な

断
定
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
だ
し
即
断
も
禁
物
で
は
あ
る
が
、
確
か
に
そ
う
し
た
見
解
に
も
説
得
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ボ
ー
ル

（
八
〇
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

四
八

ド
ウ
ィ
ン
の
議
員
秘
書
で
側
近
の
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
（John C

. C
. D

avidson

）
は
、
一
九
二
三
年
一
二
月
一
二
日
付
の
私
的
書
簡
に
お

い
て
、
労
働
党
の
組
閣
を
阻
止
す
る
目
的
で
保
守
党
と
自
由
党
が
「
い
か
に
も
不
誠
実
な
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
組
ん
で
し
ま
っ
た
ら
」、

革
命
に
至
る
道
を
ま
た
一
歩
踏
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
れ
が
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
本
音
だ
っ
た

と
も
見
ら
れ
て
い
る
（
23
）

。
ま
た
、
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
（G

eorge Ⅴ

）
の
秘
書
に
よ
る
一
九
二
三
年
一
二
月
一
〇
日
付
覚
書
き
に
も
、
い
か

な
る
組
み
合
わ
せ
に
な
ろ
う
と
連
立
に
は
全
く
反
対
だ
と
い
う
意
見
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
述
べ
て
い
た
（
24
）

と
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
、
自
由
党
と
連
立
を
組
む
べ
き
と
す
る
提
案
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は

一
切
拒
絶
し
て
い
た
と
見
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
一
九
二
三
年
総
選
挙
実
施
に
敢
え
て
踏
み
切
っ
た
真

の
理
由
は
、
註（
４
）で
も
示
し
た
よ
う
に
党
内
団
結
の
確
保
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
自
分
の
政
敵
だ
っ
た
保
守
党
旧
・
連
立

維
持
派
の
増
長
や
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
軸
と
し
た
「
中
央
党
（the C

entre party

）」
構
想
再
現
に
至
る
可
能
性
の
高
い
「
自
由
党
と
の

提
携
」
を
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
「
労
働
党
政
権
誕
生
阻
止
」
以
上
に
優
先
す
る
と
は
思
え
な
い
（
詳
細
に
つ
い
て
は
註（
４
）を
参
照
）。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
側
の
事
情
を
踏
ま
え
る
と
、「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
支
持
し
て
保
守
党
政
権
を
続
行
さ
せ

る
」
こ
と
も
で
き
ず
、「
保
守
党
の
支
持
を
当
て
に
し
て
自
分
が
組
閣
す
る
」
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
「
完
全
野
党
と
し
て

事
態
を
静
観
す
る
」
な
ど
論
外
だ
っ
た
第
三
党
党
首
ア
ス
キ
ス
と
し
て
は
、
上
述
し
た
「
三
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
」
の
う
ち
、
与
党
・
保
守

党
を
政
権
か
ら
追
い
出
す
代
わ
り
に
、「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
支
持
し
て
労
働
党
に
政
権
担
当
を
委
ね
る
」
し
か
選
択
の
余
地
が
な
く
な
っ

た
（
25
）

と
い
う
見
方
も
可
能
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
新
政
権
構
想
に
関
し
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
自
由
党
と
の
協
力
を
一
切
拒
絶
し
た
か
ら

こ
そ
、
ア
ス
キ
ス
は
結
局
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
あ
る
い
は
可
能
な
限
り
そ
れ
を
支
え
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
）
と
理
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
ア
ス
キ
ス
説
」
の
本
質
や
問
題
点
は
こ
う
い
う
部
分
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
八
〇
二
）
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九

以
上
の
分
析
な
ら
び
に
再
検
討
を
通
じ
て
、
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
間
接
的
か
も
し
れ
な
い
が
保
守
党
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
ま

た
、
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
存
在
を
何
ら
か
の
意
味
で
必
要
と
し
て
い
た
可
能
性
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
戦
間
期
イ

ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
特
質
や
当
時
の
保
守
党
に
お
け
る
対
労
働
党
戦
略
の
ほ
か
、
と
り
わ
け
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
保
守
主
義
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
に
つ
い
て
新
た
な
視
点
か
ら
解
釈
を
試
み
た
い
。

三
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
労
働
党
政
権
の
位
置
づ
け

本
章
で
は
先
ず
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
特
徴
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
基
本
的
性
格
な
ど
も

踏
ま
え
た
う
え
で
、
彼
の
保
守
主
義
に
お
け
る
対
労
働
党
観
を
中
心
に
、
そ
の
戦
術
面
と
思
想
面
か
ら
当
時
に
お
け
る
第
一
次
マ
ク
ド
ナ

ル
ド
内
閣
の
必
要
性
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
最
後
に
、
労
働
党
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
「
保
守
主
義
者
」
と
し
て
捉
え
る
斬
新
な
解

釈
を
通
じ
て
、
そ
の
政
治
思
想
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
の
関
連
性
な
ど
に
も
若
干
触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑴
　
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

本
稿
で
は
「
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
を
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
戦

間
期
（
一
九
一
八
～
一
九
三
九
年
）
の
歴
代
保
守
党
党
首
の
中
で
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
党
首
在
任
期
間
（
約
一
四
年
間
）
が
と
び
ぬ
け
て
長

く
、
そ
れ
ゆ
え
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
・
保
守
主
義
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
も
必
然
的
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
に
お
い
て
戦
間
期
は
、「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
時
代
（the B

aldw
in E

ra

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
少

（
八
〇
三
）
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五
〇

な
く
な
い
。

帝
国
主
義
や
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
（U

nionism

）
あ
る
い
は
関
税
改
革
（tariff reform

）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝

（V
ictorian

）
お
よ
び
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
（E

dw
ardian

）
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
比
較
し
た
場
合
、
と
り
わ
け
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
一
四

年
に
か
け
て
実
現
し
、
ア
ス
キ
ス
自
由
党
政
権
下
で
拡
大
し
た
「
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
法
制
化
」、
即
ち
政
府
介
入
を
志
向
す
る

「
新
自
由
主
義
（N

ew
 L

iberalism （
26
））」

の
進
展
と
同
時
期
の
労
働
運
動
な
い
し
社
会
主
義
の
脅
威
に
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
保
守
党

側
の
具
体
的
な
反
応
こ
そ
、
当
時
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
党
首
・
首
相
に
象
徴
さ
れ
る
「
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
時
期
に
保
守
党
が
標
榜
し
た
前
述
の
関
税
改
革
は
、
自
由
党
の
新
自
由
主
義
と
労
働
党
の
社
会
主
義
の
〝
挑
戦
〟
に
対
す
る

保
守
党
側
の
一
つ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
、
も
し
く
は
そ
の
独
自
の
対
応
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
27
）

。

上
述
し
た
〝
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
〟
に
関
連
づ
け
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
分
析
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
オ
ゴ
ー
マ
ン

（F
rank O

’G
orm

an

）
は
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
特
質
と
し
て
、「
左
翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
右
翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
両
者
に
代
わ

る
、
穏
健
で
程
良
い
〝
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
〟
に
な
ろ
う
と
し
た
」
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
流
の
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
、
社
会
階
級
間
の
和
解
を
語
る
よ
う
な
保
守
主
義
が
入
る
余
地
も
生
ま
れ
た
」
と
し
て
、
そ
こ
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保

守
主
義
の
存
在
価
値
を
見
出
す
。
加
え
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
「
新
し
い
保
守
主
義
（N

ew
 C

onservatism

）」
を
特
徴
づ
け
る
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、「
社
会
の
調
和
」「
党
執
行
部
と
党
員
の
一
体
化
」「
社
会
改
革
」「
弱
者
の
保
護
」
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

階
級
対
立
よ
り
も
国
民
的
団
結
を
促
し
た
り
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
政
府
を
重
視
し
た
り
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
一
九
一
四
年
（
※
第

一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
）
以
前
に
採
用
し
た
保
守
党
政
治
家
は
一
人
も
居
な
か
っ
た
（
28
）

と
も
、
オ
ゴ
ー
マ
ン
は
主
張
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
戦
間
期
に
保
守
党
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
登
場
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
「
社
会
主
義
を
非
難
し
、
労
働

（
八
〇
四
）
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ボ
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五
一

組
合
を
制
約
す
る
が
、
労
働
党
は
ア
シ
ス
ト
し
て
い
く
（
29
）

」
新
し
い
タ
イ
プ
の

─
一
九
二
〇
年
代
前
半
と
い
う
時
代
の
流
れ
に
も
合
致
し

た

─
保
守
主
義
者
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
で
は
、
か
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
い
て
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
労
働
党
と
そ
の
第
一
次
内
閣
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑵
　
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
労
働
党
政
権
の
意
義
と
そ
の
思
想
的
基
盤

前
述
の
ラ
ム
ス
デ
ン
に
よ
る
と
、
一
九
二
一
年
頃
の
保
守
党
で
は
「
労
働
党
の
イ
ン
パ
ク
ト
」
に
対
抗
す
る
具
体
的
手
段
を
め
ぐ
っ
て

意
見
の
一
致
は
見
ら
れ
ず
、
保
守
主
義
者
と
し
て
採
る
べ
き
戦
術
や
方
法
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
二
つ
の
路
線
の
間
で
対
立
（
党
内
主
導

権
争
い
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
一
つ
目
は
、
当
時
保
守
党
下
院
リ
ー
ダ
ー
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（A

usten C
ham

berlain

）
や
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

の
比
較
的
リ
ベ
ラ
ル
な
本
能
に
反
発
し
て
い
た
（
30
）

バ
ー
ク
ン
ヘ
ッ
ド
卿
（L

ord B
irkenhead

）
な
ど
保
守
党
旧
・
連
立
維
持
派
や
幹
部
議
員

に
多
い
立
場
で
あ
る
。
自
由
党
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
主
導
の
下
、
両
党
が
融
合
し
て
「
中
央
党
」
な
る
「
反
・
社
会
主
義
連
合
」
を
新

た
に
結
成
し
、
労
働
運
動
の
パ
ワ
ー
を
削
減
す
べ
く
抵
抗
を
続
け
る
と
い
う
戦
術
も
そ
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
路

線
・
戦
術
で
は
、
保
守
・
自
由
の
二
大
既
成
政
党
が
提
携
し
な
が
ら
「
社
会
秩
序
の
擁
護
者
」
と
し
て
の
責
務
を
負
う
こ
と
で
、
逆
に
両

党
の
独
自
性
や
プ
リ
ン
シ
プ
ル
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
党
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
希
薄
に
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
二
つ
目
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
代
表
さ
れ
る
労
働
党
穏
健
派
と
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
二
党
制
の
枠
か
ら
自
由
党
を
排
除

し
、
今
や
〝
落
ち
目
の
〟
老
舗
政
党
・
自
由
党
で
は
な
く
、〝
抬
頭
著
し
い
〟
新
興
政
党
・
労
働
党
を
今
後
「
左
派
」
の
代
表
と
し
て
認

め
る
べ
き
と
す
る
路
線
・
戦
術
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
労
働
党
を
責
任
野
党
、
即
ち
潜
在
的
政
権
政
党
（the O

pposition

）
と
し
て
国

（
八
〇
五
）
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家
構
造
の
一
部
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
同
党
の
「
急
進
性
」
を
払
拭
し
、
む
し
ろ
唯
一
の
「
社
会
秩
序
の
擁
護
者
」
た
る
保
守
党
が
、

自
由
党
に
代
わ
る
「
政
権
担
当
能
力
を
備
え
た
進
歩
派
政
党
」
と
し
て
左
派
代
表
・
労
働
党
を
「
育
て
て
い
く
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

当
時
の
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
考
え
方
や
言
動
な
い
し
対
応
（
保
守
主
義
）
が
こ
れ
に
該
当
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
前
述
し
た
マ
ク
ド
ナ

ル
ド
の
目
標
（‘T

ory G
overnm

ent and L
abour O

pposition ’

の
地
位
確
立
）
に
も
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
（
31
）

。

し
か
し
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
後
者
の
路
線
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
政
権
を
院
内
多
数
派
の
保
守
党
が
支
え

て
い
た
一
九
二
二
年
当
時
の
状
況
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
、
保
守
党
独
自
の
方
針
に
基
づ
き
、
そ
の
単
独
政
権
（
ボ
ナ
＝
ロ
ー
保
守
党
政
権
）
下

で
解
散
総
選
挙
（
一
九
二
二
年
総
選
挙
）
を
行
っ
て
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
二
年
一
〇
月
の

カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
保
守
党
議
員
総
会
で
の
連
立
離
脱
決
定
と
、
そ
の
直
後
に
成
立
し
た
ボ
ナ
＝
ロ
ー
政
権
期
を
経
て
、
当
時
蔵
相

だ
っ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
後
継
の
新
党
首
・
首
相
に
推
挙
・
任
命
さ
れ
た
（
32
）

。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
二
つ
目
の
路

線
、
換
言
す
れ
ば
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
が
戦
間
期
保
守
党
の
基
本
方
針
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
保
守
主
義
は
、
世
界
恐
慌
の
結
果
生
じ
た
挙
国
一
致
内
閣
（
連
立
政
権
）
時
代
も
含
め
て
一
九
三
七
年
ま
で
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
労

働
党
と
共
に
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
特
徴
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
に
よ
り
、
戦
間
期
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
い
て
は
、「
責
任
野
党
と
し
て
の
労
働
党
も
し
く
は
（
少
数
議
席
に
基
づ
く

短
期
間
の
）
労
働
党
政
権
」
が
必
要
不
可
欠
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
し
か
も
存
外
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
次
に
、
か
よ
う
な
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
「
戦
術
」
面
を
規
定
す
る
政
治
「
思
想
」
面
に
つ
い
て
解
明
し
て
み
た
い
。

政
治
家
引
退
を
間
近
に
控
え
た
一
九
三
六
年
六
月
の
あ
る
夕
食
会
で
、
若
手
保
守
党
議
員
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
ら
れ
た
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。「
労
働
党
を
絶
対
へ
こ
ま
せ
よ
う
と
は
す
る
な
。
あ
る
い
は
、
労
働
党
を
犠
牲
に
し
て
こ
れ

（
八
〇
六
）
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五
三

を
小
馬
鹿
に
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
院
内
で
政
党
間
対
立
を
激
し
く
す
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
す
る
な
。
故
意
に
労

働
党
を
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
た
り
、
怒
ら
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
を
必
要
と
す
る
日
が
突
然
や
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ

と
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（
33
）

」（
傍
線
　
引
用
者
）。
彼
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
上
述
し
た
一
連
の
考
察
結
果
と
も
一
致
す
る
。
保
守

党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
、
当
時
の
保
守
主
義
者
の
多
数
派
と
異
な
る
対
労
働
党
観
を
持
っ
て
い
た
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
家
業
の
鉄

器
製
造
業
経
営
を
通
じ
て
実
際
に
労
働
組
合
や
労
働
者
を
扱
っ
た
経
験
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
一
九
〇
八
年
に
死
去
す
る
ま
で
保
守
党
議

員
を
務
め
て
き
た
父
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
（A

lfred B
aldw

in

）
の
労
使
協
調
経
営
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
34
）

。

そ
れ
が
過
激
な
存
在
と
な
ら
な
い
限
り
、
労
働
者
や
労
働
党
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
か
つ
寛
容
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
た

理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
経
歴
や
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
も
求
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
労
働
党
と
の
関
連
性
の
根
底
を
な
す
政
治
思
想
的
基
盤
に
つ
い
て
、
今
や
古
典
的
と

も
言
え
る
ラ
ム
ス
デ
ン
の
所
説
に
最
新
の
二
つ
の
先
行
研
究
成
果
を
加
え
た
、
計
三
つ
の
先
行
研
究
成
果
を
手
が
か
り
と
し
て
再
考
察
し

て
み
た
い
。

先
ず
、「
保
守
主
義
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
は
、
抽
象
的
な
理
論
と
か
具
体
的
な
政
策
に
関
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
態

度
や
対
応
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
（
35
）

」
と
見
る
ラ
ム
ス
デ
ン
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
分
析
す
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
以

下
の
五
つ
の
性
質
を
指
摘
し
た
。
即
ち
、
①
日
常
（ordinary

）
性
、
②
専
門
（professional

）
性
、
③
道
徳
（m

oral

）
性
、
④
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
（E

nglish

）
性
、
そ
し
て
⑤
非
挑
発
（unprovocative

）
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
ラ
ム
ス
デ
ン
に
よ
る
と
、
③
は
「
権
利
よ
り
義
務
」
を

重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
④
は
譲
歩
の
原
理
を
尊
重
す
る
と
さ
れ
、
③
と
④
の
両
者
は
、
⑤
の
具
体
的
表
れ
と
も
言
う
べ
き
和
解
・
宥

和
・
妥
協
の
根
本
に
な
る
と
さ
れ
る
（
36
）

。

（
八
〇
七
）
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五
四

こ
れ
ら
五
つ
の
う
ち
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
労
働
党
と
の
関
連
性
を
見
る
う
え
で
特
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
⑤
の
非
挑

発
性
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
当
時
バ
ー
ク
ン
ヘ
ッ
ド
卿
に
代
表
さ
れ
る
大
半
の
保
守
主
義
者
た
ち
は
、
労
働
党
に
対
し
て
尊
大
な

態
度
を
見
せ
た
り
、
保
守
・
自
由
の
両
党
連
立
を
ベ
ー
ス
に
「
対
決
」
姿
勢
を
示
し
た
り
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
が
示
し
た
労
働
党
へ
の
理
解
や
寛
容
さ
の
底
流
に
は
、（
穏
健
な
院
内
）
労
働
党
も
含
め
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
全
体
の
調
和
に
対

す
る
何
ら
か
の
道
徳
的
「
義
務
」
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
近
年
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
関
す
る
最
新
の
政
治
学
的
分
析
を
試
み
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
（P

hilip W
illiam

son

）
は
、
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
の
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
観
の
発
生
源
と
し
て
「
家
族
・
教
育
歴
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
後
期
の
文
化
的
側
面
・
地
方
政
治
の
特

殊
性
」
の
四
点
を
指
摘
し
た
ほ
か
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
社
会
経
済
関
連
ド
ク
ト
リ
ン
の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
「
キ
リ
ス
ト
教
的
保
守
主

義
者
（a C

hristian C
onservative

）」
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的

保
守
主
義
は
、
安
定
し
調
和
の
取
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
高
く
評
価
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、

富
裕
層
も
貧
困
層
も
相
互
に
尊
重
し
合
う
と
同
時
に
、
相
互
の
義
務
を
認
め
合
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
37
）（

傍
線
　
引
用
者
）。

こ
う
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
、
道
徳
的
義
務
感
に
基
づ
き
労
使
間
の
調
停
や
和
解
に
向
け
て
努
力

す
る
「
保
守
主
義
的
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
（conservative idealism
）」
と
位
置
づ
け
る
。
保
守
主
義
的
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
は
、
個
人
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
非
・
社
会
主
義
的
な
方
法
を
通
じ
て
調
停
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
核
と
な
る
倫
理
は
「
奉
仕
（service

）」
に
求
め

ら
れ
る
と
さ
れ
る
（
38
）

。
ま
た
、「
戦
術
面
で
は
自
由
党
の
崩
壊
を
促
し
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
支
持
者
を
で
き
る
だ
け
多
く
獲
得
し
よ
う
と
す

る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
」
が
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
共
有
し
て
い
た
理
念
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は‘fairness ’ ‘co-operation ’  

‘brotherhood ’ ‘service ’ ‘dem
ocracy ’

の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る
（
39
）

。

（
八
〇
八
）
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ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
労
働
党
、
あ
る
い
は
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
の
関
連
性
を
そ
の
政
治
思
想
的
側
面
か
ら
結
び
つ

け
る
理
念
と
い
う
意
味
で
は
、
と
り
わ
け‘service ’

が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
の
主
要
公
式
演
説
の
分
析
を
通
じ
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
使
用
頻
度
が
比
較
的
高
い
キ
ー
ワ
ー
ド
を
明
ら
か
に
し
た
テ
イ

ラ
ー
（A

ndrew
 T

aylor

）
が
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
演
説
の
中
で
多
く
言
及
さ
れ
た
代
表
的
な
言
葉
と
し
て
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

（E
ngland

）」
や
「
労
使
間
の
平
和
（P

eace in Industry

）」
を
挙
げ
て
い
る
ほ
か
、
彼
の
考
え
方
の
基
準
と
な
る
言
葉
と
し
て
、「
奉
仕

（S
ervice

）」
な
ら
び
に
「
自
由
（F

reedom

）」
の
二
つ
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
40
）

。

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
従
う
と
、
社
会
へ
の
「
奉
仕
」
を
個
々
人
の
道
徳
的
義
務
と
考
え
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
は
、
自
由
党

の
新
自
由
主
義
や
労
働
党
の
社
会
主
義
に
対
抗
す
る
保
守
党
・
保
守
主
義
の
側
か
ら
見
た
一
つ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
に
な
り
得
る
と
同

時
に
、
保
守
党
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
に
も
役
立
つ
政
治
思
想
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
自

身
、
一
九
二
四
年
総
選
挙
に
勝
利
を
収
め
、
首
相
に
返
り
咲
い
た
直
後
の
一
九
二
四
年
一
二
月
四
日
に
ア
ル
バ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
行
っ
た
演

説
の
中
で
、「
奉
仕
」
の
重
要
性
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
国
の
発
展
に
関
わ
る
責
任
は
、
政
府
だ
け
で
な
く
、
こ
の
国
の
男
女
全
員
に
あ
る
の
で
す
。
国
民
の
願
い
を
無
視
し
て
し
ま
っ

た
ら
、
政
府
だ
っ
て
こ
の
国
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は
、
新
し
い
方
法
で
協
力
し
て
い
く
の
を
厭
わ
な
い
こ
と

で
す
。
…
…
そ
の
最
終
的
な
責
任
は
、
政
府
と
い
う
よ
り
本
当
は
国
民
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
す
。
今
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
試
す
時
で
す
。

…
…
今
日
、
わ
が
国
に
奉
仕
（service

）
す
る
と
い
う
意
味
で
、
お
そ
ら
く
我
々
は
今
ま
で
如
何
な
る
政
党
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
素

晴
ら
し
い
機
会
に
遭
遇
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
…
…
我
々
皆
が
そ
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
の
偉
大
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
教
育
し
て
い

（
八
〇
九
）
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く
こ
と
こ
そ
諸
君
の
義
務
な
の
で
あ
り
、
か
つ
諸
君
が
率
先
し
て
取
り
組
む
べ
き
義
務
な
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
私
が
強
く
訴
え
た
い
の

は
、
諸
君
に
も
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
奉
仕
を
地
域
社
会
共
通
の
福
利
に
し
て
い
く
の
が
偉
大
な
統
一
党
（
※
保
守
党
）
で
あ
る
以
上
、
諸
君

は
そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
全
員
働
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
…
…
党
の
た
め
働
い
て
く
れ
る
全
て
の
人
た
ち
や
議
員
の
諸
君
に

向
け
て
、
最
後
に
結
び
の
言
葉
と
し
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
い
。
自
分
の
生
涯
を
そ
う
し
た
奉
仕
に
捧
げ
な
い
限
り
、
諸
君

の
党
に
、
そ
し
て
ま
た
諸
君
の
党
を
通
じ
て
諸
君
の
祖
国
に
、
よ
り
良
く
奉
仕
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
の
で
す
（
41
）

。」

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
必
要
性
や
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
の

関
連
性
を
示
す
政
治
思
想
的
基
盤
は
、
戦
間
期
と
い
う
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
「
責
任
野
党
・
潜
在
的
政
権

政
党
と
し
て
労
働
党
を
〝
教
育
〟
し
、
そ
れ
を
国
家
構
造
に
組
み
込
ん
で
い
く
た
め
に
も
、
保
守
主
義
者
の
義
務
と
し
て
非
挑
発
的
な

『
奉
仕
』
と
い
う
理
念
お
よ
び
そ
の
役
割
を
比
較
的
重
視
し
て
い
た
」
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑶
　
社
会
主
義
者
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
「
保
守
主
義
」
思
想
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

最
後
に
、「
労
働
党
の
、
人
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
の
み
を
慎
重
に
攻
撃
し
た
（
42
）

」
と
さ
れ
る
保
守
主
義
者
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
社
会
主

義
者
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
み
た
い
。

雄
弁
家
、
出
版
人
、
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
、
戦
略
家
、
そ
し
て
政
治
思
想
家
な
ど
多
彩
な
「
顔
」
を
持
つ
政
治
家
（
43
）

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
伝
統

的
二
党
制
論
者
だ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
加
え
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
二
人
の
個
人
的
関
係
や
相
性
が
、
偶
然
と

は
い
え
極
め
て
良
好
だ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

inston C
hurchill

）
は
、
そ
の
自
著
で
次
の
よ
う

（
八
一
〇
）
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七

に
述
べ
て
い
る
。「
よ
っ
て
こ
こ
に
、‘the B

aldw
in - M

acD
onald R

égim
e ’

と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
一
四
年
間
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

最
初
は
交
互
に
、
し
か
し
そ
の
後
、
段
々
政
治
的
な
兄
弟
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
二
人
の
政
治
家
が
こ
の
国
を
統
治
し
た
時
代
が
そ
れ

で
あ
る
。
普
段
な
ら
相
対
す
る
政
党
、
正
反
対
の
ド
ク
ト
リ
ン
、
そ
し
て
相
対
立
す
る
利
害
関
係
を
代
表
す
る
こ
の
二
人
は
、
イ
ギ
リ
ス

憲
政
史
に
お
け
る
二
人
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
首
相
と
比
べ
て
み
て
も
、
見
解
・
気
質
・
方
法
が
事
実
上
ほ
と
ん
ど
似
か
よ
っ
て
い
た
。
各
々

お
互
い
の
感
情
は
、
お
互
い
の
領
域
に
奇
妙
な
ほ
ど
十
分
浸
透
し
て
い
た
。
昔
な
が
ら
の
保
守
主
義
者
（the old T

ory

）
が
持
っ
て
い
る

感
情
の
多
く
を
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
大
切
に
し
て
い
た
。」（
傍
線
　
引
用
者
）

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
保
守
主
義
者
的
側
面
を
有
し
て
い
た
と
い
う
チ
ャ
ー
チ
ル
の
描
写
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
伝
記
作
家
モ
ー
ガ
ン
（K

evin M
organ

）
は
、
保
守
・
自
由
・
労
働
イ
ギ
リ
ス
主
要
三
大
政
党
い
ず
れ
の
内
閣

で
も
閣
僚
と
し
て
居
座
る
こ
と
が
可
能
で
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
唯
一
の
首
相
が
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
だ
っ

た
と
し
て
い
る
。
加
え
て
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
社
会
主
義
に
は
、
自
由
主
義
的
要
素
や
保
守
主
義
的
要
素
を
社
会
主
義
と
結
び
つ
け
る
折
衷

的
な
性
格
が
常
に
あ
っ
た
と
も
分
析
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
保
守
主
義
は
、
社
会
主
義
の
否
定
で
は
な
く
、
彼
自
身
の

社
会
主
義
に
深
く
根
差
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
政
治
哲
学
の
基
盤
は
「
有
機
体
的
社
会
観
」
に
あ
っ
た
と
主
張
し

て
い
る
（
45
）

点
も
興
味
深
い
。

二
〇
世
紀
初
頭
以
来
、
社
会
問
題
や
政
治
問
題
に
関
す
る
著
作
を
複
数
世
に
送
り
出
し
て
き
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
そ
の
有
機
体
的
社

会
観
を
、
彼
の
著
作
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
社
会
は
、
山
盛
り
の
砂
み
た
い
に
バ
ラ
バ
ラ
な
個
々
人
の
単
な
る
寄
せ
集
め

な
の
で
は
な
く
、
人
び
と
や
諸
階
級
が
そ
れ
そ
れ
の
役
目
を
そ
れ
ぞ
れ
果
た
す
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
、
し
か
も
組
織
化
さ
れ
た
諸
関
係
か

ら
成
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
（
46
）

」
で
あ
る
。
同
時
に
「
社
会
の
本
質
的
特
徴
に
関
す
る
捉
え
方
と
し
て
、
私
は
有
機
体
的
タ
イ
プ
の
組
織
に
好

（
44
）

（
八
一
一
）
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意
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
し
て
ま
た
、
有
機
体
的
社
会
観
こ
そ
政
治
的
実
験
の
手
引
き
と
し
て
最
も
有
益
だ
と
言
い
た
い
。
で
も
、
全
て
の

社
会
主
義
者
が
そ
れ
と
同
じ
意
見
で
あ
る
と
か
、
同
じ
意
見
を
持
つ
べ
き
だ
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
社
会
主
義
者
に
は
既
に
教
条
主
義

が
結
構
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
47
）

」
と
も
述
べ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
有
機
体
的
社
会
観
は
、
保
守
主
義
者
に
共
通
す
る
社
会
認
識
の
一
つ
で
あ
る
。
有
機
体
的
社
会
観
と
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
を
「
合
理
的
で
利
己
的
な
個
々
人
が
意
図
的
に
創
る
や
や
人
工
的
な
構
造
物
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の

構
成
員
た
る
個
々
人
・
家
族
・
集
団
・
階
級
こ
れ
ら
の
相
互
依
存
的
結
び
つ
き
を
必
然
的
に
含
ん
で
複
雑
に
生
き
る
有
機
体
（
48
）

」
と
す
る
捉

え
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
有
機
体
的
社
会
観
は
、「
社
会
を
構
成
す
る
個
人
と
集
団
は
相
互
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に

は
社
会
的
な
義
務
と
責
任
が
伴
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
個
人
の
権
利
や
自
己
の
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
戒
め
（
49
）

」
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
（
傍
線
　
引
用
者
）。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
労
働
党
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
、
上
述
し
た
ボ
ー
ル

ド
ウ
ィ
ン
の
演
説
内
容
や
保
守
主
義
思
想
に
直
接
繋
が
る
考
え
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
有
機
体
的
社
会
観
」
と
い
う
観
点
か
ら
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
検
討
し
て
み
る
と
、
両
者
の
間
に
は
、

個
人
的
な
気
質
面
の
み
な
ら
ず
政
治
思
想
の
面
に
お
い
て
も
、
相
性
の
良
さ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
類
似
性
な
い
し
関
連
性
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
お
い
て
は
、「
労
働
党
政
権
」
と
い
う
よ
り
も
、「
社
会
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら

実
は
保
守
主
義
者
で
も
あ
っ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
率
い
る
穏
健
な
労
働
党
政
権
（
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
）」
こ
そ
必
要
不
可
欠
な
存
在

で
、
な
お
か
つ
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
、
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

（
八
一
二
）



第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
渡
邉
）

五
九

四
、
結
　
論

イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
、
即
ち
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
分
か
り
や
す
く
例
え
る
な
ら
、
そ

れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
世
界
に
「
左
」
と
「
右
」
の
二
つ
し
か
置
か
れ
て
い
な
い
指
定
席
を
三
党
で
奪
い
合
う
〝
椅
子
取
り
ゲ
ー
ム
〟

に
自
由
党
が
敗
れ
て
誕
生
し
た
政
権
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
共
通
目
標
、
即

ち
「
二
党
制
枠
か
ら
の
自
由
党
排
除
」
を
完
成
し
再
確
認
し
た
出
来
事
こ
そ
一
九
二
四
年
総
選
挙
（
註（
２
）を
参
照
）
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
結
果
成
立
し
た
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
党
内
閣
（
一
九
二
四
年
一
一
月
四
日
～
一
九
二
九
年
六
月
四
日
）
で
あ
っ
た
。

当
時
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
を
必
要
と
し
、
そ
の
成
立
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
の
は
、
確
か
に
ア
ス
キ
ス
と
そ
の
自
由
党
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
秩
序
を
護
る
た
め
、
換
言
す
れ
ば
保
守
党
が
唯
一
の
右
派
「
反
・
社
会
主
義
政
党
」
と
し
て
生
き
残
る
た
め
（
50
）

、

そ
し
て
自
由
党
を
弱
体
化
す
る
た
め
、〝
保
守
主
義
者
〟
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
率
い
る
穏
健
な

─
し
か
し
強
く
な
い

─
労
働
党
政
権
を
必

要
と
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
当
時
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（
保
守
党
）
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
で
も
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
は
、
気
質
や
政
党
政
治
観
だ
け
で
な
く
、「
保
守
主
義
者
的

社
会
観
」
と
い
う
点
で
も
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
他
方
で
、
戦
間
期
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
は
、
新
自
由
主
義
や
社
会
主
義
、
そ

し
て
自
由
党
や
労
働
党
に
も
対
抗
し
得
る
、
保
守
党
独
自
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
的
意
味
を
持
つ
。
同
時
に
、
階
級
対
立
や
大
衆
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
時
代
に
相
応
し
い
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
守
党
に
提
供
す
る
役
割
も
併
せ
持
っ
て
い
た
。「
対
立
」
よ
り
も
「
融
和
」

を
重
視
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
を
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
の
関
連
性
で
捉
え
る
と
、
社
会
の
調
和

や
秩
序
安
定
の
た
め
に
も
労
働
党
を
責
任
野
党
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
国
家
構
造
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
く
必
要
性
か
ら
、
保
守
主
義
者

（
八
一
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

六
〇

と
し
て
の
道
徳
的
義
務
感
や
社
会
へ
の
「
奉
仕
」
を
重
視
す
る
独
自
の
性
格
を
備
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

戦
間
期
、
と
り
わ
け
一
九
二
〇
年
代
前
半
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
も
ま
た
、
そ
の
戦
術
・
思
想
両
面
に
お
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
を
必
要
と
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
論
究
で
は
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
首
相
・
保
守
党
党
首
に
就
任
し
た
経
緯
を
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
全
体
に
お
け
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
考
察
も
必
要
と
な
っ
て
き
た

の
で
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

院
内
労
働
党
リ
ー
ダ
ー
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
首
相
兼
外
相
と
す
る
「
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
」
に
は
、
上
院
保
守
党
関
係
者
（
枢
密
院
議

長P
arm

oor

卿
、
海
相C

helm
sford

子
爵
）
を
は
じ
め
、
自
由
党
と
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
た
ち
（
大
法
官H

aldane

子
爵
、
農
業
漁
業
相N

. 

B
uxton

、
教
育
相C

. T
revelyan

、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
公
領
総
裁J. W

edgw
ood

）
も
入
閣
し
た
。

第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
閣
僚
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、R

oger M
ortim

ore and A
ndrew

 B
lick 

（eds.

）, B
u

tler’s B
ritish

 P
olitical 

F
acts 

（L
ondon: P

algrave M
acm

illan

） 2018, p. 12
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
） 

一
九
二
二
年
、
一
九
二
三
年
、
一
九
二
四
年
各
総
選
挙
結
果
（
定
数
六
一
五
議
席
）
は
以
下
の
と
お
り
。（
獲
得
議
席
数
と
得
票
率
％
）

保　守　党

38.2

38.1

48.3

345

258

419

（
八
一
四
）



第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
渡
邉
）

六
一

自　由　党

29.1

29.6

17.6

116

159

40

労　働　党

29.5

30.5

33.0

142

191

151

1922年

1923年

1924年

こ
れ
ら
の
結
果
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
中
で
は
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
み
、
単
独
過
半
数
議
席
（
三
〇
八
議
席
）
を
獲
得
し
た
政
党
が

な
い
「
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
が
生
じ
る
結
果
と
な
っ
た
。

（
3
） 

こ
う
し
た
評
価
に
基
づ
く
代
表
的
な
邦
書
と
し
て
は
、
本
文
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
石
原
司
、
早
坂
忠
「
二
　
戦
勝
国
の
内
政
と
外

交
」（『
岩
波
講
座
　
世
界
歴
史
26
　
現
代
３
　
一
九
二
〇
年
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
） 

前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。

政
府
与
党
内
で
は
疑
問
視
す
る
声
も
多
か
っ
た
が
、
新
首
相
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
深
刻
化
し
た
失
業
増
へ
の
対
応
な
ら
び
に
活
発
化
す
る
労
働

運
動
対
策
と
、
そ
の
た
め
の
社
会
保
障
財
源
確
保
の
一
環
と
し
て
「
関
税
改
革
」、
即
ち
こ
れ
ま
で
大
英
帝
国
の
経
済
的
繁
栄
を
貿
易
面
で
支
え
て

き
た
伝
統
的
「
自
由
貿
易
政
策
」
を
放
棄
す
る
代
わ
り
に
輸
入
産
品
に
保
護
関
税
を
導
入
す
る
「
保
護
関
税
政
策
」
を
、
公
式
の
政
府
・
与
党
政
策

（
八
一
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

六
二

と
し
て
採
用
し
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
二
二
年
総
選
挙
時
の
党
首
（
首
相
）
ボ
ナ
＝
ロ
ー
は
「
今
議
会
（
一
九
二
二
年
議
会
）
が
終
了
す
る
ま
で
国
の
財
政
制
度
に
抜
本

的
な
変
更
は
加
え
な
い
」
と
公
約
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
か
つ
て
ジ
ョ
セ
フ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（Joseph C

ham
berlain

）
の
音
頭
で
関
税

改
革
を
提
案
し
、
野
党
・
自
由
党
に
大
敗
し
た
一
九
〇
六
年
総
選
挙
（
定
数
六
七
〇
議
席
：
保
守
党
一
五
七
議
席
、
自
由
党
四
〇
〇
議
席
、
労
働
党

三
〇
議
席
）
の
二
の
舞
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

関
税
改
革
の
支
持
者
は
保
守
党
の
支
持
基
盤
で
あ
る
農
村
地
域
な
ど
の
生
産
者
層
に
比
較
的
多
く
、
逆
に
自
由
党
や
労
働
党
の
地
盤
で
あ
る
都
市

部
・
消
費
者
層
で
は
自
由
貿
易
の
支
持
者
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
税
改
革
、
即
ち
保
護
主
義
導
入
を
通
じ
て
購
入
面
で
選
択
の

自
由
が
狭
ま
り
、「
割
高
な
の
に
美
味
し
く
な
い
パ
ン
」
を
買
わ
さ
れ
る
こ
と
を
、
労
働
者
階
級
の
多
い
都
市
部
・
消
費
者
層
が
懸
念
し
た
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
関
税
改
革
が
争
点
と
な
っ
た
場
合
、
伝
統
的
自
由
貿
易
の
擁
護
者
を
自
任
す
る
自
由
党
と
、
相
対
的
に
低
所
得
者

層
を
支
持
基
盤
と
す
る
労
働
党
は
、
共
に
保
守
党
に
対
抗
し
て
「
関
税
改
革
反
対
」
を
掲
げ
、
連
携
・
協
力
し
や
す
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

一
方
、
鉄
器
製
造
業
経
営
を
家
業
と
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
当
時
党
内
を
代
表
す
る
関
税
改
革
論
者
で
あ
っ
た
。
加
え
て
彼
は
、
一
九
二
二

年
一
〇
月
一
九
日
に
実
施
さ
れ
た
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
の
保
守
党
議
員
総
会
で
、
閣
僚
（
商
務
相
）
で
あ
り
な
が
ら
党
内
「
連
立
離
脱
派
」
の
代

表
と
し
て
、
党
幹
部
議
員
を
中
心
と
す
る
「
連
立
維
持
派
」
に
造
反
し
、
自
由
党
連
立
派
と
保
守
党
多
数
派
か
ら
成
る
「
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立

政
権
」（
一
九
一
六
年
一
二
月
六
日
～
一
九
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
）
を
瓦
解
に
導
い
た
経
歴
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
敗
北
の
危
険
を
承
知
で
敢
え
て
関
税
改
革
を
争
点
に
解
散
総
選
挙
を
断
行
し
た
理
由
と
し
て
は
、

上
述
し
た
関
税
収
入
に
基
づ
く
財
源
確
保
の
役
割
に
加
え
、
保
守
党
全
体
が
「
関
税
改
革
＝
保
護
貿
易
導
入
」
の
旗
の
下
に
一
致
団
結
し
総
選
挙
を

戦
う
こ
と
で
、
党
内
の
政
敵
で
あ
る
「
旧
・
連
立
維
持
派
」
を
「
旧
・
連
立
離
脱
派
」
と
和
解
さ
せ
る
狙
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ

る
。
言
い
換
え
る
と
、
前
回
総
選
挙
か
ら
一
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
大
胆
に
も
解
散
総
選
挙
に
踏
み
切
っ
た
根
本
的
背
景

に
は
、
か
つ
て
の
「
連
立
維
持
派
」
が
保
守
党
と
自
由
党
を
横
断
し
一
大
勢
力
と
な
っ
て
団
結
・
再
復
活
す
る
の
を
阻
止
す
る
狙
い
（
あ
る
い
は
、

そ
の
底
流
に
何
ら
か
の
恐
怖
心
）
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
解
釈
を
補
強
す
る
史
料
と
し
て
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
議
員
秘
書
を
務
め
た
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
回
顧
録
な
ど
が
あ
る
。C

f. 

（
八
一
六
）



第
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マ
ク
ド
ナ
ル
ド
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閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
渡
邉
）

六
三

R
obert Jam

es, M
em

oirs of a C
on

servative   J. C
. C

. D
avid

son
’s M

em
oirs an

d
 P

apers 1910-37 

（L
ondon: W

eidenfeld and 

N
icolson

） 1969, pp. 185-186.
な
お
、
一
九
二
二
年
カ
ー
ル
ト
ン
・
ク
ラ
ブ
保
守
党
議
員
総
会
を
舞
台
と
し
た
「
政
変
」
に
関
す
る
新
し
い
解
釈
・
分
析
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
容

一
郎
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
一
九
二
二
年
政
変
の
再
検
討

─
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
思
想
を
中
心
と
し
て

─
」（『
政
経
研
究
』
第
五
六
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
一
九
年
）
を
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
状
況
に
つ
い

て
は
、
青
山
義
信
・
今
井
宏
・
越
智
武
臣
・
松
浦
高
嶺
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
入
門
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
や
、
松
浦
高
嶺
『
イ
ギ
リ
ス
現

代
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） M

aurice C
ow

ling, T
h

e Im
pact of L

abou
r 1920-1924   T

h
e B

egin
n

in
g of M

od
ern

 B
ritish

 P
olitics 

（C
am

bridge: C
am

bridge 

U
niversity P

ress

） 1971, p. 361.

（
6
） John R

am
sden, T

h
e A

ge of B
alfou

r an
d

 B
ald

w
in

 1902-1940 

（L
ondon: L

ongm
an

） 1978, p. 181.

（
7
） P

hilip W
illiam

son and E
dw

ard B
aldw

in 

（eds.

）, B
ald

w
in

 P
apers   A

 C
on

servative S
tatesm

an
 1908-1947 

（C
am

bridge: 

C
am

bridge U
niversity P

ress

） 2004, p. 139.

　（
以
下B

ald
w

in
 P

apers

と
略
記
）

（
8
） K

eith M
iddlem

as and John B
arnes, B

ald
w

in
   A

 B
iograph

y 

（L
ondon: W

eidenfeld and N
icolson

） 1969, pp. 250-251.

（
9
） 

杉
本
稔
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
史
研
究
　
労
働
同
盟
の
形
成
と
展
開
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
九
年
、
一
三
五
頁
。
渡
辺
容
一
郎
『
イ
ギ
リ
ス
・
オ

ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
研
究
　
政
権
交
代
の
あ
り
方
と
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
力
』
時
潮
社
、
二
〇
〇
九
年
、
六
六
─
六
七
頁
。

（
10
） D

avid M
arquand, R

am
say M

acD
on

ald 

（L
ondon: Jonathan C

ape

） 1977, p. 291.

ま
た
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
一
九
二
四
年
に
首
相
と
し
て
行
っ
た
初
の
演
説
で
連
立
を
非
難
し
て
お
り
、
ま
た
別
の
演
説
で
は
「
イ
ギ
リ
ス
は
常
に

二
大
政
党
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
が
党
と
反
動
的
ト
ー
リ
ー
党
だ
」
と
述
べ
る
な
ど
、
労
働
党
も
二
党
制
の
一
翼
を
担
う
べ
き
だ
と
考
え

て
い
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
演
説
で
興
味
深
い
の
は
、
本
文
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
党
が
今
後
向
き
合
う
べ
き
真
の
競
争
相
手
は

自
由
党
で
は
な
く
保
守
党
だ
と
彼
が
考
え
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
　
　
　Ibid., p. 289, pp. 311-312.

（
11
） S

idney W
ebb, ‘T

he F
irst L

abour G
overnm

ent ’, T
h

e P
olitical Q

u
arterly, 32-1, 1961, p. 7.

（
八
一
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

六
四

（
12
） 

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
不
信
任
決
議
を
め
ぐ
る
院
内
採
決
で
は
、
党
の
方
針
に
反
発
し
「
保
守
党
支
持
」
で
投
票
し
た
自
由
党
議
員
が
一
〇
名

ほ
ど
居
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
再
統
一
さ
れ
た
と
は
い
え
自
由
党
は
決
し
て
一
枚
岩
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
労
働
党
政
権
を
支
え

る
」
と
し
た
党
首
ア
ス
キ
ス
と
そ
の
方
針
に
同
調
で
き
な
い
議
員
も
自
由
党
内
に
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
　
　C

f. R
. Jam

es, 

op. cit., p. 189.

（
13
） M

. C
ow

ling, op. cit., pp. 346-347.

（
14
） H

erbert H
enry A

squith, L
etters of th

e E
arl of O

xford
 an

d
 A

squ
ith

 to A
 F

rien
d

, secon
d

 series 1922-1927 

（L
ondon: 

G
eoffrey B

les

） 1934, pp. 90-91.

（
15
） C

f. ‘L
abour P

arty G
eneral E

lection M
anifesto 1923

　L
abour ’s appeal to the nation ’, in Iain D

ale 

（ed.

） with an introduction 

by D
ennis K

avanagh, L
abou

r P
arty G

en
eral E

lection
 M

an
ifestos 1900-1997 

（L
ondon: R

outledge

） 2000, p. 25.

（
16
） John S

pender and C
yril A

squith, L
ife of H

erbert H
en

ry A
squ

ith
, L

ord
 O

xford
 an

d
 A

squ
ith, V

ol.Ⅱ
 

（L
ondon: H

utchinson

） 

1932, p. 343.

（
17
） M

. C
ow

ling, op. cit., pp. 346-347.

（
18
） T

he E
arl of O

xford and A
squith, K

. G
., M

em
ories an

d
 R

efl
ection

s 1852-1927, V
ol. 2 

（L
ondon: C

assell and C
om

pany

） 

1928, p. 207.

（
19
） J. S

pender and C
. A

squith, op. cit., p. 343.

（
20
） T

he E
arl of O

xford and A
squith, K

. G
., op. cit., pp. 208-209.

（
21
） J. R

am
sden, op. cit., p. 182.

（
22
） 

Ibid., p. 183.

（
23
） R

. Jam
es, op. cit., p. 189.

（
24
） S

tam
fordham

 M
em

orandum
 10th D

ecem
ber 1923, R

A
 P

S
/G

V
/K

. 1918/34, in B
ald

w
in

 P
apers, p. 136.

（
25
） J. R

am
sden, op. cit., p. 183.

（
八
一
八
）



第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
渡
邉
）

六
五

因
み
に
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
が
成
立
し
た
際
、
自
由
党
は
協
力
の
た
め
の
条
件
な
ど
に
関
す
る
合
意
を
労
働
党
か
ら
事
前
に
取
り
つ
け
て

い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
降
自
由
党
は
、
具
体
的
な
文
書
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
諒
解
も
な
い
ま
ま
、
完
全
に
独
立
し

た
立
場
で
労
働
党
政
権
を
支
え
る
破
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
由
党
と
し
て
は
労
働
党
か
ら
の
暗
黙
の
協
力
を
期
待
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
労
働
党
か
ら
の
見
返
り
は
一
切
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
自
由
党
側
の
完
全
な
失
策
と
し
て
厳
し
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

R
obert B

lake, T
h

e C
on

servative P
arty from

 P
eel to T

h
atch

er 

（L
ondon: F

ontana P
ress

） 1988, p. 223.

（
早
川
崇
訳
『
イ
ギ
リ
ス

保
守
党
史
　
ピ
ー
ル
か
ら
チ
ャ
ー
チ
ル
ま
で
』
労
働
法
令
協
会
、
一
九
七
九
年
、
二
六
一
頁
）。

（
26
） 

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
新
自
由
主
義
は
、
消
極
的
な
古
典
的
自
由
主
義
と
は
異
な
り
、
社
会
を
改
良
す
る
た
め
に
国
家
、
即
ち
中
央
政
府
の
介

入
を
容
認
し
た
積
極
的
な
自
由
主
義
を
意
味
す
る
。
新
自
由
主
義
の
理
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
主
に
一
九
〇
八
～
一
九
一
一
年
に
か
け
て
自
由
党
政

権
下
で
制
度
化
さ
れ
た
一
連
の
社
会
立
法
と
し
て
は
、
健
康
保
険
・
失
業
保
険
制
度
、
児
童
の
栄
養
改
善
と
保
健
、
職
業
紹
介
制
度
、
無
拠
出
型
老

齢
年
金
制
度
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
〇
九
年
の
い
わ
ゆ
る
「
人
民
予
算
（P

eople ’s B
udget

）」（
社
会
福
祉
を
実
現
し
そ
の
財
源

を
確
保
す
る
た
め
、
社
会
的
弱
者
や
貧
困
層
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
代
わ
り
に
、
土
地
所
有
者
な
ど
富
裕
層
を
増
税
の
対
象
と
し
て
、
当
時
の
蔵
相

ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
が
提
出
し
た
極
め
て
急
進
的
な
内
容
の
予
算
案
） 

と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
野
党
・
保
守
党
と
の
攻
防
か
ら
生
ま
れ
た
一
九
一
一
年

議
会
法
に
基
づ
く
貴
族
院
改
革
、
即
ち
「
下
院
優
位
の
原
則
」
の
確
立
を
通
じ
て
、
新
自
由
主
義
の
流
れ
は
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
松
浦
、
前
掲

書
、
一
三
八
─
一
三
九
頁
な
ど
を
参
照
。

（
27
） M

atthew
 F

forde, C
on

servatism
 an

d
 C

ollectivism
 1886-1914 

（E
dinburgh: E

dinburgh U
niversity P

ress

） 1990, p. 96.

（
28
） F

rank O
’G

orm
an, B

ritish
 C

on
servatism

   C
on

servative T
h

ou
gh

t from
 B

u
rke to T

h
atch

er 

（H
arlow

: L
ongm

an

） 1986, pp. 

42-43.

（
29
） 

Ibid., p. 46.

（
30
） John C

harm
ley, A

 H
istory of C

on
servative P

olitics, 1900-1996 
（B

asingstoke: M
acm

illan

） 1998, p. 76.

（
31
） J. R

am
sden, op. cit., pp. 154-155.

　
　
　M

. C
ow

ling, op. cit., pp. 1-2.

（
32
） 

結
論
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
紙
幅
の
都
合
上
、
ま
た
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
首
相
・
党
首
就
任
プ
ロ
セ
ス
に
関
す

（
八
一
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

六
六

る
詳
細
な
言
及
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
な
い
し
描
写
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
渡
邉
、
前
掲
論
文
を
は
じ
め
、

R
. B

lake, op. cit., pp. 211-214.

（
前
掲
訳
書
、
二
四
七
─
二
五
一
頁
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
） B

en P
im

lott 

（ed.

）, T
h

e P
olitical D

iary of H
u

gh
 D

alton
 1918-40, 1945-60 

（L
ondon: Jonathan C

ape

） 1986, p. 205.

（
34
） P

. W
illiam

son, S
tan

ley B
ald

w
in

   C
on

servative L
ead

ersh
ip an

d
 N

ation
al V

alu
es 

（C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity 

P
ress

） 1999, pp. 238-239.

　
　
　J. C

harm
ley, op. cit., p. 72.

　
　
　M

artin P
ugh, T

h
e M

akin
g of M

od
ern

 B
ritish

 P
olitics 1867-

1939, second edition 

（O
xford: B

lackw
ell

） 1993, pp. 270-271.

　
　
　A

nne P
erkins, B

aldw
in 

（L
ondon: H

aus P
ublishing

） 2006, p. 2.

（
35
） J. R

am
sden, op. cit., p. 207.

（
36
） 

Ibid., pp. 208-214.

（
37
） P

. W
illiam

son, op. cit., p. 143, p. 167.

ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
社
会
経
済
関
連
ド
ク
ト
リ
ン
の
残
り
三
つ
と
し
て
、「
産
業
資
本
主
義
を
重
視
す
る
」 （
製
造
業
者
と

し
て
の
経
験
か
ら
）、「
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
健
全
財
政
を
尊
重
す
る
」（
シ
テ
ィ
の
指
導
者
的
立
場
と
大
蔵
省
で
の
経
験
か
ら
）、「
経
済
に

対
す
る
限
定
的
な
国
家
介
入
な
ら
ば
容
認
す
る
」（
関
税
改
革
論
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
）
を
挙
げ
て
い
る
。Ibid., p. 167.

（
38
） 

Ibid., p. 187, pp. 217-218.

（
39
） 

Ibid., pp. 346-347.

（
40
） A

ndrew
 T

aylor, ‘T
he O

ratory of S
tanley B

aldw
in ’, in R

ichard H
ayton and A

ndrew
 C

rines 

（eds.

）, C
on

servative O
rators 

from
 B

ald
w

in
 to C

am
eron 

（M
anchester: M

anchester U
niversity P

ress

） 2015, p. 15.

（
41
） S

tanley B
aldw

in, O
n

 E
n

glan
d

, an
d

 oth
er A

d
d

resses 
（L

ondon: P
hilip A

llan

） 1926, pp. 70-74.

（
42
） A

. P
erkins, op. cit., p. 43.

（
43
） K

evin M
organ, R

am
say M

acd
on

ald 

（L
ondon: H

aus P
ublishing

） 2006, p. 85.

（
44
） W

inston C
hurchill, T

h
e S

econ
d

 W
orld

 W
ar V

ol 1

　T
h

e G
ath

erin
g S

torm
, ninth edition, third im

pression 

（L
ondon: 

C
assell

） 1977, p. 20.

（
八
二
〇
）



第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
渡
邉
）

六
七

（
45
） K

. M
organ, op. cit., p. 86, p. 107.

（
46
） Jam

es R
am

say M
acD

onald, S
ocialism

 an
d

 S
ociety, sixth edition 

（L
ondon: Independent L

abour P
arty

） 1908, p. 36.
（
47
） 

Ibid., p. xvii.

（
48
） R

obert L
each, P

olitical Id
eology in

 B
ritain, third edition 

（L
ondon: P

algrave

） 2015, p. 60.

（
49
） 

Ibid., p. 60.

（
50
） 

自
由
党
に
つ
い
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
保
守
党
こ
そ
社
会
主
義
に
対
す
る
主

な
防
波
堤
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
、
可
能
な
限
り
大
勢
の
自
由
党
支
持
者
を
保
守
党
に
投
票
す
る
よ
う
仕
向
け
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る

─

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
そ
の
願
い
を
実
現
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
の
誕
生
を
ア
ス
キ
ス
が
支
え
る
決
断
を
し
た
、
ま
さ
に

そ
の
瞬
間
で
あ
っ
た
。」　
　
　J. C

harm
ley, op. cit., p. 73.

［
付
記
］　
本
稿
は
、
日
本
大
学
法
学
部
平
成
二
九
年
度
中
期
国
外
研
究
員
と
し
て
行
っ
た
在
外
研
究
（「
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
形
成
過
程
・
基

本
構
造
・
今
日
的
意
義
に
関
す
る
研
究
」）
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
同
時
に
、
令
和
元
年
度
第
六
九
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
現
代
史
部
会
自
由
論
題
報
告

「
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
と
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
─
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
研
究
序
説
─
」
を
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
学
会
当
日
は
会
員
諸
氏
か
ら
有
益
な
ご
質
問
や
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
関
係
各
位
に
篤
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
八
二
一
）





ジ
ョ
ン
・
Ｃ
・
メ
リ
ル
の
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
塚
本
）

六
九

ジ
ョ
ン
・
Ｃ
・
メ
リ
ル
の
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

塚
　
　
本
　
　
晴
二
朗

は
じ
め
に

一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ

て
、
メ
リ
ル
の
社
会
的
責
任
論
批
判
に
よ
り
、
活
気
を
取
り
戻
す
。
エ
ド
マ
ン
ド
・
Ｂ
・
ラ
ン
ベ
ス
や
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
Ｇ
・
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
ズ
と
い
っ
た
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
書A

 F
ree an

d
 R

espon
sible P

ress （１
）

と
、
そ
の
内
容
を
「
社
会
的
責
任
論
」
と

し
て
理
論
化
し
た
『
マ
ス
コ
ミ
の
自
由
に
関
す
る
四
理
論
（
２
）（

以
下
『
四
理
論
』
と
す
る
）』
を
評
価
す
る
研
究
者
た
ち
が
、
メ
リ
ル
の
批
判
に

答
え
る
べ
く
、
社
会
的
責
任
論
に
道
徳
哲
学
的
な
基
盤
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
メ
リ
ル
の
社
会
的
責
任
論
批

判
が
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
大
き
な
発
展
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
メ
リ
ル
が
提
唱
し
た
実
存
主
義

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
今
現
在
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

論

　説

（
八
二
三
）
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七
〇

本
論
は
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
に
お
け
る
メ
リ
ル
の
位
置
づ
け
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
。一

、
メ
リ
ル
の
社
会
的
責
任
論
批
判

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
頃
に
は
、
社
会
的
責
任
論
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
理
論
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
主
流
と
な
っ
た

理
論
を
強
く
批
判
し
た
の
が
、
一
九
七
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
メ
リ
ル
のT

h
e Im

perative of F
reed

om

：A
 P

h
ilosoph

y of 

Jou
rn

alistic A
u

ton
om

y
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
が
そ
の
低
調
期
を
抜
け
出
た
、
一
九
七
〇

年
代
の
代
表
的
な
文
献
と
さ
れ
て
い
る
（
３
）

。

メ
リ
ル
は
ま
ず
「
社
会
的
責
任
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

社
会
的
責
任
論
の
支
持
者
は
、
社
会
的
責
任
論
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
発
達
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
リ
バ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
責
任
」
と
い
う
も
の
に
関
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
自
分
で
決
定
し

た
り
自
律
的
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
個
々
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
許
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
何
も
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的
責
任
論
は
自
由
を
強
調
す
る
代
わ
り
に
、
社
会
へ
の
責

任
を
強
調
す
る
。
こ
の
理
論
で
い
う
責
任
が
、
自
由
意
志
に
よ
る
協
力
で
は
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
当
該
社
会
を
統
治
す
る
政
府

に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
に
課
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
正
確
で
有
意
義
な
文
脈
に
お
い
て
事

実
を
報
道
す
る
た
め
の
社
会
的
責
任
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
プ
レ
ス
の
行
為
を
監
視
し
「
相
応
に
」
プ
レ
ス

が
機
能
し
続
け
る
た
め
の
規
制
シ
ス
テ
ム
の
唱
道
へ
と
導
く
。
政
府
の
規
制
の
い
く
つ
か
の
類
型
は
、
プ
レ
ス
が
自
ら
の
責
任
を
受
け
入

（
八
二
四
）
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れ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
心
地
良
い
響
き
と
、
多
く
の
人
が

否
定
し
が
た
い
魅
力
を
持
つ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
わ
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
へ
の
疑
念
と
不
満
を
含
ん
だ
、
世
界
中
に
存
在
す
る
傾

向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
内
在
す
る
も
の
は
、
統
治
に
関
わ
る
集
団
が
社
会
的
に
責
任
あ
る
も
の
を
定
義
し
決
定
で
き
る
し
、
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
自
由
に
社
会
的
に
責
任
あ
る
も
の
と
は
何
か
を
決
め
ら
れ
な
い
、
と

い
う
こ
と
も
ま
た
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
も
し
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト
が
当
該
プ
レ
ス
は
責
任
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
決
定
し
た
ら
、
憲
法

修
正
一
条
で
さ
え
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
自
由
を
守
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
４
）

。

あ
る
意
味
で
は
、
政
府
に
監
視
さ
れ
て
い
る
プ
レ
ス
は
、
よ
り
責
任
あ
る
も
の
で
あ
る
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
は
、
プ
レ
ス
内

で
規
制
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
常
に
統
治
を
支
援
し
、
公
的
政
策
を
後
押
し
す
る
も
の
と
な
り
う
る
、
異
口
同
音
の
国
家
の
た
め
の
プ

レ
ス
は
、
当
該
国
家
と
い
う
社
会
に
対
し
て
責
任
あ
る
も
の
で
あ
る
。
責
任
あ
る
も
の
の
定
義
は
、
政
府
等
か
ら
画
一
的
に
定
義
さ
れ
、

実
行
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
機
能
的
な
の
で
あ
る
。
あ
る
国
家
の
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
が
、
必
然
的
に
政
府
の
統
制
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
、
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
定
義
は
相
対
的
で
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
責
任
の
理
論
が
、
い
か

な
る
国
に
お
い
て
も
何
某
か
の
意
義
を
持
ち
う
る
唯
一
の
方
法
は
、
当
該
政
府
の
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト
が
、
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
と
い

う
類
型
の
定
義
者
と
強
制
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
５
）

。

社
会
的
責
任
と
い
う
言
葉
を
定
義
づ
け
る
の
が
、
国
家
の
側
で
あ
り
、
国
家
の
社
会
政
治
的
哲
学
が
当
該
国
家
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム

を
決
定
す
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
す
べ
て
社
会
的
責
任
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
所
謂

「
共
産
主
義
」
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
自
ら
を
社
会
的
に
責
任
あ
る
も
の
と
考
え
る
し
、
明
ら
か
に
自
身
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
責
任

を
持
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
理
論
に
お
い
て
、
社
会
的
責
任
と
共
産
党
や
政
府
へ
の
支
援
は
、
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
か
ら
、
多
元
的
で
自
律

（
八
二
五
）
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的
に
活
動
し
て
い
る
資
本
主
義
の
プ
レ
ス
は
、
共
産
主
義
に
と
っ
て
は
想
像
で
き
る
限
り
で
、
最
も
無
責
任
な
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
。
同
じ
こ
と
は
、
所
謂
「
権
威
主
義
」
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
も
い
え
る
。
権
威
主
義
の
プ
レ
ス
理
論
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

国
家
の
指
導
者
や
指
導
者
の
統
治
に
対
す
る
責
務
の
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
家
の
権
威
、
国
家
の
安
定
等
が
支
援
さ
れ
、
保

護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
で
あ
る
。
自
律
的
で
多
元
的
な
批
判
的
プ
レ
ス
は
、
国
家
の
政
策
を
蝕
み

国
家
の
調
和
を
混
乱
さ
せ
る
傾
向
が
あ
り
、
権
威
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
呪
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
は
、

批
判
的
プ
レ
ス
は
極
め
て
無
責
任
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
責
任
と
無
責
任
の
定
義
は
、
あ
る
特
定
の
国
家
社
会
に
応
じ
て

相
対
的
な
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
の
国
家
社
会
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
用
語
は
そ
の
時
点
で
の
状
況
次
第
で
多
く
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ

る
（
６
）

。社
会
的
責
任
と
い
う
言
葉
を
批
判
し
た
後
に
、
メ
リ
ル
は
『
四
理
論
』
の
内
容
に
触
れ
な
が
ら
、
理
論
と
し
て
の
社
会
的
責
任
論
に
次

の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
く
。

『
四
理
論
』
で
は
、「
政
府
は
、
介
入
す
る
必
要
が
大
き
く
、
か
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
っ
と
す
ぐ
れ
た
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
ば
あ

い
に
の
み
介
入
す
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
慎
重
に
介
入
す
べ
き
で
あ
る
（
７
）

」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
理
論
は
、
政
府
が
強
圧

的
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
政
府
が
介
入
す
る
た
め
の
必
要
度
の
十
分
さ
や
、
得
ら
れ
た
結
果
の
十

分
さ
に
関
し
て
疑
問
が
生
じ
る
。
政
府
に
よ
る
ど
れ
ほ
ど
の
介
入
が
「
強
圧
的
」
で
あ
る
の
に
十
分
な
の
か
（
８
）

。

ま
た
、「
人
間
の
良
心
に
た
い
す
る
義
務
が
、
社
会
的
責
任
理
論
の
も
と
に
お
け
る
表
現
自
由
の
権
利
の
基
本
的
な
基
礎
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
（
９
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
必
要
度
が
高
け
れ
ば
政
府
は
介
入
す
べ
き
、
と
い
う
こ
と
と
ど
う
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
人
の
良
心
に
対
す
る
義
務
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
相
対
的
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
良
心
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
す
べ
き
で

（
八
二
六
）
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三

な
い
と
感
じ
た
こ
と
を
、
他
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
す
べ
き
義
務
で
あ
る
と
感
じ
た
場
合
、
ど
ち
ら
か
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
社
会
に
対

し
て
無
責
任
な
の
だ
ろ
う
か
（
10
）

。

さ
ら
に
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、「
プ
レ
ス
の
行
動
と
い
う
も
の
は
、
無
統
制
に
な
ん
で
も
勝
手
に
や
ら
せ
て
お
い
て
も
か
ま
わ
な

い
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
市
民
に
は
情
報
に
た
い
す
る
道
徳
的
権
利
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

情
報
に
た
い
す
る
緊
急
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
11
）

」
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ス
が
、
市
民
に
そ
の
よ
う
な
権
利
を
与

え
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
疑
問
な
の
は
、
い
か
な
る
情
報
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
誰
の
情
報
に
対
す
る
道
徳
的
権
利
な
の
だ
ろ
う

か
。
社
会
的
責
任
論
の
支
持
者
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
自
律
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
十
分
な
も
の
と
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
、
い
か
な
る
証
拠
も
な
い
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
も
は
や
有
用
で
は
な
く
な
り
、
社
会
的
責
任
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
人
々
の
ま
さ
に
「
感
覚
」
や
「
意
見
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
プ
レ
ス
が
受
け
手
に
伝
え
る
情
報
に
は
、

ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
。
社
会
の
誰
も
が
全
て
の
場
合
に
、
自
分
が
好
む
種
類
と
量
の
情
報
を
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
大
概
の
人

が
、
常
に
そ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
異
な
る
記
者
が
観
察
し
た
情
報
を
伝
え
れ
ば
、
様
々
な
見

解
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
異
な
る
編
集
の
決
定
作
成
者
が
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
他
の
何
か
へ
変
え
た
と
こ

ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
情
報
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
12
）

。

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
社
会
で
は
、
す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
受
け
手
に
達
す
る
情
報
の
全
て
が
、
信
頼
性
が
あ
り
、
誠
実
で
、
完
全

で
、
公
正
で
、
社
会
的
に
責
任
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
主
張
さ
れ
は
し
な
い
。
そ
ん
な
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る

の
か
誰
も
知
ら
な
い
。
既
存
の
社
会
的
責
任
の
定
義
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
我
々
の
メ
デ
ィ
ア
が
従
お
う
と
努
め
る
べ
き
標
準
は
現
実
に

は
存
在
し
な
い
。
全
て
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
当
該
社
会
の
た
め
に
責
任
あ
る
も
の
と
自
称
し
う
る
が
、
当
該
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
な

（
八
二
七
）
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七
四

意
見
や
思
想
を
注
入
す
る
自
律
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
思
想
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
シ
ス
テ
ム
の
み
が
正
当
に
主
張
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
プ
レ
ス
の
自
律
は
、「
無
責
任
」
と
考
え
ら
れ
る
程
他
の
理
論
か
ら
逸
脱
し
た
、
い
く
つ
か
の
報
道
機

関
の
正
当
性
、
少
な
く
と
も
存
在
す
る
可
能
性
、
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
責
任
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
や
概
念

が
ア
メ
リ
カ
か
ら
姿
を
消
し
た
時
、
あ
る
い
は
姿
を
消
す
間
近
に
ま
で
来
た
時
、
そ
の
時
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
自
由
や
自
律
が
死
滅
す

る
時
で
あ
る
（
13
）

。二
、
メ
リ
ル
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学

メ
リ
ル
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
倫
理
学
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
。

倫
理
学
は
、
自
身
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
行
う
べ
き
正
し
い
こ
と
を
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
決
定
す
る
手
助
け
を
す
る
哲
学
の

一
分
野
で
あ
る
。
倫
理
学
は
、
ま
さ
に
自
発
的
行
為
の
た
め
の
規
範
科
学
で
あ
り
、
必
然
的
に
「
自
己
規
制
」
や
「
自
己
強
制
」
を
扱
う
。

も
ち
ろ
ん
、
倫
理
学
は
法
と
関
わ
る
け
れ
ど
も
、
異
な
る
本
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
法
は
、
あ
る
一
定
の
時
期
の
社
会
に
お
け
る
倫

理
学
的
価
値
か
ら
生
ず
る
場
合
が
極
め
て
多
く
、
し
ば
し
ば
倫
理
学
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
は
、
社
会
的
に
決
定
さ
れ
社

会
的
に
強
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
倫
理
は
、
個
人
的
に
決
定
し
個
人
的
に
強
制
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

倫
理
学
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
行
為
の
正
誤
・
善
悪
・
責
任
無
責
任
等
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
確
か
な
基
本
的
原
理
や
標
準
を
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
供
給
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
法
は
、
何
が
合
法
的
で
あ
る
か
を
問
題
と
す
る
が
、
合
法
的
で
あ
っ
て
も
、
倫
理
的
で

は
な
い 

多
く
の
行
為
が
存
在
す
る
。
何
が
倫
理
的
か
を
論
じ
る
こ
と
の
方
が
、
常
に
困
難
で
あ
る
。
倫
理
学
的
論
争
を
解
決
す
る
た
め

に
参
照
す
る
「
倫
理
規
範
の
一
覧
表
」
は
存
在
し
な
い
。
倫
理
学
に
、
す
な
わ
ち
自
身
の
行
為
の
質
に
、
関
心
を
持
つ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

（
八
二
八
）
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は
、
有
徳
で
あ
る
こ
と
を
望
む
者
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
が
有
徳
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
「
道
徳
的
あ
る
い
は
倫
理
的
な
」
人
と

は
何
か
、
と
い
う
疑
問
に
戻
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
徳
の
本
質
は
、
も
し
我
々
が
歴
史
的
に
偉
大
な
思
想
家
に
い
く
ら
か
で
も
敬
意
を

持
っ
て
い
れ
ば
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
相
対
的
で
も
な
い
し
漠
然
と
し
て
も
い
な
い
。
た
と
え
徳
が
、
少
な
か
ら
ぬ
意
味
論
的
雑
音
を
含

む
用
語
で
概
念
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一
般
的
に
哲
学
者
の
中
の
意
味
づ
け
に
は
少
な
か
ら
ぬ
共
通
性
が
存
在
す
る
（
14
）

。

メ
リ
ル
は
、
倫
理
学
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
正
し
い
自
発
的
行
為
を
行
う
た
め
の
規
範
科
学
、
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
倫

理
学
に
則
っ
て
行
為
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
有
徳
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
有
徳
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
規
範

と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

有
徳
な
行
為
を
決
定
す
る
た
め
の
一
般
的
な
倫
理
学
的
標
準
に
は
、
主
に
目
的
論
的
理
論
と
義
務
論
的
理
論
と
い
う
二
つ
の
も
の
が
あ

る
。
目
的
論
的
理
論
は
行
為
の
結
果
を
み
る
。
つ
ま
り
、
結
果
を
検
討
し
行
為
の
道
徳
的
正
誤
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、
結
果
の
み
を

考
え
る
の
で
あ
る
（
15
）

。
こ
の
理
論
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
実
際
に
多
数
派
の
た
め
で
あ
る
か
ど
う
か
で
善
を
決
定
す
る
と

い
う
問
題
と
、
第
二
に
、
多
数
派
の
意
見
や
行
為
と
「
善
」
を
同
等
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
記

事
に
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ど
の
行
為
が
最
大
多
数
の
人
々
の
最
大
善
を
生
ず
る
か
を
知
る
正
し
い
方

法
を
持
た
な
い
の
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
そ
れ
が
最
大
善
に
な
る
と
い
う
、
推
測
や
期
待
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
多
数
決

の
道
徳
性
」
で
あ
る
た
め
、
個
人
の
担
っ
た
責
任
や
個
人
の
理
性
を
放
棄
し
て
、「
人
々
が
欲
し
た
も
の
を
人
々
に
与
え
る
」
と
い
う
類

の
倫
理
学
的
立
場
へ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

義
務
論
的
理
論
は
そ
の
行
為
が
道
徳
的
に
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
結
果
以
外
の
何
か
他
の
も
の
が
決
定
す
る
と
把
握
す
る
点
で
、

ま
さ
に
目
的
論
的
理
論
と
は
極
め
て
異
な
る
（
16
）

。
義
務
論
の
最
良
の
例
は
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
我
々
の
行
為
の

（
八
二
九
）
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指
針
の
た
め
に
採
用
す
べ
き
、
具
体
的
な
倫
理
学
的
規
則
を
決
定
す
る
た
め
の
必
然
的
原
理
と
し
て
「
君
の
意
志
の
格
律
が
、
い
つ
で
も

同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
（
17
）

」
と
い
う
「
定
言
的
命
法
」
を
提
示
し
た
。
要
す
る
に
、
カ
ン
ト
は
、

人
が
同
じ
状
況
に
あ
れ
ば
、
誰
も
が
応
用
す
る
も
の
を
自
分
の
規
則
に
す
る
よ
う
気
を
つ
け
る
な
ら
ば
、
倫
理
的
に
行
為
し
て
い
る
、
と

す
る
の
で
あ
る
。
義
務
論
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
は
、
行
為
が
な
さ
れ
て
き
た
原
理
で
あ
る
。
格
律
を
適
用
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
は
、
結

果
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
言
的
命
法
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
行
為
す
る
す
べ
て
の
格
律
を
テ
ス
ト
す
る
こ
と

を
、
当
該
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
許
す
で
あ
ろ
う
原
理
や
一
般
的
規
則
で
あ
る
。
定
言
的
命
法
は
、
特
定
の
事
例
で
応
用
さ
れ
る
特
定
の
規

則
に
つ
い
て
、
考
え
る
指
針
と
な
る
よ
う
奉
仕
す
る
。
も
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
定
言
的
命
法
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
当
該
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
は
、
自
身
が
従
う
た
め
の
特
定
の
規
則
や
指
針
を
思
い
続
け
る
必
要
は
な
い
。
当
該
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
に
、

定
言
的
命
法
の
テ
ス
ト
を
通
過
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
行
為
は
倫
理
学
的
に
健
全
で
あ
り
、
当
該
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
有
徳
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
18
）

。

つ
ま
り
メ
リ
ル
の
い
う
有
徳
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
相
応
し
い
倫
理
学
理
論
と
は
、
目
的
論
的
な
功
利
主
義
倫
理
学
で
は
な
く
、
カ
ン

ト
の
義
務
倫
理
学
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

三
、
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

メ
リ
ル
は
、
有
徳
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
目
指
す
べ
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
唱
道
す
る
。
そ
れ

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

も
し
我
々
が
、
カ
ン
ト
に
例
証
さ
れ
る
よ
う
な
、
倫
理
学
の
絶
対
的
な
理
論
を
投
げ
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
道
徳
性
の
議
論
は
好
み

（
八
三
〇
）
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や
勝
手
な
選
択
と
い
っ
た
、
分
別
の
類
と
は
か
け
離
れ
た
議
論
に
し
か
な
ら
な
い
。「
こ
れ
は
正
当
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
決
定
で
あ
る
」

と
い
う
見
解
は
、
ま
さ
に
あ
る
人
が
、
た
だ
「
私
は
こ
の
決
定
が
好
き
だ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
倫
理
学
が
相
対
主

義
の
形
を
と
れ
ば
、
文
脈
Ａ
の
中
で
は
、
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
が
、
極
め
て
善
で
あ
り
倫
理
的
で
あ
る
一
方
で
、
同
じ
行
為
が

文
脈
Ｂ
の
中
で
行
わ
れ
る
と
、
悪
か
非
倫
理
的
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
状
況
が
倫
理
学
を
支
配
す
る
こ
と

に
な
り
、
文
脈
が
正
誤
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
対
主
義
は
、
そ
の
個
人
主
義
的
な
雰
囲
気
の
た
め
に
興
味
を
そ
そ
る
け
れ

ど
も
、
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
対
主
義
は
、
全
く
倫
理
学
的
な
立
場
で
は
な
い
。
む
し
ろ
相
対
主
義
は
「
非
倫
理
学
」
ま
た
は

「
反
倫
理
学
」
で
あ
る
。
倫
理
学
の
問
題
が
客
観
主
義
、
す
な
わ
ち
状
況
や
文
脈
へ
と
希
釈
さ
れ
る
時
、
そ
の
問
題
は
倫
理
学
と
し
て
の

す
べ
て
の
意
味
を
失
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
学
は
、「
個
人
的
な
も
の
」
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
と
も
「
集
団
的
に
是
認
」
さ
れ
た
社
会
的
な
道
徳
性
や
規
範
で
あ
る
綱
領
、
信
条
、
標
準
、
そ
の
他
集
団
的
に
決
定
さ
れ
た
協
定
等
に

よ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
自
分
自
身
の
倫
理
綱
領
を
決
定
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
集
団

の
価
値
を
受
け
入
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
プ
レ
ス
評
議
会
、
プ

レ
ス
・
コ
ー
ト
の
よ
う
な
、
新
し
い
機
関
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
機
関
や
調
停
者
は
、
個
人
的
自
律
的
倫
理
学
か
ら
、
社
会
的

に
圧
力
を
か
け
ら
れ
強
制
さ
れ
る
倫
理
学
へ
と
移
行
す
る
傾
向
を
も
つ
も
の
で
あ
る
（
19
）

。

相
対
主
義
が
実
用
的
な
効
率
性
、
個
人
主
義
、
個
人
の
自
律
等
と
同
一
視
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ス
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、

絶
対
的
形
式
主
義
的
理
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ま
り
好
意
的
に
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
極
め
て
一
貫
し
て
自
由

を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
自
由
は
カ
ン
ト
倫
理
学
に
と
っ
て
絶
対
的
な
要
求
で
あ
る
。
倫
理
学
的
命
法
は
、
自
由
に
選
択
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
主
義
者
は
、
自
分
自
身
の
道
徳
的
指
針
を
自
由
に
選
ぶ
と
い
う
意
味
で
明
ら

（
八
三
一
）
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か
に
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る
（
20
）

。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
自
律
は
最
高
の
価
値
で
あ
り
、
自
己
以
外
の
決
定
に
従
う
者
は
自
身
を
裏
切
り
、
自
ら
の
本
質
や
本
来

性
を
喪
失
す
る
。
ゆ
え
に
自
由
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
心
を
な
す
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
実
存
主
義
的
立
場
で
も
あ
る
（
21
）

。

実
存
主
義
の
至
高
の
徳
は
、
誠
実
さ
で
あ
る
。
人
は
自
分
で
自
分
の
行
為
を
決
定
す
る
選
択
が
で
き
な
け
れ
ば
誠
実
さ
を
保
つ
こ
と
は

で
き
な
い
。
実
存
主
義
者
は
選
択
と
い
う
行
為
を
構
成
す
る
も
の
を
、
人
の
最
も
本
質
的
な
も
の
と
考
え
る
。
選
択
は
自
由
の
結
果
で
あ

り
、
換
言
す
れ
ば
、
選
択
は
自
由
な
雰
囲
気
に
お
い
て
の
み
実
際
の
意
味
を
持
つ
。
人
が
自
分
の
生
活
を
し
て
い
る
時
、
生
活
の
価
値
は

そ
の
人
が
そ
の
生
活
の
中
に
注
い
だ
も
の
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
価
値
は
人
の
個
人
的
自
由
の
投
影
で
あ
る
。
実
存
主
義
者
に
と
っ
て
、

自
由
は
人
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
人
の
最
も
基
本
的
な
欲
求
は
独
立
の
た
め
の
、
自
由
な
選
択
で
あ
る
。
実
存

主
義
者
は
自
由
の
拠
り
所
を
責
任
と
考
え
る
。
人
は
自
分
自
身
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
の
人
の
行
為
や
行
為
の
結
果
に
責
任
を
持
つ
。

他
の
誰
も
、
そ
の
人
の
こ
と
の
た
め
に
責
任
は
取
れ
な
い
。
各
自
は
自
由
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
行
為
の
責
任
を
受
け

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
22
）

。

つ
ま
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
自
由
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
唱
道
す
る
と
い
う

こ
と
は
極
め
て
妥
当
、
と
メ
リ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
（
23
）

。

四
、
カ
ー
ル
・
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
と
の
論
争

メ
リ
ル
の
所
論
は
、
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
者
と
の
論
争
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

「
新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
」
を
き
っ
か
け
と
す
る
、
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
と
の
論
争
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
八
三
二
）
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七
九

社
会
的
責
任
論
の
浸
透
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
い
る
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
指
針
を
示
そ
う
と
い
う
動
き
と
組
み
合

わ
さ
っ
て
、
社
会
的
責
任
論
の
再
評
価
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
世
界
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
共
有
で
き
る
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
指
針
を

作
り
出
そ
う
と
す
る
中
で
、
社
会
的
責
任
論
に
備
わ
っ
て
い
る
普
遍
性
が
注
目
さ
れ
出
す
の
で
あ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
五
つ
の

要
請
の
う
ち
の
「
日
々
の
出
来
事
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
誠
実
で
、
包
括
的
で
、
理
性
的
な

説
明
を
す
る
こ
と
」
は
、
ど
の
社
会
で
も
共
通
し
て
必
要
と
す
る
、
真
実
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
の
要
請
で
あ
り
、「
社
会
を
構
成
す
る

諸
集
団
の
代
表
的
な
実
像
を
映
し
出
す
こ
と
」
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
尊
厳
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
原
理
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
社
会
的
責
任
論
の
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
な
理
解
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
国
際
的
な
理
解
や
平
和
に
コ
ミ
ッ
ト
さ
せ
る
、
と
い
う

見
解
が
あ
る
（
24
）

。
こ
の
考
え
方
が
示
す
よ
う
に
、
社
会
的
責
任
論
を
ア
メ
リ
カ
に
特
有
な
も
の
と
考
え
ず
、
た
ま
た
ま
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ

た
だ
け
で
、
世
界
に
共
通
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
と
す
る
把
握
の
仕
方
が
あ
り
、
そ
の
考
え
方
の
中
心
人
物
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

倫
理
綱
領
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
張
を
後
押
し
し
た
の
が
、

所
謂
新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
の
一
連
の
動
き
で
あ
っ
た
。

国
連
の
経
済
社
会
理
事
会
の
中
に
設
け
ら
れ
た
情
報
・
新
聞
自
由
小
委
員
会
は
、
一
九
五
〇
年
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
国
際
的
な
倫

理
綱
領
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
草
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
国
際
的
な
倫
理
綱
領
の
草
案
は
、
そ
の
前
文
で
「
新
聞
お
よ
び
そ
の
他
の

報
道
機
関
に
従
事
す
る
も
の
が
、
真
実
を
探
求
し
事
実
を
報
道
又
は
批
判
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
感
を
、
各
自
の
自
発
的
行
動
を
通

じ
て
、
不
断
に
維
持
、
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
保
障
さ
れ
得
る
（
25
）

」
た
め
の
職
務
遂
行
上
の
基
準
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
案
は

結
局
、
案
の
ま
ま
で
終
わ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
の
主
旨
が
第
三
世
界
の
国
々
に
と
っ
て
は
、
国
際
的
な
ニ
ュ
ー
ス
の
流
通
の
改
善
と
受

け
取
ら
れ
た
が
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
言
論
・
表
現
の
自
由
を
支
持
す
る
国
に
と
っ
て
は
、
自
由
を
抑
制
し
う
る
、
何
ら
か
の
義
務

（
八
三
三
）
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〇

を
課
す
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
は
、
そ
の
後
も

ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
文
化
機
関
）
で
活
発
に
行
わ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
流
れ
は
、
国
際
理
解
へ
の
貢
献
や
偏
見
の
排
除
と
い
っ
た
も
の
を

よ
り
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
象
徴
的
な
も
の
が
、
一
九
七
八
年
に
ユ
ネ
ス
コ
で
採
択
さ
れ
た
、
所
謂
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
宣

言
」
の
六
条
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
公
正
で
永
続
的
な
平
和
の
確
立
と
、
発
展
途
上
国
の
経
済
的
、
政
治
的
な
独
立
に
資
す
る
情
報

の
交
流
の
、
あ
ら
た
な
均
衡
と
よ
り
大
き
な
互
恵
主
義
を
確
立
す
る
た
め
、
発
展
途
上
国
へ
の
ま
た
は
発
展
途
上
国
か
ら
の
、
な
ら
び
に

そ
れ
ら
の
国
の
間
の
情
報
の
交
流
の
不
均
衡
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
発
展
途
上
国
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
、
強

力
と
な
り
発
展
し
、
自
分
た
ち
の
間
に
お
い
て
も
、
ま
た
発
達
し
た
国
々
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
も
相
互
に
協
力
し
う
る
、
十
分
な
資
源

を
有
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
（
26
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
言
論
、
表
現
、
報
道
の
自
由
の
保
障
が
、
国
際

的
な
情
報
流
通
の
自
由
や
民
主
的
な
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
を
、
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
、
と
の
考
え
方
が
垣
間
見
え
る
。

こ
の
流
れ
が
、
新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
と
い
う
考
え
方
や
、
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
委
員
会
の
報
告
書
（
27
）

等
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
倫
理
を
国
際
的
に
比
較
分
析
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
て
き
た
。
そ

う
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
の
国
際
比
較
研
究
の
代
表
的
な
も
の
が
、C

om
m

u
n

ication
 E

th
ics an

d
 G

lobal C
h

an
ge

と
さ
れ
て

い
る
（
28
）

。C
om

m
u

n
ication

 E
th

ics an
d

 G
lobal C

h
an

ge
は
、
一
三
ヵ
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕

方
に
関
す
る
論
文
を
掲
載
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
に
関
す
る
各
国
の
相
違
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
共
通
の
目
的
を
追

求
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
29
）

。
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
と
メ
リ
ル
と
の
論
争
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル

な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
綱
領
を
制
定
す
る
こ
と
の
賛
否
に
関
す
る
、
ま
さ
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
よ
う
な
両
者
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
八
三
四
）
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ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
は
、P

rofessionalism
 in T

ransition: Journalistic E
thics （

30
）

と
題
し
て
、
新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
秩
序
の
考
え
方
に
則
っ
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
社
会
的
な
責
任
を
担
っ
た
専
門
職
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
責
任
を
担
う
理
由
は
、
一
方
で
は
、
客
観
的
現
実
と
い
う
真
実
の
像
を
獲
得
す
る
人
民
の
権
利
か
ら
、
も
う
一
方
で
は
、
人

道
主
義
の
普
遍
的
価
値
か
ら
生
ず
る
。
真
実
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
真
実
の
本
質
に
関
す
る
諸
伝
統
間
の
明
白
な
相
違
は
存
在
す
る

け
れ
ど
も
、
原
理
的
に
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
主
流
と
同
様
に
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
国
際
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
よ
う
な
普
遍
的
な
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
典
型
的
な
西
洋
的
伝
統
か
ら
の
意
義
あ
る
逸
脱
と
、
社
会
主
義

国
や
発
展
途
上
国
で
一
般
的
に
理
解
さ
れ
た
専
門
職
の
概
念
へ
向
け
た
動
き
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
倫
理
学
は
、

真
実
の
追
求
よ
り
他
に
い
か
な
る
社
会
政
治
的
義
務
か
ら
も
自
由
で
あ
り
続
け
る
、
と
い
う
情
熱
を
伴
う
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に

よ
る
典
型
的
な
把
握
を
超
越
す
る
二
つ
の
意
義
深
い
段
階
を
含
む
。
第
一
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
普
遍
的
に
認
識
さ
れ
た
多
く
の
理

想
を
支
援
し
対
応
す
る
悪
と
戦
う
よ
う
促
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
様
に
す
べ
て
の
市
民
に
当
て
は
ま
る
、
一
般
的
な
社
会
的
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
上
に
、
件
の
普
遍
的
な
価
値
は
、
真
実
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
そ
の
他
の
専
門
職
特

有
の
慣
行
と
同
様
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
専
門
職
の
極
め
て
重
大
な
構
成
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
別
な
専
門

職
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
的
な
真
実
ば
か
り
で
な
く
、
同
様
に
人
道
主
義
的
な
普
遍
的
価
値
を
も
ま
た
追

求
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
と
し
て
の
役
割
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
い
う
専
門
職
の

定
義
は
、
様
々
な
社
会
政
治
的
な
利
害
や
価
値
か
ら
独
立
的
か
つ
中
立
的
に
事
実
や
意
見
を
伝
達
す
る
仕
事
で
あ
る
、
と
い
う
リ
バ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
の
概
念
を
大
き
く
飛
び
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
、
平
和
と
戦
争
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
専
制
政
治
、
国
家
の
解
放
と
植
民
地

（
八
三
五
）
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主
義
等
々
の
諸
概
念
が
、
戦
略
的
な
利
害
に
し
た
が
っ
た
実
質
的
に
い
か
な
る
解
釈
に
も
な
る
、
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
諸
概
念
の
ほ
と
ん
ど
は
、
国
際
法
下
で
は
特
定
の
意
味
を
持
つ
。
戦
争
宣
伝
と
い
う
よ
う
な
場
合
に

は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
広
い
応
用
が
存
在
し
、
そ
れ
は
、
本
質
的
に
普
遍
的
な
価
値
や
原
理
を
巡
り
、
解
釈
や
政
治
的
争
い
の
余
地

は
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
本
質
や
行
為
と
同
等
の
価
値
を
持
つ
、
何
ら
か
の
概
念
を
も
伴
う
。
普
遍
的
価
値
の
妥
当
性
に
関
す
る
懐
疑
主

義
と
は
、
か
か
わ
る
争
点
へ
の
典
型
的
な
無
視
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ま
さ
し
く
国
際
法
や
国
際
秩

序
の
基
盤
を
構
成
す
る
諸
価
値
に
率
直
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
平
和
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
政

治
的
に
急
進
的
な
立
場
と
し
て
了
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
平
和
に
貢
献
す
る
価
値
が
政
治
的
急
進
主
義
を
表
す
こ
と
を
証
明
す
る
よ
り
も
む

し
ろ
、
平
和
の
普
遍
的
な
価
値
の
無
視
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
新
し
い
専
門
職
倫
理

は
、
情
報
の
分
野
の
中
に
、
い
か
な
る
特
定
の
「
政
治
化
」
を
も
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
新
し
い
専
門
職
倫
理
は
、
平
和
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
等
の
価
値
を
守
る
安
全
装
置
を
供
給
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
高
度
に
政
治
的
な
分
野
で
あ
り
、
あ
り
続

け
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
専
門
職
倫
理
の
い
か
な
る
選
択
も
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
、
政
治
的
立
場
を

表
す
も
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
ど
れ
が
政
治
的
で
ど
れ
が
非
政
治
的
か
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
唱
道
さ
れ
た
政
治
的
方
向
付
け

が
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
新
し
い
専
門
職
倫
理
は
、
想
像
さ
れ
う
る
限
り
の
「
不
偏
不
党
」
の
基

盤
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
普
遍
的
価
値
、
と
い
う
基
盤
で
あ
る
。

ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
は
、
社
会
的
責
任
論
で
い
わ
れ
る
社
会
的
責
任
の
内
容
を
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
普
遍
的
価
値
と
捉
え
て

い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
普
遍
的
価
値
を
共
有
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
行
為
す
る

こ
と
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
社
会
的
責
任
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
規
範
と
な
る
普
遍
的
価
値
を
学
ぶ
も
の
が
、

（
八
三
六
）
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ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
規
範
を
明
文
化
し
た
国
際
的

な
綱
領
も
、
制
定
可
能
で
あ
り
、
制
定
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
メ
リ
ル
は
、G

lobal C
om

m
onalities for Journalistic E

thics: Idle D
ream

 or R
ealistic G

oal? （
31
）

と
題
し
て
、
次

の
よ
う
に
反
論
す
る
。

新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
の
考
え
方
は
、
西
洋
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
範
囲
を
超
え
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
国
家
の
政
策
や
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
に
関
与
さ
せ
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
西
洋
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
、
専
制
体
制
、
植
民
地
主
義
、
病
気
、
栄
養
不
良
等
の
除
去
に
い
か
な
る
大
き
な
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
も
持
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
は
感
じ
な
い
。
西
洋
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
個
人
的
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
反
対
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
い
う
こ
と
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
は
な
い
。
異
国
民
や
異
文
化
と
の
原
理
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
と
て
も
難

し
く
、
た
ぶ
ん
倫
理
的
に
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
が
、
異
国
民
、
異
文
化
が
関
わ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
を
考
察
す
る

時
、
送
り
手
の
社
会
的
政
治
的
シ
ス
テ
ム
に
ご
く
密
接
に
結
び
つ
い
た
価
値
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
加
え
て
、
受
け
手
の
国
家

の
文
化
的
政
治
的
文
脈
に
結
び
つ
い
た
価
値
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
自
分
自
身
の
倫
理
的
原
理
に

従
う
の
か
、
そ
れ
と
も
自
身
の
原
理
と
は
相
容
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
受
け
手
の
側
の
原
理
に
従
う
の
か
。
こ
の
疑
問
は
、
国
境
を
越
え

て
倫
理
的
に
行
為
し
よ
う
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
直
面
す
る
、
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
も
し
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
押
し
つ
け

る
よ
う
な
、
政
治
中
心
の
「
綱
領
」
が
問
題
の
解
決
に
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
我
々
が
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け
る
倫
理
学
を
話
す
時
、
ま
さ
に
我
々
の
関
心
は
、
国
家
間
あ
る
い
は
国
家
内
で
な
さ
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の

正
・
誤
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
心
は
、
我
々
を
相
違
す
る
価
値
シ
ス
テ
ム
と
国
家
の
伝
統
に
直
接
関
与
さ
せ
る
。
個
人
と
同
様
に
、
国

（
八
三
七
）
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家
や
文
化
は
、
普
通
そ
れ
自
体
の
価
値
の
傾
向
と
極
め
て
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
い
か
な
る
他
の
価
値
も
倫
理
的
な
も
の
と
考
え
る
の

を
困
難
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
か
な
る
意
義
深
い
も
の
に
お
い
て
も
、
価
値
シ
ス
テ
ム
の
相
対
性
の
認
識
な
し
に
、
倫
理
学
の
考
察

は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
に
立
て
ば
、
国
際
的
な
倫
理
学
も
相
対
的
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
的
な

行
為
に
関
す
る
、
実
質
的
な
い
か
な
る
合
意
も
決
し
て
存
在
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
国
際
的
倫
理
綱
領
は
不
合
理
で
不
可
能
で
あ
る
。

普
遍
的
で
あ
る
い
く
つ
か
の
広
い
原
理
が
存
在
す
る
、
と
い
う
認
識
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
原
理
は
道
徳
意
識
を
持
つ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
が
、
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
原
理
は
、
他
者
を
規
定
す
る
倫
理
綱
領
を
、
う
ま
く
列
挙
し
提
示
す
る
こ

と
に
手
を
貸
す
よ
う
な
類
い
の
原
理
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
に
役
立
つ
と
感
じ
て
、
受
け
入
れ

た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
の
み
使
用
さ
れ
る
た
め
の
、
倫
理
的
行
為
の
根
本
的
な
原
理
で
あ
る
。
そ
う
し
た
原
理
が
、
成
文
化
さ
れ

る
こ
と
や
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
い
か
な
る
専
門
職
機
関
に
よ
っ
て
持
た
れ
る
こ
と
も
、
絶
対
的
に
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
個
人
的
な
価
値
シ
ス
テ
ム
と
調
和
す
る
一
定
の
倫
理
的
格
律
は
、
公
式
化
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
改
善
に
向
け
た
長
い
道
の
り
を
行
く
こ
と
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
国
際
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
は
、
実
際

に
は
決
し
て
自
身
の
価
値
シ
ス
テ
ム
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
べ
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
あ
る
程
度
「
伝
道
師
」
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
他
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
よ
う
と
し
て

い
る
、
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
事
実
は
、
一
種
の
伝
道
師
的
精
神
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
異
文
化
の
文
脈

や
価
値
シ
ス
テ
ム
の
中
に
異
な
る
思
想
や
情
報
を
注
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
「
伝
道
」

を
意
味
す
る
。
個
人
と
し
て
あ
る
い
は
国
民
と
し
て
我
々
が
、
あ
る
種
の
利
己
的
で
自
民
族
中
心
主
義
的
な
動
機
な
し
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
我
々
が
そ
ん
な
こ
と
を
意
図
し
な
い
時
で
さ
え
、
我
々
は
あ
る
種
の
思
想
、
原
理
、
価
値
、
関
心

（
八
三
八
）
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領
域
、
技
術
等
を
推
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
国
民
が
、
他
の
国
民
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
帝
国
主
義
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
驚

く
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
呼
称
を
使
用
す
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
事
実
の
中
に
は
、
そ
う
非
難
し
た
国
民
自
身
が
、
典
型
的
な

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
帝
国
主
義
者
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
主
張
の
内
容
に
関
し
て
、
メ
リ
ル
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
共
通
の
基
盤
と
し
て
奉
仕
す
る
普
遍
的
な
倫
理
学
的
基
準
や
、

原
理
が
実
際
に
存
在
し
な
い
、
と
す
る
点
、
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
は
自
民
族
中
心
主
義
的
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
倫

理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
、
自
民
族
中
心
主
義
的
な
政
治
的
社
会
的
シ
ス
テ
ム
を
結
び
つ
け
て
し
ま
う
点
等
は
、
以
前
の
自
分
の
主

張
に
反
さ
な
い
の
か
、
疑
問
に
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
実
際
に
、
世
界
規
模
の
倫
理
学
的
共
通
基
盤
が
、

存
在
す
る
と
ま
さ
に
い
っ
て
き
た
し
、
道
徳
性
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
国
際
原
理
を
支
持
さ
え
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
倫
理
綱
領
と
し

て
、
そ
う
い
う
原
理
を
成
文
化
し
よ
う
と
し
た
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
陣
営
の
宣
伝
的
な
面
に
、
そ
う
し
た
原
理
を
授
け
よ
う
と
す
る

い
か
な
る
試
み
に
も
反
対
し
て
き
た
、
と
す
る
。
ま
た
、
あ
る
一
定
の
政
治
的
社
会
的
価
値
シ
ス
テ
ム
を
至
る
所
に
広
げ
る
と
い
う
、
試

み
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
国
際
綱
領
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
生
産
的
で
は
な
い
、
と
考
え
る
と
す
る
。
要
す
る
に
、
国

際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
倫
理
学
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
健
全
な
企
て
で
あ
る
が
、
倫
理
学
の
国
際
綱
領
の
成
文
化
を
試
み
る

こ
と
は
、
非
現
実
的
で
不
毛
な
努
力
で
あ
る
。
個
人
的
国
家
的
な
価
値
シ
ス
テ
ム
の
最
重
要
性
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
道

徳
性
と
い
う
天
蓋
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
、
倫
理
学
原
理
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
係
づ
け
た
議
論
は
、
世
界
的
な
視
野
を
持
っ
た

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
増
加
に
、
明
ら
か
に
役
立
つ
。
し
か
し
あ
る
種
の
「
ワ
ン
・
ワ
ー
ル
ド
イ
ズ
ム
」
へ
誘
う
規
範
的
倫
理
綱
領
は
、
世

界
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
基
本
的
で
重
要
な
政
治
的
社
会
的
相
違
に
対
し
て
、
破
壊
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
が
、
個
人
的
に
持
つ
価
値
の
終
焉
を
も
ま
た
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に

（
八
三
九
）
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よ
っ
て
合
意
さ
れ
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
一
定
の
共
通
す
る
倫
理
学
原
理
が
い
く
つ
か
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
倫
理
綱
領
が
、

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
何
ら
か
の
意
義
あ
る
指
針
を
提
供
す
る
こ
と
に
は
、
惨
め
に
失
敗
し
て
き
た
。
倫
理
綱
領
が
議
論
の
的

と
な
る
ど
の
事
例
に
お
い
て
も
、
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
成
文
化
し
た
倫
理
綱
領
の
信
条
や
規
制
を
受
け
入
れ
は
し
な
か
っ
た
。

そ
の
主
な
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
、
理
論
的
に
も
現
実
的
に
も
多
元
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
対
象
や
方
法
は
、
多
様
な
の
で
あ
る
。
も
し
倫
理
綱
領
や
そ
の
他
の
国
家
的
ニ
ュ
ー
ス
評
議
会
の
よ
う
な
「
専
門
職

を
方
向
付
け
る
」
指
示
的
な
強
制
力
が
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
国
で
有
意
義
で
な
く
、
う
ま
く
い
か
な
い
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫

理
の
国
際
綱
領
を
、
ど
う
し
て
誰
か
が
真
剣
に
提
案
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
綱
領
は
、
政
治
的
宣
伝
文
書
で
あ
る
か
、
一
般
的
な
格
言

や
抽
象
的
な
格
律
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
意
義
や
有
効
性
を
失
う
ほ
ど
実
質
や
限
定
性
を
欠
く
の
で
あ
る
。
あ
る

人
が
、
様
々
な
編
集
哲
学
や
ニ
ュ
ー
ス
の
定
義
に
沿
っ
て
、
世
界
中
の
プ
レ
ス
の
所
有
や
経
営
の
異
な
る
シ
ス
テ
ム
を
検
討
す
る
時
、
国

際
倫
理
綱
領
の
概
念
は
、
空
想
の
範
囲
を
帯
び
始
め
る
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
学
は
、
そ
の
人
自
身
の
背
景
と
価
値
シ
ス

テ
ム
か
ら
生
じ
、
そ
の
人
の
国
家
の
政
治
的
社
会
的
シ
ス
テ
ム
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
国
際
倫
理
綱
領
と
い
う
思

想
に
ほ
と
ん
ど
支
持
を
与
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
定
の
基
本
的
な
個
人
的
伝
統
的
価
値
を
普
遍
化
し
て
、
世
界
的
な
も
の
を
企
て
る

べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し
あ
る
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
最
優
先
概
念
が
、
自
身
の
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
概
念
を
自
身
の
国
以
外
で
扱
う
時
に
、
自
身
に
と
っ
て
重
要
で
な
く
な
る
理
由
が

あ
る
だ
ろ
う
か
。
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
共
感
的
な
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
国
の
人
々
の
見
地
や
必
要
を
、
実
際
に
理
解
し
よ
う
と

い
う
欲
求
を
も
持
つ
。
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
現
実
の
実
質
的
な
争
点
と
重
要
な
思
想
を
扱
う
こ
と
を
欲
す
る
。
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
は
、
誠
実
で
、
率
直
で
、
正
直
で
、
明
確
で
あ
り
た
い
と
欲
す
る
。
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
決
し
て
個
人
や
政
治
シ
ス
テ
ム
に

（
八
四
〇
）
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対
し
て
論
争
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
受
け
手
を
尊
重
し
、
自
身
の
文
化
か
ら
生
じ
る
自
身
の
倫
理
的
基
準
に
貢
献
す
る
が
、
そ
う
あ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
れ
ば
、
柔
軟
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
以
上
が
、
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
、
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
文
化

と
国
家
の
架
け
橋
と
な
り
、
国
際
的
な
道
徳
性
に
い
く
つ
か
の
共
通
性
を
与
え
う
る
、
倫
理
学
的
原
理
や
格
律
を
生
む
手
助
け
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
メ
リ
ル
は
、
何
が
倫
理
的
な
行
為
か
の
判
断
は
、
あ
く
ま
で
個
々
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
っ
て
、
明
文
化
さ
れ
た
倫
理
綱
領
の
必
要
性
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
価
値
の
多
様
性
を
理
由
に
、
明
文
化
さ
れ

た
倫
理
綱
領
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
を
「
無
駄
」
と
、
切
り
捨
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
の
他
に
も
、
メ
リ
ル
の
社
会
的
責
任
論
批
判
を
受
け
て
、
ラ
ン
ベ
ス
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
書

A
 F

ree an
d

 R
espon

sible P
ress

を
高
く
評
価
す
る
立
場
か
らC

om
m

itted
 Jou

rn
alism

: A
n

 E
th

ic for th
e P

rofession （
32
）

を
著
し

て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
確
立
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
。G

ood
 N

ew
s: S

ocial E
th

ics &
 th

e P
ress （

33
）

を
初
め
と
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
を
確
立
し
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
史
の
中
で
も
高
い
評
価
を
受
け
る
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
ズ
も
、
そ
の
研
究
は
メ
リ
ル
の
批
判
に
対
抗
す
る
べ
く
、
社
会
的
責
任
論
に
道
徳
哲
学
的
な
基
盤
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が

発
端
で
あ
っ
た
（
34
）

。
ま
た
、
メ
リ
ル
と
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
の
論
争
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
国
際
的
な
倫
理
規
範
構
築
へ
の
動
き
を

刺
激
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

社
会
的
責
任
論
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
に
お
い
て
、
今
で
も
重
要
な
理
論
で
あ
る
が
、
登
場
し
た
時
期
は
、
ア
メ
リ
カ
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
倫
理
学
的
な
理
論
と
は
い
え
な
い
。

（
八
四
一
）
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そ
の
点
を
倫
理
学
研
究
の
視
点
か
ら
批
判
し
た
の
が
、
メ
リ
ル
で
あ
っ
た
。

メ
リ
ル
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
興
隆
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理
を
確
立
す
る
気
運
を
も
た
ら
し
た

功
労
者
と
し
て
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
研
究
者
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
史
の
位
置
づ
け
は
そ
こ

ま
で
に
と
ど
ま
る
。
世
界
的
な
レ
ベ
ル
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
基
盤
と
な
っ
た
社
会
的
責
任
論
に
対
し
て
、
倫
理
学
的
・
哲
学
的

不
備
を
批
判
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
必
要
な
倫
理
観
と
し
て
、
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
提
唱
し
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
を
脱
す
る
大
き
な
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
イ
コ
ー
ル
、
世
界
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫

理
学
研
究
の
暗
黒
時
代
脱
出
の
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
現
在
メ
リ
ル
の
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
は
、
評
価
さ
れ
て
い
な
い
し
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
あ
ま
り
に
も
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
前
面
に
押
し
出
す
メ

リ
ル
倫
理
学
は
、
自
由
の
国
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
社
会
的
責
任
論
が
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
基
盤
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
の
は
、
メ
リ
ル
の
批
判
に
対
し
、
社
会
的
責
任
論
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
、
倫
理

学
的
・
哲
学
的
根
拠
を
示
し
て
対
抗
し
よ
う
と
し
た
、
ラ
ン
ベ
ス
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
存
在
が
極
め
て
大
き
い
。
つ
ま
り
、
メ
リ
ル
の

実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
理
論
は
、
そ
の
考
え
方
そ
の
も
の
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
別
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
が

大
き
な
発
展
を
遂
げ
る
の
に
必
要
な
起
爆
剤
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
本
論
は
、「
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）：
極
化
現
象
の
分
析
と
『
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
』
時
代
の
倫
理

学
的
視
座
の
探
求
（
研
究
種
目
：
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般
　
研
究
課
題
番
号
：
一
八
Ｋ
〇
〇
〇
四
九
：
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
～
二
〇
二
〇
年
三
月

三
一
日
）」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
八
四
二
）
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日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
）

九
三

日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─

政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か

浅

　
　井

　
　直

　
　哉

１
　
政
党
助
成
に
お
け
る
「
支
出
」
へ
の
注
目

本
稿
で
は
、
日
本
の
政
党
助
成
制
度
が
各
党
の
組
織
化
に
寄
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ス
キ
ャ
ロ
ウ
（S

usan S
carrow

）

に
よ
れ
ば
、
制
度
的
な
規
定
に
左
右
さ
れ
得
る
も
の
の
、
原
則
的
に
、
政
党
助
成
は
、
勢
力
の
小
さ
な
政
党
や
新
た
に
登
場
し
た
政
党
に

と
っ
て
組
織
化
の
足
掛
か
り
に
な
る
可
能
性
を
も
つ
と
い
う
（S

carrow
 2006: 623

）。
日
本
で
は
、
一
九
九
五
年
か
ら
政
党
助
成
が
開
始

し
、
今
日
、
政
党
交
付
金
は
多
く
の
党
の
資
金
源
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
ス
キ
ャ
ロ
ウ
の
議
論
を
出
発
点
に
す
る
と
、
小
党
や
新
党
は

政
党
助
成
に
支
え
ら
れ
、
組
織
化
を
進
め
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
日
本
の
新
党
に
目
を
向
け
る
と
（
１
）

、
組
織
や
党
勢
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
解
党
や
合
併
を
迎
え
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ

論

　説

（
八
四
七
）
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四

る
。
山
本
（
二
〇
一
五
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
に
結
成
さ
れ
た
新
党
は

四
八
党
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
六
党
以
外
は
合
併
や
解
散
を
経
て
消
滅
し
た
と
い
う
（
山
本 

二
〇
一
五
：
四
七
一
─
四
七
二
）。
二
〇
一
五
年

以
降
の
期
間
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
維
新
の
党
は
二
〇
一
四
年
一
一
月
時
点
に
お
い
て
存
続
し
て
い
た
が
、

翌
年
に
分
裂
を
経
験
し
、
新
た
に
、
お
お
さ
か
維
新
の
会
、
改
革
結
集
の
会
が
結
党
さ
れ
た
。
分
裂
時
に
維
新
の
党
に
残
っ
た
議
員
、
お

よ
び
改
革
結
集
の
会
を
設
立
し
た
議
員
の
一
部
は
、
後
に
民
進
党
に
参
加
し
た
。
そ
の
後
も
政
党
の
離
合
集
散
は
続
き
、
二
〇
一
八
年
に

は
、
民
進
党
が
分
裂
し
、
希
望
の
党
、
立
憲
民
主
党
、
国
民
民
主
党
が
登
場
し
た
。

新
党
の
う
ち
に
は
、
五
人
の
国
会
議
員
が
集
ま
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
や
、
一
二
月
に
作
ら
れ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
政

党
助
成
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
条
件
と
な
り
、
新
た
な
政
党
は
、
政
党
助
成
法
の
規
定
に
沿
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。

政
党
助
成
と
新
党
と
の
間
に
は
、
政
党
助
成
が
新
党
の
結
成
を
促
す
、
政
党
助
成
が
新
党
を
か
た
ち
づ
く
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
が
み
ら

れ
る
（
山
本 

二
〇
一
〇
）。
し
か
し
な
が
ら
、
新
党
が
早
々
に
消
滅
す
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
、
政
党
助
成
と
新
党
と
の
関
係
を
考
え
る

と
、
い
ず
れ
の
政
党
も
、
助
成
を
受
け
な
が
ら
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
政
党
助
成
は
、
新
党
の
結
成

を
促
す
一
方
で
、
新
党
の
存
続
に
寄
与
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
。

こ
の
点
は
、
交
付
金
が
組
織
の
維
持
や
運
営
に
か
か
わ
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ス
キ
ャ
ロ
ウ

は
、
規
模
の
大
き
な
助
成
総
額
や
、
比
較
的
小
さ
な
勢
力
の
政
党
で
も
満
た
す
こ
と
の
で
き
る
受
給
要
件
な
ど
、
一
定
の
条
件
が
揃
う
限

り
に
お
い
て
、
政
党
助
成
が
新
党
を
支
え
る
資
金
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
と
論
じ
た
。
こ
の
と
き
、
各
党
が
資
金
を
組
織
運
営
に
関
す
る

支
出
に
充
て
て
い
る
限
り
に
お
い
て
（
２
）

、
政
党
助
成
は
各
党
の
組
織
化
を
促
す
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
助
成
が
実
施
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
新
党
が
早
々
に
消
滅
す
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
交
付
金
が
組

（
八
四
八
）



日
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政
党
助
成
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度
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逆
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性

─
政
党
交
付
金
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党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
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九
五

織
運
営
以
外
の
使
途
に
多
く
支
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
党
助
成
を
め
ぐ
り
、
収
入
面
の
み
な

ら
ず
、
支
出
面
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
生
じ
る
。
政
党
に
対
す
る
公
的
助
成
と
い
う
性
格
上
、
収
入
面
に
注
目
が
集
め
ら
れ
、
資
金
の

使
途
に
つ
い
て
は
見
逃
さ
れ
て
き
た
。
各
党
の
収
入
を
支
え
る
財
源
と
し
て
の
特
徴
の
ほ
か
、
支
出
面
に
も
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制

度
が
運
用
さ
れ
て
い
く
中
で
、
各
党
が
ど
の
よ
う
に
交
付
金
を
扱
い
、
結
果
的
に
政
党
助
成
が
ど
の
よ
う
な
資
金
と
し
て
の
性
格
を
帯
び

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
政
治
資
金
収
支
報
告
書
お
よ
び
政
党
交
付
金
使
途
等
報
告
書
を
も
と
に
、
党
の
組
織
化
に
向
け
た
交
付
金
の
支
出
が
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
（
３
）

。
対
象
は
、
制
度
の
運
用
が
開
始
し
て
以
降
に
交
付
を
受
け
た
全
て
の
政
党
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
に
お

け
る
新
党
は
、
一
九
九
五
年
以
降
に
登
場
し
た
政
党
に
限
定
さ
れ
る
。
各
党
の
交
付
金
支
出
の
う
ち
、
人
件
費
や
事
務
所
費
な
ど
の
経
常

経
費
に
投
入
さ
れ
る
資
金
の
割
合
が
他
の
項
目
よ
り
も
高
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
数
年
間
に
わ
た
っ
て
上
昇
し
た
り
す
る
と
き
、
政
党
助

成
は
、
政
党
の
組
織
化
を
促
す
費
用
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
経
常
経
費
と
し
て
支
出
さ
れ
る
割
合
が
低

か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
一
定
の
水
準
の
ま
ま
推
移
し
た
り
減
少
し
た
り
す
る
と
き
、
政
党
助
成
は
、
事
実
上
、
組
織
の
整
備
に
向
け
た
資

金
と
い
う
意
味
合
い
を
持
た
な
い
。

次
節
で
は
、
ス
キ
ャ
ロ
ウ
の
議
論
を
援
用
し
、
日
本
の
政
党
助
成
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
の
か
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
第
三

節
で
は
、
政
党
研
究
の
蓄
積
を
も
と
に
、
各
党
が
ど
の
よ
う
に
資
金
を
支
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
仮
説
を
導
出
す
る
。
こ

こ
で
は
、
政
党
研
究
の
知
見
だ
け
で
な
く
、
政
党
助
成
の
制
度
的
な
特
徴
に
も
目
を
向
け
る
。
続
い
て
、
第
四
節
で
は
、
交
付
金
の
支
出

に
み
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
を
析
出
す
る
。
最
後
に
結
論
と
含
意
を
示
し
、
政
党
助
成
制
度
を
め
ぐ
る
課
題
と
日
本
の
政
党
助
成
制
度
に
お
け

る
新
た
な
特
徴
を
指
摘
す
る
。

（
八
四
九
）
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２
　
日
本
の
政
党
助
成
に
お
け
る
制
度
的
特
徴

ス
キ
ャ
ロ
ウ
は
、
受
給
要
件
と
助
成
総
額
と
い
う
二
つ
の
次
元
を
提
示
し
、
政
党
助
成
が
政
党
間

競
合
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
彼
女
に
よ

れ
ば
、
受
給
要
件
の
敷
居
が
高
い
か
低
い
か
、
助
成
総
額
が
小
さ
な
も
の
で
あ
る
か
大
き
な
も
の
で

あ
る
か
に
よ
っ
て
、
新
党
に
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
が
異
な
る
と
い
う
（S

carrow
 2006: 625

）。

日
本
の
政
党
助
成
制
度
で
は
、
国
会
議
員
が
五
人
以
上
い
る
政
党
、
あ
る
い
は
前
回
の
衆
議
院
議

員
総
選
挙
、
お
よ
び
前
回
、
前
々
回
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
い
て
、
二
％
以
上
の
得
票
率
を

得
た
政
党
に
受
給
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
資
格
が
発
生
す
る
。
年

間
の
交
付
金
総
額
は
、
最
近
の
国
勢
調
査
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
人
口
に
二
五
〇
円
を
乗
じ
た
額
と
な

り
、
約
三
二
〇
億
円
と
な
る
。
ス
キ
ャ
ロ
ウ
の
基
準
に
照
ら
す
と
き
、
受
給
要
件
が
厳
格
な
も
の
で

あ
る
か
否
か
、
総
額
が
高
い
制
度
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
政
党
が
助
成
を
受
け
る
た
め
の
条
件
に
目
を
向
け
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
日
本
の

政
党
助
成
の
受
給
要
件
は
、
必
ず
し
も
厳
格
な
も
の
で
は
な
い
。
ス
キ
ャ
ロ
ウ
は
、
選
挙
に
お
け
る

政
党
要
件
と
政
党
助
成
を
受
け
と
る
た
め
の
政
党
要
件
を
と
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
政
党
間
競
合
へ
の
影
響
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
日
本
の
ケ
ー

ス
に
援
用
す
る
た
め
に
、
得
票
率
に
よ
る
政
党
要
件
を
考
え
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
政
党
助
成
の
政

表 １　政党助成が政党間競合に及ぼすとされる影響

支給総額

小 大

助成を受ける敷居

低
小政党や新たな競合者

にプラスの効果

小政党や新たな競合者

にプラスの効果

高 わずかな影響
小政党や新たな競合者

にマイナスの効果

Scarrow（2006: 625）をもとに筆者作成。

（
八
五
〇
）



日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
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九
七

党
要
件
で
は
、
直
近
の
総
選
挙
、
な
い
し
、
前
回
、
前
々
回
の
通
常
選
挙
に
お
い
て
二
％
の
得
票
率
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
公

職
選
挙
法
で
は
、
直
近
の
総
選
挙
な
い
し
通
常
選
挙
に
お
け
る
二
％
の
得
票
率
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
枠
組
み
を
比
べ
る
と
、

通
常
選
挙
の
扱
い
に
お
い
て
、
前
々
回
の
結
果
ま
で
を
対
象
と
す
る
政
党
助
成
法
上
の
要
件
の
方
が
、
公
職
選
挙
法
上
の
要
件
に
比
べ
て

低
い
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
日
本
の
政
党
助
成
制
度
の
受
給
要
件
を
低
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

続
い
て
、
政
党
助
成
の
金
額
に
目
を
向
け
る
。
年
間
収
入
に
お
い
て
、
政
党
交
付
金
以
外
の
項
目
が
も
っ
と
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る

政
党
は
、
公
明
党
と
共
産
党
以
外
に
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
以
外
の
政
党
は
、
交
付
金
が
年
間
収
入
に
お
い
て
相
対
的
に
も
っ
と
も
大
き
な

割
合
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
五
年
以
降
に
登
場
し
た
政
党
に
目
を
向
け
る
と
、
結
党
一
年
目
に
は
新
党
参
加
者
に
よ
る
準
備
資

金
が
軸
と
な
る
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
も
の
の
、
助
成
を
受
け
て
か
ら
の
期
間
に
お
い
て
は
交
付
金
が
主
な
資
金
源
と
な
る
。
こ
の
う
ち
に

は
、
八
〇
％
以
上
に
達
す
る
も
の
が
あ
る
。
各
党
が
自
主
的
に
確
保
す
る
財
源
に
比
べ
て
、
交
付
金
の
規
模
の
相
対
的
な
大
き
さ
が
浮
き

彫
り
に
な
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
日
本
の
政
党
助
成
は
、
受
給
要
件
の
敷
居
が
低
く
、
金
額
が
大
き
な
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
踏

ま
え
て
ス
キ
ャ
ロ
ウ
の
枠
組
み
を
援
用
す
る
と
、
日
本
の
制
度
に
は
小
党
や
競
合
へ
の
新
た
な
参
加
者
を
支
え
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
「
支
え
」
が
組
織
化
の
足
掛
か
り
で
あ
る
と
す
る
と
、
新
党
に
お
け
る
党
組
織
の
発
達
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
日
本
の
新
党
は
次
々
に
消
滅
し
、
組
織
化
が
進
む
前
に
か
た
ち
を
失
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
各
党
の
政
党
交
付
金
の
支
出
を
検
証
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

（
八
五
一
）
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３
　
政
党
助
成
の
支
出
を
め
ぐ
る
仮
説
の
導
出

交
付
金
が
組
織
維
持
に
か
か
わ
る
資
金
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
は
、
政
党
が
資
金
を
支
出
す
る
要
因

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
政
党
は
何
ら
か
の
目
的
を
も
っ
て
お
り
、
目
的
の
実
現
の
た
め
に
資
金
を
投
入
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と

す
る
と
、
政
党
が
資
金
を
使
う
動
機
と
い
う
点
か
ら
議
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
政
党
の
抱
え
る
目
標
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
先
行
研
究
に
目
を
向
け
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
（W

olfgang C
. M

üller

）
と
ス
ト
ロ
ー
ム
（K

aare S
trøm

）
に
よ
れ
ば
、
政
党
は
、
得
票
、
政

権
、
政
策
の
順
に
目
標
達
成
を
目
指
す
と
い
う
（M
üller and S

trøm
 1999: 5-9

）。
政
党
が
政
策
追
求
、
お
よ
び
政
権
追
求
を
充
足
す
る

に
は
、
両
者
に
先
行
し
、
可
能
な
限
り
多
く
の
票
を
得
て
、
一
定
の
立
場
や
勢
力
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
党
の
目
的
を
一
つ
に
集

約
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
結
び
つ
き
や
順
序
的
な
条
件
を
考
慮
す
る
と
、
政
党
が
得
票
の
最
大
化
を
目
指
す
と
い
う
理

解
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

類
似
し
た
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
建
林
（
二
〇
一
二
）
の
議
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
議
員
の
目
標
に
つ
い
て
の
議

論
に
お
い
て
、
再
選
、
昇
進
、
理
想
と
す
る
政
策
の
実
現
と
い
う
三
つ
を
挙
げ
た
。
こ
の
う
ち
、
昇
進
と
政
策
実
現
と
い
う
目
標
は
、
再

選
を
果
た
し
て
か
ら
は
じ
め
て
追
求
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
後
者
二
つ
は
、
再
選
目
標
に
従
属
す
る
と
論
じ
て
い
る
（
建
林 

二
〇
一
二
：
二
〇
）。
議
員
は
、
当
選
可
能
性
の
上
昇
を
目
的
と
し
て
政
党
に
所
属
し
（
ダ
ウ
ン
ズ 1980; A

ldrich 1995

）、
政
党
は
、
公
職

保
持
者
を
当
選
さ
せ
よ
う
と
す
る
（E

pstein 1967

）。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
政
党
は
、
当
選
議
員
を
維
持
な
い
し
増
加
さ
せ
る
た
め

に
得
票
の
最
大
化
を
目
指
し
、
目
的
を
果
た
す
た
め
に
資
源
を
投
入
す
る
。

ま
た
、
日
本
の
事
例
に
限
る
と
、
制
度
の
仕
組
み
そ
の
も
の
が
政
党
に
と
っ
て
得
票
の
最
大
化
を
目
指
す
誘
因
に
な
る
。
各
党
へ
の
配

（
八
五
二
）



日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
）

九
九

分
額
は
、
各
党
の
議
員
数
と
、
前
回
の
総
選
挙
、
前
回
お
よ
び
前
々
回
通
常
選
挙
に
お
け
る
得
票
率
を
も
と
に
算
出
さ
れ
る
（
４
）

。
す
な
わ

ち
、
国
政
選
挙
の
結
果
と
交
付
額
と
が
連
動
し
て
お
り
、
得
票
お
よ
び
獲
得
議
席
を
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
党
と
し
て
の
収
入
が
増
加

す
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
、
各
党
に
、
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
年
に
お
け
る
支
出
の
増
加
と
、
選
挙
が
実
施
さ
れ
な
い
年
に
お
け
る
支

出
の
抑
制
を
促
す
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
政
党
交
付
金
は
、
議
員
や
候
補
者
の
活
動
資
金
に
も
充
て
ら
れ
る
。
政
党
助
成
は
、
各
党

の
本
部
に
交
付
さ
れ
、
議
員
個
人
に
交
付
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
党
交
付
金
に
は
、
議
員
や
候
補
者
の
活
動
費
と
な

る
側
面
が
あ
る
。
各
党
は
、
選
挙
区
や
地
域
を
単
位
と
し
た
政
党
支
部
を
設
立
し
、
そ
の
選
挙
区
出
身
の
議
員
や
立
候
補
予
定
者
を
支
部

長
に
任
命
す
る
。
政
党
本
部
は
、
組
織
の
活
動
の
一
部
と
し
て
各
支
部
に
資
金
を
提
供
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
議
員
や
候
補
者
個
人

を
支
援
す
る
た
め
の
資
金
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
議
員
が
政
党
を
結
成
し
た
り
参
加
し
た
り
す
る
の
は
、
政
党
に
所
属
す

る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
政
党
助
成
が
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
個
人
へ
の
資
金
提
供
が
前
提
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

政
党
助
成
は
、
政
党
本
部
、
す
な
わ
ち
党
執
行
部
に
と
っ
て
、
現
職
議
員
を
自
党
に
と
ど
め
て
お
く
た
め
の
資
源
と
な
り
、
議
員
や
候

補
者
個
人
に
と
っ
て
、
政
党
本
部
か
ら
の
資
金
提
供
を
期
待
し
て
政
党
に
所
属
す
る
誘
因
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
本
稿
の
問
題
関
心
に

重
ね
る
と
、
政
党
は
、
政
権
獲
得
お
よ
び
政
策
実
現
、
所
属
議
員
の
当
選
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
に
、
投
票
の
最
大
化
を
第
一
義
的
な
目

標
に
据
え
て
お
り
、
選
挙
な
ど
の
政
治
活
動
に
関
す
る
費
用
、
議
員
個
人
の
活
動
費
用
に
対
し
て
優
先
的
に
資
金
を
投
入
し
、
自
ら
の
組

織
運
営
に
投
入
す
る
費
用
を
抑
制
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
５
）

。

（
八
五
三
）



政
経
研
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
〇
〇

４
　
政
党
交
付
金
の
支
出
パ
タ
ー
ン

（
１
）
全
体
の
傾
向

政
党
交
付
金
の
使
途
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
各
党
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
交
付
を
受
け
た
政
党
は
、
年
に
一
度
、
総

交
付
額
や
支
出
額
、
繰
越
額
な
ど
を
記
載
し
た
報
告
書
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
６
）

。
報
告
書
に
お
け
る
主
な
支
出
項
目
は
、
経
常
経

費
、
政
治
活
動
費
、
支
部
政
党
交
付
金
の
三
つ
と
な
る
。
上
記
の
仮
説
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
政
治
活
動
に
関
す
る
費
用
を
政
治
活
動
費

に
、
議
員
個
人
の
活
動
を
支
部
政
党
交
付
金
に
、
組
織
運
営
に
関
す
る
費
用
を
経
常
経
費
に
対
応
さ
せ
る
（
７
）

。
こ
こ
で
は
、
山
本
（
二
〇
一
五
）

が
と
り
上
げ
た
新
党
の
う
ち
、
一
九
九
五
年
以
降
に
登
場
し
、
な
お
か
つ
政
党
交
付
金
を
受
け
取
っ
た
経
験
を
持
つ
も
の
を
対
象
と
す
る
（
８
）

。

表
１
は
、
各
党
が
年
間
で
支
出
す
る
交
付
金
の
う
ち
、
支
部
政
党
交
付
金
、
経
常
経
費
、
政
治
活
動
費
の
割
合
に
お
け
る
党
ご
と
の
平

均
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
各
党
は
、
支
部
政
党
交
付
金
お
よ
び
政
治
活
動
費
へ
の
支
出
に
比
重
を
置
き
、
経
常
経
費
へ
の

支
出
が
小
さ
な
割
合
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
対
象
と
し
た
二
二
党
の
う
ち
、
支
部
政
党
交
付
金
が
最
大
値
を
記
録
し
た
も
の
は

一
四
党
あ
り
、
八
党
は
政
治
活
動
費
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
経
常
経
費
の
割
合
が
最
小
値
と
な
っ
た
政
党
は
一
五
党
で
あ
っ
た
。
経
常
経
費

が
小
さ
な
割
合
と
な
る
の
は
、
各
党
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

す
べ
て
の
政
党
の
平
均
値
を
み
る
と
、
各
党
は
経
常
経
費
と
し
て
の
支
出
を
抑
え
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
に
は
一
年
や

二
年
な
ど
の
短
命
で
消
滅
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
政
党
は
、
特
殊
な
支
出
を
行
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
二
〇
一
三

年
一
二
月
に
結
成
さ
れ
た
結
い
の
党
は
、
翌
年
の
日
本
維
新
の
会
と
の
合
併
を
迎
え
る
ま
で
交
付
を
受
け
た
。
結
い
の
党
に
は
、
み
ん
な

の
党
に
所
属
し
て
い
た
議
員
の
う
ち
、
日
本
維
新
の
会
と
の
合
併
を
目
指
す
議
員
ら
が
参
加
し
た
。
実
際
に
合
併
に
至
る
か
否
か
に
つ
い

（
八
五
四
）



日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
）

一
〇
一

表 １　１995 〜 20１7 年に登場した政党の交付金支出における項目ごとの割合

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

民主党 48.34% 11.66% 40.00%

自由党 19.58% 13.33% 67.09%

自由連合 16.10% 18.87% 65.05%

新進党 54.09% 14.04% 31.86%

新党改革 62.97% 11.96% 25.07%

無所属の会 67.91% 19.36% 12.73%

保守党 27.97% 8.44% 63.59%

国民新党 19.86% 13.70% 66.44%

新党日本 21.33% 33.03% 45.63%

みんなの党 67.24% 7.12% 25.64%

たちあがれ日本 47.32% 39.41% 13.27%

新党大地 39.38% 20.25% 40.37%

新党きづな 89.18% 5.15% 5.67%

生活の党 43.55% 19.85% 36.60%

日本維新の会（旧） 67.72% 5.74% 26.54%

結いの党 85.47% 9.40% 5.13%

維新の党 56.24% 3.12% 40.64%

次世代の党 41.20% 22.89% 35.91%

日本を元気にする会 62.28% 15.34% 22.39%

日本維新の会 47.98% 17.17% 34.85%

希望の党 0.00% 17.15% 82.85%

立憲民主 0.00% 30.98% 69.02%

平均 44.81% 16.27% 38.92%

標準偏差 24.35% 9.00% 21.53%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

（
八
五
五
）
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一
〇
二

て
は
不
確
実
性
が
と
も
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
当
時
の
彼
ら
の
行
動
を
み
る
と
、
結
い
の
党
は
腰
掛
け
的
に
作
ら
れ
た
政
党
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
二
〇
一
四
年
に
は
、
支
部
政
党
交
付
金
が
八
九
・
一
八
％
を
占
め
る
。
こ
れ
は
、
結
い
の
党
に
交
付
さ
れ
た
資
金
の
ほ

と
ん
ど
が
所
属
議
員
に
移
譲
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

結
い
の
党
と
同
様
に
、
希
望
の
党
も
特
殊
な
支
出
を
行
っ
て
い
る
。
希
望
の
党
は
第
四
八
回
総
選
挙
前
に
設
立
さ
れ
、
選
挙
の
た
め
に

結
成
さ
れ
た
政
党
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
の
支
出
は
政
治
活
動
費
が
一
〇
〇
％
を
記
録
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
交
付
金

が
選
挙
を
含
む
政
治
活
動
に
投
入
さ
れ
た
。
両
党
と
も
極
端
な
支
出
を
行
っ
て
お
り
、
特
殊
な
事
例
と
し
て
み
な
す
必
要
が
あ
る
（
９
）

。
い
ず

れ
も
単
年
で
消
滅
し
た
政
党
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
定
程
度
の
期
間
に
わ
た
っ
て
存
続
し
た
政
党
の
み
を
対
象
と
し
、
推
移
を
確
か
め
る
。

五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
交
付
金
を
受
給
し
た
一
〇
党
に
つ
い
て
、
各
党
の
背
景
を
考
慮
に
含
め
な
が
ら
、
時
系
列
順
に
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
向

を
観
察
す
る
（
10
）

。

（
２
）
政
党
別
の
傾
向

対
象
と
す
る
政
党
は
、
結
成
順
に
、
民
主
党
、
自
由
党
、
自
由
連
合
、
無
所
属
の
会
、
国
民
新
党
、
新
党
日
本
、
新
党
改
革
（
改
革
ク

ラ
ブ
か
ら
改
称
）、
み
ん
な
の
党
、
生
活
の
党
（
現
在
は
自
由
党
に
改
称
）、
日
本
維
新
の
会
で
あ
る
（
11
）

。
表
２
は
、
民
主
党
に
お
け
る
交
付
金

支
出
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
全
党
の
傾
向
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
支
部
政
党
交
付
金
お
よ
び
政
治
活
動
費
が
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
％
以

上
を
占
め
る
一
方
、
経
常
経
費
は
一
一
・
六
六
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
民
主
党
の
年
間
収
入
の
八
〇
％
以
上
が
政
党
助
成
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
組
織
運
営
へ
の
費
用
は
小
さ
な
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
民
主
党
は
二
〇
一
二
年
に
政
権
を
手
放
し
、
そ

の
要
因
と
し
て
所
属
議
員
ら
の
凝
集
性
を
高
め
る
こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
三
浦 

二
〇
一
三; 

堤
・
森 

二
〇
一
五
）。
支
部

（
八
五
六
）



日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
）

一
〇
三

政
党
交
付
金
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
交
付
金
が
民
主
党
に
と
っ
て
各
議
員
に
所
属
を
促
す
た
め
の
コ
ス
ト
に
な
っ
て
い
た
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

表 2　民主党における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

１997 年 28.97% 25.64% 45.39%

１998 年 41.98% 13.22% 44.80%

１999 年 57.81% 18.57% 23.61%

2000 年 45.35% 7.57% 47.08%

200１ 年 36.97% 14.20% 48.83%

2002 年 61.52% 21.16% 17.33%

2003 年 29.51% 8.34% 62.15%

2004 年 47.34% 9.87% 42.79%

2005 年 35.63% 7.79% 56.58%

2006 年 60.07% 16.44% 23.49%

2007 年 35.28% 4.22% 60.50%

2008 年 56.10% 11.77% 32.14%

2009 年 45.18% 6.70% 48.11%

20１0 年 49.88% 8.00% 42.12%

20１１ 年 68.99% 13.20% 17.81%

20１2 年 73.24% 7.92% 18.85%

20１3 年 40.20% 8.98% 50.81%

20１4 年 51.90% 8.87% 39.23%

20１5 年 47.63% 13.79% 38.57%

20１6 年 55.57% 6.51% 37.93%

20１7 年 46.07% 12.02% 41.91%

平均 48.34% 11.66% 40.00%

標準偏差 11.75% 5.20% 13.14%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

（
八
五
七
）
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一
〇
四

自
由
党
（
一
九
九
八
年
結
成
）
は
一
九
九
九
年
を
除
き
、
政
治
活
動
費
が
支
出
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
三
年

に
は
、
八
六
・
四
七
％
、
八
五
・
六
四
％
、
七
七
・
八
一
％
が
政
治
活
動
費
に
充
て
ら
れ
、
各
支
部
へ
の
配
分
は
全
体
の
一
割
程
度
に
と
ど

ま
っ
た
。
経
常
経
費
に
つ
い
て
も
一
九
九
九
年
を
除
く
と
、
一
割
程
度
の
水
準
で
推
移
し
て
い
た
。
自
由
連
合
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
受

給
要
件
を
満
た
し
、
二
〇
〇
六
年
ま
で
交
付
を
受
け
た
。
九
年
間
の
平
均
値
を
算
出
す
る
と
、
経
常
経
費
が
支
部
政
党
交
付
金
を
上
回
っ

て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
経
常
経
費
の
割
合
は
一
八
・
八
七
％
に
と
ど
ま
り
、
六
〇
％
以
上
が
政
治
活
動
費
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
た
。

無
所
属
の
会
は
、
政
党
と
い
う
よ
り
も
、
政
党
助
成
法
の
要
件
を
満
た
し
た
政
治
集
団
で
あ
り
、
政
党
交
付
金
と
議
会
内
会
派
に
支
給

さ
れ
る
立
法
事
務
費
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
（
12
）

。
二
〇
〇
一
～
二
〇
〇
三
年
の
支
出
に
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
が
如
実
に
表
れ
て
お

り
、
全
支
出
額
の
八
〇
～
九
〇
％
が
支
部
政
党
交
付
金
に
充
て
ら
れ
た
。
集
団
と
し
て
の
活
動
を
指
向
し
て
い
な
い
た
め
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
経
常
経
費
へ
の
支
出
は
も
っ
と
も
小
さ
な
割
合
と
な
っ
て
い
る
（
13
）

。

二
〇
〇
五
年
に
は
複
数
の
政
党
が
設
立
さ
れ
た
。
二
〇
〇
五
年
の
総
選
挙
直
前
に
登
場
し
た
国
民
新
党
は
、
自
民
党
を
離
脱
し
た
議
員

ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
設
立
年
の
支
出
は
全
て
が
政
治
活
動
費
に
充
て
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
政
治
活
動
費
が

も
っ
と
も
大
き
な
割
合
を
占
め
続
け
た
が
、
経
常
経
費
の
割
合
が
徐
々
に
拡
大
し
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
、
国
民
新
党
に
は
、
組
織
の
整

備
を
進
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
第
四
六
回
総
選
挙
が
執
り
行
わ
れ
た
二
〇
一
二
年
に
は
、
経
常
経
費
が
前
年
の
規
模
か
ら

圧
縮
さ
れ
、
政
治
活
動
費
の
割
合
が
増
加
し
た
。

国
民
新
党
と
同
じ
く
二
〇
〇
五
年
に
設
立
さ
れ
た
新
党
日
本
に
は
、
他
党
と
異
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
助
成
を
受
け
た
八
年
間
で
は
、

三
〇
％
を
超
え
る
資
金
が
経
常
経
費
に
充
て
ら
れ
た
。
支
部
政
党
交
付
金
は
小
規
模
な
支
出
に
と
ど
ま
り
、
経
常
経
費
と
支
部
政
党
交
付

金
の
割
合
が
拮
抗
す
る
年
も
み
ら
れ
た
。
当
時
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
第
二
節
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
七
年
以
降
、
新
党
日
本
に

（
八
五
八
）



日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
）

一
〇
五

所
属
す
る
議
員
は
一
名
と
な
り
、
支
部
に
資
金
を
配
分
す
る
必
要
性
が
低
下
し
、
結
果
的
と
し
て
経
常
経
費
に
資
金
を
充
て
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
〇
八
年
に
は
改
革
ク
ラ
ブ
が
誕
生
し
た
（
14
）

。
こ
の
政
党
も
、
経
常
経
費
の
割
合
が
も
っ
と
も
小
さ
く
、
七
年
間
の
平
均
値
は

一
一
・
九
六
％
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
二
〇
一
四
年
、
二
〇
一
五
年
と
経
常
経
費
の
割
合
が
上
昇
し
、
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
に
は
変
化
が
み

ら
れ
た
。
新
党
改
革
も
、
二
〇
一
二
年
時
点
に
お
い
て
党
所
属
の
議
員
が
一
名
と
な
っ
た
た
め
、
支
部
政
党
交
付
金
の
需
要
が
低
下
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
三
年
に
支
部
政
党
交
付
金
が
七
一
％
を
記
録
し
も
の
の
、
二
〇
一
四
年
、
二
〇
一
五
年
に
は
経
常
経
費
が
増
加

し
た
。
新
党
日
本
の
ケ
ー
ス
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
資
金
の
支
出
に
は
所
属
議
員
数
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。

み
ん
な
の
党
、
生
活
の
党
も
経
常
経
費
が
も
っ
と
も
小
さ
な
割
合
と
な
っ
て
お
り
、
支
部
政
党
交
付
金
と
政
治
活
動
費
の
い
ず
れ
か
が

五
〇
％
を
上
回
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
み
ん
な
の
党
は
、
ほ
と
ん
ど
の
年
で
政
党
支
部
へ
の
資
金
提
供
が
六
〇
％
以
上
を
占
め
て
お
り
、

使
途
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
維
新
の
会
も
経
常
経
費
が
も
っ
と
も
小
さ
な
割
合
の
項
目
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現

在
の
日
本
維
新
の
会
に
至
る
二
〇
一
六
年
と
二
〇
一
七
年
に
上
昇
し
て
お
り
、
今
後
、
組
織
維
持
の
費
用
に
一
定
の
割
合
が
充
て
ら
れ
て

い
く
可
能
性
が
み
ら
れ
る
。

５
　
結
論
と
含
意

政
党
交
付
金
の
支
出
の
傾
向
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
政
党
が
支
部
政
党
交
付
金
と
政
治
活
動
費
と
し
て
の
支
出
を
手
厚
く
し
、
経
常

経
費
は
相
対
的
に
小
さ
な
割
合
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
交
付
を
受
け
た
政
党
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ

（
八
五
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
〇
六

ぞ
れ
の
推
移
に
注
目
し
て
も
同
様
の
結
果
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
制
度
の
運
用
の
結
果
、
日
本
の
政
党
助
成
は
、
政
党
と

し
て
の
政
治
活
動
か
、
所
属
議
員
お
よ
び
候
補
者
に
提
供
さ
れ
る
資
金
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
本
稿
の
検
証
か
ら

は
、
以
下
の
四
点
の
含
意
が
導
き
出
さ
れ
る
。

第
一
に
、
各
党
の
収
入
を
と
り
ま
く
状
況
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
政
党
助
成
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
交
付
金
の
使
途
を
限
定
す

る
こ
と
の
有
効
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
現
行
制
度
に
お
い
て
、
議
席
数
と
得
票
率
を
も
と
に
配
分
額
が
算
出
さ
れ
る
た
め
、
政
党
交
付
金

は
大
政
党
に
集
中
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
固
定
化
す
る
。
各
党
の
収
入
源
の
う
ち
、
党
費
や
献
金
と
い
っ
た
自
主
財
源
は
失
わ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
年
間
収
入
に
占
め
る
自
主
財
源
は
多
く
の
政
党
で
三
〇
％
未
満
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
本
稿
で
扱
っ
た
新
党

は
、
現
職
議
員
に
よ
る
離
合
集
散
が
起
源
に
な
っ
て
お
り
、
リ
ソ
ー
ス
の
供
給
を
行
う
よ
う
な
外
部
組
織
を
も
た
ず
に
設
立
さ
れ
る
。

選
挙
や
日
常
的
な
宣
伝
活
動
な
ど
、
各
党
と
も
資
金
需
要
は
一
致
す
る
の
に
対
し
、
収
入
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
実
際
に
投
入
す
る
こ
と

で
き
る
資
金
に
は
差
が
生
じ
る
。
資
金
の
量
が
選
挙
結
果
を
左
右
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
多
額
の
資
金
を
準
備
す
る
政

党
は
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
宣
伝
活
動
の
機
会
を
多
く
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
新
党
は
、
限
ら
れ
た
資
金
を
政
治
活
動

な
ど
に
充
て
、
組
織
の
発
展
を
迎
え
る
こ
と
な
く
消
滅
す
る
。
そ
こ
で
、
政
党
交
付
金
の
一
部
に
つ
い
て
、
使
途
と
支
出
額
と
に
制
限
を

か
け
、
支
出
の
偏
り
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
有
効
と
な
る
。
支
出
の
制
限
に
よ
り
、
小
規
模
の
新
党
に
対
し
て
組
織
運
営
や
拡
大
に

向
け
た
費
用
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
金
の
使
途
制
限
と
上
限
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
各
党
に
一
定
の
余
剰
財
源
を
創
出
さ

せ
、
組
織
化
に
向
け
た
資
金
的
な
余
力
を
も
た
ら
す
。
そ
の
結
果
、
各
党
が
組
織
化
を
進
め
る
と
、
所
属
す
る
議
員
に
は
一
つ
の
政
党
組

織
を
維
持
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
組
織
化
に
と
も
な
っ
て
分
業
化
が
生
じ
る
と
、
一
度
抱
え
た
人
的
資
源

や
物
的
資
源
を
維
持
し
続
け
る
必
要
が
生
じ
、
政
党
の
解
散
に
対
す
る
コ
ス
ト
が
上
昇
す
る
。
ま
た
、
所
属
し
て
い
る
限
り
資
金
を
得
つ

（
八
六
〇
）



日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
）

一
〇
七

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
所
属
そ
の
も
の
が
利
益
と
な
り
、
政
党
間
移
動
の
誘
因
が
低
下
す
る
。
結
果
的
に
、
政
党
組
織
が
こ
れ
ま

で
に
み
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
る
余
地
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
は
、
政
党
の
存
続
期
間
を
延
長
す
る
た
め
の
施
策
と
い
え
る
。
政
党
の
延
命
が
目
指
さ
れ
る
理
由
は
、
政
党
交
付
金
に
一
つ
の

意
義
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
交
付
を
受
け
た
政
党
が
短
期
間
で
消
滅
し
て
お
り
、
政
党
に
対
す
る
公
的
助
成
が
何
を
も
た

ら
す
の
か
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
み
ら
れ
る
の
か
、
政
党
助
成
の
意
義
が
不
透
明
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
政
党
助
成
が
必
要
で
あ
る
の
か
、

政
党
助
成
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
期
待
す
る
の
か
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

第
二
の
含
意
は
、
政
党
助
成
が
党
組
織
の
発
展
を
支
え
て
い
く
可
能
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
結
論
は
、
政
党
助
成
が
党

組
織
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
含
意
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
、

国
民
新
党
と
日
本
維
新
の
会
の
傾
向
か
ら
、
経
常
経
費
の
割
合
の
増
加
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
本
稿
が
出
発
点
に
据
え
た
問
い
の
よ
う

に
、
交
付
金
が
組
織
を
支
え
る
資
金
と
し
て
作
用
す
る
可
能
性
を
示
す
。
わ
ず
か
な
期
間
に
お
け
る
傾
向
に
と
ど
ま
る
た
め
、
引
き
続
き

観
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
今
後
、
上
昇
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
す
る
と
、
政
党
は
、
一
定
期
間
を
過
ご
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、

組
織
を
維
持
す
る
た
め
の
整
備
を
行
わ
な
い
、
あ
る
い
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
仮
説
が
導
き
出
さ
れ
る
。

第
三
に
、
各
党
の
特
徴
と
支
出
の
パ
タ
ー
ン
と
の
間
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
15
）

。

民
主
党
、
新
党
改
革
、
み
ん
な
の
党
、
日
本
維
新
の
会
が
支
部
政
党
交
付
金
へ
の
割
り
当
て
を
重
視
し
た
の
に
対
し
、
自
由
党
は
政
治
活

動
費
に
軸
足
を
置
い
て
い
た
。
前
者
は
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
の
合
同
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
小
沢
一
郎
個
人
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
支
部
政
党
交
付
金
か
、
そ
れ
と
も
政
治
活
動
費
の
い
ず
れ
に
重
き
が
置
か
れ
る

の
か
と
い
う
点
は
、
政
党
が
設
立
さ
れ
た
経
緯
に
左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
（M

aurice D
uverger

）
や
パ
ネ
ビ
ア
ン

（
八
六
一
）
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六
巻
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〇
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一
〇
八

コ
（A

ngelo P
anebianco

）
が
論
じ
る
よ
う
に
、
政
党
の
基
盤
、
あ
る
い
は
発
生
期
モ
デ
ル
と
組
織
の
特
徴
と
の
間
に
何
ら
か
の
類
似
性

が
み
ら
れ
る
な
ら
ば
、
新
党
の
結
成
に
至
る
文
脈
と
支
出
の
パ
タ
ー
ン
と
の
間
に
も
関
連
性
が
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
く
つ
か
の

政
党
や
グ
ル
ー
プ
が
合
併
す
る
場
合
、
新
党
の
執
行
部
は
、
離
党
や
分
裂
を
招
か
な
い
よ
う
、
彼
ら
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

反
対
に
、
特
定
の
個
人
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
率
い
ら
れ
た
政
党
は
、
資
金
に
よ
っ
て
凝
集
性
を
高
め
る
よ
う
な
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

そ
の
た
め
、
政
党
単
位
で
の
支
出
を
重
視
す
る
こ
と
が
で
き
、
政
治
活
動
費
の
支
出
を
重
視
す
る
に
至
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
実
証
分
析
が
求
め
ら
れ
る
。

第
四
に
、
本
稿
の
問
い
の
出
発
点
と
し
た
ス
キ
ャ
ロ
ウ
の
議
論
を
め
ぐ
り
、
政
党
助
成
の
影
響
を
一
般
化
す
る
た
め
に
は
、
各
党
の
支

出
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
理
論
上
の
知
見
を
も
と
に
政
党
助
成
の
影
響
を
推

測
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
ご
と
に
制
度
的
な
違
い
が
大
き
く
（P

ierre et al 2000

）、
現
時
点
で
は
、
政
党
助
成
の
影

響
に
つ
い
て
国
ご
と
の
さ
ら
な
る
デ
ー
タ
を
追
加
し
、
そ
の
う
え
で
理
論
の
構
築
に
向
か
う
と
い
う
よ
う
な
段
階
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
ま
ず
、
各
国
の
制
度
を
比
較
し
、
政
党
助
成
制
度
の
構
成
要
素
、
共
通
す
る
事
項
や
特
殊
な
事
項
が
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
本
稿
の
議
論
か
ら
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
点
を
整
理
し
、
今
後
の
課
題
と
し
て
示
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
は
、
政
党
助
成
が

各
党
の
組
織
化
を
も
た
ら
す
資
金
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
目
を
向
け
た
。
本
稿
の
関
心
は
、
政
党
が
ど
の
よ
う
に
資
金
を

支
出
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
あ
り
、
各
党
が
ど
の
よ
う
な
意
図
や
戦
略
に
も
と
づ
い
た
支
出
を
行
う
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
射
程
に

含
ま
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
新
た
に
登
場
し
た
政
党
が
議
会
外
組
織
や
地
方
組
織
の
整
備
を
行
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
組
織

の
整
備
を
求
め
な
い
新
党
の
場
合
に
は
、
戦
略
的
に
経
常
経
費
以
外
の
支
出
に
資
金
を
費
や
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
想

（
八
六
二
）



日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
）

一
〇
九

定
す
る
と
、
政
党
は
組
織
化
を
志
向
す
る
の
か
否
か
、
志
向
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な

要
因
か
ら
生
じ
得
る
の
か
、
政
党
の
行
動
に
関
す
る
研
究
蓄
積
と
の
接
合
が
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
政
党
組
織
論
の
蓄
積
を
援
用
し
、

幹
部
政
党
モ
デ
ル
に
近
い
組
織
を
目
指
す
場
合
と
大
衆
政
党
モ
デ
ル
に
近
い
組
織
を
目
指
す
場
合
と
で
は
、
支
出
の
傾
向
に
違
い
が
み
ら

れ
る
の
か
否
か
、
み
ら
れ
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
違
い
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
、
政
党
組
織

の
特
徴
と
資
金
支
出
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
新
党
に
限
ら
ず
、
既
成
政
党
に
お
け
る
支
出
の
傾
向
に
も
注
目
し
て
、
よ
り

広
い
視
野
か
ら
政
党
助
成
の
影
響
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

政
党
助
成
は
あ
く
ま
で
も
公
的
助
成
で
あ
り
、
目
的
や
意
義
が
明
確
に
さ
れ
る
と
と
も
に
効
果
が
点
検
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
、
交
付
金
が
各
党
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
資
金
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
政
党
助
成
が
正
面
か
ら
と

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
た
。
本
稿
の
取
り
組
み
は
初
歩
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
導
き
出
さ
れ
た
含
意
を

今
後
の
研
究
課
題
と
し
、
政
党
助
成
に
関
す
る
分
析
を
深
め
て
い
き
た
い
。
政
党
助
成
は
、
制
度
と
し
て
取
り
扱
う
視
点
と
政
党
研
究
の

視
点
の
両
者
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
じ
、
さ
ら
な
る
知
見
の
蓄
積
が
求
め
ら
れ
る
。

（
八
六
三
）
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付表

付表 １　自由党における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

１998 年 25.17% 10.66% 64.16%

１999 年 48.91% 29.71% 21.38%

2000 年 6.88% 6.66% 86.47%

200１ 年 6.80% 7.57% 85.64%

2002 年 10.12% 12.07% 77.81%

平均 19.58% 13.33% 67.09%

標準偏差 16.16% 8.42% 24.21%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

付表 2　自由連合における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

１998 年 17.94% 10.69% 71.55%

１999 年 17.75% 10.19% 72.06%

2000 年 15.96% 15.95% 68.09%

200１ 年 3.70% 11.89% 84.41%

2002 年 15.96% 11.60% 72.43%

2003 年 0.86% 37.32% 61.82%

2004 年 0.12% 22.44% 77.44%

2005 年 15.75% 20.72% 63.53%

2006 年 56.81% 29.08% 14.11%

平均 16.10% 18.87% 65.05%

標準偏差 16.00% 8.90% 19.12%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

（
八
六
四
）
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付表 3　無所属の会における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

１999 年 46.64% 37.42% 15.94%

2000 年 74.23% 15.00% 10.77%

200１ 年 83.65% 6.52% 9.83%

2002 年 90.96% 5.58% 3.46%

2003 年 93.35% 3.96% 2.68%

2004 年 18.62% 47.69% 33.69%

平均 67.91% 19.36% 12.73%

標準偏差 26.92% 17.03% 10.40%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

付表 4　国民新党における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

2005 年 0.00% 0.00% 100.00%

2006 年 41.97% 6.26% 51.77%

2007 年 18.21% 8.30% 73.48%

2008 年 34.69% 19.16% 46.15%

2009 年 11.32% 11.58% 77.10%

20１0 年 3.96% 22.41% 73.63%

20１１ 年 29.35% 28.39% 42.26%

20１2 年 19.39% 13.45% 67.16%

平均 19.86% 13.70% 66.44%

標準偏差 13.79% 8.65% 17.87%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

（
八
六
五
）
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付表 5　新党日本における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

2005 年 37.13% 0.00% 62.87%

2006 年 54.04% 23.89% 22.07%

2007 年 17.00% 40.73% 42.27%

2008 年 10.95% 51.54% 37.51%

2009 年 15.07% 25.72% 59.21%

20１0 年 8.39% 34.92% 56.68%

20１１ 年 13.51% 41.73% 44.76%

20１2 年 14.58% 45.72% 39.70%

平均 21.33% 33.03% 45.63%

標準偏差 14.83% 15.29% 12.61%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

付表 6　新党改革における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

2009 年 85.42% 2.33% 12.25%

20１0 年 64.91% 17.09% 18.00%

20１１ 年 90.30% 5.83% 3.87%

20１2 年 54.49% 9.58% 35.93%

20１3 年 71.26% 9.02% 19.73%

20１4 年 39.43% 13.91% 46.65%

20１5 年 34.97% 25.99% 39.03%

平均 62.97% 11.96% 25.07%

標準偏差 19.76% 7.29% 14.50%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

（
八
六
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付表 7　みんなの党における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

2009 年 61.63% 4.06% 34.31%

20１0 年 69.01% 4.23% 26.75%

20１１ 年 80.02% 8.46% 11.52%

20１2 年 75.68% 7.24% 17.08%

20１3 年 59.61% 9.91% 30.48%

20１4 年 57.50% 8.82% 33.68%

平均 67.24% 7.12% 25.64%

標準偏差 8.39% 2.24% 8.53%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

付表 8　生活の党における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

20１3 年 31.26% 8.38% 60.36%

20１4 年 37.96% 12.46% 49.58%

20１5 年 55.78% 38.80% 5.43%

20１6 年 36.65% 12.82% 50.53%

20１7 年 56.10% 26.79% 17.11%

平均 43.55% 19.85% 36.60%

標準偏差 10.36% 11.34% 21.35%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

付表 9　日本維新の会における政党交付金の支出

支部政党交付金 経常経費 政治活動費

20１3 年 66.29% 3.44% 30.28%

20１4 年 69.15% 8.05% 22.80%

20１4 年 63.09% 2.96% 33.95%

20１5 年 49.39% 3.29% 47.33%

20１6 年 50.15% 14.52% 35.33%

20１7 年 45.82% 19.82% 34.36%

平均 57.31% 8.68% 34.01%

標準偏差 9.13% 6.43% 7.29%

出典：「政党交付金使途等報告書」『官報』より筆者作成。

（
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注（
1
） 

新
党
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
共
通
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
政
党
を
新
党
と
し
て
扱
い
、
ど
の
よ
う

な
政
党
を
新
党
か
ら
除
外
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
基
準
の
設
定
や
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
政
党
助
成
が
開
始
し
た
一
九
九
五
年

以
降
に
登
場
し
、
交
付
金
を
受
給
し
た
政
党
を
新
党
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
助
成
を
受
け
る
に
は
、
所
属
す
る
国
会
議
員
が
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
た
め
、
本
稿
に
お
け
る
新
党
は
、
山
本
（
二
〇
一
五
）
に
お
け
る
「
衆
参
ど
ち
ら
か
に
所
属
国
会
議
員
が
存
在
す
る
政
党
」
を
「
存
続
す

る
政
党
」
と
重
な
り
を
も
つ
。

（
2
） 

ス
キ
ャ
ロ
ウ
は
、
政
党
間
競
合
と
い
う
点
か
ら
資
金
を
と
り
上
げ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
自
ら
の
組
織
に
か
け
る
資
金
を
と
り
上
げ
る
。
そ

こ
で
、
政
党
交
付
金
使
途
等
報
告
書
に
お
け
る
「
経
常
経
費
」
に
注
目
す
る
。

（
3
） 

本
稿
で
は
、
政
党
本
部
レ
ベ
ル
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
交
付
金
の
支
出
に
み
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
を
明
ら
か
に
す
る
。
政
党
組
織
全
体
を
射
程
と
す

る
た
め
に
は
、
所
属
議
員
や
候
補
者
に
提
供
さ
れ
る
交
付
金
の
使
途
ま
で
を
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
別
稿
に
お
い
て
論
じ
る
こ

と
と
す
る
。

（
4
） 

政
党
助
成
法
上
、
各
党
へ
の
配
分
額
の
算
出
は
、
総
務
大
臣
に
政
党
届
を
提
出
し
た
党
に
所
属
す
る
議
員
お
よ
び
得
票
率
の
み
が
対
象
と
な
り
、

届
け
出
を
提
出
し
な
い
政
党
や
、
受
給
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
政
党
お
よ
び
政
治
団
体
が
得
た
票
や
議
席
は
計
算
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

（
八
七
一
）
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八

（
5
） 

資
金
の
支
出
と
得
票
率
の
関
係
に
つ
い
て
は
学
術
的
な
分
析
が
進
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
研
究
も
、
議
員
や
候
補

者
個
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
川
人
（
二
〇
〇
四
）
で
は
、
資
金
を
よ
り
多
く
投
入
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
得
票
数
が
増
加
す

る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
な
お
、
得
票
の
変
動
の
幅
は
大
き
な
も
の
で
な
く
、
資
金
の
有
効
性
を
積
極
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

C
arlson

（2007

）
は
、
比
例
区
の
み
の
立
候
補
者
よ
り
も
、
選
挙
区
お
よ
び
重
複
で
の
立
候
補
を
し
て
い
る
者
の
方
が
資
金
を
多
く
投
入
す
る
傾

向
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
6
） 

政
党
助
成
法
で
は
、
各
党
が
使
い
き
る
こ
と
の
な
か
っ
た
資
金
を
「
特
定
の
目
的
の
た
め
に
政
党
交
付
金
の
一
部
を
積
み
立
て
」
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
お
り
、
報
告
書
に
は
、
翌
年
以
降
へ
の
繰
越
金
と
し
て
政
党
基
金
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
7
） 

本
稿
の
関
心
は
支
出
パ
タ
ー
ン
の
析
出
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
各
項
目
の
相
対
的
な
比
率
を
示
す
も
の
に
と
ど
ま
る
。
政
党
が
ど
の
程
度
の
資

金
、
割
合
を
組
織
運
営
に
充
て
る
の
か
と
い
っ
た
一
般
的
な
基
準
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
政
党
間
比
較
、
あ
る
い
は
国
際
比
較
を
通
じ
た
分
析
が

求
め
ら
れ
る
。

（
8
） 

こ
こ
で
は
新
進
党
も
対
象
と
し
て
い
る
。
新
進
党
の
結
党
は
一
九
九
四
年
で
あ
り
対
象
外
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
政
党
助
成
の
受
給
を
目
的
に

結
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
一
二
月
新
党
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
析
に
含
め
た
。

（
9
） 

結
い
の
党
や
希
望
の
党
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
結
党
一
年
目
と
二
年
目
以
降
の
傾
向
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
10
） 

総
選
挙
と
通
常
選
挙
を
少
な
く
と
も
一
度
以
上
を
経
験
す
る
と
考
え
ら
れ
る
期
間
と
し
て
五
年
と
い
う
期
間
を
設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
国
政
選

挙
の
経
験
の
有
無
、
お
よ
び
総
選
挙
と
通
常
選
挙
と
い
う
差
異
の
影
響
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
名
称
変
更
を
し
た
政
党
も
そ
の
ま
ま
同

一
政
党
と
し
て
扱
っ
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、
本
文
に
掲
載
し
な
か
っ
た
政
党
の
支
出
は
付
表
に
記
載
し
た
。

（
11
） 

日
本
維
新
の
会
は
、
二
〇
一
三
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
維
新
の
会
が
解
散
し
て
い
る
こ
と
か
ら
政
党
助
成
法
上
の
連
続
性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

党
執
行
部
の
継
続
性
を
鑑
み
、
二
〇
一
五
年
の
維
新
の
党
を
含
め
て
同
一
の
政
党
と
し
て
扱
っ
た
。

（
12
） 

受
給
要
件
を
満
た
す
限
り
、
政
党
と
し
て
の
機
能
や
組
織
体
の
形
成
を
目
指
さ
な
い
集
団
も
助
成
対
象
と
な
る
。

（
13
） 

た
だ
し
、
最
後
に
助
成
を
受
け
た
二
〇
〇
四
年
に
は
四
七
・
六
九
％
が
経
常
経
費
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

改
革
ク
ラ
ブ
は
、
二
〇
一
〇
年
に
新
党
改
革
に
改
称
し
た
。
改
称
後
の
期
間
の
方
が
長
い
た
め
、
本
稿
で
は
新
党
改
革
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

（
八
七
二
）



日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性

─
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を
促
進
す
る
の
か
（
浅
井
）

一
一
九

（
15
） 

こ
の
点
は
、
資
金
の
支
出
を
規
定
す
る
要
因
が
政
党
の
存
続
期
間
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
も
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
度
日
本
公
共
政
策
学
会
（
二
〇
一
九
年
六
月
八
日
・
九
日
に
追
手
門
学
院
大
学
で
開
催
）
に
お
け
る
分
科
会

「
若
手
報
告
セ
ッ
シ
ョ
ン
Ⅲ
」
に
提
出
し
た
報
告
論
文
「
日
本
に
お
け
る
政
党
助
成
制
度
の
逆
進
性
：
政
党
交
付
金
は
新
党
の
組
織
化
を

促
進
す
る
の
か
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
八
七
三
）





公
職
選
挙
法
制
定
と
選
挙
運
動
規
制
（
安
野
）

一
二
一

公
職
選
挙
法
制
定
と
選
挙
運
動
規
制

安
　
　
野
　
　
修
　
　
右

一
　
は
じ
め
に

本
稿
は
一
九
五
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
公
職
選
挙
法
（
以
下
、
五
〇
年
制
定
法
な
い
し
五
〇
年
法
と
省
略
す
る
）
に
お
け
る
選
挙
運
動
規
制
の

評
価
を
目
的
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
戦
前
の
選
挙
運
動
規
制
の
導
入
ま
で
に
遡
っ
て
既
に
多
く
の
研
究
成
果

が
あ
る
。
た
と
え
ば
杣
正
夫
は
、
一
九
二
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
に
お
け
る
厳
格
な
選
挙
運
動
規
制
の
創
始
か
ら
一
九
五
二
年
公

職
選
挙
法
改
正
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
経
緯
に
関
し
膨
大
な
業
績
を
残
し
て
い
る
（
１
）

。
ま
た
弁
護
士
で
あ
る
斎
藤
鳩
彦
も
、
戦
前
か
ら

一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
選
挙
運
動
規
制
の
変
遷
に
つ
い
て
非
常
に
緻
密
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
（
２
）

。
あ
る
い
は
昨
今
で
は
法
制
史
や
行
政
学

の
分
野
か
ら
選
挙
運
動
規
制
の
問
題
に
対
し
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
試
み
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
法
制
史
の
分
野
に
つ
い
て
は
、

三
枝
昌
幸
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
規
制
ま
で
も
視
野
に
含
め
た
選
挙
運
動
規
制
の
変
遷
に
関
す
る
重
要
な
業
績
が
存
在
す
る
（
３
）

。
あ
る
い
は
行

論

　説

（
八
七
五
）
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二

政
学
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
堀
内
匠
に
よ
る
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
制
定
に
お
け
る
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
な
ど
の
各
ア
ク
タ
ー
の
動

向
を
明
ら
か
に
し
た
貴
重
な
業
績
が
あ
る
（
４
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
制
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
に
関
連
す
る
研
究
も
含
め
既
に
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
。
そ
し

て
そ
う
し
た
一
連
の
研
究
は
、
五
〇
年
制
定
法
に
関
し
て
、
戦
前
の
反
民
主
的
な
選
挙
運
動
規
制
を
戦
後
政
治
に
継
承
さ
せ
た
も
の
と
し

て
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
詳
細
な
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
要
点
は
、
特
殊
日
本
的
な
選
挙
運
動
規
制
の
方
式
で

あ
る
「
包
括
的
禁
止
・
限
定
解
除
の
方
式
（
５
）

」
が
維
持
・
継
承
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
の
選
挙
運
動
規
制
は
、
欧
米
の
選
挙
法

が
違
法
と
な
る
選
挙
運
動
を
個
別
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
選
挙
運
動
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
禁
止
し
合
法
と
な
る

運
動
を
個
別
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
方
式
の
も
と
で
、
選
挙
運
動
は
、
そ
の
方
法
・
期
間
・
主
体

に
い
た
る
ま
で
極
め
て
膨
大
な
領
域
が
規
制
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
厳
格
な
規
制
は
、
第
五
代
警
察
庁
長
官
を
歴
任
し
た
新
井
裕
が
戦
前

の
「
選
挙
取
締
に
は
政
治
警
察
的
な
考
慮
が
加
え
ら
れ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
６
）

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
戦
前
に
お
け
る

選
挙
干
渉
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
７
）

。
こ
う
し
た
事
実
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
五
〇
年
制
定
法
が
批
判
的
に
評
価
さ
れ

る
こ
と
は
極
め
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
五
〇
年
制
定
法
を
め
ぐ
る
一
連
の
先
行
研
究
に
対
し
て
は
、
主
に
二
つ
の
重
大
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
目
の
問
題
は
、
杣
や
斎
藤
の
業
績
に
お
い
て
顕
著
な
態
度
で
あ
る
が
、「
包
括
的
禁
止
・
限
定
解
除
の
方
式
」
と
い
う
規
制
の

枠
組
が
反
民
主
的
で
あ
る
こ
と
を
自
明
視
し
過
ぎ
て
お
り
、
そ
の
枠
組
内
で
の
制
度
変
更
に
は
さ
ほ
ど
関
心
を
も
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
五
〇
年
制
定
法
の
評
価
に
関
し
て
、
後
述
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（J.W

illiam
s

）
と
い
っ
た
当
事
者
ら
の
評
価
と
の
不
整
合
を
生
じ

さ
せ
て
い
る
。
二
つ
目
の
問
題
は
、
既
存
の
研
究
が
五
〇
年
制
定
法
を
一
九
二
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
か
ら
は
じ
ま
る
選
挙
運
動

（
八
七
六
）
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三

規
制
強
化
の
終
着
点
と
し
て
取
り
扱
う
傾
向
に
あ
り
、
戦
後
の
規
制
強
化
の
出
発
点
と
は
み
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
先
行
研
究

の
態
度
は
、
戦
後
に
行
わ
れ
た
各
種
改
正
の
評
価
・
議
論
を
著
し
く
困
難
に
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
き
つ
つ
五
〇
年
制
定
法
の
再
評
価
を
試
み
る
。
具
体
的
に
本

稿
は
以
下
の
構
成
を
と
る
。
ま
ず
次
章
で
は
、
一
九
二
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
及
び
一
九
三
四
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
の
経

緯
を
中
心
と
し
て
、
戦
前
に
お
け
る
選
挙
運
動
規
制
の
導
入
・
強
化
の
経
緯
、
及
び
戦
前
に
お
け
る
厳
格
な
規
制
の
正
当
化
理
由
を
明
ら

か
に
す
る
。
第
三
章
で
は
、
終
戦
直
後
に
行
わ
れ
た
一
九
四
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
を
対
象
と
し
つ
つ
、
占
領
統
治
期
の
選
挙
運

動
規
制
の
維
持
・
存
続
の
方
針
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
裁
定
」
が
下
さ
れ
る
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
四
章
で
は
、
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
制
定
の
発
端
で
あ
る
「
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
」
の
公
表
か
ら
公
職
選
挙
法
の
制
定
過
程
ま
で
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
戦
前
の
選
挙
運
動
規
制
が
戦
後
政
治
へ
と
継
承
さ
れ
る
際
に
そ
の
存
在
理
由
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
一
連
の
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
九
五
〇
年
制
定
法
の
戦
後
政
治
史
に
お
け
る
位
置
づ
け

を
明
ら
か
に
す
る
。

二
　
戦
前
に
お
け
る
選
挙
運
動
規
制
と
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
原
理

前
述
し
た
よ
う
に
日
本
の
厳
格
な
選
挙
運
動
規
制
は
、「
包
括
的
禁
止
・
限
定
解
除
の
方
式
」
の
原
則
を
大
き
な
前
提
と
し
て
い
る
。

だ
が
よ
り
詳
細
に
い
え
ば
日
本
の
規
制
は
以
下
の
特
徴
を
伴
う
。
ま
ず
「
包
括
的
禁
止
」
の
原
則
の
も
と
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
・
時
期
・
主

体
の
選
挙
運
動
が
全
面
的
に
規
制
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
限
定
解
除
」
の
原
則
の
も
と
、
合
法
的
な
運
動
が
個
別
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
て
い

く
が
、
こ
う
し
て
合
法
と
さ
れ
る
運
動
に
対
し
て
は
「
選
挙
公
営
」
の
名
の
も
と
に
公
的
助
成
が
行
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
の

（
八
七
七
）
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一
二
四

選
挙
運
動
規
制
の
要
点
は
、
国
家
が
容
認
し
助
成
す
る
運
動
の
み
を
認
め
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
規
制
は
前
述
し
た
よ
う
に
戦
前
期
に
形
成
さ
れ
た
。
よ
り
詳
細
に
い
え
ば
、
戸
別
訪
問
の
禁
止
規
定
や
第
三
者
運
動

の
禁
止
規
定
な
ど
の
厳
格
な
選
挙
運
動
規
制
の
導
入
、
つ
ま
り
「
包
括
的
禁
止
」
の
原
則
の
確
立
は
、
一
般
的
に
一
九
二
五
年
衆
議
院
議

員
選
挙
法
改
正
時
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
８
）

。
だ
が
一
方
で
厳
格
な
選
挙
運
動
規
制
と
選
挙
公
営
制
度
と
の
間
の
明
確
な
対
応
関
係
の

発
生
、
つ
ま
り
「
限
定
解
除
」
の
原
理
の
確
立
は
、
一
九
三
四
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
時
に
生
じ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。
ゆ
え
に

日
本
の
選
挙
運
動
規
制
の
基
本
的
原
則
は
、
概
ね
二
五
年
改
正
及
び
三
四
年
改
正
の
二
つ
の
改
正
を
へ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
同

時
に
そ
れ
は
包
括
的
禁
止
・
限
定
解
除
の
方
式
の
規
制
を
下
支
え
す
る
原
理
も
両
改
正
で
登
場
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
一
連
の
先
行
研
究
は
、「
包
括
的
禁
止
・
限
定
解
除
の
方
式
」
の
規
制
を
正
当
化
す
る
言
説
と
し
て
、
戦
前
期
に
お
い
て
「
私

的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
」
原
理
が
主
に
利
用
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
主
唱
者
が
東
京
帝
国
大
学
で
社
会
学
の
講
座
を
担

当
し
て
い
た
建
部
遯
吾
で
あ
っ
た
こ
と
も
杣
ら
の
先
行
研
究
に
よ
り
広
く
知
ら
れ
て
い
た
（
10
）

。
だ
が
彼
の
主
張
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
選
挙

公
営
制
度
の
歴
史
的
展
開
を
主
題
と
す
る
三
枝
の
最
近
の
業
績
（
11
）

ま
で
必
ず
し
も
明
確
化
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
以
降
で
は
、
杣

や
三
枝
の
業
績
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
九
二
五
年
改
正
に
お
け
る
建
部
の
動
向
及
び
一
九
三
四
年
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
三
枝
に
よ
れ
ば
、
建
部
は
、
厳
格
な
規
制
が
最
初
に
導
入
さ
れ
る
一
九
二
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
以
前
か
ら
、
当
時
の
選

挙
過
程
で
跋
扈
す
る
様
々
な
腐
敗
行
為
を
「
廓
淸
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
」
原
理
及
び
そ
れ
に
も

と
づ
く
独
自
の
選
挙
法
改
正
案
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
と
い
う
（
12
）

。
そ
の
基
本
的
な
内
容
は
、
私
的
選
挙
運
動
が
金
力
に
も
と
づ
く
影
響
力

行
使
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
以
下
の
二
つ
の
方
策
を
徹
底
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
選
挙
運
動
費
用
を
極
限

ま
で
に
制
限
す
る
こ
と
、
②
選
挙
が
私
事
で
は
な
く
国
務
で
あ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
選
挙
国
務
観
」
を
徹
底
す
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ

（
八
七
八
）
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一
二
五

る
（
13
）

。そ
し
て
こ
の
二
つ
の
原
理
を
現
実
政
治
に
落
と
し
込
み
、
政
界
腐
敗
を
排
除
す
る
た
め
の
具
体
的
な
制
度
に
関
し
て
、
建
部
は
さ
ら
な

る
言
及
を
行
う
。
第
一
に
、
建
部
は
い
か
な
る
主
体
・
方
法
も
問
わ
ず
、
選
挙
運
動
を
全
面
的
に
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
建
部
は
、「
交
渉
な
し
に
決
意
せ
る
所
の
投
票
が
、
是
れ
最
も
神
聖
な
る
投
票
で
あ
る
（
14
）

」
と
し
て
、
有
権
者
と
の
「
情
誼
」

を
含
む
「
運
動
の
禁
圧
は
必
ず
絶
対
的

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
15
）

」
と
い
う
立
場
を
と
る
。
第
二
に
、
選
挙
が
国
務
で
あ
る
以
上
、
政
見
を
公

表
す
る
こ
と
は
原
則
上
当
然
と
い
う
考
え
か
ら
、
公
営
に
よ
る
政
見
演
説
の
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
16
）

。
こ
う
し
て
建
部
は
現

在
の
「
包
括
的
禁
止
・
限
定
解
除
の
方
式
」
の
枠
組
の
原
型
と
な
る
規
制
の
導
入
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
よ
り
徹
底
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
、
①
選
挙
運
動
員
の
廃
止
、
②
選
挙
事
務
所
の
禁
止
、
③
印
刷
物
配
布
の
禁
止
、
④
政
見
の
新
聞
発
表
の
制
限
、
⑤
候

補
者
推
薦
広
告
の
禁
止
、
な
ど
の
各
種
制
限
規
定
も
ま
た
導
入
す
べ
き
と
主
張
す
る
（
17
）

。

建
部
は
、
一
九
二
二
年
に
東
京
帝
大
を
退
官
し
、
普
通
選
挙
法
制
定
時
に
は
憲
政
会
所
属
の
衆
議
院
議
員
の
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
建
部
は
普
選
法
制
定
過
程
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
選
挙
公
営
論
を
展
開
し
て
い
る
（
18
）

。
そ
の
内
容
は
、
前
述
し
た
も
の
と
さ
ほ
ど
大
き
な

相
違
点
は
な
く
、
①
選
挙
費
用
の
公
費
支
弁
、
②
候
補
者
の
公
示
、
③
演
説
会
場
の
公
設
の
他
は
、
私
的
選
挙
運
動
を
一
切
禁
止
す
べ
き

で
あ
る
と
主
張
し
た
（
19
）

。
建
部
は
、
こ
う
し
た
措
置
を
と
る
こ
と
で
、
公
務
に
参
加
す
る
主
体
で
あ
る
候
補
者
間
の
機
会
均
等
、
ひ
い
て
は

選
挙
の
公
正
が
実
現
さ
れ
る
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
彼
の
主
張
を
ま
と
め
た
三
枝
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
建
部
の
意
見
が
法
案
作
成
作
業

に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
20
）

。

事
実
、
一
九
二
五
年
改
正
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
規
制
は
、
法
定
選
挙
運
動
者
以
外
の
第
三
者
に
よ
る
選
挙
運
動
の
禁
止
規
定
（
い
わ

ゆ
る
第
三
者
運
動
の
禁
止
規
定
）
や
戸
別
訪
問
・
個
々
面
接
及
び
電
話
に
よ
る
選
挙
運
動
の
禁
止
規
定
、
内
務
省
令
に
も
と
づ
く
文
書
図
画

（
八
七
九
）
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一
二
六

制
限
な
ど
の
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
、
第
三
者
運
動
の
禁
止
規
定
に
は
「
演
説
又
は
推
薦
状
に
よ
る
運
動
」
を
可
と
す
る
但

し
書
き
が
あ
り
、
私
的
選
挙
運
動
と
し
て
利
用
可
能
な
文
書
図
画
に
は
量
的
制
限
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
演
説
会
に
つ
い
て
も
特
段
の

制
限
が
な
い
な
ど
、
現
在
の
規
定
と
比
較
し
て
簡
便
・
明
瞭
な
点
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
（
21
）

。
ま
た
選
挙
公
営
制
度
に
関
し
て
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
一
九
一
八
年
国
民
代
表
法
を
参
考
に
し
て
（
22
）

、
①
郵
便
物
の
無
料
利
用
制
度
、
②
公
立
学
校
な
ど
の
施
設
の
無
料
利
用
制
度
が
導
入

さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
三
枝
は
「
最
初
の
選
挙
公
営
は
純
粋
に
選
挙
運
動
へ
の
公
的
補
助
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
（
23
）

」
と
し
て
い
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、
建
部
の
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
論
は
、
一
九
二
五
年
改
正
時
に
お
い
て
限
定
的
な
影
響
力
し
か
発
揮
で
き

な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
後
の
一
九
三
四
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
の
法
案
作
成
作
業
に
お
い
て
、
建
部
の
主
張
は
衆
議
院
議
員
を
中
心

と
し
て
次
第
に
支
持
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
三
四
年
改
正
そ
の
も
の
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
（
24
）

。
建
部
の
主
張

が
影
響
力
を
も
っ
た
直
接
的
な
原
因
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
不
明
確
な
点
が
多
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
一
九
二
五
年
の
男
子
普
通
選
挙
法

成
立
後
初
の
総
選
挙
で
あ
っ
た
一
九
二
八
年
総
選
挙
で
大
規
模
な
腐
敗
行
為
が
横
行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
（
25
）

。
事
実
、
二
八
年
総
選

挙
直
後
の
一
九
三
〇
年
に
は
浜
口
雄
幸
内
閣
の
も
と
衆
議
院
議
員
選
挙
革
正
審
議
会
が
設
置
さ
れ
、
選
挙
費
用
逓
減
の
た
め
の
選
挙
公
営

制
度
の
強
化
・
拡
充
が
答
申
さ
れ
て
い
る
（
26
）

。
も
っ
と
も
、「
選
挙
革
正
審
議
会
の
結
論
は
浜
口
雄
幸
民
政
党
内
閣
で
は
首
相
の
遭
難
、
死

去
の
た
め
法
案
に
具
体
化
さ
れ
な
か
っ
た
（
27
）

」
が
、
こ
の
選
挙
公
営
制
度
の
拡
充
・
選
挙
運
動
規
制
強
化
案
は
、
一
九
三
二
年
に
斎
藤
実
内

閣
の
も
と
で
設
置
さ
れ
た
法
制
審
議
会
に
お
い
て
も
答
申
さ
れ
て
い
る
（
28
）

。

こ
の
法
制
審
議
会
の
内
容
は
、
審
議
会
の
答
申
の
か
な
り
の
部
分
が
一
九
三
四
年
改
正
の
政
府
原
案
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
た
め
、
三
四

年
改
正
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
極
め
て
大
き
な
重
要
性
を
も
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
建
部
に
代
わ
り
、
清
瀬
一
郎
や
岡

（
八
八
〇
）
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一
二
七

田
忠
彦
ら
に
代
表
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
が
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
を
主
張
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
清
瀬
の
意
見
を
要
約
し

た
杣
に
よ
れ
ば
「
①
選
挙
運
動
の
方
法
を
き
わ
め
て
狭
く
解
釈
す
る
。
そ
の
方
法
で
訴
え
る
内
容
は
候
補
者
の
運
動
体
が
用
意
し
、
こ
れ

は
自
由
で
あ
る
。
②
方
法
が
演
説
と
文
書
に
限
ら
れ
る
の
は
戸
別
訪
問
や
個
々
面
接
な
ど
運
動
体
と
有
権
者
と
の
対
話
に
よ
る
直
接
の
接

触
方
法
を
切
断
し
て
い
る
こ
と
か
ら
来
る
と
か
れ
は
判
断
す
る
。
③
選
挙
公
営
は
こ
の
運
動
の
方
法
、
換
言
す
れ
ば
手
段
を
国
家
が
担
当

す
る
こ
と
で
あ
る
。
選
挙
運
動
の
公
営
化
は
こ
う
し
て
私
的
選
挙
運
動
の
制
限
強
化
と
う
ら
、
お
も
て
の
関
係
に
お
か
れ
る
（
29
）

」
と
要
約
し

て
い
る
。
ま
た
杣
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
原
理
に
つ
い
て
、「
全
面
的
な
私
的
選
挙
運
動
の
禁
止
を
主
張
し
た
公
営
論
者
（
30
）

」、
い
わ
ゆ
る

「
完
全
公
営
論
者
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
を
と
っ
た
岡
田
の
見
解
を
要
約
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
公
営
論
の
根
拠

の
中
に
選
挙
公
務
観
が
あ
っ
た
…
…
岡
田
の
主
張
は
、
①
選
挙
運
動
罪
悪
論
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
私
的
な
運
動
を
全
面
的
に
禁
止
し
、

公
営
の
言
論
・
文
書
運
動
に
限
っ
て
赦
す
。
②
お
よ
そ
運
動
が
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
買
収
な
ど
腐
敗
行
為
も
締
め
出
さ
れ
、
ま
た

あ
っ
て
も
取
締
り
が
容
易
に
な
る
（
31
）

」
と
し
て
い
る
。

法
制
審
議
会
に
お
け
る
公
営
論
者
の
主
張
に
対
し
て
は
、
斎
藤
隆
夫
や
美
濃
部
達
吉
が
反
対
の
論
陣
を
は
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
現
行

制
度
へ
の
問
題
提
起
と
し
て
も
十
分
通
用
す
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
。
ま
ず
斎
藤
の
批
判
は
、
私
的
選
挙
運
動
の
自
由

制
限
原
理
に
も
と
づ
く
公
営
制
度
の
拡
充
が
「
要
す
る
に
こ
れ
は
言
論
集
会
の
自
由
を
極
端
に
制
限
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ

う
い
う
こ
と
は
実
に
憲
法
違
反
で
あ
る
と
思
い
ま
す
…
…
個
人
の
言
論
集
会
は
一
切
禁
止
す
る
、
こ
う
い
う
こ
と
を
ば
法
律
に
お
い
て
規

定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ら
、
全
く
立
憲
政
治
の
破
壊
で
あ
り
ま
す
（
32
）

」
と
原
則
論
の
観
点
か
ら
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
一
方
で
美
濃
部

は
、
選
挙
運
動
費
用
の
肥
大
化
が
政
治
腐
敗
を
招
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
が
却
っ
て
「
非
合
法

的
の
潜
行
運
動
を
為
す
も
の
が
多
く
な
る
…
…
果
た
し
て
選
挙
運
動
の
費
用
が
そ
れ
に
依
っ
て
減
ず
る
か
、
減
ず
る
と
し
て
も
そ
の
代
り

（
八
八
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
二
八

平
生
の
培
養
費
が
余
計
掛
か
る
の
で
、
果
た
し
て
そ
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
（
33
）

」
と
現
実
論
・
技
術
論
の
観
点
か
ら
批

判
を
展
開
し
た
。

美
濃
部
は
他
に
も
、
公
営
論
者
が
選
挙
過
程
に
お
け
る
候
補
者
以
外
の
主
体
の
も
つ
役
割
を
捨
象
し
て
い
る
こ
と
も
問
題
視
し
た
。
た

と
え
ば
美
濃
部
は
、
前
述
し
た
岡
田
に
対
し
、
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
原
理
の
も
と
で
政
党
の
選
挙
運
動
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き

か
を
問
う
て
い
る
（
34
）

。
こ
れ
に
対
し
岡
田
は
そ
れ
が
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
及
ば
な
い
限
り
容
認
す
る
よ
り
他
に
な
い
と
答
弁
し
て
い
る

が
、
杣
は
こ
の
岡
田
の
意
見
の
背
後
に
は
次
の
よ
う
な
認
識
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
岡
田
は
政
党
の
選
挙
活
動
は
止
め

よ
う
が
な
い
と
い
う
認
識
と
政
党
活
動
に
対
す
る
低
い
評
価
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
か
れ
の
い
う
私
的
運
動
の
全
面
禁
止
を
や
っ

て
も
、
政
党
活
動
が
抜
け
穴
に
な
っ
て
は
効
果
は
あ
げ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
政
党
の
役
割
を
小
さ
く
見
て
お
れ
ば
、
そ
の
抜
け
穴
は
問

題
に
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
政
党
に
対
す
る
こ
の
低
評
価
は
当
時
と
し
て
一
面
の
現
実
性
を
も
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
こ
の
政
党
観
は
政
党
の
存
在
否
定
に
通
ず
る
恐
る
べ
き
芽
を
蔵
し
て
い
た
と
い
え
（
35
）

」
る
。
ま
た
政
党
と
同
様
の
議
論
は
、
新
聞
の
選
挙

報
道
や
有
権
者
の
選
挙
運
動
に
も
当
て
は
ま
る
が
、
と
く
に
新
聞
の
選
挙
報
道
の
問
題
に
つ
い
て
は
松
本
忠
雄
が
批
判
論
を
展
開
し
て
い

る
（
36
）

。こ
う
し
た
議
論
を
経
て
行
わ
れ
た
法
制
審
議
会
の
委
員
ら
に
よ
る
採
決
で
は
、
一
〇
対
九
と
一
票
差
で
公
営
制
度
の
拡
充
と
規
制
強
化

を
原
則
と
す
る
答
申
が
採
択
さ
れ
た
（
37
）

。
こ
う
し
て
一
九
三
四
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
に
お
い
て
は
、
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
を

原
則
と
し
て
、
選
挙
公
営
制
度
の
拡
充
及
び
選
挙
運
動
規
制
の
厳
格
化
を
伴
う
原
案
が
作
成
さ
れ
た
。
ま
ず
選
挙
公
営
制
度
の
拡
充
に
つ

い
て
は
、
①
公
の
営
造
物
で
開
催
す
る
演
説
会
の
公
営
制
度
（
各
営
造
物
に
つ
き
一
回
限
の
公
費
負
担
）
②
地
方
長
官
に
よ
る
候
補
者
の
政

見
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
の
発
行
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
一
方
で
選
挙
運
動
規
制
の
厳
格
化
に
つ
い
て
は
、
選
挙
公
報
を
発
行
す
る

（
八
八
二
）
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一
二
九

区
域
に
お
け
る
、
①
公
営
で
認
め
ら
れ
る
無
料
郵
便
、
②
演
説
会
告
知
の
た
め
の
文
書
、
③
第
三
者
運
動
の
禁
止
規
定
の
例
外
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
る
推
薦
状
を
除
き
、
選
挙
運
動
の
た
め
の
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
（
38
）

。

こ
の
政
府
原
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
さ
し
た
る
反
対
意
見
も
出
ず
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
（
39
）

。
一
方
で
貴
族
院
で
は
選
挙
運
動
規

制
、
と
り
わ
け
衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
九
六
条
で
定
め
ら
れ
て
い
た
第
三
者
運
動
の
禁
止
規
定
に
対
し
強
い
批
判
が
生
じ
、
演
説
や
文
書

図
画
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
し
て
、
候
補
者
と
意
思
を
通
じ
な
い
第
三
者
に
よ
る
演
説
と
文
書
を
用
い
た
選
挙
運
動
は
自
由
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
修
正
が
加
え
ら
れ
た
（
40
）

。
だ
が
衆
議
院
は
貴
族
院
修
正
に
同
意
せ
ず
、
結
果
と
し
て
両
院
協
議
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
（
41
）

。
こ
こ
で
衆
議
院
側
は
、
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
原
理
か
ら
政
府
原
案
が
選
挙
公
営
制
度
の
拡
充
及
び
選
挙
運
動
規
制
の
強

化
を
軸
と
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貴
族
院
修
正
が
私
的
選
挙
運
動
を
広
く
認
め
過
ぎ
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
議
論
を
展
開
し
た
。

一
方
で
貴
族
院
側
は
、
選
挙
公
営
の
た
め
に
言
論
文
書
に
よ
る
選
挙
運
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
選
挙
運
動
自
体
を
拒
絶
す
る
こ
と

と
同
様
の
結
果
を
生
ず
る
と
批
判
し
た
。
結
果
、
第
三
者
運
動
の
禁
止
に
つ
い
て
「
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
」
と
の
文
言
を
追
加
す
る

こ
と
で
議
論
は
決
着
し
た
が
（
42
）

、
こ
の
事
実
関
係
は
、
以
上
の
経
緯
を
ま
と
め
た
三
枝
昌
幸
が
指
摘
す
る
よ
う
に
興
味
深
い
対
称
性
を
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
通
常
は
保
守
的
と
見
ら
れ
る
貴
族
院
の
方
が
国
民
の
選
挙
運
動
の
自
由
を
強
調
し
、
衆
議
院
の
方
が
選
挙
運
動
規

制
の
強
化
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
選
挙
公
営
や
選
挙
運
動
規
制
が
議
員
本
位
（
衆
議
院
議
員
本
位
）
で
作
ら
れ
て

い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
43
）

」。

（
八
八
三
）
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三
　
一
九
四
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
に
つ
い
て

三
─
一
　
改
正
案
可
決
ま
で
の
動
向

本
章
で
は
、
厳
格
な
規
制
の
維
持
を
軸
と
す
る
一
九
四
五
年
一
二
月
一
五
日
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
に
対
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
不
介
入

の
方
針
を
と
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
裁
定
」
が
下
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
非
軍
事

化
・
民
主
化
を
志
向
す
る
占
領
統
治
期
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
選
挙
法
の
制
定
・
改
正
・
運
用
な
ど
を
決
定
的
に
左
右
す
る
重
要
な
ア

ク
タ
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
選
挙
国
務
観
及
び
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
の
制
限
原
理
に
も
と
づ
く
選
挙
運
動
に
対
す
る
各
種
規
制
は
、
表
現

の
自
由
・
言
論
の
自
由
を
重
視
す
る
米
国
政
府
及
び
そ
の
代
理
人
で
あ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
向
と
は
凡
そ
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
同
改
正
以
後
も
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
裁
定
」
を
遵
守
す
る
立
場
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
そ

し
て
こ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
態
度
は
、
最
終
的
に
五
〇
年
法
制
定
並
び
に
戦
前
の
規
制
が
戦
後
に
継
承
さ
れ
る
大
き
な
遠
因
と
な
っ
た
点
で
、
杣

な
ど
の
先
行
研
究
に
お
い
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
（
44
）

。

そ
こ
で
一
九
四
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
行
っ
た
三
枝
の
業
績
（
45
）

を
軸
に
し
つ
つ
、
こ
の
経
緯
に

つ
い
て
言
及
す
る
と
、
そ
の
発
端
は
、
選
挙
法
改
正
に
関
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
本
格
的
な
介
入
を
恐
れ
た
堀
切
善
次
郎
内
相
及
び
坂
千
秋
内
務

次
官
ら
が
主
導
し
て
、
選
挙
法
改
正
の
政
府
原
案
を
作
成
し
、
そ
れ
を
一
九
四
五
年
一
一
月
二
七
日
に
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
こ
と
に
あ

る
。
こ
の
政
府
原
案
の
主
な
内
容
は
、
①
大
選
挙
区
制
限
連
記
制
の
導
入
、
②
選
挙
権
・
被
選
挙
権
年
齢
の
引
下
げ
、
③
女
性
参
政
権
の

容
認
、
に
あ
っ
た
と
一
般
的
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
一
方
で
政
府
原
案
に
は
、
内
務
省
内
で
選
挙
法
の
専
門
家
と
し
て
著
名
で

あ
っ
た
坂
次
官
を
筆
頭
と
し
て
「
元
来
リ
ベ
ラ
ル
な
雰
囲
気
に
あ
っ
た
（
46
）

」
内
務
省
地
方
局
の
官
僚
の
意
向
が
大
き
く
反
映
さ
れ
た
結
果
（
47
）

、

（
八
八
四
）
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三
一

選
挙
運
動
の
方
法
に
関
す
る
各
種
制
限
は
、
戸
別
訪
問
の
禁
止
及
び
関
係
官
公
吏
の
関
係
区
域
内
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
禁
止
を
除
い
て

こ
れ
を
撤
廃
す
る
こ
と
（
48
）

、
と
い
う
大
幅
な
自
由
化
案
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
（
49
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
政
府
原
案
に
対
し
て
、
衆
議
院
議
員
側
は
、
選
挙
権
年
齢
の
引
下
げ
や
女
性
参
政
権
容
認
な
ど
そ
の
他
の
点
に

つ
い
て
は
賛
成
し
た
も
の
の
、
制
限
連
記
制
の
導
入
及
び
選
挙
運
動
の
自
由
化
に
関
し
て
は
難
色
を
示
し
た
。
そ
の
際
、
現
職
議
員
は
主

と
し
て
「
選
挙
の
公
正
」
の
観
点
か
ら
政
府
原
案
を
批
判
し
た
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
三
枝
は
「
金
の
無
い
者
で
あ
っ
て
も
、
金
の
あ

る
者
と
等
し
い
運
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
「
公
正
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
選
挙
運
動
方
法
の
機
会
均
等
の
こ
と
で
あ
り
、
選

挙
法
を
通
じ
て
全
て
の
候
補
者
に
均
一
化
・
画
一
化
さ
れ
た
共
通
の
運
動
方
法
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
（
50
）

」
と
要
約
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
現
職
議
員
は
「
選
挙
の
公
正
」
と
微
妙
に
言
葉
を
変
え
て
は
い
る
が
、
実
際
上
は
戦
前
の
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
の
制
限
原
理
か
ら
厳

格
な
規
制
を
擁
護
し
た
。

結
果
と
し
て
、
政
府
原
案
は
、
第
三
者
運
動
の
禁
止
規
定
こ
そ
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、
事
前
運
動
の
禁
止
規
定
や
文
書
図
画
制
限
に
関

す
る
内
務
省
の
命
令
委
任
権
が
残
存
す
る
な
ど
、
内
務
官
僚
が
当
初
意
図
し
た
も
の
よ
り
も
大
幅
に
自
由
化
の
程
度
が
後
退
し
た
か
た
ち

に
修
正
さ
れ
衆
議
院
を
通
過
し
た
。
こ
れ
を
受
け
政
府
は
、
貴
族
院
に
対
し
衆
議
院
修
正
部
分
を
政
府
原
案
に
再
修
正
す
る
よ
う
働
き
か

け
を
お
こ
な
っ
た
。
実
際
問
題
、
同
法
案
を
主
導
し
た
堀
切
内
相
は
、
貴
族
院
の
委
員
会
審
議
に
お
い
て
、
厳
格
な
選
挙
運
動
規
制
を
存

続
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
強
い
不
満
を
述
べ
て
い
る
（
51
）

。
だ
が
こ
う
し
た
働
き
か
け
に
対
し
て
、
貴
族
院
側
は
、
全
体
と
し
て
は
衆
議
院
修
正

を
消
極
的
に
支
持
す
る
自
制
的
態
度
を
と
っ
た
（
52
）

。
そ
の
結
果
、
制
限
連
記
制
の
導
入
に
つ
い
て
は
再
修
正
す
る
が
選
挙
運
動
規
制
の
部
分

に
つ
い
て
大
き
な
修
正
を
し
な
い
案
が
提
出
さ
れ
、
こ
の
修
正
案
が
最
終
的
に
可
決
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
53
）

。

（
八
八
五
）
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一
三
二

三
─
二
　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
裁
定
の
動
向

以
上
の
選
挙
法
改
正
の
過
程
に
つ
い
て
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
で
も
大
き
な
関
心
が
も
た
れ
て
い
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
改
正
選
挙
法
が
成
立
し
た
直
後

の
一
九
四
五
年
一
二
月
二
〇
日
か
ら
内
務
省
に
改
正
選
挙
法
の
英
訳
の
提
出
を
求
め
、
そ
れ
を
容
認
検
討
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
る
。
三

枝
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
一
二
月
三
一
日
の
会
議
に
は
、「
民
生
局
関
係
者
を
は
じ
め
、
政
治
顧
問
部
（
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｄ
）、
民
間
情
報
教
育
局

（
Ｃ
Ｉ
Ｅ
）、
参
謀
第
二
部
（
Ｇ
─
２
）、
連
合
軍
翻
訳
部
（
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
）、
民
間
諜
報
局
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）、
参
謀
室
長
（
Ｏ
Ｃ
Ｓ
）
な
ど
の
代
表
者
」

が
参
加
し
、
改
正
案
容
認
の
是
非
に
つ
い
て
討
論
を
行
っ
た
（
54
）

。
こ
の
討
論
に
お
け
る
賛
成
派
の
筆
頭
は
ロ
ウ
ス
ト
（P

.K
.R
oset

）
少
佐
で

あ
っ
た
が
、
彼
の
見
解
に
つ
い
て
、
三
枝
は
「
選
挙
運
動
規
制
は
多
く
の
日
本
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
実
情
に
適
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
側
の
対
応
を
支
持
す
べ
き
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
に
よ
る
選
挙
費
用
の
支
出
を
自
由
に
す
る

と
、
財
閥
等
が
巨
額
の
資
金
を
投
入
し
て
支
持
候
補
者
を
当
選
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
み
制
限
の
必
要
が
あ

る
（
55
）

」
と
要
約
し
て
い
る
。
一
方
で
反
対
派
の
筆
頭
で
あ
る
ラ
ウ
エ
ル
（M

.E
.R
ow
ell

）
の
見
解
に
つ
い
て
は
、「
戸
別
訪
問
の
禁
止
や
文
書

図
画
頒
布
制
限
等
に
関
し
て
勅
令
へ
委
任
し
て
い
る
点
な
ど
が
行
政
機
関
に
広
範
な
権
限
を
付
与
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
行

政
機
関
へ
の
広
範
な
権
限
付
与
は
、
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
で
政
府
を
支
持
す
る
候
補
者
に
有
利
に
な
る
（
56
）

」
と
要
約
し
て
い
る
。

以
上
の
議
論
を
経
て
、「
改
正
選
挙
法
は
日
本
に
お
け
る
自
由
に
し
て
民
主
的
な
選
挙
の
基
礎
と
な
り
得
る
か
」
に
つ
い
て
参
加
者
に

よ
る
投
票
が
行
わ
れ
た
結
果
、
二
〇
対
七
と
反
対
が
多
数
で
あ
っ
た
。
だ
が
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
（C

.W
hitney

）
民
生
局
長
は
、
会
議
に
民
生

局
以
外
の
メ
ン
バ
ー
が
出
席
し
投
票
し
た
こ
と
に
不
快
感
を
示
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
に
関
し
一
九
四
六
年
一
月
二
日
に
民
生
局
員
の

み
で
再
度
投
票
を
行
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
一
五
対
四
と
反
対
派
が
多
数
で
あ
っ
た
（
57
）

。
こ
の
よ
う
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
で
は
、
改
正
選
挙
法
に
関

し
否
定
的
な
見
解
を
も
つ
者
が
多
数
で
あ
っ
た
。
だ
が
ロ
ウ
ス
ト
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
二
九
日
の
段
階
で
、「
改
正
選
挙
法
が
日
本

（
八
八
六
）
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三

の
実
情
に
適
し
て
お
り
、
た
と
え
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
選
挙
後
の
新
し
い
議
会
の
手
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
58
）

」

と
い
う
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
残
し
て
い
た
。
そ
し
て
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
民
生
局
長
は
、
一
月
四
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に
対
し
、
二
九
日
付

の
ロ
ウ
ス
ト
の
見
解
に
も
と
づ
き
改
正
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
の
実
施
を
認
可
す
る
よ
う
に
進
言
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
も
こ
れ
を
承
認

し
た
（
59
）

。
こ
う
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
政
府
に
選
挙
法
の
再
改
正
を
求
め
な
い
と
す
る
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
裁
定
」
が
下
さ
れ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
の
多

数
派
が
選
挙
運
動
規
制
に
否
定
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
民
生
局
長
及
び
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
少
数
派
の
ロ
ウ

ス
ト
の
意
見
を
採
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
竹
前
栄
治
は
「
①
極
東
委
員
会
が
活
動
を
始
め
る
前
に
、
ア
メ
リ
カ
な
い
し
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
で
総
選
挙
を
実
施
し
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
、
②
ロ
ウ
ス
ト
の
個
人
的
魅
力
（
60
）

が
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
及
び
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
説

得
し
え
た
（
61
）

」
と
推
測
し
て
い
る
。
だ
が
一
方
で
杣
正
夫
は
ロ
ウ
ス
ト
の
日
本
の
選
挙
過
程
へ
の
理
解
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
財
閥
等
が
巨
額
の
費
用
を
も
っ
て
選
挙
過
程
に
介
入
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
ロ
ウ
ス
ト
の
前
述
の
見
解
は
、
当

時
財
閥
が
選
挙
運
動
に
莫
大
な
費
用
を
支
出
す
る
こ
と
が
現
実
的
に
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
「
ル
ー
ス
ト
少
佐
は
日

本
の
選
挙
界
の
実
情
に
ま
っ
た
く
無
知
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
62
）

」
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
裁
定
に
い
た
る
一
連
の
過
程
は
、
杣
に
よ
れ
ば
「
総
司
令
部
は
選
挙
法
立
法
に
は
か
な
り
あ
ま
い
と

い
う
日
本
側
の
総
司
令
部
対
策
上
の
認
識
を
残
（
63
）

」
す
結
果
に
終
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
日
本
側
は
、
四
五
年
改
正
か
ら
後
述
す

る
一
九
四
九
年
総
選
挙
に
い
た
る
ま
で
、
四
五
年
改
正
に
お
い
て
自
由
化
さ
れ
た
選
挙
運
動
規
制
を
再
度
戦
前
レ
ベ
ル
の
も
の
ま
で
に
厳

格
化
す
る
選
挙
法
改
正
を
「
戦
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
議
員
立
法
方
式
（
64
）

」
で
行
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
四
七
年
「
文
書

図
画
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
で
は
敗
戦
後
の
物
資
不
足
を
理
由
に
し
た
文
書
図
画
活
動
の
規
制
強
化
が
行
わ
れ
、
翌
一
九
四
八
年

（
八
八
七
）
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一
三
四

「
選
挙
運
動
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
」
で
は
、
言
論
演
説
な
ど
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
規
制
強
化
が
行
わ
れ
て
い
る
（
65
）

。

四
　
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
制
定

四
─
一
　「
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
」
と
そ
の
対
応

一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
の
過
程
に
関
す
る
研
究
は
数
多
あ
る
が
、
本
章
で
は
主
に
前
述
の
堀
内
の
文
献
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
内
容

を
記
述
し
て
い
く
。
ま
ず
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
制
定
の
発
端
は
、
前
四
九
年
一
月
二
三
日
総
選
挙
に
際
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
間
情
報
教
育

局
新
聞
課
長
で
あ
る
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
（D

.C
.Im
boden

）
少
佐
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
声
明
に
あ
る
。
具
体
的
に
、
四
九
年
総
選
挙
に
当
時

は
、
前
述
の
四
八
年
臨
時
特
例
法
に
も
と
づ
き
、
新
聞
の
報
道
に
対
し
て
一
定
の
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ

の
規
定
は
、
実
際
の
報
道
内
容
を
ど
の
程
度
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
解
釈
の
余
地
を
多
分
に
残
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

そ
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
苦
情
が
新
聞
各
社
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
宛
に
殺
到
し
た
。
そ
こ
で
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
は
「
日
本
の
選
挙
法
で
特
定
の
候
補

者
を
支
持
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
私
の
い
う
こ
と
は
次
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
、
も
し
こ
の
よ
う
な
法
律
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
公
衆
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
外
部
か
ら
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
こ
れ
は
言
論
の
自

由
を
確
立
し
た
日
本
の
新
憲
法
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
私
と
し
て
は
日
本
の
新
聞
社
が
候
補
者
及
び
政
党
に
つ
い
て
そ
の
思

う
と
こ
ろ
を
進
ん
で
述
べ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
（
66
）

」
と
い
う
声
明
を
一
九
四
九
年
一
月
一
四
日
に
発
表
し
た
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
」
の
内
容
は
、
臨
時
特
例
法
に
お
け
る
新
聞
規
制
が
明
確
に
新
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
が
そ
れ
を
存
置
す
る
こ
と
を
痛
烈
に
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
側
の
受
け
た
衝
撃
は
大
き
か
っ

た
。
ま
た
「
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
新
聞
課
長
は
新
聞
の
自
由
が
日
本
の
選
挙
で
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
違
憲
問
題
を
民
生
局
へ
も
ち
こ
ん
だ
。

（
八
八
八
）
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一
三
五

立
法
領
域
は
民
生
局
の
所
管
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
67
）

」
と
あ
る
よ
う
に
、
新
聞
報
道
に
関
す
る
制
限
の
問
題
は
民
生
局
に
も
持
ち
込
ま
れ

た
。
そ
こ
で
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
民
生
局
長
は
一
月
一
五
日
に
、
鈴
木
俊
一
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
長
及
び
武
藤
文
雄
国
家
地
方
警
察

本
部
刑
事
部
長
な
ど
政
府
関
係
者
を
呼
び
、「
選
挙
法
規
の
運
用
が
憲
法
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
テ
ー
マ
で
当
局
首
脳

に
説
教
（
68
）

」
し
た
。
こ
れ
は
「
日
本
政
府
の
自
主
性
尊
重
に
大
き
く
転
換
し
て
い
た
（
69
）

」
こ
の
時
期
の
占
領
統
治
全
体
の
方
針
か
ら
す
れ
ば
、

極
め
て
異
例
の
介
入
と
さ
れ
て
い
る
。

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の
勧
告
に
関
す
る
当
時
の
鈴
木
俊
一
の
国
会
審
議
で
の
証
言
は
長
い
の
で
要
約
す
る
が
、
概
ね
総
司
令
部
が
日
本
の
自

治
権
を
可
能
な
限
り
尊
重
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
が
新
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
表
現
の
自
由
規
定
を
侵
害
す
る
選
挙
法
の

運
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
70
）

。
こ
の
内
容
は
、
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
の
内
容
を
超
え
て
、
臨
時
特

例
法
に
お
け
る
厳
格
な
選
挙
運
動
規
制
全
体
が
日
本
国
憲
法
に
反
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
日
本
側
に
与
え

た
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
側
は
、
そ
の
後
「
何
十
回
と
な
く
司
令
部
に
足
を
運
ん
で
（
71
）

」
折
衝
を
続
け
た
が
、
こ
れ
は
「
総
司

令
部
側
の
憲
法
原
則
尊
重
要
求
を
緩
和
し
て
も
ら
う
方
向
で
進
め
ら
れ
た
（
72
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
日
本
政
府
側
の
折
衝
は
功

を
奏
さ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
四
九
年
総
選
挙
に
お
い
て
、
臨
時
特
例
法
に
あ
る
文
書
図
画
規
定
な
ど
の
形
式
犯
罪

の
違
反
で
検
挙
さ
れ
た
二
一
二
三
名
の
う
ち
、
起
訴
に
い
た
っ
た
人
員
が
わ
ず
か
二
一
名
に
留
ま
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
（
73
）

。

も
っ
と
も
、
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
に
端
を
発
す
る
一
連
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
介
入
は
「
国
会
の
制
定
し
た
法
律
を
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
す
る

も
の
と
決
め
つ
け
な
が
ら
、
そ
の
改
廃
を
要
求
せ
ず
、
憲
法
精
神
に
従
っ
た
「
解
釈
運
用
」
だ
け
を
要
求
し
た
（
74
）

」
段
階
に
留
ま
っ
た
。
こ

れ
は
四
五
年
改
正
時
に
と
ら
れ
た
日
本
側
の
自
治
権
を
最
大
限
尊
重
す
る
と
い
う
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
裁
定
」
に
則
っ
た
措
置
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
る
。
だ
が
同
時
に
、
こ
の
一
連
の
介
入
は
、
日
本
側
に
対
し
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
裁
定
を
遵
守
す
る
う
ち
に
、
つ
ま
り
選
挙

（
八
八
九
）
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六

法
の
本
格
的
な
改
廃
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
乗
り
出
さ
な
い
う
ち
に
、
選
挙
運
動
規
制
の
自
由
化
を
行
う
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

四
─
二
　
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
の
制
定
過
程

「
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
」
に
端
を
発
す
る
一
連
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
介
入
を
受
け
、
最
も
早
期
に
選
挙
法
の
改
正
案
の
作
成
に
着
手
し
た
の
は
、

内
務
省
解
体
後
に
成
立
し
た
旧
地
方
局
系
の
組
織
で
あ
る
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
、
全
選
管
）
で
あ
っ
た
。
全
選
管
は
、
四
九
年

総
選
挙
直
後
か
ら
、「
各
地
方
選
管
の
実
情
か
ら
す
る
意
見
を
徴
し
、
さ
ら
に
新
聞
・
言
論
界
、
学
会
の
意
見
も
聞
き
、
法
務
庁
、
国
警

本
部
の
三
者
の
協
力
で
選
挙
運
動
規
制
の
改
革
案
を
作
っ
た
（
75
）

」。
そ
の
後
、
一
九
四
九
年
三
月
一
四
日
に
は
、
海
野
普
吉
全
国
選
挙
管
理

員
会
委
員
長
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
Ｇ
Ｈ
Ｑ
・
Ｇ
Ｓ
政
治
・
国
会
課
長
の
も
と
へ
訪
問
し
、
選
挙
運
動
の
自
由
化
を
軸
と
す
る
案
の
他
、
①
全

選
管
の
権
限
強
化
案
、
②
衆
参
地
方
各
種
選
挙
法
を
統
合
案
、
を
提
出
し
て
い
る
（
76
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
堀
内
は
、
こ
こ
で
全
選
管
が
自
ら
の
権
限
強
化
を
行
う
提
案
を
し
た
こ
と
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
全
選
管
へ
の
不
信
を
招
い
た

と
し
て
い
る
（
77
）

。
具
体
的
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
全
選
管
設
置
法
な
ど
の
旧
内
務
省
系
の
権
限
強
化
を
狙
う
法
案
の
設
置
に
つ
い
て
、
否
定

的
な
内
容
の
メ
モ
及
び
海
野
へ
の
失
望
感
を
露
わ
に
す
る
覚
書
を
複
数
残
し
て
い
る
と
い
う
（
78
）

。
だ
が
三
月
一
四
日
に
お
け
る
会
談
で
海
野

か
ら
提
示
さ
れ
た
案
は
、
全
選
管
の
権
限
強
化
に
つ
な
が
る
全
選
管
設
置
法
案
に
つ
い
て
は
「
国
会
に
選
択
を
迫
る
目
的
（
79
）

」
で
許
可
さ

れ
、
四
月
一
六
日
に
閣
議
決
定
に
い
た
っ
た
。
一
方
で
選
挙
運
動
規
制
の
自
由
化
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
臨
時
特
例
法
の
改
正
要

綱
案
が
作
成
さ
れ
た
四
月
四
日
付
の
朝
日
新
聞
一
面
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
文
書
図
画
制
限
の
全
面
的
撤
廃

と
各
種
公
営
制
度
の
拡
充
、
②
戸
別
訪
問
の
禁
止
規
定
の
撤
廃
、
③
事
前
運
動
の
禁
止
規
定
の
撤
廃
、
な
ど
選
挙
運
動
の
大
幅
な
自
由
化

を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
（
80
）

。

（
八
九
〇
）
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し
か
し
な
が
ら
、
全
選
管
設
置
法
閣
議
決
定
数
日
後
に
、
国
会
に
招
か
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
選
挙
立
法
に
あ
た
っ
て
は
政
府
に
頼

る
こ
と
な
く
国
会
で
特
別
委
員
会
を
つ
く
り
自
ら
法
案
作
り
を
行
う
べ
し
と
主
張
し
た
（
81
）

。
そ
の
際
、
新
選
挙
法
の
内
容
が
、「
第
一
は
、

こ
の
法
改
正
に
つ
い
て
向
こ
う
五
年
程
度
は
修
正
し
な
く
て
も
良
い
よ
う
に
十
分
研
究
を
行
う
こ
と
、
第
二
は
、
選
挙
法
規
に
つ
い
て
は

公
正
を
旨
と
す
べ
き
こ
と
、
第
三
は
、
人
民
主
権
の
観
点
か
ら
単
な
る
政
治
家
の
た
め
で
な
く
、
特
定
の
政
党
に
偏
ら
ず
超
党
派
的
に
、

全
体
の
利
益
を
考
え
る
べ
き
こ
と
（
82
）

」
と
い
う
基
本
的
方
針
を
示
し
た
。
こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
方
針
は
、
選
挙
法
改
正
の
主
導
権
掌
握
を

望
む
全
選
管
の
意
図
を
大
き
く
挫
く
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
動
機
に
つ
い
て
、
堀
内
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
が
「
議
会
の
法
案
作
成
機

能
を
重
視
し
、
選
挙
法
作
成
に
関
し
て
も
立
法
府
に
よ
る
議
論
を
尽
く
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
基
本
方
針
を
有
し
て
い
た
（
83
）

」
こ
と
以

外
に
、「
選
挙
関
連
法
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
旧
内
務
省
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
目
的
（
84
）

」
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
新
選
挙
法
は
国
会
主
導
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
定
し
、
そ
の
具
体
的
な
法
案
作
成
作
業
に
つ
い
て
は
衆
議
院
法
制
局
、
よ
り

具
体
的
に
は
三
浦
義
男
法
制
局
長
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
（
85
）

。
こ
の
顛
末
は
、
三
浦
を
選
挙
の
素
人
と
み
る
旧
内
務
省
系
の
官
僚
に
と
っ
て

は
不
快
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
旧
内
務
省
系
の
官
僚
に
よ
る
公
職
選
挙
法
へ
の
批
判
が
噴
出
す
る
遠
因
と
な
っ
た
（
86
）

。
だ
が
同
時
に
、

こ
の
事
実
関
係
は
国
会
に
お
い
て
新
選
挙
法
制
定
の
主
導
権
を
衆
議
院
が
掌
握
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
証
拠
で
も
あ
る
。
具
体
的
に
、
衆

参
両
院
の
特
別
委
員
会
の
設
置
に
続
き
、
六
月
に
は
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
選
挙
制
度
調
査
会
が
設
置
さ
れ
、
こ
こ
で
も
新

選
挙
法
制
定
に
つ
い
て
大
幅
な
自
由
化
を
志
向
す
る
か
た
ち
で
審
議
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
が
国
会
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
全
く
な

か
っ
た
（
87
）

。
ま
た
参
議
院
に
つ
い
て
も
、「
参
議
院
制
度
の
部
分
に
つ
い
て
は
か
ろ
う
じ
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
様
子
だ
が
、
翌
年

六
月
に
任
期
満
了
で
通
常
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
参
議
院
で
は
、
衆
議
院
の
案
を
基
本
に
相
違
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
程

度
（
88
）

」
の
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

（
八
九
一
）
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八

さ
ら
に
い
え
ば
、
新
選
挙
法
制
定
に
関
す
る
重
要
事
項
の
審
議
は
、
衆
議
院
特
別
委
員
会
の
小
委
員
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
の

詳
細
は
、
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
関
係
上
不
明
な
部
分
が
多
い
（
89
）

。
だ
が
そ
の
大
ま
か
な
推
移
は
、
杣
が
「
分
散
し
て
い
る
選
挙
法

制
の
総
合
の
目
標
が
加
わ
り
、
最
終
的
に
は
総
合
が
自
由
化
よ
り
優
先
し
た
（
90
）

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明

に
沿
っ
た
か
た
ち
で
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
最
終
的
な
内
容
は
、
堀
内
が
「
既
存
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
を
軸
と
し
た
制

度
体
系
を
引
き
継
ぐ
（
91
）

」
も
の
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
前
の
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
の
原
則
を
色
濃
く
残
す
部
分
と

規
制
緩
和
が
な
さ
れ
た
部
分
が
混
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
、
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
原
理
は
、
①
事
前
運
動
の
禁
止
規
定
の
存
続
、
②
文
書
図
画
・
言
論
に
関
す
る
包
括
的
禁

止
・
限
定
解
除
の
方
式
に
も
と
づ
く
制
限
の
残
存
、
③
そ
れ
に
付
随
す
る
選
挙
運
動
へ
の
第
三
者
規
制
の
実
質
的
存
続
、
④
新
聞
広
告
や

政
見
放
送
な
ど
の
選
挙
公
営
制
度
の
拡
充
、
な
ど
の
か
た
ち
で
存
続
さ
れ
た
（
92
）

。
一
方
で
①
選
挙
運
動
期
間
を
含
む
政
党
の
「
政
治
活
動
」

に
対
し
て
何
ら
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
政
党
の
活
動
の
実
質
的
な
自
由
の
保
障
、
②
「
親
類
縁
者
」
に
対
す
る
戸
別
訪

問
の
解
禁
、
③
公
職
選
挙
法
第
一
四
八
条
に
よ
る
新
聞
雑
誌
の
選
挙
報
道
の
自
由
の
完
全
な
容
認
、
な
ど
が
規
制
緩
和
の
部
分
に
相
当
す

る
。
そ
し
て
と
く
に
第
一
四
八
条
の
導
入
は
、
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
の
経
緯
か
ら
考
え
れ
ば
当
然
の
帰
結
で
あ
る
が
、
五
〇
年
法
制
定
時

に
お
い
て
「
公
正
原
理
の
強
調
は
憲
法
違
反
に
導
く
こ
と
を
知
っ
て
い
た
（
93
）

」
と
さ
れ
る
保
守
系
政
治
家
か
ら
相
当
の
反
発
が
生
じ
た
。

以
上
の
五
〇
年
制
定
法
に
お
け
る
包
括
的
禁
止
・
限
定
解
除
の
方
式
の
原
理
の
実
質
的
な
温
存
に
際
し
て
は
、「
自
由
化
論
に
対
し
て

一
つ
の
制
度
擁
護
論
（
94
）

」
も
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
前
述
し
た
海
野
普
吉
全
選
管
委
員
長
が
特
別
委
員
会
の
審
議
に
招
聘
さ
れ
た
際

の
答
弁
に
要
約
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
海
野
は
、
候
補
者
の
選
挙
運
動
の
機
会
均
等
を
重
視
す
る
「
選
挙
運
動
制
限
は
、
あ
る
意
味
に
お

い
て
は
候
補
者
相
互
の
協
定
な
の
で
あ
り
ま
す
。
決
し
て
私
は
こ
れ
は
取
締
る
と
か
制
限
を
加
え
る
と
か
い
う
外
力
的
な
観
点
の
み
か
ら

（
八
九
二
）
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一
三
九

考
え
な
い
で
、
候
補
者
各
自
の
協
定
の
方
面
も
相
当
に
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。
た
と
え
て
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
の

ル
ー
ル
も
同
様
な
も
の
で
あ
る
。
フ
エ
ア
・
プ
レ
ー
で
行
こ
う
と
い
う
点
に
お
い
て
各
自
が
協
定
を
し
て
行
く
と
い
う
点
か
ら
考
え
ま
す

と
、
自
由
の
制
限
だ
と
い
う
ふ
う
に
の
み
見
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
幾
分
か
は
そ
の
点
に
お
い
て
自
由
を
制
約
す
る
と
い
う

結
果
に
な
り
ま
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
選
挙
と
い
う
一
つ
の
部
分
社
会
に
お
け
る
福
祉
の
維
持
の
た
め
に
、
や
む
を
得
な
い
の
だ
と
い
う
理

論
的
構
成
も
成
立
つ
（
95
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
杣
は
、
こ
の
相
互
協
定
説
に
つ
い
て
、
選
挙
運
動
規
制
を
憲
法
の
表
現
の
自
由
原
理
か

ら
切
り
離
し
技
術
法
と
し
て
割
り
切
り
、
か
つ
選
挙
戦
を
争
う
自
立
的
規
律
を
議
員
立
法
で
定
め
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
た
こ
と
に
特
徴

が
あ
る
と
し
て
い
る
（
96
）

。

か
く
し
て
公
職
選
挙
法
は
、
一
九
五
〇
年
三
月
二
日
成
立
し
た
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
で
は
、
成
立
が
確
定
し
つ
つ
あ
る
公

選
法
の
内
容
を
容
認
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
で
は
公
選
法
上
の
規
制
の
容
認
に
反
対
す
る

意
見
が
主
流
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
法
務
局
（
Ｌ
Ｓ
）
は
、
選
挙
運
動
規
制
が
「
①
憲
法
の
権
利
保
障
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
、
②
自
由

選
挙
を
損
ね
る
、
③
占
領
目
的
に
反
す
る
、
④
既
存
の
規
制
が
濫
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
単
に
占
領
軍
の
存
在
と
そ
の
指
導
的
影
響
力

が
あ
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
ず
、
占
領
軍
が
い
な
く
な
れ
ば
規
制
が
日
本
に
お
け
る
代
表
民
主
制
を
破
壊
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
⑤
こ
の
よ
う

な
法
案
が
可
決
さ
れ
る
と
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
占
領
軍
の
同
盟
国
か
ら
も
強
い
批
判
が
出
る
で
あ
ろ
う
（
97
）

」
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

だ
が
最
終
的
に
は
「
国
会
に
任
せ
る
こ
と
が
国
民
に
と
っ
て
最
善
で
あ
る
は
ず
と
や
や
単
純
に
考
え
て
い
た
節
が
散
見
さ
れ
る
（
98
）

」
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
や
「
内
政
面
で
は
最
大
限
の
自
由
を
日
本
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
原
則
に
固
執
し
た
（
99
）

」
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
な
ど
意
向
に

よ
っ
て
、
公
職
選
挙
法
の
可
決
を
容
認
す
る
こ
と
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
で
決
定
さ
れ
た
。

（
八
九
三
）
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一
四
〇

五
　
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
の
評
価

以
上
が
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
制
定
の
概
要
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
記
述
の
ほ
と
ん
ど
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
先
行
研
究
に
由

来
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
稿
は
、
五
〇
年
法
の
制
定
過
程
そ
の
も
の
に
つ
い
て
何
ら
新
た
な
事
実
関
係
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
本
稿
が
提
供
で
き
る
貢
献
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
五
〇
年
制
定
法
の
評
価

に
関
係
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
冒
頭
で
杣
に
代
表
さ
れ
る
先
行
研
究
が
五
〇
年
制
定
法
の
評
価
に
つ
い
て
、
重
大
な
視
点
の
欠
落
が
あ
る

と
主
張
し
た
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
事
例
と
し
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
五
〇
年
制
定
法
に
対
す
る
回
顧
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は

五
〇
年
制
定
法
を
「
米
国
の
基
準
か
ら
は
さ
ほ
ど
民
主
的
で
な
い
に
せ
よ
、
日
本
史
上
最
も
リ
ベ
ラ
ル
な
選
挙
法
（
100
）

」
と
評
価
し
た
。

こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
評
価
の
う
ち
、「
米
国
の
基
準
か
ら
は
さ
ほ
ど
民
主
的
で
な
い
」
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
は
、
杣
に
代
表
さ
れ

る
先
行
研
究
で
論
じ
つ
く
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
五
〇
年
制
定
法
は
、
選
挙
公
務
観
及
び
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
の
原

則
に
も
と
づ
く
包
括
的
禁
止
・
限
定
解
除
の
方
式
の
規
制
を
排
除
す
る
ま
で
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
同
法
が
、
厳
格
な
選
挙
運
動

規
制
を
新
憲
法
に
反
す
る
も
の
と
み
な
す
「
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
に
答
え
る
か
た
ち
と
は
な
ら
な
か
っ
た
（
101
）

」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら

く
こ
の
問
題
に
関
心
を
も
つ
ほ
と
ん
ど
全
て
の
研
究
者
が
同
意
す
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
そ
う
し
た
研
究
者
ら
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
、
日
本
側
の

自
治
権
を
重
視
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
の
少
数
派
の
見
解
よ
り
も
、
表
現
の
自
由
原
理
を
重
視
す
る
多
数
派
の
意
見
を
尊
重
し
、
厳
格
な
選
挙

運
動
規
制
を
含
む
五
〇
年
法
の
承
認
を
拒
否
す
れ
ば
、
戦
後
政
治
に
厳
格
な
規
制
が
継
承
さ
れ
る
見
込
み
が
全
く
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
も
同
意
す
る
だ
ろ
う
（
102
）

。
換
言
す
れ
ば
、
五
〇
年
制
定
法
は
、
当
時
の
政
治
情
勢
下
で
か
ろ
う
じ
て
成
立
を
み
た
が
、
本
質
的
に
は
日
本

国
憲
法
で
規
定
さ
れ
た
表
現
の
自
由
原
理
に
適
合
し
難
い
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
八
九
四
）



公
職
選
挙
法
制
定
と
選
挙
運
動
規
制
（
安
野
）

一
四
一

繰
り
返
す
が
、
こ
う
し
た
五
〇
年
制
定
法
の
問
題
点
は
、
既
に
先
行
研
究
で
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
先
行
研
究

は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
「
日
本
史
上
最
も
リ
ベ
ラ
ル
な
選
挙
法
」
と
評
し
た
五
〇
年
制
定
法
の
側
面
に
関
心
を
も
た
な
い
。
つ
ま
り
五
〇
年

制
定
法
の
内
容
は
、
そ
の
制
定
過
程
を
考
慮
す
る
限
り
、
確
か
に
日
本
国
憲
法
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
評
価
し
難
い
が
、
そ
れ
で

も
二
〇
一
九
年
現
在
に
お
い
て
さ
え
「
日
本
史
上
最
も
リ
ベ
ラ
ル
な
選
挙
法
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
包
括
的
禁

止
・
限
定
解
除
の
方
式
と
い
う
反
民
主
的
な
枠
組
が
戦
前
か
ら
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
う
し
た
枠
組
や
そ
の
正

当
化
の
原
理
内
で
の
自
由
化
の
程
度
を
評
価
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
点
に
も
と
づ
け
ば
、
五
〇
年

制
定
法
の
内
容
は
、
と
く
に
政
党
の
政
治
活
動
・
新
聞
雑
誌
に
よ
る
選
挙
報
道
を
全
面
的
に
解
禁
し
た
点
で
、
戦
後
に
お
い
て
候
補
者
・

政
党
・
有
権
者
の
選
挙
運
動
を
最
大
限
擁
護
し
た
も
の
と
し
て
評
価
可
能
で
あ
る
。

以
上
を
総
括
す
る
と
、
五
〇
年
制
定
法
の
内
容
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
、
と
く
に
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
に
よ
る
選
挙
運
動
規
制
の
自
由
化
要
求
と
、

日
本
側
、
と
く
に
現
職
議
員
に
よ
る
規
制
擁
護
の
要
求
の
境
界
線
上
に
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
評
価
は
、
五
〇

年
制
定
法
の
戦
後
政
治
史
に
お
け
る
重
要
性
の
問
題
に
直
結
す
る
。
す
な
わ
ち
戦
後
の
選
挙
運
動
規
制
の
出
発
点
で
あ
る
五
〇
年
制
定
法

の
内
容
は
、
そ
れ
以
降
に
行
わ
れ
た
数
多
の
公
職
選
挙
法
改
正
及
び
そ
こ
で
生
じ
た
選
挙
運
動
規
制
の
変
化
が
、
日
本
国
憲
法
に
適
合
す

る
の
か
否
か
を
判
断
す
る
に
お
い
て
最
も
有
益
な
「
も
の
さ
し
」
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
公
職
選
挙
法

改
正
の
内
容
が
、
五
〇
年
制
定
法
の
内
容
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
選
挙
運
動
規
制
の
自
由
化
を
伴
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
国
憲
法

に
あ
る
表
現
の
自
由
原
理
の
明
確
な
擁
護
で
あ
り
、
一
方
で
そ
の
逆
は
、
同
原
理
の
明
確
な
侵
害
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
よ
り
他
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
一
九
五
〇
年
公
職
選
挙
法
以
降
の
選
挙
運
動
規
制
は
、
五
〇
年
法
の
内
容
か
ら
大
幅
に
後
退
す
る
よ
う
推
移
し
た
。
と
り
わ
け

（
八
九
五
）
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一
四
二

日
本
の
主
権
回
復
直
後
、
あ
る
い
は
一
九
五
二
年
総
選
挙
の
直
前
に
行
わ
れ
た
五
二
年
公
職
選
挙
法
改
正
に
お
い
て
は
、
五
〇
年
法
の
内

容
を
明
ら
か
に
逸
脱
す
る
よ
う
な
選
挙
運
動
規
制
の
強
化
が
行
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
前
述
し
た
政
党
の
政
治
活
動
の
自
由
は
、
そ
れ
が

「
選
挙
の
際
に
政
治
活
動
が
無
制
限
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
る
と
、
と
も
す
れ
ば
選
挙
運
動
そ
の
も
の
と
紛
ら
わ
し
い
（
103
）

」

も
の
に
な
り
う
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
法
定
の
要
件
を
満
た
す
政
治
団
体
に
法
定
の
枠
内
で
の
活
動
の
み
を
認
め
る
確
認
団
体
制
度
の

導
入
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
制
限
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
一
部
自
由
化
さ
れ
た
戸
別
訪
問
の
禁
止
規
定
も
五
二
年
改
正
で
再
度
全

面
的
に
禁
止
す
る
も
の
へ
と
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
第
一
四
八
条
の
導
入
に
よ
り
容
認
さ
れ
た
新
聞
雑
誌
に
よ
る
選
挙
報
道
の

自
由
は
、
そ
う
し
た
制
限
規
制
の
導
入
が
「
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
」
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
つ
い
て
五
〇
年
法
の
制
定
段
階
で
合
意
が
得

ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
104
）

、
発
行
後
六
か
月
が
経
過
し
た
新
聞
雑
誌
に
の
み
限
定
さ
れ
た
（
105
）

。

こ
う
し
た
戦
後
の
規
制
強
化
の
過
程
に
お
い
て
、
重
要
な
正
当
化
根
拠
と
な
っ
た
も
の
は
、
議
員
立
法
と
し
て
定
め
ら
れ
た
選
挙
運
動

規
制
を
「
候
補
者
相
互
の
協
定
」
と
み
な
し
、「
フ
エ
ア
・
プ
レ
イ
」
を
重
視
す
る
前
述
し
た
海
野
の
言
説
で
あ
る
。
こ
の
正
当
化
根
拠

は
、
戦
前
に
提
示
さ
れ
た
選
挙
運
動
規
制
の
様
々
な
正
当
化
根
拠
の
う
ち
、
候
補
者
間
の
機
会
均
等
論
の
み
を
強
調
し
た
も
の
と
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
106
）

。
そ
し
て
お
そ
ら
く
読
者
の
一
部
に
は
、
こ
の
海
野
の
見
解
と
、
戸
別
訪
問
の
禁
止
規
定
の
違
憲
性
を
争
う
裁
判
に
お

い
て
伊
藤
正
己
最
高
裁
判
事
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
選
挙
ル
ー
ル
論
（
107
）

」
と
の
間
に
一
定
の
類
似
性
を
見
出
す
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
両

説
の
間
に
一
定
の
類
似
性
が
あ
る
と
仮
定
し
て
、
海
野
説
が
、
事
実
上
、
戦
前
の
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
原
理
に
も
と
づ
く
厳
格
な

選
挙
運
動
規
制
を
占
領
統
治
下
で
維
持
・
継
承
さ
せ
る
た
め
の
あ
る
種
の
詐
術
的
な
弁
法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（
108
）

。
実
際

問
題
、
こ
の
「
候
補
者
相
互
の
協
定
」
は
、
五
二
年
改
正
の
経
緯
に
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
の
原
理

と
同
様
に
、
候
補
者
の
み
を
選
挙
運
動
の
主
体
と
し
、
そ
れ
以
外
の
全
て
を
客
体
と
し
て
扱
う
協
定
、
言
い
換
え
れ
ば
政
党
、
新
聞
、
そ

（
八
九
六
）
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一
四
三

の
他
の
団
体
あ
る
い
は
有
権
者
と
い
っ
た
主
体
で
さ
え
、
そ
の
参
入
が
排
除
さ
れ
る
協
定
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
五
〇
年
制
定
法
以
降
の
一
連
の
規
制
強
化
は
、
五
〇
年
制
定
法
自
体
を
否
定
的
に
評
価
す
る
杣
な
ど
の
先
行
研
究
の
立
場
に

お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
内
容
を
一
定
程
度
評
価
し
よ
う
と
試
み
る
本
稿
の
立
場
に
お
い
て
も
到
底
擁
護
で
き
な
い
。
だ
が
さ

ら
な
る
問
題
は
、
戦
後
の
選
挙
運
動
規
制
が
、
あ
る
時
期
か
ら
「
私
的
選
挙
運
動
の
自
由
制
限
」
原
理
な
い
し
「
候
補
者
相
互
の
協
定
」

原
理
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
に
さ
え
推
移
し
た
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
、
以
下
の
三
つ
の
公
職
選
挙
法
改
正
は
、
候
補
者
間
の
運
動
の
機

会
均
等
を
損
な
う
点
で
「
候
補
者
相
互
の
協
定
」
説
か
ら
の
明
ら
か
な
逸
脱
と
し
て
評
価
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
一
九
七
五
年
公
職
選
挙

法
改
正
で
は
、
ポ
ス
タ
ー
、
ビ
ラ
、
ハ
ガ
キ
な
ど
の
選
挙
公
営
に
つ
い
て
、
供
託
金
没
収
者
を
対
象
か
ら
除
く
規
定
が
加
え
ら
れ
た
（
109
）

。
第

二
に
、
一
九
八
二
年
参
議
院
議
員
比
例
代
表
制
導
入
で
は
、
政
党
（
確
認
団
体
）
に
所
属
す
る
候
補
者
と
そ
う
で
な
い
候
補
者
と
の
間
で

容
認
さ
れ
る
選
挙
運
動
に
関
し
て
著
し
い
差
異
が
生
じ
た
（
110
）

。
第
三
に
、
一
九
九
四
年
政
治
改
革
で
は
、
八
二
年
に
導
入
さ
れ
た
規
制
が
さ

ら
に
拡
大
さ
れ
、
既
成
政
党
の
所
属
候
補
者
と
そ
れ
以
外
の
候
補
者
で
受
け
ら
れ
る
選
挙
公
営
の
内
容
に
隔
絶
し
た
差
異
が
生
じ
る
こ
と

と
な
っ
た
（
111
）

。
し
か
も
一
連
の
制
度
変
更
は
、
基
本
的
に
「
政
党
本
位
の
選
挙
の
実
現
」
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
容
認
さ

れ
た
政
党
の
活
動
は
一
九
五
〇
年
制
定
法
で
容
認
さ
れ
て
い
た
水
準
に
さ
え
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
現
行
の
選
挙
運
動
規
制
は
、
日
本
国
憲
法
の
表
現
の
自
由
原
理
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
戦
前
の
私
的
選
挙
運
動

の
自
由
制
限
原
理
の
い
ず
れ
か
ら
も
擁
護
不
可
能
と
い
う
致
命
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
行
の
規
制
は
、
相
反
す
る

二
つ
の
原
理
の
い
ず
れ
か
を
遵
守
す
る
と
し
て
も
、
抜
本
的
な
改
革
を
受
け
る
こ
と
な
く
し
て
許
容
さ
れ
え
な
い
。
も
し
前
者
の
原
理
を

重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
行
の
選
挙
運
動
規
制
は
、
選
挙
運
動
の
自
由
を
最
大
限
擁
護
す
る
よ
う
な
抜
本
的
な
是
正
を
受
け
る
必
要
が

あ
る
。
一
方
で
後
者
の
原
理
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
行
の
規
制
は
法
定
の
主
体
以
外
が
参
入
不
可
能
な
協
定
と
し
て
再
設
計
さ
れ

（
八
九
七
）



政
経
研
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
四
四

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
だ
が
こ
の
矛
盾
は
、
こ
の
二
つ
の
方
法
以
外
の
第
三
の
方
法
に
よ
っ
て
も
、
暫
定
的
で
あ
れ
確
実
に
解
決
さ
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
本
稿
を
終
え
た
い
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
現
行
の
選
挙
運
動
規
制
の
内
容
を
、
両
原
理
の
境
界
線
上
に
あ
る
と
一
応
容

認
さ
れ
た
一
九
五
〇
年
制
定
法
の
内
容
ま
で
回
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）	

杣
の
選
挙
運
動
規
制
に
関
す
る
研
究
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
総
括
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
杣
正
夫
『
日
本
選
挙
制
度
史
』（
九
州
大

学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。

（
2
）	

斎
藤
鳩
彦
『
選
挙
運
動
抑
圧
法
制
の
思
想
と
構
造
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
七
年
）。

（
3
）	

三
枝
の
主
な
業
績
は
、
三
枝
昌
幸
「
選
挙
運
動
の
自
由
と
公
正
：
立
法
過
程
の
議
論
に
着
目
し
て
」（
平
成
二
八
年
明
治
大
学
大
学
院
博
士
後

期
課
程
学
位
論
文
、
二
〇
一
六
年
）
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
同
論
文
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
本
人
と
連
絡
を
取
る
手
段
が
存
在
せ
ず
許
諾
を

え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
可
能
な
限
り
学
位
論
文
を
構
成
す
る
各
種
公
刊
論
文
か
ら
引
用
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
が
、
一
部
で
は
内

容
上
や
む
を
得
ず
学
位
論
文
か
ら
直
接
引
用
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
そ
の
点
、
予
め
ご
了
承
願
い
た
い
。

（
4
）	

堀
内
匠
「
自
治
体
選
挙
法
の
消
滅
（
上
）：
公
職
選
挙
法
へ
の
統
合
を
め
ぐ
っ
て
」（『
自
治
総
研
』
第
四
三
巻
第
一
〇
号
、
二
〇
一
七
年
）。

（
5
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
六
一
頁
。

（
6
）	

新
井
裕
「
選
挙
と
警
察
」（『
警
察
研
究
』
第
三
二
巻
第
一
号
、
一
九
六
一
年
）
四
四
頁
。

（
7
）	

一
九
二
八
年
総
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
規
制
を
介
し
た
選
挙
干
渉
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
杣
・
前
掲
注（
一
）一
〇
〇
─
一
〇
四
頁
。

（
8
）	

一
九
二
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
杣
な
ど
の
文
献
以
外
に
、
小
南
浩
一
「
男
子
普
通
選
挙
法
の
導
入
と
選
挙
運
動
規
制
：

普
選
制
度
の
論
理
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
」（『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。

（
9
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）一
〇
〇
頁
。

（
10
）	

杣
正
夫
『
選
挙
制
度
啓
発
史
』（
明
る
く
正
し
い
選
挙
推
進
協
議
会
、
一
九
七
二
年
）
一
六
〇
─
一
六
六
頁
。

（
11
）	

三
枝
昌
幸
「
選
挙
公
営
の
起
源
と
展
開
」（『
法
律
論
叢
』
第
九
〇
巻
第
六
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
八
九
八
）



公
職
選
挙
法
制
定
と
選
挙
運
動
規
制
（
安
野
）

一
四
五

（
12
）	

建
部
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
三
三
─
二
三
七
頁
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
建
部
自
身
の
見
解
は
、
建
部
遯
吾

『
政
治
改
革
』（
冬
夏
者
、
一
九
二
二
年
）
で
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本
文
の
う
ち
三
枝
の
論
文
と
建
部
の
原
典
の
両
方
を
参
照
し
て
い
る
場
合
は
、

引
用
元
と
し
て
両
者
を
併
記
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
13
）	
三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
三
四
頁
、
建
部
・
前
掲
注（
一
二
）二
三
〇
頁
。

（
14
）	

建
部
・
前
掲
注（
一
二
）二
三
四
頁
。

（
15
）	

建
部
・
前
掲
注（
一
二
）二
三
四
頁
。
傍
点
は
原
著
。

（
16
）	

三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
三
五
頁
。
建
部
・
前
掲
注（
一
二
）二
三
五
─
二
三
七
頁
。

（
17
）	

三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
三
五
─
二
三
六
頁
、
建
部
・
前
掲
注（
一
二
）二
三
七
─
二
四
三
頁
。

（
18
）	

三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
三
八
─
二
三
九
頁
。

（
19
）	

同
上
二
三
八
頁
。

（
20
）	

同
上
二
四
〇
頁
。

（
21
）	

同
上
二
三
七
─
二
三
八
頁
。

（
22
）	

イ
ギ
リ
ス
国
民
代
表
法
に
お
け
る
公
営
制
度
の
導
入
過
程
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
唯
史
「
選
挙
運
動
に
対
す
る
公
的
補
助
と
費
用
規
制
：
イ
ギ
リ

ス
一
九
一
八	

年
国
民
代
表
法
に
お
け
る
公
的
補
助
制
度
導
入
と
そ
の
論
議
」（『
一
橋
論
叢
』
第
一
二
〇	

巻
第
一
号	

、
一
九
九
八	

年
）
を
参
照
。

（
23
）	

三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
四
〇
頁
。

（
24
）	

三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
四
〇
頁
。

（
25
）	

一
九
二
八
年
総
選
挙
に
つ
い
て
は
、
玉
井
清
『
第
一
回
普
選
と
選
挙
ポ
ス
タ
ー
：
昭
和
初
頭
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
26
）	

衆
議
院
議
員
選
挙
革
正
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
杣
・
前
掲
注（
一
）一
一
七
─
一
二
九
頁
を
参
照
。

（
27
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）一
三
〇
頁
。

（
28
）	

法
制
審
議
会
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
杣
・
前
掲
注（
一
）一
三
二
─
一
四
六
頁
を
参
照
。
な
お
杣
は
各
種
発
言
に
つ
い
て
法
制
審
議
会
の
議
事
録

（
八
九
九
）



政
経
研
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
四
六

を
出
典
と
し
て
示
し
て
い
る
が
、
筆
者
が
原
典
を
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
審
議
会
の
発
言
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
杣
の
書
籍
か
ら
引
用
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

（
29
）	
同
上
一
三
五
頁
。

（
30
）	
同
上
一
三
五
頁
。

（
31
）	

同
上
一
三
六
頁
。

（
32
）	

同
上
一
三
九
─
一
四
〇
頁
。

（
33
）	

同
上
一
四
四
頁
。

（
34
）	

同
上
一
三
六
─
一
三
七
頁
。

（
35
）	

同
上
一
三
七
頁
。

（
36
）	

同
上
一
三
七
頁
。

（
37
）	

同
上
一
四
六
頁
。

（
38
）	

三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
四
八
頁
を
参
照
。
そ
の
他
一
九
三
四
年
改
正
の
政
府
原
案
に
関
し
て
は
、
杣
・
前
掲
注（
一
）一
六
一
─
一
六
四
頁
、

も
詳
し
い
。

（
39
）	

衆
議
院
で
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
杣
・
前
掲
注（
一
）一
六
四
─
一
七
〇
頁
を
参
照
。

（
40
）	

三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
四
九
頁
。
な
お
三
枝
に
よ
れ
ば
、
政
府
原
案
に
お
い
て
第
三
者
は
候
補
者
・
選
挙
事
務
長
の
許
諾
を
え
て
選
挙
演
説

会
に
出
演
す
る
こ
と
以
外
は
一
切
の
選
挙
運
動
を
禁
ず
る
と
し
て
い
た
と
い
う
（
三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
四
九
頁
）。

（
41
）	

両
院
協
議
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
三
枝
・
前
掲
注（
一
一
）二
四
九
頁
を
参
照
。

（
42
）	

同
上
二
四
九
頁
。

（
43
）	

同
上
二
五
〇
頁
。

（
44
）	

た
と
え
ば
杣
は
、
後
述
す
る
公
職
選
挙
法
成
立
に
つ
い
て
「
も
し
こ
の
選
挙
運
動
の
自
由
化
圧
力
へ
の
解
答
と
し
て
立
法
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ

れ
は
普
選
法
以
来
の
言
論
・
文
書
運
動
制
限
体
制
の
基
本
的
改
革
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
杣
・
前
掲
注（
一
）二
八
六
頁
）。

（
九
〇
〇
）



公
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制
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）
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四
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（
45
）	

三
枝
昌
幸
「
一
九
四
五
年
選
挙
法
改
正
に
お
け
る
選
挙
運
動
規
制
論
議
」（『
法
学
研
究
論
集
』
第
三
七
号
、
二
〇
一
二
年
）。

（
46
）	

佐
藤
俊
一
「
日
本
に
お
け
る
内
務
官
僚
達
の
戦
前
と
戦
後
（
上
）
鈴
木
俊
一
氏
を
中
心
に
」（『
自
治
総
研
』
第
三
六
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇

年
）
六
一
頁
。

（
47
）	
坂
千
秋
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
自
治
大
学
校
『
戦
後
自
治
史
』（
文
生
書
院
、
一
九
七
七
年
）
一
〇
頁
を
参
照
。
他
に
も
「
率
直
に
申
し
て
、

こ
の
改
正
だ
け
は
、
選
挙
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
自
分
た
ち
の
意
見
で
独
自
に
や
っ
た
日
本
で
は
最
初
に
し
て
最
後
の
改
正
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思

う
ん
で
す
」
と
い
う
小
林
与
三
次
の
証
言
も
あ
る
（
鈴
木
俊
一
、
吉
岡
恵
一
、
小
林
与
三
次
、
藤
井
貞
夫
、
金
丸
三
郎
、
松
村
清
之
「
戦
後
に
お
け

る
選
挙
制
度
を
語
る
（
座
談
会
）」（『
選
挙
』
第
一
二
巻
第
一
一
号
、
一
九
五
九
年
）
四
〇
頁
）。

（
48
）	

自
治
大
学
校
・
前
掲
注（
四
七
）一
二
頁
。

（
49
）	

前
掲
・
三
枝（
四
五
）一
五
四
─
一
五
五
頁
。

（
50
）	

三
枝
・
前
掲
注（
四
五
）一
六
一
頁
。

（
51
）	

一
九
四
五
年
第
八
九
回
帝
国
議
会
貴
族
院
衆
議
院
議
員
選
挙
法
律
案
特
別
委
員
会
第
三
号
三
頁
。

（
52
）	

三
枝
・
前
掲
注（
四
五
）一
六
七
─
一
六
八
頁
。

（
53
）	

三
枝
・
前
掲
注（
四
三
）一
六
九
頁
。

（
54
）	

三
枝
・
前
掲
注（
四
三
）一
七
〇
頁
。

（
55
）	

三
枝
・
前
掲
注（
四
三
）一
七
一
頁
。
な
お
ロ
ウ
ス
ト
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
出
典
は
、
福
永
文
夫
編
『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
選
局
資
料
・
占
領
改
革
二
：
選

挙
法
・
政
治
資
金
規
正
法
』（
丸
善
、
一
九
九
七
年
）
二
六
頁
。

（
56
）	

三
枝
・
前
掲
注（
四
三
）一
七
一
頁
。
な
お
ラ
ウ
エ
ル
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
出
典
は
、
福
永
・
前
掲
注（
五
五
）八
六
頁
。

（
57
）	

三
枝
・
前
掲
注（
四
三
）一
七
二
頁
。

（
58
）	

三
枝
・
前
掲
注（
四
三
）一
七
二
頁
。
な
お
ロ
ウ
ス
ト
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
出
典
は
、
福
永
・
前
掲
注（
五
五
）八
六
頁
。

（
59
）	

三
枝
・
前
掲
注（
五
五
）一
七
二
─
一
七
三
頁
。

（
60
）	

ロ
ウ
ス
ト
に
つ
い
て
竹
前
は
「
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
医
学
部
卒
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
文
化
人
類
学
お
よ
び
社
会
学
で
博
士
号
を
取
得
。
さ

（
九
〇
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
四
八

ら
に
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
、
国
際
関
係
、
法
律
、
経
済
学
を
学
ぶ
と
い
う
博
識
の
人
物
で
…
…
こ
の
よ
う
に
ロ
ウ
ス
ト
は
秀
れ
た
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
た
典
型
的
占
領
行
政
官
で
、
生
来
の
学
者
的
資
質
と
学
問
的
手
法
を
フ
ル
に
利
用
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
な
く
、
日
本

人
の
官
僚
な
ど
か
ら
十
分
に
意
見
を
聞
い
て
政
策
決
定
に
反
映
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
竹
前
栄
治
「
戦
後
初
期
の
選
挙
制
度
改

革
（
一
）：
昭
和
二
〇
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」（『
東
京
経
大
学
会
誌
』
第
一
二
九
号
）
九
七
頁
）

（
61
）	

同
上
九
六
─
九
七
頁
。

（
62
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
二
〇
頁
。

（
63
）	

同
上
二
二
〇
頁
。

（
64
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
二
〇
頁
。

（
65
）	

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
杣
・
前
掲
注（
一
）二
四
一
─
二
六
七
頁
。

（
66
）	

一
九
四
九
年
一
月
一
五
日
付
朝
日
新
聞
朝
刊
。

（
67
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
七
一
頁
。

（
68
）	

同
上
二
七
二
頁
。

（
69
）	

同
上
二
七
二
頁
。

（
70
）	

鈴
木
俊
一
の
発
言
（
一
九
四
九
年
五
月
一
三
日
付
衆
議
院
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
第
三
号
、
二
頁
）。

（
71
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
七
二
頁
。

（
72
）	

同
上
二
七
二
頁
。

（
73
）	

宮
下
明
義
法
務
府
事
務
官
の
発
言
（
一
九
四
九
年
七
月
二
三
日
第
五
回
国
会
衆
議
院
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
第
一
一
号
六
頁
）。

ま
た
こ
の
検
挙
方
針
に
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
旨
の
当
時
の
法
務
府
事
務
官
の
答
弁
も
存
在
す
る
（
高
橋
一
郎
法
務
府
事

務
官
の
発
言
。
一
九
四
九
年
七
月
二
三
日
第
五
回
国
会
衆
議
院
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
第
一
一
号
七
頁
）。

（
74
）	

斎
藤
・
前
掲
注（
二
）二
〇
二
頁
。

（
75
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
七
二
─
二
七
三
頁
。

（
九
〇
二
）



公
職
選
挙
法
制
定
と
選
挙
運
動
規
制
（
安
野
）

一
四
九

（
76
）	

堀
内
・
前
掲
注（
四
）五
七
─
五
八
頁
。

（
77
）	

同
上
五
八
頁
。

（
78
）	
同
上
五
八
頁
。

（
79
）	
堀
内
・
前
掲
注（
四
）六
二
頁
。
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
市
雄
貴
・
星
健
一
訳
）『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
政
治
改
革
』（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
八
九
年
）
三
三
七
頁
。

（
80
）	

堀
内
・
前
掲
注（
四
）、
五
九
─
六
〇
頁
。

（
81
）	

同
上
六
〇
─
六
一
頁
。
な
お
堀
内
に
よ
れ
ば
、
こ
の
発
言
は
両
院
法
規
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。

（
82
）	

同
上
六
一
─
六
二
頁
。

（
83
）	

同
上
六
一
頁
。

（
84
）	

同
上
六
二
頁
。

（
85
）	

同
上
七
〇
─
七
一
頁
。

（
86
）	

旧
内
務
省
官
僚
の
公
職
選
挙
法
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
堀
内
匠
「
自
治
体
選
挙
法
の
消
滅
（
下
）：
公
職
選
挙
法
へ
の
統
合
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
自
治
総
研
』
第
四
三
巻
第
一
一
号
、
二
〇
一
七
年
）、
を
参
照
。

（
87
）	

堀
内
・
前
掲
注（
四
）六
五
─
六
六
頁
。

（
88
）	

同
上
、
六
七
頁
。

（
89
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）三
〇
三
頁
。

（
90
）	

同
上
、
二
八
五
頁
。

（
91
）	

堀
内
・
前
掲
注（
四
）六
八
頁
。

（
92
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
八
一
─
二
八
五
頁
。

（
93
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
九
七
頁
。

（
94
）	

同
上
、
二
八
八
頁
。

（
九
〇
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
五
〇

（
95
）	

一
九
四
九
年
七
月
一
日
第
五
回
国
会
衆
議
院
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
第
七
号
五
頁
。

（
96
）	

杣
・
前
掲
注（
一
）二
八
八
頁
。

（
97
）	
三
枝
・
前
掲
注（
三
）九
四
頁
。
な
お
法
務
局
の
見
解
の
出
典
と
し
て
は
、
福
永
・
前
掲
注（
五
一
）四
七
九
─
四
八
〇
。

（
98
）	
堀
内
・
前
掲
注（
四
）七
二
頁
。

（
99
）	

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
・
前
掲
注（
七
九
）三
三
九
頁
。

（
100
）	

同
上
、
三
三
八
頁
。

（
101
）	

堀
内
・
前
掲
注（
四
）七
三
頁
。

（
102
）	

一
例
と
し
て
、
米
政
府
は
、
沖
縄
立
法
院
が
一
九
六
二
年
に
本
土
並
み
に
厳
格
な
選
挙
運
動
規
制
を
有
す
る
「
公
職
選
挙
法
」
案
を
可
決
さ
せ

た
際
、
沖
縄
の
自
治
権
よ
り
も
同
国
の
表
現
の
自
由
原
理
の
尊
重
を
優
先
し
、
こ
の
案
の
承
認
を
拒
否
、
廃
案
に
追
い
込
ん
で
い
る
（
こ
の
経
緯
に

つ
い
て
は
、
一
九
六
二
年
七
月
一
六
付
朝
日
新
聞
夕
刊
、
一
九
六
二
年
八
月
五
日
付
朝
日
新
聞
夕
刊
、
一
九
六
二
年
八
月
二
六
日
付
朝
日
新
聞
朝
刊
、

を
参
照
）。

（
103
）	

岡
原
昌
男
法
務
省
刑
事
局
長
の
発
言
（
一
九
五
三
年
三
月
一
九
日
付
第
一
五
回
国
会
参
議
院
地
方
行
政
員
会
閉
二
号
三
頁
）。

（
104
）	

こ
の
問
題
に
つ
い
て
自
治
省
選
挙
部
長
及
び
自
治
事
務
次
官
を
歴
任
し
た
大
林
勝
臣
は
、
五
〇
年
法
制
定
時
の
段
階
で
同
様
の
試
案
が
既
に
存

在
し
た
が
、
新
聞
協
会
が
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
声
明
を
根
拠
に
そ
の
導
入
を
拒
絶
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
大
林
勝
臣
「
公
職
選
挙
法
演
習
：

新
聞
紙
の
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
の
自
由
に
つ
い
て
」（『
選
挙
』
第
一
九
巻
第
九
号
、
一
九
六
六
年
）
一
三
頁
）。

（
105
）	

一
九
五
二
年
公
職
選
挙
法
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
安
野
修
右
「
一
九
五
二
年
公
職
選
挙
法
改
正
の
政
治
過
程
」（『
法
学
研
究
年
報
』
第

四
九
号
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。

（
106
）	

三
枝
・
前
掲
注（
一
三
）二
六
五
─
二
六
六
頁
。
な
お
三
枝
自
身
は
、
選
挙
公
営
制
度
に
関
す
る
様
々
な
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
公
営
論
者
の
い

う
機
会
均
等
論
の
実
現
が
現
実
に
は
困
難
で
あ
り
、
公
営
制
度
と
選
挙
運
動
規
制
の
自
由
化
を
両
立
さ
せ
る
よ
う
な
発
想
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
と

結
論
し
て
い
る
（
三
枝
・
前
掲
注（
一
三
）二
六
七
─
二
七
〇
頁
）。

（
107
）	

最
三
小
判
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
七
月
二
一
日
計
週
三
五
巻
五
合
五
六
八
頁
。

（
九
〇
四
）



公
職
選
挙
法
制
定
と
選
挙
運
動
規
制
（
安
野
）

一
五
一

（
108
）	

五
〇
年
制
定
以
後
の
正
当
化
原
理
の
崩
壊
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
・
前
掲
注（
二
）二
五
八
─
二
八
九
頁
。

（
109
）	

一
九
七
五
年
改
正
に
お
け
る
選
挙
運
動
規
制
の
改
正
つ
い
て
は
、
常
本
照
樹
「
選
挙
二
法
昭
和
五
〇
年
改
正
と
憲
法
問
題
：
公
職
選
挙
法
改
正

を
め
ぐ
る
国
会
審
議
を
中
心
と
し
て
」（『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
二
巻
第
二
号
）
が
あ
る
。

（
110
）	
一
九
八
二
年
改
正
に
つ
い
て
は
、
岡
田
信
弘
「
選
挙
法
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
と
論
理
─
：
参
議
院
比
例
代
表
制
導
入
の
場
合
（
上
）」『
明
治
学
院

論
叢
』
第
四
八
九
号
）、
岡
田
信
弘
「
選
挙
法
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
と
論
理
─
：
参
議
院
比
例
代
表
制
導
入
の
場
合
（
中
）」『
明
治
学
院
論
叢
』
第

四
九
六
号
）
が
あ
る
。
た
だ
し
選
挙
運
動
規
制
の
改
正
を
主
題
と
し
た
も
の
は
筆
者
の
知
る
限
り
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
111
）	

一
九
九
四
年
政
治
改
革
に
つ
い
て
は
、
三
枝
、
前
掲
注（
三
）一
〇
一
─
一
二
六
頁
。

（
九
〇
五
）





ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
五
三

一
．
刑
事
裁
判
権
問
題
の
本
質

ド
イ
ツ
と
刑
事
裁
判
権

日
本
に
駐
留
す
る
米
軍
兵
士
等
が
日
本
で
罪
を
お
か
し
た
場
合
、

そ
の
裁
判
権
は
日
米
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
刑
事

裁
判
権
を
定
め
た
日
米
行
政
協
定
第
一
七
条
が
一
九
五
三
年
に
改

正
さ
れ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
（
北
大
西
洋
条
約
当
事
国
間
の

軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
）
並
み
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
一

応
の
解
決
を
み
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
（
改
正
行
政
協
定
第

一
七
条
）
に
よ
れ
ば
、
被
害
が
派
遣
国
（
ア
メ
リ
カ
）
の
み
に
及

ぶ
犯
罪
、
お
よ
び
、
公
務
執
行
に
よ
る
犯
罪
を
除
き
、
そ
の
他
の

犯
罪
に
つ
い
て
は
、
受
入
国
（
日
本
）
が
刑
事
裁
判
権
を
有
す
る

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
に
日
米
安
保
条
約

が
改
正
さ
れ
、
行
政
協
定
は
日
米
地
位
協
定
と
改
称
さ
れ
る
。
同

第
一
七
条
は
そ
の
ま
ま
地
位
協
定
に
引
き
継
が
れ
た
。

一
九
五
五
年
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

（
以
下
、
ド
イ
ツ
と
称
す
）
の
場
合
、
ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍

地
位
補
足
協
定
（
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
駐
留
す
る
外
国
軍
隊
に

関
し
て
北
大
西
洋
条
約
当
事
国
間
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

を
補
足
す
る
協
定
）
を
一
九
五
九
年
に
締
結
し
た
（
１
）
。
ド
イ
ツ
駐
留

ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権

信
　
　
夫
　
　
隆
　
　
司

研
究
ノ
ー
ト

（
九
〇
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
五
四

で
あ
る
日
本
に
と
っ
て
、
刑
事
裁
判
権
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、

そ
の
改
定
を
い
か
に
す
べ
き
か
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉
過
程
に
焦
点
を
絞
る
（
２
）
。
こ
れ
に
よ
り
、

当
事
国
間
、
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
の
主
権
を
め
ぐ
る

相
克
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
分
析
の
対
象
は
ふ
た
つ

あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
刑
事
裁
判
権
は
派
遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の

い
ず
れ
に
あ
る
の
か
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ド
イ
ツ
が
、
ど
の

程
度
裁
判
権
を
放
棄
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

派
遣
国
が
公
務
執
行
に
よ
る
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
公
務

証
明
書
を
発
給
し
た
場
合
、
そ
の
証
明
書
の
効
力
如
何
で
あ
る
。

最
終
的
な
決
定
権
が
派
遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の
い
ず
れ
に
あ
る

の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
刑
事
裁
判
権
問
題
の
本
質
に

か
か
わ
る
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
は
、
一
九
五
一
年
六
月
、
ロ
ン
ド
ン
で

署
名
さ
れ
、
一
九
五
三
年
八
月
に
発
効
し
た
。
同
協
定
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
を
定
め
た
基
本

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
（
以
下
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
と
称

す
）
と
改
正
さ
れ
た
行
政
協
定
第
一
七
条
を
比
較
す
る
と
、
ド
イ

ツ
補
足
協
定
の
場
合
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
不
利
と
思
わ
れ
る
条
項

が
含
ま
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
は
全
面
的
な
刑
事
裁
判
権
放
棄
を
受
け
入
れ
て
い
る
か

ら
だ
。
こ
れ
だ
け
を
み
る
と
、
ド
イ
ツ
は
、
同
協
定
の
交
渉
で
、

派
遣
国
側
の
要
求
に
屈
し
た
と
も
受
け
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
協

定
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
派
遣
国
側
は
引
き
続
き
専
属
的
裁
判
権

を
行
使
で
き
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
う
し
た
見

方
に
は
い
っ
そ
う
説
得
力
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉
過
程
を
分
析
す
る

と
、
こ
う
し
た
見
方
を
覆
す
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ド

イ
ツ
は
、
派
遣
国
側
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
と
対
等
に
渡
り
合
っ

た
結
果
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
で
は
刑
事
裁
判
権
を
あ
る
程
度
確
保

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
程
度
と
は
、

刑
事
裁
判
権
の
最
終
的
な
決
定
権
を
ド
イ
ツ
側
は
確
保
し
た
と
の

意
味
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
協
定
に
ド
イ
ツ
が
一
〇
〇
％
満
足

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ド
イ
ツ
議
会
お
よ
び
国

民
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
成
果
を
挙
げ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
ド
イ
ツ
の
交
渉
戦
略
な
ら
び
に
そ
の
結
果
は
、
同
じ
敗
戦
国

（
九
〇
八
）
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一
五
五

解
決
法
を
規
定
し
て
い
る
。

第
三
項
⒜
は
、
派
遣
国
の
軍
当
局
が
、
受
入
国
に
優
先
し
て
裁

判
権
を
行
使
で
き
る
（
こ
れ
を
第
一
次
裁
判
権
と
い
う
）
場
合
を

規
定
し
て
い
る
。
以
下
の
⒤
ⅱ
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。

⒤
　
派
遣
国
の
財
産
も
し
く
は
安
全
の
み
に
対
す
る
犯
罪
、
そ

れ
に
、
派
遣
国
の
構
成
員
等
間
の
身
体
ま
た
は
財
産
の
み
に
対
す

る
犯
罪
。

前
者
は
、
派
遣
国
の
兵
士
が
派
遣
国
の
管
理
下
に
あ
る
物
品
を

窃
取
し
た
場
合
、
後
者
は
、
兵
士
同
士
の
喧
嘩
で
、
相
手
に
ケ
ガ

を
負
わ
せ
た
よ
う
な
場
合
が
典
型
的
な
例
と
な
る
。

ⅱ
　
公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
ず
る
犯
罪
。

第
三
項
⒝
に
は
、
以
上
を
除
き
、
そ
の
他
す
べ
て
の
犯
罪
で
、

受
入
国
側
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

受
入
国
側
に
広
範
な
裁
判
権
を
認
め
る
の
が
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位

協
定
の
原
則
な
の
で
あ
る
。

第
三
項
⒞
に
は
、
裁
判
権
放
棄
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い

る
。
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
が
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る

国
に
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
放
棄
の
要

請
は
、
第
一
次
裁
判
権
の
放
棄
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
第
二
次
裁

判
権
を
有
す
る
国
が
判
断
す
る
場
合
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
要

条
約
で
あ
る
。
同
協
定
で
は
、
加
盟
国
は
派
遣
国
に
も
受
入
国
に

も
な
り
う
る
。
ま
ず
、
こ
の
協
定
が
刑
事
裁
判
権
を
ど
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

同
協
定
第
七
条
第
一
項
⒜
に
よ
る
と
、
派
遣
国
軍
隊
の
構
成
員
、

軍
属
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
家
族
が
受
入
国
で
罪
を
お
か
し
た
場

合
、
軍
隊
派
遣
国
に
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
同
時
に
、
同
項
⒝
に
よ
っ
て
、
受
入
国
も
裁
判
権
を
有

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
犯
罪
で
は
、
派
遣
国
お
よ
び

受
入
国
の
双
方
に
、
裁
判
権
が
与
え
ら
れ
る
。

第
七
条
第
二
項
⒜
は
、
派
遣
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る

も
の
の
、
受
入
国
の
法
律
に
よ
っ
て
は
罰
せ
ら
れ
な
い
犯
罪
の
場

合
、
派
遣
国
が
専
属
的
裁
判
権
を
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
逆

に
、
同
項
⒝
は
、
派
遣
国
の
法
律
に
よ
っ
て
は
罰
せ
ら
れ
な
い
も

の
の
、
受
入
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
受
入

国
が
専
属
的
裁
判
権
を
有
す
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
に
、
派
遣
国

あ
る
い
は
受
入
国
に
対
す
る
反
逆
の
罪
が
あ
る
。
派
遣
国
へ
の
反

逆
の
罪
は
、
受
入
国
の
法
律
で
は
罰
せ
ら
れ
な
い
。
逆
も
ま
た
同

様
で
あ
る
。

第
七
条
第
三
項
は
、
第
一
項
の
裁
判
権
が
競
合
す
る
場
合
、
派

遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の
い
ず
れ
に
裁
判
権
が
あ
る
の
か
、
そ
の

（
九
〇
九
）
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五
六

る
。ボ

ン
会
議
に
参
加
し
た
の
は
、
受
入
国
と
し
て
ド
イ
ツ
、
派
遣

国
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
カ
ナ
ダ
、

ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
る
。
受
入
国
・
派
遣

国
合
わ
せ
て
八
ヶ
国
と
な
る
。
そ
の
う
ち
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
ド

イ
ツ
国
内
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
軍
が
撤
退
し
た
後
の
一
九
五
八
年
四

月
に
交
渉
か
ら
手
を
引
い
て
い
る
（
４
）
。
ボ
ン
会
議
が
開
催
さ
れ
た
当

時
、
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
内
訳
は
、
ア
メ
リ
カ

三
〇
万
人
、
イ
ギ
リ
ス
一
〇
万
四
〇
〇
〇
人
、
フ
ラ
ン
ス
六
万

六
〇
〇
〇
人
、
ベ
ル
ギ
ー
四
万
七
〇
〇
〇
人
、
オ
ラ
ン
ダ
一
万
人
、

カ
ナ
ダ
九
八
〇
〇
人
、
そ
れ
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
若
干
名
で
あ
っ

た
（
５
）
。ボ

ン
会
議
の
議
長
を
務
め
た
の
は
、
Ｍ
・
ケ
ッ
ケ
ン
ベ
ー
ク

（M
. K

aeckenbeeck

）
博
士
で
あ
る
。
同
氏
は
、
ベ
ル
ギ
ー
国

籍
で
、
著
名
な
国
際
法
学
者
と
し
て
、
参
加
国
の
全
会
一
致
で
議

長
に
選
出
さ
れ
た
（
６
）
。
ボ
ン
会
議
に
お
け
る
主
要
な
意
思
決
定
機
関

は
、
運
営
委
員
会
（S

teering C
om

m
ittee

）
で
あ
っ
た
。
本
稿

で
も
、
こ
の
運
営
委
員
会
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
、
そ
の
下
部

組
織
で
あ
る
法
律
委
員
会
お
よ
び
作
業
班
を
含
め
、
刑
事
裁
判
権

を
め
ぐ
る
協
議
の
様
子
を
跡
付
け
た
い
。

請
に
対
し
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
は
、
好
意
的
考
慮
を
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
件
ご
と
に
個
別
に
要
請
す
る
場
合
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。

ボ
ン
会
議

ド
イ
ツ
補
足
協
定
を
交
渉
す
る
た
め
の
ド
イ
ツ
駐
留
軍
地
位
会

議
は
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
で
始
ま
っ
た
（
３
）
。
こ

の
ボ
ン
会
議
は
、
一
九
五
七
年
四
月
ま
で
お
こ
な
わ
れ
、
中
止
に

い
た
る
。
そ
の
後
は
、
ド
イ
ツ
側
の
要
請
に
よ
り
、
大
使
級
会
議

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ボ
ン
会
議
が
中
止
に
い
た
っ
た
理
由
は
、
こ

の
会
議
体
で
は
、
各
国
の
代
表
は
本
国
か
ら
の
訓
令
に
縛
ら
れ
、

自
由
な
議
論
が
お
こ
な
え
ず
、
ド
イ
ツ
の
状
況
を
理
解
し
て
も
ら

え
な
い
、
と
ド
イ
ツ
側
が
同
会
議
に
不
満
を
い
だ
い
た
た
め
で
あ

る
。
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
一
九
五
九
年
八
月
、
ド
イ
ツ
補

足
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
協
定
が
発
効
す
る
の
は
、

一
九
六
三
年
七
月
で
あ
る
。
同
協
定
は
、
交
渉
開
始
か
ら
四
年
を

経
て
交
渉
が
ま
と
ま
る
も
の
の
、
発
効
ま
で
に
さ
ら
に
四
年
を
要

し
た
。
た
だ
し
、
刑
事
裁
判
権
に
関
し
て
は
、
一
九
五
七
年
四
月

ま
で
の
ボ
ン
会
議
で
ほ
ぼ
そ
の
内
容
が
固
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

本
稿
で
は
、
ボ
ン
会
議
に
お
け
る
交
渉
過
程
を
分
析
の
対
象
と
す

（
九
一
〇
）
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七

要
な
規
定
に
よ
っ
て
補
足
し
た
一
九
五
一
年
六
月
一
九
日
に
ロ
ン

ド
ン
で
署
名
さ
れ
た
北
大
西
洋
条
約
の
当
事
国
の
軍
隊
の
地
位
に

関
す
る
こ
れ
ら
の
国
の
間
の
協
定
を
基
礎
と
す
る
。」
と
あ
る
（
８
）
。

こ
の
よ
う
に
、
軍
隊
条
約
は
、
新
取
極
の
効
力
発
生
ま
で
、
引

き
続
き
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
軍
隊

条
約
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
の
規
定
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
同
条
約
第
六
条
第
一
項
に
、「
軍
隊
当
局
が
軍
隊
構
成

員
に
対
す
る
専
属
的
刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
。」
と
あ
る
（
９
）
。

こ
の
派
遣
国
の
専
属
的
裁
判
権
、「
連
邦
共
和
国
に
駐
留
す
る

軍
隊
に
関
し
て
存
在
す
る
特
別
の
状
況
」、
さ
ら
に
は
、
ド
イ
ツ

補
足
協
定
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
を
基
礎
と
す
る
と
い
う
三
つ

の
要
件
を
い
か
に
調
整
す
る
か
が
、
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る
軍
隊
の

刑
事
裁
判
権
問
題
を
解
決
す
る
核
心
を
な
す
こ
と
と
な
っ
た
。

ド
イ
ツ
補
足
協
定

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
と
ド
イ
ツ
補
足
協
定
と
は
ど
の
よ
う
な

違
い
が
あ
る
の
か
を
中
心
に
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
一
八
条
お
よ

び
第
一
九
条
の
問
題
点
を
把
握
し
て
お
き
た
い
（
10
）
。

ま
ず
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
一
九
条
の
刑
事
裁
判
権
条
項
で
あ

る
。
第
一
項
は
、
派
遣
国
の
要
請
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
は

ま
ず
、
ボ
ン
会
議
は
な
ぜ
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ

の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
ド
イ
ツ
が
主
権
を
回
復
す
る

の
は
、
一
九
五
五
年
五
月
五
日
で
あ
る
。
そ
の
前
年
の
一
九
五
四

年
一
〇
月
、
ド
イ
ツ
を
占
領
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
四
ヶ
国
が
パ
リ
で
会
議
を
開
き
、
占
領
終

了
に
と
も
な
う
ド
イ
ツ
の
主
権
回
復
、
再
軍
備
、
そ
れ
に
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
加
盟
を
承
認
す
る
パ
リ
諸
条
約
を
締
結
し
た
。
こ

の
な
か
に
、「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
占
領
制
度
の
終
了

に
関
す
る
議
定
書
」
が
あ
る
。
同
議
定
書
に
よ
り
、
一
九
五
二
年

五
月
に
署
名
さ
れ
た
「
三
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
関
係
に

関
す
る
条
約
」（
以
下
、
ド
イ
ツ
条
約
と
称
す
）、「
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
に
あ
る
外
国
軍
隊
及
び
そ
の
構
成
員
の
権
利
及
び
義
務
に

関
す
る
条
約
」（
以
下
、
軍
隊
条
約
と
称
す
）、「
財
政
条
約
」、

「
戦
争
及
び
占
領
か
ら
生
ず
る
問
題
の
解
決
に
関
す
る
条
約
」
が

修
正
さ
れ
、
同
議
定
書
と
同
時
に
発
効
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
た
（
７
）
。

ド
イ
ツ
条
約
修
正
第
八
条
で
、
軍
隊
条
約
は
、「
三
国
の
軍
隊

及
び
連
邦
共
和
国
の
領
域
内
に
軍
隊
を
有
す
る
他
の
国
の
権
利
及

び
義
務
を
掲
げ
る
新
取
極
の
効
力
発
生
の
時
ま
で
引
き
続
き
効
力

を
有
す
る
。」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、「
新
取
極
は
、
連
邦
共
和
国
に

駐
留
す
る
軍
隊
に
関
し
て
存
在
す
る
特
別
の
状
況
に
か
ん
が
み
必

（
九
一
一
）
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一
五
八

正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
側
の
主
張
で
あ
っ
た
。
も

う
ひ
と
つ
は
、
つ
ぎ
の
第
三
項
の
裁
判
権
放
棄
の
撤
回
と
密
接
に

関
連
す
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
派
遣
国
側
か
ら
犯
罪
に
関
す
る
通
告
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
、
裁
判
権
放
棄
の
撤
回
権
を
行
使
で
き
る
。

第
三
項
は
、
ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
で
き
る
旨
を
規

定
し
て
い
る
。
第
一
項
で
ド
イ
ツ
側
が
全
面
的
な
裁
判
権
の
放
棄

を
受
け
入
れ
た
。
第
三
項
で
は
、
一
定
の
場
合
、
ド
イ
ツ
側
は
裁

判
権
の
放
棄
の
撤
回
、
つ
ま
り
、
裁
判
権
を
取
り
戻
せ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
。
第
一
項
と
第
三
項
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。

ド
イ
ツ
側
に
と
っ
て
、
全
面
的
な
裁
判
権
放
棄
の
見
返
り
に
、
裁

判
権
を
取
り
戻
せ
る
規
定
を
置
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
項
の
要
点
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
い
か
な
る
場
合

に
、
ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
放
棄
の
撤
回
を
要
請
で
き
る
の
か
で
あ

る
。
同
項
に
よ
れ
ば
、「
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
利
益
に
と
っ
て

不
可
欠
」
な
場
合
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合

な
の
か
が
問
題
と
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
撤
回
の
要
請
は
い
つ

ま
で
で
き
る
の
か
で
あ
る
。
同
項
で
は
、
基
本
的
に
、「
第
二
項

に
定
め
る
通
告
の
受
理
後
二
一
日
以
内
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
ド
イ
ツ
側
は
、
裁
判
権
放
棄
を
い
つ
ま
で
も
撤
回
で
き

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で
認
め
ら
れ
た
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
す

る
と
あ
る
。
ド
イ
ツ
側
が
か
ら
み
る
と
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定

の
原
則
か
ら
大
幅
な
後
退
を
意
味
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
全
面
的
な

刑
事
裁
判
権
放
棄
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。「
全
面
的
」

と
は
、
前
述
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三
項
⒞
が
規
定

す
る
個
別
の
裁
判
権
放
棄
の
要
請
と
は
異
な
る
も
の
で
、
裁
判
権

を
す
べ
て
放
棄
す
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三
項
⒝
が
規
定
す
る
第
一
次
裁

判
権
を
す
べ
て
放
棄
し
た
。
ド
イ
ツ
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
案
を
の

ん
だ
の
か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
ま
た
、「
派
遣
国
の
要
請
」
と

あ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
側
に
よ
る
第
一
次
裁
判
権
の
放
棄
が
必
要
で

あ
る
と
、
派
遣
国
す
べ
て
が
と
ら
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

か
ら
だ
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
と
同
じ
内
容
で
も
よ
い

と
す
る
派
遣
国
も
あ
っ
た
。

第
二
項
は
、
裁
判
権
放
棄
に
該
当
す
る
個
別
の
事
件
を
、
派
遣

国
の
軍
当
局
が
ド
イ
ツ
当
局
に
通
告
す
る
と
の
規
定
で
あ
る
。
本

項
は
、
ド
イ
ツ
側
の
要
請
で
挿
入
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
は
ふ
た
つ

あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
通
告
が
な
い
と
、
裁
判
権
放
棄
が
適
用
さ
れ

る
犯
罪
の
情
報
が
ド
イ
ツ
側
に
提
供
さ
れ
な
い
と
の
問
題
が
あ
っ

た
か
ら
だ
。
こ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
議
会
で
刑
事
裁
判
権
の
放
棄
を

（
九
一
二
）



ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
五
九

有
す
る
。
同
協
定
に
は
、
そ
れ
以
上
詳
し
い
規
定
は
置
か
れ
て
い

な
い
。
第
一
八
条
も
第
一
九
条
同
様
、
最
終
的
な
決
定
権
が
ド
イ

ツ
側
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
派
遣
国
側
に
あ
る
の
か
の
問
題
で

あ
る
。
た
だ
、
第
一
八
条
の
場
合
、
問
題
点
は
よ
り
わ
か
り
や
す

い
。
要
は
、
公
務
の
執
行
に
よ
る
作
為
あ
る
い
は
不
作
為
に
よ
っ

て
犯
罪
が
生
じ
た
と
さ
れ
、
軍
が
公
務
証
明
書
を
発
給
し
た
場
合
、

そ
の
証
明
書
は
最
終
的
な
も
の
で
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
を
拘
束
す

る
の
か
で
あ
る
。

第
一
八
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
派
遣
国
軍
兵
士
等
の
犯
行
が
、

公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
を
決
定

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
そ
の
決
定
は
、
当
該
派
遣
国
の
法
律
に

従
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
公
務
執
行
中
で

あ
る
か
否
か
の
決
定
権
は
派
遣
国
側
に
あ
る
。
そ
の
場
合
、
派
遣

国
の
最
高
当
局
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
、
こ
の
件
に
つ
い
て
の

証
明
書
を
提
出
で
き
る
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
八
条
第
二
項
で
は
、
公
務
証
明
書
が
発
給
さ
れ
た
場
合
、

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
そ
の
証
明
書
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
と
あ

る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
、
公
務
証
明
書
に
納
得
が
い

か
な
い
場
合
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
項
に
、「
同
証
明

書
は
、
例
外
的
な
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
又
は
当
局
の
要

る
わ
け
で
は
な
い
。
二
一
日
と
い
う
時
間
的
制
約
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
し
た
場
合
、
す
べ
て
そ
の
と

お
り
に
撤
回
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
と
派
遣

国
の
当
局
と
の
間
で
、
撤
回
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
る
。
協
議
が
整

い
、
い
ず
れ
に
裁
判
権
が
あ
る
の
か
が
決
ま
れ
ば
、
裁
判
権
の
問

題
は
解
決
す
る
。
問
題
は
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
第
四
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
当
該
派
遣
国
の
外
交
使
節

は
ド
イ
ツ
政
府
に
対
し
異
議
の
申
し
立
て
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、

「
連
邦
政
府
は
、
ド
イ
ツ
の
司
法
上
の
利
益
及
び
派
遣
国
の
利
益

の
双
方
に
相
当
な
る
考
慮
を
払
っ
た
上
で
、
外
交
問
題
の
分
野
に

お
け
る
権
限
を
行
使
し
て
不
一
致
を
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。」

と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
概
観
し
た
。
か
な
り
複
雑

な
手
続
を
経
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
の
核
心
は
、
刑
事
裁

判
権
を
行
使
す
る
最
終
的
な
決
定
権
が
、
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
派
遣

国
の
い
ず
れ
に
あ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
交
渉
過
程
の
分

析
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
一
八
条
は
公
務
執
行
中
の
犯
罪

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定

第
七
条
第
三
項
⒜
ⅱ
に
よ
れ
ば
、
派
遣
国
側
が
第
一
次
裁
判
権
を

（
九
一
三
）
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オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
は
、
米
軍
の
受
入
国
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
は
、

刑
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
限
を
放
棄
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
オ
ラ
ン
ダ
が
、
裁
判
権
の
行
使
を
特
に
重
要
と
決

定
す
る
場
合
は
そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
（
12
）
。
こ
の
方
式
の
特
徴
は
、

裁
判
権
を
放
棄
す
る
場
合
と
、
放
棄
し
な
い
場
合
に
二
分
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
受
入
国
は
ま
ず
広
く
裁
判
権
を
放
棄
す
る
も

の
の
、
受
入
国
が
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
、
裁
判
権
を
行
使

で
き
る
。
こ
の
決
定
は
、
受
入
国
の
専
権
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。

派
遣
国
と
し
て
は
、
受
入
国
に
な
る
べ
く
広
く
裁
判
権
を
放
棄
し

て
も
ら
い
た
い
。
受
入
国
は
、
特
に
重
要
な
事
件
で
は
裁
判
権
を

譲
れ
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と
は
、
こ
の
両
者
の
要
望
を
折
衷
さ

せ
た
も
の
と
い
え
る
。

ア
メ
リ
カ
と
オ
ラ
ン
ダ
が
オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
取
極
を
結
ん
だ
の

は
、
一
九
五
四
年
八
月
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
約
一
年
前
、
日

米
行
政
協
定
第
一
七
条
が
改
正
さ
れ
た
。
改
正
以
前
は
、
ア
メ
リ

カ
に
よ
る
専
属
的
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
同
条

で
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
発
効
を
見
越
し
て
、
発
効
の
暁

に
は
、
同
条
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
並
み

に
改
正
さ
れ
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
は
一
九
五
三
年
八
月
に
発
効
す
る
。
こ

請
に
よ
り
、
連
邦
政
府
と
連
邦
共
和
国
に
駐
在
す
る
派
遣
国
の
外

交
使
節
の
間
で
の
討
議
を
通
し
て
再
審
査
の
対
象
に
で
き
る
。」

と
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
一
見
、
シ
ン
プ
ル
な
よ
う
で
も
、
最
終

的
に
ど
の
よ
う
な
決
着
が
は
か
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生

じ
る
。

な
お
、
冷
戦
終
焉
後
の
一
九
九
三
年
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
は
大

幅
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
協
定
第
一
八
条
お

よ
び
第
一
九
条
は
、
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉
時
の
議
論
は
、
今
日
に
お
い
て
も
意
味

が
あ
る
（
11
）
。

ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
先
例

第
一
節
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
オ
ラ
ン
ダ
、
そ
れ
に
、
日

本
の
刑
事
裁
判
権
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
と
は
別
に
、
ア
メ
リ
カ
と
オ
ラ
ン
ダ
が
締

結
し
た
刑
事
裁
判
権
取
極
（
オ
ラ
ン
ダ
方
式
）
は
、
派
遣
国
の
代

表
と
い
え
る
ア
メ
リ
カ
、
お
よ
び
、
受
入
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
に

と
っ
て
も
、
受
け
入
れ
可
能
な
最
低
線
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら

だ
。
つ
ま
り
、
両
国
に
と
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
が
交
渉
の
落
と

し
ど
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
九
一
四
）
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が
っ
て
、
刑
事
裁
判
権
密
約
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
の
先
例
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
は
、
刑
事
裁
判
権
密
約
に
関
す
る
情
報
を
ア
メ
リ
カ
か

ら
入
手
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
が
関
心
を
示
し
た
の
は
、

一
九
五
七
年
一
月
、
群
馬
県
の
相
馬
ヶ
原
演
習
場
で
起
っ
た
ジ

ラ
ー
ド
事
件
で
あ
る
。
同
事
件
で
は
、
同
演
習
場
に
弾
拾
い
に
き

て
い
た
地
元
の
主
婦
が
、
演
習
中
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｓ
・
ジ
ラ
ー

ド
三
等
特
技
兵
に
招
き
寄
せ
ら
れ
、
威
嚇
に
あ
い
、
逃
げ
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
を
後
ろ
か
ら
撃
た
れ
、
即
死
し
た
（
14
）
。
こ
の
事
件
の
争

点
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
発
砲
行
為
が
公
務
執
行
中
の
行
為
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
ボ
ン
会
議

は
山
場
を
迎
え
、
公
務
証
明
書
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
た

た
か
わ
さ
れ
て
い
た
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
が
、
ボ
ン
会
議
に
ど
の
程

度
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
．
派
遣
国
側
が
提
起
し
た
刑
事
裁
判
権
方
式

ア
メ
リ
カ
の
基
本
的
立
場

ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉
が
始
ま
る
前
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
、

刑
事
裁
判
権
の
全
面
的
な
放
棄
を
ド
イ
ツ
側
に
求
め
る
こ
と
を
方

針
と
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
批
准

に
あ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
上
院
が
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七

れ
に
伴
い
、
行
政
協
定
第
一
七
条
も
改
正
さ
れ
た
。
行
政
協
定
第

一
七
条
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
並
み
と
な
っ
た
も
の
の
、
日
米

間
で
密
約
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
13
）
。

密
約
締
結
の
舞
台
は
、
日
米
合
同
委
員
会
の
下
部
組
織
で
あ
る

刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
あ
る
。
同
委
員
会
の
日
本
側
代
表
を

つ
と
め
て
い
た
の
は
、
法
務
省
総
務
課
長
の
津
田
實
で
あ
っ
た
。

津
田
は
、
日
本
国
の
方
針
と
し
て
、
日
本
に
と
っ
て
実
質
的
に
重

要
な
事
件
を
除
き
、
米
軍
兵
士
等
に
対
し
、
第
一
次
裁
判
権
を
行

使
す
る
つ
も
り
が
な
い
旨
を
陳
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
一
方
的
陳
述
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
た
る

ま
で
日
米
間
で
十
分
な
協
議
が
な
さ
れ
、
一
方
的
陳
述
の
形
は
と

る
も
の
の
、
日
本
は
米
軍
兵
士
等
に
対
し
、
日
本
に
と
っ
て
実
質

的
に
重
要
な
事
件
を
除
き
、
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
ア
メ

リ
カ
側
に
約
束
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
日
米
間
の
刑
事
裁
判
権
密
約
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方

式
に
先
立
ち
、
交
わ
さ
れ
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と
刑
事
裁
判

権
密
約
と
の
違
い
は
、
前
者
が
公
表
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後

者
は
ま
さ
に
密
約
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
オ
ラ

ン
ダ
方
式
に
あ
る
「
特
に
重
要
」
と
刑
事
裁
判
権
密
約
に
あ
る

「
実
質
的
に
重
要
」
と
の
間
に
お
お
き
な
違
い
は
な
い
。
し
た

（
九
一
五
）
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一
六
二

な
る
。
ア
メ
リ
カ
が
専
属
的
裁
判
権
を
行
使
で
き
れ
ば
、
そ
う
し

た
負
担
は
な
く
な
る
。
第
三
に
、
米
軍
お
よ
び
ド
イ
ツ
当
局
も
、

軍
隊
条
約
の
下
で
米
軍
が
専
属
的
裁
判
権
を
行
使
し
て
き
た
こ
れ

ま
で
の
制
度
に
な
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
も
し
こ
れ
ま
で
の
制
度

を
変
更
す
る
と
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
国
民
お
よ
び
議
会
へ
の
説
明

が
む
ず
か
し
く
な
る
（
16
）
。

派
遣
国
側
は
全
部
で
七
ヶ
国
で
あ
る
。
た
だ
、
派
遣
国
側
は

け
っ
し
て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
交
渉
で
は
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ

側
に
有
利
に
作
用
し
て
い
る
。
七
ヶ
国
の
う
ち
、
派
遣
国
の
刑
事

裁
判
権
を
最
大
限
に
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
、
フ

ラ
ン
ス
、
お
よ
び
、
ベ
ル
ギ
ー
の
三
ヶ
国
で
あ
っ
た
（
17
）
。
こ
れ
に
対

し
、
自
国
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
事
件
で
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
に

お
け
る
刑
事
裁
判
権
を
確
保
で
き
れ
ば
十
分
だ
と
考
え
て
い
た
の

が
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、
そ
れ
に
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
も
と
も
と
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
裁
判
権
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
並
み
で
足
り
る
と
の
立
場
で
あ
っ
た
（
18
）
。
デ

ン
マ
ー
ク
の
場
合
、
若
干
名
し
か
ド
イ
ツ
に
駐
留
し
て
お
ら
ず
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
以
上
の
裁
判
権
を
必
要
と
し
て
い

な
か
っ
た
（
19
）
。
こ
の
よ
う
に
、
派
遣
国
の
な
か
に
、
刑
事
裁
判
権
に

つ
い
て
考
え
方
の
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が

条
は
、
将
来
、
ア
メ
リ
カ
が
締
結
す
る
地
位
協
定
の
先
例
と
は
な

ら
な
い
と
の
意
向
を
示
し
た
こ
と
に
よ
る
（
15
）
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う

に
、
ド
イ
ツ
条
約
修
正
第
八
条
で
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
は
、「
連

邦
共
和
国
に
駐
留
す
る
軍
隊
に
関
し
て
存
在
す
る
特
別
の
状
況
」

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

特
別
の
状
況
を
考
慮
し
て
ド
イ
ツ
補
足
協
定
は
締
結
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
ア
メ
リ
カ
は
考
え
た
。
で
は
、
こ
の
「
特
別
の

状
況
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

一
九
五
五
年
一
一
月
二
三
日
に
開
か
れ
た
ボ
ン
会
議
運
営
委
員

会
で
、
ア
メ
リ
カ
側
代
表
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
専
属
的
裁
判
権
を

保
持
す
る
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
第
一
に
、
米

軍
の
使
命
お
よ
び
米
軍
の
駐
屯
す
る
場
所
で
あ
る
。
米
軍
は
、
東

西
冷
戦
の
最
前
線
に
駐
屯
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
側
諸
国

の
防
衛
に
は
、
最
高
度
の
規
律
の
保
持
が
必
要
に
な
る
た
め
、
刑

事
裁
判
権
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
ド
イ
ツ
国
内
に

は
多
数
の
米
兵
が
展
開
・
集
中
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る

米
軍
は
三
〇
万
人
で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
に

よ
れ
ば
、
軍
事
裁
判
所
で
裁
判
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
裁
判
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
か
を
決
め
る

必
要
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の
行
政
的
負
担
が
非
常
に
重
く

（
九
一
六
）
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Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
上
、
ド
イ
ツ
に
与
え
ら
れ
る
は
ず
の
第
一

次
裁
判
権
を
ド
イ
ツ
は
放
棄
す
る
。
そ
の
結
果
、
第
二
次
裁
判
権

を
有
す
る
派
遣
国
側
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。「
自
動
的
」
と

は
、
派
遣
国
側
が
放
棄
の
要
請
を
し
な
く
て
も
、
ド
イ
ツ
側
が
、

裁
判
権
を
放
棄
す
る
か
ら
だ
。
ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
一
九
条
第
一

項
で
は
、
派
遣
国
側
が
放
棄
の
「
要
請
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
要
請
」
が
挿
入
さ
れ
た
の
は
、
派
遣
国
す
べ
て
が
裁
判
権

の
放
棄
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で
は
第
一
次
裁
判
権
と
第
二
次
裁
判
権

と
を
、
派
遣
国
お
よ
び
受
入
国
に
そ
れ
ぞ
れ
配
分
し
て
い
る
。
こ

の
方
式
は
明
ら
か
に
そ
れ
を
逸
脱
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
案
を
提
示
し
て
も
、
ド
イ
ツ
側
に
拒
絶
さ
れ
る
可
能
性
が
高

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
善
の
案
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
、「
選
択

的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
を
提
示
し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
で
あ

る
。特

別
の
状
況
の
存
在
に
よ
っ
て
、
派
遣
国
当
局
は
そ
の
軍
隊
の

秩
序
・
規
律
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
点
は
、「
自
動
的
な

裁
判
権
放
棄
方
式
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、

派
遣
国
側
の
要
請
に
基
づ
き
、
派
遣
国
側
が
裁
判
権
の
行
使
を
特

に
重
要
と
考
え
る
犯
罪
あ
る
い
は
犯
罪
の
類
型
に
つ
い
て
、
ド
イ

あ
る
。

派
遣
国
会
議

派
遣
国
七
ヶ
国
の
意
思
統
一
を
は
か
る
た
め
、
派
遣
国
会
議
が

何
度
も
開
か
れ
て
い
る
。
派
遣
国
会
議
で
検
討
さ
れ
た
案
は
、

「
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」（A

utom
atic W

aiver F
orm

ula

）、

お
よ
び
、「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」（O

ptional W
aiver 

F
orm

ula

）
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
の
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方

式
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
案
を
も
っ
と
も
強
く
推
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
の
交
渉
に
臨
む
方
針
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条

に
よ
っ
て
、
受
入
国
側
に
認
め
ら
れ
て
い
る
第
一
次
裁
判
権
を
ド

イ
ツ
が
す
べ
て
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
理
由
と
し
て
、
ド
イ

ツ
に
駐
留
す
る
軍
隊
は
特
別
の
状
況
に
あ
る
の
で
、
派
遣
国
当
局

は
、
通
常
以
上
に
、
そ
の
軍
隊
内
の
秩
序
お
よ
び
規
律
を
保
持
す

る
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
と
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
は
、

同
協
定
第
七
条
第
三
項
⒝
（
裁
判
権
が
競
合
す
る
場
合
）
の
第
一

次
裁
判
権
を
放
棄
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
派
遣
国
当

局
が
、
派
遣
国
構
成
員
等
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
（
20
）
。

繰
り
返
す
と
、「
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
と
は
、

（
九
一
七
）
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あ
る
。
ま
た
、
決
定
に
あ
た
っ
て
、
派
遣
国
は
裁
判
権
の
行
使
を

特
に
重
要
だ
と
判
断
す
れ
ば
足
り
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
は
こ
の

要
請
に
好
意
的
考
慮
を
払
う
の
で
は
な
く
、
当
然
、
裁
判
権
を
放

棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
選
択
的
な
」
と
は
、
派
遣
国
の
判

断
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
権
放
棄
の
範
囲
が
決
め
ら
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
方
式
で
は
、
ド
イ
ツ
が
裁
判
権
を
放
棄
す

る
範
囲
を
、
派
遣
国
側
が
一
方
的
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
22
）
。
現

に
、
も
し
同
案
が
採
択
さ
れ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
、
す
べ
て
の
事

件
が
特
に
重
要
で
あ
る
旨
を
ド
イ
ツ
側
に
通
告
す
る
つ
も
り
で

あ
っ
た
（
23
）
。
そ
う
な
る
と
、「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
は
、

「
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
と
変
わ
り
が
な
い
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
見
返
り
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
個
々

の
事
件
で
ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
を
取
り
戻
せ
る
案
を
考
慮
し
て
い

た
（
24
）
。「

自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」

派
遣
国
会
議
で
は
、
ア
メ
リ
カ
案
（
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方

式
）、
あ
る
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
案
（
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
）

の
い
ず
れ
を
運
営
委
員
会
に
提
案
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
続

ツ
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
上
の
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。

ド
イ
ツ
と
派
遣
国
当
局
と
の
間
に
特
段
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
犯
罪
あ
る
い
は
犯
罪
の
類
型
で
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所

は
刑
事
裁
判
権
を
行
使
せ
ず
、
派
遣
国
当
局
が
裁
判
権
を
行
使
で

き
る
（
21
）
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三
項
⒞
は
、
裁
判
権
の
放
棄

に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
。
繰
り
返
す
と
、
第
二
次
裁
判
権
を
有

す
る
国
が
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
に
、
裁
判
権
を
事
件
ご

と
に
放
棄
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
放
棄
の
要
請
は
、
第
一
次
裁
判

権
の
放
棄
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
が

判
断
す
る
場
合
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
要
請
に
対
し
、
第
一
次
裁

判
権
を
有
す
る
国
は
、
好
意
的
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
押
し
広
げ
、

一
定
の
犯
罪
あ
る
い
は
犯
罪
の
類
型
で
は
、
ド
イ
ツ
が
よ
り
広
範

に
裁
判
権
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第

七
条
第
三
項
⒞
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、

「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
で
は
、
ド
イ
ツ
が
裁
判
権
を
放

棄
す
る
の
は
、
派
遣
国
の
個
別
の
要
請
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、

派
遣
国
が
決
め
る
「
犯
罪
あ
る
い
は
犯
罪
の
類
型
」
に
つ
い
て
で

（
九
一
八
）
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六
五

る
用
意
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
代
表
が
知
る
か
ぎ
り
、
こ
の

会
議
に
出
席
し
て
い
る
派
遣
国
の
領
土
内
に
他
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
が

駐
留
し
て
い
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ
案
に
あ
る
よ
う
な
協
定
を
締
結

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
い
（
27
）
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
代
表
は
、
ア
メ
リ
カ
代
表
が
主
張
し
た
ド
イ
ツ

の
特
別
の
状
況
の
存
在
に
つ
い
て
も
反
論
し
て
い
る
。
反
論
の
要

点
は
以
下
で
あ
る
。
核
戦
争
の
時
代
に
あ
っ
て
、
戦
略
的
な
状
況

が
お
お
き
く
変
化
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
前
線
と
前
線
か
ら
離
れ

た
地
域
と
の
差
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
前
線
に
位
置
し

て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
自
体
、
時
代
遅
れ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
補

足
協
定
の
刑
事
裁
判
権
問
題
の
解
決
を
正
当
化
す
る
た
め
、
ド
イ

ツ
の
特
別
の
状
況
の
存
在
を
理
由
に
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
側
は
、
ド
イ
ツ
に
米
軍
が
多
数
駐
留
し
て
い
る
こ
と
を
ド
イ

ツ
が
裁
判
権
を
放
棄
す
る
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

ド
イ
ツ
と
し
て
は
、
だ
か
ら
こ
そ
ド
イ
ツ
の
利
益
を
守
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
下

で
ド
イ
ツ
に
与
え
ら
れ
る
裁
判
権
行
使
の
権
限
は
ゆ
る
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
（
28
）
。

ド
イ
ツ
が
、
も
っ
と
も
関
心
を
示
し
た
の
は
、
他
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

諸
国
と
対
等
な
地
位
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
の

い
た
。
一
九
五
五
年
一
一
月
一
一
日
の
派
遣
国
会
議
で
、
交
渉
戦

術
と
い
う
点
か
ら
、
よ
り
厳
し
い
案
で
あ
る
「
自
動
的
な
裁
判
権

放
棄
方
式
」
を
ま
ず
提
案
す
る
。
そ
の
案
が
ド
イ
ツ
側
か
ら
拒
絶

さ
れ
た
場
合
、「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
を
提
案
す
る
こ

と
と
な
っ
た
（
25
）
。

一
一
月
二
三
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ア
メ
リ
カ
側
代
表
は
、
前

述
の
特
別
の
状
況
を
陳
述
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
自
動
的
な
裁

判
権
放
棄
方
式
」
を
提
案
し
て
い
る
（
26
）
。
こ
れ
に
、
ド
イ
ツ
側
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
反
論
し
た
。

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
提
案
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
と

の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
提
案
は
、
同
協
定
第
七

条
第
三
項
⒞
に
規
定
さ
れ
た
裁
判
権
放
棄
の
範
囲
を
大
幅
に
逸
脱

し
て
い
る
。
同
項
⒞
は
、
裁
判
権
が
競
合
す
る
場
合
、
特
定
の
事

件
に
つ
い
て
、
第
一
次
裁
判
権
の
放
棄
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
側
提
案
は
、
同
項
⒝
に
規
定
さ
れ
た
ド
イ

ツ
の
第
一
次
裁
判
権
を
幅
広
く
放
棄
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ

れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
第
七
条
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
一
七
条
に
は
、
同
協
定
の
改
正
の
規
定

が
置
か
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
側
と
し
て
は
、
全
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国

に
こ
れ
を
適
用
で
き
る
よ
う
、
同
協
定
第
七
条
の
改
正
に
協
力
す

（
九
一
九
）
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よ
う
な
全
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
派
遣
国
側
か
ら

の
個
別
の
要
請
に
基
づ
く
（
32
）
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
司
法
が
重
大
と
考
え
る
犯
罪
と
は
、
い
か
な
る

も
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ド
イ
ツ
側
は
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
フ
ラ

ン
ス
の
質
問
に
答
え
る
形
で
、
⑴
殺
人
、
強
姦
、
強
盗
、
⑵
連
邦

憲
法
裁
判
所
が
管
轄
す
る
安
全
に
か
か
わ
る
事
件
、
⑶
派
遣
国
兵

士
と
ド
イ
ツ
人
の
共
犯
に
よ
る
犯
罪
の
場
合
、
ド
イ
ツ
司
法
の
利

益
か
ら
、
犯
罪
す
べ
て
が
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
裁
判
す
べ
き
と
さ

れ
る
も
の
、
⑷
通
貨
の
取
り
締
ま
り
に
違
反
す
る
犯
罪
、
と
述
べ

て
い
る
（
33
）
。

「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」

ド
イ
ツ
が
、
ア
メ
リ
カ
案
の
「
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」

を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
派
遣
国
側
で
は
今
後
の
対
応
が
協
議
さ

れ
た
。
三
月
二
六
日
の
派
遣
国
会
議
で
、「
選
択
的
な
裁
判
権
放

棄
方
式
」
を
提
案
す
る
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
み
た
（
34
）
。
同
方
式

は
、
三
月
二
八
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ア
メ
リ
カ
案
と
ド
イ
ツ
案

と
の
妥
協
案
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
代
表
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い

る
（
35
）
。
同
案
の
内
容
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
36
）
。

こ
こ
で
、「
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
と
「
選
択
的
な
裁

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
と
は
扱
い
が
異
な
る
、
あ
る
い
は
、
差
別
さ
れ
て

い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
と
、
結
局
、
そ
の
よ
う
な
案
は
ド
イ
ツ
国

民
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
29
）
。
こ
の
結
果
、
ア

メ
リ
カ
が
提
案
し
た
「
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
は
、

一
九
五
六
年
三
月
二
二
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ド
イ
ツ
側
か
ら
正

式
に
拒
否
さ
れ
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
に
、
他
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国

で
全
面
的
な
放
棄
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
方
式
を
正
当
化
す
る
た
め
の
根
拠

と
さ
れ
て
い
る
「
特
別
の
状
況
」
は
存
在
し
な
い
と
ド
イ
ツ
側
は

主
張
し
た
（
30
）
。

三
月
二
二
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ド
イ
ツ
側
は
対
案
を
提
示
し

て
い
る
。
こ
の
対
案
は
、
基
本
的
に
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
に
な
ら
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
が
「
特
に

重
要
」
と
判
断
す
る
場
合
を
除
き
、
裁
判
権
は
放
棄
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
側
対
案
で
は
、「
特
に
重
要
」
が
、「
ド
イ
ツ

司
法
が
重
大
と
考
え
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
権
行
使
が
不
可
欠
で
あ
る

場
合
」
と
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
当
局
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を

除
き
、
関
係
派
遣
国
の
軍
事
当
局
の
要
請
に
よ
り
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍

地
位
協
定
第
七
条
第
三
項
⒞
に
応
じ
て
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
権

限
を
放
棄
す
る
（
31
）
。
た
だ
し
、
こ
の
放
棄
は
、
ア
メ
リ
カ
案
に
あ
る

（
九
二
〇
）
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三
月
二
八
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ド
イ
ツ
側
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
提
案
（「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」）
は
、
ア

メ
リ
カ
の
提
案
（「
自
動
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」）
に
比
べ
る
と
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
近
い
。
た
だ
し
、

ド
イ
ツ
が
置
か
れ
て
い
る
「
特
別
の
状
況
」
は
、
繰
り
返
し
述
べ

て
き
た
よ
う
に
存
在
し
な
い
。
一
見
す
る
か
ぎ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の

提
案
は
、
ド
イ
ツ
議
会
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
は
な
い
。

ド
イ
ツ
の
裁
判
権
の
放
棄
は
、
派
遣
国
の
み
が
判
断
で
き
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
案
を
、
こ
の

問
題
の
討
議
の
基
礎
に
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
（
38
）
。
こ
の
よ
う

に
、
イ
ギ
リ
ス
案
に
対
す
る
ド
イ
ツ
側
の
反
応
は
否
定
的
で
あ
っ

た
。「

選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
と
オ
ラ
ン
ダ
方
式
に
な
ら
っ

た
ド
イ
ツ
案
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
「
特
に
重
要
」

な
あ
る
い
は
「
ド
イ
ツ
司
法
が
重
大
と
考
え
る
」
場
合
を
除
き
、

裁
判
権
が
放
棄
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
ず
れ
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三
項
⒞
の
枠
組
み
の
下
に
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ど
ち
ら
が
重
要
と
考
え
る
の
か
で
逆
転
す
る
。「
選
択
的
な

裁
判
権
放
棄
方
式
」
で
は
派
遣
国
側
で
あ
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ

判
権
放
棄
方
式
」
の
違
い
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
前
者
の
場
合
、

派
遣
国
の
要
請
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
（
こ
れ
が
、「
自
動
的
」

の
意
味
で
あ
る
）、
ド
イ
ツ
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条

第
三
項
⒝
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
与
え
ら
れ
る
第
一
次
裁
判
権
を

す
べ
て
放
棄
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
場
合
、
同
項
⒝
の
第

一
次
裁
判
権
は
、
依
然
と
し
て
、
ド
イ
ツ
側
に
残
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
ド
イ
ツ
側
は
、
派
遣
国
か
ら
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
要
請
さ

れ
た
す
べ
て
の
事
件
で
裁
判
権
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
す
べ
て
の
事
件
と
は
、
派
遣
国
が
自
国
に
と
っ
て
特
に
重
要

と
考
え
る
犯
罪
あ
る
い
は
犯
罪
の
類
型
で
あ
れ
ば
な
ん
で
あ
れ
、

こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
の
最
大
の
利
点
は
、
そ
の
柔

軟
性
に
あ
っ
た
。
派
遣
国
そ
れ
ぞ
れ
が
特
に
重
大
と
考
え
る
事
件

に
つ
い
て
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
る
か
を
決
定
で
き
る
。
ま
た
、

裁
判
権
の
放
棄
は
個
別
の
要
請
で
は
な
く
、
一
定
の
犯
罪
類
型
に

つ
い
て
の
要
請
な
の
で
、
実
際
的
な
解
決
策
を
提
示
し
て
く
れ
る
。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
側
に
と
っ
て
特
に
重
大
と
思
わ
れ
る
事
件
で
は
、

裁
判
権
を
取
り
戻
す
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
（
37
）
。

「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
に
対
す
る
ド
イ
ツ
側
の
反
応

は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
方
式
が
提
案
さ
れ
た

（
九
二
一
）
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ラ
ン
ダ
方
式
を
中
心
に
展
開
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。

三
．
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
め
ぐ
る
攻
防

ケ
ッ
ケ
ン
ベ
ー
ク
方
式

ド
イ
ツ
側
が
「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
を
拒
否
し
た
こ

と
を
受
け
、
妥
協
案
の
模
索
が
始
ま
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
ボ
ン

会
議
議
長
の
ケ
ッ
ケ
ン
ベ
ー
ク
は
、
会
議
参
加
国
代
表
と
の
非
公

式
協
議
を
踏
ま
え
、
妥
協
案
を
示
す
。
こ
れ
が
ケ
ッ
ケ
ン
ベ
ー
ク

方
式
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
概
要
は
以
下
と
な
る
。

⑴
ド
イ
ツ
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
事
件
の
場
合
、
派
遣

国
側
は
、
個
々
の
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
る
。

⑵
合
理
的
な
期
間
内
（
一
五
日
間
く
ら
い
を
想
定
）
に
、
そ
の
要

請
に
ド
イ
ツ
側
か
ら
返
答
が
な
け
れ
ば
、
放
棄
の
要
請
は
ド
イ
ツ

側
が
受
け
入
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
⑶
ド
イ
ツ
側
に
と
っ
て
特
に

重
要
と
さ
れ
る
事
件
の
場
合
、
裁
判
権
を
放
棄
し
な
い
と
の
決
定

は
、
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
っ
て
の
み
「
宣
言
」
さ
れ
る
。
⑷
ド
イ
ツ

政
府
が
裁
判
権
の
放
棄
の
要
請
を
拒
否
す
る
場
合
、
派
遣
国
代
表

と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
⑸
ド
イ
ツ
政
府
が
裁
判
権
を
放
棄
す

る
意
思
が
な
い
場
合
、
派
遣
国
は
こ
の
件
を
非
公
式
な
調
停
団
に

委
ね
る
よ
う
要
請
で
き
る
。
こ
の
調
停
団
は
、
派
遣
国
か
ら
の
代

案
で
は
ド
イ
ツ
側
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
権
の
放
棄
を
決

め
る
最
終
的
な
決
定
権
は
、「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
」
で

は
派
遣
国
側
、
ド
イ
ツ
案
で
は
ド
イ
ツ
側
に
あ
る
（
39
）
。

五
月
四
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ド
イ
ツ
側
は
イ
ギ
リ
ス
案
を
正

式
に
拒
否
す
る
。
ド
イ
ツ
代
表
は
、
派
遣
国
側
が
「
自
動
的
な
裁

判
権
放
棄
方
式
」
と
ド
イ
ツ
案
と
の
妥
協
を
も
た
ら
す
努
力
を
し

て
い
る
こ
と
に
謝
意
を
表
し
た
も
の
の
、
こ
の
問
題
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
の
枠
組
み
で
し
か
解
決
で
き
な
い

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
ら
た
め
て
、
ド
イ
ツ
に
は
「
特
別
の

状
況
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
派
遣
国
側
が
裁
判
権

放
棄
の
対
象
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
「
選
択
的
な
裁
判
権
放
棄

方
式
」
を
、
ド
イ
ツ
は
交
渉
の
基
礎
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
方
式
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
の
基
本
原
則
と
は

根
本
的
に
異
な
る
の
で
、
政
治
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
と
い

う
の
が
ド
イ
ツ
側
の
拒
否
の
理
由
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
側

が
受
け
入
れ
可
能
な
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
あ
る
旨
も
述
べ
て

い
る
（
40
）
。
ド
イ
ツ
側
は
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
基
に
し
た
案
を
運
営
委
員

会
に
す
で
に
提
示
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
も
、
受
け
入
れ
可
能

な
最
低
線
は
オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
（
41
）
。
し
た

が
っ
て
、
ド
イ
ツ
が
イ
ギ
リ
ス
案
を
拒
否
し
た
後
の
交
渉
は
、
オ

（
九
二
二
）
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に
ド
イ
ツ
側
が
何
ら
対
応
し
な
い
場
合
、
一
定
の
期
間
が
過
ぎ
れ

ば
、
そ
の
要
請
は
自
動
的
に
認
め
ら
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
裁

判
権
の
放
棄
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
イ
ツ
側
と
派
遣
国
側
と
の
間
で
意

見
の
不
一
致
が
生
じ
た
場
合
、
調
停
に
委
ね
ら
れ
る
（
44
）
。

ケ
ッ
ケ
ン
ベ
ー
ク
方
式
は
、
一
九
五
六
年
六
月
一
五
日
の
運
営

委
員
会
に
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
案
を
基
に
し
て
協
議
さ
れ
る
。
七

月
一
〇
日
の
法
律
委
員
会
で
、
新
た
な
ド
イ
ツ
案
が
提
示
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
以
下
で
あ
る
。

⑴
　
以
下
の
⑵
に
列
挙
し
た
犯
罪
類
型
を
除
き
、
ド
イ
ツ
政
府

は
、
特
に
重
要
な
事
件
で
は
裁
判
権
を
取
り
戻
せ
る
こ
と
を
条
件

に
、
第
一
次
裁
判
権
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な

事
件
の
特
別
な
状
況
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
考
慮
か

ら
、
ド
イ
ツ
当
局
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
が
不
可
欠
で
あ
る
と

判
断
す
る
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。

⑵
　
⑴
に
あ
る
全
面
的
な
裁
判
権
放
棄
は
、
以
下
の
犯
罪
類
型

に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
殺
人
、
強
姦
、
強
盗
、
通
貨
犯
罪
、
連
邦

最
高
裁
判
所
の
管
轄
下
の
犯
罪
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
未
遂
お
よ
び

共
犯
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
け
る
派
遣
国
側
の
裁
判
権
放

棄
の
要
請
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
第
七
条
第
三
項
⒞
に

沿
っ
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
側
に
三
週
間

表
一
名
、
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
の
代
表
一
名
、
さ
ら
に
二
名
の
中
立

委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
⑹
調
停
団
の
勧
告
は
最
終
的
で
は
な
い

も
の
の
、
ド
イ
ツ
政
府
は
、
調
停
団
が
下
し
た
多
数
決
に
よ
る
勧

告
を
、
最
終
的
な
決
定
の
基
礎
と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
（
42
）
。

か
な
り
複
雑
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ケ
ッ
ケ
ン
ベ
ー
ク
方
式

と
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と
の
主
な
違
い
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

ケ
ッ
ケ
ン
ベ
ー
ク
方
式
で
は
、
ド
イ
ツ
政
府
が
、
派
遣
国
か
ら
の

放
棄
の
要
請
に
何
ら
対
応
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
要
請
は
自
動
的
に

認
め
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
裁
判
権
を
放
棄
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ

て
、
派
遣
国
と
ド
イ
ツ
政
府
と
で
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
、
そ

れ
を
調
整
す
る
た
め
、
調
停
団
に
委
ね
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
最
終
的
な
決
定
権
は
ド
イ
ツ
側
に
あ
る
も
の
の
、
調
停

団
の
多
数
決
に
よ
る
勧
告
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
側
は
決
定
す
る
こ

と
に
同
意
す
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
側
は
自
由
に
決
定
で
き
る
わ

け
で
は
な
く
、
調
停
団
の
勧
告
と
い
う
制
約
下
で
決
定
す
る
の
で

あ
る
（
43
）
。

敷
衍
す
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
は
、
裁
判
権
を
放
棄
し
な
い

「
特
に
重
要
」
な
犯
罪
と
は
何
か
を
ド
イ
ツ
側
が
一
方
的
に
決
定

で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ケ
ッ
ケ
ン
ベ
ー
ク
方
式
で
は
、
ふ
た
つ

の
制
約
が
課
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
派
遣
国
か
ら
の
放
棄
の
要
請

（
九
二
三
）
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一
七
〇

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
側
は
、
一
定
の
犯
罪
は
裁
判
権
放
棄
の

対
象
と
は
さ
れ
ず
、
ま
た
、
裁
判
権
を
放
棄
し
た
場
合
で
も
、
裁

判
権
を
取
り
戻
せ
る
こ
と
を
条
件
に
、
全
面
的
な
裁
判
権
放
棄
を

は
じ
め
て
認
め
る
案
を
提
示
し
た
。
こ
の
ド
イ
ツ
案
が
、
ド
イ
ツ

補
足
協
定
第
一
九
条
の
原
型
と
な
る
。

ド
イ
ツ
案
に
対
し
、
派
遣
国
側
は
以
下
の
ふ
た
つ
を
問
題
点
と

し
て
挙
げ
た
。
ひ
と
つ
は
、
ド
イ
ツ
側
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
の
特

に
重
要
な
犯
罪
に
対
し
て
裁
判
権
を
限
定
す
る
の
に
代
わ
っ
て
、

ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
考
慮
と
い
う
基
準
を
設
け
て
い
る
。
い
ま

ひ
と
つ
は
、
⑵
に
示
さ
れ
た
犯
罪
類
型
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ド

イ
ツ
側
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
な
い
場
合
で
も
、
ド
イ
ツ
の
裁
判

権
の
対
象
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
で
あ
る
（
47
）
。

派
遣
国
側
の
新
提
案

そ
の
後
、
ボ
ン
会
議
は
、
夏
の
休
暇
に
入
る
。
九
月
以
降
、
法

律
委
員
会
や
作
業
班
で
の
協
議
を
経
て
、
運
営
委
員
会
は
一
一
月

九
日
に
開
か
れ
た
。
同
委
員
会
で
、
派
遣
国
側
は
、
つ
ぎ
を
骨
子

と
す
る
新
提
案
を
お
こ
な
っ
た
。

⑴
派
遣
国
側
か
ら
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
刑
事
裁
判
権

を
全
面
的
に
放
棄
す
る
。
⑵
特
別
な
事
件
の
場
合
、
ド
イ
ツ
は
、

以
内
に
裁
判
権
を
放
棄
す
る
よ
う
要
請
す
る
通
告
が
な
け
れ
ば
、

こ
の
裁
判
権
放
棄
の
適
用
除
外
、
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
裁
判

権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

⑶
　
適
格
な
ド
イ
ツ
当
局
が
、
裁
判
権
の
行
使
が
不
可
欠
で
あ

る
と
判
断
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
⑵
の
派
遣
国
に
よ
る
裁
判
権

の
放
棄
要
請
を
ド
イ
ツ
当
局
が
拒
否
し
た
場
合
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

な
る
。
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る
関
係
派
遣
国
の
最
高
軍
事
当
局
は
、

派
遣
国
に
よ
る
裁
判
権
の
行
使
が
ド
イ
ツ
の
そ
れ
よ
り
重
要
と
判

断
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
政
府
に
意
見
を
陳
述
で
き
る
。

⑷
　
⑶
の
意
見
に
つ
い
て
の
協
議
が
三
週
間
以
内
に
合
意
に
い

た
ら
な
い
場
合
、
派
遣
国
の
最
高
軍
事
当
局
は
、
こ
の
問
題
を
混

合
委
員
会
に
付
託
す
る
よ
う
要
請
で
き
る
。
混
合
委
員
会
は
、
関

係
派
遣
国
代
表
一
名
お
よ
び
ド
イ
ツ
政
府
代
表
一
名
か
ら
構
成
さ

れ
る
。
ド
イ
ツ
当
局
は
、
混
合
委
員
会
の
提
案
に
対
し
て
、
同
情

的
考
慮
を
払
う
（
45
）
。

混
合
委
員
会
は
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
三
〇
条
に
規
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
同
条
で
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定

第
七
条
お
よ
び
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
実
施
を
促
進
し
、
そ
の
統
一

的
運
用
を
確
保
す
る
た
め
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
的
な
規
定
と

な
っ
て
い
る
（
46
）
。

（
九
二
四
）
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一
七
一

的
な
決
定
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
ド
イ
ツ
側
は
重
視
し
た
の
で

あ
る
（
49
）
。

派
遣
国
側
の
新
提
案
で
、
派
遣
国
が
譲
歩
し
た
と
さ
れ
る
点
を

整
理
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
特
別
な
事
件
に
お
け
る
裁
判
権
は
、

ド
イ
ツ
当
局
が
決
定
す
る
と
の
原
則
を
受
け
入
れ
る
。
第
二
に
、

事
件
が
発
生
し
た
場
合
、
適
切
な
行
政
取
極
で
問
題
を
解
決
す
る

柔
軟
性
を
も
っ
て
、
派
遣
国
側
は
ド
イ
ツ
側
に
事
件
を
通
告
す
る

負
担
を
受
け
入
れ
る
。
第
三
に
、
裁
判
権
放
棄
の
制
度
を
、
全
面

的
な
も
の
と
個
別
的
な
も
の
に
限
定
し
、
こ
の
ふ
た
つ
の
制
度
間

の
変
更
を
認
め
な
い
。
第
四
に
、
ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
を
行
使
す

る
「
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
考
慮
」
と
は
何
か
を
詳
細
に
定
義
す

る
こ
と
を
断
念
す
る
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
当
局
が
そ
の
適
用
を

誤
ら
な
い
こ
と
に
信
頼
す
る
（
50
）
。

ド
イ
ツ
側
最
終
案

運
営
委
員
会
は
、
一
一
月
一
五
日
お
よ
び
二
三
日
に
も
開
か
れ
、

ド
イ
ツ
側
は
柔
軟
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
（
51
）
。
一
一
月
九
日
の
運
営

委
員
会
で
は
、
派
遣
国
側
が
大
幅
な
譲
歩
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、

ド
イ
ツ
側
に
譲
歩
を
迫
っ
た
。
そ
の
た
め
、
議
論
が
い
さ
さ
か

ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
た
感
が
あ
っ
た
。
一
一
月
一
五
日
の
運
営
委
員

裁
判
権
を
取
り
戻
す
権
利
を
有
す
る
。
⑶
派
遣
国
が
ド
イ
ツ
に
事

件
を
通
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
は
裁
判
権
を
取
り
戻

す
権
利
が
与
え
ら
れ
る
。
⑷
現
地
レ
ベ
ル
お
よ
び
外
交
レ
ベ
ル
で

の
協
議
で
、
ど
ち
ら
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
か
意
見
が
一
致
せ

ず
、
そ
の
不
一
致
を
調
整
で
き
な
い
場
合
、
ド
イ
ツ
政
府
が
最
終

的
に
判
断
す
る
。
⑸
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
考
慮
か
ら
、
ド
イ
ツ

は
裁
判
権
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
⑹
全
面
的
な
裁
判
権
放

棄
を
望
ま
な
い
派
遣
国
の
場
合
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
の
線
に
沿
っ
て
、

事
件
ご
と
に
裁
判
権
の
放
棄
が
要
請
さ
れ
る
（
48
）
。

一
一
月
九
日
の
運
営
委
員
会
で
、
派
遣
国
側
、
と
り
わ
け
、
イ

ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
は
、
こ
の
案
で
大
幅
に
譲
歩
し
た
旨
を
強
調

し
た
。
さ
ら
に
、
意
見
の
不
一
致
を
調
整
す
る
と
の
同
じ
精
神
で

ド
イ
ツ
側
も
臨
む
よ
う
要
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
代
表

は
、
派
遣
国
側
が
ド
イ
ツ
側
に
譲
歩
を
し
た
と
の
主
張
を
は
ね
つ

け
て
い
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
の
基
本
原
則
か
ら
考

え
る
と
、
派
遣
国
側
は
極
端
な
立
場
か
ら
後
退
し
た
だ
け
で
、
そ

れ
は
譲
歩
に
あ
た
ら
な
い
と
反
論
し
た
。
ド
イ
ツ
側
に
と
っ
て
、

刑
事
裁
判
権
問
題
の
解
決
策
と
い
え
る
の
は
、
ド
イ
ツ
側
が
派
遣

国
側
と
同
等
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

特
別
な
事
件
で
は
、
ド
イ
ツ
当
局
に
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
最
終

（
九
二
五
）
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七
二

府
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
政
府
は
、
そ
の
異

議
を
検
討
し
た
う
え
、
ド
イ
ツ
司
法
の
利
益
お
よ
び
当
該
派
遣
国

の
利
益
に
十
分
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
（
52
）
。

こ
れ
に
加
え
、
第
一
項
に
関
す
る
合
意
議
事
録
案
、
お
よ
び
、

第
三
項
に
関
す
る
ド
イ
ツ
側
の
一
方
的
宣
言
案
が
示
さ
れ
た
。
以

上
の
ド
イ
ツ
側
最
終
案
は
、
若
干
の
修
文
を
経
て
、
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
正
文
に
受
け
継
が
れ
る
。

ド
イ
ツ
補
足
協
定
に
関
す
る
合
意
議
事
録
お
よ
び
宣
言
で
は
、

第
三
項
に
い
う
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
利
益
か
ら
、
と
く
に
以
下

の
犯
罪
で
は
ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
を
有
す
る
と
宣
言
さ
れ
て
い

る
（
53
）
。⑴

　
第
一
審
及
び
最
終
審
で
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
に
服
す
る
か
、

又
は
そ
の
公
訴
を
連
邦
裁
判
所
で
連
邦
検
事
総
長
が
提
起
で
き
る

よ
う
な
犯
罪
。

⑵
　
人
の
死
を
招
来
す
る
犯
罪
、
強
盗
、
強
姦
。
た
だ
し
、
派

遣
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
す
る
も
の

は
除
く
。

⑶
　
上
記
の
犯
罪
の
未
遂
及
び
共
犯
。

⑴
に
あ
る
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
下
に
あ
る
犯
罪
と
は
、
主
に
、

国
家
や
元
首
に
対
す
る
反
逆
の
罪
、
外
国
の
政
治
家
の
命
を
ね
ら

会
で
は
、
冷
静
な
議
論
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
一
一
月
二
三
日
の
ド

イ
ツ
側
最
終
案
の
提
示
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
の
案
と
は
以
下
で
あ

る
。⑴

　
ド
イ
ツ
は
、
管
轄
権
が
競
合
す
る
場
合
、
派
遣
国
の
要
請

で
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三
項
⒝
で
ド
イ
ツ
当
局
に

ゆ
る
さ
れ
る
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。
そ
の
場
合
、
以
下
の

第
二
項
か
ら
第
四
項
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

⑵
　
派
遣
国
の
軍
事
当
局
は
、
ド
イ
ツ
当
局
に
対
し
、
上
記
第

一
項
に
規
定
さ
れ
た
裁
判
権
放
棄
に
該
当
す
る
各
事
件
を
通
告
す

る
も
の
と
す
る
。

⑶
　
適
格
な
ド
イ
ツ
当
局
は
、
特
定
の
事
件
の
特
殊
事
情
に
よ

り
、
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
考
慮
か
ら
、
第
一
項
に
規
定
さ
れ
た

裁
判
権
放
棄
を
撤
回
で
き
る
。
こ
の
撤
回
は
、
ド
イ
ツ
当
局
が
、

第
二
項
で
想
定
さ
れ
る
通
告
の
受
領
後
三
週
間
以
内
に
陳
述
書
を

送
付
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
当
局
は
ま
た
、
第
二
項
で
想

起
さ
れ
る
通
告
を
受
領
す
る
前
で
も
陳
述
書
を
送
付
で
き
る
。

⑷
　
適
格
な
ド
イ
ツ
当
局
は
、
第
三
項
に
し
た
が
い
、
特
定
の

事
件
で
裁
判
権
の
放
棄
を
撤
回
し
た
も
の
の
、
当
該
当
局
間
で
の

協
議
が
整
わ
な
い
場
合
、
派
遣
国
の
最
高
軍
事
当
局
は
（
必
要
に

応
じ
、
当
該
派
遣
国
の
外
交
使
節
の
助
力
を
得
て
）、
ド
イ
ツ
政

（
九
二
六
）
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張
し
た
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
側
は
、
犯
罪
類
型
を
ド
イ
ツ
補
足
協

定
の
本
文
に
は
盛
り
込
ま
ず
、
会
議
の
正
式
な
記
録
と
し
て
、
一

方
的
に
宣
言
す
る
案
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ

カ
側
は
、
こ
の
宣
言
を
運
営
委
員
会
の
議
事
録
に
留
め
る
案
を
提

示
し
た
。
ド
イ
ツ
側
は
ア
メ
リ
カ
案
を
拒
否
し
て
い
る
（
57
）
。
最
終
的

に
こ
の
一
方
的
宣
言
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
正
式
記
録
と
し
て
残

さ
れ
た
。

⑶
の
場
合
、
連
邦
の
外
交
に
関
す
る
権
限
を
行
使
し
て
、
ド
イ

ツ
政
府
が
最
終
的
に
決
定
す
る
。
ド
イ
ツ
基
本
法
第
三
二
条
に

よ
っ
て
、
外
交
関
係
は
連
邦
に
よ
り
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
の
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
側
が
も
っ
と
も
重
視
し
た
の
は
、
全
面
的
な
裁
判
権
放

棄
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
ド
イ
ツ
議
会
で
正
当
化
で
き
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
が
裁
判
権
を
行
使
す
べ
き
と
考
え

る
事
件
で
は
、
そ
の
権
利
の
保
証
が
重
要
と
な
る
（
58
）
。

ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
の
全
面
的
な
放
棄
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
、

ア
メ
リ
カ
側
に
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
全
面
的
な
裁
判
権

放
棄
の
案
を
ド
イ
ツ
議
会
に
提
示
す
れ
ば
、
困
難
に
直
面
す
る
、

と
ド
イ
ツ
側
は
ア
メ
リ
カ
側
に
非
公
式
に
も
ら
し
て
い
た
か
ら
だ
。

そ
の
解
決
策
と
な
っ
た
の
が
、
裁
判
権
の
行
使
が
「
ド
イ
ツ
司
法

う
行
為
、
あ
る
い
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
な
ど
で
あ
る
。
連
邦
検
事

総
長
が
公
訴
を
提
起
で
き
る
犯
罪
と
は
、
反
逆
を
う
な
が
す
文
書

の
配
布
、
国
家
の
存
立
に
と
っ
て
危
険
な
行
為
、
ス
パ
イ
行
為
、

国
家
の
安
全
を
危
う
く
す
る
行
為
な
ど
で
あ
る
（
54
）
。

一
一
月
二
三
日
の
運
営
委
員
会
で
の
議
論
の
様
子
も
紹
介
し
て

お
こ
う
。
派
遣
国
側
の
新
提
案
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
代
表
は
柔
軟

に
対
応
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
代
表
は
、
ド
イ
ツ
政
府
に
と
っ
て
の
重
大
な
関
心
事
項

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
⑴
全
面
的
な
裁
判
権
放
棄
と
個
別

の
裁
判
権
放
棄
と
い
う
複
数
の
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
。
⑵
ド
イ

ツ
側
が
裁
判
権
を
放
棄
し
な
い
犯
罪
類
型
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
。

⑶
派
遣
国
側
と
ド
イ
ツ
側
と
で
ど
ち
ら
が
裁
判
権
を
行
使
す
べ
き

か
意
見
が
対
立
す
る
場
合
、
ド
イ
ツ
政
府
が
最
終
的
に
決
定
で
き

る
こ
と
（
55
）
。

⑴
に
つ
い
て
、
全
面
的
と
個
別
の
ふ
た
つ
の
制
度
が
並
存
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
合
意
議
事
録
で
は
、
第
一

次
裁
判
権
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
よ
う
に
と
の
派
遣
国
の
要
請
は
、

同
協
定
発
効
時
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
（
56
）
。

⑵
に
つ
い
て
、
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
犯
罪
類
型
の
列
挙
は
国

内
の
政
治
的
理
由
か
ら
、
ド
イ
ツ
側
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
主

（
九
二
七
）
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が
裁
判
権
を
取
り
戻
す
権
利
を
有
す
る
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

段
階
を
経
た
う
え
で
、
最
終
的
に
ド
イ
ツ
政
府
が
決
定
す
る
。
ド

イ
ツ
政
府
は
決
定
に
際
し
て
、
派
遣
国
の
利
益
に
も
十
分
に
配
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
側
最
終
案
は
、

最
低
線
と
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
方
式
に
比
べ
、
ア
メ
リ
カ
側
に
と
っ

て
有
利
と
判
断
さ
れ
た
（
62
）
。

四
．
公
務
証
明
書
の
効
力

公
務
執
行
に
よ
る
と
さ
れ
る
犯
罪
が
本
当
に
公
務
に
よ
る
こ
と

を
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
証
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で
は
、
公
務
執
行
に
よ
り
生
じ
た
故
意
・

過
失
は
、
派
遣
国
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
場
合
、
公
務
証
明
書
が
そ

れ
を
判
断
す
る
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
公
務

証
明
書
は
最
終
的
な
も
の
、
つ
ま
り
、
公
務
証
明
書
だ
け
で
公
務

執
行
に
よ
る
犯
罪
と
認
定
で
き
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
め

ぐ
っ
て
、
ド
イ
ツ
側
と
派
遣
国
側
と
の
間
で
交
渉
が
続
け
ら
れ
た
。

公
務
執
行
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
案

公
務
証
明
書
に
つ
い
て
の
案
は
、
一
九
五
六
年
三
月
二
八
日
の

の
重
大
な
考
慮
」
か
ら
不
可
欠
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
ド
イ
ツ
側

が
裁
判
権
放
棄
を
撤
回
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
言
は
、

最
終
的
に
は
、「
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
利
益
」
と
な
っ
た
。
そ

の
際
、
重
要
な
働
き
を
な
す
の
が
派
遣
国
側
か
ら
の
犯
罪
の
通
告

で
あ
る
。
こ
の
通
告
に
よ
っ
て
、
州
の
当
局
は
、
第
一
次
裁
判
権

を
有
す
る
す
べ
て
の
事
件
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
、
一
方
的
宣
言
で
、
ド
イ
ツ
国
民
が
注
目
す
る
重
大
な
犯

罪
と
は
何
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
裁
判
権
を
全
面
的

に
放
棄
し
た
と
し
て
も
、
重
大
な
犯
罪
で
は
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が

裁
判
権
を
行
使
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ
た
（
59
）
。

ド
イ
ツ
側
最
終
案
は
、
一
二
月
二
〇
日
の
運
営
委
員
会
で
承
認

さ
れ
た
（
60
）
。
繰
り
返
す
と
、
同
案
の
核
心
部
分
は
、
ド
イ
ツ
側
が

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
下
の
第
一
次
裁
判
権
を
全
面
的
に
放
棄
す

る
の
と
引
き
換
え
に
、「
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
利
益
」
か
ら
ド

イ
ツ
の
裁
判
権
行
使
が
不
可
欠
な
場
合
、
第
一
次
裁
判
権
を
取
り

戻
す
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
あ
る
（
61
）
。

ア
メ
リ
カ
側
に
と
っ
て
、
同
案
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
に
比
べ
る

と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
ず
、
ド
イ

ツ
側
が
裁
判
権
を
全
面
的
に
放
棄
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
則
と

し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
側

（
九
二
八
）
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五

ス
案
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
両
者
に
は
、
一
点
、

重
要
な
違
い
が
あ
っ
た
。
軍
隊
条
約
第
一
六
条
第
三
項
に
、
公
務

証
明
書
は
当
該
人
物
の
公
務
の
範
囲
に
関
し
て
の
み
証
拠
と
な
る
、

そ
の
範
囲
で
最
終
的
な
も
の
と
す
る
、
と
あ
る
か
ら
だ
（
65
）
。
し
た

が
っ
て
、
軍
隊
条
約
に
お
け
る
公
務
証
明
書
は
、
公
務
の
範
囲
を

証
明
す
る
だ
け
で
、
公
務
に
基
づ
く
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
で
は
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
側
の
説
明
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
代
表
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三
項
⒜
ⅱ
で

は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
軍
側
に
第
一
次
裁
判
権
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
務
の
執
行
か
ら
生
じ
た
犯
罪
に
、
ド
イ

ツ
側
が
同
意
で
き
な
い
場
合
に
の
み
問
題
と
な
る
。
軍
隊
条
約
第

一
六
条
を
め
ぐ
る
議
論
は
長
期
化
し
、
同
条
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
同
様
の
規
定
を
ド
イ
ツ
補
足
協
定
に
盛
り
込
ん
だ

と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
議
会
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
（
66
）
。

こ
こ
で
の
最
大
、
か
つ
、
唯
一
の
問
題
は
、
同
証
明
書
が
「
最

終
的
な
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
と
派
遣
国

と
の
間
で
は
、
同
証
明
書
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
後
、
議
論

が
た
た
か
わ
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
側
は
、
五
月
一
一
日
の
運
営
委
員
会
で
、
イ
ギ
リ
ス
案

運
営
委
員
会
で
イ
ギ
リ
ス
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
案
と
は
以

下
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
刑
事
手
続
が
お
こ
な
わ
れ
、
刑
事
手
続
の

主
題
で
あ
る
故
意
ま
た
は
過
失
が
、
軍
隊
の
た
め
の
公
務
の
執
行

で
あ
る
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は

そ
の
手
続
を
一
時
停
止
し
た
う
え
で
、
関
係
派
遣
国
の
軍
事
当
局

に
た
だ
ち
に
通
告
す
る
。
軍
事
当
局
は
通
告
を
受
領
し
た
後
二
一

日
以
内
に
、
証
明
書
を
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
送
付
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
証
明
書
に
は
、
当
該
の
公
務
の
範
囲
、
お
よ
び
、
故
意
ま
た

は
過
失
が
公
務
の
執
行
に
よ
る
も
の
か
が
記
さ
れ
る
。
同
証
明
書

は
最
終
的
な
も
の
で
あ
る
。
派
遣
国
の
軍
事
当
局
は
、
前
記
の
通

告
を
受
領
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
こ

の
証
明
書
を
提
出
で
き
る
。
か
つ
、
事
件
が
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で

審
議
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
証
明
書
を
ド
イ
ツ
の
裁

判
所
に
い
つ
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
63
）
。

イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
の
公
務
に
関
す
る
案
を
提
示
し
た
際
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
は
、
軍
事
当
局
に
よ
る
公
務
証
明
書
に

つ
い
て
の
規
定
が
存
在
し
な
い
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
案
に
沿
っ
て
取

り
極
め
る
必
要
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
側

は
、
軍
隊
条
約
第
一
六
条
を
援
用
し
て
い
る
（
64
）
。
同
条
は
、
イ
ギ
リ

（
九
二
九
）
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一
七
六

で
、
ド
イ
ツ
側
は
、
協
議
の
条
項
を
追
加
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

根
本
的
主
張
を
充
た
す
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
依
然
と
し
て
、
証
明
書
は
最
終
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か

ら
だ
（
69
）
。
ド
イ
ツ
側
は
対
案
を
提
示
し
た
。
そ
の
概
要
は
以
下
で
あ

る
。ド

イ
ツ
の
裁
判
所
で
刑
事
訴
訟
手
続
が
お
こ
な
わ
れ
、
犯
行
が

公
務
執
行
に
よ
る
故
意
ま
た
過
失
に
よ
る
か
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
関
連
派
遣
国
の
軍
事
当
局
に

遅
滞
な
く
通
告
す
る
。
軍
事
当
局
は
、
通
告
の
受
領
後
二
一
日
以

内
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
証
明
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

同
証
明
書
に
は
、
当
該
の
公
務
の
範
囲
、
お
よ
び
、
公
務
の
執
行

か
ら
故
意
ま
た
は
過
失
が
生
じ
た
か
が
記
載
さ
れ
る
。
証
明
書
は
、

反
証
の
な
い
か
ぎ
り
、
当
該
の
公
務
の
範
囲
の
十
分
な
証
拠
と
す

る
。
派
遣
国
の
軍
事
当
局
は
、
通
告
を
受
け
取
っ
た
か
、
ま
た
は
、

刑
事
裁
判
手
続
が
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
こ
う
し
た
証
明
書
を
送
付
で
き
る
（
70
）
。

ド
イ
ツ
案
は
、
イ
ギ
リ
ス
訪
問
軍
法
お
よ
び
日
米
行
政
協
定
の

先
例
に
な
ら
っ
て
い
る
。
証
明
書
の
効
力
が
、「
反
証
の
な
い
か

ぎ
り
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
軍
隊
条
約
第
一
六
条

も
踏
襲
し
て
い
る
。
証
明
書
の
効
力
は
、
公
務
の
範
囲
に
限
定
さ

を
拒
否
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
証
明
書
が
最
終
的
な
性
質
を
有
す

る
と
し
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
判
断

す
る
自
由
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
制
約
さ
れ
る
こ
と

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
だ
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
案
は
、

前
述
の
軍
隊
条
約
第
一
六
条
に
比
べ
、
ド
イ
ツ
側
に
と
っ
て
不
利

な
こ
と
も
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
た
。
た
だ
、
ド
イ
ツ
代
表
は
、

た
ん
に
イ
ギ
リ
ス
案
を
拒
否
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
派
遣
国
側
と

ド
イ
ツ
側
と
の
協
議
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
方
法
も
示
唆
し

て
い
る
（
67
）
。

ド
イ
ツ
案

六
月
一
四
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
イ
ギ
リ
ス

案
に
対
す
る
修
正
案
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、「
こ
の
証
明
書
は

最
終
的
な
も
の
で
あ
る
。」
と
の
文
言
の
後
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

文
言
を
付
け
加
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
状
況
か
ら
見
て
、
証
明

書
に
含
ま
れ
る
内
容
と
異
な
る
結
果
が
提
示
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る

場
合
に
は
、
派
遣
国
は
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
の
要
請
、
お
よ
び
、
両

者
の
協
議
を
踏
ま
え
、
証
明
書
を
再
検
討
す
る
（
68
）
」。
こ
の
よ
う
に
、

証
明
書
の
再
検
討
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
側
修
正
案
に
対
し
て
、
六
月
二
一
日
の
運
営
委
員
会

（
九
三
〇
）
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七
七

が
っ
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
と
ド
イ
ツ
側
は
ア
メ
リ
カ
側
修

正
案
を
拒
否
し
た
（
73
）
。

八
月
二
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ド
イ
ツ
代
表
は
、
ア
メ
リ
カ
側

修
正
案
を
あ
ら
た
め
て
拒
否
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
側
は
ア
メ
リ
カ

代
表
と
非
公
式
の
協
議
を
続
け
た
も
の
の
、
結
局
、
証
明
書
が
最

終
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
問
題
で
行
き
詰
ま
っ
た
こ
と
を
報
告
し

た
。
ド
イ
ツ
側
は
、
証
明
書
が
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
こ

と
は
絶
対
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
ド
イ
ツ
案
で
行
く
と
の
立
場
を

断
言
し
て
い
る
（
74
）
。

派
遣
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪

夏
の
休
暇
明
け
の
九
月
二
八
日
、
ド
イ
ツ
側
と
ア
メ
リ
カ
側
は

非
公
式
に
会
談
し
て
い
る
。
派
遣
国
の
な
か
で
公
務
の
問
題
に
関

心
を
も
っ
て
い
た
の
は
主
に
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の

非
公
式
会
談
で
、
ド
イ
ツ
代
表
は
、
ア
メ
リ
カ
案
を
の
む
こ
と
は

む
ず
か
し
い
旨
を
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
先
例
を
挙
げ
た
。

先
例
で
は
反
証
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
案
は
こ
れ
ら
先

例
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
公
務
証
明
書
は
「
最
終
的
な

も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
、
刑
事
裁
判
権
の
場
合

れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
側
修
正
案

六
月
二
八
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
文
言
を
さ

ら
に
追
加
し
た
修
正
案
を
提
示
す
る
。
証
明
書
が
最
終
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
点
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
証
明
書
は
、
大
佐
級

と
同
等
の
者
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
証
明

書
は
、
ド
イ
ツ
当
局
の
要
請
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
政
府
と
関
係
派
遣

国
の
外
交
使
節
と
の
協
議
の
主
題
に
で
き
る
、
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
犯
罪
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
に

つ
い
て
、
外
交
レ
ベ
ル
で
交
渉
さ
れ
る
と
の
案
を
提
示
し
た
の
で

あ
る
（
71
）
。

こ
の
提
案
に
、
ド
イ
ツ
側
は
、
検
討
を
約
束
し
た
も
の
の
、
依

然
と
し
て
、
証
明
書
が
「
最
終
的
な
も
の
で
あ
る
」
こ
と
に
不
満

を
表
明
し
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
案
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日

米
行
政
協
定
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
訪
問
軍
法
に
あ
る
方
式
（「
反
証

の
な
い
か
ぎ
り
」）
が
な
ぜ
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
か
を
派
遣
国

側
に
問
う
て
い
る
（
72
）
。
ア
メ
リ
カ
側
修
正
案
は
望
ま
し
い
よ
う
に
み

え
る
も
の
の
、
証
明
書
に
拘
束
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
結
果
、

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
役
割
を
侵
害
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た

（
九
三
一
）
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七
八

る
。
派
遣
国
側
は
、
通
告
を
受
理
し
た
後
二
一
日
以
内
に
、
同
行

為
が
派
遣
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
し
う
る
か
に
つ
い
て
の
証
明
書

を
提
出
で
き
る
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
同
証
明
書
に
し
た
が
い

決
定
す
る
。
た
だ
し
、
例
外
的
な
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所

の
要
請
に
し
た
が
い
、
同
証
明
書
は
、
ド
イ
ツ
政
府
と
派
遣
国
の

外
交
使
節
と
の
間
の
討
議
を
通
じ
て
、
再
審
査
の
対
象
に
で
き

る
（
77
）
。ド

イ
ツ
側
最
終
案

ド
イ
ツ
側
は
、「
派
遣
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
す
る
こ
と
が
で

き
る
犯
罪
」
で
用
い
ら
れ
る
方
式
を
、
公
務
犯
罪
の
場
合
に
も
適

用
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
ド
イ
ツ
案
の
概
要
は
以
下
で
あ
る
。

軍
隊
の
構
成
員
ま
た
は
軍
属
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
ま
た

は
当
局
で
の
刑
事
手
続
で
、
公
務
執
行
中
の
作
為
ま
た
は
不
作
為

に
よ
る
犯
行
で
あ
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
関

係
派
遣
国
の
軍
事
当
局
は
、
こ
の
件
に
関
す
る
証
明
書
を
ド
イ
ツ

の
裁
判
所
ま
た
は
当
局
に
提
出
で
き
る
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
ま
た

は
当
局
は
、
そ
の
証
明
書
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

し
か
し
、
例
外
的
な
場
合
、
同
証
明
書
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
ま

た
は
当
局
の
要
請
で
、
ド
イ
ツ
政
府
と
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る
関
係

と
同
様
、
ア
メ
リ
カ
側
は
「
特
別
の
状
況
」
の
存
在
を
主
張
し
た
。

こ
れ
に
、
ド
イ
ツ
側
は
、
こ
う
し
た
「
特
別
の
状
況
」
は
存
在
し

な
い
旨
を
ふ
た
た
び
強
調
し
て
い
る
（
75
）
。

一
一
月
二
三
日
の
運
営
委
員
会
で
、
ド
イ
ツ
側
は
、
公
務
証
明

書
の
効
力
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
側
と
の
協
議
の

結
果
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
側
は
、
証
明
書

に
「
拘
束
力
が
あ
る
」、
あ
る
い
は
、
証
明
書
を
「
最
終
的
な
も

の
と
す
る
」
と
の
方
式
は
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
あ
ら

た
め
て
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
派
遣
国
の
要
請
を
み
た
す

た
め
、「
派
遣
国
の
法
律
で
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
（
76
）
」
の
規

定
に
沿
っ
て
解
決
す
る
容
易
が
あ
る
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
の
合

意
案
を
提
示
し
た
。

「
派
遣
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
」
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
二
項
⒜
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
犯
罪
は
、
派
遣
国
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。
た
だ
、

ど
の
犯
罪
が
派
遣
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
犯

罪
な
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定

第
一
七
条
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

派
遣
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
義
が
あ

る
場
合
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
そ
の
こ
と
を
派
遣
国
側
に
通
告
す

（
九
三
二
）
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九

ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
案
を
受
け
入
れ
る
際
、
公
務
は
、
派
遣
国
の

法
律
を
基
礎
に
決
定
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
欲
し
い
と
要
望
し

た
。
ド
イ
ツ
法
を
基
礎
に
公
務
の
判
断
が
く
だ
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
代
表
は
、
こ
の
点
が

こ
れ
ま
で
議
論
に
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
外
国
の
規
則
や
概
念
を

導
入
す
る
と
、
派
遣
国
軍
隊
の
活
動
に
混
乱
を
も
た
ら
す
と
の
フ

ラ
ン
ス
側
の
主
張
に
同
意
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
側
の
要
求
を
充
た
す

た
め
、
適
切
な
文
言
を
追
加
す
る
こ
と
で
折
り
合
い
が
つ
い
た
。

そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
一
八
条
第
一
項
に
、
公
務
執
行

中
の
行
為
で
あ
る
か
は
、「
当
該
派
遣
国
の
法
律
に
従
っ
て
決
定

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
の
文
言
が
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
月
一
三
日
の
法
律
委
員
会
で
、
公
務
に
関
す
る
最
終
案
が
合

意
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
案
に
二
点
追
加
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
右

に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
務
の
決
定
は
、
派
遣
国
の
法
律
に
し
た

が
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
公
務
証
明
書
は
、
派

遣
国
の
「
適
格
な
最
高
当
局
」
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
側

が
、
証
明
書
は
責
任
あ
る
部
署
が
発
給
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張

し
た
か
ら
だ
（
81
）
。
こ
れ
ら
の
修
正
を
加
え
た
案
は
、
二
月
二
一
日
の

運
営
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
（
82
）
。

ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
一
八
条
に
あ
る
よ
う
に
、
公
務
証
明
書
は

派
遣
国
の
外
交
使
節
と
の
討
議
を
通
じ
て
、
再
検
討
の
主
題
に
で

き
る
（
78
）
。

運
営
委
員
会
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
案
を
承
認
し
た
（
79
）
。
と
こ
ろ
が
、

同
案
を
め
ぐ
っ
て
波
乱
が
起
き
る
。
年
が
明
け
、
一
九
五
七
年
年

一
月
一
五
日
・
一
六
日
の
法
律
委
員
会
で
、
ド
イ
ツ
案
が
行
き

詰
っ
て
し
ま
う
。
理
由
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
、「
外
交
レ
ベ
ル
で
合

意
に
い
た
ら
な
い
場
合
に
は
、
証
明
書
は
最
終
的
な
も
の
で
あ

る
。」
と
主
張
し
た
か
ら
だ
。

フ
ラ
ン
ス
の
主
張
に
対
し
、
ド
イ
ツ
代
表
は
、
証
明
書
は
最
終

的
な
も
の
で
あ
る
と
の
議
論
を
蒸
し
返
す
も
の
だ
と
遺
憾
の
意
を

表
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
の
二
国
間
交

渉
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
案
が
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
最

良
の
妥
協
案
で
あ
る
の
で
、
同
案
を
受
け
入
れ
る
よ
う
求
め
た
。

ド
イ
ツ
側
は
、
同
案
は
派
遣
国
の
要
望
に
も
最
大
限
応
え
る
内
容

に
な
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
も
、
同
案
は
派
遣
国

側
を
完
全
に
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
現
状
で
は
、

も
っ
と
も
望
ま
し
い
取
極
だ
と
し
て
、
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る

旨
を
述
べ
て
い
る
（
80
）
。

二
月
五
日
・
六
日
の
法
律
委
員
会
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
前
回
の
案

を
取
り
下
げ
、
ド
イ
ツ
案
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
フ

（
九
三
三
）
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八
〇

ド
イ
ツ
占
領
軍
の
兵
士
等
に
対
す
る
裁
判
権
は
、
派
遣
国
が
専
属

的
に
有
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
主
権
回
復
お
よ
び
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の

加
盟
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
を
定

め
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
の
場
合
、
ひ
と
つ
の
尺
度
と
考
え
ら
れ

た
の
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
側
は
、
軍
隊
条
約
の
刑
事
裁
判
権
条
項
が
ド
イ
ツ
補

足
協
定
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
そ
の
根
拠

と
し
て
ド
イ
ツ
の
特
別
の
状
況
が
あ
る
。
冷
戦
下
、
ド
イ
ツ
は
戦

争
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
の
と
変
わ
ら
ず
、
戦
時
に
お
け
る
派
遣

国
の
専
属
的
裁
判
権
が
そ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ア
メ
リ
カ
側
提
案
の
「
自
動
的
な

裁
判
権
放
棄
方
式
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
側
は
ア
メ
リ
カ
側
の
提
案
に
猛
烈
に
反

対
し
た
。
そ
れ
で
は
ド
イ
ツ
の
主
権
が
侵
害
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

他
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
と
の
対
等
な
地
位
が
確
保
さ
れ
な
い
か
ら
だ
。

ド
イ
ツ
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
な
か
で
二
流
国
家
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
し
ま
う
と
反
発
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
の
原
則
は
、
ド
イ
ツ
補

足
協
定
で
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
で
は
、
派
遣
国
と
受
入
国
の
裁

最
終
的
な
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
側
は
、

そ
の
証
明
書
に
基
づ
い
て
、
犯
罪
が
公
務
に
よ
る
か
を
決
定
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
決
定
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
側
と
派
遣
国
側

と
で
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
、
外
交
レ
ベ
ル
で
再
検
討
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
補
足
協
定
第
一
八
条
は
、
こ
こ
ま
で
し
か
述
べ
て
い
な
い
。

外
交
レ
ベ
ル
で
も
解
決
で
き
な
い
場
合
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

れ
に
は
ひ
と
つ
の
前
提
が
置
か
れ
て
い
る
。
豊
富
な
知
識
と

経
験
を
有
す
る
外
務
大
臣
と
派
遣
国
の
大
使
が
協
議
す
る
な
ら
、

こ
の
問
題
で
か
な
ら
ず
合
意
に
い
た
る
と
の
前
提
で
あ
る
（
83
）
。
こ
れ

は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
置
き
、
こ
の
問
題
を
こ
れ
以
上
追
究
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
。

五
．
ド
イ
ツ
と
日
本

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
と
ド
イ
ツ
補
足
協
定

ド
イ
ツ
補
足
協
定
で
、
ド
イ
ツ
は
刑
事
裁
判
権
と
い
う
主
権
を

ど
の
程
度
確
保
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定

と
ド
イ
ツ
補
足
協
定
と
の
比
較
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
（
84
）
。

こ
の
交
渉
の
出
発
点
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
軍
隊
条
約
で
は
、

（
九
三
四
）



ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
八
一

権
を
決
定
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
た
だ
し
、
例
外
的
な
場
合
に

は
、
同
証
明
書
は
、
派
遣
国
大
使
と
ド
イ
ツ
外
務
大
臣
と
の
間
で

再
検
討
の
主
題
に
で
き
る
。

以
上
か
ら
、
ド
イ
ツ
は
刑
事
裁
判
権
と
い
う
主
権
を
ど
の
程
度

確
保
で
き
た
の
か
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ

側
が
全
面
的
な
裁
判
権
放
棄
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
、
派
遣
国
側

の
勝
利
と
と
ら
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
85
）
。
し
か
し
、
出
発
点
と

し
て
、
ド
イ
ツ
に
は
外
国
軍
隊
に
対
す
る
裁
判
権
が
ま
っ
た
く
な

か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定

が
締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
、
裁
判
権
は
引
き
続
き
派
遣
国
側
が
行
使

す
る
。
ド
イ
ツ
は
交
渉
を
ま
と
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、

派
遣
国
側
は
、
交
渉
を
決
裂
さ
せ
て
も
痛
痒
を
感
じ
る
と
こ
ろ
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

刑
事
裁
判
権
の
問
題
で
は
、
ド
イ
ツ
が
全
面
的
な
第
一
次
裁
判

権
の
放
棄
を
受
け
入
れ
た
と
は
い
え
、
裁
判
権
の
行
使
が
ド
イ
ツ

司
法
の
重
大
な
利
益
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
、
と
ド
イ
ツ
側
が

判
断
す
れ
ば
、
裁
判
権
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
な
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
、
自
国
に
と
っ
て
重
要

だ
と
思
わ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
の
で

あ
る
。

判
権
が
競
合
す
る
場
合
、
派
遣
国
の
安
全
・
財
産
に
対
す
る
罪
、

派
遣
国
の
兵
士
等
同
士
の
身
体
・
財
産
に
対
す
る
罪
、
そ
れ
に
、

公
務
犯
罪
を
除
き
、
受
入
国
側
（
ド
イ
ツ
）
が
第
一
次
裁
判
権
を

有
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
で
は
、
ド
イ
ツ
は
、

第
一
次
裁
判
権
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
た
だ

し
、
ド
イ
ツ
側
は
、
裁
判
権
の
行
使
が
、「
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大

な
利
益
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
場
合
、
派
遣
国

に
よ
る
犯
罪
の
通
告
か
ら
三
週
間
以
内
に
、
第
一
次
裁
判
権
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。「
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
利
益
」
は
明

確
に
定
義
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
一
方
的
宣
言
で
そ
の

具
体
例
が
示
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
を
要
請
し
た
の
に
対
し
、
派
遣
国
側
が
同

意
し
な
い
場
合
、
こ
の
意
見
の
不
一
致
は
、
よ
り
高
次
の
レ
ベ
ル

の
検
討
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
。
最
終
的
に
は
、
派
遣
国
の
大
使
と

ド
イ
ツ
外
務
大
臣
と
の
間
で
解
決
が
は
か
ら
れ
る
。
な
お
、
ド
イ

ツ
側
に
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、
派
遣
国
側
は
、
被
疑

者
の
不
起
訴
ま
た
は
被
告
に
判
決
が
言
渡
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
者

を
拘
禁
で
き
る
。

つ
ぎ
に
、
い
わ
ゆ
る
公
務
犯
罪
の
場
合
、
ド
イ
ツ
側
は
、
派
遣

国
の
発
給
し
た
公
務
証
明
書
を
基
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
裁
判

（
九
三
五
）
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だ
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
日
米
間
で
は
刑
事
裁
判
権
密
約

が
交
わ
さ
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
こ
の
密
約
を
ド
イ
ツ
側

に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ド
イ
ツ
側
か
ら
譲
歩
を
引
き
出

す
材
料
と
し
て
使
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

ド
イ
ツ
が
ま
だ
主
権
を
回
復
し
て
な
い
一
九
五
五
年
一
月
、
ア

メ
リ
カ
側
は
、
刑
事
裁
判
権
密
約
を
ド
イ
ツ
側
に
秘
密
裡
に
伝
え

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。
た
だ
、
日
米
間
の
密
約
を
ア
メ
リ
カ

側
の
意
向
だ
け
で
ド
イ
ツ
側
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、
在
京
米
大
使
館
を
通
じ
て
、
こ
の
件
で
日
本
側
の
意
向
を
聴

取
し
、
許
可
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（
86
）
。
一
月
一
八
日
、
外
務
省

は
、
法
務
省
の
了
解
を
得
て
、
日
米
の
裁
判
権
取
極
を
ド
イ
ツ
側

に
極
秘
裡
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
異
議
が
な
い
旨
、
ア
メ
リ
カ

側
に
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
務
省
は
、
そ
の
取
極
が
洩
れ
な

い
よ
う
十
分
に
注
意
を
払
う
こ
と
を
要
請
し
た
。
在
京
米
大
使
館

か
ら
本
省
宛
の
電
報
に
は
、「
日
本
側
は
、
日
本
の
取
極
が
ド
イ

ツ
の
先
例
に
な
る
と
ワ
シ
ン
ト
ン
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
満
足
の

意
を
表
し
た
」
と
あ
る
（
87
）
。
こ
の
よ
う
に
、
刑
事
裁
判
権
密
約
は
、

日
本
国
内
で
は
厳
重
に
秘
匿
さ
れ
た
も
の
の
、
ド
イ
ツ
に
は
知
ら

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
米
間
の
刑
事
裁
判
権
密
約
の
構
造
は
、
基
本
的
に
は
オ
ラ
ン

た
だ
し
、
複
雑
な
手
続
を
経
て
、
ド
イ
ツ
側
が
裁
判
権
を
取
り

戻
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
に
比
べ
、

ド
イ
ツ
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
補
足
協
定
は
不
利
な
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
確
か
に
、
こ
の
点
は
そ
の
と
お
り
で

あ
る
。
た
だ
、
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
の
違
い
は
、
ま
ず
、
オ
ラ
ン

ダ
は
派
遣
国
と
し
て
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉
に
参
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
は
ド
イ
ツ
に
軍
隊
を
派
遣
し
て
い
た
。
出
発
点

か
ら
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
を
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ド
イ
ツ
の
場
合
に
は
、
ま
っ
た
く
裁
判
権
を
有
し
な
い
と

い
う
地
点
か
ら
ほ
ぼ
オ
ラ
ン
ダ
方
式
に
近
い
仕
組
み
を
勝
ち
取
っ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ド
イ
ツ
が
刑
事
裁
判
権
と
い
う
主
権
を

確
保
し
よ
う
と
し
た
執
念
は
実
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

ド
イ
ツ
補
足
協
定
と
日
本

ド
イ
ツ
補
足
協
定
と
日
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き

た
い
。
日
本
の
刑
事
裁
判
権
密
約
が
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉

に
、
直
接
、
影
響
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ

側
も
、
ド
イ
ツ
が
行
政
協
定
第
一
七
条
の
改
正
問
題
を
取
り
上
げ

る
こ
と
は
確
実
だ
と
考
え
て
い
た
。
同
条
は
、
規
定
上
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

（
九
三
六
）
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か
な
い
ま
ま
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
放
棄
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
日
本
で
裁
判
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
公
務
証
明
書
の
効
力
に
つ

い
て
、
日
本
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
訪
問
軍
法
に
な
ら
っ
て
、
公
務

証
明
書
に
対
す
る
反
証
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

「
日
米
合
同
委
員
会
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委
員
会
に
お
い
て
合

意
さ
れ
た
事
項
」
第
四
三
項
に
、「
こ
の
証
明
書
は
、
反
証
の
な

い
限
り
、
公
務
中
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
充
分
な

証
拠
資
料
と
な
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
89
）
。

ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
で
協
議
さ
れ
た
時

期
（
一
九
五
七
年
三
月
～
五
月
）、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
に
お
け
る

公
務
証
明
書
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
解
決
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

ジ
ラ
ー
ド
事
件
が
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉
に
、
直
接
、
影
響
を

及
ぼ
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
日
本
に
お
け
る
公
務
証

明
書
の
扱
い
を
ド
イ
ツ
側
は
参
考
に
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
側
に

と
っ
て
、
公
務
証
明
書
は
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
根
拠

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
に
お
け
る
公
務

証
明
書
の
効
力
は
、
ド
イ
ツ
の
先
例
に
な
っ
て
い
た
。

最
後
に
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉
か
ら
日
本
が
得
ら
れ
る
教

訓
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
日
本
と
ド
イ
ツ
は
、

同
じ
敗
戦
国
と
し
て
占
領
を
経
験
し
て
い
る
。
両
国
と
も
、
占
領

ダ
方
式
と
同
じ
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
方
式
の
場
合
、
オ
ラ
ン
ダ
が

裁
判
権
を
行
使
す
る
の
は
、「
特
に
重
要
」
な
場
合
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
刑
事
裁
判
権
密
約
で
は
、「
実
質
的
に
重
要
」
と
判

断
す
る
場
合
、
日
本
側
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。
た
だ
、
日
本

の
場
合
、
そ
の
運
用
面
で
は
「
実
質
的
に
重
要
」
な
場
合
を
極
力

限
定
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
裁
判
権
の
行
使
を
大
幅
に
控
え
て
き

た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
締
結
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
一
九
五
七
年
六
月
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統

領
が
、
議
会
指
導
者
た
ち
へ
、
日
本
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
の
運

用
実
態
を
説
明
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
大
統
領
は
、
日

本
側
が
優
先
的
裁
判
権
を
有
す
る
一
万
四
〇
〇
〇
件
の
事
例
の
う

ち
、
一
万
三
六
四
二
件
で
、
日
本
は
自
発
的
に
裁
判
権
を
放
棄
し

た
と
述
べ
て
い
る
。
放
棄
率
は
九
七
％
を
超
え
て
い
る
。
一
般
に

裁
判
権
の
放
棄
率
は
六
〇
％
程
度
と
い
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
数
値

は
異
常
に
高
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
88
）
。

ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
交
渉
過
程
で
参
考
に
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ

の
例
に
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
が
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
最
大
の
争

点
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
犯
行
が
果
た
し
て
公
務
の
執
行
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
る
日
米
の
協
議
は
決
着
が
つ

（
九
三
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
八
四

学
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。

（
1
） 

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
お
よ
び
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
邦
訳
は
、

国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』（
調
査
資
料
七
五
─
三
）、

一
九
七
六
年
三
月
を
参
考
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
条
文
の
翻
訳

は
、
以
下
の
英
語
の
正
文
に
基
づ
い
て
い
る
。N

orth A
tlantic 

T
reaty S

tatus of F
orces

（T
IA

S
 2846, June 19, 1951

） in 
D

epartm
ent of S

tate, U
n

ited
 S

ta
tes a

n
d

 O
th

er 
In

tern
ation

al A
greem

en
ts, V

olum
e 4 in T

w
o P

arts, P
art 

2, 1953, W
ashington D

C
: U

nited S
tates P

rinting O
ffi

ce, 
1955; S

upplem
entary A

greem
ent to the N

A
T

O
 S

tatus of 
F

orces A
greem

ent w
ith respect to F

orces stationed in 
the F

ederal R
epublic of G

erm
any

（T
IA

S
 5351, A

ugust 3, 
1959

） in D
epartm

ent of S
tate, U

n
ited

 S
tates an

d
 O

th
er 

In
tern

a
tion

a
l A

greem
en

ts, V
olum

e 14 in T
w

o P
arts, 

P
art 1, 1963, W

ashington D
C

: U
nited S

tates P
rinting 

O
ffi

ce, 1964.

（
2
） 

ド
イ
ツ
補
足
協
定
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
松

浦
一
夫
「
第
二
章
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
軍
隊
の
駐
留
に
関
す

る
法
制
─
一
九
九
三
年
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
・
補
足
協
定
改
定

と
そ
の
適
用
の
国
内
法
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
─
」
本
間
浩
・

他
『
各
国
間
地
位
協
定
の
適
用
に
関
す
る
比
較
論
考
察
』
内
外
出

国
の
専
属
的
裁
判
権
か
ら
脱
す
る
こ
と
、
主
権
を
回
復
す
る
こ
と

が
外
交
上
の
お
お
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
家

の
威
信
を
回
復
し
、
他
国
と
の
平
等
な
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

日
本
の
場
合
、
も
と
も
と
の
行
政
協
定
第
一
七
条
で
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
が
発
効
し
た
暁
に
は
、
同
協
定
並
み
に
改

正
さ
れ
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
は
恵

ま
れ
た
地
点
か
ら
同
条
の
改
正
交
渉
を
開
始
で
き
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
特
に
重
要
な
事
件
を
除
き
、
裁
判
権

を
放
棄
す
る
よ
う
日
本
側
に
迫
っ
た
。
日
本
側
に
と
っ
て
は
、
表

向
き
、
行
政
協
定
第
一
七
条
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
並
み
に
な

る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
裏
で
は
ア
メ
リ
カ
側
の

要
請
に
応
じ
、
刑
事
裁
判
権
密
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
場
合
、
連
邦
制
で
あ
る
が
故
に
、
各
州
の
持
つ
裁
判

権
を
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
か
っ
た
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
裁
判

権
を
最
終
的
に
行
使
で
き
る
方
法
を
真
剣
に
模
索
し
た
。
日
本
政

府
は
国
会
で
の
追
及
を
お
そ
れ
、
密
約
の
方
式
に
安
易
に
手
を
染

め
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
全
面
的
な
裁
判
権
放
棄
方
式
を
受
け

入
れ
た
に
せ
よ
、
裁
判
権
を
取
り
戻
せ
る
こ
と
を
議
会
で
き
ち
ん

と
説
明
す
る
途
を
選
ん
だ
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
姿
勢
に
日
本
も

（
九
三
八
）



ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
八
五

稿
で
用
い
る
ア
メ
リ
カ
の
公
文
書
は
、
す
べ
て
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州

カ
レ
ッ
ジ
パ
ー
ク
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
の
所
蔵
な
の

で
、
以
下
、
そ
の
点
の
記
載
は
省
略
す
る
。

（
4
） 

“S
tatem

ent for M
r. M

urphy to use in discussions 
w

ith S
enate F

oreign R
elations C

om
m

ittee on G
erm

an 
S

tatus of F
orces A

greem
ents, M

ay 13, 1959, ” R
G

59

［E
ntry 

A
1 3070

］R
ecords R

elating to G
erm

any, 1950-1960, B
ox 

2, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D

. 

（
5
） F

leck, “T
he D

evelopm
ent of the L

aw
 of S

tationing 
F

orces in G
erm

any, ” p. 352.

（
6
） M

oores, “C
onference: C

rim
inal Jurisdiction U

nder 
S

upplem
ental A

rrangem
ents to N

A
T

O
 S

O
F

A
, ” p. 1.

（
7
） 

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
占
領
制
度
の
終
了
に
関
す
る

議
定
書
」
は
、（
財
）
鹿
島
平
和
研
究
所
『
現
代
国
際
政
治
の
基
本

文
書
』
原
書
房
、
一
九
八
七
年
、
五
二
九
─
五
五
五
頁
を
参
照
。

（
8
） 

同
上
、
五
四
九
頁
。

（
9
） T

he D
epartm

ent of S
tate, U

n
ited

 S
tates T

reaties 
an

d
 O

th
er In

tern
ation

al A
greem

en
ts, V

olum
e 6 in F

ive 
P

arts, P
art 4, 1955, W

ashington D
C

: U
.S

. G
overnm

ent 
P

rinting O
ffi

ce, 1956, p. 4288.

（
10
） 

こ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、M

oores, “C
onference: C

rim
inal 

Jurisdiction U
nder S

upplem
ental A

rrangem
ents to N

A
T

O
 

S
O

F
A

, ” pp. 3-9

を
参
照
し
て
い
る
。M

oores

は
、
ボ
ン
会
議
に

ア
メ
リ
カ
側
代
表
団
の
一
員
と
し
て
参
加
し
た
。
右
は
、
刑
事
裁

版
、
二
〇
〇
三
年
。
本
間
浩
「
駐
留
受
入
国
内
に
お
い
て
犯
罪
を

行
な
っ
た
米
軍
関
係
者
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
お
よ
び
刑
事
手
続

に
関
す
る
比
較
論
的
考
察
─
日
本
国
の
場
合
と
ド
イ
ツ
お
よ
び
韓

国
の
場
合
─
」『
比
較
法
文
化
』（
駿
河
台
大
学
比
較
法
研
究
所
紀

要
）、
第
一
一
号
、
二
〇
〇
三
年
（
二
〇
〇
二
年
度
）、
一
一
三
─

一
三
三
頁
。
本
間
浩
「
ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定

に
関
す
る
若
干
の
考
察
─
在
日
米
軍
地
位
協
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題

を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
─
」『
外
国
の
立
法
』
第

二
二
一
号
、
二
〇
〇
四
年
八
月
、
一
─
二
〇
頁
。S

erge L
azareff, 

S
tatu

s of M
ilitary F

orces u
n

d
er C

u
rren

t In
tern

ation
al 

L
aw

, L
eyden: A

. W
. S

ijthoff, 1971. D
ieter F

leck, “T
he 

D
evelopm

ent of the L
aw

 of S
tationing F

orces in 
G

erm
any: F

ive D
ecades of M

ultilateral C
ooperation ” in 

D
ieter F

leck

（ed.

）, T
h

e H
a

n
d

b
ook

 of th
e L

a
w

 of 
V

isitin
g F

orces, O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 2001, 
pp. 349-364. 

（
3
） 

ボ
ン
会
議
の
概
要
に
つ
い
て
は
、R

oland M
oores, 

“C
onference: C

rim
inal Jurisdiction U

nder S
upplem

ental 
A

rrangem
ents to N

A
T

O
 S

O
F

A
, Judge A

dvocate D
ivision, 

H
eadquarters, U

S
A

R
E

U
R

, H
eidelberg, G

erm
any, 15 July, 

1957 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords 

R
elating to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces 
A

greem
ent w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3, p. 1, 

N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D

を
参
照
し
た
。
本

（
九
三
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
八
六

1959, B
ox 3.

（
16
） 

“C
rim

inal Jurisdiction: S
tatem

ent m
ade by the U

S
 

D
elegate at the M

eeting of the S
teering C

om
m

ittee on 23 
N

ovem
ber 1955, S

C
/W

D
/36, S

tatus of F
orces 

C
onference, B

onn, ” R
G

84

［E
ntry U

D
 2525D

］G
erm

any, 
B

onn E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject 

F
iles, 1952-1959, B

ox 3.

（
17
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3343, M

arch 17, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
18
） Ibid.

（
19
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1480, N

ovem
ber 5, 1955 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3; “T

elegram
 F

rom
 the 

E
m

bassy in G
erm

any to the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 
1556, N

ovem
ber 11, 1955 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry 

P
 26

］O
ffice of the Judge A

dvocate G
eneral, S

ubject 
F

iles, 1/11/52 – 11/30/1980, B
ox 1.

（
20
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1141, O

ctober 11, 1955 ”

判
権
条
項
が
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
た
時
点
で
、
軍
事
法
務
官
主
催
の
会

議
で
講
演
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
11
） 
一
九
九
三
年
の
ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
本

間
「
ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
に
関
す
る
若
干
の

考
察
」
が
詳
し
い
。
ま
た
、
改
正
さ
れ
た
同
協
定
の
翻
訳
は
、
本

間
浩
（
訳
）、「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
駐
留
す
る
外
国
軍
隊
に
関

し
て
北
大
西
洋
条
約
当
事
国
間
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
を

補
足
す
る
協
定
」『
外
国
の
立
法
』
第
二
二
一
号
、
二
〇
〇
四
年
八

月
、
二
一
─
六
六
頁
を
参
照
。

（
12
） 

“N
etherlands, N

orth A
tlantic T

reaty, S
tationing of 

U
nited S

tates A
rm

ed F
orces in N

etherlands, S
igned at 

the H
ague, A

ugust 13, 1954, E
ntered into F

orce 
N

ovem
ber 16, 1954, ” D

epartm
ent of S

tate, U
n

ited
 S

tates 
T

reaties an
d

 O
th

er In
tern

ation
al A

greem
en

ts, V
olum

e 6 
in F

ive P
arts, P

art 1, 1955, W
ashington D

C
: U

nited 
S

tates G
overnm

ent P
rinting O

ffi
ce, 1956, p. 106.

（
13
） 

詳
し
く
は
、
信
夫
隆
司
『
米
軍
基
地
権
と
日
米
密
約
─
奄

美
・
小
笠
原
・
沖
縄
返
還
を
通
し
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
、

第
一
章 

刑
事
裁
判
権
密
約
を
参
照
。

（
14
） 

同
上
、
第
三
章 

ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
参
照
。

（
15
） 

“M
em

orandum
 F

or: M
r. R

einstin F
rom

 John B
. 

H
enderson, F

ebruary 1, 1955 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating to the N
egotiation of 

the S
tatus of F

orces A
greem

ent w
ith G

erm
any, 1954-

（
九
四
〇
）



ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
八
七

（
25
） 
“T

elegram
 F

rom
 the E

m
bassy in G

erm
any to the 

D
epartm

ent of S
tate, N

o. 1556, N
ovem

ber 11, 1955 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1.

（
26
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1707, N

ovem
ber 24, 1955 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1.

（
27
） 

“C
rim

inal Jurisdiction: S
tatem

ent m
ade by the 

G
erm

an D
elegate at the M

eeting of the S
teering 

C
om

m
ittee on 19 D

ec. 1955, S
C

/W
D

/62, S
tatus of 

F
orces C

onference, B
onn, ” R

G
84

［E
ntry U

D
 2525D

］

G
erm

any, B
onn E

m
bassy, P

olitical

（S
tatus of F

orces

） 
S

ubject F
iles, 1952-1959, B

ox 3.

（
28
） Ibid.

（
29
） Ibid.

（
30
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3431, M

arch 23, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
31
） 

“C
rim

inal Jurisdiction – G
erm

an C
ounter-P

roposal 

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 21.

（
21
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1487, N

ovem
ber 7, 1955 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1.

（
22
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3343, M

arch 17, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
23
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3558, M

arch 29, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 19.

（
24
） 

“M
em

orandum
 F

rom
 G

E
R

 – Jacques J. R
einstein to 

G
 – M

r. M
urphy, S

ubject: C
rim

inal Jurisdiction; G
erm

an 
S

O
F

 N
egotiations, M

arch 22, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating to the N
egotiation of 

the S
tatus of F

orces A
greem

ent w
ith G

erm
any, 1954-

1959, B
ox 3.

（
九
四
一
）



政
経
研
究
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五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
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）

一
八
八

（
36
） 
“C

rim
inal Jurisdiction 

（P
roposal put forw

ard by the 
B

ritish D
elegation

）, S
C

/W
D

/117, M
arch 29, 1956, 

C
onference of C

rim
inal Jurisdiction, B

onn, ” R
G

84

［E
ntry 

U
D

 2525D

］G
erm

any, B
onn E

m
bassy, P

olitical

（S
tatus 

of F
orces

） Subject F
iles, 1952-1959, B

ox 8.

（
37
） 

“C
rim

inal Jurisdiction

（S
C

/W
D

/117

） and O
fficial 

D
uty

（S
C

/W
D

/118

）（S
um

m
ary of S

tatem
ents m

ade at 
the M

eeting of the S
teering C

om
m

ittee on 28 M
arch 1956

（S
C

/S
R

/23, II+III

）, S
C

/W
D

/119, A
pril 5, 1956, 

C
onference of C

rim
inal Jurisdiction, B

onn, ” R
G

84

［E
ntry 

U
D

 2525D

］G
erm

any, B
onn E

m
bassy, P

olitical

（S
tatus 

of F
orces

） Subject F
iles, 1952-1959, B

ox 8.

（
38
） Ibid.

（
39
） Ibid.

（
40
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 4103, M

ay 5, 1956
”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1.

（
41
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the 

E
m

bassy in G
erm

any, N
o. 2702, M

arch 22, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（R
ef.: S

C
/W

D
/37

）, S
C

/W
D

/103, M
arch 22, 1956, 

C
onference of C

rim
inal Jurisdiction, B

onn, ” R
G

84

［E
ntry 

U
D

 2525D

］G
erm

any, B
onn E

m
bassy, P

olitical

（S
tatus 

of F
orces

） Subject F
iles, 1952-1959, B

ox 8.

（
32
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3262, M

arch 14, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1.

（
33
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3431, M

arch 23, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
34
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3483, M

arch 26, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1.

（
35
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3558, M

arch 29, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 19.

（
九
四
二
）



ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
八
九

（
46
） 

国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド
イ
ツ
に
駐
留
す

る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』、
三
一
─
三
二
頁
。

（
47
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the 

E
m

bassy in G
erm

any, N
o. 137, July 16, 1956

”

（C
onfidential

）, R
G

84

［E
ntry U

D
 2525D

］G
erm

any, B
onn 

E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject F

iles, 
1952-1959, B

ox 8.

（
48
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1823, N

ovem
ber 10, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
49
） Ibid.

（
50
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1866, N

ovem
ber 15, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
51
） 

“T
elegram

 from
 the E

m
bassy in G

erm
any to the 

D
epartm

ent of S
tate, N

o. 1929, N
ovem

ber 20, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
52
） 

“C
rim

inal Jurisdiction: P
roposal subm

itted by the 

（
42
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 4409, M

ay 26, 1956 ”
（C

onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 19.

（
43
） Ibid.

（
44
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 4630, June 8, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

341
［E

ntry P
 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1; “T

elegram
 F

rom
 the E

m
bassy in G

erm
any to the 

D
epartm

ent of S
tate, N

o. 4793, June 18, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26
］O

ffi
ce of the Judge 

A
dvocate G

eneral, S
ubject F

iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 
B

ox 2.

（
45
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 119, July 11, 1956

”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1; “T

elegram
 F

rom
 the E

m
bassy in G

erm
any to the 

D
epartm

ent of S
tate, N

o. 120, July 11, 1956
”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1.

（
九
四
三
）
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九
〇

to the N
egotiation of the S

tatus of F
orces A

greem
ent 

w
ith G

erm
any, 1954-1959, B

ox 3.

（
58
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2005, N

ovem
ber 26, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 20.

（
59
） 

“L
etter F

rom
 R

oland F
. M

oores

（L
egal O

ffi
cer

） to 
R

aym
ond E

. L
isle

（D
eputy D

irector, O
ffice of G

erm
an 

A
ffairs

）, D
ecem

ber 14, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry 

A
1 5212

］R
ecords R

elating to the N
egotiation of the 

S
tatus of F

orces A
greem

ent w
ith G

erm
any, 1954-1959, 

B
ox 3.

（
60
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2443, D

ecem
ber 21, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
61
） 

“M
em

orandum

（D
raft

） F
rom

 G
er – E

lbrick to G
 – 

M
r. M

urphy, S
ubject: C

rim
inal Jurisdiction; G

erm
an S

O
F

 
N

egotiations, January 8, 1957 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating to the N
egotiation of 

the S
tatus of F

orces A
greem

ent w
ith G

erm
any, 1954-

1959, B
ox 3.

G
erm

an D
elegation on the basis of the principles set 

forth in A
nnex A

 to S
C

/S
R

/45, S
C

/W
D

/202, N
ovem

ber 
23, 1956, C

onference of C
rim

inal Jurisdiction, B
onn, ” 

R
G

84
［E

ntry U
D

 2525D

］G
erm

any, B
onn E

m
bassy, 

P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject F

iles, 1952-1959, 
B

ox 8.

（
53
） 

国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド
イ
ツ
に
駐
留
す

る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』、
七
七
─
七
八
頁
。

（
54
） 

“C
rim

inal Jurisdiction – E
xplanations given by the 

G
erm

an D
elegation on the U

nilateral D
eclaration of the 

F
ederal G

overnm
ent: re paragraph 3 of S

C
/W

D
/217, 

S
C

/W
D

/224, January 18, 1957, ” R
G

84

［E
ntry U

D
 

2525D

］G
erm

any, B
onn E

m
bassy, P

olitical

（S
tatus of 

F
orces

） Subject F
iles, 1952-1959, B

ox 8.

（
55
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2006, N

ovem
ber 26, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 20.

（
56
） 

国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド
イ
ツ
に
駐
留
す

る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』、
七
七
頁
。

（
57
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2327, D

ecem
ber 15, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 

（
九
四
四
）



ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
九
一

w
ith G

erm
any, 1954-1959, B

ox 3.

（
68
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 4774, June 15, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 1.

（
69
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 4865, June 22, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
70
） 

“C
rim

inal Jurisdiction: O
fficial D

uty 

（P
roposal 

subm
itted by the G

erm
an D

elegation

）, S
C

/W
D

/173, June 
21, 1956, ” R

G
84

［E
ntry U

D
 2525D

］G
erm

any, B
onn 

E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject F

iles, 
1952-1959, B

ox 11.

（
71
） 

“C
rim

inal Jurisdiction: O
ffi

cial D
uty 

（U
S

 P
roposal

）, 
S

C
/W

D
/178, June 28, 1956, C

onference of C
rim

inal 
Jurisdiction, B

onn, ” R
G

84

［E
ntry U

D
 2525D

］G
erm

any, 
B

onn E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject 

F
iles, 1952-1959, B

ox 11.
（
72
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 4, July 2, 1956 ”

（C
onfidential

）, 
R

G
341

［E
ntry P

 26

］O
ffice of the Judge A

dvocate 

（
62
） Ibid.

（
63
） 

“C
rim

inal Jurisdiction O
fficial D

uty 

（P
roposed put 

forw
ard by the U

.K
. D

elegation

）, S
C

/W
D

/118, M
arch 29, 

1956, S
tatus of F

orces C
onvention, B

onn, ” R
G

84

［E
ntry 

U
D

 2525D
］G

erm
any, B

onn E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus 

of F
orces

） Subject F
iles, 1952-1959, B

ox 8.

（
64
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3559, M

arch 29, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59
［E

ntry A
1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 19.

（
65
） D

epartm
ent of S

tate, U
n

ited
 S

tates T
reaties an

d
 

O
th

er In
tern

a
tion

a
l A

greem
en

ts, V
olum

e 6 in F
ive 

P
arts, P

art 4, 1955, W
ashington D

.C
.: U

.S
. G

overnm
ent 

P
rinting O

ffi
ce, 1956, p. 4304.

（
66
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3559, M

arch 29, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 19.

（
67
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 4206, M

ay 12, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 

（
九
四
五
）
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二

N
ovem

ber 23, 1956, C
onference of C

rim
inal Jurisdiction, 

B
onn, ” R

G
84

［E
ntry U

D
 2525D

］G
erm

any, B
onn 

E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject F

iles, 
1952-1959, B

ox 8.

（
79
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1989, N

ovem
ber 26, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 20.

（
80
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2723, January 17, 1957 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 2.

（
81
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3127, F

ebruary 14, 1957 ”

（C
onfidential

）, R
G

341

［E
ntry P

 26

］O
ffi

ce of the Judge 
A

dvocate G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, 

B
ox 2.

（
82
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3254, F

ebruary 25, 1957 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 20.

G
eneral, S

ubject F
iles, 1/11/52 – 11/30/1980, B

ox 1.
（
73
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 171, July 13, 1956 ”

（C
onfidential

）, 
R

G
341

［E
ntry P

 26

］O
ffice of the Judge A

dvocate 
G

eneral, S
ubject F

iles, 1/11/52 – 11/30/1980, B
ox 1.

（
74
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 538, A

ugust 3, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59
［E

ntry A
1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 19.

（
75
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1258, O

ctober 2, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212
］R

ecords R
elating 

to the N
egotiation of the S

tatus of F
orces A

greem
ent 

w
ith G

erm
any, 1954-1959, B

ox 3.

（
76
） 

“O
ffences P

unishable U
nder the L

aw
 of the S

ending 
S

tate, S
O

F
 R

estricted S
C

/W
D

/163, June 5, 1956, S
tatus 

of F
orces C

onference, B
onn, ” R

G
84

［E
ntry U

D
 2525D

］
G

erm
any, B

onn E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus of F

orces
） 

S
ubject F

iles, 1952-1959, B
ox 11.

（
77
） 

国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド
イ
ツ
に
駐
留
す

る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』、
二
五
─
二
六
頁
。

（
78
） 

“C
rim

inal Jurisdiction – O
fficial D

uty: P
roposal 

subm
itted by the G

erm
an D

elegation, S
C

/W
D

/203, 

（
九
四
六
）



ド
イ
ツ
駐
留
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
九
三

（
88
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
信
夫
『
米
軍
基
地
権
と
日
米
密
約
』

六
一
─
六
二
頁
を
参
照
。

（
89
） 

法
務
省
刑
事
局
『
合
衆
国
軍
隊
構
成
員
等
に
対
す
る
刑
事
裁

判
権
関
係
実
務
資
料
［
検
察
提
要
六
］』（
秘
）
資
料
［
一
五
八
］、

一
九
七
二
年
三
月
、
一
四
三
頁
。

（
83
） M

oores, “C
onference: C

rim
inal Jurisdiction U

nder 
S

upplem
ental A

rrangem
ents to N

A
T

O
 S

O
F

A
, ” p. 8.

（
84
） 
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、
以
下
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
あ

る
。”M

em
orandum

 F
rom

 P
O

L
: John H

ay to M
inister 

T
rim

ble, S
ubject: N

otes for D
iscussion w

ith 
R

epresentative M
iller, O

ctober 22, 1957 ”

（C
onfidential

）, 
R

G
84

［E
ntry U

D
 2525D

］G
erm

any, B
onn E

m
bassy, 

P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject F

iles, 1952-1959, 
B

ox 8.

（
85
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in G
erm

any to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2327, D

ecem
ber 15, 1956 ”

（C
onfidential

）, R
G

59

［E
ntry A

1 5212

］R
ecords R

elating 
to the N

egotiation of the S
tatus of F

orces A
greem

ent 
w

ith G
erm

any, 1954-1959, B
ox 3.

（
86
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in Japan to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1415, January 14, 1955 ”

（C
onfidential

）, R
G

84

［E
ntry U

D
 2525D

］G
erm

any, B
onn 

E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject F

iles, 
1952-1959, B

ox 8.

（
87
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in Japan to the 
D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1718, January 18, 1955 ”

（C
onfidential

）, R
G

84

［E
ntry U

D
 2525D

］G
erm

any, B
onn 

E
m

bassy, P
olitical

（S
tatus of F

orces

） S
ubject F

iles, 
1952-1959, B

ox 8.

（
九
四
七
）





沖
縄
の
米
軍
基
地
（
山
城
）

一
九
五

１
　
安
保
体
制
下
の
沖
縄

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
米
安
保
条
約

一
九
四
五
年
八
月
、
敗
戦
国
日
本
は
、
七
年
後
の
五
二
年
四
月

ま
で
ア
メ
リ
カ
を
主
と
す
る
連
合
国
の
占
領
下
に
置
か
れ
た
。

五
一
年
九
月
八
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
対
日
講
和
条
約
（
平
和

条
約
）
が
締
結
さ
れ
、
翌
五
二
年
四
月
二
八
日
発
効
、
そ
れ
に

伴
っ
て
、「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条

約
」（
旧
安
保
条
約
）
と
い
う
軍
事
条
約
に
調
印
、
日
本
は
独
立

と
主
権
を
回
復
し
た
（
１
）
。
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
占
領
軍

は
、
在
日
米
軍
と
し
て
日
本
に
お
け
る
平
時
駐
留
の
権
利
を
得
、

ア
メ
リ
カ
は
安
保
条
約
第
三
条
に
基
づ
く
「
行
政
協
定
」
を
結
び
、

「
施
設
及
び
区
域
」（
基
地
の
こ
と
）
の
使
用
が
許
容
さ
れ
た
。
現

在
の
在
日
米
軍
と
米
軍
基
地
の
基
本
的
な
形
は
こ
の
と
き
に
で
き

た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
り
わ
け
、
激
し
い
地
上
戦
が
行
わ
れ
た

沖
縄
に
お
け
る
米
軍
に
は
、
行
政
協
定
に
よ
り
戦
勝
国
の
占
領
軍

と
し
て
強
大
な
権
利
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
安
保
条
約
（
旧
安
保
条
約
に
対
し
新
安
保
条
約
と
呼
ぶ
。
日

本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条

約
）
は
、
旧
安
保
条
約
を
若
干
改
定
し
、
六
〇
年
六
月
二
三
日
に

発
効
し
た
。
同
時
に
「
日
米
地
位
協
定
」（
正
式
名
称
は
日
本
国

と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第

沖
縄
の
米
軍
基
地

山

　
　城

　
　秀

　
　市

研
究
ノ
ー
ト

（
九
四
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
九
六

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
大
統
領
行
政
命
令
」
の
も
と
で
も
、
依
然

と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
目
的
が
優
先
さ
れ
て
い
た
点
に
変
わ
り

は
な
か
っ
た
。

日
米
地
位
協
定
と
対
米
従
属

米
軍
の
沖
縄
統
治
に
は
、
一
九
四
五
年
四
月
米
軍
の
沖
縄
本
島

読
谷
上
陸
以
降
、
米
軍
基
地
・
軍
人
の
犯
罪
と
基
地
被
害
が
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
発
生
し
て
い
る
。
米
軍
基
地
の
存
在
は
先

述
の
よ
う
な
平
和
と
安
定
を
も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
、
周
辺
住
民
に

不
安
と
苦
痛
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
根
源
的
な
原
因
が
日
米
地
位

協
定
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
日
米
地
位
協
定
の
条
項

に
お
い
て
米
軍
お
よ
び
米
兵
・
軍
属
の
特
権
を
法
的
に
規
定
し
、

基
地
被
害
と
犯
罪
を
許
容
し
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
統
治
期
の
沖
縄

に
は
「
安
保
条
約
」「
地
位
協
定
」
は
適
用
さ
れ
ず
、
国
連
の
信

託
統
治
下
の
植
民
地
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

筆
者
は
約
三
〇
年
を
日
本
本
土
で
過
ご
し
最
近
帰
省
し
た
が
、

そ
の
状
況
は
今
で
も
大
筋
で
変
化
は
な
い
。
六
〇
年
代
の
沖
縄
の

状
況
と
そ
の
当
時
読
ん
だ
西
欧
史
研
究
者
の
会
田
雄
次
「
ア
ー
ロ

ン
収
容
所
」（
中
公
新
書
、
一
九
六
二
年
）
を
思
い
出
さ
せ
た
。

会
田
は
終
戦
直
後
の
ビ
ル
マ
で
約
一
年
九
カ
月
の
間
、
イ
ギ
リ
ス

六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国

軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
）
が
発
効
す
る
。

新
安
保
条
約
は
旧
安
保
条
約
の
露
骨
な
従
属
的
な
条
項
が
若
干

改
善
さ
れ
た
の
み
で
、
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
は
不
安
定
な
状
況
が

続
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
安
保
条
約
の
継
続
さ
れ
る
条
件

が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
米
軍
基
地
の
存
在
は

現
在
の
国
際
秩
序
の
な
か
で
日
本
の
安
全
保
障
の
根
幹
を
な
し
、

い
わ
ば
米
軍
の
も
つ
軍
事
力
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
安
定
と
平

和
を
求
め
る
日
本
の
安
全
保
障
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
（
２
）
。

沖
縄
は
一
九
五
二
年
対
日
講
和
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
、
日
本

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
三
条
諸
島
」
と
呼
ば
れ
る
（
３
）
。
当
時
、
沖
縄

に
お
け
る
最
高
法
規
は
、
安
保
条
約
で
は
な
く
、
一
九
五
七
年
ア

イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
の
発
布
し
た
「
琉
球
列
島
の
管
理
に
関
す

る
大
統
領
命
令
　一
〇
七
一
三
号
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
に
関
す
る
基
本
法
は
占
領
初
期
の
い
わ
ゆ

る
「
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
」（
米
国
海
軍
政
府
布
告
第
一
号
、

一
九
四
五
年
発
布
（
４
）
）
に
は
じ
ま
り
、
五
〇
年
一
二
月
五
日
発
布
の

「
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
に
関
す
る
指
令
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
。
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
の
目
的
は
あ
く
ま
で
軍
事
的
必
要
性

（
九
五
〇
）



沖
縄
の
米
軍
基
地
（
山
城
）

一
九
七

時
駐
留
の
形
態
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
を
従
属
の
も
と
に
置
い
た

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
体
制
及
び
安
保
体
制
は
、
時
間
的
に
は
平
和

条
約
（
講
和
条
約
）
─
安
保
条
約
─
行
政
協
定
の
順
序
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
真
の
意
味
は
、
そ
の
逆
で
、
行
政
協
定
の

た
め
の
安
保
条
約
で
あ
り
、
安
保
条
約
の
た
め
の
平
和
条
約
で
あ

る
。「
つ
ま
り
本
能
寺
（
本
当
の
目
的
）
は
最
後
の
行
政
協
定
に

こ
そ
あ
っ
た
の
だ
（
６
）
」
す
な
わ
ち
、
米
軍
の
日
本
（
と
く
に
沖
縄
）

駐
留
は
、
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
対
応
す
る
ア
メ
リ
カ
の
国
益
の
た
め

で
あ
り
、
こ
れ
を
担
保
す
る
た
め
の
沖
縄
占
領
が
平
和
条
約
発
効

後
も
継
続
し
た
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
章
叙
述
の
狙
い
は
、
現
行
の
対
米
従
属
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ

追
随
一
辺
倒
の
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
実
態
の
一
端
を
明
ら
か

に
す
る
試
み
に
あ
る
。
そ
の
ア
メ
リ
カ
追
随
と
従
属
の
原
点
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
を
考
え
る
。
対
米
従
属
の
実
態
と
問
題
点
は
既
に

多
く
の
論
者
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
原
点
は

米
軍
の
沖
縄
占
領
と
戦
時
駐
留
お
よ
び
復
帰
前
の
沖
縄
統
治
の
形

態
が
日
常
化
（
慣
習
化
）
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

軍
の
捕
虜
と
し
て
拘
束
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
軍
女

性
兵
士
が
日
本
軍
捕
虜
の
面
前
で
全
裸
の
ま
ま
平
然
と
し
て
い
る

場
面
が
あ
る
。
日
本
軍
捕
虜
に
対
す
る
家
畜
同
然
の
扱
い
は
、
か

れ
ら
捕
虜
に
ど
れ
ほ
ど
の
苦
痛
と
屈
辱
感
を
与
え
た
こ
と
か
想
像

に
難
く
な
い
。
六
〇
年
代
の
沖
縄
に
は
民
間
住
宅
地
域
の
ア
パ
ー

ト
に
軍
人
・
軍
属
の
家
族
が
多
く
住
ん
で
い
た
。
か
れ
ら
の
尊
大

な
態
度
は
何
度
も
目
撃
し
た
。
こ
れ
と
会
田
の
経
験
は
ど
こ
か
似

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
米
軍
の
沖
縄
統
治
に
は
底
流
に

む
き
出
し
の
占
領
者
意
識
と
差
別
意
識
が
存
在
し
て
い
る
。
最
近
、

公
職
に
あ
る
県
知
事
が
沖
縄
の
負
担
軽
減
と
基
地
撤
去
を
訴
え
る

口
上
の
な
か
で
、「
う
ち
な
ー
ん
ち
ゅ
う
　
う
し
ぇ
ー
て
ぇ
な
い

び
ら
ん
ど
ー
」（
沖
縄
人
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん

よ
（
５
）
）
と
言
っ
た
の
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
沖
縄
に
対
し
て
は
、
ア
メ

リ
カ
だ
け
で
な
く
日
本
本
土
に
も
潜
在
的
な
差
別
意
識
や
構
造
的

な
い
し
制
度
的
な
差
別
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
（
平
和
）
条
約
、
旧
安
保
条
約
、
行

政
協
定
は
、
沖
縄
の
分
離
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
本

土
の
対
米
従
属
さ
え
構
造
的
に
常
態
化
さ
せ
た
。
地
位
協
定
に
基

づ
く
米
軍
の
沖
縄
駐
留
は
、
平
時
に
戻
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
戦

（
九
五
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

一
九
八

一
八
航
空
団
が
駐
留
し
、
戦
闘
機
、
給
油
機
、
空
中
警
戒
管
制
機

な
ど
の
多
様
な
機
種
が
駐
機
し
て
お
り
、
朝
鮮
戦
争
、
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
、
近
年
の
湾
岸
・
イ
ラ
ク
戦
争
で
は
イ
ラ
ク
爆
撃
に
出
動
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

沖
縄
の
海
兵
隊
は
キ
ャ
ン
プ
・
コ
ー
ト
ニ
ー
に
司
令
部
を
置
く

第
三
海
兵
遠
征
軍
で
あ
る
。
海
兵
隊
は
本
国
防
衛
の
任
務
を
持
た

な
い
遊
弋
部
隊
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
海
兵
遠
征
軍
は
、
基
本
的

に
約
半
年
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
米
本
国
か
ら
来
る
、
二
〇
歳
前

後
の
新
兵
で
占
め
ら
れ
、
沖
縄
の
広
大
な
基
地
は
か
な
り
な
部
分

が
海
兵
隊
の
新
兵
訓
練
場
と
し
て
使
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
勢
い

米
兵
の
犯
罪
が
多
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
来
て
、
米
軍
再

編
成
と
沖
縄
の
負
担
軽
減
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
、
在
沖
海
兵

隊
の
グ
ア
ム
移
転
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。（「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」

二
〇
一
九
年
五
月
四
日
）
移
動
す
る
海
兵
隊
員
は
約
五
千
人
と
見

込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
主
力
の
歩
兵
部
隊
が
グ
ア
ム
に

移
れ
ば
、
航
空
部
隊
の
拠
点
と
な
る
普
天
間
の
代
替
地
を
沖
縄
に

つ
く
る
必
要
性
は
低
く
な
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
沖
縄
へ
の
基
地
の
集
中
は
異
常
で

あ
る
。
沖
縄
の
基
地
問
題
を
論
ず
る
際
の
枕
言
葉
は
、
在
日
米
軍

基
地
が
日
本
の
国
土
面
積
の
〇
・
六
％
し
か
な
い
沖
縄
に
七
四
％

基
地
の
貸
与
条
項

日
本
の
米
国
従
属
（
孫
崎
氏
は
隷
属
と
い
う
）
が
日
米
安
保
条

約
及
び
日
米
地
位
協
定
に
始
ま
っ
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
は
旧
安
保
条
約
第
三
条
の
行

政
協
定
及
び
基
地
貸
与
（
使
用
）
権
を
規
定
す
る
新
安
保
条
約
第

六
条
（
行
政
協
定
に
代
わ
る
別
個
の
協
定
及
び
合
意
さ
れ
る
他
の

取
極
、
つ
ま
り
地
位
協
定
）
を
最
も
重
視
す
る
。
日
米
地
位
協
定

は
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
実
施
運
用
の
改
定
だ
け
で
、
現
在
に

お
い
て
も
米
軍
と
米
兵
の
行
動
を
規
定
す
る
。
日
米
地
位
協
定
は

他
の
同
盟
国
と
比
べ
て
も
不
平
度
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
何

度
も
改
訂
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。ま

ず
、
新
安
保
条
約
第
六
条
の
基
地
貸
与
条
項
で
あ
る
。
条
文

上
で
は
基
地
（
ベ
ー
ス
）
と
限
定
せ
ず
「
施
設
及
び
区
域
」
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
の
基
地
が
あ
る
。
最
も

広
い
面
積
を
占
め
る
の
は
空
軍
飛
行
場
で
他
に
海
軍
施
設
、
射
撃

場
、
訓
練
場
、
弾
薬
庫
、
貯
油
所
、
通
信
施
設
、
住
宅
地
区
な
ど

が
あ
り
、
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
、
厚
生
施
設
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

基
地
の
中
に
は
学
校
や
病
院
、
ゴ
ル
フ
場
、
ボ
ー
リ
ン
グ
場
等
々
、

生
活
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
施
設
が
あ
る
。
嘉
手
納
飛
行
場
に
は
第

（
九
五
二
）
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一
九
九

五
〇
年
代
以
降
、
日
本
へ
の
脅
威
は
、
具
体
的
に
は
考
え
ら
れ
ず
、

在
韓
国
や
在
台
湾
の
米
軍
と
と
も
に
ソ
連
、
中
国
、
北
朝
鮮
の
軍

事
力
と
対
峙
し
て
冷
戦
構
造
を
支
え
て
い
た
。
加
え
て
、
第
六
条

は
「
日
本
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の

平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
寄
与
す
る
た
め
」、
米
国
に
「
施
設
及

び
区
域
（
７
）
」
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
れ
に
は
戦
略
的
に
日
本
が
基
地
を
提
供
し
、
在
日
米
軍
が
極

東
の
安
定
を
も
た
ら
す
と
い
う
第
六
条
の
存
在
に
よ
っ
て
、
日
本

の
安
全
は
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
五
条
は
六
条
の
副
次
的
存

在
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
（
８
）
。

大
雑
把
に
言
え
ば
、
第
五
条
は
ア
メ
リ
カ
が
一
方
的
に
日
本
を

守
る
誓
約
を
負
っ
た
も
の
で
あ
り
、
第
六
条
は
、
日
本
が
ア
メ
リ

カ
に
一
方
的
に
基
地
と
そ
れ
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。
通
常
の
同
盟
関
係
だ
と
形
式
的

で
あ
れ
相
互
に
防
衛
関
係
を
設
定
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
現
行
の
日
米
安
保
条
約
は
特
殊
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が

こ
う
し
た
特
殊
性
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
当
時
の
軍
事
情
勢
か
ら

そ
う
し
た
取
決
め
が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
不
利
益
な
も
の
で
は
な

い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
安
保
の
構
造
上
の
非

対
称
性
及
び
内
容
に
お
い
て
も
片
務
性
が
存
在
す
る
。

が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
沖
縄
県
の
面
積
の
う
ち

一
〇
・
三
％
、
沖
縄
本
島
で
は
一
八
・
八
％
が
基
地
と
し
て
占
拠
さ

れ
て
い
る
。
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
、
も
と
も
と
農
地
や
宅
地
だ
っ

た
と
こ
ろ
を
戦
争
中
に
日
本
軍
が
軍
用
地
と
し
、
占
領
中
に
米
軍

が
大
拡
充
し
た
私
有
地
が
多
い
。
住
民
の
日
常
的
な
生
活
の
営
み

の
場
が
戦
前
の
日
本
軍
、
戦
後
の
米
軍
と
い
か
に
戦
争
に
翻
弄
さ

れ
て
き
た
か
が
分
か
る
。

２
　
日
米
地
位
協
定
の
現
実

日
米
安
保
条
約
の
対
象
範
囲

新
安
保
条
約
第
五
条
は
、「
日
本
国
の
施
政
下
に
あ
る
領
域
に

お
け
る
、
い
ず
れ
か
一
方
に
対
す
る
武
力
攻
撃
」
に
対
し
て
、
日

米
両
国
が
［
共
通
の
敵
に
対
処
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
宣

言
す
る
］、
日
米
共
同
の
軍
事
行
動
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、

冷
戦
下
の
日
本
周
辺
の
軍
事
的
主
体
は
、
主
と
し
て
ソ
連
、
中
国
、

韓
国
、
北
朝
鮮
、
台
湾
で
あ
っ
た
が
、
同
盟
関
係
に
あ
る
韓
国
と

台
湾
は
日
本
の
脅
威
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ソ
連
、
中
国
、

北
朝
鮮
が
日
本
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
と
き
に
は
少
な
く
と
も
東
ア

ジ
ア
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
世
界
的
な
戦
争
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。

（
九
五
三
）
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
〇
〇

め
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
安
保
条
約
の
「
極
東
条

項
」
と
言
わ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
米
軍
の
駐
留
目
的
の
範
囲
を
こ

の
よ
う
に
限
定
し
て
基
地
な
ど
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
の
他
の
二
国
間
や
多
国
間
相
互
防
衛
条
約
の
な
か
で
、

日
米
安
保
条
約
は
特
異
な
位
置
を
占
め
る
。
現
在
、
ア
メ
リ
カ
の

太
平
洋
地
域
で
有
効
な
相
互
防
衛
条
約
に
は
、
日
米
安
保
条
約
の

ほ
か
に
、
米
比
相
互
防
衛
条
約
、
Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｕ
Ｓ
条
約
（
ア
メ
リ
カ
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
三
国
間
条
約
）、
米

韓
相
互
防
衛
条
約
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
に
比
べ
る
と
日

米
安
保
条
約
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
、
他
の

条
約
が
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た

場
合
、
ア
メ
リ
カ
を
防
衛
す
る
義
務
が
相
手
国
に
も
定
め
ら
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
日
米
安
保
で
は
、
そ
れ
が
「
日
本
の
施
政
下

に
あ
る
領
域
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
防
衛
義
務
の
片
務
性

は
戦
争
を
放
棄
し
た
憲
法
九
条
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ

リ
カ
は
片
務
性
を
相
殺
す
る
利
益
を
日
米
安
保
条
約
か
ら
得
よ
う

と
し
た
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
は
在
日
米
軍
の
駐
留
目
的
に
別
の

地
理
概
念
を
入
れ
、
そ
の
範
囲
を
「
極
東
」
に
ま
で
拡
大
し
た
の

で
あ
る
。
旧
安
保
条
約
に
お
い
て
は
日
本
に
配
備
す
る
米
軍
を

「
こ
の
軍
隊
は
、
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
に

ま
た
、
第
五
条
の
「
日
本
の
施
政
下
に
あ
る
領
域
」
と
は
、
必

ず
し
も
日
本
の
領
土
の
範
囲
を
意
味
し
な
い
。
日
本
が
領
有
を
主

張
し
て
い
る
が
、
日
本
の
実
効
的
な
支
配
、
つ
ま
り
施
政
権
の
及

ば
な
い
地
域
は
、
日
米
の
共
同
軍
事
行
動
の
範
囲
と
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
（
旧
ソ
連
）
の
支
配
下
に
あ
る
北
方
諸
島
や

韓
国
に
占
拠
さ
れ
て
い
る
竹
島
（
韓
国
名
・
独
島
）
な
ど
は
、
日

本
の
施
政
権
下
に
な
い
た
め
第
五
条
で
い
う
日
米
の
共
同
軍
事
行

動
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
日
中
間
で
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
争
わ

れ
て
い
る
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
は
、
実
効
支
配
を
行
っ
て
い
る
日

本
は
、
日
米
安
保
の
発
動
の
対
象
に
な
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
は
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
態
度
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。

ち
な
み
に
復
帰
前
の
沖
縄
は
、
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
下
に
あ
っ
た

た
め
、
第
五
条
の
範
囲
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
第
五
条
が

想
定
し
て
い
る
の
は
、
米
軍
基
地
が
狙
わ
れ
、
そ
れ
が
日
本
へ
の

武
力
攻
撃
と
な
る
と
き
で
あ
る
。

日
米
安
保
条
約
の
第
五
条
、
第
六
条
の
条
文
に
は
二
つ
の
地
理

概
念
が
登
場
す
る
。
ま
ず
、
第
五
条
は
日
米
が
共
同
し
て
武
力
対

処
す
る
地
理
範
囲
と
し
て
「
日
本
の
施
政
権
下
に
あ
る
領
域
」
で

あ
る
。
つ
い
で
、
第
六
条
は
米
軍
が
「
施
設
及
び
区
域
」
の
使
用

を
許
さ
れ
る
の
は
、［
日
本
］
と
「
極
東
」
の
平
和
と
安
全
の
た

（
九
五
四
）
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二
〇
一

談
会
の
報
告
書
を
受
取
る
前
に
連
立
政
権
内
の
対
立
な
ど
で
退
陣

す
る
。
九
四
年
六
月
に
は
、
村
山
社
会
党
委
員
長
を
首
班
と
す
る

連
立
内
閣
が
発
足
す
る
。

連
立
政
権
は
自
民
党
、
社
会
党
、
新
党
さ
き
が
け
、
と
い
う
組

合
せ
か
ら
関
心
を
呼
ん
だ
が
、
日
本
の
安
全
保
障
論
議
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
日
米
安
保
条
約
は
認
め
る
も
の
の
、「
集
団

的
自
衛
権
は
認
め
な
い
が
、
武
装
自
衛
隊
は
海
外
に
出
さ
な
い
」

と
い
う
こ
れ
ま
で
の
姿
勢
を
大
き
く
変
え
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は

村
山
の
姿
勢
に
不
安
を
持
っ
た
が
、
同
年
七
月
の
ナ
ポ
リ
・
サ

ミ
ッ
ト
で
の
日
米
首
脳
会
談
な
ど
を
通
し
て
、
そ
の
不
安
は
多
少

払
拭
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
再
び
不
安
と
懸
念
を
与
え

た
の
は
、
細
川
が
設
置
し
た
防
衛
懇
談
会
が
多
角
的
安
保
体
制
確

立
の
必
要
性
を
主
張
す
る
報
告
書
を
提
出
し
た
と
き
で
あ
る
。
報

告
書
（
樋
口
レ
ポ
ー
ト
）
は
日
米
安
保
体
制
を
軽
視
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
日
米
安
保
体
制
の
強
化
が
「
多
角
的
安
保
体
制
」
確
立

の
基
礎
に
な
る
と
し
て
冷
戦
後
に
お
け
る
日
米
同
盟
の
必
要
性
を

示
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
る
村
山
の
外
交
姿
勢
は
、
日
本
の
「
米

国
離
れ
」
の
懸
念
を
ア
メ
リ
カ
国
内
に
も
た
ら
し
て
い
た
（
10
）
。

ま
た
、
九
五
年
二
月
に
公
表
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
「
東
ア
ジ
ア
戦

略
報
告
」
に
は
、「
日
米
関
係
ほ
ど
重
要
な
二
国
間
関
係
は
存
在

寄
与
」（
第
一
条
）
す
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
的
に
掲
げ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
間
、
一
九
五
〇
年
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
な
ど
、

東
ア
ジ
ア
の
軍
事
情
勢
が
不
安
定
化
す
る
。
そ
の
結
果
、
新
安
保

条
約
に
お
い
て
も
「
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維

持
に
寄
与
す
る
た
め
」（
第
六
条
）
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
極
東

条
項
」
が
存
続
し
た
。
在
日
米
軍
の
駐
留
目
的
が
五
条
の
「
共
同

防
衛
の
地
理
範
囲
」
を
超
え
て
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
９
）
。

安
保
再
定
義
と
沖
縄

日
米
安
保
条
約
が
非
対
称
性
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冷

戦
終
焉
後
の
東
ア
ジ
ア
の
軍
事
的
脅
威
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
六

条
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
五
条
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
に
至
り
、
日

米
の
安
全
保
障
協
力
の
意
義
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
東

ア
ジ
ア
の
軍
事
的
脅
威
で
最
も
懸
念
さ
れ
た
の
は
北
朝
鮮
の
核
疑

惑
で
あ
る
。
九
三
年
三
月
、
北
朝
鮮
は
Ｎ
Ｐ
Ｔ
脱
退
を
表
明
し
緊

張
が
高
ま
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
イ
ラ
ク
と
並
ぶ
冷

戦
後
の
新
た
な
脅
威
と
な
り
、
日
米
関
係
に
と
っ
て
も
重
要
な
課

題
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
日
米
両
政
府
は
日
米

安
保
条
約
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
細
川
政
権
は
九
四
年
二
月
、
私

的
諮
問
機
関
と
し
て
「
防
衛
懇
談
会
」
を
発
足
さ
せ
た
が
、
同
懇

（
九
五
五
）
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
〇
二

他
方
、
懸
案
の
沖
縄
問
題
で
は
、
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
プ
ロ
セ
ス
を
受
け

て
、「
米
軍
の
施
設
及
び
区
域
を
整
理
し
、
統
合
し
、
縮
小
す
る
」

こ
と
で
合
意
し
た
。
こ
の
合
意
に
先
立
っ
て
普
天
間
基
地
の
返
還

と
辺
野
古
沖
に
移
転
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
日
米
共
同
宣
言
は

日
米
安
全
保
障
体
制
を
基
調
と
す
る
日
米
両
国
間
の
緊
密
な
協
力

関
係
を
う
た
い
、
日
本
の
安
全
及
び
国
際
社
会
の
安
定
を
図
る
上

で
、
引
き
続
き
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
も
の
と
し
て
い
る
。

樋
口
レ
ポ
ー
ト
で
生
じ
た
日
本
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
不
信
と

疑
念
を
払
拭
し
た
。

九
六
年
四
月
の
日
米
共
同
宣
言
は
、
日
米
安
保
体
制
の
意
義
・

役
割
に
関
す
る
日
米
間
の
協
議
の
集
大
成
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
共
同
宣
言
で
は
ま
ず
、
日
米
安
保
条
約
を
基
盤
と
す
る
日
米

同
盟
関
係
が
二
一
世
紀
に
向
け
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
い
て

安
全
と
繁
栄
を
維
持
す
る
た
め
の
基
礎
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
再

確
認
し
た
上
で
、「
日
本
の
防
衛
の
た
め
の
最
も
効
果
的
な
枠
組

は
、
日
米
両
国
間
の
緊
密
な
防
衛
協
力
で
あ
る
と
の
点
で
意
見
が

一
致
。
こ
の
協
力
は
自
衛
隊
の
適
切
な
防
衛
能
力
と
日
米
安
保
体

制
の
組
合
せ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」　
第
二
に
、
米
国
の
軍
事

的
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
維
持
と
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（
関
与
）
を

強
調
し
た
。「
米
国
は
、
周
到
な
評
価
に
基
づ
き
、
現
在
の
安
全

し
な
い
」
の
で
あ
り
、
日
本
と
の
「
同
盟
」
は
、「
ア
ジ
ア
に
お

け
る
米
国
の
安
全
保
障
政
策
の
か
な
め
」
だ
と
記
し
て
い
る
（
11
）
。
報

告
書
発
表
後
、
日
米
両
政
府
は
冷
戦
後
に
お
け
る
安
保
体
制
の
新

た
な
役
割
を
模
索
す
る
「
安
保
再
定
義
」
に
着
手
す
る
。
安
保
再

定
義
の
大
き
な
契
機
は
、
一
九
九
五
年
九
月
沖
縄
で
米
海
兵
隊
員

三
人
に
よ
る
少
女
暴
行
事
件
の
発
生
で
あ
る
。
県
民
の
反
米
・
反

基
地
感
情
が
爆
発
、
こ
れ
を
糾
弾
し
、
地
位
協
定
の
見
直
し
を
要

求
す
る
県
民
総
決
起
大
会
が
八
万
五
千
人
を
集
つ
め
て
開
か
れ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
同
月
二
九
日
に
は
駐
留
軍
用
地
特

措
法
に
よ
る
使
用
権
取
得
手
続
の
一
部
（
代
理
署
名
）
を
沖
縄
県

知
事
が
拒
否
す
る
。
ま
た
、
九
五
年
一
一
月
五
日
の
村
山
首
相
と

ゴ
ア
副
大
統
領
の
会
談
に
お
い
て
、「
沖
縄
に
関
す
る
日
米
特
別

行
動
委
員
会
（
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
）」
設
置
に
つ
い
て
合
意
、
日
米
間
の

協
議
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
く
。
九
六
年
四
月
一
六
日
に
は
ク

リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
訪
日
し
、
橋
本
首
相
と
の
間
で
「
日
米
安
全

保
障
共
同
宣
言
─
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
同
盟
」
と
い
う
共
同
宣

言
が
発
表
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
安
保
再
定
義
」
で
あ
る
。
同
時

に
、
一
九
七
八
年
に
策
定
さ
れ
た
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指

針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
も
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
ナ

イ
・
レ
ポ
ー
ト
」
の
主
張
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

（
九
五
六
）



沖
縄
の
米
軍
基
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（
山
城
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二
〇
三

カ
ニ
ズ
ム
」
を
構
築
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

Ｐ
Ｋ
Ｏ
（P

eace K
eeping O

peration of U
N

: 

国
連
、
平
和
維

持
活
動
）
参
加
時
に
日
米
が
密
接
に
協
力
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
、

Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
安
保
体
制
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
周
辺
事
態
に
お
い
て

日
本
は
米
軍
基
地
の
提
供
、
自
衛
隊
基
地
や
民
間
空
港
、
港
湾
の

提
供
、
物
資
の
輸
送
や
補
給
と
い
っ
た
後
方
支
援
な
ど
の
対
米
協

力
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
七
八
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

棚
上
げ
さ
れ
て
い
た
極
東
有
事
に
お
け
る
日
米
協
力
問
題
へ
答
え

た
も
の
で
、
日
本
有
事
以
外
で
の
対
米
軍
事
協
力
に
一
歩
踏
み
込

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
九
七
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
実
効
性
を
持
た
せ
る

た
め
の
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
（
周
辺
事
態
法
）
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
関
連
法
も
整
備
さ
れ
た
。
こ
の
作
業
は
難
航
し
た
が
、
後
の
集

団
的
自
衛
権
や
安
保
法
制
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

日
米
地
位
協
定
の
片
務
性

戦
後
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
基
本
的
な
枠
組
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
に
お
け
る
惨
め
な
敗
戦
と
占
領
期
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障

政
策
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
地
政
学
的
要
件
に

優
れ
た
沖
縄
に
は
、
在
日
米
軍
専
用
施
設
面
積
の
七
〇
・
三
％
が

集
中
、
米
軍
基
地
を
発
生
源
と
す
る
米
軍
人
の
犯
罪
が
多
発
し
、

保
障
情
勢
の
下
で
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
守
る
た
め
に
は
、

日
本
に
お
け
る
ほ
ぼ
現
在
の
水
準
を
含
め
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
、

約
一
〇
万
人
の
前
方
展
開
軍
事
要
員
か
ら
な
る
現
在
の
兵
力
構
成

を
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
」　
第
三

は
、「
日
本
に
お
け
る
米
軍
維
持
の
た
め
に
、
日
米
安
保
条
約
に

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
接
受
国
支
援
等
を
通
じ
適
切
な
寄

与
を
維
持
す
る
（
12
）
。」

日
米
安
保
共
同
宣
言
に
は
、
日
本
有
事
以
外
の
米
軍
と
自
衛
隊

な
ど
の
具
体
的
な
協
力
を
定
め
る
「
日
米
防
衛
協
力
指
針
（
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
）」
の
見
通
し
の
開
始
も
記
さ
れ
、
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

と
そ
れ
に
伴
う
周
辺
事
態
法
な
ど
の
制
定
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

ま
た
、
日
米
両
国
政
府
は
大
量
破
壊
兵
器
及
び
そ
の
運
搬
手
段
の

拡
散
に
つ
い
て
、「
両
国
政
府
は
拡
散
の
防
止
と
既
に
進
行
中
の

弾
道
ミ
サ
イ
ル
防
衛
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
協
力
を
行
う
」
と

し
て
い
る
。

安
保
再
定
義
後
、
日
米
政
府
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
定
を
開
始
し
、

九
七
年
九
月
新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
九
七
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
が

合
意
さ
れ
た
。
日
米
防
衛
協
力
で
は
、
日
常
的
な
平
時
の
協
力
の

仕
組
み
で
あ
る
「
包
括
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
日
本
有
事
や
周
辺

事
態
に
お
け
る
日
米
の
活
動
を
調
整
す
る
た
め
の
「
日
米
調
整
メ

（
九
五
七
）
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二
〇
四

国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施

設
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

（U
S

-Japan S
tatus of F

orces A
greem

ent: S
O

F
A

）」
で
あ

る
。
一
九
六
〇
年
六
月
安
保
条
約
改
定
と
同
時
に
発
効
し
た
。
地

位
協
定
は
新
安
保
条
約
の
細
則
で
あ
り
、
米
軍
の
具
体
的
な
行
動

を
規
定
し
た
法
規
制
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
日
本
に
お
け
る
米
軍
の

強
大
な
権
益
を
日
米
両
政
府
で
取
り
決
め
た
も
の
だ
。
米
軍
に
最

も
寛
大
な
協
定
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
が
他
国

と
結
ぶ
地
位
協
定
に
比
較
し
て
日
本
に
対
し
不
公
平
な
も
の
で
あ

る
。
無
残
な
敗
北
を
喫
し
た
と
は
い
え
、
当
時
に
お
い
て
も
屈
辱

的
な
不
平
等
条
約
で
あ
っ
た
（
14
）
。

そ
の
名
称
で
こ
そ
日
米
の
相
互
協
力
が
謳
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、

著
し
く
互
恵
性
を
欠
く
も
の
で
米
軍
に
付
与
さ
れ
た
特
権
の
み
が

目
に
つ
く
。
米
軍
基
地
の
軍
人
の
犯
罪
に
対
処
し
て
補
足
協
定
が

結
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
運
用
改
善
と
い
う
弥
縫
策
に
す

ぎ
ず
、
肝
心
の
安
保
条
約
や
地
位
協
定
改
定
に
は
至
ら
な
い
。
沖

縄
で
は
地
位
協
定
に
阻
ま
れ
て
捜
査
の
で
き
な
い
事
件
・
事
故
が

度
々
お
き
て
い
る
。
重
大
事
件
・
事
故
が
起
き
る
た
び
に
米
軍
の

捜
査
拒
否
に
会
い
、
日
本
が
主
権
国
家
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
さ

せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
日
本
政
府
が
自
ら
主
権
国
家
で
あ
る
こ

戦
後
七
〇
年
余
に
至
る
も
地
方
自
治
体
や
地
方
議
会
の
課
題
に
は

「
日
米
地
位
協
定
」
改
定
が
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
、
異
常
な
状
態
が

恒
常
化
し
て
い
る
。
先
述
、
九
六
年
九
月
の
米
兵
三
人
に
よ
る
少

女
暴
行
事
件
の
対
処
で
は
日
米
地
位
協
定
の
不
平
度
な
性
格
が
浮

き
彫
り
に
な
り
、
在
日
米
軍
基
地
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
に
も

な
っ
た
。
米
軍
基
地
被
害
や
米
軍
人
の
犯
罪
の
詳
細
は
後
述
す
る
。

日
米
地
位
協
定
は
新
安
保
条
約
第
六
条
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、

そ
の
陸
軍
、
空
軍
及
び
海
軍
が
日
本
国
に
お
い
て
施
設
及
び
区
域

を
使
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
」
の
条
文
に
基
づ
く
米
軍
基
地
と

駐
留
軍
隊
に
関
す
る
具
体
的
取
決
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
米
軍
が

日
本
国
内
で
基
地
を
使
用
す
る
こ
と
だ
け
を
最
初
に
原
則
と
し
て

認
め
、
個
々
の
基
地
は
あ
ら
か
じ
め
限
定
し
な
い
と
い
う
方
式
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
国
内
の
ど
こ
で
も
基
地
に
設
定
で
き
る
可

能
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
方
式
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方

式
は
、
後
に
「
全
土
地
基
地
方
式
（
13
）
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

基
地
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
提
供
し
米
軍
が
使
用
す
る

個
々
の
基
地
を
日
米
双
方
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
日
米
合
同
委
員

会
と
い
う
組
織
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
、
白

紙
委
任
状
の
よ
う
な
基
地
設
定
規
定
で
あ
る
。

日
米
地
位
協
定
の
正
式
名
称
は
、「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆

（
九
五
八
）



沖
縄
の
米
軍
基
地
（
山
城
）

二
〇
五

日
本
が
負
担
す
る
義
務
の
な
い
負
担
で
あ
り
、
義
務
の
な
い
経
費

を
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
お
も
い
や
り
」
で
日
本
が
負
担
す
る
も
の
で

あ
る
。

お
も
い
や
り
予
算
は
一
九
七
八
年
度
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
地
位
協
定
二
四
条
の
原
則
が
崩
れ
、
地
位

協
定
の
範
囲
が
国
際
情
勢
に
対
応
し
て
拡
大
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
に

伴
い
日
本
の
負
担
経
費
は
加
速
度
的
に
膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
原
則

崩
壊
の
契
機
は
沖
縄
返
還
交
渉
に
あ
っ
た
。
こ
の
交
渉
過
程
で
基

地
関
連
施
設
の
移
転
や
基
地
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
費
用
な
ど
、

日
本
側
の
負
担
に
す
る
こ
と
が
日
米
間
で
密
約
の
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
は

沖
縄
返
還
を
カ
ー
ド
（
切
り
札
）
に
、
こ
こ
で
地
位
協
定
の
日
米

の
経
費
負
担
の
垣
根
を
取
り
払
お
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
意
図
が

働
い
て
い
る
。
一
九
七
三
年
二
月
二
七
日
に
示
さ
れ
た
地
位
協
定

の
解
釈
に
関
す
る
政
府
統
一
見
解
が
あ
る
。「
大
平
見
解
」
と
い

わ
れ
る
文
書
で
（
15
）
、
岩
国
、
三
沢
の
両
米
軍
基
地
の
施
設
整
備
に
つ

い
て
ア
メ
リ
カ
の
求
め
に
応
じ
て
兵
舎
整
備
に
か
か
る
経
費
一
〇

億
円
を
「
日
本
側
が
施
設
、
区
域
を
供
給
す
る
事
業
と
同
様
の
も

の
」
と
判
断
し
、
日
本
側
が
負
担
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
（
16
）
。

お
も
い
や
り
予
算
は
日
本
で
は
特
別
協
定
予
算
と
呼
ば
れ
、
ア

と
を
放
棄
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
近
年
、
宜
野
湾
市
の
保
育
園
や

小
学
校
へ
大
型
ヘ
リ
の
部
品
、
窓
枠
な
ど
が
落
下
す
る
事
故
、
名

護
市
安
部
で
は
オ
ス
プ
レ
イ
墜
落
事
故
が
起
き
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
の
沖
縄
国
際
大
学
へ
の
大
型
ヘ
リ
墜
落
事
故
で
も
日

本
の
捜
査
当
局
は
、
必
要
な
機
体
の
差
し
押
さ
え
さ
え
で
き
な

か
っ
た
。
問
題
は
事
件
・
事
故
と
と
も
に
非
対
称
的
な
地
位
協
定

に
こ
そ
日
本
が
主
権
国
家
で
は
な
い
こ
と
の
証
左
が
あ
る
。

お
も
い
や
り
予
算

お
も
い
や
り
予
算
は
新
安
保
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
地
位
協
定

二
十
四
条
に
お
い
て
、
在
日
米
軍
な
い
し
米
軍
基
地
の
維
持
に
関

連
す
る
日
本
の
経
費
負
担
を
規
定
す
る
。
地
位
協
定
第
二
十
四
条

一
項
に
「
合
衆
国
軍
隊
を
維
持
す
る
こ
と
に
伴
う
す
べ
て
の
経

費
」
は
米
国
の
負
担
、
同
二
項
で
は
「
日
本
国
は
、
第
二
条
及
び

第
三
条
に
定
め
る
す
べ
て
の
施
設
及
び
区
域
並
び
に
路
線
権
（
飛

行
場
及
び
港
に
お
け
る
施
設
及
び
区
域
の
よ
う
に
共
同
に
使
用
さ

れ
る
施
設
及
び
区
域
を
含
む
）
を
こ
の
協
定
の
存
続
期
間
中
合
衆

国
に
負
担
を
か
け
な
い
で
提
供
し
」
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
借
り
上

げ
料
と
補
償
費
な
ど
も
日
本
の
負
担
と
規
定
し
て
い
る
。「
お
も

い
や
り
」
予
算
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
、
日
米
地
位
協
定
の
上
で
は

（
九
五
九
）
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二
〇
六

経
済
力
の
強
い
日
本
が
望
ま
し
い
と
い
う
発
想
は
な
い
。

３
　
米
軍
基
地
・
軍
人
の
犯
罪

刑
事
裁
判
権
及
び
刑
事
手
続

日
米
地
位
協
定
が
安
保
条
約
に
基
づ
く
非
対
称
的
な
不
平
度
協

定
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
の
安
全
保

障
政
策
が
基
本
的
な
戦
略
を
欠
き
、
ア
メ
リ
カ
に
一
方
的
に
追
随

す
る
も
の
で
、
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
基
地
や
軍
人
の
犯
罪
の
対
処

を
巡
っ
て
は
、
日
本
の
弱
腰
姿
勢
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
沖
縄
に

お
け
る
一
九
四
五
年
以
降
、
発
生
し
た
強
姦
殺
人
、
殺
人
、
強
盗
、

交
通
死
亡
事
故
等
々
、
県
民
の
命
と
尊
厳
を
奪
う
理
不
尽
な
事

件
・
事
故
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。
そ
の
犠
牲
者
は
県
や
民
間
団

体
の
資
料
、
文
献
な
ど
で
確
認
で
き
た
だ
け
で
も
、
強
盗
殺
人

二
二
人
、
殺
人
事
件
七
五
人
、
交
通
死
亡
事
故
二
〇
二
人
、
未
遂

を
含
む
強
姦
三
二
一
人
、
生
後
九
カ
月
の
乳
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
、

少
な
く
と
も
六
二
〇
人
（
一
九
一
七
年
三
月
時
点
）
が
犠
牲
に

な
っ
た
。

一
九
九
五
年
九
月
の
米
兵
三
人
に
よ
る
小
学
生
少
女
暴
行
事
件

が
与
え
た
衝
撃
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
一
〇
月

メ
リ
カ
側
で
は
受
け
入
れ
国
支
援
と
い
う
。
一
九
六
八
年
度
六
二

億
円
で
始
ま
っ
た
が
、
九
九
年
度
に
は
四
四
倍
余
の
三
、七
五
六

億
円
に
膨
ら
ん
だ
。
そ
れ
ま
で
の
累
計
で
は
三
兆
円
に
近
い
。
お

も
い
や
り
予
算
の
項
目
は
翌
七
九
年
度
、
老
朽
兵
舎
の
改
築
、
家

族
住
宅
の
新
築
、
老
朽
貯
油
施
設
の
改
築
、
消
音
装
置
の
新
設
、

八
七
年
度
か
ら
は
日
本
人
基
地
労
働
者
の
退
職
手
当
な
ど
八
手
当
、

九
一
年
度
は
日
本
人
基
地
労
働
者
の
基
本
給
及
び
電
気
、
ガ
ス
、

水
道
、
下
水
道
な
ど
の
光
熱
水
費
、
九
五
年
度
に
は
日
本
人
従
業

員
の
労
務
費
の
全
額
、
住
宅
や
福
利
厚
生
施
設
な
ど
の
施
設
整
備

費
の
項
目
で
日
本
側
負
担
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
米
軍
駐
留
経

費
の
一
部
負
担
を
象
徴
的
に
示
す
「
お
も
い
や
り
」
予
算
と
い
う

呼
称
は
、
金
丸
信
防
衛
庁
長
官
が
一
九
七
八
年
六
月
二
日
に
国
会

（
参
議
院
内
閣
委
員
会
）
で
行
っ
た
答
弁
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ

て
い
る
（
17
）
。

こ
の
よ
う
な
地
位
協
定
の
拡
大
解
釈
に
よ
る
巨
額
の
「
お
も
い

や
り
」
予
算
に
依
る
恩
恵
を
在
日
米
軍
に
付
与
し
て
も
な
お
、
従

属
的
な
対
応
か
ら
脱
し
き
れ
な
い
の
が
日
本
の
実
態
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
日
本
の
安
全
保
障
政
策
に
お
け
る
戦
略
の
欠
如
が
あ
り
（
18
）
、

外
交
政
策
で
は
日
本
の
弱
腰
が
あ
っ
た
。
冷
戦
終
結
後
、
ア
メ
リ

カ
は
対
日
戦
略
を
明
ら
か
に
変
え
て
い
る
。
今
や
ア
メ
リ
カ
に
は

（
九
六
〇
）



沖
縄
の
米
軍
基
地
（
山
城
）

二
〇
七

同
様
な
被
疑
者
引
渡
し
が
争
わ
れ
た
事
件
に
は
、
一
九
六
三
年

二
月
三
〇
日
に
発
生
し
た
国
場
君
轢
殺
事
件
が
あ
る
。
当
時
、
中

学
一
年
生
の
国
場
秀
夫
君
は
下
校
途
上
、
那
覇
市
泉
崎
橋
前
の
一

号
線
（
現
国
道
五
八
号
）
で
第
三
海
兵
師
団
所
属
の
米
兵
の
運
転

す
る
大
型
ト
ラ
ッ
ク
（
Ｃ
Ｍ
Ｃ
）
に
轢
殺
さ
れ
た
。
米
兵
の
信
号

無
視
に
よ
る
交
通
事
故
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
五
月
に
開
か
れ
た
軍

法
会
議
は
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
米
軍
の
発
表
で
は
「
背
後

か
ら
の
太
陽
の
反
射
で
標
識
が
見
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
県
民
の
怒
り
が
爆
発
、
教
職
委
員
会
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
一
二
団
体
で
対
策
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、「
国
場
君

轢
殺
事
件
無
罪
判
決
抗
議
大
会
」
を
開
催
、
抗
議
運
動
が
展
開
さ

れ
た
（
19
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
軍
人
に
よ
る
事
件
・
事
故
に
対

し
て
沖
縄
側
に
裁
判
権
は
な
か
っ
た
。
国
場
君
の
事
件
判
決
に
お

い
て
は
、
こ
れ
が
「
公
務
中
」
か
、
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
地

位
協
定
第
一
七
条
三
項
（
ａ
）
は
、「
合
衆
国
軍
隊
の
公
務
中
の

作
業
又
は
不
作
為
か
ら
生
ず
る
罪
」
に
つ
い
て
米
国
が
第
一
次
の

裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
務

の
定
義
に
つ
い
て
、
日
本
の
裁
判
所
が
「
単
に
公
務
に
従
事
し
て

い
る
勤
務
時
間
中
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
公
務
執
行
中
の
過
程

に
は
糾
弾
・
抗
議
す
る
県
民
総
決
起
大
会
が
参
加
者
八
万
五
千
人

を
集
め
て
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
を
契
機
に
日
米
特
別
委
員

会
（
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
）
が
発
足
し
、
日
米
両
政
府
は
普
天
間
飛
行
場
の

五
〜
七
年
以
内
に
全
面
返
還
す
る
こ
と
を
急
ピ
ッ
チ
で
合
意
す
る
。

翌
九
六
年
九
月
、
米
軍
基
地
の
整
理
・
縮
小
な
ど
の
賛
否
を
問
う

県
民
投
票
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ

た
不
満
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
暴
行
事
件
で
は
米
軍
側
が
地
位
協
定
を
盾
に
犯
人

の
身
柄
を
日
本
側
に
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。

地
位
協
定
に
し
た
が
え
ば
、
米
軍
人
や
軍
属
が
事
件
・
事
故
を
起

こ
し
た
場
合
、
そ
れ
が
「
公
務
中
」
な
ら
第
一
次
裁
判
権
は
米
国

側
に
、「
公
務
外
」
な
ら
日
本
側
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、「
公
務
外
」
で
あ
っ
て
も
逮
捕
さ
れ
た
所
が
日
本
の

警
察
か
米
軍
か
に
よ
っ
て
対
応
が
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、

第
一
次
裁
判
権
は
「
公
務
外
」
で
日
本
の
警
察
に
あ
っ
た
が
、
犯

人
ら
は
犯
行
後
、
基
地
内
に
逃
げ
込
み
米
軍
側
に
逮
捕
さ
れ
て
い

た
。
米
軍
側
は
地
位
協
定
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判
権
）
五
項

（
ｃ
）
に
基
づ
き
被
疑
者
三
人
の
引
渡
し
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
日
米
地
位
協
定
の
不
平
度
性
が
明
ら
か
で
あ
り
、
改
め

て
米
軍
基
地
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
九
六
一
）
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二
〇
八

権
が
あ
り
、
日
本
は
手
出
し
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
軍

属
」
の
範
囲
が
問
題
と
な
っ
た
。
県
警
察
本
部
の
資
料
に
は
、
米

軍
構
成
員
に
よ
る
犯
罪
検
挙
数
と
し
て
分
類
記
録
さ
れ
る
。
こ
こ

に
お
け
る
米
軍
構
成
員
と
は
、
米
軍
人
、
軍
属
、
そ
の
家
族
、
そ

し
て
基
地
の
業
務
を
請
け
負
う
民
間
業
者
に
ま
で
及
ん
で
い
る
（
21
）
。

つ
ま
り
、
犯
罪
被
疑
者
が
ア
メ
リ
カ
国
外
の
派
遣
国
に
お
い
て
も

日
米
地
位
協
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
権
が
厚
く
保
護
さ
れ
、
対
象

被
疑
者
の
数
は
相
当
、
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

復
帰
後
二
〇
一
七
年
ま
で
の
犯
罪
検
挙
数
は
五
、三
二
八
件
と
膨

大
な
件
数
に
の
ぼ
る
。
施
政
権
が
日
本
に
移
っ
た
後
も
基
地
を
発

生
源
と
す
る
犯
罪
発
生
に
抑
制
は
全
く
働
い
て
い
な
い
。

米
軍
の
特
権
と
基
地
管
理
権

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
三
日
午
後
九
時
半
頃
、
沖
縄
名
護
市
安

部
の
東
海
岸
沖
合
に
米
海
兵
隊
の
垂
直
離
着
陸
輸
送
機
Ｍ
Ｖ
二
二

オ
ス
プ
レ
イ
一
機
が
墜
落
し
た
。（
日
米
両
政
府
は
こ
れ
を
墜
落

で
は
な
く
、「
不
時
着
水
」
と
し
た
。）
墜
落
現
場
は
民
家
の
あ
る

安
部
集
落
か
ら
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
、

周
辺
の
海
で
は
漁
を
し
て
い
た
漁
民
も
お
り
、
一
歩
間
違
え
ば
大

惨
事
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
オ
ス
プ
レ
イ
機
の
事
故
は

に
お
い
て
と
い
う
意
味
」
と
狭
く
解
し
て
い
る
の
に
対
し
て
米
軍

側
は
、「
任
務
の
遂
行
に
付
随
す
る
公
務
も
含
む
」
と
広
く
解
釈

す
る
。
七
四
年
七
月
一
〇
日
、
伊
江
島
補
助
飛
行
場
で
米
兵
二
人

が
伊
江
島
の
青
年
に
向
け
発
砲
、
全
治
三
週
間
の
重
傷
を
負
わ
せ

る
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
日
本
が
犯
人
の
米
兵
ら
に

対
す
る
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
し
、
米
兵
は
米
軍
側
の
裁
判
を
受

け
た
。
し
か
し
、
処
罰
内
容
は
単
に
減
給
を
科
さ
れ
た
だ
け
で
あ

り
、
米
軍
の
裁
判
が
米
兵
に
有
利
な
判
決
に
な
っ
て
い
る
の
は
国

場
事
件
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

刑
事
裁
判
権
に
か
か
る
米
軍
人
の
犯
罪
、
と
く
に
女
性
の
人
権

を
蹂
躙
す
る
性
犯
罪
は
前
述
の
ケ
ー
ス
で
も
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ

な
い
。
近
年
の
二
〇
一
二
年
一
〇
月
、
米
海
軍
に
所
属
す
る
米
兵

二
人
が
沖
縄
市
で
仕
事
帰
り
の
女
性
を
暴
行
す
る
事
件
が
発
生
。

二
〇
一
六
年
四
月
に
は
、
う
る
ま
市
で
米
軍
属
の
元
海
兵
隊
員
が

女
性
会
社
員
を
殺
害
し
恩
納
村
に
死
体
を
遺
棄
し
た
と
し
て
逮
捕

さ
れ
た
。
シ
ン
ザ
ト
・
ケ
ネ
フ
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
被
告
は
日
米
地

位
協
定
に
お
け
る
軍
属
に
分
類
さ
れ
（
20
）
、
事
件
は
明
ら
か
に
「
公
務

外
」
で
あ
り
、
基
地
に
逃
げ
込
む
前
に
県
警
察
が
身
柄
を
確
保
し

た
こ
と
か
ら
、
問
題
な
く
日
本
の
那
覇
地
裁
に
起
訴
さ
れ
た
。
し

か
し
、
事
件
が
「
公
務
内
」
で
あ
っ
た
な
ら
ア
メ
リ
カ
側
に
裁
判

（
九
六
二
）



沖
縄
の
米
軍
基
地
（
山
城
）

二
〇
九

機
で
あ
る
（
22
）
。

前
述
の
オ
ス
プ
レ
イ
機
墜
落
事
故
の
調
査
・
警
察
権
は
本
来
、

沖
縄
県
警
、
海
上
保
安
庁
等
に
あ
り
、
こ
の
場
合
、
海
上
保
安
庁

に
あ
っ
た
。
第
一
一
管
区
海
上
保
安
本
部
は
翌
一
四
日
の
未
明
に

も
、
乗
組
員
ら
の
過
失
責
任
を
問
う
航
空
危
険
行
為
処
罰
法
違
反

で
の
立
件
を
目
指
し
、
米
軍
に
現
場
検
証
な
ど
の
捜
査
協
力
を
申

し
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
事
故
が
日
本
国
内
で
起
こ
っ

た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
側
が
わ
ざ
わ
ざ
捜
査
申
し
入
れ
る

必
要
が
あ
る
の
か
、
疑
問
が
残
っ
た
。
日
米
地
位
協
定
第
一
七
条

一
〇
（
ａ
）
は
米
軍
に
よ
る
事
件
・
事
故
に
対
す
る
警
察
権
の
行

使
を
定
め
て
い
る
。
第
一
七
条
一
〇
（
ａ
）
は
、「
合
衆
国
軍
隊

の
正
規
に
編
成
さ
れ
た
部
隊
又
は
編
成
隊
は
、
第
二
条
の
規
定
に

基
づ
き
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
に
お
い
て
警
察
権
を
行
う
権
利

を
有
す
る
。」
同
時
に
同
（
ｂ
）
項
で
は
基
地
外
で
の
警
察
権
の

行
使
は
、
原
則
と
し
て
日
本
側
が
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

但
し
、
同
項
は
ま
た
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
間
の
規
律
及
び
秩

序
の
維
持
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
に
限
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定

し
、
必
ず
し
も
日
本
側
の
警
察
権
を
容
認
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に

は
日
米
両
政
府
の
日
米
地
位
協
定
合
意
議
事
録
が
結
ば
れ
て
お
り
、

こ
れ
で
日
本
は
基
地
の
外
で
も
、
財
産
に
関
し
て
捜
査
、
検
証
を

安
部
の
事
故
後
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
沖
で
の
墜
落
、
伊
江
島
、
奄

美
、
大
分
で
の
緊
急
着
陸
な
ど
事
故
原
因
が
公
表
さ
れ
な
い
う
ち

に
連
続
し
て
起
き
て
い
る
。
名
護
市
安
部
の
墜
落
事
故
で
は
、
オ

ス
プ
レ
イ
へ
の
空
中
給
油
訓
練
が
区
域
外
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
り
、
米
軍
機
の
訓
練
の
実
施
は
提
供
基
地
内
に
限

る
べ
き
だ
と
し
、
こ
れ
以
外
の
訓
練
は
日
米
安
保
条
約
の
趣
旨
に

違
反
だ
と
す
る
原
則
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

事
故
を
起
こ
し
た
Ｍ
Ｖ
二
二
は
Ｃ
Ｖ
二
二
と
同
型
機
で
あ
る
。
最

近
、
嘉
手
納
基
地
を
拠
点
と
す
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
Ｃ
Ｖ
二
二

オ
ス
プ
レ
イ
機
は
、
空
軍
仕
様
の
特
殊
作
戦
用
で
、
地
形
追
随
装

置
や
電
子
妨
害
機
能
、
レ
ー
ダ
ー
探
知
機
能
を
備
え
る
。
特
殊
部

隊
を
ひ
そ
か
に
敵
地
に
送
り
込
ん
だ
り
、
紛
争
地
で
人
質
を
救
出

す
る
た
め
夜
間
飛
行
な
ど
苛
酷
な
条
件
下
で
運
用
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｖ
二
二
は
Ｍ
Ｖ
二
二
よ
り
事
故
率
が
最
も
高
い
米
空
軍
機
で
あ

る
。
一
〇
万
飛
行
時
間
当
た
り
の
事
故
数
が
一
七
・
三
六
件
で
、

ス
テ
ル
ス
戦
闘
機
Ｆ
二
二
の
一
三
・
〇
一
件
、
ス
テ
ル
ス
戦
闘
機

Ｆ
三
五
の
一
一
・
九
〇
件
、
戦
略
爆
撃
機
Ｂ
一
の
九
・
二
二
件
、
戦

略
爆
撃
機
Ｂ
五
二
の
五
・
二
四
件
と
比
較
し
て
米
空
軍
機
の
な
か

で
も
突
出
し
て
高
い
。
開
発
段
階
か
ら
死
亡
事
故
が
相
次
ぎ
「
空

飛
ぶ
棺
桶
」「
未
亡
人
製
造
機
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
危
険
な
飛
行

（
九
六
三
）
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二
一
〇

い
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
占
領
」
状
態
で
あ
っ

た
（
23
）
。同

様
に
沖
縄
県
警
は
航
空
危
険
行
為
処
罰
法
違
反
の
容
疑
で
令

状
に
基
づ
き
米
軍
当
局
に
現
場
検
証
を
申
し
入
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
米
軍
は
事
故
機
の
検
証
を
拒
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
現
場
周
辺

の
敷
地
内
に
立
ち
入
る
こ
と
も
拒
否
し
た
。
し
か
も
事
故
機
墜
落

現
場
に
残
さ
れ
た
燃
え
カ
ス
や
灰
、
周
囲
の
土
壌
ま
で
パ
ワ
ー

シ
ョ
ベ
ル
で
堀
り
起
こ
し
て
持
ち
帰
っ
た
。
作
業
を
行
う
米
兵
た

ち
は
、
防
護
服
を
着
用
し
、
マ
ス
ク
を
つ
け
て
い
た
。
後
に
、
ヘ

リ
の
回
転
翼
の
安
全
装
置
に
放
射
性
物
質
の
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム

九
〇
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
少
な

く
と
も
軍
用
機
に
つ
い
て
い
う
と
、
米
軍
の
日
本
国
民
の
安
全
と

財
産
へ
の
侵
犯
に
対
し
て
、
米
国
軍
隊
の
財
産
は
、
不
可
侵
性
が

保
証
さ
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

日
米
地
位
協
定
第
一
七
条
一
〇
（
ｂ
）
は
、「
前
記
の
施
設
及

び
区
域
の
外
部
に
お
い
て
は
、
前
記
の
軍
警
察
は
、
必
ず
日
本
国

の
当
局
と
の
取
極
め
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
、
か
つ
、
日
本
国

の
当
局
と
連
絡
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
と
し
」、
外
務
省
内
部
文

書
「
日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
」
に
お
い
て
も
「
施
設
・
区
域
外

の
警
察
権
は
、
米
軍
人
の
逮
捕
等
を
含
め
、
す
べ
て
日
本
側
が
行

行
う
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
日

本
の
捜
査
機
関
は
ア
メ
リ
カ
の
同
意
が
な
け
れ
ば
事
故
機
の
調

査
・
捜
査
が
で
き
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、
米
軍
は
海
上
保
安
庁

の
捜
査
に
同
意
し
な
い
ま
ま
、
機
体
を
解
体
し
、
片
付
け
て
し
ま

い
、
海
上
保
安
庁
が
墜
落
現
場
を
捜
査
で
き
た
の
は
、
米
軍
が
機

体
を
す
べ
て
撤
去
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。

米
軍
の
事
故
検
証
で
の
日
本
の
警
察
権
拒
否
は
、
二
〇
〇
四
年

の
沖
縄
国
際
大
学
の
ヘ
リ
墜
落
事
故
に
お
い
て
も
、
ま
た
オ
ス
プ

レ
イ
墜
落
事
故
の
ケ
ー
ス
と
同
様
の
事
態
が
あ
っ
た
。
二
〇
〇
四

年
八
月
一
三
日
、
普
天
間
飛
行
場
所
属
の
Ｃ
Ｈ
五
三
Ｄ
大
型
輸
送

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
沖
国
大
構
内
に
墜
落
し
た
。
ヘ
リ
が
墜
落
し
た

の
は
同
大
学
の
正
面
を
入
っ
て
す
ぐ
の
広
場
で
、
大
学
連
絡
板
が

あ
り
、
普
段
、
授
業
前
に
学
生
達
が
立
ち
寄
る
場
所
で
あ
る
。
こ

れ
が
夏
休
み
期
間
中
で
な
け
れ
ば
間
違
い
な
く
大
惨
事
と
な
っ
て

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
故
機
は
回
転
翼
一
枚
が
機
体
か
ら
は
じ

け
、
破
片
が
周
辺
の
住
宅
地
に
ば
ら
ば
ら
に
飛
び
散
り
、
近
く
の

マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
に
は
生
後
六
カ
月
の
赤
ち
ゃ
ん
が
寝
て
い
た
。

事
故
現
場
は
直
ち
に
米
軍
の
検
証
が
行
わ
れ
た
が
、
大
学
学
長
の

立
ち
入
り
さ
え
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
沖
縄
県
警
の
警
察
官
さ
え

も
テ
ー
プ
の
外
に
追
い
出
さ
れ
、
墜
落
現
場
を
遠
巻
き
に
眺
め
て

（
九
六
四
）



沖
縄
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）

二
一
一

ル
、
兵
舎
、
家
族
住
宅
な
ど
の
居
住
区
が
あ
る
。
同
基
地
に
は
第

三
一
三
航
空
師
団
の
ほ
か
海
軍
、
海
兵
隊
の
航
空
機
を
含
め
約

一
〇
〇
機
以
上
の
軍
用
機
が
常
駐
し
て
い
る
。
防
空
、
反
撃
、
空

輸
、
支
援
、
整
備
な
ど
の
諸
機
能
を
備
え
た
総
合
基
地
と
し
て
戦

略
的
価
値
が
き
わ
め
て
高
い
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
際
に
は
、

一
九
六
八
年
一
一
月
戦
略
爆
撃
機
Ｂ
五
二
が
ベ
ト
ナ
ム
爆
撃
の
た

め
発
進
、
基
地
内
で
墜
落
爆
発
す
る
事
故
が
起
き
て
い
る
。

嘉
手
納
基
地
は
普
天
間
飛
行
場
、
伊
江
島
補
助
飛
行
場
と
と
も

に
、
騒
音
を
ま
き
散
ら
す
ハ
リ
ヤ
ー
攻
撃
機
の
離
・
着
陸
訓
練
な

ど
が
行
わ
れ
、
地
元
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
訓
練

も
基
地
内
で
行
わ
れ
て
い
る
。
基
地
内
は
治
外
法
権
下
に
あ
る
た

め
、
規
制
も
及
ば
ず
、
環
境
基
準
を
は
る
か
に
超
え
る
爆
音
公
害

を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
約
一
〇
〇
機
の
Ｆ
一
五
イ
ー

グ
ル
戦
闘
機
と
Ｋ
Ｃ
三
五
空
中
給
油
機
、
電
子
偵
察
機
、
対
潜
水

艦
哨
戒
機
、
連
絡
機
、
と
き
に
Ｃ
Ｖ
オ
ス
プ
レ
イ
機
の
爆
音
禍
に

加
え
（
27
）
、
高
濃
度
有
害
物
質
の
流
出
に
よ
る
汚
染
、
化
学
兵
器
・
毒

ガ
ス
事
故
、
そ
れ
に
基
地
内
の
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
降
下
訓
練
等
々
、

嘉
手
納
基
地
は
ま
る
で
米
軍
戦
時
下
の
駐
留
状
態
で
あ
る
。
嘉
手

納
基
地
の
被
害
は
爆
音
・
騒
音
に
限
ら
な
い
。
一
九
六
七
年
、
大

量
の
ジ
ェ
ッ
ト
機
燃
料
が
流
出
し
、
井
戸
に
火
が
付
く
ほ
ど
地
下

う
の
が
当
然
で
あ
る
と
こ
ろ
」
と
原
則
的
な
考
え
方
を
示
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
米
軍
財
産
の
不
可
侵
性
が
地
位
協
定
、

合
意
議
事
録
、
合
同
委
員
会
合
意
、
そ
し
て
国
内
法
の
刑
事
特
別

法
に
よ
っ
て
基
地
周
辺
住
民
の
生
活
や
安
全
以
上
に
手
厚
く
保
護

さ
れ
て
き
た
（
24
）
。
つ
ま
り
、
沖
縄
に
お
い
て
は
長
年
に
わ
た
り
、
米

軍
基
地
の
周
辺
に
治
外
法
権
状
態
を
い
つ
で
も
設
定
し
う
る
法

的
・
政
治
的
状
況
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
（
25
）
。
地
元
紙
は
沖
国
大
の
ヘ
リ
墜
落
事
故
の
検
証
を
「
墜
落
機
」

の
な
い
「
墜
落
現
場
」
を
検
証
す
る
屈
辱
的
な
結
果
に
な
っ
た
、

と
報
じ
て
い
る
。

基
地
被
害

嘉
手
納
空
軍
基
地
は
西
太
平
洋
最
大
の
米
航
空
基
地
で
あ
る
。

そ
の
広
さ
は
一
九
・
八
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
隣
接
す
る
嘉
手

納
弾
薬
庫
を
加
え
た
面
積
は
四
六
・
四
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ

る
。
日
本
本
土
の
三
沢
、
横
田
、
横
須
賀
、
岩
国
、
佐
世
保
の
合

計
面
積
三
二
・
一
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
上
回
る
。
沖
縄
戦
の
際
、

旧
日
本
軍
が
建
設
、
一
九
四
五
年
四
月
米
軍
上
陸
と
同
時
に
占
領

さ
れ
、
整
備
・
拡
張
さ
れ
た
。
北
側
の
飛
行
場
地
区
に
約

三
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
滑
走
路
が
二
本
あ
る
（
26
）
。
南
側
は
司
令
部
ビ

（
九
六
五
）
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二
一
二

償
額
を
減
額
し
、
国
に
約
二
億
二
一
〇
〇
万
円
の
賠
償
を
命
じ
た
。

原
告
一
人
当
た
り
の
月
額
で
騒
音
コ
ン
タ
ー
（
う
る
さ
さ
指
数
）

七
五
地
域
四
五
〇
〇
円
、
Ｗ
値
八
〇
地
域
は
九
〇
〇
〇
円
と
し
て

い
る
（
29
）
。
賠
償
額
が
適
正
値
か
ど
う
か
、
専
門
外
の
筆
者
に
は
判
断

が
つ
か
な
い
。
爆
音
や
低
周
波
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
、
一

審
判
決
は
睡
眠
妨
害
や
高
血
圧
発
症
な
ど
「
健
康
上
の
悪
影
響
の

リ
ス
ク
」
を
増
大
さ
せ
る
と
認
定
し
た
。
第
一
次
普
天
間
爆
音
訴

訟
は
受
忍
限
度
を
超
え
る
違
法
な
被
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
認

定
し
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
、
国
に
損
害
賠
償
を
命
じ
判
決
を
確

定
し
て
い
る
。

そ
の
他
基
地
被
害
は
、
普
天
間
飛
行
場
で
二
〇
一
七
年
、
北
側

に
位
置
す
る
宜
野
湾
市
野
高
の
保
育
園
に
物
が
落
下
、
前
年
に
は

隣
接
す
る
普
天
間
第
二
小
学
校
の
グ
ラ
ン
ド
に
Ｃ
Ｈ
五
三
ヘ
リ
の

窓
枠
が
落
下
す
る
事
故
な
ど
も
発
生
し
て
い
る
。
嘉
手
納
基
地
や

普
天
間
飛
行
場
の
周
辺
で
は
、
高
濃
度
の
有
害
物
質
の
汚
染
が
飲

料
水
と
な
る
湧
水
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
嘉
手

納
の
比
謝
川
取
水
ポ
ン
プ
場
周
辺
か
ら
検
出
さ
れ
た
有
機
フ
ッ
素

化
合
物
の
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
（
ピ
ー
ホ
ス
）
や
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
（
ピ
ー
ホ
ア
）

で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
や
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
な
ど
の
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
は
、

自
然
界
で
は
ほ
と
ん
ど
分
解
さ
れ
ず
、
汚
染
さ
れ
た
飲
み
水
を
飲

水
を
汚
染
し
た
。
二
〇
〇
七
年
に
二
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ド
ラ
ム
缶

四
三
本
分
、
二
〇
一
〇
年
に
も
一
五
本
の
ジ
ェ
ッ
ト
機
燃
料
が
基

地
外
に
流
出
し
た
。
嘉
手
納
基
地
駐
機
場
で
は
発
ガ
ン
性
物
質
を

含
む
可
能
性
の
あ
る
黒
色
粒
子
の
発
生
と
そ
れ
に
伴
う
異
臭
が
問

題
に
さ
れ
た
。

嘉
手
納
基
地
の
爆
音
禍
は
隣
接
す
る
北
谷
町
砂
辺
地
区
に
も
及

ぶ
。
こ
こ
は
滑
走
路
の
延
長
線
上
に
当
た
り
、
Ｆ
一
五
戦
闘
機
な

ど
の
米
軍
機
が
上
空
を
何
度
も
旋
回
飛
行
し
、
耐
え
が
た
い
爆
音

が
日
常
化
し
て
い
る
。
騒
音
被
害
は
日
平
均
で
六
〇
・
五
回
、
月

平
均
で
も
八
五
回
発
生
し
て
い
る
。（
二
〇
一
七
年
）、
第
三
次
嘉

手
納
爆
音
訴
訟
（
二
〇
一
八
年
）
で
那
覇
地
裁
沖
縄
支
部
が
「
違

法
な
被
害
が
漫
然
と
放
置
さ
れ
て
き
た
」
と
抜
本
的
対
策
を
講
じ

な
い
日
本
政
府
を
批
判
し
た
（
28
）
。

米
軍
基
地
の
爆
音
・
騒
音
被
害
は
普
天
間
飛
行
場
で
も
平
均

七
〇
デ
シ
ベ
ル
（
騒
々
し
い
街
中
の
音
）
を
上
回
る
騒
音
を
日
常

的
に
ま
き
散
ら
し
続
け
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
四
月
一
六
日
、
周

辺
住
民
約
三
四
〇
〇
人
が
米
軍
機
の
飛
行
差
し
止
め
と
騒
音
被
害

の
賠
償
な
ど
を
求
め
た
第
二
次
普
天
間
爆
音
訴
訟
の
控
訴
審
判
決

が
福
岡
高
裁
那
覇
支
部
で
あ
っ
た
。
一
審
判
決
に
続
き
違
法
な
爆

音
被
害
は
認
定
し
た
も
の
の
、
明
確
な
理
由
を
示
さ
な
い
ま
ま
賠

（
九
六
六
）



沖
縄
の
米
軍
基
地
（
山
城
）

二
一
三

ル
）
に
相
当
す
る
。

本
稿
は
ア
メ
リ
カ
追
随
一
辺
倒
の
日
本
の
安
全
保
障
政
策
を
沖

縄
の
具
体
的
な
事
例
を
通
し
て
み
て
き
た
。
と
く
に
、
対
米
従
属

の
形
態
は
沖
縄
に
お
い
て
顕
著
に
形
成
さ
れ
、
現
在
に
至
る
も

〝
主
権
な
き
平
和
国
家
〟
と
揶
揄
さ
れ
る
始
末
で
あ
る
。
日
本
本

土
以
上
に
沖
縄
に
お
け
る
対
米
従
属
は
露
骨
な
形
で
継
続
す
る
。

ア
メ
リ
カ
追
随
、
従
属
の
定
着
は
、
と
く
に
一
九
七
二
年
以
前
の

ア
メ
リ
カ
統
治
期
に
そ
の
原
点
が
あ
り
、
形
成
と
展
開
の
過
程
に

お
け
る
沖
縄
に
要
因
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、（
日
本
本
土
を
含
め
）
沖
縄
の
人
た
ち
に
は
、
米
軍
基

地
・
軍
人
の
日
常
的
強
圧
的
な
特
権
へ
の
慣
れ
と
容
認
が
積
み
重

ね
ら
れ
、
慣
習
化
さ
れ
た
こ
と
に
構
造
的
従
属
の
根
本
的
な
要
因

が
あ
る
。

（
注
）

（
1
） 

沖
縄
の
地
元
メ
デ
ィ
ア
は
、
毎
年
四
月
二
八
日
社
説
を
掲
げ
、

こ
の
日
を
「
屈
辱
の
日
」
と
表
現
す
る
。
講
和
条
約
に
よ
っ
て
、

日
本
は
主
権
を
回
復
し
た
が
、
沖
縄
は
切
り
離
さ
れ
、
米
国
に
施

政
権
が
委
ね
ら
れ
た
。
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、
平
和
条
約
発

効
と
同
じ
日
に
、
米
軍
の
特
権
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
日
米
行
政
協

定
が
発
効
す
る
。
こ
の
条
約
は
極
端
な
不
平
度
性
を
備
え
て
い
た
。

み
続
け
た
と
き
な
ど
に
、
体
内
に
蓄
積
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
有
害

物
質
は
二
〇
〇
九
年
、「
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
条
約
」
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
で
、
現
在
で
は
原
則

と
し
て
使
用
・
製
造
・
輸
入
が
禁
止
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題

は
五
月
一
〇
日
の
衆
院
環
境
委
員
会
で
も
問
題
に
さ
れ
た
が
、
具

体
的
な
調
査
内
容
や
時
期
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
米
軍
と
の
交
渉

も
先
行
き
不
透
明
で
あ
る
。

米
軍
基
地
を
発
生
源
と
す
る
公
害
は
、
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が

な
い
。
金
武
町
の
米
軍
キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン
で
の
実
弾
射
撃
訓

練
で
は
周
辺
に
流
弾
の
よ
う
な
物
が
い
く
つ
も
見
付
か
っ
て
い
る
。

流
弾
は
民
家
の
車
両
や
水
タ
ン
ク
、
屋
根
を
貫
通
・
損
傷
さ
せ
た

り
、
あ
る
い
は
畑
で
農
作
業
を
し
て
い
た
人
や
農
道
で
遊
ぶ
子
供

た
ち
に
当
た
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
弾
射
撃
訓
練
で
は

山
火
事
が
発
生
、
二
二
時
間
も
燃
え
続
け
た
例
も
あ
る
。
米
軍
基

地
の
使
用
条
件
を
定
め
た
「
五
・
一
五
メ
モ
」（
沖
縄
返
還
時
）
で

は
、
県
内
陸
上
部
で
は
北
部
訓
練
場
、
キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン
、

シ
ュ
ワ
ブ
で
実
弾
射
撃
訓
練
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
キ
ャ

ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
で
は
た
び
た
び
火
災
が
発
生
、
七
二
年
復
帰
か

ら
こ
れ
ま
で
に
六
一
六
件
も
の
火
災
が
発
生
し
焼
失
面
積
は

三
八
五
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
那
覇
市
の
面
積
（
三
九
五
七
ヘ
ク
タ
ー

（
九
六
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
一
四

下
に
あ
る
地
域
も
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
。（
大
内
要
三
「
安
保
条

約
は
必
要
か
？
」
窓
社
、
二
〇
一
一
年
一
月
、
七
一
頁
）

（
8
） 

「
利
益
論vs

従
属
論
」
の
根
源
に
は
、「
人
と
物
の
交
換
」
が

取
引
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
提
起
す
る
。
日
米
同
盟

は
半
世
紀
に
わ
た
り
、「
日
米
両
国
の
安
全
と
繁
栄
の
基
盤
と
し
て

機
能
」
し
て
き
た
。「
外
交
レ
ベ
ル
で
の
同
盟
擁
護
論
と
内
政
レ
ベ

ル
で
の
対
米
従
属
批
判
が
政
権
に
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

の
緊
張
な
い
し
混
乱
が
普
天
間
問
題
を
迷
走
さ
せ
て
い
る
と
言
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。」
つ
ま
り
、
両
者
の
立
場
は
日
米
同
盟
に
対
す

る
日
本
人
の
矛
盾
し
た
感
情
の
表
現
で
あ
る
。（
中
西
寛
「『
日
米

同
盟
の
本
質
を
問
う
契
機
』、
日
米
安
保
と
は
何
か
」、
藤
原
書
店
、

二
〇
一
〇
年
八
月
二
二
一
〜
二
二
四
頁
）

（
9
） 

梅
林
宏
道
「
在
日
米
軍
」
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
二
年
五
月
、

二
九
〜
三
三
頁

（
10
） 

村
田
晃
『
冷
戦
後
、9.11

以
後
の
日
本
と
ア
メ
リ
カ
』
五
百

旗
頭
真
編
「
日
米
関
係
史
」
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、

二
八
九
〜
三
二
一
頁

（
11
） 

吉
次
公
介
「
日
米
安
保
体
制
史
」
岩
波
新
書
、
二
〇
一
八
年

一
〇
月
、
一
四
六
〜
一
五
〇
頁

（
12
） 

剣
持
一
巳
編
「
安
保
『
再
定
義
』
と
沖
縄
」、
緑
風
出
版
、

一
九
九
七
年
三
月
、
二
〇
四
頁

（
資
料
１
）「
日
米
安
全
保
障
共
同
宣
言
─
21
世
紀
に
向
け
て
の

同
盟
」

（
13
） 
こ
の
よ
う
な
基
地
協
定
は
他
に
類
を
み
な
い
。
そ
れ
こ
そ

（「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
四
月
二
八
日
）

（
2
） 

我
部
政
明
「
米
軍
基
地
問
題
と
は
何
か
」（［
世
界
」

二
〇
〇
六
年
、
第
七
五
一
号
、
一
〇
四
〜
一
一
一
頁
）

（
3
） 
末
浪
靖
司
「
対
米
従
属
の
正
体
」
高
文
研
、
二
〇
一
二
年
六

月
（
4
） 

「
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
」
は
、
沖
縄
に
お
け
る
最
初
の
「
軍
政
長

官
」C

hester W
illiam

 N
im

itz

の
名
に
ち
な
む
。
一
九
四
五
年

米
軍
の
沖
縄
占
領
に
と
も
な
い
、
占
領
下
の
南
西
諸
島
お
よ
び
そ

の
近
海
の
住
民
に
対
す
る
米
国
海
軍
軍
政
府
布
告
第
一
号
「
権
限

の
停
止
」
に
関
す
る
基
本
法
で
、
正
式
な
交
付
年
月
日
は
不
明
。

南
西
諸
島
住
民
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
限
と
行
政
責
任
が
占
領
軍

指
揮
権
た
る
軍
政
長
官
に
帰
属
す
る
こ
と
、
日
本
帝
国
政
府
の
権

限
の
停
止
、
存
在
す
る
慣
習
及
び
財
産
権
の
尊
重
と
現
行
法
規
の

効
力
持
続
な
ど
を
内
容
と
す
る
。

（
5
） 

方
言
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
、
こ
れ
で
ま
だ
穏
や
か
で
あ
る
。

本
来
、
喧
嘩
腰
の
「
バ
カ
に
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
！
」
と
い
う
強

い
響
き
が
あ
る
。（「
沖
縄
の
魂
・
翁
長
雄
志
─
発
言
録
」
高
文
研
、

二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
6
） 

孫
崎
亨
「
戦
後
史
の
正
体
」
創
元
社
、
二
〇
一
二
年
八
月
、

一
一
七
〜
一
一
八
頁

（
7
） 

こ
れ
は
在
日
米
軍
が
日
本
の
施
設
及
び
区
域
を
使
用
し
て
、

武
力
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
に
寄
与
し
う
る
区
域
で
あ
る
。
こ
こ
に

お
け
る
区
域
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
以
北
並
び
に
日
本
及
び
そ
の
周
辺

の
地
域
で
あ
っ
て
、
韓
国
及
び
中
華
民
国
（
台
湾
地
域
）
の
支
配

（
九
六
八
）



沖
縄
の
米
軍
基
地
（
山
城
）

二
一
五

覇
地
裁
は
遺
族
へ
の
賠
償
を
命
じ
る
決
定
を
し
た
。
刑
事
裁
判
の

中
で
賠
償
命
令
制
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
米
政
府
は

遺
族
へ
の
補
償
を
拒
ん
で
い
る
。
地
位
協
定
一
八
条
六
項
は
、「
合

衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
被
用
者
に
対
す
る
請
求
権
」
を
定
め
て

い
る
。
被
告
は
事
件
当
時
、
基
地
内
の
民
間
会
社
で
働
い
て
い
た
。

米
軍
の
直
接
雇
用
で
は
な
い
の
で
制
度
が
適
用
さ
れ
る
「
被
用
者
」

に
当
た
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

（「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
八
年
三
月
一
七
日
）

（
21
） 

米
側
の
報
告
に
よ
る
と
、
日
米
地
位
協
定
の
軍
属
に
関
す
る

補
足
協
定
（
二
〇
一
六
年
に
う
る
ま
市
で
発
生
し
た
元
米
軍
属
の

女
性
暴
行
殺
害
事
件
が
契
機
と
な
っ
た
）
で
定
め
る
基
準
に
満
た

な
い
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
（
軍
と
契
約
し
た
業
者
の
従
業
員
）
が

一
〇
人
確
認
さ
れ
た
。
今
後
、
軍
属
の
地
位
を
外
れ
る
と
し
て
い

る
。
一
七
年
一
〇
月
時
点
で
軍
属
は
七
〇
四
八
人
、
そ
の
う
ち
コ

ン
ト
ラ
ク
タ
ー
二
三
四
一
人
、
一
八
年
一
〇
月
時
点
で
の
数
は
、

軍
属
一
万
一
八
五
七
人
、
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
二
二
二
四
人
、
軍
属

が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。（「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
一

月
二
六
日
）

（
22
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
八
年
五
月
二
一
日
、〝
沖
縄
基
地

白
書
三
〟

（
23
） 

布
施
裕
仁
「
日
米
密
約
・
裁
か
れ
な
い
米
兵
犯
罪
」
岩
波
書

店
、
二
〇
一
〇
年
四
月
、
二
六
頁

（
24
） 
一
般
に
、
外
国
軍
隊
及
び
そ
の
構
成
員
等
は
、
個
別
の
取
決

め
が
な
い
限
り
、
軍
隊
の
性
質
に
鑑
み
、
公
務
に
つ
い
て
受
け
入

「
基
地
許
容
国
」
の
［
主
権
］
の
従
属
性
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。

（
明
田
川
融
「
日
米
地
位
協
定
」
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
一
二

月
、
一
二
〜
二
〇
頁
）

（
14
） 
一
九
五
二
年
二
月
に
締
結
し
た
行
政
協
定
の
内
容
、
と
り
わ

け
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
規
定
に
対
し
て
は
、
国
民
の
厳
し
い
批

判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
た
。
当
時
、
民
進
党
の
代
議
士
で
後
に
首

相
と
な
る
中
曽
根
康
弘
が
国
会
で
激
し
く
追
求
し
て
い
る
。（
布
施

裕
仁
「
日
米
密
約
─
裁
か
れ
な
い
米
兵
犯
罪
」
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
四
月
、
三
四
〜
三
七
頁
）

（
15
） 

渡
辺
豪
「
日
本
は
な
ぜ
米
軍
を
も
て
な
す
の
か
」
旬
報
社
、

二
〇
一
五
年
一
〇
月
、
一
〇
七
〜
一
〇
八
頁

（
16
） 

同
書
、
一
〇
八
頁

（
17
） 

明
田
川
融
、
前
掲
書
、
二
〇
七
〜
二
〇
九
頁

（
18
） 

孫
崎
亨
「
日
本
人
の
た
め
の
戦
略
的
思
考
入
門
」
祥
伝
社
、

二
〇
一
〇
年
九
月
、
三
五
〜
三
七
頁

（
19
） 

同
様
の
事
件
は
、
一
九
七
〇
年
九
月
一
八
日
夜
、
糸
満
町

（
当
時
）
で
酒
に
酔
い
速
度
超
過
で
主
婦
（
五
四
歳
）
を
ひ
き
殺
し

た
米
兵
を
米
軍
法
会
議
が
無
罪
と
し
た
「
糸
満
主
婦
轢
殺
事
件
」

で
あ
る
。「
事
故
現
場
の
道
路
が
狭
く
警
告
灯
が
な
か
っ
た
」
と
認

定
し
て
い
る
。
国
場
君
の
事
件
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
米
国
民
政

府
は
裁
判
後
再
検
証
し
た
結
果
、
判
決
は
誤
審
だ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
琉
球
政
府
や
日
本
政
府
は
公
表
し
な

か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

（
20
） 

シ
ン
ザ
ト
・
ケ
ネ
フ
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
被
告
に
対
し
て
、
那

（
九
六
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
一
六

れ
国
の
法
令
の
執
行
や
裁
判
権
等
か
ら
免
除
さ
れ
る
と
い
う
考
え

方
が
改
め
ら
れ
、
国
内
法
不
適
用
の
根
拠
と
し
て
い
た
「
国
際
法
」

の
文
言
を
消
し
た
。
国
際
法
の
専
門
家
は
、
主
権
国
家
は
原
則
と

し
て
国
内
法
を
適
用
し
、
例
外
と
し
て
外
国
法
の
適
用
を
認
め
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
位
協
定
に
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
は

原
則
で
あ
る
国
内
法
が
適
用
さ
れ
る
。

（
25
） 

明
田
川
融
、
前
掲
書
、
一
一
七
頁

（
26
） 

北
側
滑
走
路
が
修
復
工
事
の
た
め
一
本
の
滑
走
路
で
運
用
し

て
い
た
。
二
〇
一
八
年
一
月
一
五
日
、
Ｆ
一
五
戦
闘
機
が
一
本
の

滑
走
路
に
両
方
向
か
ら
緊
急
着
陸
進
入
す
る
事
態
が
起
き
て
い
る
。

（「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
二
月
六
日
）

（
27
） 

米
空
軍
三
五
三
特
殊
作
戦
群
は
、
Ｃ
Ｖ
二
二
オ
ス
プ
レ
イ
を

嘉
手
納
基
地
に
暫
定
配
備
、
定
期
的
に
訓
練
す
る
と
発
表
し
て
い

る
。
Ｃ
Ｖ
二
二
は
Ｍ
Ｖ
二
二
と
機
体
や
基
本
的
な
機
能
が
同
じ
で

あ
る
が
、
事
故
発
生
率
が
「
ク
ラ
ス
Ａ
」
と
Ｍ
Ｖ
二
二
を
上
回
る
。

（
28
） 

「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
八
年
一
一
月
二
二
日

（
29
） 

沖
縄
県
環
境
調
査
デ
ー
タ
二
〇
〇
七
年
〜
二
〇
一
七
年
の
普

天
間
飛
行
場
と
嘉
手
納
基
地
の
航
空
機
騒
音
発
生
状
況
を
見
る
と
、

「
う
る
さ
さ
指
数
」
は
若
干
の
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
騒
音
発
生
回

数
は
年
ご
と
に
大
き
な
変
動
が
あ
り
全
体
と
し
て
改
善
さ
れ
て
い

な
い
。（「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
九
年
五
月
、
山
本
章
子
〝
思

潮
〟）

（
九
七
〇
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
一
七

１
　
は
じ
め
に

２
　『
基
本
原
理
』
の
出
版
過
程

３
　『
基
本
原
理
』
第
一
巻
各
版
の
構
成

４
　
お
わ
り
に

１
　
は
じ
め
に

筆
者
は
、
前
稿
「
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
と
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業

お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』」（
川
又
、
二
〇
一
七
）
に
お
い
て
、

ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
ォ
ン
・
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
（Joseph von 

S
onnenfels. 1733-1817

）
の
主
著
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ

び
財
政
の
基
本
原
理
』（
以
下
『
基
本
原
理
』
と
略
記
す
る
）
の

ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、

商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て

─
第
一
巻
第
四
版
（
一
七
七
四
年
）
の
発
見
と
あ
わ
せ
て

─
川

　
　又

　
　
　
　
　祐

資

　料

（
九
七
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
一
八

構
成
さ
れ
る
が
、『
基
本
原
理
』
の
構
成
は
、
こ
の
三
つ
の
区
分

に
お
お
む
ね
対
応
し
て
い
る
。

さ
て
、
法
制
史
家
Ｗ
・
オ
グ
リ
ス
（W

erner O
gris. 1935-

2015

）
は
、
二
〇
〇
三
年
に
『
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
第
五
・
増

訂
版
（
一
七
八
七
年
）
を
復
刻
し
た
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
。「

こ
の
〔
復
刻
〕
版
に
つ
い
て

こ
の
版
で
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
ォ
ン
・
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス

の
、
三
部
か
ら
成
る
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
、
財
政
（
学
）

の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
（
現
代
化
さ
れ
た
）
復
刻
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
、
一
七
六
五
年
か
ら
一
八
二
二
年

の
間
に
全
部
で
八
版
を
数
え
た
。
そ
の
最
後
の
版
は
、
著
者

が
亡
く
な
っ
た
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
。
三
部
の
そ
れ
ぞ
れ

─
一
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
二
、
商
業
、
三
、
財
政

─
に

よ
っ
て
、
一
つ
の
完
結
し
た
全
体
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
初

版
も
後
の
版
も
、
そ
の
都
度
、
数
巻
に
分
け
て
、
ま
た
時
に

は
数
年
に
わ
た
っ
て
、
出
版
さ
れ
て
い
る
。
第
一
巻
の
初
版

は
、
一
七
六
五
年
に

─
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財

政
学
の
原
理
。
政
治
学
研
究
の
手
引
き
（
２
）
』
と
い
う
表
題
で

出
版
の
歴
史
を
中
心
に
考
察
し
た
。
前
稿
刊
行
後
、
幸
運
に
も

『
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
第
四
版
（
一
七
七
四
年
）
を
入
手
す
る

こ
と
が
で
き
た
（
図
１
（
１
）
）。
こ
の
第
一
巻
第
四
版
は
、
こ
れ
ま
で

そ
の
存
在
が
、
学
界
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
第
一
巻
第
四
版
の
紹
介
と
、

『
基
本
原
理
』
構
成
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
、
後
期
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
、
後
期
官
房
学
派

の
代
表
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
七
二
七

年
、
ハ
レ
大
学
お
よ
び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
デ
ァ
・
オ
ー

ダ
ー
大
学
に
官
房
学
の
講
座
が
開
設
さ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で

は
、
ド
イ
ツ
か
ら
四
十
年
ほ
ど
遅
れ
て
、
一
七
六
三
年
十
月
三
一

日
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
（M

aria T
heresia. 1717-1780

）
が
、

ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
お
よ
び
官
房
学
の
講
座
を
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
導
入

す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最
初
の
担
当
教
授
に
任

命
さ
れ
た
の
が
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
で
あ
る
。
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
の

『
基
本
原
理
』
は
、
彼
が
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
こ
う
し
た
官
房
学
の

講
座
を
講
義
す
る
際
の
教
科
書
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
。
教
科
書
は

三
巻
に
分
か
れ
、
第
一
巻
で
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
、
第
二
巻
で
商
業
学
、

第
三
巻
で
財
政
学
を
論
じ
て
い
る
。
広
義
の
官
房
学
は
、
ポ
リ

ツ
ァ
イ
学
、
経
済
学
（
商
業
学
）、
そ
し
て
財
政
学
の
三
つ
か
ら

（
九
七
二
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
一
九

図 1　『基本原理』第一巻第四版（1）　1774 年　トラットナー刊

（
九
七
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
二
〇

も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
校
正
の
た
め
に
、

─
疑
念
が

あ
る
場
合
に
は

─
一
八
〇
四
年
の
第
七
版
が
対
照
・
比
較

目
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
間
違
っ
て
い
る
節
番
号
の
修
正

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
校
正
が
広
範
囲
に
わ
た
る
の
で
、
そ

の
場
合
に
は
除
外
し
て
あ
る
（
二
八
一
節
そ
し
て
三
一
一
節

［sic

］
か
つ
三
二
二
節
を
見
よ
（
５
）
）。

原
典
に
お
い
て
、
本
文
で
は
文
字
を
拡
大
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
注
記
で
は
肉
太
活
字
〔
ボ
ー
ル
ド
体
、

F
ettdruck

〕〔
を
使
用
す
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
、
強
調
が
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
箇
所
は
、
今
や
統
一
し
て
イ
タ

リ
ッ
ク
体
に
し
て
あ
る
。
原
典
で
は
、
そ
の
他
用
い
ら
れ
て

い
る
ひ
げ
文
字
（
フ
ラ
ク
ト
ゥ
ー
ル
）
に
代
え
て
ロ
ー
マ
ン

体
（A

ntiqua

）
に
さ
れ
て
い
る
外
国
語
、
と
り
わ
け
ラ
テ

ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
の
追
加
挿
入
句
に
つ
い
て
は
、

サ
ン
セ
リ
フ
体
（
ゴ
チ
ッ
ク
体
）
で
示
し
て
あ
る
。
ゾ
ネ
ン

フ
ェ
ル
ス
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
の
終
わ
り
に
、
ま
た
状
況
次

第
で
頁
の
中
央
に
置
い
た
注
記
は
、
そ
の
都
度
、
頁
末
尾
の

脚
注
に
変
更
し
て
あ
る
。
小
文
字
順
と
な
っ
て
い
る
注
記
の

数
え
方
（a, b ...

）
は
変
え
て
い
な
い
。
章
冒
頭
の
体
裁
は
、

統
一
し
て
、
第
一
章
を
手
本
に
し
て
い
る
。
目
次
（
七
頁
）

─
、
第
二
版
は
す
で
に
上
述
の
表
題
で
一
七
六
八
年
に
、

第
三
版
は
一
七
七
一
年
に
、
第0

四0

版
は

0

0

一
七
八
六

0

0

0

0

年0

に
、
第0

五0

版
は

0

0

一
七
八
七

0

0

0

0

年0

に
、
第0

六0

版
は

0

0

一
七
九
八

0

0

0

0

年0

に
、
第
七

版
は
一
八
〇
四
年
に
、
第
八
版
は
一
八
一
九
年
に
刊
行
さ
れ

て
い
る
〔
傍
点
筆
者
〕。

こ
の
〔
復
刻
〕
版
に
つ
い
て
は
、
一
七
八
七
年
の
第
五
版

を
用
い
た
（
３
）
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
に

と
っ
て
、〔
彼
の
〕
公
的
な
名
声
と
、
君
主
制
の
（
法
）
政

治
に
対
す
る
影
響
力
と
が
最
高
と
な
っ
た
時
に
刊
行
さ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
第
五
版
は
、
一
番
流
布
し
た
と

言
っ
て
よ
い
（
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
比
較
的
簡
単
に
利
用
で

き
る
）
も
の
で
あ
っ
た
。
第
五
版
は
、
皇
帝
・
国
王
の
宮
廷

書
籍
印
刷
業
者
、
大
書
籍
商
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
ォ
ン
・
ク
ル
ツ

ベ
ッ
ク
か
ら
、
八
折
り
本
、
五
五
二
頁
（
４
）
で
ウ
ィ
ー
ン
で
刊
行

さ
れ
、
表
題
頁
版
画
と
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
肖
像
画
が

登
場
し
て
い
る
。

原
典
の
表
記
法
や
句
読
点
は
、
大
体
に
お
い
て
保
持
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
、
明
白
な
、
そ
し
て
（
あ
る
い
は
）
意
味
を

混
乱
さ
せ
て
い
る
誤
植
は

─
暗
黙
の
裡
に

─
正
し
て
あ

る
。
節
の
番
号
間
違
い
や
、
注
記
の
配
列
や
順
序
の
間
違
い

（
九
七
四
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
二
一

一
七
六
七
年
が
第
二
巻
の
刊
行
を
指
す
と
し
て
も
、
第
二
巻
は

一
七
六
九
年
の
刊
行
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
巻
第
二
版
の
刊
行
は

一
七
六
八
年
で
あ
り
、
一
七
六
九
年
と
は
そ
も
そ
も
合
致
し
な
い
（
８
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ル
ツ
マ
ン
と
ポ
ァ
タ
イ
ム
、
そ
し
て
オ
グ

リ
ス
以
外
に
も
、
第
四
版
一
七
八
六
年
説
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
生
存
中
に
彼
を
紹
介
し
た
ツ
ィ
カ
ン

（Joh. Jak. H
einr. C

zikann

）
は
『
メ
ー
レ
ン
の
存
命
す
る
記

は
、
編
者
が
作
成
し
た
。・
・
・（O

gris, pp.299-300.

）」

オ
グ
リ
ス
は
、
誤
っ
た
最
後
の
節
番
号
（
段
落
番
号
）
四
三
二

に
合
わ
せ
る
形
で
、
節
番
号
の
付
け
替
え
を
し
た
上
で
復
刻
を

行
っ
て
い
る
（
６
）
。
な
お
、
こ
の
第
五
・
増
訂
版
原
典
に
は
、
節
の
通

し
番
号
の
ほ
か
、
頁
数
の
表
記
に
誤
記
が
見
ら
れ
る
。

２
　『
基
本
原
理
』
の
出
版
過
程

オ
グ
リ
ス
は
、『
基
本
原
理
』
の
書
誌
に
関
し
て
、
ホ
ル
ツ
マ

ン
（M

ichael H
olzm

ann

）
と
ポ
ァ
タ
イ
ム
（M
ax P

ortheim

）

の
論
稿
を
訂
正
す
る
形
で
、
記
述
し
て
い
る
（O

gris, pp.303-
308.

）。『
基
本
原
理
』
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
番
と
一
九

番
に
示
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

ホ
ル
ツ
マ
ン
と
ポ
ァ
タ
イ
ム
は
、
版
数
と
し
て
は
第
八
版
の
み

を
表
記
し
て
い
る
。
版
数
を
逆
算
す
る
と
、
ホ
ル
ツ
マ
ン
と
ポ
ァ
タ

イ
ム
も
第
四
版
を
一
七
八
六
年
と
考
え
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
彼
ら
は
、
第
一
巻
初
版
が
一
七
六
五
年
か
ら
一
七
六
七

年
の
二
年
に
か
け
て
、
そ
の
後
第
二
版
が
一
七
六
九
年
に
、
さ
ら

に
第
三
版
は
一
七
七
一
年
か
ら
一
七
七
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
と
記

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
誤
記
で
あ
ろ
う
。
オ
グ
リ
ス
が
訂
正
し
て

い
る
よ
う
に
、
初
版
の
刊
行
は
一
七
六
五
年
で
あ
る
。
も
し
仮
に

表 1　ホルツマン=ポァタイムとオグリスの記述
Holzmann=Portheim, 
p.200.

Ogris, p.304.

13 .　Sätze aus der 
Polizei-, Handlungs- und 
Finanzwissenschaft. 8° 
Wien 1765.

13 .　Sätze aus der 
Polizey, Handlungs- und 
Finanz-Wissenschaft. 
Z u m  L e i t f a d e n  
d e r  a k a d e m i s c h e n 
Vorlesungen. 8° Wien 
1765.

19. Grundsätze der 
Polizei-Handlung［sic］ 
und Finanzwissenschaft. 
8° Wien 1765-1767. 
Wien 1769. Wien 1771-
1777. Wien 1786. Wien 
1787. Wien 1804-1805. 
Wien 1798. Wien 1819. 
8. Aufl. 3 Bde. Wien 
1822. Übersetzt von 
Prinz Heraklius. Tiflis 
1782（7）.

19. Grundsätze der 
Polizey, Handlungs, 
und Finanzwissenschaft. 
3 Bde. 8° Wien 1768. 
G r u n d s ä t z e  d e r 
Polizey, Handlungs, 
und Finanz. Wien 1771. 
Wien 1786. Wien 1787. 
Wien 1798. Wien 1804. 
Wien 1819. Übersetzt 
von Prinz Heraklius. 
Tiflis 1782（7）.

（
九
七
五
）



政
経
研
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
二
二

一
七
七
〇
年
（
ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
版
と
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
版
の
二
種

類
）
と
、
一
七
七
七
年
と
に
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
第
四
版
は
、
今
回
入
手
さ
れ
た
原
典
に
よ
り
、
一
七
七
四
年

に
や
は
り
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
第
六
版

（
一
七
九
六
年
？
（
13
）
）
と
第
六
・
増
訂
版
（
一
七
九
八
年
）
は
区
別

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
題
の
第
一
巻
第
四
版
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
可
能
性
が

あ
る
。

①
一
七
八
六
年
刊
行
の
第
一
巻
を
、
実
際
に
は
第
五
・
増
訂
版

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
グ
リ
ス
た
ち
が
単
純
に
う
っ
か

り
と
表
題
頁
を
読
み
違
え
て
、
第
四
版
と
し
た
と
い
う
可
能
性
。

②
さ
ら
に
、
オ
グ
リ
ス
た
ち
が
一
七
八
六
年
刊
の
第
五
・
増
訂

版
の
存
在
を
知
ら
ず
、
第
七
版
、
第
八
版
に
記
載
さ
れ
て
い
る
第

四
版
序
言
（Z

ur vierten A
uflage

）（
年
号
な
し
）
が
、
第
五
・

増
訂
版
（
一
七
八
七
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
序
言
（
題
名
な
し
、

一
七
八
六
年
七
月
二
十
日
付
）
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
七
八
六
年
に
第
四
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
誤
っ
て

推
定
し
た
可
能
性
。

③
オ
グ
リ
ス
た
ち
が
実
際
に
一
七
八
六
年
刊
行
の
原
典
を
入
手

し
て
い
て
、
第
四
版
一
七
八
六
年
説
を
採
用
し
て
い
た
可
能
性
。

述
家
た
ち
』（
一
八
一
二
）
で
、
次
の
よ
う
に
第
四
版
を

一
七
八
六
年
と
し
て
い
る
。

「
10）
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
、
商
業
学
、
財
政
学
の
基
本
原
理
』。

三
部
。
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
六
五
年
か
ら
一
七
七
六
年
（
９
）
、
八
折

り
。
第
二
版
、
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
六
九
年
、
八
折
り
（
10
）
。
第
三

版
、
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
七
七
年
、
八
折
り
。
第
四
版
、

ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
八
六
年
、
八
折
り
。
第
五
版
、
ウ
ィ
ー
ン
、

一
七
八
七
年
、
八
折
り
。
第
六
版
、
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
九
八

年
、
八
折
り
（C

zikann, pp.158-159 （11
）.

）。」

さ
ら
に
一
八
一
八
年
の
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
追
悼
記
事
（「
副
総

裁
フ
ォ
ン
・
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
伝
」『
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ガ
ー
文
芸
新

聞
』）
で
も
や
は
り
、
第
四
版
を
一
七
八
六
年
と
し
て
い
る
（
12
）
。

オ
グ
リ
ス
は
、『
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
刊
行
年
を
上
述
の
と

お
り
、
初
版
一
七
六
五
年
、
第
二
版
一
七
六
八
年
、
第
三
版

一
七
七
一
年
、
第
四
版
一
七
八
六
年
、
第
五
版
一
七
八
七
年
、
第

六
版
一
七
九
八
年
、
第
七
版
一
八
〇
四
年
、
第
八
版
一
八
一
九
年

と
し
て
い
る
。
し
か
し
一
七
七
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
実
は
、

第
一
巻
で
は
な
く
第
二
巻
で
あ
る
。
第
三
版
の
刊
行
年
は

（
九
七
六
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
二
三

こ
の
③
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
一
七
八
六
年
に
、
筆
者
未
見

の
第
四
版
と
、
す
で
に
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
第
五
・
増
訂
版
が

同
時
に
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
改
め
て
『
基
本
原
理
』
の
刊
行
年
と
出
版
者
（
社
）
を

表
２
に
ま
と
め
て
お
く
。

本
書
の
出
版
に
携
わ
っ
た
の
は
、

ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
（Johann T

hom
as E

dler von T
rattner. 

1717-1798

）

ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
（Joseph E

dler / R
itter von K

urzböck. 
1736-1792

）

Ｊ
・
カ
メ
ジ
ー
ナ
（Joseph C

am
esina. ?-1827

）

Ａ
・
カ
メ
ジ
ー
ナ
（A

lbert C
am

esina. 1770-1837

）

ホ
イ
プ
ナ
ー
（Johann G

ottlieb H
eubner. 1778-1859

）

フ
ォ
ル
ケ
（F

riedrich V
olke. 1780-1830

）

の
六
人
で
あ
る
（
14
）
。

『
基
本
原
理
』
の
表
題
頁
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
出
版
者

の
肩
書
は
次
の
表
３
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

Ａ
・
カ
メ
ジ
ー
ナ
、
ホ
イ
プ
ナ
ー
そ
し
て
フ
ォ
ル
ケ
を
除
い
て
、

上
述
の
人
物
た
ち
は
、
皇
帝
と
の
自
ら
の
近
し
い
関
係
を
誇
示
し

て
い
る
。

表 2　『基本原理』刊行年と出版者（社）
刊行年 第 1 巻 第 2 巻 第 3 巻

1765 初版　トラットナー

1768 第 2・増訂版　トラットナー（ 8 ）

1769 初版　トラットナー

1770
第 3 版

トラットナー　クルツベック

1771 増訂版　クルツベック

1774 第 4 版　トラットナー

1776 初版　クルツベック

1777 第 3 版　クルツベック

1786 第 5・増訂版　クルツベック

1787 第 5・増訂版　クルツベック 第 5・増訂版　クルツベック 第 5・増訂版　クルツベック

［1796？］（13） 第 6 版　A. カメジーナ
（刊行年記載なし）

第 6 版　A. カメジーナ
（刊行年記載なし）

第 6 版　A. カメジーナ
（刊行年記載なし）

1798 第 6・増訂版　J. カメジーナ 第 6・増訂版　J. カメジーナ
第 6・増訂版

J. カメジーナ（刊行年記載なし）

1804 第 7・改訂版　カメジーナ社 第 7・改訂版
A. カメジーナ（刊行年記載なし）1805 第 7・改訂版　カメジーナ社

1819 第 8 版　ホイプナー　フォルケ

1822 第 8 版　フォルケ 第 8 版　フォルケ

（
九
七
七
）
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　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
二
四

３
　『
基
本
原
理
』
第
一
巻
各
版
の
構
成

こ
こ
で
新
た
に
入
手
さ
れ
た
『
基
本
原
理
』
第
四
版

（
一
七
七
四
年
）
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
第
四
版
の
書
誌
を
確
認

し
よ
う
（
15
）
。

第
四
版
は
八
折
り
本
で
、
全
四
〇
四
頁
と
な
っ
て
い
る
。
表
題

頁
（
図
１
）
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
こ
の

第
四
版
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
出
版
形
式
を
守
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
身
分
、
書
名
を
記
し
た

後
、
小
屋
で
、
老
人
男
性
が
燭
台
の
傍
ら
、
足
元
に
地
球
儀
を
置

き
な
が
ら
、
左
手
に
ペ
ン
を
握
り
、
右
手
を
口
元
に
添
え
て
い
る

図
（
こ
の
ヴ
ィ
ネ
ッ
ト
に
作
者
署
名
は
な
い
）
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
モ
ッ
ト
ー
、“Inglorius dum

 utilis. ”

「
有
用
に
な
る
ま

で
は
、
無
名
」
が
帯
に
記
さ
れ
、
そ
の
帯
は
風
で
は
た
め
い
て
い

る
。
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
も
ま
た
、
こ
の
モ
ッ
ト
ー
を
表
題
頁
に
掲
げ

て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
、

『
基
本
原
理
』
第
一
巻
初
版
（
一
七
六
五
）、
第
二
巻
初
版

（
一
七
六
九
）、
第
一
巻
第
三
版
（
一
七
七
〇
）、
そ
し
て
第
一
巻

第
四
版
（
一
七
七
四
）、
計
四
点
の
出
版
を
引
き
受
け
て
い
る
。

表 3　『基本原理』出版者の肩書

出版者 肩書

Trattner
Ka i s e r l .  k ö n i g l .  Ho f bu chd ru ck e r  u nd 
Buchhändler
皇帝・国王の宮廷書籍印刷業者、書籍商

Joseph Kurtzböck

Universitätsbuchdrucker
大学書籍印刷業者
K. k. illyrisch- und orientalischen Hof- wie auch 
N. Oe. Landschafts- und Universitätsbuchdrucker
皇帝・国王のイリュリア語や東方言語の宮廷並び
にオーストリア国家の領邦・大学書籍印刷業者

Joseph Edler von Kurzböck
K. k. Hofbuchdrucker Groß- und Buchhändler
皇帝・国王の宮廷書籍印刷業者、大書籍商

Albert Camesina
Buchhändler
書籍商

［Joseph Camesina］（1798 年）
［K. k. privat. Buchhändl.］
［皇帝・国王の私設書籍商］

Heubner, Volke 特に記述なし

（
九
七
八
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
二
五

ク
両
者
が
と
も
に
表
題
頁
に
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ゾ
ネ

ン
フ
ェ
ル
ス
の
意
向
が
大
き
く
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
第
二
巻
初
版
（
一
七
六
九
）

に
お
い
て
（
図
２
）、
別
の
モ
ッ
ト
ー “A

ltius. ”

「
高
み
へ
」 

と 
“L

avore et favore. ”

「
勤
勉
と
好
意
と
に
よ
っ
て
」
を
表
題
頁

に
記
載
し
て
い
る
。

次
に
、『
基
本
原
理
』
第
一
巻
各
版
の
構
成
と
節
番
号
（
段
落

番
号
）
に
つ
い
て
言
及
し
よ
う
（
節
番
号
に
見
ら
れ
た
混
乱
は
表

中
で
訂
正
し
て
い
る
。
ま
た
第
六
版
の
構
成
、
節
番
号
は
、
九
州

大
学
所
蔵
本
を
確
認
し
て
い
な
い
の
で
、
表
に
記
載
し
て
い
な
い
）。

初
版
は
、
一
七
六
五
年
九
月
二
〇
日
付
の
初
版
序
言
（
題
名
な

し
）
の
後
、「
全
体
の
序
論
」（
ル
ソ
ー
「
政
治
経
済
論
」
か
ら
の

引
用
（
16
）
、
Ⅰ
国
家
学
の
領
域
区
分
、
Ⅱ
国
家
学
の
、
そ
し
て
そ
れ
ら

の
領
域
の
主
要
原
理
）
と
、
本
論
で
あ
る
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」（
ル

ソ
ー
「
政
治
経
済
論
」
か
ら
の
引
用
（
17
）
、
序
論
、
対
内
的
な
公
的
安

全
〔
Ⅰ
個
々
の
等
族
や
市
民
の
力
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

ま
た
こ
こ
で
必
要
と
な
る
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
の
注
意
点
に
つ
い
て
〕、

対
内
的
な
私
的
安
全
〔
Ⅰ
行
動
の
安
全
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
の
あ

る
市
民
の
自
由
に
つ
い
て
、
Ⅱ
道
徳
の
状
態
に
つ
い
て
、
そ
し
て

市
民
の
理
性
や
性
質
を
形
成
す
る
こ
と
に
対
す
る
ポ
リ
ツ
ァ
イ
の

そ
れ
に
対
し
て
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク

は
、『
基
本
原
理
』
第
一
巻
第

二
・
増
訂
版
（
一
七
六
八
）、

第
一
巻
第
三
版
（
一
七
七
〇
）、

第
二
巻
増
訂
版
（
一
七
七
一
）、

第
三
巻
初
版
（
一
七
七
六
）、

第
一
巻
第
三
版
（
一
七
七
七
）、

第
一
巻
第
五
・
増
訂
版

（
一
七
八
六
）、
第
一
巻
第
五
・

増
訂
版
（
一
七
八
七
）、
第
二
巻

第
五
・
増
訂
版
（
一
七
八
七
）、

第
三
巻
第
五
・
増
訂
版

（
一
七
八
七
）、
計
九
点
の
出
版

を
引
き
受
け
て
い
る
。
ト
ラ
ッ

ト
ナ
ー
と
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
両
者

の
ヴ
ィ
ネ
ッ
ト
は
、
構
図
は
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
部
分
的
に

異
な
っ
て
い
る
。
モ
ッ
ト
ー 

“Inglorius dum
 utilis. ” 

は
、

ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
と
ク
ル
ツ
ベ
ッ

『基本原理』第一巻第四版の書誌

Josephs von Sonnenfels, kaiserl. königl. wirkl. N. Oe. Regierungsraths, 
ordent l ichen ,  öf fent l ichen Lehrers  der Pol izey ,  Handlung und 
Finanzwissenschaft Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanzwissenschaft. 
Erster Theil, Vierte Auflage. WIEN, gedruckt bey Johann Thomas Edlen von 
Trattnern, k. k. Hofbuchdruckern und Buchhändlern. 1774.

［12］, ［1］, 2-20, ［21-23］, 24-303,302-303［i.e. 304-305］, 306-404 p.
Signature: ）（6
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政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
二
六

図 2　『基本原理』第二巻初版（1）　1769 年　トラットナー刊

（
九
八
〇
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
二
七

表
4　
初
版
の
構
成
と
節
番
号

1765
構

成
節

番
号

表
題

頁
〔

初
版

序
言

〕
1765

年
9

月
20

日
全

体
の

序
論

　
ル

ソ
ー

か
ら

の
引

用
全

体
の

序
論

　
Ⅰ

 国
家

学
の

領
域

区
分

1-20.
　

Ⅱ
 国

家
学

の
、

そ
し

て
そ

れ
ら

の
領

域
の

主
要

原
理

21-28.
ポ

リ
ツ

ァ
イ

　
ル

ソ
ー

か
ら

の
引

用
　

序
論

29-41.
　

対
内

的
な

公
的

安
全

　
　

Ⅰ
  個

々
の

等
族

や
市

民
の

力
と

国
家

と
の

関
係

に
つ

い
て

、
ま

た
こ

こ
で

必
要

と
な

る
、

ポ
リ

ツ
ァ

イ
の

注
意

点
に

つ
い

て
42-62.

　
対

内
的

な
私

的
安

全
　

　
Ⅰ

 行
動

の
安

全
お

よ
び

そ
れ

と
関

連
の

あ
る

市
民

の
自

由
に

つ
い

て
63-70.

　
　

Ⅱ
  道

徳
の

状
態

に
つ

い
て

、
そ

し
て

市
民

の
理

性
や

性
質

を
形

成
す

る
こ

と
に

対
す

る
ポ

リ
ツ

ァ
イ

の
配

慮
に

つ
い

て
71-123. 

　
　

Ⅲ
  対

内
的

な
私

的
安

全
の

管
理

に
さ

ら
に

綿
密

に
関

連
す

る
法

律
に

つ
い

て
124-126.

　
　

　
個

人
の

安
全

127-220.
　

　
　

名
誉

の
保

証
221-233.

　
　

　
財

産
の

保
障

234-270.
　

　
Ⅳ

 対
内

的
な

私
的

安
全

を
管

理
す

る
制

度
271-297.

（
九
八
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
二
八

表
5　
第
二
・
増
訂
版
、
第
三
版
、
第
四
版
の
構
成
と
節
番
号

1768
★

 1770 1774
＊

 1777
＊

構
成

節
番

号
表

題
頁

ロ
ー

マ
皇

帝
ヨ

ー
ゼ

フ
2

世
へ

の
献

辞
〔

初
版

序
言

〕
1765

年
9

月
20

日
第

2
版

〔
序

言
〕

1768
年

6
月

30
日

★
全

体
の

序
論

　
ル

ソ
ー

か
ら

の
引

用
全

体
の

序
論

　
Ⅰ

 国
家

学
の

領
域

区
分

1-20.
　

Ⅱ
  国

家
学

の
、

そ
し

て
そ

れ
ら

の
領

域
の

主
要

原
理

／
国

家
学

の
主

要
原

理
と

そ
れ

ら
の

領
域

＊
21-28.

ポ
リ

ツ
ァ

イ
　

ル
ソ

ー
か

ら
の

引
用

　
序

論
　

29-41.
　

対
内

的
な

公
的

安
全

　
　

　
個

々
の

等
族

や
市

民
の

力
と

国
家

と
の

関
係

に
つ

い
て

、
ま

た
こ

こ
で

必
要

と
な

る
、

ポ
リ

ツ
ァ

イ
の

注
意

点
に

つ
い

て
42-72.

　
対

内
的

な
私

的
安

全
　

　
Ⅰ

 行
動

の
安

全
あ

る
い

は
市

民
の

自
由

に
つ

い
て

73-87.
　

　
Ⅱ

  道
徳

の
状

態
に

つ
い

て
、

そ
し

て
市

民
の

理
性

や
性

質
を

形
成

す
る

こ
と

に
対

す
る

ポ
リ

ツ
ァ

イ
の

配
慮

に
つ

い
て

88-145.
　

　
Ⅲ

  対
内

的
な

私
的

安
全

の
管

理
に

さ
ら

に
綿

密
に

関
連

す
る

法
律

に
つ

い
て

146-148.
　

　
　

個
人

の
安

全
149-251.

　
　

　
名

誉
の

保
証

252-264.
　

　
　

財
産

の
保

証
265-306.

　
　

Ⅳ
 対

内
的

な
私

的
安

全
を

管
理

す
る

制
度

に
つ

い
て

307-352

★
第

二
版

序
言

は
1770

年
版

、
1774

年
版

、
1777

年
版

に
は

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
＊

1774
年

版
と

1777
年

版
は

「
Ⅱ

国
家

学
の

主
要

原
理

と
そ

れ
ら

の
領

域
」

と
な

っ
て

い
る

。

（
九
八
二
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
二
九

表
6　
第
五
・
増
訂
版
、
第
六
・
増
訂
版
、
第
七
・
改
訂
版
、
第
八
版
の
構
成
と
節
番
号

1786 1787 1798
1805 1819

構
成

節
番

号
節

番
号

表
題

頁
　

肖
像

画
：

モ
ン

テ
ス

キ
ュ

ー
キ

ケ
ロ

か
ら

の
引

用
〔

初
版

序
言

〕
年

号
な

し
〔

序
言

〕
1786

年
7

月
20

日
全

体
の

序
論

　
リ

チ
ャ

ー
ド

・
ヘ

イ
か

ら
の

引
用

全
体

の
序

論
　

Ⅰ
  国

家
学

の
領

域
区

分
1-22.

1-22.
　

Ⅱ
  国

家
学

の
、

そ
し

て
そ

れ
ら

の
領

域
の

主
要

原
理

23-31.
23-31.

　
Ⅲ

  人
口

を
計

算
す

る
方

法
32-42.

32-42.
序

論
　

　
ポ

リ
ツ

ァ
イ

の
最

も
単

純
な

概
念

、
お

よ
び

ポ
リ

ツ
ァ

イ
が

論
述

さ
れ

る
概

要
43-60.

43-60.
Ⅰ

  道
徳

の
状

態
に

対
す

る
注

意
点

に
つ

い
て

61-123.
61-123.

Ⅱ
  立

法
に

関
す

る
高

等
概

念
を

生
み

出
す

手
段

に
つ

い
て

124-135.
124-135.

Ⅲ
  国

家
の

権
限

に
対

し
て

、
個

人
の

権
限

を
従

属
的

均
衡

の
中

で
維

持
す

る
配

慮
に

つ
い

て
136-156.

136-156.

［
Ⅳ

］ 行
動

の
安

全
に

つ
い

て
157-175.

157-175.

Ⅴ
  個

人
の

安
全

に
つ

い
て

176-239, 238-281［
i.e. 240-283］, 

281-293［
i.e. 284-296］.

176-239, 238-293［
i.e. 240-295］, 

293［
i.e. 296］.

Ⅵ
  名

誉
の

保
証

294-304［
i.e. 297-307］.

 

Ⅶ
  財

産
の

保
証

305-312［
i.e. 308-315］, 322-323［

i.e. 316-317］, 
415［

i.e. 318］
, 325-351［

i.e. 319-345］.
305-342［

i.e. 308-345］.

Ⅷ
  刑

罰
に

つ
い

て
352-388［

i.e. 346-382］.
343-379［

i.e. 346-382］.
Ⅸ

  対
内

的
な

安
全

を
管

理
す

る
制

度
に

つ
い

て
389-416［

i.e. 383-410］.
380-407［

i.e. 383-410］.
Ⅹ

  よ
り

大
き

な
事

件
に

お
け

る
制

度
の

利
用

417-432［
i.e. 411-426］.

408-423［
i.e. 411-426］.

（
九
八
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
三
〇

わ
ら
ず

─
削
除
さ
れ
る
。
第
四
版
ま
で
は
ル
ソ
ー
「
政
治
経
済

論
」
か
ら
引
用
文
が
二
か
所
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
キ
ケ
ロ
（
18
）
と

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
イ
（
19
）
か
ら
の
引
用
文
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
第
五
・
増
訂
版
（
一
七
八
六
年
、
一
七
八
七
年
）
に
は
と
も

に
、
題
名
の
記
載
が
な
い
序
言
が
二
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と

つ
は
、
初
版
序
言
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
一
七
八
六
年
七
月

二
〇
日
付
の
序
言
で
あ
る
。

「
全
体
の
序
論
」
は
、
Ⅰ
国
家
学
の
領
域
区
分
、
Ⅱ
国
家
学
の
、

そ
し
て
そ
れ
ら
の
領
域
の
主
要
原
理
、
Ⅲ
人
口
を
計
算
す
る
方
法

の
三
章
と
な
る
。
本
論
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
は
、
序
論
（
ポ
リ

ツ
ァ
イ
の
最
も
単
純
な
概
念
、
お
よ
び
ポ
リ
ツ
ァ
イ
が
論
述
さ
れ

る
概
要
）
の
後
、
Ⅰ
道
徳
の
状
態
に
対
す
る
注
意
点
に
つ
い
て
、

Ⅱ
立
法
に
関
す
る
高
等
概
念
を
生
み
出
す
手
段
に
つ
い
て
、
Ⅲ
国

家
の
権
限
に
対
し
て
、
個
人
の
権
限
を
従
属
的
均
衡
の
中
で
維
持

す
る
配
慮
に
つ
い
て
、［
Ⅳ
］
行
動
の
安
全
に
つ
い
て
、
Ⅴ
個
人

の
安
全
に
つ
い
て
、
Ⅵ
名
誉
の
保
証
、
Ⅶ
財
産
の
保
証
、
Ⅷ
刑
罰

に
つ
い
て
、
Ⅸ
対
内
的
な
安
全
を
管
理
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
Ⅹ

よ
り
大
き
な
事
件
に
お
け
る
制
度
の
利
用
、
と
い
う
十
章
に
細
分

化
さ
れ
た
。
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
節
番
号
に
関
し
て
も
、
第
四
版
ま

で
の
三
五
二
節
か
ら
四
二
六
節
（
本
文
で
は
四
三
二
と
誤
記
さ
れ

配
慮
に
つ
い
て
、
Ⅲ
対
内
的
な
私
的
安
全
の
管
理
に
さ
ら
に
綿
密

に
関
連
す
る
法
律
に
つ
い
て
【
個
人
の
安
全
、
名
誉
の
保
証
、
財

産
の
保
障
】、
Ⅳ
対
内
的
な
私
的
安
全
を
管
理
す
る
制
度
〕）
の
二

部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
節
番
号
は
二
九
七
で
あ
る
。

第
二
・
増
訂
版
、
第
三
版
（
一
七
七
〇
年
、
一
七
七
七
年
）、

第
四
版
に
は
、
ロ
ー
マ
皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
へ
の
献
辞
が
追
加
さ

れ
る
。
そ
し
て
第
二
・
増
訂
版
に
は
題
名
な
し
の
初
版
序
言

（
一
七
六
五
年
九
月
二
〇
日
付
）
の
後
、
一
七
六
八
年
六
月
三
〇

日
付
の
第
二
版
序
言
（Z

ur zw
eiten A

uflage

）
が
記
さ
れ
て
い

る
（
第
三
版
、
第
四
版
に
は
、
初
版
序
言
は
あ
る
も
の
の
、
第

二
・
増
訂
版
序
言
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
）。
そ
し
て
第
二
・
増

訂
版
以
降
は
、
節
番
号
（
段
落
番
号
）
が
三
五
二
へ
と
増
や
さ
れ

て
い
る
。

第
五
・
増
訂
版
（
一
七
八
六
年
、
一
七
八
七
年
）
は
文
字
通
り
、

大
き
な
改
訂
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
第
六
・
増
訂
版
は
第
五
・
増

訂
版
の
構
成
を
引
き
継
い
で
い
る
（
第
六
版
は
上
述
の
通
り
確
認

し
て
い
な
い
）。
ま
ず
第
五
・
増
訂
版
で
は
、
表
題
頁
に
、
老
人

に
代
わ
っ
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
肖
像
が
登
場
す
る
（
あ
わ
せ
て
、

モ
ッ
ト
ー “Inglorius dum

 utilis. ”

も
削
除
さ
れ
る
）。
さ
ら
に

主
君
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
へ
の
献
辞
が

─
皇
帝
が
在
位
中
に
も
か
か

（
九
八
四
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
三
一

身
は
、
第
七
版
序
言
に
お
い
て
第
五
版
へ
の
不
満
を
明
ら
か
に
し

て
い
た
）。
そ
の
理
由
は
、
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
に
よ
っ
て
本
論

「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
が
文
字
通
り
大
幅
に
増
訂
さ
れ
た
の
が
第
五
・

増
訂
版
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
後
の
改
訂
も
わ
ず

か
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
ら
の
表
か
ら
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
（
21
）
。

４
　
お
わ
り
に

『
基
本
原
理
』
は
、
オ
グ
リ
ス
の
指
摘
通
り
、
初
版

（
一
七
六
五
年
）
か
ら
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
没
後
の
第
八
版

（
一
八
一
九
、一
八
二
二
年
）
ま
で
を
数
え
、
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
の

生
涯
と
と
も
に
歩
ん
だ
著
作
で
あ
っ
た
。
本
稿
に
よ
っ
て
、
ゾ
ネ

ン
フ
ェ
ル
ス
『
基
本
原
理
』
刊
行
の
歴
史
そ
し
て
構
成
と
節
番
号

に
新
た
な
光
を
投
影
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
ま
で
の
調
査
と
こ
の
第
四
版
の
発
見
は
、
次
の
新
た
な
疑
問
を

生
じ
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。

①
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
『
基
本
原
理
』
は
、
そ
の
初
期
に
お
い
て

ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
と
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
の
二
人
に
よ
っ
て
、
刊
行
が
行

わ
れ
た
の
か
。
し
か
も
、
一
七
七
〇
年
に
ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
と
ク
ル

ツ
ベ
ッ
ク
が
別
々
に
第
一
巻
第
三
版
を
出
版
し
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。
逆
に
言
え
ば
、
ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
第
四
版
を
最
後
に
し
て
、

て
い
る
）
に
増
え
て
い
る
（
20
）
。

第
七
・
改
訂
版
、
第
八
版
で
は
、
初
版
序
言
（Z

ur ersten 
A

uflage
）、
第
四
版
序
言
（Z

ur vierten A
uflage

）、
そ
し
て

一
八
〇
四
年
二
月
五
日
付
の
第
七
版
序
言
（Z

ur siebenten 
A

uflage

）
が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
第
四
版
序
言
は
、
上
述
の
と

お
り
、
第
五
・
増
訂
版
（
一
七
八
六
年
、
一
七
八
七
年
）
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
一
七
八
六
年
七
月
二
〇
日
付
の
序
言
と
全
く
同
じ
内

容
で
あ
る
。
第
七
版
序
言
で
ソ
ン
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
第
五
版
な
ど

に
不
満
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
版
で
は
「
不
注
意

が
支
配
」
し
、「
節
番
号
の
脱
落
や
飛
び
」、
行
の
ず
れ
が
あ
り
、

意
味
の
混
乱
、
概
念
の
矛
盾
が
生
じ
て
い
た
。
第
五
版
と
第
六
版

に
お
け
る
誤
り
を
正
す
こ
と
の
重
要
性
を
ソ
ン
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
は

記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
七
・
改
訂
版
、
第
八
版
の
構
成
に
変
化
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
が
第
七
版
序
言
で
指
摘
し
て
い
た
節
番

号
の
誤
り
は
こ
こ
で
も
や
は
り
繰
り
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
本
文
で

は
四
二
三
節
と
さ
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
第
五
・
増
訂
版
と
同

じ
く
、
四
二
六
節
で
あ
る
。

オ
グ
リ
ス
が
『
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
復
刻
に
第
五
・
増
訂
版

を
選
択
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
（
し
か
し
、
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
自

（
九
八
五
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
三
二

代
わ
っ
て
キ
ケ
ロ
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
イ
に
変
更
さ
れ
た
の
は
な

ぜ
か
。

こ
れ
ら
の
疑
問
の
解
明
は
別
の
機
会
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
、『
基
本
原
理
』
第
二
巻
、
第
三
巻
の
構
成
（
と
節

番
号
）
の
検
討
が
残
さ
れ
て
い
る
。

注
（
1
） 

筆
者
が
入
手
し
た
の
は
、
表
題
頁
に
王
冠
の
下
に“E

rberg ”

と
あ
る
円
形
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
所
蔵

し
て
い
る
第
二
巻
（
図
２
）
に
も
、
同
じ
蔵
書
印
が
あ
る
。
こ
の

第
二
巻
鉛
筆
書
き
の
書
き
込
み
に
は
、Joseph F

reiherr von 
E

rberg 

（k.k. w
irklicher geheim

er R
ath

）
と
あ
る
。

（
2
） 

オ
グ
リ
ス
が
記
述
し
て
い
る
第
一
巻
初
版
（
一
七
六
五
年
）

の
表
題
は
間
違
っ
て
い
る
。
正
し
い
表
題
は
、S

ätze au
s d

er 
P

olizey, H
n

d
lu

n
gs-u

n
d

 F
in

a
n

z-W
issen

sch
a

ft. Z
um

 
L

eitfaden der akadem
ischen V

orlesungen.

『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、

商
業
学
お
よ
び
財
政
学
の
原
理
。
大
学
講
義
の
手
引
き
』
で
あ
る

（
川
又
、p.185.

）。

（
3
） 

オ
グ
リ
ス
は
、
自
分
が
使
用
し
て
い
る
原
典
の
書
誌
を
記
述
し

て
い
な
い
。
た
だ
し
復
刻
版
に
記
載
さ
れ
て
い
る
表
題
頁
画
像

は
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
本
の
も
の
で
あ
る

（U
niversitätsbibliothek W

ien, S
ign. 185.096. O

gris, p.309.

）。

『
基
本
原
理
』
の
出
版
か
ら
手
を
引
い
た
の
は
な
ぜ
か
。

②
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
第
一
巻
第
四
版
（
一
七
七
四
年
）

と
第
三
版
（
一
七
七
七
年
）
の
構
成
は
同
じ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば

ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
と
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
は
一
七
七
四
年
版
を
う
け
て
、

一
七
七
七
年
第
三
版
を
順
番
通
り
に
第
四
版
あ
る
い
は
第
五
版
と

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
版
数
の
変
更
は
な
さ

れ
ず
に
、
第
三
版
の
ま
ま
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、
ゾ
ネ

ン
フ
ェ
ル
ス
と
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
は
な
ぜ
、
一
七
七
七
年
版
を
第
四

版
あ
る
い
は
第
五
版
と
し
な
か
っ
た
の
か
。

③
こ
こ
で
、
第
一
巻
表
題
頁
の
変
更
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
七
七
七
年
ま
で
は
各
版
と
も
、
老
人

が
描
か
れ
て
い
た
が
、
一
七
八
六
年
の
第
五
・
増
訂
版
以
降
、
第

一
巻
に
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（C

harles-L
ouis de S

econdat, 
B

aron de L
a B

rède et de M
ontesquieu. 1689-1755

）
の
、

第
二
巻
に
は
フ
ォ
ル
ボ
ネ
（F

rançois V
éron D

uverger de 
F

orbonnais. 1722-1800

）
の
、
第
三
巻
に
は
シ
ュ
リ
ー
公

（M
axim

ilien de B
éthune, duc de S

ully. 1560-1641

）
の
肖

像
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
一
七
八
六
年
以
降
、
表
題
頁
が
変
更

さ
れ
た
の
か
。

④
第
五
・
増
訂
版
以
降
、
冒
頭
の
二
つ
の
引
用
文
が
ル
ソ
ー
に

（
九
八
六
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
三
三

（
9
） 

初
版
の
刊
行
は
一
七
六
五
年
で
あ
り
、「
一
七
六
五
年
か
ら

一
七
七
六
年
」
は
誤
り
で
あ
る
。

（
10
） 

注（
８
）を
参
照
せ
よ
。

（
11
） 

ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
存
命
中
な
の
で
、
こ
こ
で
は
当
然
に
第
八

版
は
登
場
し
な
い
。

（
12
） 

「
副
総
裁
フ
ォ
ン
・
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
伝
」
は
、
無
署
名
記
事

で
、「『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
、
商
業
学
お
よ
び
財
政
学
の
基
本
原
理
』。

三
部
。
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
六
五
－
一
七
七
六
年
、
八
折
り
。
第
二

版
、
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
六
九
年
、
八
折
り
。
第
三
版
、
ウ
ィ
ー
ン
、

一
七
七
七
年
、
八
折
り
。
第
四
版
、
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
八
六
年
、

八
折
り
。
第
五
版
、
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
八
七
年
、
八
折
り
。
第
六

版
、
ウ
ィ
ー
ン
、
一
七
九
八
年
、
八
折
り
。」
と
さ
れ
て
い
る

（colum
n 1635

）。

（
13
） 

第
六
版
の
刊
行
年
は
記
載
が
な
い
が
、
序
言
に
「
一
七
九
六

年
七
月
二
十
日
」（1796 Julius 20

）
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
一
応
、
一
七
九
六
年
を
挙
げ
て
お
く
。
あ
わ
せ
て
表
２

を
参
照
せ
よ
。

（
14
） 

こ
の
六
人
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
、
ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー

は
、
一
七
一
七
年
七
月
八
日
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ギ
ュ
ン
ス
（G

üns

）

郊
外
ヤ
ー
ル
マ
ン
ス
ド
ル
フ
（Jahrm

annsdorf

）
に
生
ま
れ
た
。

ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
一
五
歳
の
時
か
ら
印
刷
業
を
学
び
始
め
た
。

一
七
三
九
年
彼
は
ウ
ィ
ー
ン
へ
住
所
を
変
え
、
修
行
す
る
た
め
に

ヨ
ハ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
・
フ
ァ
ン
・
ゲ
ー
レ
ン
（Johann P

eter van 
G

helen
）
の
印
刷
所
に
入
っ
た
。
九
年
後
の
一
七
四
八
年
、
後
援

（
4
） 

第
一
巻
第
五
・
増
訂
版
に
は
頁
数
の
誤
記
が
あ
り
、
全
体
で

五
六
二
頁
が
正
し
い
。

（
5
）（
６
）　
オ
グ
リ
ス
は
、
二
八
一
節
を
二
つ
設
け
、
三
一
二
節
か

ら
三
二
二
節
に
節
番
号
を
飛
ば
す
こ
と
で
、
最
終
的
に
四
三
二
節

と
し
て
い
る
。
節
番
号
を
順
番
通
り
に
つ
け
れ
ば
、
正
確
に
は

四
二
五
節
と
な
る
。
表
６
を
参
照
せ
よ
。

（
7
） 

ホ
ル
ツ
マ
ン
と
ポ
ァ
タ
イ
ム
、
そ
し
て
オ
グ
リ
ス
に
示
さ
れ
て

い
る
ヘ
ラ
ク
リ
ウ
ス
の
訳
書
は
、
筆
者
未
見
で
あ
る
。
ア
ル
タ
ー
は
、

「
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
ォ
ン
・
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
の

基
本
原
理
』、　
国
王
ヘ
ラ
ク
リ
ウ
ス
（H

eraclius

）
が
ペ
ル
シ
ャ
語

か
ら
グ
ル
ジ
ア
語
〔
ジ
ョ
ー
ジ
ア
語
〕
に
翻
訳
。
テ
ィ
フ
リ
ス

（T
iflis

）
の
王
室
書
籍
印
刷
所
に
て
、1782

年
、
印
刷
。」
と
記
し
、

そ
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
（A

lter, pp.122-123.

）。
ア
ル
タ
ー
の

言
及
が
正
し
い
と
す
る
と
、
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
『
基
本
原
理
』
の

第
一
巻
は
、
ド
イ
ツ
語
か
ら
ペ
ル
シ
ャ
語
に
翻
訳
さ
れ
、
さ
れ
に
そ

れ
が
グ
ル
ジ
ア
語
〔
ジ
ョ
ー
ジ
ア
語
〕
に
重
訳
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
8
） 

第
一
巻
第
二
版
に
は
二
つ
の
異
な
る
版
が
あ
る
。
筆
者
が
所

有
し
て
い
る
一
七
六
八
年
版
に
は
索
引
や
正
誤
表
は
な
い
。
し
か

し
、
一
橋
大
学
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
第
一
巻

第
二
版
（F

ranklin:6687

）
は
、
筆
者
所
蔵
本
と
は
異
な
り
、
索

引
や
正
誤
表
が
つ
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
文
庫
所
蔵
本
は
、

刊
行
年
が
一
七
六
九
年
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
表
題
頁
の

刊
行
年
印
字
部
分
は
、
四
桁
目
の
数
字
が
か
す
れ
て
お
り
、
八
か

九
か
は
判
然
と
し
て
い
な
い
。

（
九
八
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
三
四

フ
ラ
ン
ク
（P

eter R
. F

rank

）
と
フ
リ
ン
メ
ル
（Johannes 

F
rim

m
el

）
に
よ
れ
ば
、
カ
メ
ジ
ー
ナ
社
（C

am
esina &

 C
om

p.

）

は
、
一
七
九
四
年
か
ら
一
八
一
六
年
ま
で
営
業
し
て
い
る

（F
rank, F

rim
m

el, p.28.

）。
そ
の
間
、
次
の
よ
う
に
所
有
者
が
変

化
し
て
い
る
。

カ
メ
ジ
ー
ナ
社
の
初
代
ヨ
ー
ゼ
フ
・
カ
メ
ジ
ー
ナ
は
、
ミ
ス
ラ

ク
と
の
共
同
所
有
と
い
う
形
で
業
務
を
開
始
し
た
が
、
そ
の
ミ
ラ

ス
ク
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
ヨ
ー
ゼ
フ
は
、
一
七
九
四

年
ま
で
大
学
書
籍
商
と
し
て
活
動
し
、
弟
ア
ル
ベ
ル
ト
・
カ
メ

ジ
ー
ナ
に
業
務
を
引
き
継
い
で
い
る
。

さ
ら
に
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
ホ
イ
プ
ナ
ー
が
、

カメジーナ社の所有者
1794-1798 ヨーゼフ・カメジーナ

（Joseph Camesina. ニ ー
ダ ー エ ス ト ラ イ ヒ の
バーデン 1827 年没）

1794 クリスティアン・フリー
ド リ ヒ・ ミ ス ラ ク

（Christian Friedrich 
Mislać. 1760 年ごろライ
プツィヒ生まれ、ウィー
ン 1794 年 12 月 8 日没）

1798-1813 アルベルト・カメジーナ
（ウィーン［洗礼］1770
年 7 月 26 日、ウィーン
1837 年 5 月 2 日没）

1813-1816 ヨハン・ゴットリープ・
ホイプナー（ライプツィ
ヒ 1778 年 頃 生 ま れ、
ウ ィ ー ン 1859 年 12 月
27 日没）

者
の
援
助
を
受
け
、
印
刷
所
を
購
入
し
て
、
翌
年
に
は
「
大
学

書
籍
印
刷
業
者
」（U

niversitätsbuchdrucker

）
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
宮
廷
と
も
関
係
を
結
び
、
一
七
五
〇
年
に
は
マ
リ

ア
・
テ
レ
ジ
ア
へ
の
謁
見
を
許
さ
れ
た
。
一
七
五
一
年
、
宮
廷

書
籍
商
（H

ofbuchhändler

）
の
特
許
を
得
て
い
る
。
一
七
五
四

年
ゲ
ー
レ
ン
が
亡
く
な
る
と
、
宮
中
業
務
に
お
け
る
「
印
刷
特
許

権
」（P

rivilegium
 im

pressorium

）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
一
七
五
九
年
に
は
「
領
邦
書
籍
印
刷
業
者
」

（L
andschaftsbuchdrucker

）
と
な
っ
て
い
る
。
植
字
工
、
製
本

工
、
活
字
鋳
造
工
、
銅
版
彫
刻
工
、
銅
版
印
刷
工
を
備
え
た
印
刷

工
場
を
ヨ
ー
ゼ
フ
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
建
設
し
た
。
彼
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ

二
世
の
戴
冠
（
一
七
六
四
年
）
の
機
会
に
、
騎
士
身
分
を
申
請
し

て
授
与
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
内
外
で
活
躍
し
た
。

一
七
九
八
年
七
月
三
一
日
没
し
た
（C

f., M
ayer, G

loeter

）。

ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
は
、
一
七
三
六
年
一
一
月
二
一
日
に
生
ま
れ
、

一
七
九
二
年
一
二
月
一
八
日
に
没
し
た
。
一
七
五
五
年
、
父
親
か

ら
大
学
印
刷
業
を
引
き
継
ぎ
、
イ
リ
ュ
リ
ア
語
や
中
近
東
諸
国
の

言
語
の
印
刷
物
に
照
準
を
合
わ
せ
た
。
活
字
印
刷
の
功
績
が
認
知

さ
れ
、
大
学
書
籍
部
（U

niversitätsbuchhandlung

）
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
、
活
字
鋳
造
や
印
刷
で
技
術
的
改
良
を

続
け
、
特
許
権
で
保
護
さ
れ
た
上
述
の
ト
ラ
ッ
ト
ナ
ー
と
、
装
丁

の
美
し
さ
や
書
籍
価
格
の
安
さ
で
競
争
し
た
。
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ

ア
は
、
彼
を
一
七
七
六
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
貴
族
身
分

（A
delsstand

）
に
列
し
て
い
る
（C

f., W
., K

.

）。

（
九
八
八
）



ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
、
商
業
お
よ
び
財
政
の
基
本
原
理
』
第
一
巻
の
改
訂
に
つ
い
て
（
川
又
）

二
三
五

こ
と
は
大
し
た
こ
と
で
あ
り
、
国
家
が
平
穏
で
法
が
尊
重
さ
れ
る

こ
と
も
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
な
に

も
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
現
実
の
も
の
よ

り
も
外
見
上
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
政
府
が
服
従
を
得
る

こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
を
用
い
る
術
を
心
得
る
こ
と

は
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
を
あ
る
べ
き
存
在
に
す
る

こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
良
い
こ
と
で
あ
る
。
最
も
絶
対
的
な
権

威
と
は
、
人
間
の
内
面
に
ま
で
浸
透
し
、
行
動
に
劣
ら
ず
意
志
に

対
し
て
働
き
か
け
る
権
威
で
あ
る
。」（R

ousseau, p.251. 

坂
上
訳
、

p.74.

）

（
18
） 

ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
キ
ケ
ロ
『
予
言
に
つ
い
て
』
の
原
文
を

一
部
変
更
し
て
、
引
用
し
て
い
る
。

“quod m
unus afferre m

ajus, m
eliusve reipublicæ

 possum
us, 

quam
 si docem

us, atque erudim
us juventutem

 ? ” 

（C
icero, 

p.374.

）

「
私
た
ち
は
、
国
家
に
対
し
て
、
若
者
を
教
育
し
訓
練
す
る
こ
と

以
上
に
、
ど
の
よ
う
な
重
要
で
す
ば
ら
し
い
贈
り
物
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
か
。」

ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
、
引
用
先
を
『
予
言
に
つ
い
て
』
第
一
巻

第
三
章
と
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
第
二
巻
第
二
章
で
あ
る
。
オ

グ
リ
ス
は
、
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
間
違
い
を
訂
正
せ
ず
、C

icero 
de D

ivin. I. III.

と
記
載
し
て
い
る
（O

gris, p.8.

）。

（
19
） 
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
イ
（R

ichard H
ey. 1745-1835

）
は
、
数

一
八
一
三
年
に
カ
メ
ジ
ー
ナ
社
を
引
き
継
ぎ
、
一
八
一
六
年
ま
で

経
営
に
従
事
し
た
（F

rank, F
rim

m
el, p.28.

）。
そ
の
後
ホ
イ
プ

ナ
ー
は
、
フ
ォ
ル
ケ
と
一
緒
に
出
版
社
（V

erlag von H
eubner 

und V
olke

）
を
作
り
、
一
八
一
六
年
、
カ
メ
ジ
ー
ナ
社
は
閉
業
し

て
い
る
。
こ
の
ホ
イ
プ
ナ
ー
と
フ
ォ
ル
ケ
の
出
版
社
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
分
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
フ
ォ
ル
ケ
は
、
独
り
で
出

版
業
に
従
事
す
る
。
フ
ォ
ル
ケ
の
出
版
社
は
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
、

イ
タ
リ
ア
語
文
献
の
専
門
業
者
と
見
な
さ
れ
た
。

（
15
） 

各
版
の
書
誌
に
つ
い
て
は
前
稿
（
川
又
、
二
〇
一
七
）
を
参

照
せ
よ
。

（
16
） 

ル
ソ
ー
「
政
治
経
済
論
」
か
ら
の
引
用
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。「

政
治
体
は
、
個
別
的
に
取
り
あ
げ
れ
ば
、
人
間
の
身
体
に
類
似

し
た
、
生
命
を
も
つ
一
つ
の
組
織
体
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
主
権
は
、
頭
を
あ
ら
わ
す
。
法
と
慣
習
は
脳
髄
で
あ
る
。

そ
れ
は
神
経
の
本
源
で
あ
り
、
悟
性
、
意
志
お
よ
び
感
覚
の
中
枢

で
あ
る
。
裁
判
官
と
行
政
官
は
そ
の
機
関
で
あ
る
。
商
業
、
工
業

お
よ
び
農
業
は
共
同
の
生
計
の
資
を
用
意
す
る
口
お
よ
び
胃
で
あ

る
。
公
財
政
は
、
賢
明
な
経
済
が
心
臓
の
役
目
を
し
て
身
体
全
体

に
送
り
返
し
、
栄
養
と
生
命
を
行
き
渡
ら
せ
る
血
液
で
あ
る
。
市

民
は
、
機
関
を
動
か
し
、
生
き
さ
せ
、
働
か
せ
る
胴
体
お
よ
び
手

足
で
あ
る
。」（R

ousseau, p.244. 

坂
上
訳
、pp.66-67.

）

（
17
） 

ル
ソ
ー
「
政
治
経
済
論
」
か
ら
の
引
用
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
共
和
国
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
秩
序
と
平
和
を
行
き
わ
た
ら
せ
る

（
九
八
九
）
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二
三
六

あ
ろ
う
、
と
私
は
信
じ
る 

（H
ey, pp.2-3.

） 

。」

オ
グ
リ
ス
は
著
者
の
名
前
をH

ey

で
は
な
く
、H

ay

と
記
載
し

て
い
る
（O

gris, p.12.

）

（
20
） 

表
６
を
参
照
せ
よ
。

（
21
） 

こ
れ
ら
各
版
の
改
訂
に
お
い
て
、「
全
体
の
序
論
」
第
二
章
の

題
名
が
変
遷
し
て
い
る
。

ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
、
第
四
版
（
一
七
七
四
年
、
ト
ラ
ッ
ト

ナ
ー
）
で
「
Ⅱ
国
家
学
の
、
そ
し
て
そ
れ
の
領
域
の
主
要
原
理
」

か
ら
「
Ⅱ
国
家
学
の
主
要
原
理
と
そ
れ
ら
の
領
域
」
に
変
更
し
、

第
三
版
（
一
七
七
七
年
、
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
）
で
も
そ
の
変
更
を
踏

襲
し
て
い
た
。
し
か
し
ゾ
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
第
五
・
増
訂
版
で
再

「全体の序論」第二章の題名
初版、第二版、
第三版（一七
七〇）

Ⅱ Hauptgrundsatz der 
Staatswissenschaft 
und ihrer Zweige

第四版および
第三版（一七
七七）

Ⅱ Hauptgrundsatz der 
Staatswissenschaft 
und ihre Zweige

第五・増訂版
以降

Ⅱ Hauptgrundsatz der 
Staatswissenschaft, 
und ihrer Zweige

か
月
前
に
刊
行
さ
れ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
プ
ラ
イ
ス
（R

ichard 
P

rice. 1723-1791

）
の
『
市
民
的
自
由
』（O

bservation
s on

 
th

e N
atu

re of C
ivil L

iberty. 1776

）
へ
の
応
答
の
書
を
執
筆

し
て
い
る
。
引
用
文
は
そ
こ
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

〔
§
４
〕「
数
学
は
し
ば
し
ば
と
て
も
難
し
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
し

て
数
学
に
相
当
の
時
間
と
関
心
と
を
捧
げ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
ひ

と
は
、
数
学
の
問
題
に
つ
い
て
あ
え
て
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
一
方
、

政
治
学
は
、
理
解
す
る
の
が
簡
単
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
誰

も
が
（
あ
る
い
は
あ
ち
こ
ち
で
ひ
と
は
）
政
治
の
問
題
に
つ
い
て
沈

黙
す
る
こ
と
は
必
要
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
単
に
ひ
と
が
、
そ
れ

を
重
大
で
骨
の
折
れ
る
研
究
の
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
何
か
を
知
る
と
い
う
現
象
を
手
に
す
る
た
め
に
、
数

学
者
の
場
合
は
自
分
の
考
え
を
区
別
・
整
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。
彼
は
、
数
学
者
の
役
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
現
実
の
知

識
を
獲
得
す
る
い
く
つ
か
の
困
難
を
体
験
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か

し
政
治
学
に
お
い
て
、
現
象
は
、
現
実
か
ら
も
っ
と
切
り
離
さ
れ
て

い
る
。
政
治
家
の
頭
の
中
で
、
完
全
に
別
個
の
当
惑
し
な
い
一
つ
の

考
え
も
な
し
に
、
政
治
家
は
政
治
の
用
語
と
語
句
を
気
分
次
第
で
使

用
し
て
、
ま
じ
め
に
そ
し
て
慎
み
深
く
考
え
る
ひ
と
全
員
の
ひ
ん

し
ゅ
く
を
買
う
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
、
自
分
の
問
題
に
つ
い
て
語
る

こ
と
が
で
き
る
と
分
か
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
誠
実
な
真
理
探
究
者
が
こ
れ
ら
科
学
の
二
部
門
に

専
念
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
政
治
学
よ
り
も
数
学
の
ほ

う
が
、
知
識
の
実
際
的
発
展
が
ず
っ
と
容
易
で
あ
る
と
理
解
す
る
で

（
九
九
〇
）
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び
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又
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https://reader.digitale-sam

m
lungen.de/de/fs1/object/

display/bsb10731871_00158.htm
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H
olzm

ann, M
ichael. P

ortheim
, M

ax. “M
aterialien zu einer 

S
onnenfels-B

iographie, ” in: Z
eitschrift für die G

eschichte 
d

er Ju
d

en
 in

 d
er T

sch
ech

oslow
akai. 1. Jahrgang. H

eft 3. 

び
そ
れ
を
従
来
の
表
題
「
Ⅱ
国
家
学
の
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
領
域

の
主
要
原
理
」
に
戻
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
三
版

（
一
七
七
七
年
、
ク
ル
ツ
ベ
ッ
ク
）
の
も
う
ひ
と
つ
の
異
版

（https://books.google.co.jp/books?id=N
ukT

A
A

A
A

Q
A

A
J&

printsec=frontcover&
hl=ja&

source=gbs_ge_sum
m

ary_
r&

cad=0#v=onepage&
q&

f=false

）
で
は
「
国
家
学
の
、
そ
し

て
そ
れ
ら
の
領
域
の
主
要
原
理
」
と
な
っ
て
い
る
。
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Reflections on the value added of social capital

Yoji Inaba*

1 ．Preface

It has been over thirty years since the concept of social capital（ 1 ） 

was advocated by some scholars. At first, the concept was just a minor 

offspring of heretics. However those heretics included academic giants 

of sociology, political science, economics, and public health such as 

Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam, Gary Becker, 

Francis Fukuyama, Elinor Ostrom, and Ichiro Kawachi.   The concept 

has been met with some harsh critiques including a total denial of the 

concept.（ 2 ）

Nowadays, social capital has gained recognition as an academic 

concept reflecting an accumulation of numerous empirical research 

works in the past three decades. In 2003, John Field wrote “While 

there is a spreading literature on the concept, though, there has so far 

been nothing in the way of an extended introduction.” in his first edition 

of “Social Capital”.  Fourteen years later in 2017, in his third edition, 

he described as follows.

Today, the idea of social capital is so widely used that it is almost a 

taken-for-granted part of the researcher’s tool bag. - - - So, on the 

whole, I think it reasonable to conclude that the concept has indeed 
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come of age, and has served an extremely valuable purpose in drawing  

attention to the resources embedded in social relations and the ways in 

which people use them.（p.91）

It is true that we can observe a proliferation of literature related to 

social capital. As shown in Figure 1, the number of academic papers 

which include social capital as one of key words has been constantly 

increasing in the past 20 years. However, in spite of this proliferation, 

controversies on the concept have been far from being over. “Criticisms 

of social capital are centered on five ambiguities: ambiguity of the 

definition, ambiguity on the added value derived from social capital, 

ambiguity on measurement, ambiguity on causality, and ambiguity as 

policy tools” （Inaba 2013）.  The author wrote answers to these critiques 

Figure 1　The Number of Academic Papers Related to Social Capital

(Source) Science Direct, accessed on May 1 2019
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titled “what’s wrong with social capital?   Critiques from social science” 

as a chapter for “Global Perspectives on Social Capital” edited by 

Kawachi, Takao, and Subramanian.  The present essay is a follow-up of 

the chapter mainly focusing on why analyses on the combination of the 

three basic concepts of social capital, namely, network, norms, and trust 

have value added?

2  ．Why the combination of the three basic concepts of social 
capital, namely, network, norms, and trust has value added?

The most fundamental academic question related to social capital is 

as follows. “Each of the basic components of social capital such as 

trust, norms of reciprocity, and social network represents a well-

established construct with huge accumulations of academic works in the 

past.”（Inaba 2013, p326） Existing studies on each of the three concepts 

would be suffice to shed light on socio-economic matters in the present 

society. How come we have to create a new concept like social capital? 

Fine （2010） even denounced social capital as “hack academia.”（ 3 ）  What 

Fine meant was deep disbelief in those who use the term, social capital. 

According to Fine, they are just disguising old well established findings 

as something newly found. If that were the case, those who have been 

advocating the concept of social capital including the author of this 

essay should be ashamed of themselves. However, that is not the case. 

Social capital, especially, broadly defined as the combination of 

networks, norms, and trust as shown in Figure 2 does have value added 

to supplement the defects of existing concepts.  The theme of this essay 

is to clarify that Fine’s accusation is totally groundless.
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2.1　Social Capital has value added as a micro-macro link（ 4 ）

Social capital in its broadly defined sense has at least five potentials 

to provide value added. In the first place, it can function as micro-

macro link between individuals and society as a whole using the meso 

level as a link.  Social capital can provide a comprehensive picture of 

our society by combining individuals, community and the society as a 

whole into one concept. The author should be modest. However based 

upon my experience in the past 50 years, I can safely say the followings. 

That is some academic disciplines strangely lack the concept of 

community. As a result, they fail to provide the true picture of our 

world. This causes big problems from the viewpoints of policy makers, 

because major academic disciplines fail to provide comprehensive 

policies to deal with various current issues. What they assert is just a 

patchwork based upon their partial understandings of the real world. 

Figure 2　Three Concepts of Social Capital

（Source） Inaba （2005）
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Tett （2015） described the question raised by the Queen of England at 

the London School of Economics two months after the Leman shock. 

After a presentation by Luis Garicano, a highly esteemed economist, 

she asked him “Why did nobody see the crisis coming?” His answer was 

“though lots of people had understood separate pieces of the picture, 

nobody had been able to take an overview （pp. 132-133）.” I would not say 

social capital can always present a perfectly comprehensive picture of 

the real world by putting communities linking both individuals and 

macro situations. However, social capital in the broadly defined sense 

could provide a clue to know the whole picture thanks to its micro-

macro link function.

2.2 　Social capital has value added as a bridge between the past 

and the future

Social capital as a micro-macro link suggests its snapshot function to 

gain the comprehensive picture of the present society. However, 

community social capital is also a reflection of its past defined by 

history and cultural heritage. Putnam ’s seminal work “Making 

Democracy Work” （Putnam, 1993） described the history of Italy by 

tracing back to the 11th century. He devoted as many as 42 pages out of 

the 185-page book for Italian history to explain regional peculiarities 

of social capital in Italy. Obviously the present social capital is situated 

at the midpoint of the timeline from the past to the future. Social 

capital in the broadly defined sense is an embodiment of the past, some 

elements of which should be inherited to the next generation in the 

future. In that sense, social capital functions as a bridge between the 

past and the future.

Many countries have been endowed with local festivals which foster 

social capital of both intra and inter generations, and the social capital, 

（
一
二
六
六
）

5



R
eflections on the value added of social capital

（Inaba

）

五
一
一

in turn, functions as a cradle for further development of the festival in 

the future. The nexus continues throughout the timeline from the past 

to the future. Local festivals are good examples of social capital’s 

function as a bridge between the past and the future. The festival itself 

may last just a few days. However, it is regularly carried out, in many 

cases, once a year. That means people meet with each other many times 

for the preparation prior to the festival. The author has been engaging 

in a field survey on Danjiri festival in Kishiwada city in Osaka 

prefecture. The festival is said to be started in 1703 and attracts as 

many as 400 thousands tourists every year. Preparation for the next 

year starts right after the end of the festival this year.  Every 

neighborhood which has the privilege to take part in the festival 

creates a voluntary group in charge of the festival within the 

neighborhood association. Heads of these voluntary groups, which are 

self-governed body responsible for the festival, attend over 100 

meetings every year for the preparation of the festival.（ 5 ） The 

voluntary organization consists of vertical subgroups including every 

generations starting from youngsters （elementary to high school students） 

to those in their 50s and 60s. Thus they can also have inter-

generational exchanges. The organization forms a kind of commons to 

carry out the festival and functions as a cradle to enhance social capital 

and passes the historic and cultural intangibles in the form of the 

festival from one generation to the next.

2.3 　Social capital has value added as a prerequisite to make 

some basic concepts effective.

Some academic disciplines concern behavioral changes. For instance 

both economists and social epidemiologists concern measures to refrain 

from smoking. Some others concern over the salt intake which causes 
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cardiovascular diseases.

One of the most successful cases of behavioral change in Japan is 

Suzaka city located in Nagano Prefecture.（ 6 ）  The population of the 

municipality is approximately 50 thousand.  Originally a small local 

health care movement started from a part of Suzaka city back in the 

1940s has grown into a formal city government program which provides 

education on health to over 280 housewives every two–year period. The 

program celebrated its 60th anniversary in 2016. As many as 7500 

housewives participated in the program during the sixty years. This 

means over a quarter of housewives in Suzaka city took the health care 

cause.  It has achieved phenomenal changes regarding the health care 

related behaviors among the residents. In fact, the movement was so 

successful that other municipalities not only in Nagano prefecture but 

also municipalities all over Japan adopted the movement. Although the 

prefecture, which used to be known as the most short-lived prefecture 

mainly due to excessive intake of salt, has successfully reduced their 

salt intake. Residents in Nagano prefecture now enjoy longevity. Their 

life expectancy belongs to the longest group among the 47 prefectures 

in Japan.

However behavioral changes often do not last long. Even the 

supposedly strongest incentive like the price hike of tobacco cannot 

keep people from smoking for a long period. Many smokers resume 

smoking in 18 months in spite of the price hike.（ 7 ）  The difference 

between the tobacco price hike and the health care education in Suzaka 

city is whether they utilize social capital or not. Tobacco price hike 

depending upon behavioral changes of individuals alone cannot achieve a 

long lasting result. However, health care movement mobilizing social 

capital of residents can change the norms of residents and bring about 

a long lasting behavioral change.
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Another example is governance.（ 8 ） For instance, changes in rules 

cannot terminate corporate misconducts. Japanese government made 

efforts to enhance entrepreneurship on the part of the management by 

emphasizing corporate governance. In fact, corporation law has been 

amended frequently since the middle of the 1990s. First, the 

government strengthened the power of the auditors, and then, the 

position of auditors. In addition, they introduced Anglo-Saxon 

corporate governance systems in 2003.  They also introduced Corporate 

Governance Code, and Stewardship Code for institutional investors. As 

far as formal rules are concerned, the corporate governance system has 

been substantially improved. Yet the present situation of corporate 

governance leaves much to be desired. Investors have been suffered 

from corporate misconducts one after another.

Companies set up what they call a third party committee to 

investigate the cause of the misconduct. Quite frequently, they attribute 

the misconduct to the company’s corporate culture.

What the committee implicitly implies is the management of the 

company is not directly responsible for the misconduct. However, in my 

opinion, that is completely wrong because the corporate culture is an 

intangible asset which has been crafted by the top management. In 

reality, there are informal rules as Ostrom called institutions behind 

formal regulations and rules. These informal rules consist social capital 

of the firm. In any case, corporate misconducts could have been 

prevented if information about the organizational social capital were 

available. Sound social capital is the most important prerequisite for 

sound corporate governance. By the same token, social capital is a 

prerequisite for sound democracy as well（ 9 ）.
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2.4 　Social capital has value added by providing comprehensive 

pictures of communities

The function of social capital as a micro-macro link provide a 

comprehensive picture of a community. As shown in Figure 3, basically 

any communities can be classified into four types from the viewpoint of 

social capital. The residents of the community D has close ties with 

both the members and non-members of the community, while the 

residents in the community B are isolated without any ties with others.  

Those in the community A have ties among the members of the 

community. However they lack ties with people outside their community. 

On the contrary, those in the community C do not have ties in the 

community, but have ties with people outside of their community.

Ishida （2015） found these four types in Tama New Town Area located 

in the west suburb of Tokyo.  One area is a newly developed residential 

area for relatively wealthy families living in individually detached 

houses. The residents of the area had abundant outside ties with very 

poor contacts with his/her neighbors. The area fits the image of the 

community C mentioned above.

On the other hand, there is an old community located nearby 

consisted of households residing the area for a long time. Quite 

naturally, they enjoy close ties among the residents. But they have 

little outside ties. The area is just like the community A.  In the 

southern center of Tama New Town, there is a public apartment owned 

by the Metropolitan Tokyo Government. The dwellers of the apartment 

are mainly old with low income, and in many cases, live alone. They 

have little contacts with each other and few ties with outsiders like the 

case of the community B in Figure 3. Just a few blocks away from the 

apartment, there are residential areas consisted of condos owned by 

middle income households originally developed & sold by UR 
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（Government Housing Corporation）. The residents of these areas enjoy ties 

both among themselves as well as ties with outsiders （community D）.

Apparently, what the local government is supposed to do is different 

depending on the characteristics of social capital of each community. 

The community D may require no major intervention form the local 

government, while the local government may be required to assist 

Figure 3　Community Classification by Social Capital

（Source） Inaba （2013, pp.336-337）
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dwellers in the community B to prevent them from being isolated by 

assisting the residents making ties among and outside the community. 

As for the community A, the local government should help them to 

create ties with those living outside of the community. On the contrary, 

as for the community C, the local government should assist the 

residents to get acquainted with each other.

Nobody would not have any difficulties in understanding the above 

mentioned logic. However, in reality, it is not so easy for local 

governments to adopt differentiated policies depending on the 

characteristics of neighborhoods from the view point of fairness and 

neutrality in providing public services to tax payers. Social capital 

gives the local government a logic to differentiate its interventions 

depending upon the characteristics of social capital.

2.5　Social capital has value added as a missing link between 

income/wealth gap and the soundness of democracy

Grootaert （1998） suggested social capital is a missing link connecting 

three types of capital: natural, physical, and human capital.  However, 

in my opinion, social capital in broadly defined sense has a role as a 

missing link in more significant contemporary issues. That is a link 

between income/ wealth gap and the soundness of democracy. 

Economists’ enthusiasm on widening income/wealth gap is a phenomenon 

observed in the recent ten years. Until the middle of the 2000s, 

mainstream economists had been apathetic toward the issue. They said 

poverty was a big economic issue, not the income/wealth gap.  They 

also said income gap was nothing but a reflection of differences in one’s 

ability and preference. According to them, if there had been economic 

gap which could not be explained by ability or by preference, the 

market mechanism would adjust the gap. It will be vanished eventually 
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in the competitive market. The widening income/wealth gap is a 

reflection of sound economic activities providing incentives to those 

endowed with talents.  I must mention, to be fair, there were many 

economists who worried about the widening economic gap.  However, 

they appeared on the main stage of the economics  only in the 2010s in 

spite of the fact, the widening income/wealth gap had been observed 

since as early as in the 1990s.

While mainstream economists had ignored the negative impact of the 

widening income/wealth gap, those who advocated social capital 

correctly pointed out the negative impact of the gap. They argued that 

the widening income gap deteriorated social capital, thus led to the 

deterioration of health. The widening income/wealth gap lengthens 

social distance among people. It will deteriorate trust toward society as 

a whole （generalized trust）, and strengthen the trust among the group 

he/she belongs to （particularized trust）.

Inaba （2008） summarizing the results of preceding works suggests 

that the causality mainly goes from economic equality to social capital, 

not vice versa. According to the paper, the mechanisms through which 

inequality affects social capital can be summarized as follows.

1）Inequality increases social distances between income groups. 

（Wilkinson ［2005］）

2）It is easier for the members of egalitarian communities than for 

those in communities with wide income and wealth gaps to share 

the same values. Conversely difficulties in sharing the same values 

will more greatly damage efforts for collective work between 

income classes （Uslaner ［2002］；Wilkinson ［2005］）.

3）Economic inequality may deteriorate the self-esteem of the have-

nots and thus deprive them of the sense of collective work with the 
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rich. This in turn deteriorates the social capital of the community 

（Uslaner ［2002］, Wilkinson ［2005］）.

4）Economic inequality may deteriorate the quality of social contacts 

for the poor. Although there is a strong incentive on the part of 

the poor to establish contacts with the rich, the rich lack 

incentives to have contacts with lower classes. Social contacts of 

the poor tend to be limited to those among the same kind of people, 

leading to further deterioration of their social capital （Uslaner 

［2002］; Field ［2003］）.

5）Economic inequality may accelerate the asymmetry of information. 

The have-nots tend to be put in a disadvantageous position in terms 

of both the quantity and the quality of information they can obtain, 

while the affluent tend to be in a better position. The latter can 

take advantage of their position and exploit the former. This makes 

the poor more distrustful of the rich and results in deterioration 

of social capital.

6）Increased asymmetry of information caused by inequality may 

make a higher level of diligence necessary in transactions, thus 

increasing the transaction costs of the community as a whole. 

Although transaction costs often reflect the conditions of social 

capital, the relationship may be the reverse. Higher transaction 

costs may be accompanied by more friction, which can have an 

adverse impact on social capital （Zak and Knack ［2001］）.

7）Excessive economic inequality may hurt people’s expectation for 

the future. People become less optimistic about the future and may 

lose the get-ahead sentiment. People do not see any reason to 

conduct inter-class cooperation under a class society with a 

pessimistic view of the future （Uslaner ［2002］）. （Inaba 2008, p.5）
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Unfortunately all these mechanisms have materialized. Economic 

inequality has had a seriously adverse impact on our society through 

the deterioration of social capital, and even has been endangering 

democracy, while mainstream economists have been concentrating on 

their patchworks ignoring the serious negative impact of the widening 

economic inequality.

As mentioned earlier, there is social capital with negative 

externalities. I would not say that social capital is a wizard’s wand, one 

wave of that brings about solutions to every issue. However, even in the 

case of negative issues, social capital in broadly defined often provides 

a clue to identify the hardcore of the problem. Broadly defined social 

capital is indispensable in dealing with various contemporary issues by 

providing unique views other concepts cannot reveal.

3 ．New frontiers of social capital research（10）

Having viewed the merits of broadly defined social capital, let me 

turn to the new frontiers of social capital research. I can raise three 

points as mentioned below.

3.1　Reevaluation of the Commons in the era of AI

Elinor Ostrom, the first female Nobel laureate in economics became 

an ardent advocator of social capital in the last one and half decade of 

her academic life. Since her enthusiasm on social capital was derived 

from her study on the Commons, her definition of social capital includes 

institutions in place of norms （Ostrom & Ahn, 2009: Ahn & Ostrom, 2008）.  

What she meant by institution is tilted toward informal rules among 

community members rather than formal laws and regulations stipulated 
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by central or local governments.

As illustrated by Ostrom （1990） and her colleagues （Ostrom et al. 

2002）, social capital functions as a base for the smooth management of 

the Commons suggesting social capital as a prerequisite for the sound 

management of the Commons.

Jeremy Rifkin reevaluates the role of the Commons as one of the 

three governing mechanisms of our society in tandem with the market 

mechanism and the government.

Until very recently, economists and historians regarded the 

Commons as a unique economic model whose relevance was 

inextricably tied to a feudal society. Over the past 25 years, however, 

a younger generation of scholars and practitioners has begun to 

reexamine the Commons as a governing model. They sense that its 

guiding principles, if updated and reworked, might offer a more 

practical organizational model for a transitioning economy where 

centralized command and control of commerce is capitulating to 

distributed, laterally scaled, peer-to-peer production, where property 

exchange in markets is becoming less relevant than access to sharable 

goods and services in networks, and where social capital is becoming 

more valued than market capital in orchestrating economic life. 

（Rifkin 2014, p.189）

If there is an essential theme to the Commons, it is that the people 

who know best how to govern their lives are the members of the 

community themselves. If there are resources, goods, and services that 

are public in nature and are best optimized by public access and use, 

then they are often best managed by the community as a whole. 

（Rifkin2014, p.195）
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What was unique about the view point of Rifkin was that he found 

abundant examples of the Commons in today’s high technology domains 

such as the development of Linux.

The GPL（11） became the vehicle for the establishment of a 

Commons for the free sharing of software. The license incorporated 

many of the paramount features Elinor Ostrom proposed for effective 

management of any Commons, most importantly the conditions of 

inclusion and the restrictions for exclusion; the rights governing 

access and withdrawal; monitoring sanctions and protocols for self-

management; enhancement and stewardship of the resources, which, in 

this is the code itself. - - - There was a growing awareness of the 

Internet as a place where human beings create social capital rather 

than market capital. - - - That operating logic favors an open 

Commons form of democratic self-management. - - - The idea that 

much of the social life of our species is best optimized in the public 

domain makes “common” sense – after all, it is the arena in which we 

create social capital and trust. （Rifkin 2014, pp.211, 214, 219, the footnote 

provided by Inaba）

In fact, according to Rifkin, the Commons can be a governing system 

for the high tech world on the web if social capital prevails.  Thus 

social capital is indispensable for creating high tech Commons. His 

justification to treat the arena for the development of high technologies 

as the Commons is as followings. That is, today ’s successive 

technological progress reduces marginal cost down to almost zero 

where goods and services can be treated as public goods. 

There is no doubt that we need more detailed analyses before 

jumping into the conclusion. However, Rifkin did make a very important 

（
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proposition worth for further analyses from a view point of social 

capital study.

3.2　Needs for a national benchmark survey of social capital

Rifkin （2014） reevaluates the role of the commons as a governing 

mechanism in the era of AI, where social capital is of vital importance. 

Although there has been many surveys on social capital in Japan 

focusing on various local areas, there is no nationwide survey which 

provides a benchmark on the level of social capital. Without a 

benchmark, the peculiarities of communities from a viewpoint of social 

capital cannot be identified.

JAGES（12） （the Japan Gerontological Evaluation Study） has been a 

phenomenal success revealing a number of evidences on the relation（13） 

between social capital and health. They provide diagnoses on the social 

determinants of health including social capital for each of the 

participating municipalities. The study originally started as a local 

survey in Chita Peninsula in Aichi prefecture with the data of just 7057 

senior citizens living in two municipalities in 1999.    It has grown into 

a huge survey project. The fifth wave carried out in 2016-2017 gathered 

the data of as many as approximately 200,000 individuals age 65 or over 

in 40 municipalities. The results of the projects should be analyzed in 

comparison with a benchmark data which is a survey nationwide with all 

generations. However, there has been no nationwide survey on social 

capital which represents the entire Japanese population including 

younger generations.

The nationwide benchmark study of social capital could also provide 

a barometer on the soundness of our communities if it is carried out 

regularly, for instance, every five-year period like the Census.

（
一
二
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3.3　Progress in the assessment of social capital in the era of AI

Progress in network assessment together with space assessment 

assisted by AI have been opening up a new frontier for social capital 

analyses. Originally, it was formidably difficult for researchers to draw 

a sociogram or a comprehensive picture of a community or a group.  In 

addition, it was also formidably difficult for researchers to define the 

appropriate scope of a research mainly due to difficulties in getting 

appropriate data. They all suffered from the modifiable areal unit 

problem （MAUP）. That is, the result could be changed depending upon 

the unit of the area used for the analysis. Because of these difficulties, 

researchers used proxies such as group participation rates and the 

frequencies of contacts with neighbors, friends and acquaintances, and 

so on. In many cases, there is practically no way to overcome the 

MAUP due to the availability of data. However, if researchers can 

overcome ethical issues, technological progress of ITC enables us to 

draw a sociogram of any groups by using, for instances, the exchanges 

of e-mails and SNSs. ITC also allows us to identify the center of 

information exchanges and, thus, we can identify the appropriate scope 

of a network.

4 ．Concluding Remarks

An eminent statistician Dr. Junji Nakano once made a following 

comment. “Human beings cannot beat machines. They cannot beat even 

bikes.”（14）

Regardless of our preference, AI will prevail in our society at least 

in areas currently under the market mechanisms sooner or later. It may 

be imperative for us to create new types of the Commons in the virtual 
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space based on our social capital to protect ourselves before the greedy 

market mechanism takes the fruits of AI.
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（ 1 ） With regard to the definition of social capital, Inaba （2013, p.332） 
defined “social capital as trust, norms of reciprocity, and networks that are 
associated with externality effects which operate through perceptions and 
cognitions or in the minds of the actors.”

（ 2 ） “I beg to differ, and insist not only that social capital should be 
critically addressed, but that it should be discarded as a result” （Fine, 
2010, p.207） Fine （2001） and Fine （2010） provide most comprehensive 
analyses on flaws of social capital. The author owes a great deal to the 
insights shown in these two books.

（ 3 ） “With all social theory reinterpreted through its prism, a common 
feature of a typical social capital article can be its adoption of the form 
social capital plus X, or vice versa. Whatever I or even somebody else, 
published before, I can publish again as if a new contribution.” （Fine, 2010, 
p.32）.

（ 4 ） My knowledge on the micro-macro link is based on Alexander et al. 
（1987）.

（ 5 ） Ko （2005） gives the detailed description of the annual schedule of a 
deputy head in charge of the operation of the festival for a neighborhood. 
The deputy spent 53 days attending 130 meetings during a nine-month 
period from January to September in 2003.

（ 6 ） The description of this part is based on two mail surveys and over 50 
interviews I carried out in the past 12 years.

（ 7 ） Based on a remark made by Prof. Rei Goto at the luncheon seminar 8 
titled “Behavioral changes from the viewpoint of behavioral economics – 
bright sides and dark sides”, at the 75th annual meeting of Japan Society of 
Public Health on 27th of October 2016 held in Osaka. The remark was made 
in answer to a question concerning the durability of incentives. Besides the 
remark, there are numerous cases in which behavioral changes does not 
last long without social capital.

（ 8 ） Refer to Inaba （2017） for a further detailed analysis on corporate 
misconducts from the view point of social capital.

（ 9 ） Please refer to Inaba （2019a） on the analysis in which I extended the 
logic to democracy.

（10） This section as well as the concluding remarks is based on Inaba 
（2019b） originally written in Japanese, translated by the author with some 
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additional modifications.
（11） The GPL stands for General Public License. It stipulates the 

framework for free software licensing, which is called “copy left” in 
contrast with “copy right.” （Rifkin 2014, p.214）

（12） https://www.jages.net/about_jages/ accessed on May 22, 2019.
（13） Not an association which might be derived from coincidences.
（14） A comment given by Dr. Junji Nakano, the former Director General of 

the Japan Statistical Society, in his speech on AI, January 20th 2018 at 
Nihon University.
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日本における民主主義の経済成長効果に
関する実証的試論

坂　井　吉　良
坂　本　智　幸
坂　本　直　樹
瀧　本　太　郎
中　嶌　一　憲

1 ．序

2．チャンネル効果と経済成長効果

3．計量モデルによる分析方法

3．1　チャンネル方程式と成長方程式

3．2　データ

4．実証分析結果

5．むすび

1 ．序

政治制度や経済制度は国を問わず、複雑な歴史的経過をたどり形成

され、それらに規定される民主主義や市場経済は国民や政府の意思決

定を通じて相互に依存し合っている。こうした民主主義と市場経済と

の相互依存関係を前提としたうえで、本研究は日本を対象とし、民主

主義の質的改善が経済成長に与える効果を定量的に把握することに挑

戦する。より具体的には、日本の統計データを用いて、民主主義が人

的資本、物的資本、所得分配、市場開放、政府規模といった各経済変

論　説
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数を介して経済成長に影響を与える個別効果と、それらの和である総

効果を推定し、日本の民主主義の経済成長効果の解明を試みる。

Tavares and Wacziarg （2001）は、民主主義の質から影響を受け経済

成長に影響を与える変数のことをチャンネル変数（channel variable）と

定義している（ 1 ）。上述した人的資本、物的資本、所得分配、市場開放、

政府規模はこのチャンネル変数に当たり、民主主義と経済成長とをリ

ンクさせる役割を果たしている。本研究では、民主主義の質がチャン

ネル変数に与える効果をチャンネル効果（channel effect）と呼び、各

チャンネル変数が経済成長に与える効果を経済成長効果（economic 

growth effect）、または、単に成長効果と呼ぶことにする。

チャンネル効果と経済成長効果はともにチャンネル変数ごとに存在

し得る。あるチャンネル変数に関する両者の積は、そのチャンネル変

数を介した民主主義の経済成長効果、すなわち、上述の個別効果を表

す。また、すべてのチャンネル変数に関する個別効果の和は、民主主

義が経済成長に与える総合的な効果、すなわち、上述の総効果を表し

ている。

本研究の主要な目的は以下の 3 点である。第一に、Solow（1957）は、

労働の増加、資本の増加、技術進歩（全要素生産性 : TFP）の経済成長へ

の寄与を定量的に把握する成長会計を提示した（ 2 ）。一方、本研究では

民主主義の経済成長への寄与を定量的に把握することを第一の目的と

する。人的資本や物的資本の形成は、経済成長を決定する基本的かつ

大きな影響力をもつ経済的要因である。この 2 つの資本形成とその蓄

積量は、経済主体である企業や個人の意思決定に依存しているが、そ

の意思決定は政府の政策によって変化することが予想される。すなわ

ち、市場経済において決定されるあらゆる経済変数は政府の政策と独

立ではない。このことは、民主主義が政府の政策決定とその影響を受

ける市場参加者の意思決定を通じ、市場経済において決定される人的

資本や物的資本等のチャンネル変数に影響を及ぼして、経済成長を変

化させることを意味している。
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第二に、政治制度に関する研究は、各国の政治制度が各国の経済的

パフォーマンスや民主主義の質に影響を与えていることを強調してい

る。例えば、大統領制や議員内閣制のような政治制度に加え、司法制

度、議会制度、選挙制度、地方自治制度、さらには、財政制度等のよ

うに憲法に規定される統治機構は、経済的パフォーマンスや民主主義

の質と密接な関係にあることが指摘されてきた（Persson and Tabellini, 

2003, Lijphart, 1999）。しかしながら、本研究は、政治制度等の統治機構

が経済的パフォーマンスや民主主義の質にとって重要であるという指

摘に止まらず、「われわれが実際に知りたいのは、・・・どの制度の特

定の側面がどの結果にとって重要であるか」（Acemoglu, 2005）というこ

とに着目し、具体的で説得的な政策提言に結びつく分析を目指した実

証的試論を行うことを第二の目的とする。ところで、Tavares and 

Wacziarg （2001）は、民主主義が複数のチャンネル変数を介して経済成

長に影響を与える計量モデルを提示している。このモデルにおいて民

主主義が経済成長に与える効果はチャンネル変数によって異なり、正

値をとる場合も負値をとる場合もある（ 3 ）。本研究は第二の目的に応え

るために、このモデルに基づく実証分析を行い、予め設定したチャン

ネル変数ごとにチャンネル効果と経済成長効果を推定する。 

第三に、民主主義と所得水準との関係に関する研究は、Lipset （1959）

以来多くの研究蓄積がある。民主主義と所得水準に関する多くの実証

分析は、クロスセクションとパネルデータに基づいて分析されてきた。

豊かな国は民主主義国であり、民主主義は経済成長を実現することを

示している。しかしながら、民主主義が所得水準に与える正の効果は、

民主主義制度が導入された初期段階に限られ、強固な民主主義が定着

した段階では負の効果が生じることも指摘されている（Barro, 1996, 

1997）。また、Giavazzi and Tabellini （2005）、Persson and Tabellini （2006，

2008，2009）、Acemoglu et al. （2019）では、民主主義の経済成長効果、

すなわち、正の効果が確認されているが、これらの研究が独裁政治か

ら民主主義への移行による効果を推定したものであることには注意を
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要 す る。 こ れ に 対 し て、Helliwell （1994） と Tavares and Wacziarg 

（2001）のように民主主義が所得水準に与える効果を負とする研究もあ

る。これら一連の先行研究に対し、本研究は、日本という民主化後、

比較的長い歴史を有する国の民主主義と経済成長に焦点をあて、各国

のクロスセクションデータではなく、日本の歴史的経緯を内在した時

系列データを用いて実証分析を行うことを第三の目的とする。具体的

には、日本において民主主義が経済成長にどのような影響を与えてき

たかを把握するために、人的資本、物的資本、所得分配、市場開放、

政府規模の 5 変数をチャンネル変数として設定したうえで、1961 年か

ら 2014 年の日本の時系列データを用いて、これら 5 変数のチャンネル

効果と経済成長効果を推定することを試みる。そして、構造方程式の

推定結果から個別効果と総効果を導出し、日本の民主主義が経済成長

に与える効果について検討する。

本研究の構成は以下の通りである。第 2 節では、民主主義と経済成長

とをリンクさせるチャンネル変数について説明し、それらのチャンネル

効果と民主主義が経済成長に与える効果について考察する。第 3 節では、

本研究で利用する分析方法とデータについて説明する。第 4 節では、実

証分析結果を提示し、最後に、本研究の要約と課題について述べる。

2 ．チャンネル効果と経済成長効果

Tavares and Wacriarg （2001）はチャンネル変数を複数設定（政治的不

安定性、政府の質、人的資本等）し、民主主義が各チャンネル変数を介し

て経済成長に及ぼす効果について実証分析を行っている。彼らの研究

を踏まえた坂井（2013）もあり、両者は構造方程式を推定する計量モデ

ルによる研究である。

チャンネル変数とは、前述のとおり、民主主義の質から影響を受け

経済成長に影響を与える変数のことであり、民主主義と経済成長とを

リンクさせる。民主主義の質は政策決定を通じて経済成長という経済

（
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的パフォーマンスに影響を与えることから、チャンネル変数は政治と

経済とをリンクさせる変数であるともいえる。例えば、民主主義の状

況によって、政変（クーデターや政権交代）の頻度が異なり、政変に伴う

統治機構や政策の変更は平和的であることも軍事力によることもあり

得る。いわゆる政治的安定性は、民主主義の成熟度によって異なって

いるとともに、雇用や物価という経済安定や経済成長という経済的パ

フォーマンスに影響を与えている。この政治的安定性のようなガバナ

ンス指標は、民主主義と経済成長とをリンクさせるチャンネル変数の

代表的な例である（坂井 , 2013）（ 4 ）。

本研究では、民主主義の質がチャンネル変数に与える効果をチャン

ネル効果と呼び、各チャンネル変数が経済成長に与える効果を経済成

長効果と呼ぶこととする。チャンネル効果と経済成長効果はともに

チャンネル変数ごとに存在し得るが、あるチャンネル変数に関する両

者の積は、そのチャンネル変数を介した民主主義の経済成長効果、す

なわち、個別効果を表している。また、すべてのチャンネル変数に関

する個別効果の和は、民主主義が経済成長に与える総合的な効果、す

なわち、総効果であり、日本の民主主義が経済成長に与える効果と考

えることができる。

本研究ではこうした個別効果と総効果を定量化するために、5 つの

チャンネル変数を設定したうえで、各チャンネル変数を被説明変数と

し、民主主義の質を説明変数に含む 5 本の構造方程式（以下、チャンネ

ル方程式）と、経済成長率を被説明変数とし、5 つのチャンネル変数が

説明変数である 1 本の構造方程式（以下、成長方程式）を推定する。こ

れらの構造方程式の推定結果に基づき、チャンネル方程式の民主主義

に関する回帰係数と、成長方程式のチャンネル変数に関する回帰係数

との積を計算することにより、民主主義の質が各チャンネル変数を介

して経済成長に与える個別効果を導出する。さらに、これらを合計す

ることにより、民主主義が経済成長に与える総効果を提示する。この

アプローチは、日本の民主主義が特定のチャンネルを介して経済成長

（
一
二
四
四
）
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に影響を与えているかどうかを、そして、どのような影響を与えてい

るかを明らかにすることができる。

本研究におけるチャンネル変数は、人的資本、物的資本、所得分配、

市場開放、政府規模の 5 つである。人的資本は教育や経験を通して得

られる知識や熟練と定義されることから、教育と労働の関数として表

される（ 5 ）。さらに人的資本は、知識や熟練だけでなく栄養、医療、健

康、寿命等の労働者の能力を引き上げる個人や企業そして社会のス

トックであり、特に知識は正の外部性があり、公共財の特徴をもって

いる。したがって、人的資本は政府の教育政策と雇用政策を通じて民

主主義から影響を受ける代表的なチャンネル変数であり、民主主義の

質的改善が人的資本の蓄積を促進することが期待される。

物的資本は投資の収益率やそのコスト（長期利子率）だけでなく、法

人税率やリスクに対する政府のケア、さらには政府の公共投資との競

合・補完関係にも依存する。政府支出と民間投資（物的資本の形成）と

の関係に関する従来からの議論は、政府支出の増加が民間投資を抑制

するというクラウディングアウト効果の存在である。民主主義の質的

改善が政府支出を増加させるときは、クラウディングアウト効果が存

在するならば、民主主義と物的資本との関係は負と予想されるが、ク

ラウディングアウト効果が存在しないならば、両者の関係は正となる。

他方、民主主義の質的改善が政府支出を減少させるときは、この正負

の関係は真逆になる。生産要素の技術的関係から物的資本の経済成長

効果は正であると予想されるものの、物的資本のチャンネル効果の方

向は定まらないことから、民主主義が物的資本を介して経済成長に与

える効果も定まらない。Tavares and Wacziarg （2001）の実証分析では、

その効果は負となっている。

所得分配は政府の分配政策や課税政策によって大きく変化する。政

権が富裕層に配慮した分配政策や課税政策では、富裕層への所得と富

が集中し、ジニ係数は高く不平等は大きくなる。その結果、労働者の

勤労意欲の低下を導くことも予想されるが、富裕層の経済的なインセ

（
一
二
四
三
）
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ンティブを損なうことはなく、経済成長を促進することも予想される。

一方、中間層や低所得層に配慮した課税政策や所得再分配政策を重視

する政権の下では、所得や富の不平等は小さくなる。しかし、この所

得再分配政策は富裕層の経済的なインセンティブを低下させるだけで

なく、労働者の勤労意欲を低下させ、失業率を高める可能性がある。

したがって、民主主義のテーマの一つである所得や富の分配の不平等

を是正することが、経済成長に正の効果をもたらすかどうかは明らか

ではない。

貿易の市場開放は頻繁に政治問題となっている。国際経済学の基礎

理論である比較優位の原理は、自由貿易が国民の厚生水準を高めると

いう命題を導いている。しかし、貿易の自由化は国内の特定の生産者

に不利益が集中し、かつ、労働や土地さらには物的資本の短期的調整

が困難であることから、国内産業の市場開放には強力な反対意見が常

に提起されてきた。一方、国民一人当たりの貿易の自由化の便益が小

さいために、大多数の消費者は発言を控えることが市場開放の進展し

ない背景要因となっている。したがって、民主主義が貿易の市場開放

を促進することは困難であり、市場開放の経済成長効果も明確ではない。

政府規模に関する国民の選好について、「ゆりかごから墓場まで」と

いうように、国民のあらゆる生活をケアする大きな政府を選好してい

る北欧諸国や、国民に対する政府の介入・規制を極力排除し、個人の

自己責任が貫徹可能な小さな政府を選好するアメリカのような国も存

在する。政府規模は国民が政府の役割をどのように考えるかによって

大きな隔たりがある。この議論は、その国の長い歴史的過程、民主主

義の誕生、民主主義の歴史的過程等に依存しているものと考えられる。

したがって、政府規模のチャンネル効果は不確定である。さらに、政

府規模の変化が有効需要に与える効果、さらには、民間投資に与える

効果も存在することから、政府規模の経済成長効果も複雑であること

が予想される。

以上 5つのチャンネル変数のうち、人的資本は民主主義の質的改善

（
一
二
四
二
）
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によって増加し、その人的資本の増加によって経済成長を促進させる

と予想されるが、他の4つのチャンネル効果と経済成長効果は政治的・

経済的要因や民主主義の歴史等、各国の複雑な歴史的過程に依存して

いることから明確ではない。すなわち、チャンネル効果と経済成長効

果の解明は、極めて実証的な問題であるといえる。

3 ．計量モデルによる分析方法

３．1　チャンネル方程式と成長方程式

チャンネル効果と経済成長効果の推定には、Tavares and Wacriarg 

（2001）と坂井（2013）に基づく計量モデルを用いる。この計量モデルは

チャンネル方程式と成長方程式からなる連立方程式体系であるため、

その特徴を踏まえた推定方法が必要となる。

チャンネル方程式は、人的資本、物的資本、所得分配、市場開放、

政府規模という 5 つのチャンネル変数ごとに定式化される。いずれの

チャンネル方程式についても、被説明変数はチャンネル変数であり、

民主主義の質が説明変数に含まれる。また、成長方程式は、経済成長

率を被説明変数とし、すべてのチャンネル変数が説明変数に含まれる。

したがって、推定すべき連立方程式体系は、5 本のチャンネル方程式

と 1 本の成長方程式からなる。また、この体系から決定される内生変

数は、5 つのチャンネル変数と経済成長率の計 6 つであり、それらはこ

の体系におけるすべての外生変数によって操作される。以上から、次

式のように成長方程式とチャンネル変数を定式化する。

（ 1 ）　ydott＝α＋
5

i＝1
βi xit＋

H

h＝1
δh Zht＋et,　t＝1, ⋯, T

（ 2 ）　xit＝γi＋μi dct＋
5

j＝1
j≠i

ϕj xjt＋
Si

s＝1
θis Rist＋uit,　i＝1, ⋯, 5,　t＝1, ⋯, T

（
一
二
四
一
）

30



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

四
八
六

（ 1 ）式は成長方程式である。この方程式において、ydott は第 t 期の

経済成長率、xit は第 t 期のチャンネル変数であり、ともに内生変数で

ある。Zht は第 t 期の外生変数であり、その種類は h で表され、その個

数は H である。また、α, βi, δh は推定されるべきパラメータであり、

et は第 t 期の撹乱項である。他方、（ 2 ）式はチャンネル変数 xit を説明

するチャンネル方程式である。この方程式において、dct は第 t 期の民

主主義の質（後述する Democratic Capital）、Rist は i 番目のチャンネル変

数に関する第 t 期の外生変数であり、その種類は s で表され、その個

数は Si である。また、γi, μi, ϕ j, θis はパラメータ、uit は撹乱項である。

各チャンネル変数のチャンネル効果は、（ 2 ）式における dct の回帰

係数μi によって表される。また、各チャンネル変数の経済成長効果は、

（ 1 ）式における xit の回帰係数βi によって表される。したがって、民

主主義が各チャンネル変数を介して経済成長に影響を与える個別効果

は、各チャンネル変数のチャンネル効果と経済成長効果の積βiμi で表

される。そして、すべてのチャンネル変数に関する個別効果の和であ

る総効果は次式で与えられる。

（ 3 ）　
5

i＝1

∂ydott

∂xit

 ∂xit

∂dct
＝

5

i＝1
βiμi

（ 1 ）式と（ 2 ）式から計量モデルは、6 つの内生変数と 6 つの構造

方程式から構成される連立方程式体系である。本研究では、このモデ

ルを 3SLS で推定し、そのパラメータの推定値を利用して、個別効果

と総効果を推定する。

このモデルの特徴は、民主主義の質がすべてのチャンネル方程式の

説明変数に含まれているが、成長方程式には含まれていないことであ

る。その理由は、民主主義の経済成長に与える直接効果ではなく、間

接効果を推定することを意図したモデルであり、民主主義の経済成長

に与える明確な直接効果に関する理論的関係が解明されていないこと

（
一
二
四
〇
）
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によるものである（ 6 ）。

また、民主主義と経済との関係の解明は、Lipset （1959）の先行研究

以後の今日も重要なテーマである。このモデルはこのテーマの解明に

挑戦しているだけでなく、「民主主義制度のどの特定の側面がどの結果

にとって重要であるか」（Acemoglu, 2005）というテーマへの挑戦を意図

していることにも特徴がある。ただし、本研究は、5 つのチャンネル変

数しか考慮しておらず、また、経済的パフォーマンスも経済成長しか

取り上げていないが、資源配分の効率性、物価・雇用の安定性や公平

性、さらには経済的自由などの政策目標についても分析が可能である。

３．2　データ

本研究では、（ 1 ）式と（ 2 ）式を推定するため、1961 年から 2014

年までの日本の経済、財政、金融、人口、民主主義等の時系列データ

を利用する。主要なデータの出所は、「国民経済計算年報」（内閣府）、

「長期統計年鑑」（総務省統計局）、「長期金利」（日本銀行）であり、その

詳細は付録 B を参照されたい。

民主主義の質を表す変数については、その時系列的な変動を捉える

必要があるため、坂井・坂本（2017）が毎年の政治意識調査のデータか

ら作成した Democratic Capital を用いることにした。坂井・坂本 

（2017）は、年次の民主主義指標が減価しながら Democratic Capital と

して蓄積されると想定して、その蓄積量も算出している。Democratic 

Capital は、Persson and Tabellini （2006, 2008, 2009） が「人々や社会が

自国と諸外国の民主主義や非民主主義という、歴史的事実に基づく経

験や教育を通して得られる民主主義に関する知識の蓄積量である」と

定義したものである（ 7 ）。坂井・坂本 （2017）は、ある年において国民

の選好がどれだけ政策に反映されていたかを表す年次の民主主義指標

を作成し、それが民主主義に関する経験や知識となり、Democratic 

Capital として蓄積されていくと想定している。坂井・坂本 （2017）の

民主主義指標は、毎年の内閣支持率と政党支持率等のデータを利用し

（
一
二
三
九
）
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て推定したものであり、「人民の選好に基づき、人民による人民のため

の統治」という民主主義の理念が反映されているため、その蓄積量で

ある Democratic Capital は民主主義の質を表す代理指標として相応し

い性質を持っていると考えられる。また、Democratic Capital には年

次で変化の大きい内閣支持率と政党支持率の影響が反映されるため、

実証分析を行ううえで十分な時系列的な変動を確保することができる。

坂井・坂本 （2017）の民主主義指標は年次データであり、各年におけ

る内閣支持率と政権政党支持率の類似度（どれだけ近い値をとるか）とし

て定義される。政権政党支持率よりも内閣支持率が低いことは、政府

が有権者の選好に合致した政策を実行していないことを意味し、民主

主義的ではないとみなされる。他方、政権政党支持率よりも内閣支持

率が高いことは、与党を支持しない有権者が内閣を支持していること

を意味する。一見、こうした状況は望ましいようにも思えるが、与野

党ともに十分に民意を吸収しきれていないことや、ポピュリズムが生

じていることが懸念されるため、こうした状況は民主主義的ではない

とみなされる。したがって、内閣支持率と政権政党支持率が近い値を

とるほど、高い値を示す民主主義指標が定義されている（ 8 ）。

ところで、国際機関等が公表する他の民主主義指標は、民主主義の

水準を国際比較する上では有用であるが、例えば、日本については近

年、常に一定の値をとるなど、特定の国における時系列的な変動に乏

しい。一方、本研究の実証分析は、日本において民主主義が経済成長

を促してきたかについて検証するために、時系列的な変動のある民主

主義指標を用いた分析が不可欠であるが、坂井・坂本 （2017）の民主主

義指標はこれに応えるものとなっている。もちろん、坂井・坂本 

（2017）の民主主義指標は、例えば、政治的無関心が強いため、内閣支

持率と政権政党支持率がともに低く、両者が類似した数値をとるよう

な状況を民主主義的としてしまったり、内閣支持率と政権政党支持率

との大小関係が十分に反映されなかったりする問題を抱えているが、

より精緻な民主主義指標の構築は今後の研究課題とし、時系列的変動

（
一
二
三
八
）
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が得られることを重視して、この民主主義指標を用いることとする。

以上を踏まえ、本研究では、坂井・坂本 （2017）の Democratic Capital

を民主主義の質を表す変数として利用する。この Democratic Capital

には減価償却率ごとに 2％、4％、6％、8％の 4 つの指標があり、本研

究では民主主義 dc198，dc196，dc194，dc192 の 4 つのデータを利用し

ている。

経済成長率には、平成 17 歴年基準の実質 GDP 成長率 gdpdot、就業

者一人当たりの実質 GDP 成長率 yldot を用いた。人的資本には、大学

進学率 unirate と短大・大学進学率 colrate、政府の規模には、実質政

府最終消費支出の実質 GDP 比 govesize、そして、物的資本投資には、

実質総固定資本形成の実質 GDP 比 inveform を用いた。また、貿易の

市場開放は global と表記し、（（輸出＋輸入）÷実質 GDP）を計算した値

を用いることとした。

所得分配の不平等 gini は、Gini 係数を利用している。このジニ係数

は国税庁の長期時系列データ、申告所得税標本調査結果の所得階級別

納税者数（合計）から導出したものである（昭和 26 年～平成 27 年）。

外生変数については次の変数およびデータを利用している。インフ

レーションには、日本の GDP デフレータの対前年上昇率 infldot、世界

銀行データに基づく日本の GDP デフレータ上昇率 dfltadot を用いた。

利子率には、貸出約定平均金利・国内銀行 inrs90be（日本の長期統計系列、

総務省統計局）のほか、平均約定金利・ストック・長期・都市銀行

inrs90af（日本銀行）を用いている。世界貿易の成長率には、tradedot

（WTO）、人口構成には、15 歳以下人口比 under15、65 歳以上人口比

over65 を用いた。また、年次ダミー変数 d1 として、オイルショック、

ニクソンショック、円高ショック、リーマンショック、阪神淡路大震

災・東日本大震災を考慮している。

表 1 は基礎データの要約である。まず、54 年間の成長率の平均値は、

実質 GDP 成長率 gdpdot が 3.9％、就業者一人当たりの実質 GDP 成長

率 lydot が 3.2％であり、日本が高い成長率を実現してきたことが確認

（
一
二
三
七
）
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表 1　基礎データ

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
gdp（10 億円） 54 348801.0 148920.0 79046.0 541803.0

ly（億円 / 万人） 54 579.0 205.6 175.0 857.0
gdpdot（%） 54 3.876 3.811 -3.700 12.200
lydot（%） 54 3.187 3.269 -3.200 11.100

dc192 53 6.382 1.718 0.814 7.660
colrate（%） 54 38.548 12.735 11.800 56.800
unirate（%） 54 29.789 12.248 9.300 51.500

gini 54 52.443 4.315 44.300 60.500
global（%） 54 19.091 6.408 8.500 33.000

govesize（%） 54 13.932 3.514 9.340 19.162
inveform（%） 54 7.348 1.872 3.783 10.313

表 2　Pearson の相関係数 N=54

変数 Gdp gdpdot lydot dc192 unirate colrate gini global govesize

gdpdot
-0.7911 

1
　

<.0001 　

lydot
-0.7705 0.9805 

1
　

<.0001 <.0001 　

dc192
0.8649 -0.7739 -0.7846 

1
　

<.0001 <.0001 <.0001 　

unirate
0.9084 -0.7774 -0.7275 0.7480 

1
　

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 　

colrate
0.9455 -0.8414 -0.8070 0.8735 0.9697 

1
　

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 　

gini
0.6607 -0.5053 -0.5477 0.6915 0.6076 0.6495 

1
　

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 　

global
0.9375 -0.7578 -0.7322 0.7727 0.9784 0.9530 0.6652 

1
　

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 　

govesize
0.5177 -0.3655 -0.2687 0.0820 0.6785 0.5274 0.0361 0.6347 

1
<.0001 0.0066 0.0495 0.5595 <.0001 <.0001 0.7953 <.0001

inveform
-0.6297 0.3730 0.3485 -0.2736 -0.7154 -0.5791 -0.4652 -0.7539 -0.6959 
<.0001 0.0055 0.0098 0.0474 <.0001 <.0001 0.0004 <.0001 <.0001

注：下段の数値はｐ値

（
一
二
三
六
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できる。この期間において実質 GDP は、1961 年の 79 兆から 2014 年

には、6.8 倍の約 535 兆円に増加し、就業者一人当たりの実質 GDP は、

1 万人当たり 175 億円から 841 億円の 4.8 倍となっている。本稿の目的

は、この高い経済成長率の実現に寄与した民主主義のチャンネル効果

とその全体効果を把握することである。

表 2 は Democratic Capital および内生変数の相関係数を示している（ 9 ）。

実質 GDP 成長率 gdpdot と就業者一人当たりの実質 GDP 成長率 lydot

との相関は極めて高い。そして、その 2 つの成長率と Democratic 

Capital dc192 及び内生変数との相関係数は、第 4 行に示されている。

この 2 つの成長率と Democratic Capital dc192 との相関係数は、いず

れも負であり、高い値となっている。本稿の民主主義の質を表す変数

は、日本の Democratic Capital であり、他の資本と同様に所得（生産

性）を上昇させるだけでなく、毎年蓄積されるとともに減価し、さら

には毀損するという特徴をもっているが、成長率とは負の相関関係と

なっている。もちろん、GDP と dc192 の相関係数は 0.8649 の正であり、

高い値となっている。また、dc192 と内生変数であるチャンネル変数

との相関係数は、第 4 列に示されている。dc192 と政府の規模との相

関関係はなく、資本形成とは負であるが、gini 係数を含めて他のチャ

ンネル変数とは強い正の相関関係となっている（10）。そして、内生変数

間の相関係数は第 5 列から第 9 列に示されている。所得分配の gini 係

数と政府の規模（政府最終消費支出）goversize が無相関である以外は、

投資率と他のチャンネル変数との負の相関係数も含めて、内生変数間

の相関係数は高い値であり、かつ、すべて 1％で統計的に有意である。

この内生変数間の強い相関関係は、内生変数に影響を与えている外生

変数によるコントロールが重要であることを示している。

4 ．実証分析結果

表 3 ～表 6 は、日本の民主主義がどのように経済成長に影響を与え

（
一
二
三
五
）
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ているかの実証分析結果を示したものである。4 つの表は、Democratic 

Capital が dc192（減価償却率 8％）であり、経済成長率が GDP 成長率

gdpdot と就業者一人当たりの GDP 成長率 lydot のモデルの 2 パター

ンがあり、5 つチャンネル変数はすべて同じであるが、人的資本が大学

進学率 unirate もしくは短大・大学進学率 colrate のデータを利用した

4 つのモデルの推定結果である。また、計量モデルの基本構造は（ 1 ）

と（ 2 ）式に基づいている。表 3 ～表 6 の推定値は、（ 1 ）と（ 2 ）式

の 6 本の連立体系を 3SLS で推定した構造パラメータの推定値であり、

その推定結果の詳細は、付録 A の表 7 ～表 10 に示されている。

表 3 ～表 6 の第 2 列は、異なる 5 本のチャンネル方程式における民

主主義がチャンネル変数に与えるチャンネル効果μk の推定値であり、

第1列のチャンネル変数が従属変数、民主主義が説明変数となっている。

この値は民主主義の間接効果の大きさである。表の第 3 列は、成長方

程式におけるチャンネル変数の係数βi の推定値であり、従属変数が実

質 GDP 成長率または就業者一人当たりの GDP 成長率であり、その説

明変数は第 1 列のチャンネル変数であるチャンネルの成長効果となって

いる。そして、第 4 列は、民主主義がチャンネル変数を通して経済成長

に与える民主主義の成長効果βiμi の推定値であり、その値は第 2 列の民

主主義のチャンネル効果βi と第 3 列のチャンネルの成長効果μk（k ＝ i）

の積であり、その総和が民主主義の経済成長に与える全体効果である。

まず、第 2 列の民主主義のチャンネル効果の推定値は、gini 係数が

従属変数である第 3 行目の民主主義が所得分配に与える効果の係数の

みが有意水準 5％で有意であるが、他の人的資本投資、貿易の市場開放、

政府の規模、投資の資本形成の 4 つのチャンネル効果は、すべて有意

水準 1％で有意である。この 5 本のチャンネル方程式の推定結果は極め

て安定的結果となっている。このことはこれらのチャンネル変数が日

本の民主主義の状況に敏感に反応していることを示している。

人的資本投資、貿易の市場開放と物的資本形成の 3 つのチャンネル

変数は、民主主義の質的改善とともに増加していることが確認できる。

（
一
二
三
四
）
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すなわち、日本の民主主義は、人的資本と物的資本投資の蓄積を積極

的に行い、日本の市場開放を積極的に推進してきたことを示している。

一方、所得分配の不平等は民主主義の質的改善とともに低下するとい

う、所得分配の不平等の是正を推進してきたこと示している。そして、

政府の規模である政府消費に与える民主主義のチャンネル効果は負で

あり、日本は戦後一貫して小さな政府を選択してきたことを示している。

以上のチャンネル方程式の安定的推定結果とは異なり、表の第 3列

の成長方程式は極めて不安定な結果となっている。政府の規模の3ケー

ス、物的資本の2ケースそして、所得分配の1ケースのみが有意である。

このように第 2列の民主主義のチャンネル効果βiが有意で、第 3列

のチャンネル変数の成長効果μkの多くが有意ではないが、次に第 4列

の各チャンネル変数の民主主義の成長効果βiμiの推定値の統計的有意

性について検定する（11）。まず。表 3では政府の規模と物的資本の 2つ

のチャンネル変数の成長効果が有意であり、このチャンネルの実質

GDPの成長効果の和は。マイナス－ 1.2％である。表 4では、所得の

不平等と政府の規模の 2つのチャンネル変数の成長効果が有意であり。

このチャンネルの実質GDP成長効果の和は 5.1％である。また、表 5

の就業者一人当たりの実質GDPの成長効果は、物的資本のチャンネル

のみが有意であり、その成長効果はマイナス 1.9％である。そして、表

6では 5つのすべてのチャンネルの変数の成長効果は統計的に有意では

ない。このように各チャンネル変数を通じる民主主義の成長効果の多

くの推定結果が不安定となっている。

民主主義社会はすべてのチャンネル変数が、成長効果を伴っている

という理想的な社会ではあり得ない。民主主義は何らかのコストをわ

れわれに課していることも事実であり、そのコストの一部は分配の公

平性の優先が効率性を犠牲にするという、よく知られたトレードオフ

関係がある。本研究の民主主義の成長効果βiμiの実証分析結果は、政

府規模に関する政策が国内投資を犠牲にするという関係もあり得るこ

とも示唆している。このような本研究のチャンネル効果は正と負が予

（
一
二
三
三
）
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想されるともに、そのすべてのチャンネルが統計的に有意ではないが、

民主主義の経済成長に関する全体効果は正であり、実質GDP成長率を

年 1.6％～ 2.1％、1人当たりの実質GDPを 0.9％～ 1％引き上げる可能

性を示ものであった。特に政府の規模は、日本の経済成長を推進して

きた強力な民主主義のチャンネルであった可能性を示唆している。なお、

バブル崩壊後の 1994 年以後政府支出がジャンプし、以後増加している。

バブル崩壊前後で、政府の規模が日本の経済に与える影響が異なって

いる可能性も予想される。

表 3～表 6の第 4列の民主主義の成長効果の符号のみに注目すると、

所得の不平等の是正効果は正であるが、人的資本と物的資本の係数は

負であり、この 2つのチャンネルの民主主義の成長効果は成長促進で

はなく、実質GDPや一人当たりの実質GDPを引き下げるという影響

を与えていた可能性を示している。この推定結果は生産要素と産出量

の技術的関係とは整合的ではなく、民主主義の質的改善が人的・物的

資本を増加させるが、その増加は産出の増加ではなく、低下させるメ

カニズムの可能性を示している。企業の一時的な過剰な人材確保や過

剰投資が起こることも、また、産出の変動に雇用調整や物的資本の調

整が困難であるゆえに一時的に過剰雇用や過剰設備の状態に直面する

が、長期間において人的・物的投資が成長ではなく、景気後退を引き

起こす要因となっている可能性は肯定できるものではない。しかし、

この推定結果は、日本の人的・物的資本の蓄積が成長を促進する効果と

それを抑制する効果の 2つの効果が相殺している可能性を示唆している。

その実質GDP成長率の内訳については、政府の規模が 1.5％であり、

貿易の市場開放と所得分配の是正効果は、正の効果を予想させるもの

であるが明確ではなく、また、人的資本と物的資本の効果も明確では

なく、むしろこのチャンネルは経済成長を抑制していた可能性が高い

というものであった。一方、就業者 1当たりの実質GDP成長率の内訳

については、貿易の市場開放と政府の規模は支出及び所得分配の不平

等是正の効果は、正の効果が予想できるが明確な関係はではい。また、

（
一
二
三
二
）
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人的・物的資本の効果も明確ではなく、このチャンネルは経済成長率

を引き下げるマイナスの影響が予想される推定結果となっている。

Tavares and Wacziarg（2001）における先進国と発展途上国の 65 カ

国のクロスセクションデータ（1970-1989）を利用した実証分析では、民

主主義が教育機会（人的資本の蓄積）を拡大させるが、物的資本を減少

させるとうメカニズムであり、前者の経済成長に与える効果は、民主

主義の人的資本に与える正のチャンネル効果が経済成長に正の効果を

与えている。一方、後者の民主主義の物的資本に与えるチャンネル効

果が負であり、その物的資本の減少が経済成長に負の影響を与えてい

る。この民主主義の前者の正の効果が後者の負の効果よりもりも小さ

く、民主主義の 2 つの効果の和は負となっている。このような民主主

義の個別効果の和が負となり、「民主主義の経済成長に関する全体効果

は、どちらかというと負である」と要約している。

本研究の実証分析結果は、Tavares and Wacziarg（2001）の結果とは

異なり、日本の経済成長に与える民主主義の全体効果は正であった。

豊かな国は民主主義国であるという現実と整合的な実証分析結果であ

る。しかし、本稿の民主主義の経済成長に与える全体効果は正である

が、その効果は統計的に有意ではなく、日本の民主主義の全体効果に

ついて明確な判断を与えることはできない。この結果も Tavares and 

Wacziarg（2001）の有意である実証結果とは異なっている。

この日本の民主主義の経済成長に与える全体効果の実証分析結果は、

チャンネル効果には正の効果と負の効果が存在し、日本の民主主義と

市場経済の関係には複雑なメカニズムが存在していることを示唆して

いる。その一つが人的資本や物的資本のチャンネルを通した日本の民

主主義の成長効果が明らかではなく、むしろ負の効果が予想されたこ

とである（民主主義の質的改善→人的・物的資本の増加→低経済成長）。人的

資本と物的資本の蓄積は技術進歩とともに豊かさを決定する最も基本

的要因であるが、本研究の実証分析は人的・物的資本の増加は、経済

成長に正の効果を与えていることを確認することができないだけでな

（
一
二
三
一
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く、むしろ負の影響を与えていたことを示唆していた。この人的・物

的資本を通した民主主義の経済成長に与える効果が負であるという実

証分析結果は、民主主義の質的改善→人的資本の増加→高成長や民主

主義の質的改善→物的資本の低下→低成長という、 Tavares and 

Wacziarg（2001）のチャンネル効果の実証分析結果と異なっており、計

量モデルの定式化やデータの改善が指摘できる。しかし、実際に日本

の政治と経済をリンクする経路から、この 2 つの投資が経済成長に負

の効果を与えることも予想される。物的投資が非効率な分野に投資さ

れ過剰設備の状態が継続することや労働生産性の上昇に結び付かない

人材確保や配置転換という過剰雇用も予想される。

日本の労働市場における終身雇用、企業別労働組合、年功賃金とい

う日本的雇用制度やさらには新卒一括採用という日本独特の雇用制度

は、経済や労働市場環境の変化に適切に対応した賃金と雇用の最適調

整がビルトインされているとは考えにくい。特に、女性の社会進出の

遅れや女性の昇進・昇格における男性との大幅な格差は、人的資本の

蓄積が労働生産性や経済成長との結びつきを弱くするひとつの要因で

ある。本稿で利用した人的資本は大学進学率 unirate と短大・大学進

学率 colrateto であり、この進学率には女性の進学率も当然含まれてい

る。女性の活躍社会が近年声高に叫ばれているが、このことは日本の

人的資本は、女性の人的資本の蓄積が経済的パフォーマンの改善に反

映されていない社会の可能性を示すものであり、女性を含む人的資本

の蓄積が経済成長を促進する人材活用政策ではないことを示唆してい

る。もし、以上の推論が正しいのであれば、日本の政治と経済との人

的資本チャンネルは、経済成長に正の効果を与える要因とは限らない

ことになる。また、経済のサービス化は対人的サービスの需要と労働

時間の延長が不可避となっている。この需要の増加に対する人的資本の

蓄積が、必ずしも生産性上昇に結びついていないことも予想される（13）。

もう一つの複雑なメカ二ズムは所得分配のチャンネルである。日本

の民主主義は所得分配の不平等を是正し、その不平等是正が経済成長

（
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に与える正の効果とその 2 つの効果による高経済成長が予想される結

果となっているが（民主主義の質的改善→所得分配の不平等の改善→高成長）、

このチャンネルの成長効果は有意ではない。所得分配の不平等の改善が

労働者の労働意欲や企業のビジネスのインセンティブに影響を与えてい

ることが予想される。特に、最低賃金制度や労働所得への課税さらに社

会保障制度は、労働意欲のインセンティブに影響を与えている。また、

企業利潤に対する課税は、企業の人的・物的投資や技術開発さらには新

ビジネスに対するインセンティブを変更させている。このように所得分

配の是正という民主主義のチャンネルは、経済パフォーマンスと密接な

関係があり、その効果は労働所得、企業所得、そして世代間や性差間の

政府の分配政策に依存している。この実証分析結果は、日本の所得再分

配政策の改善が高成長を実現する余地のあることを示している。

この実証分析の統計的に有意な推定結果から以下の 2 つのエビデン

スが提示される。政府消費の抑制を通した政府の規模の縮小という民

主主義の経済成長効果が確認されたことである（民主主義の改善→政府の

規模の縮小→高成長）。このチャンネルの民主主義の成長効果は、2 つの

モデルが有意である（表 3 と表 4）。北欧諸国は代表的に大きな政府であ

り、豊かな国である。一方、アメリカは代表的に小さな政府であり、豊

かな国である。本研究の実証分析結果は、民主主義の質的改善→大きな

政府→低成長という、Tavares and Wacziarg（2001）のチャンネル効果

の実証分析結果と整合的でもあり、日本の小さい政府の選択が経済成

長を実現する民主主義のチャンネルが存在していることを示唆している。

経済成長を実現するもう一つの重要なチャンネルが、貿易の市場開

放を促進し、その市場開放が経済成長に与える正の効果であった（民主

主義の質的改善→貿易の市場開放→高成長）。しかし、このチャンネル効果

は有意ではなかった。日本は資源が乏しく、貿易立国と表現されるよ

うに、貿易が日本の経済成長を牽引してきたこという事実を支持する

実証分析結果ではなかった。繊維、鉄鋼、家電製品、自動車、半導体

等が日本の対米輸出急増による貿易摩擦や日本の農産物の市場開放は、

（
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表 ３　チャンネル効果と経済成長効果の推定結果Ⅰ
被説明変数：実質 GDP 成長率（gdpdot）、人的資本：大学進学率（unilrate）

チャンネル変数
民主主義のチャ
ンネル効果μk

チャンネルの成
長効果βi

民主主義の成長
効果μiβi

人的資本 6.3261 -0.3622 -2.2911
unilrate （1.6299）a （0.4353） （2.5608）
所得の不平等 -2.9971 -1.2999 3.8958
gini （1.4266）b （1.0095） （3.6200）
貿易の市場開放 2.0128 0.5937 1.1950
global （0.1902）a （0.6799） （1.4017）
政府の規模 -1.0016 -1.4659 1.4682
govesize （0.2093）a （0.7378）c （0.7666）ｂ
物的資本 0.7957 -3.3094 -2.6333
inveform （0.1007）a （1.4884）b （1.1293）ｂ

総効果
1.6346

（14.1718）
Waldtest 　 0.0133

（p 値） 　 　 （0.9082）
注 ：（　）内の値は標準誤差である。a は有意水準 1％、b は有意水準 5％、c は

有意水準 10％で有意である。

表 4　チャンネル効果と経済成長効果の推定結果Ⅱ
被説明変数：実質 GDP 成長率（gdpdot）、人的資本：短大・大学進学率（colrate）

チャンネル変数
民主主義のチャ
ンネル効果μk

チャンネルの成
長効果βi

民主主義の成長
効果μiβi

人的資本 7.605 -0.3769 -2.8659 
colrate （1.7295）a （0.3033） （2.4319） 
所得の不平等 -3.0278 -1.189 3.6000 
gini （1.4235）b （0.663）c （2.1521）ｃ
貿易の市場開放 2.0283 0.8439 1.7117 
global （0.1915）a （0.8066） （1.6532） 
政府の規模 -0.9866 -1.4793 1.4595 
govesize （0.2105）a （0.5881）b （0.6330）ｂ 
物的資本 0.8029 -2.2105 -1.7749 
inveform （0.1013）a （1.3705） （1.1032）ｂ 

総効果
2.1304 

（16.0770）
Wald test 0.0176 

（p 値） 　 　 （0.8946）
注：表 1 の注参照。
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表 5　チャンネル効果と経済成長効果の推定結果Ⅲ
被説明変数：就業者1人当たりの実質GDP成長率（lypdot）、人的資本：大学進学率（unilrate）

チャンネル変数
民主主義のチャ
ンネル効果μk

チャンネルの成
長効果βi

民主主義の成長
効果μiβi

人的資本 6.2396 -0.2649 -1.6526
unilrate （1.6315）a （0.3894） （2.2846）
所得の不平等 -2.9711 -0.9576 2.8451
gini （1.4270）b （0.8925） （3.0621）
貿易の市場開放 2.0253 0.3559 0.7208）
global （0.1906）a （0.5969） （1.2257）
政府の規模 -0.9888 -0.9237 0.9133
govesize （0.2098）a （0.6582） （0.6775）c
物的資本 0.8022 -2.4003 -1.9256
inveform （0.1009）a （1.3086）c （1.0142）

総効果
0.9010

（13.4228）
Wald test 0.0045

（ｐ値） （0.9465）
注：表 1 の注参照。

表 6　チャンネル効果と経済成長効果の推定結果Ⅳ
被説明変数：就業者 1 人当たりの実質 GDP 成長率（lydot）、人的資本：短大・大学進学率（colrate）

チャンネル変数
民主主義のチャ
ンネル効果μk

チャンネルの成
長効果βi

民主主義の成長
効果μiβi

人的資本 7.6056 -0.3149 -2.3949
colrate （1.7283）a （0.2772） （2.1818）
所得の不平等 -2.9991 -0.8284 2.4845
gini （1.4235）b （0.5928） （1.8670）c
貿易の市場開放 2.034 0.6022 1.2250
global （0.1916）a （0.7448） （1.5247）
政府の規模 -0.9826 -0.9149 0.8991
govesize （0.2105）a （0.5369）c （0.5483）c
物的資本 0.8064 -1.5277 -1.2319
inveform （0.1013）a （1.2576） （1.0147）

総効果
0.9817

（15.8143）
Wald test 0.0039

（ｐ値） （0.9505）
注：表 1 の注参照。
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過去においても現在も、政治的な対立を生み、国民経済に影響を与え

てきた問題であった。その日本の対外政策の民主主義のルールに基づ

いた政策決定は、日本の経済成長に明確に正の効果を与えていると強

調することはできない。このことは資源の乏しい日本にとって、貿易

によって豊かな経済を実現できる市場と政治をリンクする代表的チャ

ンネル効果の改善の余地があるということである。

以上の日本の民主主義から経済成長というチャンネル経路に関する

実証分析は安定的結果ではないが、民主主義と経済成長との間接的な

リンクについて 2 つの示唆を与えている。ひとつは、1 つのチャンネル

が有意であったことは、民主主義のどのリンクが成長にとって重要で

あるかを定量的に明らかにしたことである。また、多くのチャンネル

が統計的に有意でないことは、モデルが強力なエビデンスを見出すこ

とができなかったこととともに、制度的な欠陥の可能性のあることを

示唆している。特に、統計的に有意ではなかった所得分配の不平等の

是正や教育機会の公平性の拡大は、民主主義が低所得層のニーズに応

えるという意味において価値あることであるが、それは経済成長を犠

牲にする可能性もある。この 2 つ示唆は、チャンネル効果の実証分析

の重要性だけでなく、民主主義のコストの最小化と経済的パフォーマ

ンスを最大化するという制度設計の必要性を示している。

5 ．むすび

Tavares and Wacziarg（2001）は、実証分析から民主主義制度が、以

下のようなものであると述べている。「それは、教育への機会を拡大さ

せることと所得の不平等を引き下げることによって、貧しい人々の要

求に応えるというものである。しかし、それは物的資本の蓄積を犠牲に

して行うという制度である」（p.1341）（14）。また、Acemoglu at al.（2019）

は、「民主主義は経済改革を策定し、財政力と教育及び健康ケアの提供

を改善することによって、そして、おそらくまた、より大きな投資と

（
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より低い社会不安の状態を誘引することによって、より高い GDP を助

長している」（p.98）、と要約している（15）。

本研究の実証分析は、日本の民主主義を次のように要約できる。「そ

れは、人的・物的資本の蓄積を促進し、所得の不平等を是正し、貿易

の市場開放と小さな政府を推進することによって、豊かさを実現する

ことに寄与するものである。しかし、それは同時に、経済成長を相殺

するような政策選択に陥ってしまう可能性のある制度でもある」。

本研究の経済と政治とをリンクさせるチャンネル変数である政府の

規模が経済成長に与える効果は、統計的に有意であり、戦後からの日

本の経済成長を牽引してきた民主主義のチャンネル変数による経済成

長要因ということができる。この民主主義の経済成長の正の効果と人

的・物的資本のチャンネル変数の経済成長の負の効果との和である民

主主義全体の成長効果は正であり、その民主主義の実質 GDP 成長率へ

の寄与は年率 1.6％～ 2.1％であった。また、就業者 1 人当たり実質

GDP 成長率の寄与は約 1％であった。

1961 年の 2005 年価格の日本の実質 GDP は、約 79 兆円、2014 年で

は約 535 兆円の 6.8 倍となっている。この期間の実質 GDP の平均成長

率が 3.7％であることを踏まえるならば、本稿の民主主義の成長効果の

推定結果は、非現実的とは思われない。むしろこの推定結果は、経済

成長が物的・人的資本や技術などの経済的要因だけでなく、民主主義

の質的改善にも依存しているというエビデンスを提示している。さら

に、民主主義の意思決定が経済成長に正と負の影響を与えているとい

うエビデンスも重要である。

本研究と Tavares and Wacziarg（2001）及び Acemoglu et al.（2019） 

の実証分析は、民主主義制度と経済的パフォーマンスに与える諸要因

との間には多くの相補性が存在していることを明らかにしている。し

かし、同時に民主主義の細部にはデビル（Persson and Tabellini, 2006）と

は言わないまでも、経済的パフォーマンスに負の影響を与えている好

ましくないチャンネルが存在している可能性も示唆している。このこ

（
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とは、政府支出が民間経済活動を抑制しているというクラウディング

アウト効果だけでなく、多くの民主主義のチャンネル効果の解明が重

要な課題となっている。最後に、本研究におけるこれらの結果は、あ

くまでも予備的な試みであり、有意でないケースも多く存在するため、

チャンネル変数の精査、民主主義指標の改善、モデルの特定化などを

通して、より頑健な結論を得ることも今後の課題である。

＊　本稿作成の過程において、レフリーから適切なコメント頂いた。

記して感謝申し上げたい。残る過誤は筆者の責任である .

注　
（ 1 ） このチャンネル変数は、民主主義によって影響され、同時に、成長を

決定する変数であるが、民主主義によって影響され、同時に、経済的パ
フォーマンスを決定する多くのチャンネル変数を考えることができる。そ
れは、経済変数だけでなく、政治の安定・不安定、政府の規制、汚職、
Accountability 等の政治的変数、さらには、雇用や物価のパフォーマンス
を決定する変数も重要な候補である（Tavares and Wacziarg,2001,p.1343, 
Acemoglu et al., 2019, p.88）。

（ 2 ） 「TFP はその本質が残差であり、すべての残差と同じく、それはある
意味において無知に関する尺度であり、観察可能なインプットに基づいて
説明することができない産出量の変化である」（Syverson,2011,p.330）。

Basu et al（2012）、Feenstra,2015a,2015 b）の最近の研究を踏まえるな
らば、TFP は残差であるが、その構成要素は多様である。そして、成長
会計と発展会計による TFP の推定に代表されるように、その推定方法も
多様である。経済成長の基本的要因は、労働や資本よりはむしろ残差であ
る TFP が大きなウェイトを占めている（Jones,2016）。この TFP には、
技術や政府の政策をはじめ、健康、医療、文化、気候さらには制度等の
様々な要因が含まれている。詳しい説明は、坂井（2018）を参照。

（ 3 ） Tavares and Wacziarg（2001）は以下の 2 つの政策に要約している。
「民主主義は、政治家を定期的な公的監視につけることや、野党の形成に
おける現実的代替案を推進することによって、権力の乱用を点検しつつ、
政策形成の質をコントロールすることをより容易くしている」（p.1344）。
一方、「民主主義は政府の統治機構の質に影響を与えるかも知れない。自
由裁量をもつ統治者は、一般国民の支出でインサイダーの小さな集団を利
する歪んだ政策を形成する傾向にある」（同）。前者の民主主義の側面は、
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社会や経済成長に正の効果を与えるが、後者の側面は逆に負の効果を伴う
ことが予想される（坂井 .2013）。

（ 4 ） Tavares and Wacziarg（2001） の ガ バ ナ ン ス に 関 す る デ ー タ は、
Barro and Lee（1993）から各年ごとの革命とクーデター数を政治的安定
性の指標として、また、ガバナンスンの質（腐敗）の指標として、外国為
替市場における公定レートとブラックマーケットレートとの乖離の 2 つを
利用している。21 世紀の先進諸国では、前者が観察されることは少なく、
また、後者のデータも、その乖離は小さく、変動も小さいことが予想され
る。坂井（2013）では、世界銀行の 6 つの WGI を利用している。

WBI は世界銀行の WGI のガバナンスを次のように定義している。「ガ
バナンスは、政府が行使する諸々な伝統と諸制度から構成されている。こ
れには、 政府が選ばれて、監視され、交代するプロセス、正しい政策を効
果的に形成し、実行する政府の能力、そして、市民の関心と経済・社会と
国民との相互作用を統治する諸制度についての状態が含まれている」。こ
のガバナンスの定義に基づき、以下の 6 つのガバナンス指標が作成されて
いる。国民の発言権とアカンタビリティ、政治的安定性と暴力やテロのな
い社会、政府の完全性（政府の質）、規制の内容と質、法の支配、腐敗の
制御である。この 6 つの指標もチャンネル変数であるが、時系列データと
して収集が困難であり、本研究においては利用していない。

（ 5 ） 人的資本は教育 Ei と労働 Li の関数であり、次式で定義される。
Hi＝eφ（Ei）Li 広い意味で人的投資は、家計の教育支出や一般政府の教育支
出さらには企業の人材育成のための支出も含まれる（坂井 ,2018）。

（ 6 ） この間接効果の重要な点として、Tavares and Wacziarg（2001）は、
第 1 に、民主主義の成長に与える直接的効果は、十分に理論的な基礎がな
いために、その間接的効果の解明は、この分野の研究の核心的論点を追求
していること。第 2 に、特定の民主主義の因果関係のチャンネルが無関係
であるとした場合、どのチャンネルのリンクを分析するかを的確に決定で
きること。第 3 に、どの民主主義の特徴が成長にとって最も重要であるか
を明確にするために、民主主義のさまざまな効果の大きさを定量的に把握
することが可能であるということを挙げている（p.1371-2）、坂井（2013））。

（ 7 ） Persson and Tabellini の一連の研究における democratic capital は、
経済的結果に関して直接的効果を伴うことなく、民主主義の安定性に与え
る変数として、実証分析を行っている。Persson and Tabellini（2009）は、

「democratic capital の蓄積は、その国自身の歴史的経験と近隣諸国からの
学びを通して生じている」（p.89）と説明している。彼らの democratic 
capital には、domestic democratic capital と foreign democratic capital の
2 つの構成要素がある。前者は、その国自身の民主主義と独裁の経験に依
存して蓄積され、後者は、他の国で起こる民主主義と独裁の影響にとも
な っ て 蓄 積 さ れ て い る（2006,p.4, 2009,p.101,103）。 以 上 の democratic 
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capital の説明は、各国の国民が自国と諸外国の歴史的事実による経験や知
識に基づく、「民主主義に関するその国の知性の蓄積量」と考えられる。

（ 8 ） 坂井・坂本（2017）は第 t－τ期における政権政党支持と内閣支持の分
布を考える。第 t－τ期における政権政党支持は、「支持する」、「支持しな
い」、「わからない」からなる。それぞれが有権者全体に占める割合の分布
を pt－τ＝（p1    

t－τ, p2    
t－τ, p3    

t－τ）のベクトルで表記する。同様に、第 t－τ期にお
ける内閣支持は、「支持する」、「支持しない」、「わからない」の有権者全
体に占める割合の分布を ct－τ＝（c1    

t－τ, c2    
t－τ, c3    

t－τ）のベクトルで表記する。こ
れらの表記に基づき、pt－τと ct－τの距離を次式で定義する。

 ¦pt－ct¦＝√（p1    
t－τ－c1    

t－τ）2＋（p2    
t－τ－c2    

t－τ）2＋（p3    
t－τ－c2    

t－τ）2

pt－τ と ct－τ は各々、ベクトルの要素が非負であり、ベクトルの要素の和が
1 となることに注意するならば、（ 6 ）式の最大値は、√2であることが容
易にわかる。また、pt－τ＝ct－τ のとき、（ 6 ）式は最小値 0 をとる 7 ）。以上
に基づき、本稿では、最大値が 1、最小値が 0 となるように、民主主義の
水準の代理変数とする accountability を次式で定義する。

 dt－τ＝1－¦pt－τ－ct－τ¦
√2 、τ＝0, ⋯, t0

この式が本稿で利用している民主主義指標である。
（ 9 ） 本稿の統計・計量分析は統計分析ソフト SAS を利用している。
（10） Tavares and Wacziarg（2001）の民主主義とチャンネル変数との相関

関係では、人的と物的資本は正、ジニ係数と政府消費は負で、グローバリ
ゼーションは無相関となっている（表 2）。

（11） 係数の積の標準誤差は、推定値周りで線形近似することにより計算し
ている（Tavares and Wacziarg,2001,p.1357）。 

（12） 「労働生産性の国際比較 2018」（日本生産性本部）では、日本の生産
性は OECD36 カ国中 20 位である。この労働生産性の日本のトレンドが、
製造業では諸外国との大きな格差はないが、サービス業は（特に、教育・
社会福祉と娯楽・対個人サービス業）、日本の低下傾向が大きいことである。

（13） 坂井（2013）は、民主主義を次のように要約している。「物的資本の
蓄積を促進しているが、所得の不平等の是正、教育機会の拡大、貿易の市
場開放さらには政府消費の削減を実現することが容易い制度ではなく、む
しろ困難な制度とも予想される。それは、また、政治的安定を実現する制
度であるが、豊かさを犠牲にして行うという制度でもある」（p.303-4）。

（14） Acemoglu et al.（2019）は、ダイナミックパネル推定、セミパラメト
リックマッチング推定と IV 法による実証分析から、「経済成長に関する民
主主義の正の因果効果が存在している」というエビデンスも提示している。
そして、その効果は有意でかなり大きいだけでなく、経済発展の初期の水
準には影響されていない、というエビデンスも提示している。

（
一
二
二
二
）

49



日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
経
済
成
長
効
果
に
関
す
る
実
証
的
試
論
（
坂
井
・
坂
本
・
坂
本
・
瀧
本
・
中
嶌
）

四
六
七

付録　A　計量モデルの推定結果

表 7　３SLS の推定結果（gdpdot）

標本期間 1961 ～ 2014 dc192
従属変数 gdpdot unirate gini Global govesize inveform

切　　　片 116.2721 -142.399 83.2834 24.7215 28.2078 9.7772

democapital
6.3261 -2.9971 2.0128 -1.0016 0.7957

（1.6299）a （1.4266）b （0.1902）a （0.2093）a （0.1007）a

unirate
-0.3622 　 　 　 　 　

（0.4353） 　 　 　 　 　

gini
-1.2999 1.0387 　 　 -0.341 　

（1.0095）（0.5648）c 　 　 （0.1202）a 　

global
0.5937 -0.3954

（0.6799） （0.0249）a

govesize
-1.4659 3.5671 -2.9767 　 　 　

（0.7378）c （0.4273）a （0.9282）a 　 　 　

inveform
-3.3094 　 　 -2.5293 　

（1.4884）b 　 　 （0.1571）a 　

d1
0.3796 　 　 　

（0.6660） 　 　 　

under15
　 1.3657 　 　 　 　
　 （0.3182）a 　 　 　 　

over65
2.2931 0.7721 　

（0.6813） 　 （0.0370）a 　

infldot
　 0.2701 　 　 　 　
　 （0.1162）b 　 　 　 　

tradedot
　 　 　 0.0005 　 　
　 　 　 （0.0028） 　 　

SW-MSE 19.5068 　 　 　 　 　
Arsq 0.9144 　

自由度 290 　 　 　 　 　

注 ：（　）内の値は標準誤差である。a は有意水準 1％、b は有意水準 5％、c は
有意水準 10％で有意である。

注 ：SW-MSE は、System Weighted MSE, Arsq は System Weighted R-Square（
一
二
二
一
）
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表 8　３SLS の推定結果（gdpdot）

標本期間 1961 ～ 2014 dc192
従属変数 gdpdot colrate Gini global govesize inveform

切　　　片 101.5602 -111.214 83.5767 24.5965 28.5686 9.7413

democapital
　 7.605 -3.0278 2.0283 -0.9866 0.8029
　 （1.7295）a （1.4235）b （0.1915）a （0.2105）a （0.1013）a

colrate
-0.3769 　

（0.3033） 　

gini
-1.189 0.7418 　 　 -0.35 　

（0.663）c （0.5619） 　 　 （0.1206）a 　

global
0.8439 -0.396

（0.8066） （0.0249）a

govesize
-1.4793 2.7599 -2.9965 　 　 　

（0.5881）b （0.4645）a （0.9254）a 　 　 　

inveform
-2.2105 　 　 -2.5257 　

（1.3705） 　 　 （0.1570）a 　

d1
0.297 　 　 　

（0.6699） 　 　 　

under15
　 1.189 　 　 　 　
　 （0.3568）a 　 　 　 　

over65
2.3078 0.773 　

　 　 （0.6797） 　 （0.0371）a 　

infldot
0.1503 　

（0.1379） 　 　

tradedot
　 　 　 0.0005 　 　
　 　 　 （0.0028） 　 　

SW-MSE 17.5151 　 　 　 　
Arsq 0.9154 　

自由度 290 　 　 　 　 　

注 ：（　）内の値は標準誤差である。a は有意水準 1％、b は有意水準 5％、c は
有意水準 10％で有意である。

注 ：SW-MSE は、System Weighted MSE, Arsq は System Weighted R-Square
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表 9　３SLS の推定結果（lydot）

標本期間 1961 ～ 2014 dc192
従属変数 lydot unirate gini global govesize inveform

切　　　片 85.0478 -143.279 83.0899 24.6063 28.4178 9.7498

democapital
6.2396 -2.9711 2.0253 -0.9888 0.8022

　 （1.6315）a （1.4270）b （0.1906）a （0.2098）a （0.1009）a

unirate
-0.2649 　

（0.3894） 　

gini
-0.9576 1.073 　 　 -0.3466 　

（0.8925）（0.5655）c 　 　 （0.1204）a 　

global
0.3559 -0.3962

（0.5969） （0.0249）a

govesize
-0.9237 3.548 -2.9654 　 　 　

（0.6582）（0.4275）a （0.9282）a 　 　 　

inveform
-2.4003 　 　 -2.5245 　

（1.3086）c 　 　 （0.1572）a 　

d1
0.3478 　 　 　

（0.6668） 　 　 　

under15
　 1.3628 　 　 　 　
　 （0.3183）a 　 　 　 　

over65
2.2833 0.7720 　

　 　 （0.6814）a 　 （0.0370）a 　

infldot
0.2527 　

（0.1164）b 　 　

tradedot
　 　 　 0.0005 　 　
　 　 　 （0.0028） 　 　

SW-MSE 18.9781 　 　 　 　 　
Arsq 0.9155 　

自由度 290

注 ：（　）内の値は標準誤差である。a は有意水準 1％、b は有意水準 5％、c は
有意水準 10％で有意である。

注 ：SW-MSE は、System Weighted MSE, Arsq は System Weighted R-Square

（
一
二
一
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表 10　３SLS の推定結果（lydot）

標本期間 1961 ～ 2014 dc192
従属変数 lydot colrate gini global govesize inveform

切　　　片 71.3115 -111.229 83.35 24.5338 28.5545 9.7298

democapital
7.6056 -2.9991 2.034 -0.9826 0.8064

　 （1.7283）a （1.4235）b （0.1916）a （0.2105）a （0.1013）a

colrate
-0.3149 　

（0.2772） 　

gini
-0.8284 0.7412 　 　 -0.35 　

（0.5928） （0.5615） 　 　 （0.1205）a 　

global
0.6022 -0.396

（0.7448） （0.0249）a

govesize
-0.9149 2.7616 -2.9835 　 　 　

（0.5369）c （0.4642）a （0.9253）a 　 　 　

inveform
-1.5277 　 　 -2.5222 　

（1.2576） 　 　 （0.1570）a 　

d1
0.3131 　 　 　

（0.6699） 　 　 　

under15
　 1.1900 　 　 　 　
　 （0.3567）a 　 　 　 　

over65
2.297 0.7724 　

　 　 （0.6797）a 　 （0.0371）a 　

infldot
0.1506 　

（0.1377） 　 　

tradedot
　 　 　 0.0004 　 　
　 　 　 （0.0028） 　 　

SW-MSE 17.5151 　 　 　 　 　
Arsq 0.9154 　

自由度 290

注 ：（　）内の値は標準誤差である。a は有意水準 1％、b は有意水準 5％、c は
有意水準 10％で有意である。

注 ：SW-MSE は、System Weighted MSE, Arsq は System Weighted R-Square
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付録B　データの詳細
colrate：人的資本（%）：大学・短大進学率、「就学率及び進学率」（昭和 23

年～平成 17 年）学校基本調査　年次統計
dfltadot：インフレ率、GDP デフレーター（年率）（％）：世界開発指標
（World bank data JPN）

gdpdot：実質 GDP 成長率（％）, 2005 年価格：内閣府「国民経済計算」
gdpinfl：GDP デフレータ対前年度上昇率（％）、2005 年価格：内閣府「国民

経済計算」
global：貿易の市場開放（％）、（輸出＋輸入）／実質 GDP, 2005 年価格：内

閣府「国民経済計算」（2005 年価格）。2000-2010 年平均、OECD　Annex 
Table 5.  Real total gross fixed 

gini：ジニ係数：課税所得 D.Stat（2012）。国税庁　長期時系列データ＞申
告所得税標本調査結果、第 2 表　所得階級別表　1。所得階級別納税者数

（ 合 計 ）（ 昭 和 26 年 ～ 平 成 27 年 ） よ り 作 成：http://www.nta.go.jp/
publication/statistics/kokuzeicho/jikeiretsu/01.htm

goversize：政府の規模（％）、実質政府最終消費支出／実質 GDP、2005 年
価格：内閣府「国民経済計算」

infldot：インフレ率、GDP デフレーター上昇率（％）：平成 17 年基準デフ
レータ、内閣府、各年「国民経済計算」

intrs90af：金利（％）：約定平均金利、90 年以降日本銀行　貸出約定平均金
利、種類別 / 貸付 /_ 都市銀行％

http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_
a000&lstSelection=IR04

inrs90be：金利（％）：約定平均金利 90 年以前、総務省統計局、「日本の長
期統計系列、第 14 章　金融・保険」、主要金利水準：貸出約定平均金利、
国内銀行％

http://www.stat.go.jp/data/chouki/14.html
inveform：実質総固定資本形成（％）、実質総固定資本形成 / 実質 GDP、

2005 年価格：内閣府「国民経済計算」
lydot：就業者一人当たり実質 GDP 成長率（%）：（実質 GDP（2005 年価格）

／就業者）対前年上昇率、就業者数：総務省統計局、労働力調査、長期時
系列表 1「a － 1 主要項目（労働力人口・就業者・雇用者・完全失業者・
非労働力人口・完全失業率）－ 全国、月別結果」

tradedot：世界貿易の対前年上昇率（％）、WTO Data International trade 
statistics

Marchandise export by product and destination annual（Million US dollar）：
http://data.wto.org/

overrop65：65 歳以上の人口比率（％）、総務省統計局：人口統計：長期時系
列データ（平成 12 年～ 27 年）及び我が国の推計人口（大正 9 年～平成
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12 年）
under15：15 歳以下の人口比率（％）、総務省統計局：人口統計：長期時系列

データ（平成 12 年～ 27 年）及び我が国の推計人口（大正 9 年～平成 12 年）
unirate：人的資本（%）, 大学進学率：短大・大学進学率、「就学率及び進学

率」（昭和 23 年～平成 17 年）学校基本調査　年次統計
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民主的市民の政治的態度形成と政治教育

荒　井　祐　介

1 　政治教育の 2 つの方向性

2 　政治および民主主義とは何か

3 　現代民主主義の 2 つのモデル

4 　民主的社会における政治的態度

　　：関与する可謬主義的な多元主義を手がかりに

5 　民主的市民の政治的態度形成と政治教育

1 　政治教育の 2 つの方向性

近年、我が国では、政治教育についての関心が高まっている。その

契機の一つは、選挙権年齢の引き下げによって、学校における政治教

育が重要な教育上の課題となったことにある（田中 2015，広田 2015a，

2015b，林 2016，宮下 2016，桑原 2017）。このような教育現場における政

治教育の実践という課題に応じるかたちで、政治学や教育学において

政治教育に関する研究業績が蓄積されつつあり（小玉 2003，2016，近藤 

2005，2013，2016，2018，長沼・大久保 20012，北山 2014，新藤 2016）、日本

政治学会や日本教育学会の年報においても政治教育に関する特集が組

まれている（日本政治学会 2016，Japanese Educational Research Association 

2019）。

民主的社会における政治教育には、大きく分けて、2 つの方向性があ

ると考えることができる。第 1 は、主権者として既存の民主的政治シ

ステムに関する情報と知識を学び、政治に関わることの重要性や意義

論　説

（
一
二
一
四
）
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を習得するというものである。これは主権者教育と呼びうるものであ

る。第 2 は、基礎的な政治的知識に基づいて、民主政治における市民

としての他者との関わり合い方、すなわち政治的態度を学習し習得す

るというものである。

ビースタ（Gert J. Biesta）は、教育が果たす機能として、資格化

（qualification）、社会化（socialization）、主体化（subjectification）の 3 つを

挙げる（Biesta 2010）。資格化は、学習者に対して、知識、技能、理解

を提供することであり、あるいは彼らが「何かをする」ことを可能に

するような性質や判断の形式を提供することである。社会化とは、教

育の機能を通して、我々が特定の社会的、文化的、政治的な秩序の一

部となる多くの方法に関するものである。主体化とは、「新参者」を既

存の秩序にはめ込むことを表しているのではなく、そのような秩序か

らの独立を示唆するあり方や、個人がより包括的な秩序の一つの単な

る「標本」ではないようなあり方のことを表している。ビースタが示

す教育の 3 つの機能を踏まえると、主権者教育は資格化と社会化の機

能を果たし、政治的態度の形成は主体化の機能を果たすものと考えら

れる。

現在の我が国の教育現場で行われている政治教育は、主に主権者教

育として行われている。その背景としては、学校における政治的中立

性の遵守が要求されていることがある。第 2 次世界大戦後の日本の教

育では、教育と政治はお互いに関与すべき存在ではないとされてきた。

1947 年に制定された教育基本法では、政治教育について、「良識ある公

民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」と

しながら、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育

その他政治的活動をしてはならない」として、学校の教育現場におけ

る政治的中立性を求めている。そのため、学校教育では、教育の政治

的中立性の名のもとに政治的教養やシティズンシップに関する教育は

避けられる傾向にあった。

選挙権年齢引き下げにともなって、学校の授業で政治教育を実施す

（
一
二
一
三
）
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ることが求められるなかで、教師たちは政治的中立性をどのように維

持するかという点で対応に苦慮することとなった。こうした教育現場

での混乱を避けるため、文部科学省は、2015 年 10 月 29 日に通知を出

し、高等学校における生徒の政治活動に関して、休日や放課後に行う

校外での活動については「生徒が判断し、行う」と認め、これまでの

基準を緩和した（文部科学省 2015）。ただし、授業中や生徒会活動、部

活動における政治活動については、これまでと同様に禁止された。ま

た、休日や放課後の政治活動についても、校内については他の生徒の

支障にならないよう、制限または禁止とされた。校外での政治活動に

関して、それが法律に違反するおそれが高い場合には、制限または禁

止が必要とされた。文科省はこの通知を出すことで大まかな基準は示

したものの、実際の授業においては、教師が政治的中立性を判断する

場面が多く存在する。

文科省は、基本的には政治教育を推進する立場をとっており、2015

年 9 月には、総務省と連携して、投票の仕方や選挙の仕組み、模擬投

票の仕方などをまとめた副教材『私たちが拓く日本の未来：有権者と

して求められる力を身に付けるために』をつくり、公表している（総務

省・文部科学省 2015）。他方で、同時に作成した、教員が教える際の基準

を示した「指導書」では、政治的に意見が分かれるテーマで教員が個

人的な意見を言うことを避けるなど、中立性を守るよう繰り返し指摘

もしている。

このように、日本の教育現場では、政治的中立性の保持ということ

が強く求められており、その結果、主権者教育に力点を置く傾向が強

くなっている。しかしながら、政治教育には、主権者教育だけでなく、

政治的態度の形成も不可欠である。政治教育を主権者教育の方向性の

みで実践するならば、既存の政治システムや秩序に従順に従うだけの

市民が育つことになり、既存の秩序の改善すべき点を明らかにし、新

たな秩序を創造するような市民は育まれないであろう。他方で、政治

に関する基礎的な情報や知識を学習することなしに、政治への積極的

（
一
二
一
二
）
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な関わり合い方のみを学ぶならば、社会の全体性や公共性をあまり考

慮しない利己的な主張を掲げた市民が政治過程に流れ込むかもしれな

い。それゆえ、政治教育においては、主権者教育と政治的態度の形成

という 2 つの方向性がバランスよく実践されなければならない。

本稿では、民主的社会における市民の政治的態度のあり方について

検討を行う。政治教育においては、民主的市民としてどのような政治

的態度を習得すべきなのであろうか。この問題を考えるためには、そ

もそも「政治」および「民主主義」をどのように捉えるべきなのか、

という点を明らかにしなければならない。政治がどのような営為であ

り、その政治的営為において民主主義とはどのような仕組みを意味す

るのか、これらの点を明らかにする作業を通して、民主的社会が要求

する政治的市民のあり方が浮かび上がってくると思われる。

まず、第 2 節において、政治という営みをどのように理解するべき

なのかという点を明らかにし、そのうえで、政治的運営方式の一形態

である民主主義が、いかなる基本原理をもつシステムであるのか、そ

して近代社会において再び現実的な統治システムとして採用された際

に直面した問題点について論じる。第 3 節では、その問題点を解決す

べく提示された集約的民主主義モデル（aggregative democracy model）の

意義と限界について検討し、さらに集約的民主主義モデルの代替的モ

デルとして提起された熟議民主主義モデル（deliberative democracy 

model）について取り上げる。第 4 節では、熟議民主主義モデルが要求

する民主社会における市民としての他者との関わり合い方について、

バーンスタイン（Richard J. Bernsteien）の「関与する可謬主義的な多元

主義（engaged fallibilistic pluralism）」という考え方を提示する。

2 　政治および民主主義とは何か

（ 1）政治とはどのような営為か

政治とはどのような営為であるのか、という点については、これま

（
一
二
一
一
）

60



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

四
五
六

で多くの論者が様々な視座から論じてきており、その意味で唯一絶対

の政治の定義は存在していない。政治の意味付けには多様な方法があ

る。たとえば、現実の政治的営為のいずれの側面に注目するかによっ

て、大まかには次の 4 つの視座を考えることができるであろう。

第 1 に、「制御としての政治」である。政治の一つの意味として、主

権者が、領土および市民を治めることという意味がある。この治める

こととは、社会的状況や人々の生活が悪い状態に陥らないように手当

を施し、より健全で望ましい状態へと導く作用を表しており、それは

別の言葉でいえば、社会や共同体を制御するということである。この

視座に立つ論者たちは、制御する主体である「国家」や「政府」、「統

治者」に焦点を合わせた議論を展開してきた。

第 2 に、「権力としての政治」である。領土および市民を治めるとい

うとき、そこには何らかの強制力が働くことになる。この点に注目し、

政治の権力的側面に焦点を合わせた議論も展開されてきた。

たとえば、ドイツの政治・社会学者ヴェーバー（Max Weber）の議論

を挙げることができる（Weber 1919）。ヴェーバーは、制御の主体であ

る国家は、あらゆる社会的課題に取り組むがゆえに、活動内容から定

義することは難しいとする。そこで、国家を定義するとすれば、それ

が独占的に所有するある手段、すなわち「正当に独占された物理的な

暴力の行使」という点に注目すべきであるという。政治とは、国家と

いう政治団体の指導およびその指導の及ぼす権力のことであり、かつ

権力の分け前に与ろうとする努力や、権力の分配を左右しようとする

努力である。このように、ヴェーバーは、政治は、他者の抵抗を排し

て強制的に目的を達成するための直接的作用因としての権力の行使、

獲得、配分、維持にかかわる活動と規定する。

第 3 に、「闘争としての政治」である。強制力・権力の行使による対

立や利害の調整と社会全体の統合に対して、反対し抗う勢力が存在す

る可能性もある。ここから、政治の闘争的側面に注目する議論も展開

されてきた。

（
一
二
一
〇
）
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政治を対立と闘争という角度から捉えようとした理論家として、マ

ルクス（Karl Marx）を挙げることができる（Engels und Marx 1848）。マ

ルクスは、『共産党宣言』の冒頭で、次のように述べている。「すべて

これまでの社会の歴史は階級闘争の歴史である。自由民と奴隷、貴族

と平民、領主と農奴、ギルドの親方と職人、つまり抑圧するものと抑

圧されるものとは、つねに対立し、ときには隠然と、ときには公然と、

たえまない闘争をおこなってきた」。マルクスによれば、「政治権力な

るものは、まさしく市民社会の内部における階級闘争の公的表現」で

ある。

シュミット（Carl Schmitt）もまた、政治を論じる際にその闘争的側

面を強調した（Schmitt 1963）。シュミットは、政治においては、「友と

敵」の区別こそが本質であり、「友と敵」の対立が物理的殺戮の現実的

可能性、すなわち内戦や戦争の危険が現実化するような場合に、それ

は政治的対立になるという。

このような、政治を特徴づけるものとして強制力や権力の側面、あ

るいは闘争的側面に着目することは、政治による価値剥奪的側面への

関心を示唆している。しかし、政治には、人々の価値を剥奪するとい

う機能だけではなく、人々に価値を付与・配分する機能も含まれてい

る点に留意すべきである。すなわち、政治の第 4 の側面として、社会

の意思決定を行いそれを実現するという「価値配分としての政治」を

挙げることができる。

政治の価値付与的・価値配分的側面を強調するのが、イーストン

（David Easton）である。イーストンは、政治とは「社会に対する諸価値

の権威的配分」であると規定する（Easton 1953）。人間の求める価値の

希少性から必然的に起こる対立があり、これを解決するために政治が

権威的決定にもとづいて諸価値の配分を行うことになる。権威的決定

というのは、価値の配分を求める人々がその決定に拘束されると考え、

それを好むと好まざるとにかかわらず受け入れることを意味する。す

なわち、権威とは、権力に正統性が備わっていることを意味する。諸

（
一
二
〇
九
）
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価値の配分とは、政府が社会からの要求に応じて利益、報酬、徴収、

刑罰を配分することであり、実際の政治においては政策を通じて行わ

れることになる。このように政治を理解するならば、価値配分の内容

である政策の立案（政策立案）、その政策を決定する行為（政策決定）、

その決定内容を実施する行為（政策実施）が含まれることになり、公共

政策への関心へとつながっていく。

このように、現実の政治的営為の 4 つの側面から、「制御としての政

治」、「権力としての政治」、「闘争としての政治」、「価値配分としての

政治」という視座を得ることができるが、いずれの視座にも共通する

要素は、政治が対立を前提にしているということである。つまり、政

治という営為の本質的要素は価値の対立という点にある。価値の対立

を前提として、その対立の制御やそれをめぐる権力行使、闘争、価値

配分という側面が現れると考えることができる。政治の本質が価値の

対立にあるという点は、たとえば、「政治は相対立する利益が公然と競

合している中心にあって可能であり、実際にそこでもっともよく運営

される」という見解や（Crick 1962: 18）、「人々は、政治的な領域では、

常に、受容か拒否かという真剣な選択を迫られており、それが政治問

題の本質なのである」という主張に見ることができる（白鳥 1968: i）。

政治が価値の対立を前提とするということは、現実の世界には様々

な政治的選択肢が存在するということを意味する。そうした様々な政

治的選択肢を前にして、我々は、いずれの選択肢を受け入れることが

できるのか、あるいは受け入れることができないのかという判断を下

すのである。様々な選択肢が存在しないところには、政治もまた存在

しないということになる。

丸山眞男は、現実を「可能性の束」として捉えることの重要性を指

摘した（丸山 1996）。丸山によれば、「現実というものはいろいろな可能

性の束」であり、「そのうちある可能性は将来に向かってますます伸び

ていくものであるかもしれない」し、「これにたいして別の可能性は将

来に向かってますますすくなくなっていく可能性であるかもしれない」

（
一
二
〇
八
）
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という。そして、「いろいろな可能性の方向性を認識」し、「どの方向

を今後伸ばしていくのが正しい、どの方向はより望ましくないからそ

れが伸びないようにチェックする、ということが政治的な選択」であ

るとする。

（ 2）民主主義の基本原理と 2つの条件

それでは、次に、このような政治を運営する一つの方式である民主

主義とは、いかなる基本原理をもつシステムであるのか、という点を

確認する。

民主主義が政治思想および現実の政治形態として登場したのは、紀

元前5世紀頃の古代ギリシアのアテネであった。民主主義という用語は、

多数者や人民を意味する ‘demos’ と、支配や権力を意味する ‘kratos’ が

結合されたものであり、「多数者の支配」という意味である。この語源

が示すように、民主主義の本質は、政治権力を多数者である市民が握

るという点にある（Crick, 2002; Arblaster, 1987）。先の丸山の言葉を借り

れば、様々な可能性のなかから、いずれの可能性を伸ばすのか、ある

いはいずれの可能性を摘んでいくのかということを、多数者である市

民が認識し、検討し、決定するシステムということになる。

多数者の支配が実現するためには、民主主義には 2 つの条件が含ま

れることになる。すなわち、第 1 に、全ての政治権力の源泉が市民に

あるということ（人民主権）、第 2 に、市民自らが自分たちに関わる事

柄について決定を行うこと、別の言い方をすれば自ら統治すること

（市民による自己統治）、という 2 つの条件である。民主主義は、この 2

つの条件を同時に満たすことを求められるのであるが、とくに、第 2

の条件である市民の自己統治をめぐって常に悩まされてきたといえる。

アテネの民主主義において、「多数者の支配」という状況を実現する

ために考え出されたのが「自治の原理」であった（白鳥 1984: 220）。多

数者の支配とは、支配する多数者と支配される多数者が同時に存在す

ることを意味する。この状況を成立させるためには、支配される者が

（
一
二
〇
七
）
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みずからを支配するという自治の原理が必要となる。自治の原理に基

づく多数者の支配においては、決定は多数者によって下され、決定さ

れた結果もまた多数者に対して適用されることになる。アテネの民主

主義の場合には、市民全員が集まる市民総会を通じて直接民主主義を

実行することで、支配される者がみずからを支配するとのロジックを、

たとえ形式的であっても貫徹することができた。

（ 3）近代民主主義が直面した問題

アテネの民主主義が紀元前 4世紀に崩壊してから 18 世紀に至るまで、

民主主義は、現実の政治形態として登場することはなかった。18 世紀

に入って再び民主主義が現実の政治形態として採用されたとき、そこ

では 2つの問題に直面することとなった。

第 1の問題は、国家の規模の問題である。アテネの民主主義が多数

者の支配を実現できたのは、自治の原理にもとづいて、多数者の支配

を「多数者による決定」として正当化し、市民全員が集まる市民総会

を通じて直接民主主義を実践することができたからである。近代社会

においては、市民全員が集まることを必要とする直接民主主義は物理

的に不可能である。そこで、近代社会で採用される民主主義は、直接

民主主義ではなく代表制民主主義とならざるをえない。

代表制民主主義において市民の自己統治を実現させるためには、政

治的代表者が市民の意志を正確に政治過程に反映させることが必要と

なる。すなわち、政治的代表者の意志と市民の意志とがイコールで結

ばれることで、多数者による決定を維持することができる。公共的な

問題についての決定を行うのはあくまでも市民であり、政治的代表者

はその市民の代理人に過ぎない存在と理解することで、多数者による

支配を維持することはできる。

しかしながら、近代の代表制民主主義においては、政治的代表者で

ある議員は、個別の市民の代理人ではなく信託に基づく全国民の代表

者であり、選出母体の意志に拘束されない存在であるとされる。それ

（
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は、市民の側から見れば、ひとたび議員を選出した以上、全国民の利

益の判定者である議員の決定に従わねばならず、自己の意志との乖離

を理由とした解任はできないということである。代表制民主主義の下

では、支配する者は少数者で、支配される者が多数者であることは明

らかだったのである。ルソー（Jean-Jacques Rousseau）は、この政治的

現実を捉えて、代表制民主主義の下では、市民が自由なのは「議会の

構成員を選挙する期間中だけのことで、選挙が終わってしまえばたち

まち奴隷の身となり、なきに等しい存在となるのである」と鋭く指摘

した（Rousseau 1968; 2005: 339）。

第 2 の問題は、市民の自己統治という条件に直接的に関わる問題で

ある。すなわち、市民の能力に対する懐疑心という問題である。市民

は、複雑で多様な公共的問題について、十分な情報をもち、正確に判

断し、適切な解決策を見出すことができる存在なのだろうか。市民の

能力に対する懐疑心は古くから提起されており、たとえば、プラトン

（Plato）は、民主主義は無知な市民による支配であり国家を堕落させる

ものと考え、真の意味における哲学に通じ国家と社会を誤りなく洞察

できる「哲人王」が統治者として相応しいと主張した（Plato 1974）。

20 世紀の大衆社会において、市民の能力にあからさまな懐疑心を示

したのがリップマン（Walter Lippmann）である。リップマンによれば、

市民による自己統治という理想は、人民が「不可能な任務を背負わさ

れ、達成できない理想を実現するように求められている」に等しいこ

とである（Lippmann 1925; 2007: 14）。市民は、「公的な事柄すべてに意見

を持つわけではなく」、「公的な事柄を指図するやり方もわからない」

のであり、さらに言えば「何が起きているのか、なぜ起こっているの

か、何が起きるべきなのかわからない」（Lippmann 1925; 2007: 27-28）。し

たがって、「彼がどれほど知りえたか私には想像できず、民衆の無知を

結集すれば公的な事柄に持続的な指導力が生まれるとする神秘的な民

主主義者の考えには、まったく根拠がない」と言い切る（Lippmann 

1925; 2007: 28）。

（
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なぜ市民は自己統治をする能力をもちえないのであろうか。現代の

政治生活は多種多様なアクターが関与する複雑で移ろいやすい世界で

あり、我々はそのような世界を正確に認識し理解するだけの能力をも

たない。そうした曖昧で混沌とした政治の世界で、我々は、「見てから

定義しないで、定義してから見る」、すなわち「外界の、大きくて、盛

んで、騒がしい混沌状態の中から、すでに我々の文化が我々のために

定義してくれているものを拾い上げ」、「こうして拾い上げたものを、

われわれの文化によってステレオタイプ化されたかたちのままで知覚」

するのである（Lippmann 1922; 1987a: 111-112）。ステレオタイプは、秩序

だった矛盾のない世界像を提供するものであり、そのような世界像に

とって異質なものは排除され、我々は見慣れないものは見ないことに

してしまう（佐々木 2009: 150）。事実がどのように見られるかを決める

のはステレオタイプであり、我々は、その事実について違った見方を

する人を「異端の人」あるいは「危険な人」と認定し、対立した見方

をする人に対して寛容になれなくなり、遂には反対者は悪しき人間や

陰謀を企てる存在と考えるようなってしまう（佐々木 2009: 151）。

このような真偽の基準を失った市民に自己統治を行うことを求める

ことは、もはや誤った理想である。そうであるとすれば、市民はむし

ろ政治の部外者としての位置に立ち、政治は公共政策に関わる少数の

専門家たちの手に委ねるべきであると、リップマンは主張する。つま

り、政治における市民の役割は、受動的で限定的なものに制限される

べきであるという。

「部外者はほとんどの場合、何が関連事項で何が当然なすべき考

慮かを自分で判断することはできない。部外者が判断できるこ

とは、多分、その決定に利害関係のある諸集団の声に正しく耳

が傾けられたか、もし投票があったのならその投票が誠実にな

されたのか、そしておそらく、その結果が誠実に受け入れられ

たか、ということであろう。……ある手続きを通じてふつうに

（
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〇
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生じた結果が、自分の理想のよい生活と合致しない場合は、そ

の手続自体が正しいかどうか疑問を呈することができる。しか

し、もし部外者があらゆる場合にその手続きの代用を自分がつ

とめようとして、……“ 世論 ” をもちこもうとするならば、自分

の混乱に輪をかけることになるであろう。彼は何事も一貫して

考えつづけることをしなくなるであろう」（Lippmann 1922; 1987b: 

261）。

3 　現代民主主義の 2 つのモデル

（ 1）集約的民主主義モデル

いま見てきたように、18 世紀に再び現実の政治的運営方式として採

用された民主主義は、共同体の規模の問題、および市民の能力への懐

疑心という 2 つの問題に直面した。リップマンの議論においては、市

民は政治的世界の部外者となり、少数の専門家が政治の主導権を握る

という役割分担が示された。すなわち、多数者の支配としての民主主

義の条件のひとつである市民の自己統治は、実現不可能なものとして

退けられることとなった。それゆえ、現代の民主主義は、多数者の支

配という基本的原理をいかに正当化するのかという問題に再び向かい

合わねばならなくなった。

この多数者の支配の正当化の問題にひとつの解を示したのが、アメ

リカの経済学者であったシュンペーター（Joseph Schumpeter）である。

シュンペーターは、現代民主主義を次のように定義する。「民主主義

的方法とは、政治決定に到達するために、個々人が人民の投票を獲得

するための競争的闘争を行なうことにより決定力を得るような制度的

装置である」（Schumpeter 1942: 269）。すなわち、シュンペーターは、少

数の者が支配するという現実を受け入れたうえで、多数者の支配を

「多数者による決定」ではなく「多数者による決定者の決定」と読み替

えたのである。現代民主主義においては、市民の役割は、「何をする

（
一
二
〇
三
）
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か」を討議を通じて決定することではなく、「誰を統治者にするか」を

競争的な選挙によって決めることである。政治において「何をするか」

を決めるのは、専ら政治家や政府の役割とされる。

20 世紀においては、このシュンペーター流の理解に基づく集約的民

主主義モデルが、理論的にも実践的にも有力なものとなった。集約的

民主主義モデルでは、個人や集団の選好が政治過程に表出され、それ

らの選好は互いに競争関係にある。政党や政治家は、可能な限り多く

の市民の選好を満たす政策を提示して選挙で競争し、最終的には多数

決原理に基づき政策を決定する。市民の選好は所与のものとして扱わ

れ、市民の選好がどのように形成されたのか、政治過程への参加を通

じた他者との相互作用の結果として市民の価値観や選好がどのように

変化したのか、という点については関心がない。

集約的民主主義モデルにおける市民は、専ら自己利益を追求し、同

じ利益を追求する人々と集団を形成し、その利益の実現を約束する政

治的代表者を選挙で当選させることで、利益の成就を果たそうとする

存在である。自らと異なる利益を追求する他の個人や集団は単なる競

争相手であり、互いに影響を及ぼしあうことはない。他者の意見や主

張に耳を傾けて自らの価値観を省察することよりも、自らの価値観に

従って自己利益を主張する。自らの殻の中に閉じこもりながら自己利

益を主張し、政治過程に表出される諸利益の中からいずれの利益を実

現するかの判断は専ら政治的代表者に委任する、というのが集約的民

主主義モデルにおける市民の姿である。そのような市民にとって、必

要となる政治的リテラシーは、いかに政治の場面で自分の利益を表明

するかの方法だけとなるであろう。

このモデルにおける市民と政治的代表者の関係は、市場における消

費者、企業、商品の関係になぞらえることができる。選挙という市場

において、企業である政治家や政党が商品である政策を店頭に並べ、

消費者としての市民はそれらの商品の中から最も好ましいものを選択

する。そのとき、消費者は、同じ価値観を持つ他の消費者とはコミュ

（
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ニケーションをとるかもしれないが、自分と異なる価値観を持つ消費

者がどのような商品を選ぶのか、なぜその商品を選ぶのかについては、

ほとんど関心を持たない。

集約的民主主義モデルは、第 2次世界大戦後はおおむね機能してい

たと考えられるが、その要因として、第 1に、集約的な意思決定を通

じて、特定の集団や部門のみが利益を独占することが妨げられ、分散

的な利益配分が実現していた点が挙げられる。第 2次世界大戦後に民

主主義諸国は経済成長を実現し、より多くの集団・部門への利益配分

が可能であった。

第 2に、先進民主主義国においては、程度の差はあるにせよ、福祉

国家を実現できたことで、社会的集団や部門に組織化されていない

人々にも恩恵をもたらすことができた。このことは、潜在的な異議申

し立てを顕在化させないという効果をもつ。組織化されていない人々

にとって、自分の生活だけを考えていても政治的利益配分に与ること

ができたということは、政治的な意思決定をめぐって他者と討議する

必要性がなかったことも意味する。

しかしながら、1990 年代に入ると、集約的民主主義モデルは行き詰

まりを示すようになった。第 1に、第 2次世界大戦後に続いてきた経

済成長が鈍化し、福祉国家の負担が増えるなかで、政府の利益配分リ

ソースが縮小したため、集団や部門間の競争が激しくなり、利益配分

に与れない集団・部門が不満を抱えるようになった。

第 2に、財政の健全化および福祉国家の縮小が進められるなかで、

特定の集団に組織化されていない、あるいは繋がりをもたない人々に

対する利益配分が困難となり、これらの人々が政府や政治的代表者に

対して利益実現の要求を突きつけるようになった。

第 3に、グローバル化の進展、およびアイデンティティの多様化に

よる多文化主義の台頭である。多文化主義は、集約的な意思決定過程

を通じてはその利益を実現できない少数派が民主主義国の内部に存在

することを可視化した。多文化主義は、市民に対して、異質な他者と

（
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〇
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共生するために自身のアイデンティティや選好を変化させることを要

求するものである（Gutmann, 1994）。

集約的民主主義モデルにおいては、個人や集団の選好が表出されれ

ば、それが集約・調整されて利益配分が実現するとされていたが、も

はやそのような集約的な意思決定様式では人々が満足するような利益

配分を行うことは困難となっている。

集約的民主主義モデルにおいては、自分たちの要求や要望が実現さ

れていないとすれば、それは政治的統治者が自分たちからの委任に応

えていないということである。その場合、市民は、その責任を追求し

て、政権交代を実現したり、政治家を議員のポストから追放すること

で、自らの選好の実現を目指す。しかし、政権を変更したり、政治家

や政党の勢力関係を変更しても、既存の制度や政策の変更には時間と

コストがかかり、かつ変更の幅も極めて限定的であるため、政治的意

思決定に不満をもつすべての人々の利益を満たすことはできない。こ

のような不満を抱えた市民の間では、政府や政治的代表への信頼感が

低下したり、政治に対する自身の無力感の増大が顕著となった。

（ 2）熟議民主主義モデル

集約的民主主義モデルが行き詰まりを見せるなかで、それに代わる

政治的意思決定の様式が模索されている。そこでは、集約的民主主義

モデルと同じく少数の者が支配するという現実を受け入れたうえで、

市民の役割は、「誰を統治者にするか」を競争的な選挙によって決める

ことだけでなく、「何をするか」にも積極的に関与することを目指して

いる。

この 20 年ほどで、多くの政治理論家が議論し、かつ実践も行われて

きたのは、熟議民主主義モデルである（Fishkin, 2009; Ackerman and 

Fishkin, 2004; Dryzek, 2000）。熟議民主主義モデルにおいては、集約的民

主主義モデルとは対照的に、人間は変革されうるものだという見方が

取られており、共通善の探求を促進するために熟議を行い、人々の選

（
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好・要求の変更を促す。

熟議民主主義モデルは、数の力や利益の調整ではなく、「理由の検

討」を通じて決定を行うことを求める。すなわち、意見を述べる際に

は他の人々にも受け入れ可能と思われる理由を述べ、その妥当性につ

いて吟味する。熟議的な意思決定とは、どの選好に最も数多くの支持

があるかを決定することではなく、個人や集団が同意するどの提案が

最善の理由によって支持されているかを決定することである（Young 

2000: 23）。

フィシュキン（James Fishkin）は、熟議の経験によって、「より良い

市民」を育むことができるという。彼がいう「より良い市民」とは、

公共の問題に対処する市民の能力、すなわち情報、有効性、公共精神、

政治参加が発達した市民のことである（Fishkin 2009: 143）。

熟議民主主義モデルについては重要な批判もある。熟議民主主義で

問題となるのは包摂性と排除である（田村 2017: 25-26）。ムフ（Chantal 

Mouffe）は、熟議民主主義が「政治的なるもの」を理解しそこなってい

る点を指摘する。ここでいう「政治的なるもの」とは和解不可能な敵

対関係である。熟議的民主主義では、熟議を通じて合意形成を目指す

ことになるが、そもそも和解不能で合意に到達できない存在を必然的

に排除することになる（Mouffe 2000）。我々は、非理性的なコミュニ

ケーションに基づく意見をもつ人々を熟議の場に包摂することができ

るのだろうか、あるいは、和解不可能な敵対関係にある人々を熟議の

場に包摂することができるのか。

ヤング（Iris Young）は、排除の形態として、外在的排除（external 

exclusion）と内在的排除（internal exclusion）を提示する（Young 2000: 53-

57）。外在的排除とは、特定の個人や集団が討議や意思決定過程の場か

ら排除されている一方で、別の個人や集団に対しては支配的なコント

ロールを認める形態の排除である。内在的排除とは、形式的には討議

や意思決定の場に包摂されている人々が、要求を真剣に取り上げても

らえず、また対等な敬意をもって扱われていないと感じるようなかた

（
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ちでの排除である。そこでは、特定の個人や集団の主張や表明は、愚

かで単純で考慮に値しないものとして、他の個人や集団から無視され、

退けられ、見下されるように扱われる。

ヤングは、熟議民主主義がもつ内在的排除の傾向を指摘する。熟議

民主主義は、主張や提案などの議論に関する政治的コミュニケーショ

ンを制限する傾向があるという。なぜなら、そのような熟議民主主義

においては、主張や提案にあたって、他者にも受け入れ可能な理由を

示すことを求めるからである。

さらにいえば、熟議民主主義における議論では、語法や様式の面で

も内在的排除の傾向を示す（Young 2000: 56）。熟議民主主義における分

節性（articulateness）の規範は、論理的つながりが不明確な主張や理由

づけを低く評価する。非情念性（dispassionateness）の規範は、身振り手

振りの表現、感情的な言い方、そして比喩的表現などを評価せずに退

けてしまう。すなわち、何を語ったかではなく、どのように語ったか

を理由にして、特定の人々の主張や提案は真剣な熟慮の場から排除さ

れてしまう。規律性（orderliness）の規範は、辛辣であったり感情的で

あるような言い方は、それが人々の関心を誘発したり重要な点を指摘

するのに効果的であったとしても、議論の場からは排除されてしまう。

熟議民主主義モデルは、人間は自己変容しうる存在であるとの立場

をとりながらも、理性的な熟議を必要とする点で、熟議に参加できる

市民を制限するという可能性を内包する。ヤングは、それを内在的排

除と呼び、形式的には討議や意思決定の場に包摂されている人々が、

要求を真剣に取り上げてもらえず、また対等な敬意をもって扱われて

いないと感じるようなかたちで、実質的には排除されることを鋭く指

摘した。そうであるとすれば、熟議民主主義モデルにおいて重要な論

点となるのは、熟議に関与する人々が、自分とは異なる他者に対して

自身を閉じることなく、自己と他者の相互変容をするためには、どの

ような態度をとるべきなのか、という点にあるといえる。

（
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4 　民主的社会における政治的態度
　　：関与する可謬主義的な多元主義を手がかりに

集約的民主主義モデルでは、市民は専ら自分の利益を追求する存在

であり、政治によって何を実現するかをめぐって異なる他者と直接的

な開かれた討議を行うことはないとされる。様々な政治的選択肢のう

ちいずれの選択肢を選ぶのかを直接的に決定するのは、専ら専門家で

ある政治家の役割である。このような集約的民主主義モデルにおいて

は、市民に求められる政治的リテラシーは、自分の利益を政治過程に

表出するための方法だけとなる。

それに対して、熟議民主主義モデルにおいては、市民の自己変容の

契機が内包されており、人々は自身に閉じることなく、異なる他者と

互いに揺さぶり合うための政治的態度を身に付けることが要求される。

この熟議民主主義モデルにおいて市民がとるべき政治的態度を考える

にあたっては、バーンスタインが提唱する「関与する可謬主義的な多

元主義」という考え方が大きな示唆をもたらしてくれる。

（ 1）関与する可謬主義的な多元主義とは何か

アメリカの哲学者であるバーンスタインは、アメリカのプラグマ

ティストたちの思索から大きな影響を受けつつ、関与する可謬主義的

な多元主義と名付けた考え方を提唱する。バーンスタインによれば、

関与する可謬主義的な多元主義は、プラグマティズムの伝統の最良の

側面を代表するものであり、真に民主主義的なエートスを育むために

不可欠のものである。

バーンスタインは、プラグマティストたちの中心的主題として、①

反基礎付け主義とデカルト主義批判、②可謬主義、③探求者の共同体

と実践の社会性、④多元主義と偶然性、⑤行為者の視座、および理論

と実践の連続性、⑥生き方としての民主主義を挙げる（Bernstein 2016: 

2）。関与する可謬主義的な多元主義は、これらのプラグマティズムの

（
一
一
九
七
）
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中心的主題が有機的に結合された概念であると理解することができる。

関与する可謬主義的な多元主義は、哲学的なレベルにおいては、唯

一の普遍的な「神の視点」という考えそのものを拒絶し、互いに競い

合う多様な哲学的視座をもちつつ、根源的に異なる様々な視座から学

ぶことに対して開かれている義務と責任をもつことを要求する

（Bernstein 2016: 3）。そして、実践的なレベルにおいては、見慣れず異質

なものへの受動的な寛容にとどまらず、探求が本質的に共同的な自己

修正の過程であると信じ、相互理解の達成に向けた真摯な試みを要求

する（Bernstein 2016: 3）。

要するに、我々は、自分の先入観や思考様式に傾倒しがちであるが、

他者の他者性を否定したり抑圧することなく、その他者の言葉に耳を

傾けなければならないのである（Bernstein 2016: 34）。そのためには、次

の 2 つの誘惑に警戒しなければならない。すなわち、他者の言ってい

ることが不明瞭であるとか、もやもやしているとか、つまらないと非

難して簡単に退けるという防御策を取る誘惑、および異他的なもので

もいつでも簡単に自分たちの確立した語彙に翻訳できると思い込む誘

惑である（Bernstein 1991: 335, 1997: 522）。

加えて、我々は、偶然性と機会こそが世界と人生の基本的特徴であ

ると考えるべきであるという。我々は、これから起こることを完全に

統制することも予測することも決してできないのであり、それゆえ、

予期せぬ偶然や対立への心構えとなる習慣や徳を育まなければならな

い（Bernstein 2016: 34）。

このような関与する可謬主義的な多元主義を実践することは、いか

にして自身の視野を広げるかを学ぶことであり、それは困難な任務で

あると同時に決して完結することのない任務である（Bernstein 2016: 34）。

（ 2）多元主義について

バーンスタインが提唱する関与する可謬主義的な多元主義をより詳

細に理解するために、以下では、「多元主義」、「可謬主義」、「関与する

（
一
一
九
六
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こと」についてバーンスタインがどのように論じているのかを見てお

こう。

多元主義という考えについて、バーンスタインが拠り所とするのは

ジェイムズ（William James）の多元主義論である。ジェイムズは、世界

は多元的であるとして、それは「統一感はあるが、どうやらそれもい

ろんなものが寄り集まった結果」であり、「こうした寄せ集めのゴツゴ

ツした形を洗練する努力こそ、高次の思考のつとめにほかならない」

という（James 2014: 5-6, 1961: 2-3）。そして、より大きな統一性が実際に

は成り立っていると仮定することで多くの発見と出会うことは否定し

ないが、「その方向に大きく突き進んでいるものの、絶対的な統一性は

いまだ見つかっておらず、それはなおも限界概念にとどまっている」

とする（James 2014: 5-6, 1961: 2-3）。ジェイムズは、統一性の意義そのも

のを否定することはしないが、一元論のようにそれを前提としたり絶

対視するのではなく、統一性の中身自体をよく吟味することの必要性

を強く要求する。

「もちろんジェイムズは、見たまま、感じたままの世界や経験で

十分と述べているわけではない。秩序の探求はやめるわけには

いかないこと、単純化したり、思わぬ場面で統一性を見つけた

りする作業が必要なことは、よく承知している。しかしそれで

も、たったひとつの均質的な統一体という考えそのものを承服

することはなかった。統一性の意義こそ否定しないものの、か

たくなな一元論とは違い、それがどんな種類の統一性かを問う

のが多元主義の立場なのである。実際にどの程度の統一性が見

られるのか、それはどういう意味での統一性なのか、よく確認

すべしということだ」（Bernstein 2010: 59, 2017: 89）。

多元主義の立場をとる際に、我々は一つの問いを投げかけられるか

もしれない。様々な考えや主張の間に対立が存在するとして、それら

（
一
一
九
五
）
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の間に何らかの確固とした解決策をもたらし、永続的に対立を除去す

るような普遍的な方法が存在するのか、という問いである。

この点に関して、ポパー（Karl Popper）は、「フレームワークの神話」

と呼ぶ考え方を示した。すなわち、我々は、「理論のフレームワーク、

過去の期待、言語に囚われた囚人であり」、それらのフレームワークに

閉じ込められているがゆえに、根源的に異なるフレームワークやパラ

ダイムに囲われた人たちとコミュニケーションを取ることができない、

というものである（Popper 1974: 56, 1985: 82）。この考え方によれば、

「異なるフレームワークや語彙、パラダイムは互いに共約不可能なもの

であり、それぞれのフレームワーク内でなされる主張を評価し是非を

判定しようと思っても、そのための普遍的基準はもちろん、共通の基

準すら存在しない」ということになる（Bernstein 2010: 54, 2017: 81）。

プラグマティズムの多元主義者たちは、このような「フレームワー

クの神話」の考え方には与しない。プラグマティズムの多元主義者た

ちは、我々は所与の観点や志向性に基づいて語るかもしれないが、そ

れらの囚人であるわけではなく、異なる視座をもつ人々と出会うこと

や自らの視座を広げることは可能であると考える。多元的な状況にお

いては対立や不合意は避けられず、また、それらの対立を解決する永

続的な合意に到達できる確たる根拠もないかもしれない。しかし、プ

ラグマティズムの多元主義者たちにとって重要なことは、対立にどの

ように対応するのかという点である。我々はみな、他者の生活に対し

て明らかに盲目的であるかもしれないが、想像力や共感を働かせて、

異なる見解を理解したり高く評価したりすることは可能である。「本気

でお互いとの相互理解（それは不同意の可能性を排除しない相互理解）を求

める対話的応答」こそが、求められるべきことと考えるのである

（Bernstein 1991: 336, 1997: 523）。

プラグマティズムの多元主義は、異なる観点を本気で理解しようと

努めることを要求するとはいえ、「それを受け入れるとか、批判的な評

価を控えるということではなく」、「批判的精神をわすれることなく、

（
一
一
九
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別の観点、別のヴィジョンに向き合うように呼びかける」ものである

（Bernstein 2010:62, 2017: 94）。そして、「フレームワークの神話」のよう

な相対主義的な考え方とは対照的に、プラグマティズムの多元主義は、

「たがいに手を伸べあい、批判的にかかわりあえる接点を見つけようで

はないか、と訴えるのである」（Bernstein 2010:62, 2017: 94）。

社会に存在する対立を解決し除去する方法が存在するのか、という

問いに対して、プラグマティズムの多元主義者たちは、「フレームワー

クの神話」のように共約不可能なフレームワーク同士の解決は不可能

であるという考え方を退けるだけでなく、そもそも対立を除去すると

いう考え方に反対する。民主的社会においては、次から次へと対立が

生起するが、それらは社会にとって無用で混乱をもたらすものではな

く、むしろ社会改革と正義の実現にとって無くてはならないものであ

る。プラグマティストからすれば、「対立の除去は “ 見込みのない自己

矛盾した理想 ”」でしかなく、社会生活は、個人の生活と同じように、

「対立に悩まされながらも “ 崩れがちな協調関係 ” を絶えず再建しなが

ら進んで行くもの」なのである（Westbrook 1993: 80）。

（ 3）可謬主義について

次に、可謬主義とはどのような考え方であるのかを見てみよう。可

謬主義を最初に明確なかたちで論じたのはパース（Charles Sanders 

Peirce）である。パースは、疑う余地がないだけでなく訂正の必要性す

らない確たる事実が存在すると主張する基礎付け主義に反対の立場を

とり、「いかなる知識の主張にも（より一般的にいえば、いかなる妥当性の

主張にも）異議の申し立て、修正、さらには棄却の可能性がある」とい

う可謬主義の考え方を示した（Bernstein 2010: 36, 2017: 54）。

パースは、「疑う余地のない」ということと「訂正の必要性がない」

ということを明確に峻別している。疑う余地のない信念や命題が存在

することは容認するが、それらの信念や命題に疑義が挟まれることは

ないという考えを受け入れることはできないのである。

（
一
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この点で、可謬主義は、認識論的懐疑主義とも異なっている。認識

論的懐疑主義は、「正真正銘の知識に訂正はありえないという幻想に

よって育まれるもの」であり、「知識と称するものが、どれもあとで誤

りと判明するかもしれないとしたら、“ 本当の意味で知っている ” とい

えるものは何もなくなってしまう」と考える（Bernstein 2010: 37, 2017: 

54）。それに対して、可謬主義においては、知識の探求とは、「どんな

主張も無事が保証されているわけではないが、全部の主張がいちどき

に危うくなることもない、みずからを訂正していく企て」であると理

解される（Bernstein 2010: 36-37, 2017: 54）。

パースの可謬主義が主張するのは、訂正の必要性がない絶対的な知

識という考え方自体が、筋の通らない、捨て去らねばならない考え方

だということである。可謬主義の立場に立つということは、知識を主

張するにあたって、「可能な限り良質の証拠と強力な論証をそろえたう

えで、人間である以上誤りの可能性があることを念頭におきながら、

チェックに努める」ことが要求されることなのである（Bernstein 2010: 

37, 2017: 55）。

「可謬主義は、頑健な意味で捉えるならば、希薄な認識論的教義

ではない。可謬主義は、一連の徳ないし一連の実践から成り立

つものであり、それは批判的なコミュニティのなかで慎み深く

育まれることが必要である。可謬主義を志向する際には、自身

の考えを公の場で審査にかけ、その考えに批判的な人々の声を

注意深く聞くことを真に望むことが求められる。新たな仮説や

推論を公式化したならば、それを公の場での厳しい審査にかけ、

探求のコミュニティによる批評にさらすための想像力が要求さ

れる。可謬主義には、不確実性に対する高い寛容性と、最も大

事にしてきた信念の誤りが明らかになったときにその信念を変

更、修正、そして放棄する勇気が必要である。頑健な可謬主義

は、（パースの影響を受けていた）ポパーが『オープン・ソサエ

（
一
一
九
二
）
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ティ』と呼んだものを要求する。したがって、可謬主義には、

我々と異なる人々や我々の考えに挑戦する人々に対する最低限

の寛容以上のものが必要となる。我々は、彼らの批判や異議に

正面から向き合い、答えを探す試みを行わなければならないの

であり、その際にはお互いを尊重し合うことが求められるので

ある」（Bernstein 2005: 29-30）。

（ 4）関与することについて

では、関与することについて、バーンスタインはどのように論じて

いるのであろうか。我々が住む世界には多元的な考え方や知識が存在

し、いずれの考え方や知識も修正や棄却の可能性があることを受け入

れて他者と真摯に向き合うべきであるというとき、我々はどのように

他者と関わり合うことが求められるのか。

バーンスタインによれば、自らとは異なる他者との関わり合い方な

いし論証には 2 つのスタイルが存在するという。すなわち、敵対的

（adversarial）ないし対決的（confrontational）な関わり合い方と対話的

（dialogical）な関わり合い方である。

敵対的な関わり合い方とは、誤っているとみなす主張やテーゼと対

決するとき、それを容赦なく追い立てるようなスタイルである。自身

と異なる他者は敵とみなされ、その敵の立場の何が間違っているのか

を具体的に特定し、その弱点を暴き立てることが論証の目的となる

（Bernstein 1991: 337, 1997: 523）。敵対的な関わり合い方を実践するため

には、敵の考え方や主張の細部に至るまで注意を払ってその誤謬を際

立たせたり陳腐さを暴露したりするために、具体的で明確な主張や議

論を首尾よく展開することが求められる（Bernstein 1991: 337, 1997: 523-

524）。

このような関わり合い方は、曖昧な主張に対しては決して満足する

ことがなく、論争の争点が何であるのかを正確に示すことを助け、さ

らには対決すべき欠点を曝け出してくれる（Bernstein 1991: 337, 1997: 

（
一
一
九
一
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524）。

対話的な関わり合い方は、敵対的な関わり合い方とは対照的に、他

者が我々に何かを語ろうとしている、そして我々の理解に何らかの貢

献をしてくれている、という前提から出発する（Bernstein 1991: 337, 

1997: 524）。

対話的な関わり合い方においては、他者は敵ではなく対話のパート

ナーとみなされる。我々は、最大限の注意を払って他者がどのような

立場に立っているのかを把握し、他者が語っていることや示すことに

絶えず応答しなければならないが、そのためには、想像力と感受性を

働かせ、解釈する力を鍛え上げることが求められる（Bernstein 1991: 

337, 1997: 524）。

対話的な関わり合い方は他者との相互理解を目指すものであるが、

それは必ずしも合意を意味するものではなく、依然として意見や考え

方の不一致は存在しうる。しかし、対立は、不合意を明らかにする手

段になるという意味で、対話的な関わり合い方においても重要なもの

として位置付けられる。

この敵対的な関わり合い方と対話的な関わり合い方は、それぞれ行

き過ぎた場合には危険も伴うという。敵対的な関わり合い方は、敵の

弱点を暴露することや、誤っていると思われる点の非論理性を示すこ

とに専ら関心が集中してしまうと、他者が何を語っているのかという

点や、その議論に他者が貢献しているという事実に対して、盲目に

なってしまうかもしれない（Bernstein 1991: 337, 1997: 524）。対話的な関

わり合い方の場合、他者の考え方や主張を批判的な立場から理解しよ

うと努めない場合には、それは単なる同情的な抱擁に過ぎないものに

堕してしまう。

したがって、バーンスタインは、敵対的な関わり合い方と対話的な

関わり合い方の双方をバランス良く保つことが重要であると主張する

（Bernstein 1991: 337-338, 1997: 524）。我々は、自身とは全く異質で不条理

ですらある立場から糾弾してくる他者と向かい合ったとき、それを即
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座に拒絶するのではなく、まずは最大限の注意を払って他者がどのよ

うな立場に立っているのかを把握し、そのうえで、真剣に批判的な評

価を下すことに取り掛かるべきなのである。

5　民主的市民の政治的態度形成と政治教育

今日の民主主義は、集約的民主主義モデルの行き詰まりが明らかに

なるなかで、熟議的民主主義モデルが理論的にも実践的にも広く模索

されている。この熟議的民主主義モデルにおいては、市民は、政治的

代表者を選ぶだけの役割にはとどまらず、政治が何を行うかの決定に

も関与する積極的な役割を与えられている。熟議的民主主義モデルで

は、市民は、異なる他者を前提とし、他者に対して自身を閉じること

なく、かつ他者と互いの立場を揺さぶり合う姿勢を保ちつづけ、自己

と他者の相互変容を促し、絶えず自身の政治生活を省察することが要

求される。

政治教育の一つの方向性は、民主政治における政治的市民としての

政治的態度を涵養することである。そうであるとすれば、今日の政治

教育に求められるのは、熟議的民主主義モデルにおける政治的市民の

役割を果たすための政治的態度を育むことである。

バーンスタインの関与する可謬主義的な多元主義の考え方は、熟議

民主主義における政治的態度を考えるにあたって、大きな示唆を与え

てくれる。バーンスタインは、互いに競い合う多様な視座の存在を前

提にして、自身の考えが誤っている可能性を否定せず、異なる視座か

ら学び、自己変容を忌避することなく、他者との相互理解に向けて真

摯に取り組むことを提唱する。

この関与する可謬主義的な多元主義の精神を育むことにより、市民

は、利己的な議論に固執することから引き剥がされ、自らの視座の偏

狭さ・狭隘さに気付かされ、偏見も是正される可能性をもつことにな

る。このような政治的態度を涵養する政治教育を実践することにより、
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自分たちに関わる事柄について決定を行う市民という、民主主義の一

つの条件の克服に一歩近づくことができると思われる。

〔付記〕　本研究は、JSPS 科研費・基盤研究（C）「＜哲学の女性性＞と

アメリカ哲学のグローバルな再生：政治教育の実践哲学教育」（研究

代表者：齋藤直子　課題番号：17K04542）、および JSPS 国際共同研究

加速基金（国際共同研究強化 B）「他なるものとの共存に向けた政治教

育：日本先導によるアメリカ実践哲学の国際対話研究」（研究代表者：

齋藤直子　課題番号：18KK0064）の助成を受けています。
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編集者としての五百木飄亭

石　川　徳　幸

1 ．はじめに

愛媛県松山市日の出町は、かつて伊予国小坂村の新場所と呼ばれ、

手漉き和紙の生産が盛んであったことから紙の里として知られた。

現在、日の出町を訪ねてみると、金刀比羅神社を石手川の対岸にの

ぞんだ土手沿いに小さな公園があり、そこには正岡子規と五百木飄亭

（本名、良三（1））の顕彰碑が並んでいる。本稿の主題に示した五百木飄

亭は、この新場所において、松山藩士である父作平の長男として 1871

年 2 月 3 日（明治 3年 12 月 14 日）に誕生した。

１－１．先行研究と本稿の位置づけ

五百木飄亭（1871－1937）は、明治中期から昭和初期にかけて活躍し

た俳人であるが、俳人としての業績のほかに、医師、新聞記者、政治

活動家、出版社社長といった多様な経歴を持つ人物である。メディア

史の領域に関しても、飄亭は 1901 年に貴族院議長だった近衛篤麿が創

らせた雑誌『東洋』の編集長を務めたほか、1929 年から 1937 年までの

あいだには政教社の社長として雑誌『日本及日本人』を主宰している。

飄亭のこうした経歴には、正岡子規との出会いが深く関わっている。

しかし、正岡子規との関係から飄亭の名は近代文学の領域において一

定の知名度を得ているものの、飄亭個人の活動の全容は長らく明らか

にされてこなかった。

しかし、近年になって、飄亭の新聞記者時代や政治活動家としての

論　説
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活動に関する研究成果が発表されるようになってきたほか、初めて本

格的な評伝が出版されるなど、飄亭に関する再評価が行われるように

なった。例えば、飄亭に関する唯一ともいえる本格的な評伝として、

松本健一『昭和史を陰で動かした男：忘れられたアジテーター・五百

木飄亭』（新潮選書、2012 年）がある。松本書は近代政治史における五百

木飄亭の位置づけを＜浪人＞として論じたものであり、その＜浪人＞

としての位置づけを決定づけた契機は日露講和条約反対運動にあった

と紹介している（2）。同書では、五百木飄亭が丸山眞男のいうところの

「天皇制ファシズム」を支えた浪人でありながら、丸山眞男以降の研究

者に一度も取り上げられなかった理由について、以下の点を指摘して

いる。すなわち、五百木飄亭には北一輝や井上日召のような非日常的

なカリスマの要素がみられず、むしろ浪人仲間からの人望の厚い「無

邪気な善人」であったために、浪人の代表的存在として見なされな

かったという点である。政治活動家としての五百木飄亭が閑却されて

きた理由は、松本書の指摘のとおりであろう。近年に至って、五百木

の政治活動やメディア史上の業績に関する研究が整理されつつある（3）。

一方、文人としての業績に関しても、正岡子規という偉人の陰に隠

れて注目されてこなかった。飄亭自身が主題として論じられた例は稀

有であり、例えば山上次郎『歌人森田義郎と子規・飄亭』（古川書房、

1972 年）などのように、周辺人物との関係の中で取り上げられている

ものはあったが、飄亭の業績は正岡子規に関連する文脈の中で簡単に

取り上げられることが多く、飄亭を主題とした研究は管見の限りにお

いてほとんど見られなかった（4）。もちろん、史料の少ない五百木飄亭

を研究するにあたっては、周辺人物との関係からアプローチする方法

は有用であり、本稿でもそうした手法を採用する。ここで指摘してお

きたい点は、これまでの研究の視座において、飄亭が果たした業績に

関しても正岡子規を中心に捉えてきたために、飄亭の役割が過小評価

されてきた嫌いがあるということである。

また、先述のように飄亭はメディア史の領域において注目すべき役
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割を果たしているにも関わらず、とりわけ彼の晩年の業績に関しては、

死後に刊行された『飄亭句日記』を除いて、ほとんど知られていない

のが現状である。また、彼のそうした活動の源流ともいうべき、句作

を中心とした文芸活動に関しても、十分な整理がなされていない。

こうした先行研究の状況を踏まえ、本稿の目的は、多様な経歴を持

つ飄亭の生涯の中で、前掲の先行文献の中では充分に捉えられてこな

かった編集者としての五百木飄亭の活動を詳らかにし、彼が残した業

績の歴史的意義について再評価を試みることにある。研究の手法とし

ては、史料実証主義に基づいた歴史学の手法を採用する。具体的には、

飄亭が編集者として関わった活動の要所を、時系列に即しつつ、史料

にもとづいて明示したあとで、それらの意義について考察を行ってい

く。

１－２．飄亭の出版人としての業績および俳人としての評価

飄亭が関与した代表的な出版物には以下のものがあげられる。まず、

正岡子規と共同で『富士のよせ書』という研究書を編纂している。そ

の後、正岡子規が編集長を務めた新聞『小日本』において雑報を担当

し、日清戦争後には、新聞『日本』で貴族院担当の記者として活躍し

た。貴族院議長であった近衛篤麿が主宰した経緯社の雑誌『東洋』の

編集長として割愛された後、再び日本新聞社に戻って編集長として

『日本週報』などを手がけた。日露戦争の前年に日本新聞社を辞したあ

とは、出版やジャーナリズムの世界から離れて政治活動に傾注する。

この間の業績は、政治活動に関するパンフレットを数点発行した程度

である。その後、1929 年に乞われて政教社の社長に就任し、死去する

まで雑誌『日本及日本人』を主宰した。また、これらの業績のほかに、

医学専門紙に関与したことや、俳誌『芭蕉』や『鶏頭』などに連載を

持っていたことが明らかになっている。本稿では、以上の業績の中か

ら、飄亭が中心となって編集に携わった事例について考察し、先行研

究で触れられてこなかった彼の生涯における転機と出版およびジャー

ナリズムとの関係について明らかにする。
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こうした飄亭の業績において、俳句は重要な意味を持つものである。

しかし、本稿では主旨と異なるため飄亭の詠んだ句を具体的に取り上

げて分析することはしていない。とはいえ、飄亭が俳人としていかな

る評価を得ていたのかという点に関しては、史料で確認できる範囲に

おいて明らかにしておく必要があるだろう。そこで、本論に入る前に、

同時代人による飄亭の評価を整理しておきたい。

まず、飄亭に「文学的感化」を与えた正岡子規は、俳人としての飄

亭をどのように評価していたのであろうか。飄亭が政治活動に傾注す

るようになる以前の、1896 年 10月頃に書かれた人物評から引いてみたい。

明治二十二三年の頃より多少俳句に心ざしゝ者五百木飄亭、新

海非風の二人あるのみ。非風早く文学を廃し東西に流浪し俗界の

人となる。残る所只飄亭あり。飄亭の文学に於ける一種の天才あ

り、一たび文学趣味の上に大悟せし後は滔々数千言猶尽くる所を

知らず、恰も大地裂けて熱泉涌くの勢あり。其俳句に於けるも亦

然り。明治二十三四年の頃吾人の俳句は未だ俳句を為さゞるに当

りて飄亭の句已に正を成す（5）。

このように、明治 23 年（1890 年）頃においては、子規より飄亭の方

が俳人として優れていたことを述べている。この頃は、本稿で取り上

げる『富士のよせ書』を 2人で編纂した時期にあたる。しかし、飄亭

自身が「仕事が多かつた為め、二十九年頃から我輩は、俳句の方をや

つてゐられなくな（6）」ったと述懐しているように、飄亭は新聞記者と

しての仕事に追われ、また政治活動に熱中していくうちに、自ら俳界

から距離を置くようになるのである。

子規の弟子である河東碧梧桐や高浜虚子にとっても、飄亭は一目置

く存在であった。河東碧梧桐と高浜虚子は、京都の第三高等中学校の

学生であった 1893 年に飄亭と会している。その時の印象について、碧

梧桐は次のように振り返り、飄亭を讃述している。

飄亭は、見るもの聞くものを珍しがって、郵便配達がノロノロ

歩いていると言って笑った。梅畑の婆さんの紺の前掛がいいと嬉

（
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しがった。そうして十歩に一句、二十歩に一句と吐いた。それが

皆事実ありのままの叙事であって、そうしてちゃアんと一句にま

とまっていた。私はその豪傑笑いの尾について空虚な笑い声を立

てながら、その尽きない句作に心から驚かされてしまった。平生

見なれ聞なれていたものが、飄亭の句によって美化されて行く輝

かしい世界に幻惑されてしまった。

私は何よりもこの時始めて写生の意義を明かに体得したことを

感謝せねばならなかった。人の見ないものを探ったり、滅多に気づ

かないものを見つけることが写生の真意義ではないのだ、という

抽象論を具体化した詩人飄亭を心から渇仰せねばならなかった（7）。

高浜虚子もこの時の様子を、「その年の十二月に京都の吉田の下宿に

除隊になつた飄亭が国に帰る序に立ち寄つて初めて遭つたのでありま

す。下宿には碧梧桐も同居して居つたので、二人とも学校に出かけて

居る時分に飄亭はその辺を散歩して沢山の句を作って戻って来る。又

三人で一緒に散歩をする時でも多量の俳句を作るといふ有様で、私達

は其すさまじい勢に少々、驚かされたものでありました」と述懐して

いる（8）。

碧梧桐が「十歩吟」と評し、虚子も驚嘆させられた圧倒的な多作は、

当時の俳人としての飄亭の特徴を捉えたものである。その多作ぶりは

兵役を共にした佐藤肋骨の回想からも窺うことができる。

明治廿五年には青山の兵営内に飄亭君を中心にした四人の俳句

仲間が存在し、所謂「子規派の兵隊組」として知られたものであ

る〔中略〕。この頃開催された俳句会で今記憶に残つて居るものは

飄亭君の下宿龍嵒窟での会と古白君の下宿であつた戸塚の畑の中

の藁家での会であつた。〔中略〕この場合飄亭君にいつも咄嗟的に

奇想天外の句をならべて全勝を博したものである（9）。

これらの評価に関しては、飄亭の生前に書かれたものも、飄亭の死

後に追悼記事として寄せられたものも含んでいる。そのため、こうし

た文章が書かれた背景も考慮しなければならないが、同時代人による

（
一
一
八
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飄亭に対する俳人としての評価は決して低いものではなかった。少な

くとも、「日本俳句草創期」の主要人物の一人として認知されていたこ

とは間違いないと言えるだろう。

以上、少々長い紹介となったが、本論で扱う飄亭の編集者としての

道が拓かれるためには、正岡子規からの信頼を得ていたという点が不

可欠な要素となるため、史料をもとに詳述した。こうした背景と前掲

の問題意識をもとに、飄亭の編集者としての活動に関して具体的に見

ていきたい。

2．医学から「文芸方面」への転身

２－１．医学と漢学の修養

1883 年の秋、愛媛県は松山病院の構内に県立医学校を開設した。こ

の前年に、文部省が医師養成の教育機関を整備する目的で「医学校通

則」を公布しており、同校はこれを受けて設立されたものである。

1883 年に生徒の募集が行われ、実際の講義は翌年に入ってから実施さ

れた。五百木飄亭は、この松山県立医学校に 1885 年に入学している。

当時の医学校は甲種と乙種に分けられており、松山県立医学校は乙

種の学校であった。「乙種ハ簡易ノ医学科ヲ教授シ以テ医師ノ速成ヲ図

ル（10）」ためのものであり、甲種の学校と比べて修業年限が短く、設置

される必修科目の数も少なかった。しかし、卒業時に医術開業免許状

が下付される甲種に対して、乙種の場合は国家試験に合格しなければ

免状を得ることができなかった（11）。

こうして松山に新設された医学校で、飄亭は勉学に励んでいたわけ

であるが、1886 年 9 月に愛媛県は突如として松山県立医学校の廃止を

決定する。廃校の理由は、「乙種校は十分な専門教育が施されず入学希

望生徒の僅少であることが松方デフレによる経済恐慌下の財政窮迫で

の整理の対象とされた（12）」ためであったという。医学校が廃校となっ

てしまった飄亭は、翌 1887 年に大阪に上り、今橋 5丁目で開業してい

（
一
一
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た小野田医師のもとに寄寓して、医学の実地を学びながら試験に備え

た。こうして、飄亭は 1888 年に 19 歳で内務省所管の試験に合格し、

開業免許状を取得したのであった。

また、飄亭は松山県立医学校に通っていた同じ時期に、河東静渓の

主宰する千舟学舎にも入塾しており、ここで漢学を修めている。河東

静渓は藩校明教館の教授を務めた人物であり、のちに新傾向俳句に

よって大成する河東碧梧桐は静渓の五男にあたる。同郷の正岡子規も

千舟学舎で学んでいるが、子規は飄亭よりもおよそ 3才年上であり、

1883 年には上京して共立学校に入学している。そのため、松山時代の

2人には直接の交流はほとんどなかったと考えられる。

千舟学舎では、河東邸の敷地内に塾生用の長屋が建てられており、

十数名の塾生が寝食を共にして生活したという。静渓の四男である河

東蕭城の回想には、「良三君を入塾前より松山の県立医学校に通学して

居りし為、其入塾は通学の便宜が主なる目的なりしならんも、塾生の

課業なる朝未明の素読生に対する助読、午後の経書の聴講史子の輪講

など缺さず出席して、四五歳も年長の諸生に伍し、更に劣る處なく、

其の識見文章の其根を此時に培養した（13）」とあり、飄亭が千舟学舎の

寮から医学校に通っていたことがうかがえる。ただし、飄亭の千舟学

舎への入塾が松山県立医学校への入学の後であったかは定かではない。

それは、飄亭とともに千舟学舎に入塾した従兄の藤田禎一郎の回想に

よれば、千舟学舎への入塾は 1882 年ないし 1883 年頃で、そこから中

学校に通ったとあるからである。なお、藤田禎一郎は「十五六年頃か

ら松山市千舟町に在りし儒者河東坤先生の塾に我等両人茲でも揃つて

入塾し同師の厚き指導を受けた。要は彼の風格と精神と漢学的素養は

茲にて此師より培養せられたりと信ずる（14）」とも述べており、先の蕭

城の述懐と同じく、飄亭の素養がこのころに培われたものであること

を指摘している。

２－２．正岡子規との出会い

さて、10 代で開業医の免状を取得した飄亭であったが、未成年のう

（
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ちの開業は認められていなかった。そこで、1889 年にドイツ語の勉強

を目的として上京し、旧伊予藩主の久松家が育英事業として経営して

いた常磐会の寄宿舎（現在の文京区本郷 4丁目付近）に入る。この前年、

常磐会には第一高等中学校本科への進学を期に正岡子規が入舎してい

た。正岡子規は一高の予科生の頃に大原其戎から俳諧の指導を受けて

おり、一時は哲学に関心を寄せたものの、飄亭と出会った頃にはすで

に文学に志を持っていたと言ってよい。飄亭は、この頃に正岡子規か

ら「文学的感化」を受けたことに関して、次のように書き記している。

確か明治二十一、二年頃と思ふが、内藤鳴雪翁が舎監をやつて

ゐた常磐舎で我輩は子規を知つたのである。それ以前には我輩は

他の人々とは違ひ、少々方面違ひの医学を大阪で勉強してゐたの

であるが、開業医の免状を得たので、今度は大いに独逸語を研究

してみようといふ志で上京し、国の久松伯が経営してゐた常盤舎

へ這入つたのである。当時正岡は一高に通つてゐたが、文学を志

して、俳句を勉強したりしてゐた。我々は此の時、初めて文学、

特に俳句を子規より手ほどきされたのである。〔中略〕さうして寄

宿舎内丈けの回覧雑誌を出して銘々に勝手なことを書き合つてゐた

のだが、正岡は之に文学論や俳句を記してゐた。我々は此の雑誌

を中心として、正岡から大いに文学的感化を受けたのであつた（１5）。

かくして、飄亭は常磐会で出会った正岡子規の影響を受けて、文学、

とくに俳句に身を入れることになるのである。もともと、飄亭の意識

には「医学を修学の動機はそこなら学資を出すと云はれたからであつ

て、好きで選んだのではない（16）」という気持ちがあった。父親の勧め

のまま医師の免状を取得したものの、飄亭は郷里を遠く離れた東京の

地で、あらためて自分の進むべき道を模索した。飄亭自身が、「我輩は

医学を勉強したのだが、医者が嫌ひで何か他にやりたいと思つていた

所へ、正岡の感化影響で、文学へ頭を突込み、いつか文芸方面へ進み

出した（17）」と振り返っているように、このようにして飄亭の「文芸方

面」への道が拓かれることになったのである。

（
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五百木飄亭は、正岡子規が俳句に目覚めて試行錯誤した時期、つま

り習作期とも言うべき時期を共に過ごした。子規と飄亭の文学上の親

交は書簡からも窺うことができる。例えば、飄亭は兵役のために 1892

年に常磐会寄宿舎を出るのだが、その頃に子規が飄亭に宛てた手紙を

見ると、「爾後文況如何。此頃は一題百句といふこと相はやり、已に相

すみ候もの鹿、露、蕃椒の三題也。今は笠（秋季）百句の考中也。吾兄

も仲間入りし給ふては如何（18）」とあり、新しく始めた「一題百句」と

いう試みについて、飄亭を勧誘している様子が窺える。子規が手紙で

誘っているように、飄亭は休みの日に子規のもとを訪ねては句作に興

じていたようである。1891 年に松山から上京して、当時、常磐会寄宿

舎に入っていた河東碧梧桐は、飄亭が子規の部屋を訪ねてきたときの

様子を次のように語っている。

兵隊の服装をした人が、日曜によく子規の処へ遊びに来た。一

人は五百木飄亭で、今一人は新海非風であった。その外にも連れ

立って来る兵隊さんが二、三人あった。〔中略〕

飄亭は故郷で父の千舟学舎の塾生であったこともあり、十九で

医者の前期後期の免状もとった秀才というので、会えばきっと言

葉をかわしながら、心から親しむ気持よりも、遠くから尊敬して

いる心持だった。まだ丁年前後の若さでありながら、物に動じな

い落ち着きと、深く物を考え入っているとも見える凹んだ羊のよ

うな目つきとは、大抵の人が人相を一変する兵隊の幾何学的の線

の交錯と、生ま生ましい原色の露出である色彩でさえも覆い紛ら

すことは出来なかった。飄亭は生れつき色が黒かった。が、その

色の黒さは、この人がどういう未来を持つかの運命の謎を一層深

くするのに役立っていた。〔中略〕

時折この二人が子規の部屋に落ち合う時などは、時代物、世話

物、悲劇喜劇の役者ぞろいと言った形で、歓楽は他の舎室を圧し

ていた（１9）。

このように、子規にとって飄亭は親交の深い人物のひとりであった
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ことがわかる。先の子規から飄亭に宛てた「一題百句」の書簡におい

ては、俳句に関する話題に加えて「小生両三日来、痰に血痕を印し候

へども格別の事もなかるべと歩行なども致居候處、今にやまず殊に今

朝のはやや深紅に相成候故、何となく宸襟安からず候。尤名にしあふ

根岸には竹庵先生許り故、いまだたれの診察も乞はず。敢て大兄の御

處方を請ふ」とあり、医者である飄亭に結核の症状を相談している姿

も窺える。このように、子規にとって飄亭の存在は、俳句の同志であ

るとともに、年下ながらも頼れる友人であったことが分かる。

２－3．『富士のよせ書』の編纂

このように文学上の親交を深めていった飄亭と子規は、常磐会寄宿

舎に居た際、共同で『富士のよせ書』という 3巻立ての本を編纂して

いる。

『富士のよせ書』は、古くからの文献を渉猟して富士山に関する記述

を蒐集したものであり、古来日本人がいかに富士山を見てきたのかを

まとめたアンソロジーである。一種の富士山事典であるとともに研究

書としての性格をもつ『富士のよせ書』は、以下のような構成となっ

ている。第 1巻には、地誌、紀行文、随筆といったいわゆるノンフィ

クションの作品から蒐集した内容が収められている。第 2巻の表紙に

は「和歌・俳句」とあるが、ここに俳句はおさめられておらず、ペー

ジ数もこの第 2巻だけが他に比べて少ない状態になっている。ここに

俳句が収められていない理由については、元々ここに収めた富士に関

する俳句を、あとになって正岡子規が俳句分類の作業を行った際に別

に移したことが指摘されている（20）。第 3巻では、「狂句・狂歌・都都

逸・端唄・小説・院本・音曲・和文・漢文・詩」と、その他の雑多の

ものから富士に関する記述を抜き出したものが収められている。

この本は公刊されたものではないため、正確な成立時期は明らかに

なっていない。成立時期に関しては、例えば、同じ講談社版の『子規

全集』に寄せられた解説文においても見解が分かれている。第 20 巻附

録の月報 12 号に収められている新田次郎「富士のよせ書に寄せて」で

（
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は、「『富士のよせ書』は子規と五百木飄亭との共同編集といわれてい

るが、出来上った年代も明治 22 年頃という漠然としたものではっきり

していない」と記されているのに対し、第 20 巻に収められた上田三四

二「解説・事典的方法」においては、「『富士のよせ書』は明治 23 年、

子規数え年 24 歳のころに主として蒐集が進められ、その翌年に完成し

たと推定される」と書かれている。これらの点に関しては、1890（明治

23）年の飄亭と子規の手紙のやり取りの中で同書の作業について触れ

られているため、1889（明治 22）年頃に成立していたとする説は明らか

な誤りである。

この『富士のよせ書』に関しては、正岡子規が中心となって編纂し

たものであり、飄亭がその作業を援けたかのように論じられる嫌いが

ある。例えば、『子規選集』（増進会刊）の編者であり、「折々のうた」

でも著名な大岡信は、『富士のよせ書』に関して「子規は飄亭に指示し

て、いろいろ下調べをさせた」という見解を述べている（21）。また、飄

亭の名があまり知られていないためか、『富士のよせ書』については

「これは途中から正岡子規一人では出来なくて寒川鼠骨にも手伝っても

ら（22）」ったと、別の人間と間違われたと思われる例さえみられる。寒

川鼠骨は子規より 8歳年下で、当時はまだ松山にいる人物であり、同

書の編纂に関わったとは判じ難い。ただし、正岡子規は 1890 年に松山

に帰省しているため、その際に寒川鼠骨と何らかの接点があった可能

性は否定しない。

しかしながら、本稿ではこのような見解に対して、以下の観点から

『富士のよせ書』の編纂は五百木飄亭が主体となって行ったものであり、

正岡子規が補佐を担ったものと考える。『富士のよせ書』の各巻の表紙

には、それぞれに次のように記名されている。

第 1巻「ふし乃よせ書」　鐡面生・馬骨生	編

第 2巻「富士のよせ書」　飄々堂主人・スケ獺祭漁史

第 3巻「富士乃与勢書」　飄亭編輯・西子補助

このうち、「鉄面生、飄々堂主人」は飄亭のことである。これは当時、

（
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飄亭が正岡子規に宛てた書簡にある「花のお江戸本郷の里真砂の尽き

ぬ数の十八番常盤の色の濃きうちに住ふなる　飄々堂鐡面再拝（23）」と

いう記述から見ても明らかである。一方の「馬骨生、獺祭漁史、西子」

はそれぞれ正岡子規の別号である。第 3巻を見ると、「西子補助」とあ

り、編輯は飄亭が行ったと明記されている。第 2巻には、獺祭漁史の

上に「スケ」の文字があり、この「スケ」が第 3巻で記された「補助」

と同じ意味と思われる。第 1巻には、作業分担を示す記述は見られな

いが、連記されている 2人の名前の序列に着目した場合、常に飄亭が

縦書きにおける上位の右側に位置している点は重要である。飄亭がこ

の編纂作業において主格であったことの証左とも言えよう。第 2巻、

第 3巻の記名の仕方と照らしてみても、第 1巻の内容も飄亭が主体と

なって編集を行ったと見做すべきであろう。原史料に即するかぎり、

飄亭を子規の補佐役として捉えることは、誤りであると言わざるを得

ない（24）。

図　『富士のよせ書』第 １巻～第 3巻の表紙

（出典：国立国会図書館デジタルコレクション）

また、飄亭が『富士のよせ書』の編纂作業の主体であったことは、

大正末期にアルス版『子規全集』を企画して発刊させた俳人の寒川鼠

（
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骨による、「富嶽に関する文献集の一編の如きは、名は二人の合著であ

るが其草稿の今猶ほ子規庵に残つてゐるのを見ると、子規居士の筆に

成るものは極めて小部分で、十中の八九は飄亭君の筆に成つてゐるの

だ。如何に熱心に図書館通ひをして集めたものであるか、推察に餘り

あるので、英俊と健筆とに於て、一歩も子規居士に負けぬものであつ

たことを證してゐる（25）」という、草稿の筆跡に基づく見解からも明ら

かである。

次に、具体的な収集作業の様子について見ていく。1890 年は子規が

高等中学を卒業し、9月から帝国大学に入学する年にあたる。子規は高

等中学を卒業後、いったん松山に帰省しており、その間に交わされた

書簡において『富士のよせ書』に関する作業を確認することができる。

御留守中家事万端用心堅固に候。火の要心もいと厳重に候。当

地雨はかり毎日／＼たいくつ千万なり。富士のよせがき百余枚出

来たり。然しまだ十分の一と申處にも致らす。〔中略〕雨のため毎

日図書館へ通えず空をにらんで怒るのみ。集中歌発句地理等一番

沢山あり。今頃は歴史地理等に取りかヽれりとても夏休中にはお

ぼつかなし（２6）。

このように飄亭は松山にある子規に作業の進捗状況を伝えている。

また、この手紙から、資料の収集作業は上野の東京図書館に通って

行っていたことが分かる。現在の本郷 4丁目にあった常磐会寄宿舎か

ら東京図書館のある上野公園までは至便であったと思われるが、それ

でも梅雨の季節には毎日通うことができずに不満を感じていた様子が

うかがえる。一方、子規は「富士のよせがき百余枚出来候由祝着存候。

しかし百枚や二百枚にては中々富士山を貼り尽すことは出来ざる故御

辛抱の程奉願候（27）」との返事を書いている。この返書を受けた後、飄

亭はさらに子規に対して「此節暑さ中々にて骨も肉もとろけん計り、

それ故図書館の方も暫時鼬の道切りとなり、従てふじ山も未だ裾野に

ていたづらに八朶をなかめ居る耳、らちのあかぬことにて候。大器晩

成先づあちつきかへりをり候。又々その内にはちりも積ればとやら完

（
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全な山も出来上がるべし（28）」と書き送り、作業の遅滞を伝えている。

ただし、すでに 20 歳になっていた飄亭は、1890 年の秋には徴兵に甲

種合格して、以後 3年間の兵役生活に入ることになる。そのため、飄

亭による収集作業は、それ以前に大方の作業を終えていたものと考え

られる。兵役によって飄亭が残すことになった作業を子規が補ったと

いう意味で、子規の名前に「補助」と記した可能性もあるが、現存す

る史料だけでは実証し得ないため、ここに付記するにとどめる。

メディア史の観点からこの『富士のよせ書』の特徴をあげるとする

ならば、まずは富士を題材とした文学作品を蒐集した画期的なアンソ

ロジーとしての特徴があげられる。3巻構成の本書の中で引用された書

目は 170 種余りにも及び、江戸以前の富士山に関する記述が集められ

ている。この事典としての意義を有する資料としての価値のほかに、

『富士のよせ書』は時代的な成立条件もメディア史上の特徴としてあげ

ることができる。すなわち、いくら当時の書肆に近世以前の文献が

残っていたとしても、まだ学生であった子規や兵役に就く頃の飄亭に

170 種余りの資料を個人で集められるわけがなく、2人の書簡から作業

の様子が窺えたように、これらの底本のほとんどが上野の東京図書館

の蔵書に拠ったものと推測される。つまり、『富士のよせ書』の成立は、

明治 20 年代に近代的な図書館が整備されたことが学問的な発展の画期

となったことを示す事例として位置づけられるのである。

この『富士のよせ書』は、一般に正岡子規の研究編著として知られ

ており、飄亭が子規を補佐したものと解されることもあったが、本稿

で指摘したように飄亭が果たした役割については過小評価されている

と言わざるを得ない。『富士のよせ書』は、この後に新聞社や雑誌社の

編集長を務めることになる飄亭が初めて成した編集作業である。すな

わち、『富士のよせ書』は、従来の研究の中で指摘されてきたように子

規にとっては「俳句分類」に連なる作業として位置づけられる一方、

のちに新聞や雑誌の編集に携わるようになる飄亭にとっても、初めて

本格的に実践した編集作業として位置づけることができる作品なので

（
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ある。こうした子規との共同作業を経て、文学上の信頼関係を築いた

ことは、兵役後に子規の周旋によって記者生活をはじめることにも繋

がっていくことになる。

3．文芸からの乖離と政治への傾注

3－１．『小日本』記者

飄亭が兵役に就いていた 1892 年、子規は帝国大学を中退して日本新

聞社の社員となった。硬派な政論によって発売頒布禁止処分に遭うこ

との多かった日本新聞社は、明治 27 年 2 月に本紙『日本』とは別に、

別働隊として『小日本』を創刊している。硬派な本紙との差別化を図

るため、『小日本』は小説などを掲載する家庭向きの紙面が企図され、

子規がこの新しい新聞の編集長を任された。そこで、子規は前年に兵

役を終えていた飄亭を『小日本』の記者として招き入れている。飄亭

は除隊を前にして、「追々除隊近き候。サア／＼どうしよう／＼と今に

泣づらかくこと眼前に相迫り候が、さりとてあはて候ても何のやくに

立ち申間敷おかしなものに候。なるべくならハ本職ハやめたく存居候。

是非こらへねハ糊口的にやらねハならぬときも有べしといいつゝやり

たくなし。右御含み被下度願上奉り候（29）」と、医者を続ける意思のな

いことを子規に相談していたのであった。

子規に『小日本』に招かれた飄亭は、この新聞の三面記事を担当し

た。こうして新聞記者となった飄亭は、当時のことを次のように述べ

ている。

我輩をして、元来厭であった医者の学問を断然茲に思ひ切らし

て、己れの好いた方向に自由の翼をのばさせしめたのも、直接で

ないが自然彼〔子規のこと：引用者註〕の感化で有たらう。我輩

をして新聞記者の見習生として、此の活社会に接触させたのも彼

であった。然り明治廿七年二月二十一日の紀元節に生れた『小日

本』は、実に書生生活より直に兵隊生活に入った所の我輩をして、
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初めて此の活社会に接触せしめた舞台であって、爾後今日に至る

迄『日本』の編集室の一隅に其の見習生を継続しつつあるのは、

全く彼の斡旋と誘掖とによるのである（30）。

このように飄亭にとって子規は、まさに人生の転機をもたらした人

物であった。しかし、朝鮮の政情をめぐって日本と清国間で緊張が高

まったことで、6月 15 日に飄亭のもとに召集令状が届き、広島へ向か

うことになる。こうして、飄亭の『小日本』における記者生活は僅か

4ヵ月で終わったのであった。

3－２．「従軍日記」連載

広島に滞在中の飄亭に対して、正岡子規は「朝鮮事件いよいよもの

に相成候様にていさましく候。病院付と御変り被成候由御渡韓などは

思ひもよらぬ事と存候。〔中略〕御多忙と御不平とは思ひやられ候へど

も時々は五頁種御製造御送付被下度候（31）」といった書簡を送っている。

こうした要望に応え、看護長として日清戦争に従軍することになった

飄亭は、戦地から日本新聞社の子規宛てに「従軍日記」を書き送り、

これが本紙『日本』に連載されることとなった。

犬骨坊の号で連載された「従軍日記」は、明治 27 年 8 月 29 日から

翌年 8月 3日にかけて、73 回に分けて掲載されている。写生的な俳句

を交えた文章を特徴とした飄亭のリポートは好評を博し、通常 3面に

掲載されたこの「従軍日記」は 1面にも 29 回登場している。この連載

の中で挿入された飄亭の俳句は 475 句を数え、これは 1回あたり平均

して 6～ 7句の俳句が載せられていた計算になる。俳句紀行の趣を持

ちつつも生々しい戦場の様子を活写した「従軍日記」によって、飄亭

は大いに文名を馳せることとなった。この「従軍日記」の連載が始

まってから 8ヶ月後、1895 年 4 月には正岡子規も病を押して従軍を志

願し、「陣中日記」と題した連載を始めている。「陣中日記」も俳句を

交えた見聞録の体裁を採っており、写実的な俳句を交えて戦地の様子

を伝えた飄亭の「従軍日記」の影響がうかがえる。

日清戦争の終結後、飄亭は召集前に勤めていた『小日本』が廃刊に

（
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なってしまっていたため失職した状態にあった。そのため、正岡子規

は飄亭の行く末を案じて、「大兄方向については今後如何なされ候や。

それも伺度又愚考をも申上度存候へども書面にては尽きまじく、いづ

れ帰郷の節、御面会の上と致すべく候。但し、御考案も有之候はゞ至

急御報下され度候。事によれば、陸に依嘱する事にも相成申べく或は

万一陸の方で予め一考する所ありしかも知れずと存候。併し、これは

憶測故其つもりにて御含み置被下度候（32）」といった手紙を書き送って

いる。子規が新聞『日本』社長の陸羯南に頼んで、飄亭の就職を周旋

しようとしていたことがうかがえる。この結果、飄亭は正式に日本新

聞社の社員となり、しばらくして貴族院の担当をまかされるように

なった。

3－3．経緯社および日本新聞社の編集長

当時の貴族院議長であった近衛篤麿は、もともと対外硬運動を通し

て陸羯南ら日本新聞社の面々とは交流の深い人物であったが、飄亭も

次第に近衛の知遇を受けるようになる。飄亭自身、「私は正岡子規と一

緒に俳句をやつたりして、その関係で日本新聞へ入つたので、最初は

文芸を以て立たうなどと考へてゐたのですが、一度公爵に御縁があつ

て以来、すつかり方針が変わつてしまつて、対外問題に没頭するやう

になつた（33）」と述べている。次第に政治問題に傾注するようになった

飄亭の関心は、文芸から乖離していったのである。こうした飄亭の変

化を正岡子規は快く思わなかったようであり、この時期の飄亭に対し

て置酒豪遊と文章の冗長さを諌めるかたちで苦言を呈している（34）。

この近衛篤麿との出会いが、飄亭にとっての第 2の転機となる。義

和団事件のあとに設立した国民同盟会の会長となった近衛篤麿は、そ

の機関紙的な役割を果たす雑誌の創刊を計画し、1901 年に経緯社を立

ち上げるのであるが、ここで発行する雑誌『東洋』の編集長に飄亭を

抜擢し、日本新聞社から引き抜いたのである。1901 年 3 月 10 日付の近

衛篤麿の日記には「面会	陸実	日本社より五百木を経緯社に転せしむる

事に付相談其他」と記されている（35）。雑誌『東洋』は 1901 年 4 月か

（
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ら同年 12 月まで半月刊の形で 17 冊が発行されており、飄亭は近衛篤

麿の片腕となって同誌の編集にあたった（36）。

その後、1902 年 1 月に近衛篤麿が日本新聞社に出資する約束が交わ

されると、経緯社の社員を日本新聞社が引き受けることや、雑誌『東

洋』と日本新聞社が毎週月曜日に発行していた『日本週報』とが合併

すること等が決まった（37）。この取り決めによって、飄亭は日本新聞社

に編集長の立場で復帰することとなった。五百木飄亭を編集長に就か

せた近衛篤麿の底意には、自らの翼下で動く人物を編集の責任者に置

くことによって、日本新聞社に対して金銭面の庇護者であることにと

どまらず、実質的に編集面で影響力を行使しようとしたことがうかが

える。しかし、まだ若い飄亭の編集長就任は、先輩らの嫉視を受けて

円満にいかなかったことを、当時記者として日本新聞社にいた寒川鼠

骨が次のように述懐している。

飄亭君の編輯長就任は抜擢であるが順序を過つて居ると反感を

抱く者もあつた。其爲めに働らかない者が多かつた。現今の新聞

のやうに材料の多い中から選り食ひすることは出来ず、登載材料

の少いのに苦しむ場合が多かつた。それに働らかぬ者が多いのだ

から猶更ら材料難を告げたが飄亭君は、そんな事にはビクともし

ない。午後三時締切りに至つて工場から未だ何段足りませんと警

告して來る事が屡々あつた。ソンナ時には君は直ちに「よし來た」

と言つて傍らに在る私を顧み「おれが一段書くから君も一段やつ

て呉れ」といふ。二人で筆を執つて漸く間に合せるやうな事が

屡々あつた。そんな事が度重なるので、私は「又埋め立て工事か

な」と言つて笑ひ乍ら取掛ると君は「ホントダまるで二人は埋め

立て係だね」など言つて大笑したこともあつた（38）。

こうして日本新聞社に復帰後、編集長自ら閑文字を埋めるような仕

事に追われることとなった飄亭は、次第に近衛篤麿を中心とした対露

問題をめぐる実践的な政治活動の方へ傾注していくようになる。
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4 ．政教社社長時代

４－１．句作の再開

正岡子規が逝去した翌年、1903 年の秋に飄亭は日本新聞社の編集長

としての立場だけでなく、新聞記者としての職そのものを辞した。こ

れは、かねてより志を移していた政治活動に専念するためであった。

政治活動の要であった近衛篤麿が 1904 年の初めに薨去するという不運

に見舞われるものの、これ以後、飄亭は日露講和条約反対運動や日韓

併合推進運動、宮中某重大事件に関わる運動などに関与していく。

政治活動に奔走した時期の飄亭の活動については、ほとんど記録が

残されていない。しかしながら、1911 年に興った子規庵保存会に名を

連ねるなど、俳句を通じて築いた人脈との交流も維持していたことが

確認できる。政教社の『日本及日本人』が正岡子規号を企画した際も、

子規との思い出を寄稿している。

政治活動に従事していたあいだは、そもそも句作に興じる機会は少

なかっただろうが、例えこの頃に作品がつくられていたとしても、そ

れらは政治活動の関係で家宅捜索を受けたときに押収された物品に紛

れたか、関東大震災の災禍で焼失した可能性が高く、現存していない

と見做すのが妥当である。

しかしながら、1924 年末に同人から句作を求められたことを契機と

して、翌年初春から句日記を認めるようになり、20 余年ぶりに文芸活

動を再開する。その経緯を、飄亭自身の記述から引くことにする。

余の俳句は子規を中心とせる明治俳句革命の原始時代に属し、

二十七八年日清役当時新聞「日本」に連載せる従軍日記（犬骨坊の

名にて）に終れり。爾後日本記者として社務に追はれ、境遇の変と

共に句作の余地もなく興趣も起らず、漸次俳界を脱して既に二十

有余年に及びぬ、此の間偶々興にふれて発するの句も多くは一時

の即興として記憶に留むるなく、多少記録せしものも十二年の大

震災に焼失して悉く烏有に帰せり。然るに十三年末、雑誌芭蕉社

（
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同人来つて切りに余の駄作を求めしを動機とし、死灰再燃の縁あ

りてや俳想微かに動くを覚え、十四年初春より句日記を思ひ立つ

に至れり、而も本年に入りて政海波瀾漸く重畳し来るにつれ、自

から詩情興らず、句作も亦甚だ疎也。果して今後幾日を継続する

や、我ながら心細し。

大正十五年三月　　飄亭誌（39）

こうして、数え 33 歳で日本新聞社を退社してから、只管、浪人の立

場で政治活動を行ってきた飄亭は 55 歳に至って再び句作を行うことに

なった。また、五百木飄亭が社長を務めていた時期に政教社にいた阿

部里雪は、1932 年に俳誌『鶏頭』を創刊するために飄亭に相談を持ち

掛けた際、「俺は日比谷の焼き打ち事件のあった時、日記をつけていた

のを警視庁の家宅捜索で見つけられ友人たちに迷惑をかけたことが

あった。爾来日記は句日記にした（40）」という話を聞いたことを述べて

いる。これらの作品は飄亭の死後、政教社から『飄亭句日記』として

刊行された。そこに収められた内容は、「『鶏頭』所載のもののほか、

寒川鼠骨氏刪定の「句日記抄」と政教社同人であった雑賀博愛氏所蔵

の写本 2冊を加え大正 14 年 1 月から最後の昭和 12 年 6 月までの句日

記が収録（41）」されたものである。

４－２．『日本及日本人』

句作を再開したとはいえ、あくまで飄亭の関心は政治にあり、それ

は 1929 年 9 月に乞われて政教社の社長に就任してからも変わらなかっ

た。政教社の発行する『日本及日本人』は、かつて飄亭が編集長を務

めた新聞『日本』の流れをくむ雑誌である。1923 年に同誌で内紛が起

きて以後、飄亭は政教社後援会に名を連ねて陰に陽に同社を援助して

きた。その縁から、経営難に陥っていた同誌の再建を期待されて社長

を任されたのであった（42）。

飄亭は 1929 年の社長就任直後と、1935 年の夏の 2度にわたって『日

本及日本人』の誌面改革を実施している。政教社社長に就任した当初

は、【表】にも見られるように自ら筆を執る機会は少なく、編集にもあ

（
一
一
六
五
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まり口出しをしなかったようであるが、1935 年の誌面改革以降は、毎

号自ら署名入りで論説を掲載するようになる。飄亭は当時、天皇機関

説排撃運動から国體明徴運動に関与しており、『日本及日本人』は実質

的に飄亭の政治活動と連動した誌面構成を取るように変化している。

こうした政論以外においても、文芸に関する誌面の変化が見られた。

飄亭の社長就任当時、『日本及日本人』には子規の系譜を継ぐ「日本俳

句」欄が置かれており、この選者を河東碧梧桐が務めていた。しかし、

飄亭は碧梧桐が提唱していた新傾向を俳句と見做さなかったため、193

号（1930年 1月 15日発行）から「三昧句」欄へと改称させている。この名

称は、1925年に河東碧梧桐が中心となって創刊された雑誌『三昧』に

よった新傾向の一派に由来するものである。なお、「日本俳句」欄の名称

は1937年に碧梧桐が逝去した後、寒川鼠骨の選によって復活している。

また、飄亭の社長時代、1931 年に政教社から村上霽月が『霽月句集』

を出版しているが、ここに飄亭が序文を寄せている。この中で飄亭は

「今や我が俳壇の盛んなる、真に千紫万紅の観がある。而かも党を組み

派を樹てゝ互に覇を争ふ。当さに落花繚乱の一戦場である」と当時の

俳壇を評している。飄亭がこうした文学に関する意見を披瀝する機会

は、政論の掲載に比べてはるかに少ないが、1936 年 1 月 4 日には「国

体観念と俳句」を題したラジオ講演を行っており、時局問題を俳人と

しての立場から論じるといった試みもみせていた。

表　政教社社長時代における五百木飄亭の『日本及日本人』掲載記事一覧

西暦 号 発行日、掲載頁 記事タイトル 署名
1929 年 188 11 月 1 日、4-18 頁 日本民族の個性と其使命 無署名
1931 年 223 4 月 15 日、76 頁 「霽月句集」に題す 飄亭
1932 年 251 6 月 15 日、76 頁 「聖雄押川方義」に題す 飄亭

261 11 月 15 日、5-9 頁 日満両国民の使命 五百木良三
1934 年 290 2 月 1 日、59-88 頁 近衛霞山公追憶座談会記 五百木良三ほか

295 4 月 15 日、2-3 頁 日満国民大交驩会開会の
辞

五百木良三

305 9 月 15 日、67-73 頁 我が見たる子規 五百木飄亭

（
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1935 年 318 4 月 1 日、2-10 頁 所謂機関説問題は昭和維
新第二期戦展開の神機

五百木良三

319 4 月 15 日、2-6 頁 東は王道の和光、西は覇
道の暗影

五百木良三

319 4 月 15 日、7-8 頁 逆縁的使命 無署名
326 8 月 1 日、2-10 頁 先づ此の妖雲を排し此の

魔気を払え
五百木良三

327 8 月 15 日、108 頁 奥多摩涼味即興 飄亭
329 10 月、2-6 頁 白人文化の自壊作用 五百木良三
330 11 月、2-6 頁 国運の進展と国体問題の

推移
五百木良三

331 12 月、2-6 頁 歩々是れ維新道場 五百木良三
1936 年 332 1 月、4-8 頁 昭和維新第三期 五百木良三

333 2 月、2-6 頁 歩々の進出と歩々の退却 五百木良三
333 2 月、84-87 頁 国体観念と俳句 五百木飄亭
334 3 月、2-6 頁 是亦維新の一過程 五百木良三
335 4 月、3-6 頁 時局観片鱗 五百木良三
336 5 月、2-6 頁 次で来る問題 五百木良三
337 6 月、2-3 頁 無言の主張 五百木良三
338 7 月、2-6 頁 独歩の国運 五百木良三
339 8 月、2-6 頁 行くべき順路 五百木良三
340 9 月、2-6 頁 天祐か神罰か 五百木良三
341 10 月、2-6 頁 皇化使命必然の一道程 五百木良三
342 11 月、2-6 頁 赤魔調伏は世界平和の先

決要件
五百木良三

343 12 月、2-6 頁 此の一年 五百木良三
1937 年 344 1 月、4-8 頁 戦国の春 五百木良三

344 1 月、90-98 頁 「防共協定を語る」日独
懇談会

五百木良三ほか

344 1 月、259-275 頁 「ソヴェート生活」を語
る座談会

五百木良三ほか

345 2 月、2-6 頁 順当なる維新過程 五百木良三
346 3 月、2-6 頁 自然日本への還元作用 五百木良三
346 3 月、48-56 頁 「オーディエ大佐」と語

る座談会
五百木良三ほか

347 4 月、2-6 頁 時局収拾の要諦 五百木良三
347 4 月、109-112 頁 革命児碧梧桐 五百木飄亭
348 5 月、2-6 頁 是亦た時代促進の一転機 五百木良三

（
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結語

冒頭に掲げたように、本稿の目的は、五百木飄亭が編集者として携

わった活動を詳らかにし、彼が残した業績の歴史的意義について再評

価を試みることにある。飄亭に関しては近年、＜浪人＞としての生涯

を論じた評伝や政治活動に関する論考が発表されているが、その著作

や出版ないしジャーナリズムに関する業績に関する考察は充分に行わ

れてこなかった。そうした問題を補完することが研究上の位置づけで

もある本稿に関して、得られた知見を以下にまとめることで結びに代

えたい。

まず、本稿のはじめに記した同時代人の評価でも明らかなように、

明治期における飄亭は、正岡子規に伍して草創期の俳界を牽引するだ

けの実力を備えていた。この時期に子規と編纂した『富士のよせ書』

に関しては、従来、子規が飄亭の手助けを得て編んだものであるかの

ように論じられてきたが、原史料や周辺人物の回想などをもとに再検

討した結果、飄亭の果たした役割が大きい作品であったことを明らか

となった。また、メディア史の観点からも、特筆すべき特徴をもつ作

品であることを指摘した。

飄亭が医者の仕事を擲って文芸をもって身を立てようと決心した際

に、記者の仕事を世話したのは子規であったが、その背景には、句作

や『富士のよせ書』の共同編纂といった作業による文学を通じた信頼

関係があったといえる。飄亭の写生を旨とした句作の才は、子規をは

じめ碧梧桐や虚子ら弟子筋も認めるものであったが、17 字の中に「見

るもの聞くもの」を「事実ありのままの叙事」としてまとめる飄亭の

観察眼と表現力は、日清戦争期に「従軍日記」として遺憾なく発揮さ

れ、子規の周旋によって記者としての道を拓いたのであった。

なお、この時期に俳人としての飄亭を高く評価していた子規は、飄

亭に宛てた手紙の中で「小生の共に心を談ずべき者唯貴兄あるのみ（43）」

と述べている。「文学はやうやく佳境に入りぬ」と締めくくられる子

（
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規の書簡の中でも有名なこの手紙は、自分に残された時間の少なさと

後継者を得られない焦りの感情が爆発したものであり、「病魔に襲わ

れた者の、その発病時に感ずる発作のように、未来を否定する一種の

幻想である（44）」とさえ評されたものである。だが翻ってみれば、子

規にとって飄亭は、それだけ精神的に衰弱したときでさえ頼ることの

できる相手であったとも言えるだろう。総じて、正岡子規の習作期に

あたる時期を『富士のよせ書』を編纂するなど共に過ごしたことは、

飄亭が筆で身を立てるという人生の道筋を定める重要な出来事であっ

た。

しかし、その後、飄亭は記者の仕事で出会った近衛篤麿を中心とし

た対外硬派の運動に感化され、文芸から離れて政治活動に傾注するよ

うになっていった。近衛篤麿のもとで雑誌『東洋』や新聞『日本』お

よび『日本週報』の編集長を務めた時分には、近衛篤麿のアジア主義

にもとづく主張を口述筆記によって論説にまとめるなどの経験をし、

自ら実践的な活動に身を置くようになったのである。その一方で、数

え 32 歳の若さで編集長となった日本新聞社では先輩記者の嫉視を受け

て苦労を重ねたことも明らかとなり、こうしたことも飄亭が新聞社を

辞して政治の世界に入っていった背景にあったことを明らかにした。

晩年は、『日本及日本人』に掲載した数々の論説や、文芸関連の記事

において「国体観念と俳句」といった論題から見られるように、彼の

表現活動は政治的な活動と不可分のものであった。また一方で、この

時期の飄亭は編集者ないし出版経営者としての才能を発揮している。

政教社の経営を任された飄亭は、誌面改革と人脈を駆使した資金集め

で一時的に経営を安定させることに成功した。また、飄亭が主宰した

『日本及日本人』は政論中心の雑誌であったが、和歌・俳句・漢詩を扱

う文芸欄が常設されており、俳誌などの専門雑誌とは異なる立場から

近代日本文学の一翼を担っていたと言えるだろう。

本稿では、その目的において飄亭の編集者としての業績に関して彼

の生涯を総体的に扱って論じることを主眼としたため、個々の事象に

（
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関して細かく論究する遑はなかったが、従来の研究で看過されていた

『富士のよせ書』や、飄亭の内在的な変化を探るうえで重要な契機に関

わる事柄を新らたにすることができた。とくに一部の先行研究による

『富士のよせ書』の編纂に関する誤りを正した意義は大きい。こうした

知見が、五百木飄亭研究およびメディア史研究だけでなく、文学研究

など周辺の領域にも波及することを期して、まとめに代えたい。

脚注

（ 1）	 以下、本稿では号を使用しはじめた時期を問わず飄亭と呼称する。な
お、飄亭は政論の執筆など政治的な活動においては本名の「五百木良三」
を用い、文学に関する活動においては「五百木飄亭」を用いていた。

（ 2）	 松本健一（2012）『昭和史を陰で動かした男　忘れられたアジテー
ター・五百木飄亭』新潮選書、9頁および 18 頁。なお、同書に関する書
評論文には、石川徳幸（2013）「松本健一『昭和史を陰で動かした男　忘
れられたアジテーター・五百木飄亭』」（『史叢』第 88 号所収、51 ～ 58 頁）
があり、同書の特長と問題点が示されている。

（ 3）	 石川徳幸（2013）「対外硬派と櫻田倶楽部：小川平吉と五百木良三の
活動を中心として」（『法政論叢』49 巻 2 号所収）、石川徳幸（2014）「ロ
ンドン軍縮条約反対運動における政教社に関する一考察」（『政経研究』第
51 巻第 2号所収）など。メディア史上の業績に関しては、石田惟道「五
百木良三社長時代の政教社を対象としたメディア史研究の射程」（『メディ
ア学』第 33 号所収）が詳しい。

（ 4）	 五百木飄亭に関して論じたものには、以下のものが挙げられる。柴田
宵曲（1943）「五百木飄亭」『子規居士の周囲』六甲書房、亀田小蛄（1960）
「五百木飄亭と正岡子規」『大阪経済評論』43 巻 9 号所収、阿部里雪（1961）
「五百木飄亭」『子規門下の人々』愛媛タイムス、亀田小蛄（1967）「五百
木飄亭居士の寸描」『子規時代の人々』うぐいす社、山上次郎（1972）前
掲書。

（ 5）	 正岡子規（1927）「五百木飄亭」『俳諧大要』所収、友善堂、175 頁。
初出は、『日本人』明治 29 年 10 月 5 日号、および『ホトヽギス』第 1巻
第 4号（明治 30 年 4 月号）。

（ 6）	 五百木飄亭（1928）前掲書、99 頁。
（ 7）	 河東碧梧桐（2002）前掲書、231 頁。
（ 8）	 高浜虚子（1937）「五百木飄亭」『日本及日本人』351 号、194 頁。
（ 9）	 佐藤肋骨（1937）「日本俳句草創期の子規と飄亭」『日本及日本人』
351 号、12 頁。
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（10）	「医学校通則（明治 15 年文部省達第 4号）」『法令全書	明治 15 年』内
閣官報局、780 頁。
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行政における Public Relations
─専門職形成の必要性（1）─

岩　井　義　和

はじめに

Public	Relations の根本的な大義として、民主主義がある。すなわち

政府の活動を国民に知らせ、その声を聴くというものである。これは、

効果的な行政活動を行うため、国民の積極的な参加を促し、さらに政

府に対する支持を獲得する目的でPublic	Relations を機能させていく

というものである。そうした中、現代において国民のニーズは複雑多

岐にわたるものとなり、それに対応する形で政府活動も複雑なものと

なっていった。しかしそれは、別の見方をすると、Public	Relations に

よって国民を政策などに巻き込んでいくことで、社会のニーズに政府

が応えていく必要性が増加したともいえるが、実際にはそうした

Public	Relations の役割は軽視され、あるいは役割を果たような活動が

できていない。つまり政府が国民ニーズに応えることは困難な状況と

なっている。また、Public	Relations をただ単に情報発信と捉えた場合、

ここに大きな問題としてPublic	Relations の「プロパガンダ化」があ

らわれ、様々なメディアを駆使しつつ、情報の操作が行われ、国民は

ある特定の方向に導かれかねない。

また、特に自治体が顕著であるが、行政は意思決定プロセスに住民

が関与することをすすめ、奨励している。その理由として、財政難な

どを背景とする行政単独の意思決定や政策では、現代社会を乗り切る

論　説

（
一
一
五
六
）
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ことは出来ず、住民による支援、または協働という言葉で、行政・住

民の両者で、地域を発展させていく必要性が浮き彫りになっているか

らである。しかし、行政組織というものはまさに官僚による専門的な

組織であり、そのプロセスは社会の要請と共に複雑になり、住民側か

らは分かりにくいものとなっている。その結果、ニーズとサービスに

矛盾が生じる場合も多く、ここに住民の日常生活と行政組織の間に

ギャップが生まれ、両者の問題のやり取りや、理解がおろそかにされ

対立構造を生み出すこともしばしばである。

そうした中 Public Relations、あるいは Public Relations 担当者（日

本では広報課の場合が多いが）は、そもそも組織体が他者との間に善意友

好関係を確立、維持するための活動を担うものである。すなわち、行

政と住民の価値や意見を様々な形で共有させ、お互いの意見・行動を

調整する最前線に位置づけられるものである。別の言い方をすれば、

行政と住民の中間に位置づけられ、片方の足を行政に、もう片方の足

を住民側におき、その両者の橋渡しをするという役割を担っている。

だからこそ、Public Relations は直訳すれば「公的な諸関係」というも

のになり、この様々な関係をいかに調整し、良き関係づくりを行い、

それを維持していけるかが大きな課題となるのである。この課題を解

決することは、実際には非常に難しいものであり、だからこそ特殊技

能や能力を持ったプロフェッショナルと呼ばれる個人・集団が本来必

要であると考えられる。つまり、諸関係を調整するマネジメントを行

えるプロフェッショナルが社会に対し様々な影響力を持ち、大きな責

任をもって活動する必要性がある。実際にアメリカでは、Public 

Relations 担当者を専門職とみなし、大学での専門教育や業界団体とし

て倫理綱領を制定する活動などが広く行われている。一方日本ではこ

うした活動は少なく、ただ広報（お知らせ）と捉え、専門職という文化

とリンクしていない。特に、行政広報の場合、地方自治体と住民との

間のコミュニケーション（一方向的）であり、Public Relations だとい

う認識は低い。そこで本稿では、日本における Public Relations の担

（
一
一
五
五
）
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当者の専門性の育成・開発の必要性について倫理教育を中心に論じて

いく。

（ 1）　行政広報モデル

日本において行政広報は、行政組織とそれを取り巻く人々・集団と

の関係を円滑にし、お互いが信頼できる関係をつくり、その関係を維

持する考えであり、その技術とされ、これまでも行政活動の様々な場

面で使用されてきた。そうした中、特に住民との接点に着目し様々な

理論が唱えられ、代表的なものが井出による「行政PRによる循環理

論」、三浦による「連続性理論」「非連続性理論」、中村による「中間者

としての広報・広聴行政」「管理者としての広報・広聴行政」である。

これらの理論の特徴は、本来、広聴活動が広報活動の前提として行わ

れなければならないが、行政・住民との関係を考えた場合、さらに広

聴活動によって住民意識を開発していかなければならないことが強調

されている。そしてこのことは、今日的意味での行政広報に課された

役割を再認識することの必要性につながっていると考えられる。すな

わちこれらの理論モデルはいわば行政とは何かの問い、あるいは行政

にとって行政広報とは何かというものであり、その対象である住民と

の関係の位置づけを論じている。そして今後の課題は、行政広報（広

報・広聴：井出が言うPRプログラム）におけるコミュニケーション戦略

にとどまらず、行政パフォーマンス（井出の言う行政プログラム）と連動

するコミュニケーション戦略をいかに作っていくかであり、既存の仕

組みに留まるのではなく、現在の行政環境変化に対応する行政の行動

変化を考える必要性である。

特に井出のモデルを見ると、第 2式における行政体における、マネ

ジメントをいかに行政が行っていくか、あるいは広聴結果をいかに行

政施策に反映していくかというコミュニケーション戦略が今後の大き

な課題である（2）。そして、この言わばブラックボックス的な部分をい

かに住民に説明できるか、第 1式における結果に基づき、次の広報・

（
一
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広聴に反映し、いかに住民との行政 Public Relations、すなわち良き関

係を築き上げ、それを持続するための活動を、行政・住民で行ってい

くかが問題である。ここに協働型広報の重要性があると考える（ 3 ）。

しかしながら、現代社会では、Public Relations における広報（情報

発信）主体もさることながら、その対象である Public も多元化してき

ている。これは、行政活動においても同じことが言え、公的領域の多

元化（ 4 ）、または行政サービスの担い手の多元化（民間による提供）とい

う状況がある。すなわち、従来、公共の担い手は行政と決まっていた

ものが崩れ、現代はその担い手が多元化し、行政任せではなく、住民

も民間も、あるいはそのサービス供給を行政に代わって誰が行うかを

選択する必要性が出てきている。この場合、行政の役割としては、そ

の公共サービスの担い手としてふさわしい団体などを選定していく、

またはその方向性を決定していく必要性がでてくる。もちろんこの場

合、住民のニーズに合わせなければならない。すなわち、ここに行政

活動としてプランを作るだけでなく、地域のプロデュースを行ってい

くことが求められるのである（ 5 ）。

その一端を担うのが行政広報であるが、広報さらには Public 

Relations の手段であるメディアも高度化・複雑化してきているため、

結果的に良き信頼関係を築き上げ、その関係を維持していくことが非

常に困難な状況になってきている。特に、その関係維持という部分は、

非常に重要でありながら、この部分が一番困難なものである。なぜな

らば、とりあえず良い情報を流す、いわゆる「やりっぱなし広報」を

行い、それに成功したとしても、その後に正しい行動がとられなけれ

ば、この良き関係性は簡単に崩れるのである。

こうしたことを考えた時、井出後の広報に関するモデルを見ると、

以下の 2 つが有名である。統治論モデルを見ると行政と住民の位置づ

けが大きな問題とされ（ 7 ）、すなわち、上に行政があり、下に住民とい

う位置づけである。この統治論モデルは、まさに上意下達の形が典型

的であり、たとえ下から情報が伝えられたとしても、その情報を採用

（
一
一
五
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するか、あるいは伝える情報の選択は、行政にあり、まさに統治の道

具としての行政広報が表現される。だからこそ、自治モデルが強調さ

れ、ここに行政と住民の平行・対等関係が強調されてきた。

確かにこの 2つのモデルをみると、そこでは位置づけを変えること

による、コミュニケーションの双方向性が成立する可能性を示したも

のと言える。しかし、その位置づけを変えたとしても、その職務に就

く人間の意識、あるいは教育や行動によっては、常に正しい関係性と

なるとは限らない。つまり、指針となる倫理が欠けている場合、専門

知識をもついわゆる官僚組織が、社会の様々な側面に影響を及ぼす決

定を下す場合、住民の意見を抜きにして決断される可能性がある。す

なわち、自分たちの都合に合わせた方向へ、住民を包摂していく手段

として、行政広報を使用する、行政組織の内在的問題があり、井出の

モデルで指摘した、ブラックボックスである。そしてこの問題は、ま

さにPublic	Relations の「プロパガンダ化」が顕在する可能性である。

社会が複雑化すればするほど、専門家の権限や影響力はさらに大きく

井出　行政PRモデル（ 6）

（出所）井出嘉憲『行政広報論』（勁草書房、1967 年）、29 頁。

（
一
一
五
二
）

119



行
政
に
お
け
るP

ublic R
elations

（
岩
井
）

三
九
七

ならざるを得ない。そうした中、いかに専門家集団の行動と社会の要

求にギャップを生じさせず、一致させるかが大きな課題となる。この

ギャップをなくし、一致させるものが、本来 Public Relations であり、

ここに行政組織の内なる問題があり、公務員倫理、Public Relations 倫

理の問題が存在しているのである。そして倫理の問題をいかに克服し

ていくかが大きな課題である。

統治論モデル

自治論モデル

（出所）伊吹勇亮・川北眞紀子・北見幸一・関谷直哉・薗部靖『広報・PR 論　
パブリック・リレーションズの理論と実際』所収、有斐閣（2014 年）、p.260。
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（ 2）	　アメリカにおける専門性（専門職要素）とPublic	
Relations 倫理

前述の通り、Public	Relations 担当者の仕事は本来多岐にわたってお

り、組織外部との関係はもちろん（特に日本ではこの部分が強調されがち

であるが）のこと、組織内の他部門との協力を促進する意味でも、他と

は異なる、人間関係をマネジメントする能力やスキルを要求されるこ

とが多い。そのためPublic	Relations 先進地域である欧米では、一般

的にPublic	Relations 担当者は専門職とみなされている。

Public	Relations 研究者であるカトリップらやコーネルセンによると、

専門職を形成する要素として大きく 3つをあげている（8）。1 つ目は体

系的な知識である。Public	Relations の専門職は個々のスキルのみに長

けているだけという個人任せというものではなく、Public	Relations 活

動に関する全体的かつ体系的な知識をもち、それに基づいて個々の

Public	Relations 活動を展開することが求められる。2つ目は資格制度

である。業界団体が専門職の要件を具体的に定め、それを資格試験と

いう形で専門家として認定するという制度である。例えば米国Public	

Relations 協会では、APRという資格を、国際ビジネス・コミュニケー

ター協会ではABCと呼ばれる資格をそれぞれが認定する制度をもって

いる。3つ目は倫理綱領の存在である。専門職が専門職であると他者に

認められるためには、実務スキルはもちろんのこと、その活動が倫理

的に望ましいものであることが必要である。そのため、多くの業界団

体は倫理綱領を制定し、それを会員が遵守ことを要求している。

欧米においては、これら 3つの要件を満たす広報専門職とリンクす

る形で、広報専門職を養成するための教育が、主に総合大学のコミュ

ニケーション・スクールやジャーナリズム・スクールにて展開されて

いる（スクールは日本における学部と近しい関係性にある）。これらのス

クールでは体系的なカリキュラムを整備しており、その卒業生は企業

やＮＰＯの広報部門、あるいはPublic	Relations エージェンシーに就

（
一
一
五
〇
）
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職し、広報担当者として働くことが多い。また、シャ（ 9 ）の研究による

と、広報専門職の資格を所持していることが自身のキャリアアップに

結びついていることが明らかになっており、広報担当者が資格取得を

通じて専門職になるという文化が定着しているといえる（10）。さらに、

アメリカでは他の活動として、広報教育委員会（The Commission on 

Public Relations Education）を設置しており、広報教育のための基準を提

示するなど、大学教育にとどまらず、広報修士課程教育のための基準

を設定するなどの活動も盛んに行われている（11）。

例えば、2011 年に行われた Annual Meeting of PRSA Foundation（12）

年次会合では、Public Relations 大学院プログラムの数はほぼ 2000 年

以来三倍にしながら、一貫性のないカリキュラムや学位の要件の問題

性に着目し、財団による、Public Relations 活動に影響を及ぼす研究と

公益に役立つ研究に資金を提供するという支援を行い、2012 年には以

下の基準を設定している（13）。

広報教育委員会　修士課程教育のための基準

・戦略的広報管理
・基本的なビジネスの原則とプロセス
・コミュニケーション / 広報の理論と研究方法
・広報の実践に関するグローバルな影響
・倫理

そして、The Commission on Public Relations Education の報告書で

ある『Fast Forward: Foundations and Future State, Educators and 

Practitioners　The Commission on Public Relations Education 2017 

Report on Undergraduate Education』（14）では、世界の変化の複雑性の

中における倫理が強調され、その章では Public Relations の専門職と

しての倫理が深く掘り下げられている。

それに対して日本では、大学における Public Relations の体系的な

カリキュラムは、ごく一部の例外を除き、ほとんど整備されていない

（
一
一
四
九
）
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といっていい。その多くの人々が大学時代に体系的なPublic	Relations

についての授業を受講した経験がないのである。また、日本において

は資格制度が 2007 年に開始しているものの、資格取得が広報専門職の

要件であるとは思わないという採用担当者がほとんどであり、学生も

この資格を持つことによるメリットはあまり感じていないと考えられ

る。なぜなら、この日本の資格自体の認知がされていない、あるいは

採用側の意識はさほど高いといえないからである。そしてここに日本

では広報担当者が専門職として理解されていないという、根本的課題

があるのである。その証拠として、広報部門への配属も、ジョブ・

ローテーションの一環である場合が多く、一定の時期が経てばまた他

の部署に転出する担当者も多い。

それでは、いかにしてアメリカでPublic	Relations 専門職の要請を

行っているかというと、アメリカの大学教育でのPublic	Relations 教

育で使われる代表的な本では、一章を割いて倫理とプロフェッショナ

リズムという項目が置かれており、次のようなことが学習目標の到達

点とされる（15）。

・Public	Relations の倫理面における哲学的規範の理解

・倫理的な意思決定を行う際の功利主義的アプローチと義務論的アプ

ローチとは何かの理解

・Public	Relations の実務において、専門家の倫理に関する考え方の背

後にある主要な動機の明確化

・社会的責任を負うPublic	Relations の 5 項目のプラス面、および公

共の利益に反するPublic	Relations に付随する 3項目のマイナス面

・実務家の資格制度と認定について、主要な賛否両論の要約

・Public	Relations 分野の主な専門家組織と団体の理解

・アメリカPublic	Relations 協会の専門職基準

これを見ると、大きなキーワードとして、ここでも倫理観の必要性

（
一
一
四
八
）
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と社会的責任が強調されている。その背景としては、実施段階での

Public Relations 活動は、結局のところ情報発信側の意図する方向へと

導くものであるという批判や、プロパガンダや情報操作と同一視され

がちという問題からくると考えられる。だからこそ、Public Relations

の実務にあたっては、倫理と社会的責任が強調される必要性があるの

である。

なぜならならば、特殊技能や能力をもったプロフェッショナルと呼

ばれる個人・集団は、さまざまな影響力をもち、同時に大きな責任を

負うことが常である。だからこそプロフェッショナル、すなわち専門

家は社会から高い期待が寄せられる以上、それはある意味で固有の信

頼感をもつものであり、多くの場合その発言や行為が無条件に信頼さ

れる傾向にあると自覚しなければならない。その代表的なものが、官

僚制であり、官僚制の発達はまさに複雑多岐にわたる問題解決のため

社会の期待に応えるために発達したものであり、ここに行政国家と呼

ばれる所以がある。しかしながら歴史を見ると、この専門家集団であ

る官僚の不祥事などにより、国民の不信感が醸成された日本を見ると、

倫理観の必要性と社会的責任という言葉のキーワードの重要性が理解

できる。すなわち、プロフェッショナルとして適正に職務を遂行する

には、目先の独善的な利益追求にとらわれず、みずからを律する「プ

ロ意識」とそれを支える「倫理観」が不可欠となるのである。公務員

に関しては、だからこそ公務員の倫理が問題となり、法律によって律

するのか、それとも自己の倫理観によって律するかなど行政統制や行

政責任が大きな課題となり、重要な議論となる。同じように、Public 

Relations における倫理観不在の活動は、批判にあるように情報発信者

に有利な不確実な情報を一方的かつ強力に発信する、いわゆる「プロ

パガンダ」に陥る危険性をはらんでいるのである。

さらに現代は、従来のように個人は受け手という状況ではなく、個

人を含め組織体がリアルタイムで情報の発信・受信が可能な社会と

なった。こうした状況は、情報を発信した側が受け手の反応、すなわ

（
一
一
四
七
）
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ち個人・組織体の行動や対応を正確に見極める、あるいは注意して情

報発信を行わなければならないことを意味する。これは従来想定され

ていた関係ではないと言うものもいるが、本来のPublic	Relations の

機能を考えれば、まさに今こそPublic	Relations の役割を再検討すべ

き時と考える。なぜなら、「個人・組織体の行動や対応を正確に見極め

る」というのは、Public	Relations における自分たちの置かれた状況を

いかに把握するかという、いわば環境認識能力であり、ここに広聴の

役割があるはずである。そしてその対象であるPublic に「注意して情

報発信を行わなければならない」ということは、広聴結果を分析して

広報内容やメディアを決定していくということである。そしてこれを

繰り返していくことが、Public	Relations であり、Public	Relations の

マネジメント機能たる所以である。つまり行政広報をPublic	Relations

と捉えなおし「コミュニケーション戦略にとどまらず、行政パフォー

マンスと連動するコミュニケーション戦略をいかに作っていくかも大

きな問題であり、既存の仕組みにとどまるのではなく、現在の行政環

境変化に対応する行動変化を行政が考える必要性」（16）があるのである。

こうしたことからPublic	Relations には、常に高い倫理観が求めら

れる。そしてこれを行政機関が行う場合、公務員として、さらに

Public	Relations 担当者はその両方の倫理を肝に銘じなければならない

ということになる。しかし、このことは別の見方をすると、行政＝

Public	Relations 組織ともいえる。なぜなら、現在日本の行政は民主主

義を前提に行われており、さらに前述のようにPublic	Relations の根

本にも民主主義がある。つまり両者には、大きな根幹として民主主義

というものを共通に持っているのである。だからこそ、自治体では住

民参加が叫ばれ、その取り組みが盛んに行われているのである。した

がって行政組織において、公務員＝Public	Relations 担当者であり、

あるいはPublic	Relations 会社の実務家が介する場合でも、Public す

なわち対象である住民を考え、行政組織のトップはその役割を果たし、

さらには行政マネジメントを真摯に行わなければならない。なぜなら

（
一
一
四
六
）
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倫理観をベースにした行動が公務員・Public Relations 担当者に求めら

れるのは、結果としてそのことが最短距離で目標達成を可能にするこ

と、あるいはこれが組織の透明性の立場に立つこととなり、組織内に

おける暴走の歯止めとなる役割と機能を果たし、行政と住民のギャッ

プを埋めることになるからである。しかしこうしたことができない、

あるいは従来のように個人が単なる受け手という状況ではなく、個人

を含め組織体がリアルタイムで情報の発信・受信が可能な社会になっ

たため、この状況への対応ができないというマイナスと捉える発想が

あるということは、今まで正確に Public Relations の機能を理解して

いなかった、あるいは機能させていなかったあらわれといえる。そこ

では倫理観が欠け、いわゆる自分本位の情報発信しかしていなかった

ということであり、だからこそ行政と住民の間にギャップが生まれ、

そこでは行政自身が主体との考えがある。先のように公務員＝ Public 

Relations、あるいは大きく言えば行政＝ Public Relations と捉えると、

主体は他者である国民・住民である。ここに両者の共通する根幹であ

る民主主義が存在しているのである。現代はグローバル化という言葉

で、自治体でも他国の人々やその文化、慣習などを尊重する必要性が

出てきている。この場合も他者を主語とする姿勢が重要となり、この

場合様々な倫理観が必要とされるため、倫理観を持ち合わせないでい

ると、その行政は単なる一方的な都合による情報発信しかしないプロ

パガンダ集団でしかなくなる。

（ 3 ）　Public Relations 関係団体と倫理綱領

以上のようなことから、Public Relations 関係団体の倫理綱領を見て

いく。まずは、国際 Public Relations 協会（IPRA）であるが、以下の

ような倫理綱領になる。
（
一
一
四
五
）
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IPRA 倫理綱領・行動規範（17）

IPRA倫理綱領・行動規範（2011 年採択）は、IPRA会員ならびに世界のパ
ブリック・リレーションズ実務家に勧める職業倫理および行動規範を確認す
るためのものである。
当倫理綱領・行動規範は 1961 年ベニス、1965 年アテネ、2007 年ブラッセル
で採択されたものを統合し、一つにまとめたものである。

1 	．国際連合憲章において「基本的人権、人間の尊厳及び価値についての信
念を再確認し」と定めること
2．1948 年採択の「世界人権宣言」とりわけ第十九条（訳注）
3 	．パブリック・リレーションズとは、情報の自由な流れを促進し、すべて
の関係者の利益に資するものであること
4 	．パブリック・リレーションズおよびパブリック・アフェアーズは、民主
主義において欠かすことができない「公共の機関に対し意見を表明する行
為」であること
5 	．広く伝えるためのコミュニケーション技術を有するパブリック・リレー
ションズ実務家は、職業倫理綱領・行動規範の順守により、その影響力を
行使する手段を抑制すべきであること
6 	．インターネットやその他のデジタル・メディアなどのコミュニケーショ
ン・チャネルは、間違った情報や誤解を招く情報を広範に流布しかつ変更
できない媒体であり、従ってパブリック・リレーションズ実務家は信頼と
信用を維持するために特別の注意を要するものであること
7 	．インターネットやその他のデジタル・メディアは、個人、クライアント、
従業員および同僚のプライバシーへの特別の注意を要するものであること

以上 7つの項目に鑑み、パブリック・リレーションズ実務家の倫理綱領・行
動規範は：
1．順守：国連憲章と世界人権宣言の理念を順守すること
2 	．誠実：パブリック・リレーションズ実務家は確信をもって常に正直かつ
誠実に行動すること
3 	．対話：対話のための倫理的、文化的および知的条件を確立するよう努め
ると同時に、事例を紹介し見解を述べるにあたり全ての関係諸団体の権利
を認識すること
4 	．透明性：名前、組織、および代表する利害を表明するにあたり、公平で
透明性を保つこと
5 	．利害の対立職業上の利害の対立を避ける、また、対立が起こってしまっ
た場合はその影響を受ける関係者に公表すること

（
一
一
四
四
）
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6 ．機密保持：提供された機密情報の保持を厳守すること
7  ．情報の正確性：提供された全ての情報の真偽と正確性を確実にするため

の責任ある手順を踏むこと
8  ．虚偽の情報：誤った情報や誤解を招くような情報を故意に流布しないよ

うあらゆる努力をし、過失によってそのような事象がおきた場合は、適切
な処置を施し、ただちに修正すること

9  ．不正な情報入手：他人を欺いて、不正な手段を用いて情報を入手しない
こと

10 ．情報公開：実際には公表されない利益のために、大義をふりかざし、組
織をつくり、利用しないこと

11 ．情報の不正販売：公共的な機関から入手した書類の複製を第三者に対し
利益目的で販売しないこと

12 ．不正利益：PR のサービスを提供する上でクライアントの窓口から得た
情報を利用して利益を得るような行為を行わないこと

13 ．利益誘導：直接的あるいは間接的に、公的な利害代表者、メディア、そ
の他ステークホルダーに対し金銭的またはその他の利益誘導を行わないこ
と

14 ．影響：公的な利害代表者、メディア、その他ステークホルダーに対し不
当な影響を及ぼす行為を提案、実施をしないこと

15 ．競合他社：故意に、他の PR 実務者の職業的レピュテーションを傷つけ
るような行為を行わないこと

16 ．侵害：不当な方法により、他の PR 実務家のクライアントを奪い取ろう
としないこと

17 ．雇用：公的利害団体や自社の競合企業から人材採用する場合、当該組織
のルールや機密保持の規約を尊重すること

18 ．PR 実務者：IPRA 会員および世界中のパブリック・リレーションズ実
務家に関連したこの倫理綱領・行動規 範を遵守すること

IPRA 会員は、この倫理綱領・行動規範を守り、違反した場合は懲戒処分を
受けることに同意するものとする。

訳注：世界人権宣言　第十九条

ここで注目すべきは、この倫理綱領の冒頭の 1961 年ベニス、1965 年ア

テネ、2007 年ブリュッセルで採択されたものを統合し、一つにまとめ

たとした部分における下線を引いた 4 に、本稿の最初に述べた Public 

Relations の根幹である「民主主義」が述べられていることである。

（
一
一
四
三
）
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国際 Public Relations 協会（IPRA）倫理綱領・行動規範（原文）

4 	　RECALLING	that	 the	conduct	of	public	relations	and	public	affairs	
provides	essential	democratic	representation	to	public	authorities

※下線は筆者によるものである。

次に全米Public	Relations 協会（PRSA）会員倫理綱領ガイドライン

であるが、要約すると次のようになる（18）。

PRSA 倫理綱領　序文

PRSA倫理綱領は、Public	Relations 活動における、倫理的実務に関

して作られている。またPRは、公共の善に奉仕するものであり、PR

に携わる実務者全員が倫理的に行動する義務を負っている。倫理は

PRSA会員の重要責務であり、違反した者に対して、会員資格の剥

奪・除名などの処分を行なう。

PRSA メンバーの専門職としての声明

ADVOCACY（擁護）

PRSAメンバーは、人々のために責任にある行動によって公益を提

唱し、擁護する。またPRSAメンバーは、人々が公に議論できるよう

なアイデア、事実、視点を提供する。

HONESTY（誠実）

PRSAメンバーは、人々の利益を高めるため、その代理として人々

とコミュニケーションを行うとき、高い水準の正確性と真実性をもっ

てコミュニケーションを行う。

EXPERTISE（専門性）

PRSAメンバーは、Public	Relations に関する専門的な知識と経験を

（
一
一
四
二
）
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身に付け、責任を持って利用する。また PRSA メンバーは、継続的な

専門能力開発、研究、そして教育を通して職業を向上させていく。さ

らに PRSA メンバーは、さまざまな機関や人々との間での相互理解、

信頼性、関係性の構築に貢献する。

INDEPENDENCE（独立性）

PRSA メンバーは、クライアントに客観的な助言を行う。そして

PRSA メンバーは、説明責任を負う。

LOYALTY（忠誠）

PRSA メンバーは、公益に役立つという義務を尊重しながら、クラ

イアントに忠実である。

FAIRNESS（公平性）

PRSA メンバーは、クライアント、雇用主、競合他社、同業者、ベ

ンダー、メディア、そして一般の人々と公正な取引関係を築く。そし

て我々は、すべての意見を尊重し、表現の自由を支持する。

PRSA Code Provisions of Conduct（PRSA 綱領に基づく行動規範）

FREE FLOW OF INFORMATION（情報の自由な流れ）

民主主義における意思決定に資する、正確で真実に基づく情報の自

由な流れを保護し、促進しなければならない。

COMPETITION（競合）

専門職として、健全なビジネス環境を醸成しながら、公正な競争を

促進し、倫理的な風土を維持しなければならない。

DISCLOSURE OF INFORMATION（情報の公開）

民主主義における意思決定に資する、開かれたコミュニケーション

（
一
一
四
一
）
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を行い、情報を公開しなければならない。

SAFEGUARDING CONFIDENCES（クライアント情報の安全管理）

クライアントの信頼を得るために、守秘義務および個人情報保護な

どを適切に行わなければばらばい。

CONFLICTS OF INTEREST（利益相反）

現実的、潜在的、あるいは認識されている利益相反を回避するよう

心掛け、活動することで、顧客、雇用主、そしてパブリックの信頼を

築くことになる。

ENHANCING THE PROFESSION（専門職としての向上）

Public	Relations 担当者は、その職業に対する国民の信頼を強化する

意識をもって絶えず活動しなければならない。

全米 Public Relations 協会会員倫理綱領ガイドライン（原文）

PRSA Code Provisions of Conduct

FREE	FLOW	OF	INFORMATION
Core	Principle	Protecting	 and	 advancing	 the	 free	 flow	of	 accurate	 and	
truthful	 information	 is	 essential	 to	 serving	 the	 public	 interest	 and	
contributing	to	informed	decision	making	in	a	democratic	society.

DISCLOSURE	OF	INFORMATION
Core	Principle	Open	communication	fosters	 informed	decision	making	 in	a	
democratic	society.

※下線は筆者によるものである。

これを見ると、やはり「民主主義」という言葉が出てくる。さらに

言えば、アメリカの場合、倫理について非常に強調されており、ホー

ムページでは、そのトップページに、「Ethics」の部分がある。そこで

（
一
一
四
〇
）
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は、Public Relations の時代に伴う発展と、それを担当するプロフェッ

ショナルとしての倫理基準の必要性を強調している。すなわち、

Public Relations の担当者は、プロフェッショナルとして真実、正確さ、

公平性、そして対象である Public に対する責任をもって専門的に活動

を行うこと、さらには、個人的能力を向上させ、継続的な研究と教育

を通じて職業の知識と熟練を向上させることを目的としている。これ

は、Public Relations が常に進化するものであり、そのためそれに応じ

た進化する職業倫理が求められるということともいえる。そして、こ

の倫理が強調される背景には、民主主義があり、いかに「声を聴くか」

という課題、そして民主主義である以上、この声をいかに反映してい

くかが大きな課題と考えられる。なぜならば、民主主義という根幹が

ない場合、ただ上からの情報を伝えるだけでよく、まさに上意下達と

いう戦前の日本を思い浮かべれば、このことの問題点は容易に想起で

きる。だからこそ、戦後日本の Public Relations 導入が、「日本の民主

化のため」とされるのである。

一方、日本においては、公益社団法人日本パブリックリレーション

ズ協会が存在する。この公益社団法人日本パブリックリレーションズ

協会（PRSJ）は、1980 年に、時代に即した Public Relations のあり方

を求め、Public Relations の啓発・普及を図るために設立されている。

それまでの企業広報担当者の集まりであった日本 Public Relations 協

会と Public Relations を支援する立場の日本 Public Relations 業協会が

統合され、1988 年に社団法人として認可され、2012 年に公益社団法人

として認定されている。ここでは、企業・団体の広報担当者と Public 

Relations 業が会員という特徴を活かし、互いの Public Relations に関

する知識やノウハウを共有し、実際の広報 Public Relations 活動に役

立てるとともに、広報・Public Relations パーソンの教育や倫理の徹底

を行うとされ、PRSJ は、Public Relations プロフェッショナルによる

Public Relations プロフェッショナルのための団体との説明がなされて

いる（19）。そして同団体の倫理綱領は以下のものとなる。

（
一
一
三
九
）
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倫 理 綱 領

2016 年通常総会にて採択

パブリックリレーションズは、ステークホルダーおよび社会との間

で健全な価値観を形成し、継続的に信頼関係を築くための活動である。

その中心となるものは、相互理解と合意形成、信頼関係を深めるため

のコミュニケーションである。

本協会とその会員は、パブリックリレーションズの社会的影響を良

く認識し、常に倫理の向上に努め社会からの信頼に応え、個人、企業、

団体、機関、国家など国内外の幅広く多様なステークホルダーの間の

対話と相互の理解を促進する。加えて、パブリックリレーションズを

通じて新たな社会的価値を創出し、社会的責任を全うする。この綱領

は本協会と会員が自らの行動を判断し、行動する際の指針であり、そ

の活動を支えるためのものである。

1．公共の利益と基本的人権の尊重

われわれは、パブリックリレーションズの諸活動を企画、実施するに

あたって、各種の国際規範及び日本国憲法、法律、規則を遵守すると

ともに、常に公共の利益を意識し、基本的人権と個人の尊厳を尊重し

て行動する。

2．公正・正確・透明性の原則

われわれは、メディアが社会に果たす役割を理解し、言論と報道の自

由を尊重する。自らのパブリックリレーションズ活動においては、公

正、誠実に諸活動を行い、国内外のステークホルダーに事実を正確に、

適宜・適切に開示し、透明性を高める。虚偽の情報や誤解を招くよう

な情報は流布しない。

3．中立性・公平性の保持

われわれは、正しく情報を伝達するとともにその評価を素直に受け入

（
一
一
三
八
）
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れ、ステークホルダーとの関係の中で中立・公平な立場を保つ。また、

自らを厳しく律し、品格を損なうような行為は行わない。

4 ．情報と権利の保護

われわれは、パブリックリレーションズの諸活動を通じて知り得た情

報や個人情報等の漏えい、目的外の使用や内部情報を利用し不正に利

益を図るような行為は行わない。また、著作権、知的財産権等を尊重

しその権利を適切に保護するとともに、個人情報の保護に努める。

5 ．社会的価値の創出と持続可能社会の実現に貢献

われわれは、人のため社会のために尽くすという考え方を根底に、多

様性を受け入れながら、健全で創造的な社会の発展と新しい社会的価

値の創出に寄与する。加えて、良き企業市民としての社会的活動を通

じて、地球環境の保全と持続可能な社会づくりに貢献する。

（出所） 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会（PRSJ）倫理

綱領：http://prsj.or.jp/about/koryo　（2019 年 5 月 6 日アクセス）

さらに、同協会の PR プランナー資格認定制度に関する案内では、

2016 年に倫理綱領が採択されるまで以下の内容が記されている（20）。

公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会（PRSJ）倫理綱領宣言

・われわれは、パブリックリレーションズの諸活動を企画、実施する

に当たって、常に公衆の利益を重んじ、個人の尊厳と名誉の尊重に深

甚なる配慮をもって行動することを誓います。

・われわれは、パブリックリレーションズの諸活動を真実、公正、正

確の信条のもとに実施し、いやしくもその品位を損なうような行動を

取らないことを誓います。

・われわれは、社会から指弾を受けたり、職務上の名誉を傷つけるよ

うな反社会、反道徳的な活動をしないことを誓います。

（
一
一
三
七
）
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・われわれは、言論・報道機関の社会に果たす役割を尊重し、その機

能を相互に啓発し、高め合うことにあり、かりそめにも意図的に虚偽

の情報や、誤解を招くような情報を流布しないことを誓います。

・われわれは、その業務を通じて知り得た情報を当該関係者に無断で

公表したり、またその情報を利用して、他に不利益や損害を与えるよ

うな行動をしないことを誓います。

・われわれは、常にパブリックリレーションズ活動に関する知識の自

己啓発と、技量の向上に務め、各自の職能の熟達をはかることを誓い

ます。

・われわれは、パブリックリレーションズ活動を通じてわが国企業が

国の内外を通じ、倫理観に満ちた社会人であり、かつよき企業市民と

して行動するよう協力することを誓います。

・われわれは、パブリックリレーションズ活動を通じ、地域環境の保

護ならびに向上を推進することを誓います。

（出所）公益財団法人日本パブリックリレーションズ協会『PRプラン

ナー資格認定制度 2015 年度後期（第 17 回）PRプランナー認定申請の

ご案内』p.3。尚、下線部分は筆者によるものである。

これを見ると、倫理というよりも行動指針である。具体的に言うな

らば、国際Public	Relations 協会、全米Public	Relations 協会に書かれ

てある、Public	Relations の根幹である “民主主義 ”という言葉がでて

こないのである。さらに日本には関連団体はあるものの、統一的・体

系的な倫理はなく、ある意味行動基準的な要素が非常に強い。現在は

リンクがされていないが、以前の公益社団法人日本パブリックリレー

ションズ協会関連団体などをみると、民間企業を中心とする考えが強

い（21）。

日本パブリックリレーションズ協会関連団体としてのリンク先

（財）経済広報センター・（公社）公共広告機構・（独）国民生活セン

（
一
一
三
六
）
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ター・（社）消費者関連専門家会議・（財）消費者教育支援センター・

（社）日本外国特派員協会・日本経済団体連合会社内広報センター・

（社）日本広告審査機構・日本広報学会・（社）日本広報協会・（社）日本

在外企業協会・（社）日本雑誌協会・（社）日本消費生活アドバイザー・

コンサルタント協会・（財）日本消費者協会・（社）日本書籍出版協会・

（社）日本新聞協会・日本ヒーブ協議会・（社）日本民間放送連盟・（財）

フォーリン・プレスセンター・1％クラブ・国際消費者機構・国際 PR

協会・世界知的所有権機関

これはまさに、コミュニケーションという言葉は使いつつも、お知

らせの要素としてのニュアンスが非常に強く、特にこの場合民間企業

における、消費者に対するコミュニケーション戦略への比重が強調さ

れる。つまり、いかに利益を上げつつ、自企業と消費者との関係を築

いていくかに重きが置かれている。確かに、民間企業はその社会的責

任として、社会に無収益・無報酬という形で奉仕し、金銭以外の利益

としてその信頼性を高め、信頼関係を築くために Public Relations を

利用するという考えが必要になることは理解できる。しかしながら、

民間の場合、第一の目的はいかに利益を上げていくかであり、他社と

の競合にいかに勝つかという、組織自体の利益が最優先である事実に

は変わりはない。つまり、自組織の活動を主語とする自分中心の活動

と捉えられる。一方、行政機関の責務は、まさに利益は関係なく、こ

こでは奉仕するという、民間で言うならば無収益で他の人のための活

動を行うことこそがその最大の仕事である。だからこそ、行政には営

業部門が存在しない。そして、実際にはその社会的責任は、民間企業

以上に求められるものである。金銭の面で言うならば、民間企業は自

分たちの活動のための金銭を集めるために Public Relations 活動を行う。

行政の場合、その活動の原資は税金であり、これは他者のお金を原資

とするものであり、これを他者のために使用していくという活動循環

である。この場合、当たり前であるが、人のお金を使用する以上、他

（
一
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者である国民・住民の意見などが重要となり、ここに大きな社会的責

任がある。しかしながら、このような形でありながら、Public	

Relations との関係における社会的責任についての議論は、まさに「や

りっぱなし広報」のままであり、責任を果たしているとは言い難い。

行政は社会に対して、期待されることや道徳的義務を果たす存在でな

ければならないはずである。なぜならば、行政が他者の金銭を原資と

して活動している以上、当たり前であり、さらに専門家集団として存

在しているからである。だからこそ、その社会的責任の責務は、その

職務全体に課せられるものである。そして行政の行為は、様々な問題

を解決する際に、個別の問題だけではなく、社会全体への好影響を考

慮しなければならない。つまり、官僚組織を用い、道徳面を含め、社

会全体の向上に向けた活動を行い、集団的な力を発揮するというもの

である。だからこそ、行政（専門家集団）は、社会的責任を果たすため、

知識・スキルのみでなく、住民との善意友好関係が求められるのであ

る。ここにPublic	Relations が存在し、この活動によって社会に与え

る効果的かつ有効な影響が本来決定されるはずである。

マス・コミュニケーション研究においてジェイ・G・ブラムラー

（J.G.Blumler）は、政治環境の変化とメディア環境の変化の中で、政治

環境の変化・政治的世界の流動化とともに、有権者の投票行動が不安

定化し、浮動者層も増大した結果、政治コミュニケーション過程にお

ける広報担当者にも関係することを述べている（22）。そこでは、浮動層

はかつてのように政治的に阻害された人びとから成立せず、さらに忠

実な政党支持者よりも、むしろ豊かな情報を持ち、もっと政治に関心

を持つ政党支持転向者であると考えられている。そして多くの有権者

は特定の政党の枠に閉じこもるものではなく、その枠を超えて政治問

題を判断し、みずからにとって重要な争点をめぐって、いずれの政党

が適切に解決する能力を持ち合わせているかどうかによって、支持す

る政党を選び、決定する傾向が強まってくる。その際に、有権者はそ

の政治判断の材料と指針を主としてマス・メディアに求め、マス・メ

（
一
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ディアへの依存度を高めざるをえなくなる。そして選挙の勝敗は選挙

キャンペーン中で、いかにして浮動者層をとらえ、その支持を獲得す

るかどうかにかかってくるというものになり、“ 有権者のムードに巧み

に便乗し、マス・メディアで好意的に報道されるような選挙運動のテ

クニックにたけているパブリシティの専門（広報担当）の役割がますま

す増大する ” というのである。この結果、政治コミュニケーションが

単に投票者の先有傾向を補強するにすぎないという可能性が減少して、

逆に影響力を振るう可能性が増大するようになるというものである。

このブラムラーの指摘は、いわば浮動者層を獲得するため、選挙運

動のテクニックをよく知っている政治における広報のプロを必要とし、

戦略的コミュニケーションを確立しようとする側面を述べている。こ

れは、いかにマス・メディアを政治家がうまく利用し、支持を獲得す

るかということであり、これはイメージ作りの問題とされ、これらを

専門職とする広報担当の役割、あるいはその危険性を示唆すると考え

る。すなわち、こうした状況下で、専門職である広報担当が、クライ

アントである政治家のために逸脱した活動を行った場合、情報操作に

なりかねないというものである。

確かに、日本の協会の倫理綱領にもブラムラーの指摘するような行

動・コミュニケーション活動を行ってはならないと読み取れる部分は

ある。しかしながら、関係団体などを見ると、コミュニケーションと

いう言葉にしても、主体は情報発信側にあり、他者という対象である

Public は見えにくい。別の言い方をすれば、あくまで情報発信側の行

動をどのようにすべきかというものであり、対象である “ 他者を中心 ”

としていないと考えられる。なぜなら、コミュニケーションという言

葉を使ったとしても、それは一方的な可能性をもつものであり、実際

に日本では、一方向的な広報が行われ、だからこそ広報という言葉が

狭義のお知らせ活動として捉えられてきた部分が大きい。

これが行政との関係で言えば、特に自治体では、シティプロモー

ションなどの実施において、行政（最悪の場合、依頼した民間の Public 

（
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Relations 業者）を主語とする形でコミュニケーションが行われ、結果と

して住民は置き去りにされ、協力を得られないということになる。つ

まり、自分を売り込む形だけのコミュニケーションになり、本来の主

人公である住民は置き去りの形となり、これを効果が上がったと評価

することは困難である。さらに、この場合、一時的効果は上がる可能

性はある。しかし、本来のPublic	Relations 活動には、関係を持続さ

せていくという重要な役割がある。つまり持続させていくには、住民

との関係を社会背景や地域特性を考えながら、継続してマネジメント

していく必要性が不可欠なのである。すなわち、複雑に変化していく

公共問題を覆い隠すのではなく、その都度問題を明確に示し、コミュ

ニケーションを行っていくというプロフェッショナルとして行政は機

能しなければならない。その意味で行政＝Public	Relations なのである。

つまり、行政はある意味で道徳機関として社会で機能していかなけれ

ばならず、そして、行政という専門機関は、Public	Relations を通して

他者を主語とし社会へのサービスや社会的責任を優先していかなけれ

ばならないのである。ここに公務員・Public	Relations 倫理の重要性が

重複して存在していると考える。

おわりに

住民参加型行政の芽生は（23）、戦後民主主義の成長や所得向上に伴う

高学歴化や、革新自治体の登場、公害問題になどによる住民運動の広

がりの中で生まれてきたとされ、この状況下で広聴の重要性が叫ばれ

るようになってきた。そしてその後、官から民へ、あるいは行政と住

民の協働、新しい公共の時代など様々な言葉で行政と住民の関係につ

いて語られてきたが、果たして行政側の対応は変わったであろうか。

もっと言うならば、行政と住民のPublic	Relations は確立されたであ

ろうか。そのために行政広報が使われてきたかは少々疑問が残る。

さらに現在、従来公共は行政が担うというものから変化してきてい

る。だからこそ、理論モデルの統治型から自治型への要請があった。

（
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それは別の言い方をすれば、それまでの統治する主体としての行政と

いう意識の存在の変化と言える。すなわち、それまでの行政任せのい

わゆる統治の中での住民という存在ではなく、主体としての住民が登

場してきたことを意味する。これは、実は当たり前のことである。な

ぜならば、民主主義の社会では主権は国民・住民であり、代議制民主

主義とは国民・住民の代表が社会を統治する政治形態だからである。

この場合、行政は政策を遂行する、あるいはその時代背景における変

化に対応しつつ、社会を構成する様々な要素や利害、そして組織など

を調整するマネジメントを行う機関なのである。だからこそ、公共＝

行政ではなく、行政＝ Public Relations なのであり、まさに Public 

Relations の根幹である “ 民主主義 ” という考えが重要となる。これま

でも行政は様々な政策を推進し、公権力を行使してきた。これは国

民・住民がある意味で、行政に対する信頼の関係、複雑化した社会へ

の素人である国民・住民から、公共の担い手として専門職である行政

官僚へその役割を付託し、効率化を図った側面がある。

しかし、この専門職は「信任関係という固有の価値や信頼関係があ

るため、社会や特権的地位を保持していた。また、専門家のする仕事

は、要求される知識やスキルを開発するために教育や実務が必要なこ

とも手伝って、特に価値があるとみなされる。専門家は、知識やスキ

ルを習得すために多大な時間と努力が必要なだけではなく、その義務

と価値を引き受けることで、その地位を守ることを自分自身に課さな

ければならない」（24）存在である。そして現在は、政治・行政への住民

参加の要求が高まる時代へと変化したのである。つまり、住民＝客体、

行政＝主体の統治形態（伝統的ガバナンス）から新しいガバナンスの形

態へと変化してきているのである（25）。

その中で行政における Public Relations は「マネジメントとは政策

目的（policy objectives）の達成にむけて、人々をはじめとした諸資源を

調整していくこと」（26）の最前線の活動であるはずであり、そうでなけ

ればならない。なぜならば、行政の場合、Public Relations（日本で言う

（
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ならば行政広報）は行政と我々との間の調整を行う目的、すなわちお互

いの善意友好関係を作り上げるという目的で行われるものでなければ

ならない。歴史を見ても 1946 年 12 月の GHQによるわが国への通達で

ある「P・R・Oハ政策ニツイテ正確ナ資料ヲ県民ニ提供シ、県民自身

ニソレヲ判断サセ、県民ノ自由ナ意志ヲ発表サセルコトニツトメナケ

レバナラナイ」（27）という日本の歴史を踏まえて考えると、人々の間に

知識を普及させるため情報を提供し、人々に自由な意志を発表させ、

その中で行政と我々国民・住民の良き関係を築きあげることが最大の

目的といえる。日本では、社会問題・経済・景気など多くの問題の解

決について広く現在も行政は期待されている。したがって、行政への

不満や期待という我々の声などを反映する活動として行政広報活動

（この場合、狭義の広報ではなく、広聴を含めた広報である）・Public	

Relations の役割は大きいはずである。

Public	Relations には、その内容である事実を正確に伝えるために、

When（いつ）・Who（誰が）・Where（どこで）・What（何を）・Why（どう

して）・How（どのように）が必要とされる。したがって、行政広報にお

ける情報発信の主体の側面で捉えるならば「誰が（行政が）、誰に向

かって（住民に）」「何のために」はキーポイントとなるはずである。さ

らに行政のマネジメントの側面から考えた場合、Who であるその担い

手である行政の役割は重要であり、その方法論であるHow、そして何

をすべきかであるWhat が重要になってくる。確かに前述のように行

政広報は、いわば行政組織とそれを取り巻く人々・集団との関係を円

滑にし、お互いが信頼できる関係をつくり、維持する考えであり技術

とされ、これまでも合意形成の場面などで使用されてきた。しかし合

意形成を行う場合、従来型の行政広報は、行政を主体とする運営、あ

るいは統治論の側面を強調する形で用いられてきた。したがってこの

場合、行政運営の視座に基づき、いわば組織・制度を動かす管理型を

意味するものであり、行政体と住民が一体となって、行政が考え計画

した、あくまでも行政施策を遂行するための手段としての行政広報と

（
一
一
三
〇
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いう形で用いられてきたのである。こうした形での行政広報の運用は

行政体が主体になるという意味で権力の正統性の基盤を確立する意図

をもち、「上から下へ」というニュアンスは避けられない。

そうした中で日本における行政広報研究は、こうした上下の関係の

是正、さらには「広報」を、その言葉のごとく広く＝社会に対して報

ずる＝知らせる・伝達するという言葉をそのまま使用すること、すな

わち「知らせる」ことに重きを置いて用い、さらに行政の自己表現、

自分の売り込みというような意味合いで使われてきたと考えられる。

そこにではいわば、広報を情報発信の手法としての側面が強調されて

いるのである。しかし、現在求められる行政広報は、行政経営、つま

り民間の持つ経営手法を取り入れた「経営型」行政運営への転換を図

ることを代表とする、顧客志向、成果志向、競争原理の導入、現場へ

の権限移譲を取り入れた行政経営手法に直結するものでなければなら

ない。それは、市民重視、成果重視、目的重視に基づいた行政経営で

あり、そこでは行政広報を基盤としつつ、行政だけの課題解決の「選

択」ではなく、選択肢を多くの市民（28）が「選択」し、さらにいかに行

政・住民が協働していくかに着目していくという、行政広報を行政の

マネジメントに活かしていくというものであり、それこそが Public 

Relations であると考える。

国際 Public Relations 協会もアメリカ Public Relations 協会にも民主

主義に関する文言がある。しかしながら日本には関連団体はあるもの

の、統一的・体系的な倫理はなく、ある意味行動基準的な要素が非常

に強い。さらに関連団体などをみると、民間企業を中心とする考えが

強い。そして、何よりもその根幹である “ 民主主義 ” という言葉が見

られない。実際には日本の歴史にもあったように、Public Relations は

民主主義との関連が非常に強いと考えられる。すなわちここに行政広

報ではなく、行政 Public Relations への変化の必要性があるのである。

これはさらに言えば、広報行政の確立の必要性とも言え、そうした意

味でも Public Relations 倫理を行政活動に定着させていく必要がある。

（
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実際にアメリカでは、Public	Relations と関連し役立つ実際のコースと

して、行政学を推奨している。それはすなわち、前述のように行政＝

Public	Relations であり、ここにこうした広報行政の考えを公務員シス

テムに導入していくべきと考える。
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アメリカの広域行政の特質に関する一考察
─ポートランド都市圏・メトロの廃棄物広域計画を中心に─

鈴　木　隆　志

はじめに

近年、特に廃棄物処理において広域的な処理の必要性が議論されて

いる。環境問題、特に水や大気については、自治体の圏域内のみで対

処することは難しい。わが国では廃棄物処理の広域化について、リサ

イクル資源の効率的な収集が見込めること、焼却処分施設の効率的な

稼働や廃棄物等の運搬コストの効率化などの利点が見込めるという観

点から議論が行われている。

一般的に、行政においては効率性が求められる。効率性を追求する

に当たっては、公的機関のみでなく民間の企業や住民などとの協力を

する方法が考えられる。また、地方自治においては、単一の市町村の

みではなく複数の市町村での事務の執行、すなわち広域的な行政の執

行を行う方法が考えられる。前者については、NPM の考え方などとと

もに、民間への事務の委託や協働といった行政手法が採り入れられて

きた。一方、広域行政については、わが国の地方自治法において規定

されている一部事務組合や広域連合など自治体の圏域を超えた行政事

務の執行を担う制度が用いられてきた。

地方において多数の自治体の形態を有するアメリカでは、広域行政

に関する議論が長きにわたって行われてきている。特に、1990 年代以

降は「新地域主義」（New Regionalism）の議論も行われており、特に大

論　説
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都市部におけるスマートグロース政策や広域的な計画が注目されてい

る（ 1 ）。

本稿においては、アメリカの地方自治における広域行政について扱

い、その特質について考察を行う。後述するように、アメリカには広

域行政に関する制度が複数存在するが、その中でも全米で唯一公選の

議会および議長（council president）を有し、かつ住民投票で承認された

憲章（charter）を有するオレゴン州ポートランド都市圏の広域政府であ

るメトロ（Metro（ 2 ））における廃棄物に関する広域計画を事例として取

り上げる。廃棄物行政はメトロの当初からの事務であるためメトロの

特質を考察する上では有益であると考える。また、廃棄物に関する広

域計画としてはメトロの 2019 年に策定された「2030 地域廃棄物計画」

（2030 Regional Waste Plan）を事例として扱う。広域的な廃棄物政策の方

針等を示す計画について扱うことにより、政策の策定過程、執行過程

および政策の性質を考察することができると考えるため本事例を選択

する。

わが国におけるアメリカの広域行政に関する先行研究は複数存在す

る。まず、アメリカの広域行政をめぐる理論的な展開について、1969

年～ 1970 年の村松の研究（ 3 ）や 1993 年の村上の研究が挙げられる（ 4 ）。

村松は 20 世紀に大都市圏が現れて以降の広域行政をめぐる政府形態や

その規範的要素、1960 年代までの学説的議論などについて詳細な研究

を行っている。村上は広域政府をめぐる学説的展開とそれに関する広

域政府の形態等について研究を行っている。また、2002 年の保井の研

究では、近年の広域行政をめぐる議論や広域政府の形態についての学

説等が整理され、ツイン・シティズ都市圏の広域行政ついての考察が

行われている（ 5 ）。

このようにわが国においては、アメリカの広域行政をめぐる学説や

政府形態について、長年研究が行われてきている。こうした研究は本

稿で扱うメトロの位置づけなどをするために参考になる。

本稿で扱うメトロの研究については、主に全米でも先駆けて行われ

（
一
一
二
三
）
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た土地利用に関する研究が多く行われている（ 6 ）。

メトロおよびその前身の旧メトロポリタン・サービス・ディストリ

クトでは当初から廃棄物行政を所管していた。このような当初からの

事務であった廃棄物行政についての研究は数少ない。

メトロおよびポートランド市の廃棄物政策については、1996 年およ

び 2001 年の自治体国際化協会による報告がある（ 7 ）。この報告では廃

棄物やリサイクルに関する制度について主に説明されている。これら

の研究では廃棄物行政の制度について豊富な情報が提供されているの

であるが、廃棄物行政に対するメトロの方針やメトロの主要な役割で

ある広域計画の策定等についての情報は乏しい。また、2001 年以降、

メトロの廃棄物に関する広域計画などは変化しており、新たな情報に

よる考察が必要であると考える。そのため、本稿においては、メトロ

の廃棄物に関する広域計画を中心的な事例とし、アメリカの広域行政

の特質の一端を明らかにしたい。研究方法は、メトロの公表している

行政文書やホームページ、学術論文などの文献研究および現地調査で

ある（ 8 ）。

本稿では以下のようにアメリカの広域行政の特質についての考察を

進める。まず、メトロはどのように位置づけられ、どのような視点で

考察を行うことができるのかということを示すために、アメリカの広

域行政に関する理論について扱う。次に、メトロ政府の概要について

扱う。その後、メトロにおける廃棄物政策について扱う。そして、

「2030 年広域廃棄物計画（2030 regional waste plan）」から広域行政を行う

上でのメトロの特質について考察する。その際に、隣接するワシント

ン州にある同程度の人口規模を有するキング・カウンティの廃棄物に

関する広域計画を取りあげ比較を行い、メトロの広域計画の事例から

読み取れる特質を示す。ここでは都市圏内のカウンティや自治体を包

括し、複数の政策を扱う広域政府を持つ場合（メトロ）とカウンティの

圏域内での自治体間の連携による事例（キング・カウンティ）の比較を

行うことにより、メトロの特質を明らかにしたい。

（
一
一
二
二
）
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1 ．アメリカの広域行政をめぐる理論

１ ）広域政府に関する理論

広域政府のあり方については、多様な市民のニーズ等に応え、責任

ある公共サービスを提供し、市民の統制に服するにはどうあるべきか、

あるいはその形態は分権的であるべきか、それとも集権的であるべき

かという論点等が存在してきた。広域政府のあり方をめぐる学説とし

ては、メトロポリタニスト（Metropolitanist）と呼ばれる学派と多中心

主義者（polycentrist）の学派に分けられる。メトロポリタニストは広域

圏において中心的な政府を設立することで効率的で安定し、公正な行

政サービスを供給できると考える。一方で、多中心主義者は公共選択

論にそのルーツがあり、広域圏において複数の政府（自治体）が存在し、

それぞれの間での競争があることが望ましいと考える（ 9 ）。

こうした規範的な考え方が、実際の政府形態にも反映されている。

２ ）広域政府の設立の歴史的背景とその形態

（ １）歴史的経緯
1950 年代以降、高度経済成長のもとアメリカでは都市の拡大、スプ

ロール化を経験した。スプロール化とは都市の拡大に伴い、郊外の無

計画な都市開発が生じることを意味する。特に、自動車の普及はそれ

に拍車をかけていた。そして、自動車を所有することのできない低所

得者層などは都市の内部に留まることになった。そうした現象は高所

得者、主に白人の郊外への移動を促進した。それは従来、緑豊かな空

き地を無秩序に開発することにもつながった。また、このような状況

の中で、経済圏、生活圏を共有する都市圏内で、行政サービスを行う

ためのスペシャル・ディストリクト（special district）の乱立が生じた。

こうした状況を是正するために用いられたのが、広域行政であった。

すなわち、行政サービスの不均衡や不公正を改善するために、都市圏

あるいは広域を統括する行政が必要とされたのである。

（
一
一
二
一
）
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（ ２）形態
広域行政については、先述した論点にしたがって次のような形態が

考えられる。それらは、①一層型政府（併合、市・カウンティ統合など）、

②広域組織の設置、③機能統合、④自治体間協力、⑤「公共選択論」

に基づくものである（10）。

①一層型政府の例としては、市・カウンティ統合が挙げられるが、

これは複数の業務が重なる市とカウンティを合併し、効率性を追求す

るものである。インディアナポリスやジャクソンビルの事例が挙げら

れる。②広域組織の設置については、本稿で扱うメトロやミネアポリ

スのツイン・シティズ都市圏のように複数の政策を扱い、構成する自

治体間の連携の調整などを管理するような政府形態である。③機能統

合とは、特定の事業を広域で行うために財源や事務を共有するもので

ある。④自治体間協力とは、広域的な枠組みには至らないが個別の自

治体間で協力し合うものである。⑤「公共選択論」に基づくものは、

広域圏の中で自治体間の連携等は行わず、自治体が独自にサービスを

行うというものである。強力な広域的単一政府の導入と正反対の考え

方である。

こうした分類の中でメトロは広域的な政府が構成自治体に対して比

較的強い権限を有する政府形態を採るものであるということがわかる。

また、広域行政の議論では、行政の効率性の重視も重要な視点である。

このように、アメリカの広域行政に関する議論は行われてきている。

以上のような視点を考慮しつつ、メトロの特徴等について考察してい

きたい。

2．メトロ政府の概要

１ ）設立の経緯

1950 年代、米国内の他の都市圏と同様にポートランド都市圏におい

てもスプロール化が進展していた。また、中心都市であるポートラン

ド市のポートランド都市圏に占める人口の割合は低下し、市は税収の

（
一
一
二
〇
）
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低下等を経験していた。そこで、1960 年代にポートランド市は周辺の

未自治体化地域（unincorporated area）を併合し、市域の拡大を試みてい

た。それに対して、周辺の未自治体化地域は警戒し、新たな自治体を

設立したのであった（11）。

こうしてポートランド都市圏には多くの自治体が存在するように

なったのだが、問題が生じた。すなわち、行政サービスが過度に細分

化されたり、自治体の行財政能力の差によって行政サービスの格差が

生じ、行政の非効率が顕在化したのであった。このような状況に対し

て、州政府は、広域的な見地から都市化に対応できる地方政府の設立

を考えるようになった。1969 年には、オレゴン改正州法（Oregon 

Revised Statutes）が州議会で承認され、メトロポリタン・サービス地区

に関する章が設置された（12）。

翌年、マルトノマ、クラッカマス、ワシントンの 3 カウンティで広

域政府の設立案が住民投票にかけられ、賛成多数で可決した。それに

よって誕生したのがメトロポリタン・サービス・ディストリクト

（Metropolitan Service District）であった。このメトロポリタン・サービ

ス・ディストリクトの目的は、広域的な行政サービスを提供すること

であり、当初の事務は廃棄物処理のみであった。その後、州憲法や州

法の改正および住民投票による承認を経て事務は増加していった。

1973 年には、トーマス・マッコール知事により「オレゴンの利益は、

土地の貪欲な浪費家たちから守らなければならない」とする演説が行

われ、同年、オレゴン州土地利用法（Oregon Land Use Act）が制定され

た。この法律では、自然環境保護とのバランスを保ち都市開発等を行

うための計画を策定することが義務づけられた（13）。この頃、全米でも

先駆的な「都市成長境界線」（Urban Growth Boundary）がメトロで導入

された。

これ以後、メトロの機能は強化されていく。1977 年には、オレゴン

改正州法によって公選による議会と行政長官（executive officer）が設置

され、管轄区域内における都市計画の立案、執行機能が追加された。

（
一
一
一
九
）
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また、土地利用と交通計画を担当していたコロンビア地域政府協議

会（Columbia Region Association of Governments）はメトロポリタン・サー

ビス・ディストリクトに吸収合併され、その結果新たなメトロポリタ

ン・サービス・ディストリクト（メトロ）が 1979 年に設立された（14）。

メトロはポートランド都市圏の自治体等によって構成された。そし

て、その主な役割はメトロの圏域の都市計画案の作成および報告とさ

れた。その後、管轄地域内自治体等との合意や州法の制定によりメト

ロの役割は拡大し、コンベンションセンターなどの施設運営も行うよ

うになっていたが、メトロの権限は州議会と州法によって定められた

権限内に限定されていた。1990 年、州憲法の改正によってメトロの

ホーム・ルール憲章制定権が認められた。1992 年にはメトロのホー

ム・ルール憲章が住民参加で可決された。それによって、メトロは

ポートランド都市圏に関する問題について州法の制約を受けるものの、

自らの責任に基づき自由裁量権を持って解決できるようになった（15）。

２ ）メトロの圏域

メトロはオレゴン州北部のクラッカマス、マルトノマおよびワシン

トンの 3 つのカウンティとポートランド市を含む 24 の自治体等から構

成される。メトロの面積は約 1200 平方キロメートル、その人口は約

150 万人であり、オレゴン州全体の約 40％弱を占める。

３ ）メトロの政府機構

メトロの政府機構は、公選されるメトロ議会議員と議長等から構成

される（16）。

メトロ議会の議員は 6 名でメトロ圏域の 6 つの小選挙区からそれぞ

れ 1 人ずつ選出される。議員の任期は 4 年で、3 期という任期制限があ

る（ただし、議長として選出された期間は算入されない）。議員は 2 年ごと

に半数改選される（17）。こうした工夫はメトロ圏域の住民の意思を反映

しやすくするものであると考えられる。

（
一
一
一
八
）
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そして、議員とは別にメトロ圏域全体から選出される議長が存在す

る。かつては、公選の行政長官が存在していたが、2003 年より現在の

体制となっている。それに伴い議会議員もかつては 7 名であったが 6

名に変更されている。なお、議長の任期は 4 年で 2 期の任期制限がある。

議長は、執行権や日常的な事務の監督、議会に対して議案および予算

案の提案権を有している。また、行政部門の最高執行責任者（chief 

operating officer） や メ ト ロ の 附 属 機 関 の 各 種 委 員 会（committees, 

commissions, boards）の委員の任命を行う権限を有している（18）。議長と

いう名称ではあるが、強力な権限を有しているのである。

このようにメトロは基礎的な自治体政府と同じように、公選による

意思決定、執行に係わる代表機関を有しているのである。

４ ）メトロの役割および政策分野

メトロは都市成長境界線の管理、長期的な成長コンセプトの策定な

どの土地利用、道路計画や公共交通計画などの交通政策、公園緑地の

計画・整備・管理などの自然環境保全、廃棄物処理計画、リサイクル

指針などの資源利用管理、都市圏レベルの公共施設の整備・運営など

の都市圏における公的事業などを行う（19）。公共交通に関してメトロは

トライメット（TriMet）というバスや路面電車、ライトレールを経営す

る部門も所管している。

主要な政策としては、次のようなものが挙げられる。メトロは、

1995 年には以後 50 年間の都市成長計画として「2040 年成長構想」（2040 

Growth Concept）を策定している。この中では土地利用や交通、都市開

発、緑化などの諸政策が網羅されている。特に環境保護と調和した都

市開発、市街地への主要機関の集中などが重視されている。これによ

り、一体的な都市圏の都市開発が行われた。また、2008 年には地域的

気候変動アクションプランの活動を開始しており、環境への意識は高

いことがうかがわれる（20）。なお、メトロは財源の自主的確保が憲章に

より認められており、連邦政府や州政府の補助金への依存度は低いた

（
一
一
一
七
）
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め、自らの政策等について広く裁量があると考えられる（21）。

このように、メトロは都市圏の規模で行政サービスの効率や公正性

の必要性が高まった中で設立された。そして、都市圏の調和的な行政

を行うために広域的な政府が求められ、現在のような議会や議長など

の政府機構、自律的な行政を行うための憲章を有したメトロが成立し

たのである。

3 ．メトロにおける廃棄物政策

１ ）メトロの扱う廃棄物

メトロが扱う廃棄物は、都市固形廃棄物（municipal solid waste）およ

び建築物の建築や解体から生じる建設解体廃棄物（construction and 

demolition debris）である。アメリカでは、一般的に各州が固形廃棄物

（solid waste）に関する法律を定めている。その法律の下でカウンティや

自治体は固形廃棄物処理に関する計画を定め、廃棄物等は自治体や自

治体が委託する業者によって収集され、最終処分される（22）。

２ ）廃棄物行政におけるメトロおよび各政府の役割

次に、廃棄物行政に関して政府階層におけるメトロの役割および各

政府の役割についてみていきたい。

先述したようにメトロが扱う廃棄物に関しては、州以下の法令が主

となるため州、メトロ、カウンティを含む自治体についての役割を扱

う。

（ １）オレゴン州の役割
州は、廃棄物処理に関する長期計画の策定、廃棄物の減量化やリサ

イクル・プログラムの策定および実施、環境汚染防止法による規制等

を担っている（23）。

オレゴン州法では、州内の廃棄物処理に関する責任は自治体にあり、

（
一
一
一
六
）
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州は自治体を支援することとなっている。

州の機関としては、環境基準局（Department of Environmental Quality）

が廃棄物行政を含む環境行政を担っている。同局は地方の廃棄物減量

計画の承認、技術提供等の提供もしている。そして、州の法律として

は、リサイクル資源のカーブサイド収集や目標値を示したオレゴン・

リサイクル機会法（The Oregon Opportunity to Recycle Act）、ビンなどの

飲料容器のデポジット制を定めたオレゴンびん法（The Oregon Bottle 

Bill）などがある（24）。

このようにメトロの政策の基礎となる方針などが州の法令等で定め

られている。

（ ２）メトロの役割
メトロは、固形廃棄物システムの計画や管理、区域内の埋立地の監

視および維持、廃棄物処理施設・リサイクル施設および有害廃棄物施

設の所有と運営、環境学習の提供や啓発活動、自治体等が法定の廃棄

物減量プログラムの要件を満たしていることを確認すること、区域内

の廃棄物処理施設やリサイクル施設への規制などを担当することに

なっている（25）。

この中でもメトロの主要な役割は廃棄物に関する広域計画を定める

ことである。また、メトロは廃棄物を最終処分場に運搬する前に、分

別や保管を行う中継施設（transfer station）をメトロ内の中央部と南部

の 2 か所に所有している。その他にも民間の施設と委託契約を結んで

おり、それらの監督も行っている。なお、管轄区域内には埋立地はな

いが州内の民間の埋立地に廃棄物を搬入している。

メトロは廃棄物に関する広域計画を策定し、その実施に当たり構成

自治体との連携や調整を行う役目を果たしているといえる。また、廃

棄物処理そのものに関わる事項としては、収集した廃棄物を分別・保

管する中継施設の運営や監視も重要な役割である。それに伴って、そ

うした施設の周辺住民の要望に応えることや環境に影響を与えていな

（
一
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いかを考慮することや新しい施設を設置する際には事前に住民やコ

ミュニティとの対話などを行い、理解を得る努力を行うこともメトロ

の職員の仕事である。ちなみに、メトロでは有害廃棄物として廃棄さ

れたペンキを再生、販売する事業も管轄している。

（ ３）自治体の役割
自治体の主な役割は廃棄物等の収集事業である。また、廃棄物に関

する広域計画である「2030 広域廃棄物計画」に記された目標の具体的

な行動計画に沿った施策等の実施も自治体の役割である。

廃棄物等の収集について例を挙げると、ポートランド市では行政に

許可を受けた業者と住民や企業が直接収集の契約をし、収集される方

法である「フランチャイズ方式」が採用されている。また、メトロ内

のカウンティ及び自治体では廃棄物を入れる容器の容量によって収集

料金が異なる従量制が採用されている。

なお、未自治体化区域ではカウンティが収集サービスを管轄する。

また、廃棄物収集業者への規制なども自治体が行う（26）。

このように、メトロは州の法令と調和を図りながら、廃棄物に関す

る広域計画を制定し、自治体と共に都市圏内の廃棄物政策を行ってい

る。

３ ）メトロによる廃棄物政策の成果

時代背景や技術の変化など様々な要因が関係するため注意は必要だ

が、廃棄物政策の成果の一定の指標として廃棄物の再利用率の変化を

挙げることができると考える。

メトロでは、廃棄物の再利用率（waste recovery rate）は、後述する最

初の広域的な廃棄物に関する計画が導入された 1988 年には 26％であっ

たものが、2006 年には 59％に上昇した。2006 年の数値はサンフランシ

スコに次ぐ 2 位であり高いものであるといえる（27）。

また、2004 年から 2016 年までの間には一人当たりの廃棄物発生量が

（
一
一
一
四
）
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23％減少している（28）。

政策の成果を測ることは難しいが、メトロの廃棄物政策が実行され

ていく過程で住民の廃棄物の発生抑制やリサイクルに対する意識やそ

れに伴う行動が変化してきているのではないかと考える。

このようにメトロをめぐる廃棄物行政では、メトロは州の法令等の

範囲内で広域計画等を策定し、自治体に対しては広域計画で策定した

目標の達成に導くべく、支援や協力を行うという体制になっている。

先述のように、メトロは財源的にも独立しており、政府形態としても

自治体のように独立した形態を有していることから、主体的に計画を

策定し、その実施体制においても自治体に対し先導した行政を行うこ

とができる。そして、そうした計画は自治体での成果もあり、住民の

意識や行動に変容を与えていると考えられる。

それでは次に、その広域計画の内容について扱い、そこからどのよ

うな特質が見出せるのかについて考察を行いたい。

4 ．「2030 地域廃棄物計画」（2030 Regional Waste Plan）

１ ）概要・特徴

（ １）計画の経緯
2019 年 3 月に 2030 年までのメトロ区域の廃棄物に関する計画を定め

る「2030 地域廃棄物計画」（2030 Regional Waste Plan）がメトロ議会に

おいて制定された。

この計画は 1983 年に制定された州法の方針に従っている。1988 年に

は「地域的な固形廃棄物マネジメント計画」（the Regional Solid Waste 

Management Plan）と題された最初の計画が制定された。その後、今回の

計画が制定されるまでに、1995 年、2008 年に改定されている。

1988 年の最初の計画では、メトロが管理していた埋立処分場の閉鎖

やリサイクル事業などについて触れられていた。続く 1995 年の計画で

はリサイクルの対象が広げられ、事業者等に焦点が当てられた。この

（
一
一
一
三
）
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計画では特にリサイクルや廃棄物を扱う民間の設備への投資や有害廃

棄物に重点が置かれた。

2008 年の計画では、廃棄物を収集する際の容器としてカート（車輪

の付いた容器）を用いる方針等が導入された。この計画の大部分は 1995

年の計画を踏襲していたが、廃棄物の総排出量や有害廃棄物の削減や

廃棄物の輸送による環境等への影響への配慮等を強調するものであっ

た（29）。

このように時期ごとに廃棄物をめぐる変化等に対応しながら、計画

が変遷してきた。

（ ２）「２0３0 地域廃棄物計画」の特徴
この計画では、白人以外の人々、移民や難民、低所得者や複数家庭

住 宅（multifamily housing） の 居 住 者、 英 語 学 習 者（English language 

learners）など歴史的に不公平や不公正な扱いを受ける傾向のあった人

びとと協力することに重点が置かれた（30）。これについては、後述する

ように計画策定の初期の段階から上記のようなコミュニティのメン

バーに参加してもらうなど、彼らの意思を反映する努力が重ねられた。

２ ）計画の策定過程

「2030 地域廃棄物計画」の策定過程は 5 段階に分けることができる。

これ以降、本計画の策定過程を示し、その特徴について考察する。

まず、メトロは計画の策定に当たり、公平性を重視するために公正

作業部会（equity work group）を設置した。この部会は、人種的に多様

で、コミュニティなどに関する広い専門知識や経験を有するメンバー

で構成されていた。この部会のメンバーは計画策定の全ての段階に参

加し、職員と共に計画策定に係わった。この部会のメンバーには女性

を代表する団体、環境保護団体、アジア系のコミュニティ、スペイン

語を話す住民のコミュニティなどに所属する人々が参加していた（31）。

（
一
一
一
二
）
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（ １）第 １段階（２0１7 年 ３ 月～ 7月）

第 1 段階では、計画の価値（values）と原則（principles）を設定する

ために住民への意見公募等が行われた。この期間中に開催されたイベ

ントで住民と意見交換をする場を設けたり、コミュニティを基盤とす

る団体（community-based organizations）と共催した小規模な集団での対

話集会等が行われた（32）。

また、メトロは、ラティーノの生活のためのサービスを行う団体な

どと共に、廃棄物処理やリサイクル施設の見学会を企画、開催した。

この会には 8 団体、約 100 人が参加した（33）。

計画策定に当たっては、メトロは 4000 人以上の地域の住民から廃棄

物、リサイクル等のシステムや公共サービスとしての廃棄物政策の将

来像についての意見などを聴取していた（34）。このようなことから、第

一段階では、公正性を重視していたことが分かる。

（ ２）第 ２段階（２0１7 年 7 月～ ２0１8 年 １ 月）

第 2 段階では、今後 10 年間の廃棄物処理やリサイクルのシステムに

ついて優先順位を設定し、計画のビジョン（vision）と目標（goal）の設

定が行われた（35）。まず、計画のためのワークショップが行われ、公正

作業部会やメトロおよび自治体の職員 40 名以上が参加した。そして、

リーダーシップ・フォーラムでは廃棄物等に関する優先事項について

話し合いが行われ、メキシコ系のコミュニティのグループや移民・難

民のコミュニティのグループを含む 120 人以上が参加した。また、廃

棄物に関する技術的な事項を取り扱ったフォーラムが行われ、ビジョ

ンや目標についての意見交換が行われた。最終的に公正作業部会、メ

トロの廃棄物政策に関する諮問委員会（Solid Waste Alternatives Advisory 

Committee）とメトロ政策諮問委員会（Metro Policy Advisory Committee）、

自治体の廃棄物関連部門の職員が計画草案におけるビジョンと目標に

ついての見直し作業を行った。このように第 2 段階の序盤には公正性

の観点から広くコミュニティや住民との意見交換等を行った上で、終

（
一
一
一
一
）
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盤に近づくにつれ実行性や効率性の観点から技術的、専門的な職員が

参加し、計画案を固めていくという手段がとられていた。

（ ３）第 ３段階（２0１7 年 １２ 月～ ２0１8 年 ３ 月）

第 3 段階では、計画の求めるビジョンと現在のシステム等を比較し

て分析が行われた（36）。この段階では廃棄物処理システム等に関する

データが集められ、現状分析が行われた。そして、メトロではこれま

で聴取した様々なコミュニティの意見の中から課題となるものを見出

し、その対策の実行可能性について検討を行った。ちなみに、このコ

ミュニティの意見交換にはメトロ職員、8 つのコミュニティのメンバー、

100 人以上の住民が参加しており、今まで気づかなかった話も出てきた

という。例えば、アパートの住民がコンポストや大きな廃棄物を出す

ことに苦労していることや高齢者の方が廃棄物処理に関する情報につ

いて混乱していることなどであった。これはメトロの職員にも有益で

あったという。

このように、第 3 段階ではこれまでの住民の意見を参考にし、実効

性の高い計画案の策定が検討された。

（ ４）第 ４段階（２0１8 年 ３ 月～ １0 月）

第 4 段階では、第 3 段階で分析された計画のビジョンと現在のシス

テムのギャップを埋めるための行動計画が検討された。

まず、メトロは 8 つの技術作業部会を開き、コミュニティ等と協力

して採るべき行動を特定し、行動計画を決定した。これらの作業部会

は、自治体の代表、廃棄物およびリサイクル施設の運営者、リサイク

ル推進団体、廃棄物の運搬業者、コミュニティ、その他システムに関

心のある他団体から構成され、60 人以上が参加した。なお、8 つの部

会とは次のテーマごとに分けられた。それは、①上質なサービス、②

教育と情報、③（廃棄物関連の職業の賃金や地位の補償などを扱う）健全な

職（good jobs）、④経済的繁栄、⑤廃棄物処理・リサイクル事業、⑥（廃

（
一
一
一
〇
）
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棄物の）削減、再利用および修理、⑦健康に悪影響のない製品、⑧災害

への備えとレジリエンスである。これらのテーマに従って行動計画が

検討された。

これらの部会で検討された行動計画をさらに改善するため、全部会

をまとめた最終フォーラムが 3か月にわたって開催され、行動計画の

再検討が行われた。ここには初期段階で計画策定に参加したコミュニ

ティのメンバーの参加が求められ、100 人以上が行動計画の再検討に係

わった。その後、メトロ職員は、公正作業部会、メトロ議会議員、自

治体職員等と連携をとりながら、作業計画のまとめ作業を行った（37）。

このようなことから、第 4段階では具体的な行動計画を策定すること

と公正性を重視した対応がとられていたと考えられる。

（ ５）第 ５段階（２0１8 年 １１ 月～ ２0１9 年 ３ 月）

第 5段階では、メトロ議会の審議に提出するために、最終草案の策

定が行われた。最終草案の策定にあたって、2018 年 11 月中旬～ 12 月

中旬の約 1か月の間にパブリック・コメントによる意見の募集が行わ

れた。この期間中に、計画に関する情報はインターネットで公開され

た。また、職員は 4つのコミュニティに対して議会の意思決定プロセ

スを含む計画案に関する説明会を行った。そして、職員は寄せられた

意見を報告書としてまとめた。その後、メトロを構成するカウンティ

や自治体の議員や技術職員から構成される廃棄物政策に関する諮問委

員会とメトロ政策諮問委員会は、メトロ議会に計画の最終草案につい

て採択を行うに当たっての意見を提供するため、最終草案について審

議をした（38）。そして、2019 年 3 月にメトロ議会において計画が可決さ

れるに至ったのである。

このように、この策定段階では公平性や公正性を重視した取り組み

が行われたといえる。このような公正性などの考えが反映されてきた

背景には、歴史的な要素があるのみではなく、それらに対応できる職

員を有していることや関連する他の政策分野を管轄していることなど

（
一
一
〇
九
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広域政府としてのメトロの特性が現れていると考えられる。一方で、

計画案の各項目の決定が進むについて、専門的な職員等が参加するこ

とにより、実効性の高いものにしようとする意図がみられる。公正性

を重視しつつも効率性とのバランスがとれた計画策定が行われたと考

える。

３ ）計画の実行段階

メトロが策定した「2030 地域廃棄物計画」に基づいて、各自治体は

メトロと共に計画の内容を実行するための複数年の作業計画を策定す

る。「2030 地域廃棄物計画」における目標は繁栄の共有、製品設計と製

造、製品の消費と使用、製品の「エンド・オブ・ライフ」管理、災害

のレジリエンスなどの大項目があり、その下に 19 の小項目の目標が設

定されている（39）。

こうした計画の実行に関しては、州や自治体との協力が重視されて

いる。そして、実効性や効率性が加味されていると考えられる。また、

廃棄物の発生抑制に関わる製品の設計など、廃棄物 “ 処理 ” のみなら

ずより広い分野にも関わることができるのは、計画の策定段階と同様

に廃棄物分野のみではなく複数の分野を所管する広域行政府としての

メトロの特性が現れていると考えられる。さらに、最終的に計画の策

定にかかわるメトロ議会議員は公選により選出され、本計画の策定過

程においても住民とのフォーラムに参加するなど民主的な特性がある

ことはメトロにおける広域政策の特徴であるといえる。

４ ）比較

ポートランド都市圏はオレゴン州の北部に位置している。そして、

オレゴン州の北にはワシントン州が隣接している。また、オレゴン州

とワシントン州はアメリカの中で太平洋北西（Pacific Northwest）部と

して分類される。ここでは、ワシントン州の最大の人口を擁するキン

グ・カウンティを取りあげ、メトロの廃棄物政策との比較を行い、メ

（
一
一
〇
八
）
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トロの特質を導き出すべく考察を行いたい。

キング・カウンティでは、2019 年 4 月に「包括的固形廃棄物管理計

画」（Comprehensive Solid Waste Management Plan）案が承認された。この

計画の策定には、キング・カウンティの廃棄物政策の影響を受ける自

治体の代表により構成されるメトロポリタン固形廃棄物管理委員会

（Metropolitan Solid Waste Management Advisory Committee）と行政サービ

スを受ける者、リサイクル事業者、廃棄物処理事業者、利益団体、自

治体の議員などからバランスよく選ばれた者により構成される固形廃

棄物諮問委員会（Solid Waste Advisory Committee）などが関与し、計画

の策定が行われる。本計画は 2019 年 5 月 20 日から 120 日間で構成自

治体での承認を経て、施行される。なお、この計画に関わる自治体等

は 37 であり、キング・カウンティ区域内にあるシアトル市とミルトン

市は本計画の影響下にない（40）。本計画に関わるキング・カウンティ内

の自治体等の総人口は約 150 万人であり、オレゴン州のメトロと同程

度の人口を有する。このように、計画の策定時期や人口の規模などか

ら比較の対象としてキング・カウンティの本計画は適切であると考え

る。キング・カウンティにおける廃棄物処理の広域計画を実施体制は、

メトロのようにカウンティを包括する広域政府が存在するわけではな

く、カウンティ内の自治体間連携である。

（ １）廃棄物行政における各政府の役割（４１）

メトロの場合と同様に州以下の自治体等の廃棄物政策に関する役割

について確認する。

（Ａ）ワシントン州

州の中で廃棄物政策に関わる部局はエコロジー局（Department of 

Ecology）である。そして、当局は、固形廃棄物に係る規制を行うこと、

「包括的固形廃棄物管理計画」の策定権限をカウンティに委任してその

計画の審議等を行うこと、固形廃棄物関連の法令実施のための最低限

の機能的基準を定めることなどを担っている。

（
一
一
〇
七
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（Ｂ）キング・カウンティの役割

カウンティは、先述したように州から「包括的固形廃棄物管理計画」

の策定権限を委任されているため、当計画の策定を行う。そして、都

市部および郊外のリサイクル資源の回収サービスのレベルを指定する

ことができる。

キング・カウンティは、廃棄物の分別や保管を行う中継施設を 10 か

所所有しており、最終処分場としてシーダー・ヒルズ（Cedar Hills）埋

立処分場を所有している。そのため、キング・カウンティは中継施設

や埋立処分場の使用料の設定および中継施設等のサービスのレベルや

営業時間を設定する。

カウンティは、廃棄物に関する広域計画を策定し、その実施に関し

自治体間の調整や支援を行うことになっているが、実態はカウンティ

圏域内の自治体間連携となっている。それは、先述した諮問委員会の

構成からも読み取れる。すなわち、これらの委員会の参加者の中心は

カウンティ内の自治体の代表であるため、自治体間の連携としての性

格を有していると考えられるのである。

（Ｃ）自治体

キング・カウンティ内においては、廃棄物やリサイクル資源の回収

は自治体あるいは委託を受けた民間業者によって行われることとなっ

ている。

また、自治体にはカウンティと協力し、「包括的固形廃棄物管理計

画」の内容を実施することが求められている。そして、廃棄物の発生

抑制およびリサイクル事業を実施することとなっている。

キング・カウンティの「包括的固形廃棄物管理計画」をめぐる主要

な役割は、主に自治体間連携の「場」を提供するものであると考える。

そして、廃棄物政策の実施は各自治体が主体的に行うこととなる。

（
一
一
〇
六
）
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（ ２）計画の経緯等
1988 年 7 月以来、キング・カウンティ内の自治体等（シアトル市とミ

ルトン市を除く）はカウンティとの間で自治体間協定を締結している。

こうした自治体間の協力により、リサイクルのネットワークの強化や

中継施設の効率的運営などが成し遂げられてきた。そして、リサイク

ル率の向上等により埋立処分場への廃棄物の搬入量が減少することに

よって処分場の寿命が延び、それによって廃棄物処理に係るコストの

削減ができているという（42）。

ワシントン州法（RCW 70.95.080）ではカウンティと自治体の協力の

もと「包括的固形廃棄物管理計画」を定めることが義務づけられてい

る。この計画は 1990 年に制定され、2001 年に改定されている。1990

年の計画では、長期的な廃棄物減量の計画や埋立処分場の維持に重点

が置かれていた。なお、この当時は 29 自治体が自治体間協定を締結し

ている段階であった。2001 年の計画では効率的な廃棄物処理システム

の運用などが重視されていた（43）。

2019 年に施行される計画は、2040 年までの目標を掲げており、環境

の質、公平性と社会的正義、財政的責任、経済的活力といった重要な

分野に焦点をあてている。

（ ３）「包括的固形廃棄物管理計画」の策定過程
メトロは 2004 年から先述した固形廃棄物諮問委員会を設立し、より

広範な関係者が参加できるようにした。

そして、2019 年に制定される「包括的固形廃棄物管理計画」につい

ては策定過程においてカウンティは次のような住民らが参加できる取

り組みを行っている。

計画案の策定は 2016 年 10 月より行われており、2017 年 11 月まで毎

月諮問委員会において草案の策定が行われていた。そして、2018 年 1

月には、計画案が公表され、60 日間のパブリック・コメントの過程に

移されることとなった。この案に対しては 68 件の意見が寄せられた。

（
一
一
〇
五
）
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その内訳は、個人 40 名、4 団体、5 企業、4 つの政府機関とキング・カ

ウンティ議員 1 名、14 自治体によるものであった。また、この期間中

には 3 か所で公開による意見受付（open house）が行われ、利害関係者

との 13 の会議も開かれた。

啓発のためにインターネットや窓口での意見の受付、チラシやケー

ブルテレビでの広報、印刷物上での広告などが行われた。ちなみに、

インターネット上でのアンケートには 487 件の回答があった（44）。

このようにキング・カウンティの策定過程においては、初期段階で

は諮問委員会が活用され、計画案がある程度定まった段階でパブリッ

ク・コメントなど広く住民の参加が行われている。

（ ４）「包括的固形廃棄物管理計画」の執行過程
2019 年に制定される「包括的固形廃棄物管理計画」では、「持続可能

な物質管理」（sustainable material management）として、2030 までに 70％

のリサイクルを目指すことが目標として計画内に定められている。そ

の目標達成のために、資源の有効活用や廃棄物の再利用、リサイクル

やコンポストの推進などの政策を行うことを挙げている。そして、公

的機関等が先導するなど地域のリーダーシップ、教育やアウトリーチ、

技術的支援、施設の管理や維持、補助金、環境にやさしい建築（green 

building）、収集などについてそれぞれの自治体の役割などを添えながら、

行動目標が決められている（45）。

執行過程に関わる目標や具体的な活動を見ると、自治体の役割など

が強調されている。また、この計画の内容に関しては、施設や廃棄物

処理、リサイクルに関してのデータなど事業を実施する上での情報が

多くみられる。このように執行過程においては、事業の執行に重点が

置かれている。

なお、キング・カウンティでは、1 世帯当たりのリサイクル率は最初

に「包括的固形廃棄物管理計画」が制定された後の 1993 年に 41％だっ

たものが、1995 年には 46％に上昇し、2001 年には 50％を記録した（46）。

（
一
一
〇
四
）
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2013 年には 55％に上昇し、2016 年も 55％となっている（47）。キング・

カウンティの場合もこのリサイクル率の変化が必ずしもカウンティの

廃棄物政策の影響のみかというと、社会的要因や技術的要因等も考え

られるため、政策の直接の評価指標とすることは難しいかもしれない。

そして、メトロほどの変化は見られないが、キング・カウンティにお

いてもリサイクル率は上昇している。

（ ５）考察─比較を通して
まずは、計画の策定段階について考察を行う。

キング・カウンティの場合は固形廃棄物諮問委員会を設置し、関係

者の参加を促進しているが、メトロのように計画策定の初期段階から

コミュニティのメンバーの参加などが確保されていないようである。

また、執行過程の面にも関わるが、キング・カウンティの場合は事

業の執行に重点が置かれている。

なぜ、このような違いが生じるのか考えてみたい。メトロは複数の

政策分野を担う広域行政府であるため、メトロには公正性に関する諮

問委員会である人種的平等委員会（Committee on Racial Equity）などが

存在していることなど、関係する分野での経験が蓄積されていること

が考えられる。また、キング・カウンティも公的な組織ではあるが、

先述したようにこの計画に関しては自治体の代表による諮問委員会が

中心であり、あくまでも廃棄物処理に関しての自治体間の連携として

の性格が強い。そのため、諮問委員会等に出席する自治体関係者は廃

棄物処理に関係する部門の職員であることが想定され、自ずと技術的

な側面に関心が集まると考えられる。

次に、計画の内容や執行段階等について考察を行う。キング・カウ

ンティの包括的固形廃棄物計画では、廃棄物処理に関する施設の使用

料やサービスのレベルなど、廃棄物の処理が中心である。一方、メト

ロでは公正性や廃棄物の削減に寄与する製品の設計や廃棄物処理業の

地位や職としての安定性、環境教育、災害廃棄物への対策など廃棄物

（
一
一
〇
三
）
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の処理に限定されず、幅広く展開している。これはまさに複数の領域

にわたる政策を扱う広域政府としての統一性が反映されているのでは

ないかと考える。

また、政府間関係では、キング・カウンティの方は本来の州の付属

機関としての性格が強く出ているように思える。メトロにおいては、

カウンティも包括しており、かつ独自の憲章も有していることから州

法も視野に入れたうえで、独自の政策を展開できている。

さらに、自治体の規模あるいは都市圏の一体性の問題が存在すると

考える。すなわち、メトロの圏域は約 1200㎢であるが、キング・カウ

ンティに関しては、廃棄物計画に関連する自治体の面積は約 5600㎢で

ある。このようにキング・カウンティではその広範囲な領域ゆえに自

治体の自主性を尊重する必要があるのであろう。

５ ）小括

メトロなどの広域行政が導入された理由としては都市化が進展し、

都市が拡大するなかでの行政サービスの不均衡や不公正が挙げられる。

つまり、広域化は行政効率や公正性の確保にために必要とされたので

あった。これらの観点から廃棄物に関する広域計画を通してメトロの

特質を考えるとつぎのようにまとめることができると考える。まず、

行政効率の点からすると、効率を良くするために自治体間の連携や調

整を重視すること、計画策定の初期段階に住民の意見を取り入れ課題

の洗い出しを行うことなどが重視されていた。しかしながら、それ以

上に公平性・公正性の観点が重視されていたと考える。計画策定に関

しては公正作業部会を設立し、彼らが一貫して参加することによって

公正性の視点が確保された。それらの影響も考えられるが、計画に挙

げられた目標や行動計画は廃棄物処理のみに特化するものではなく、

製造段階での商品の設計や廃棄物処理等に係わる職業に関する内容、

災害時の対応など廃棄物と関連する広範囲のものであり、より良い生

活を行う上で大切なものが掲げられている。

（
一
一
〇
二
）
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このようにメトロにおいては、効率的な行政運営を目指しつつ、公

平・公正なサービスの実施を重視していることが廃棄物政策、廃棄物

に関する広域計画から見出すことができた。

5．結びに代えて

先行研究では、メトロの土地利用に関する計画を主な事例として研

究が行われてきた。それらにおいて、メトロのような広域行政を行う

ことのメリットが挙げられてきた。例えば、村木は、メトロの広域土

地利用について考察をした上で広域行政の利点として「基礎自治体の

裁量性よりも都市圏全体としての成長をいかに考えるか、自治体間連

携や部局間連携が広域行政の計画段階で明確に決められており、それ

がメリットと言える。」としている（48）。また、岩城は、市やカウン

ティがきめ細かいサービスを提供する一方で、地域内のすべての広域

政策をメトロという一つの機関が統括していることに触れている（49）。

廃棄物に関する広域計画の策定については、メトロが複数の政策を

扱い、憲章を有する自律性の高い政府であることが有効に働いたこと、

自治体間の単一の政策分野における自治体の連携よりは政策実施の効

率性のみではなく公平性・公正性についても配慮することができるこ

とが今回のメトロとキング・カウンティの事例から見出すことができ

た。

しかしながら、メトロが複数の政策を扱う広域政府であるのだから、

他の全ての政策との比較考察も行う必要があると考える。その意味で

は、先行研究において土地利用政策について多くの研究があることか

ら、メトロが設立当初から所管してきた政策である廃棄物政策を扱っ

た本研究がメトロ研究に少しでも貢献できたことを望む。いずれにし

ても、メトロの広域政府としての性格をより正確に見出すためには、

メトロの管轄する政策について総合的に研究する必要があると考える。

そして、メトロには公的な議会および議長といった民主制を担保す

（
一
一
〇
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る機関が存在することも大きな特徴であると考える。本研究では住民

とメトロ政府の直接的な関係を中心に扱ったが、議会や議長の役割に

ついてより深く考察する必要もあると考える。

本研究では広域行政が主張される要因となった点等から行政の効率

性と公正性に注目をして研究を行った。しかし、広域行政の研究の視

点では、政府形態とそれをめぐる規範的な立場への注目も欠かせない

と考える。すなわち、メトロの場合はカウンティや自治体を包括する

広域的な組織の事例であり、キング・カウンティの場合は自治体間の

連携の事例であったので、合併を経て一層型になった事例や機能統合

あるいは一都市で行う場合との比較が必要であると考える。

今後、これらの課題、すなわちメトロのさらなる研究から新たな政

府を設立した場合の長所や短所、他の広域行政等の政府形態との比較

などを行うことにより、アメリカの地方自治における広域行政研究に

貢献をしたい。

わが国の文脈で考えるとどのようなことがいえるのだろうか。平成

の大合併を経たあとも、都市部への人口の集中が進み、経済的社会的

あるいは自治体の経営の人材や財政面での問題を抱える自治体は少な

くないと考えられる。例えば、合併を経て面積が広がった自治体の上

位にさらに上位政府を築くということは人材、財政面でも容易ではな

いと考えるし、府県レベルの自治体との関係から問題が生じることも

考えられなくはない。アメリカにおける広域行政の問題は都市の拡大、

すなわち大都市の問題であると考える。わが国においては先述したよ

うに都市への人口集中が見られるわけであるが、そうした都市の中に

は政令指定都市などの大都市制度を導入しているものもある。また、

そうした自治体は合併を経ている場合も多い。わが国においては自治

体の分割ということは考えられないが、大都市における内部の地域の

強化の議論との親和性は高いのではないかと考える。そうした場合、

たとえば政令指定都市をメトロのような都市圏と見立てて、その中の

自治を活性化することは考えられないであろうか。厳密な意味での広

（
一
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域行政とは「自治体の区域を超えて複数の自治体を包括する広域を単

位とする行政」であるので（50）、単純な比較はできない。あるいは「特

別自治市」などとの関連でも議論が可能であるように思える。アメリ

カの制度と日本の制度が異なること、日本の地方自治制度上の詳細な

検討も必要とはなるので、メトロに関する研究およびアメリカの広域

行政のさらなる研究が必要とされると考える。

アメリカの地方自治を研究する上では、基礎自治体からカウンティ、

州、スペシャル・ディストリクト、学校区（school district）など広範な

政府の研究が欠かせない。一歩ずつではあるがこうした複雑なアメリ

カの地方自治制度の理解に寄与すべく研究を続けていきたい。

【註】
（ 1 ） Wheeler （2002） : p.267-278.
（ 2 ） 州の法令等においては、メトロポリタン・サービス・ディストリクト

（Metropolitan Service District）とされる。新たなメトロポリタン・サー
ビス・ディストリクトが設立された際に旧来のものと区別するべくメトロ
と呼ばれた。そして、1992 年の住民投票の際にメトロという名称が正式
に決定された。（Judd and  Hinze ［2019］ : p.343.）

（ 3 ） 村松（1969a）；村松（1969b）；村松（1970）。
（ 4 ） 村上（1993a）；村上（1993b）。
（ 5 ） 保井（2002）。その他にも、アメリカの広域行政について事例を扱っ

た詳細な研究として次のようなものがある。牧田（1991）；牧田（1992）；
牧田（1996）；村上（1993c）などである。

（ 6 ） 菅澤（2008）；村上（1998）；村木（2014）；村橋（2001）など。
（ 7 ） 自治体国際化協会（1996）；自治体国際化協会（2001）。
（ 8 ） 現地調査については、2019 年 5 月 1 日にメトロ庁舎を訪れ、インタ

ビュー調査等を行った。
（ 9 ） Levine （2015） : pp.262-263.
（10） 保井（2002）、前掲書、16 頁。See also, Savitch and Vogel （2000）.
（11） 自治体国際化協会（1996）、前掲書、2 頁。
（12） 同書、3-4 頁。
（13） 吹田（2010）：9 頁。
（14） 佐藤（2014）：5 頁。
（15） 自治体国際化協会（1996）、前掲書、4 頁。
（16） メトロの行政機構や財政など政府に関する事項全般について、佐藤
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（2014）が詳しく考察を行っている。
（17） 佐藤（2014）、前掲書、6 頁。
（18） 同書、10 ～ 11 頁；Metro, “Election information - Learn more about 

elections for Metro Council positions and the Metro Auditor.”［https://
www.oregonmetro.gov/regional-leadership/metro-council/election-
information］

（19） 後藤（2002）：9 頁；山崎（2017）：25 頁。
（20） 松井（2016）：121 頁。
（21） 2002 年時点で連邦や州の補助金への依存率が 5％以下であった。後藤

（2002）：9 頁。
（22） 自治体国際化協会（2001）、前掲書、ⅰ頁。なお、アメリカでは資源

保全再生法（Resource Conservation and Recovery Act）によって①有害
廃棄物（hazardous waste）、②都市固形廃棄物に分類されており、わが国
における分類とは異なる。そして、都市固形廃棄物とは、事業所等から発
生する有害廃棄物を除いた住宅、商業および工業から発生する廃棄物であ
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個人倫理、組織倫理及び専門職倫理の
関係からみた経営倫理の課題

鈴　木　貴　大

1 ．はじめに

2 ．専門職の定義と専門職団体の役割

3 ．医療事故の事例からみた個人倫理、組織倫理及び専門職倫理の関係

4 ．専門職倫理の課題と専門職団体の役割の再考

5 ．専門職倫理の概念拡張

6 ．自動車の検査不正からみた「思考の傾斜」問題

7 ．むすびにかえて

1 ．はじめに

近年、大企業をはじめとする様々な組織が倫理制度を策定している

ことから、経営倫理（business ethics）の重要性は広く社会に認知されて

いると理解することができよう。一方で、こうした倫理制度を策定し

ている組織が組織不祥事を引き起こすことは決して珍しいことではな

い。こうした背景には、経営倫理を実践するために重要な機能を有す

る倫理制度が「認知」のレベルで留まってしまっており、組織におけ

る経営倫理の「理論」と「実践」との間に乖離が生じていることがひ

とつの要因として考えられる。したがって、倫理制度をいかにして組

織構成員ひとりひとりの行動に浸透させ、「実践」レベルに結びつける

のかが、今日の経営倫理研究をめぐる喫緊の課題であろう。

Barnard（1938）によれば、組織は「個人人格（individual personality）」

論　説
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と「組織人格（organization personality）」との双方を有する組織構成員

によって構成される（Barnard,1938,p.185）。個人人格とは「個々の組織

構成員がこれまでの経験を通じて形成してきた文化的・宗教的な信念

や価値観を反映したもの」である。一方、組織人格とは「組織の枠組

みに自らの考えや行動を準拠させ、組織の目的を達成するために組織

構成員が共有している価値観を反映したもの」である。組織とそれに

属する個人とを対象とした先行研究をみてみると、組織構成員の個人

人格と組織人格とを区別した上で、議論を展開しているものが少なく

ない（ 1 ）。しかしながら、組織における個人が経営倫理を実践していく

ためには、組織人格と個人人格の双方に焦点を当て、これらを区別す

るのではなく、いかに統合していくのかを考えることが重要であると

考えられる。

このことは、組織構成員の行動を規定する価値観においても同様の

ことがいえる。すなわち、彼（女）らは自身の業務を遂行する上で、倫

理的なジレンマに直面した際、彼（女）らがこれまでの経験や他者との

関係を通じて培われてきた道徳的価値基準である個人倫理（individual 

ethics）と組織内部において共有される暗黙的な道徳的価値基準である

組織倫理（organizational ethics）の双方から行動が規定されるのである。

その際、組織倫理が強固であればあるほど斉一性の原理やグループシ

ンクといった弊害が生じやすく、組織構成員の個人倫理は軽視されや

すくなってしまう。こうした組織倫理の逆機能問題を解消するために

も、組織の管理者は、組織構成員個々の個人倫理を組織内に統合する

仕組みを構築していく必要があろう。

他方で、近年、医療従事者や弁護士など専門的な知識や技術の有す

る専門職従事者に求められる専門職倫理（professional ethics）への注目

が高まっている。こうした組織における個人は、個人倫理、組織倫理

に加えて専門職倫理も有しており、その組織行動はより複雑に規定さ

れているといえる。このことに鑑み、本稿では専門職倫理に焦点を当

て、第一に医療事故の事例から個人倫理、組織倫理および専門職倫理
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の関係を整理し、専門職倫理の課題を剔抉することを試みる。さらに

今日、急速に進展している情報通信技術（Information and Communication 

Technology）の発展・普及に伴い、企業をはじめとする様々な組織の経

済活動においてコストの削減や生産性の向上が期待され、同時に我々

の生活はより豊かに、そして便利になることが予想される。一方で、

こうした技術の扱い方を誤れば、それによって発生する企業（組織）不

祥事の影響は甚大なものとなろう。したがって、技術の進展・普及が

拡大すればするほど、様々な業種・職種においてそれに伴う専門職倫

理が求められるようになるのである。したがって、専門職倫理の課題

は決して局所的な問題ではなく、多くの企業や組織に関わる事項であ

るといえよう。かかる議論を踏まえ、本稿では、個人倫理、組織倫理

および専門職倫理の調和を図ることの重要性を示唆し、これを果たす

ためには組織にどのようなことが求められるのかを考察することを目

的とする。

2 ．専門職の定義と専門職団体の役割

専門職の概念は、イギリスやアメリカにおいて形成された profession

の概念を前提としている（山口、2005、176 頁）。Barber（1965）は、専

門職従事者の行動を規定する要素として、「一般的・体系的な高度な知

識、個人の自己利益より社会的利益の優先、倫理綱領による行動の自

己規制、業績を示す金銭や名誉による報償」を挙げている（Barber, 

1965, pp.5-20）。また、中村（1975）は、「専門家職業（profession）とは、

高度な科学的素養と科学を基礎として確立された専門技術とを体得し

ているとともに、高邁な倫理的道徳観とそれに基づいて確立された厳

格な実践規範を身につけた人々を指す」と述べている（中村、1975、167

頁）。このように、専門職の定義は論者によって様々であるが、共通す

る要件として、①一般的・体系的である高度な専門的知識とそれを実

践する技術を体得していること、ならびに②個人の利益ではなく社会
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的利益を指向する厳格な規範の存在である。

専門職従事者は、当該職務の遂行にあたり、一般的に不可侵とされ

る領域への侵入を可能とする権利（例外的特殊権限）（ 2 ）を有する。例外

的特殊権限は、必然的に権威（authority）と影響力（influence）を付随す

るため、これらを正当化（justify）するための根拠を必要とする。した

がって、専門職従事者は科学や技術などの高度な専門性と、行為を正

当化し得る厳格な専門職倫理を体得し、社会的利益のために活動する

ために社会から信頼されることが求められるのである（山口、2005、179

頁）。このことに鑑みれば、専門職従事者の個人倫理は、組織倫理のみ

ならず専門職倫理からも影響を受けることになり、自身の行動はより

厳格に規定されているといえよう。

こうした専門職を規定する要件を遵守・維持、そして推進するため

に様々な専門職において、組織の枠を超えた専門職団体（professional 

association）が存在している。専門職団体は、外部に対してはその専門

職の存在・承認を求める主張、さらに社会的地位の維持を図る手段を

有すると同時に、内部に対しては専門職従事者への教育・資格付与、

そして社会的使命の自覚とその目的達成のための自己訓練を促し、専

門職としての意思決定・行為に一定の規律を加え、場合によっては懲

戒を加えるものである（山口、2005、178 頁）。

たとえば、日本医師会は医師の専門職倫理として「医の倫理綱領」

を掲げている。その内容は、①医師は生涯学習の精神を保ち、常に医

学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす、

②医師は職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるよう

に心掛ける、③医師は医療を受ける人々の人格を尊重し、優しい心で

接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努

める、④医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす、

⑤医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすと

ともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める、⑥医師は医療に

あたって営利を目的としないことを挙げている（ 3 ）。
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このように専門職団体が、組織という枠組みを超えて業界単位で行

動指針を明示することは、個々の医療従事者が倫理的課題に直面した

際に非倫理的行動へと陥ることを防止する役割を担う。この意味にお

いて専門職団体の果たす役割は重要であるといえよう。しかし、現実

には、医療事故の発生が社会から注目を集めることは決して少なくな

い。こうした医療事故において、専門職倫理は医療従事者に対し、ど

のような影響を与えていたのだろうか。次章では、医療事故の事例か

らこのことに関して考察していくこととする。

3  ．医療事故の事例からみた個人倫理、組織倫理及び専門職
倫理の関係

千葉県がんセンターでは、2008 年から 2014 年の期間、腹腔鏡下手術

を受けた複数の患者が死亡するという事故が発生した。一連の問題で

は、50 ～ 80 代の男女 11 人が手術当日から約 9 ヶ月後の期間に死亡し

た。千葉県の第三者委員会は、対象となる 11 例のうち、約 10 例で手

術方法の選択、あるいは手術中の対応など診療上の問題があったとす

る報告書を発表した。残る 1 例にも手術前の手続きに不備があった。

報告書によると、2013 年 1 月に胆管がんの手術を受け、3 ヶ月後に死

亡した男性（当時 74 歳）に関して「難度の高い手術を腹腔鏡で行った

判断は問題」としている。また、他に少なくとも 2 例において「腹腔

鏡で手術を行うか慎重に検討すべきであった」などと指摘している

（千葉県がんセンター腹腔鏡下手術に係わる第三者検証委員会、2015、5-10 頁）。

第三者委員による報告書に基づけば、同センターにおける医療事故

は、高難度な手術を行うに際して、それを安全かつ、適正に実施する

ための体制、および医療従事者の意識が不十分であったことが主たる

要因であると指摘されている。例えば、同センターでは、倫理審査委

員会を設置しており、センター内で倫理的課題が発生した際には、倫

理審査委員会で話し合うことが義務付けられていた。しかし、今回の
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例では、保険適用のない高難度な手術であったにもかかわらず、倫理

審査委員会への事前申請はなかった点が問題であったと指摘される

（千葉県がんセンター腹腔鏡下手術に係わる第三者検証委員会、2015、11 頁）。

さらに、こうした制度が機能しなかった背景には、倫理審査委員の構

成に問題があったと考えられる。同センターでは、倫理審査委員会に

関して「外部委員を複数名置き、その半数以上は、人文・社会科学面

の有識者又は一般の立場とする」と規定されていた（千葉県がんセン

ター腹腔鏡下手術に係わる第三者検証委員会、2015、11 頁）。これにより、医

師や看護師といった専門職従事者に傾斜した考えを防止することが期

待される。しかしながら、実態はこの規定が遵守されておらず、その

結果、制度の形骸化を引き起こす要因となったと考えられる。

また、第三者委員会は、手術の方法については「いずれも問題はな

い」と評価しているが、手術を担当した医師について「必ずしも十分

な経験ではなかった可能性がある」また「高難度手術の担当医師とし

て、経験が不足していたと思われる」と指摘している（千葉県がんセン

ター腹腔鏡下手術に係わる第三者検証委員会、2015、5-10 頁）。加えて、第三

者委員会が実施したヒアリング調査によれば、腹腔鏡下手術に関して

「リスクについて説明されていない」、「聞いた記憶がない」に加え、

「手術の方法が腹腔鏡であると知らなかった」などの発言が患者の家族

から挙げられた（千葉県がんセンター腹腔鏡下手術に係わる第三者検証委員

会、2015、29 頁）。このように、手術の方法が適切であったとしても、

それを実施するに際して、患者やその家族に正しい説明を行い、同意

を得ることが医療従事者には求められており、こうした説明責任は、

誰が手術を担当するのか、あるいはどのような方法で手術を実施する

のかといった専門的な知識や技術と同様に重要視されなければならな

いであろう。

第三者委員会の報告書に基づき、千葉県がんセンターの事例の発生

要因を分析してみると、「専門職倫理」あるいは「医の倫理」といった

語句はあまり見られず、その主な発生要因は、組織における制度の運
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用体制、あるいは個々の医療従事者の意識の低さといった組織倫理、

個人倫理に関わることであると指摘されていた。前述のように、専門

職従事者は高度な知識や技術を有しており、重要な社会的使命を担っ

ている。だからこそ、そうした知識や技術を扱う上で、特殊な倫理観

（専門職倫理）が求められるのである。しかしながら、実際の医療事故

の事例を考察してみると、こうした専門職倫理が、どこまで医療従事

者の行動に影響を与えているのか疑問をもたざるを得ない。このこと

に鑑み、次章では、専門職倫理の課題を考察すると共に、この課題を

是正するために専門職団体にはどのようなことが求められるのか、そ

の役割を再考していくこととする。

4．専門職倫理の課題と専門職団体の役割の再考

本稿では、専門職倫理に焦点を当て議論を展開しているものの、こ

れは専門職従事者の個人倫理や組織倫理が低次であり、専門職倫理が

高次であるということを示唆するものではない。専門職従事者が歪ん

だ個人倫理や組織倫理を有することもまた重大な企業（組織）不祥事を

引き起こす要因となり得る。

たとえば、2014 年 6 月、群馬大学医学部附属病院（以下、群大病院と

表記）において、2009 年以降、同一医師によって腹腔鏡下手術を受け

た複数の患者が死亡するという事件が発生した。第三者委員会の報告

書に基づけば、高難易度な手術にもかかわらず技術が未熟な医師に執

刀させていたことから指導体制や管理体制に問題があった可能性があ

ることなどが指摘されている（群馬大学医学部附属病院医療事故調査委員会、

2016、30 頁）。加えて、最も大きな要因として、組織内の競争意識の存

在が挙げられる。

群大病院には、2015 年 4 月に統合するまで、消化器の手術を担当す

る外科チームが旧第一外科と旧第二外科に分かれており、それぞれが

異なる診療体制をとっていた。旧第一外科と旧第二外科では、肝臓手
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術件数に大きな違いがないにもかかわらず、医師の数を比較してみる

と、2007 年から 2014 年までの期間において旧第二外科は旧第一外科の

3分の 1以下の医師数となっていた。したがって、旧第二外科は少人数

で手術に対応せざるを得ない状況だったのである。さらに、2つの診療

科の間には潜在的な競争意識が存在しており、同じ診療分野を担って

いるにもかかわらず、各診療科で起きた合併症や死亡事例について共

同で死亡症例検討会を開催したり、再発防止策が共有されたりするこ

とはなく、個々の診療科内の問題として対応する体制となっていた

（群馬大学医学部附属病院医療事故調査委員会、2016、31-32 頁）。

院内で、同一診療領域を複数の集団が担当すると、限りある資源

（人的・物的・財務的）が分散され、それぞれの好みの手技手法で慣習が

並存し、標準化されないために患者の安全性が損なわれる可能性があ

ること、また、集団間に無意識のうちに競争意識や対抗意識が生まれ、

診療において良好な情報共有や協働関係を築くことができず、その結

果、個々の集団ごとの診療の質が低下する可能性あることなど、様々

な弊害が生じることとなる。これを防止するために、それぞれの診療

科が連携を緊密に行い、起こりうる弊害を最小化にする努力が求めら

れるのである。しかし、群大病院の消化器外科診療においては、同じ

フロアに患者を収容しながらも、互いに独立した診療体制をとってお

り、前述のような弊害を長い期間にわたって改善してこなかったこと

が、本事件の発生要因、そして発覚の遅れに繋がったと考えられる。

群大病院は特殊な事例ではあるが、こうした組織内における特定の

集団間、あるいは個人間での競争意識や対抗意識によって、医療従事

者間において重要な役割を担う情報共有が機能しないということは十

分に考えられる。だからこそ、組織内において大きな権力を有する医

師の個人倫理をいかにして「患者の利益」へと常に方向付けられるか

が、医療法人にとって重要な課題であろう。

このように特定の集団や個人が自身の利得を追求した結果、重大な

企業（組織）不祥事へと発展する事例もあるが、専門職従事者によって
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構成される組織にとって、いかに組織倫理、あるいは組織構成員の個

人倫理が健全であったとしても、彼（女）らが倫理的課題に直面した際、

組織倫理や個人倫理だけでは対応することのできないこともある。こ

うした特殊な状況において、彼（女）らがどのように行動するべきかと

いう指針を示す点において専門職倫理の意義は大きいといえよう。し

かし、千葉県がんセンターの事例をみてみると、その主な発生要因と

して挙げられるのは組織倫理や個人倫理に関することである。また、

群大病院における医療事故においても、院内に同一診療領域を担当す

る集団が複数あることによる競争意識が引き起こしたコミュニケー

ションの不足に加え、手術管理体制、麻酔管理体制、医療安全体制、

あるいは倫理審査体制など制度の機能不全が主に指摘されている（群馬

大学医学部附属病院医療事故調査委員会、2016、8-14 頁）。さらに、同調査

委員会の構成員をみてみると、日本医師会など専門職団体は関与して

いない（群馬大学医学部附属病院医療事故調査委員会、2016、79 頁）。もちろ

ん、外部の医療従事者、弁護士、あるいは有識者などが関与している

ことから、「医療」の分野に傾斜した思考を緩和することはできるもの

の、改めて専門職倫理の重要性および専門職団体の役割を再考する必

要があろう。

日本医師会は、前述した「医の倫理綱領」によって、医療従事者に

専門職従事者としての指針を示している。さらに「医師の職業倫理指

針」を発行することにより、セカンド・オピニオンやインフォーム

ド・コンセントの推進、あるいは他の医療関係者との連携などの重要

性を主張している（4）。同様に、医師のみならず看護師（5）や薬剤師（6）

など他の専門職団体も個々の専門職倫理を踏まえた指針を示している。

繰り返しにはなるが、こうした指針を示すことが有意義であることは

議論するまでもないであろう。重要なことは、こうした制度が個々の

医療法人さらには医療従事者の行動にまで浸透しているかである。

医療とは必ずしも完成された技術ではなく、医療行為の結果が、意

に反して患者への不利益となってしまうこともある。さらに言えば、
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こうした医療法人における「患者の不利益」とは生死に関わる極めて

重要な問題なのである。日本医師会は、違法行為や非倫理的行動を

行った医師に対して罰則規定を設けている。しかしながら、医師が患

者に与える影響に鑑みれば、こうした事後的対応のみならず、医療事

故を未然に防止するためのより具体的な倫理制度を確立する必要があ

ろう。また、文化的要因に基づく国や地域ごとの価値観の多様化、あ

るいは、グローバル化や情報通信技術の進展に伴う価値観の変化に

よって、医療従事者に求められる専門職倫理はますます複雑化してい

る。このことからも、専門職団体が個々の医療法人と同等の制度を確

立し、組織倫理や個人倫理の欠如に基づく非倫理的行動を牽制・防止

する役割を担う必要があろう。そのためには、日本医師会や日本看護

協会などの専門職団体と個々の医療法人との対話が不可欠であり、同

時に継続的な教育が求められると考える。

5 ．専門職倫理の概念拡張

ここまで医療法人における医療事故の事例を踏まえ、専門職倫理の

課題ならびに専門職団体の役割を再考することの必要性を主張してき

た。第 2 章で述べたように、専門職の定義に共通することは、①一般

的・体系的である高度な専門的知識とそれを実践する技術を体得して

いること、ならびに②個人の利益ではなく社会的利益を指向する厳格

な規範の存在である。したがって、技術革新が進展し、一般的な企業、

とりわけ株式会社における従業員に求められる知識や技術のみが向上

することによって、彼（女）らを「専門職」と位置付けることは必ずし

もかかる定義に該当するとはいえない。

しかしながら、現実の社会における技術革新、とりわけ AI（Artificial 

Intelligence: 人工知能）技術は急速に進展・普及しており、我々の生活を

大きく変えることが予想される。実際に、これまで単調な作業に限定

されていたコンピューター化が、現在では 10 年前には不可能と考えら
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れていた複雑な作業を行うようになっている。自動車運転の開発がそ

の一例である。2000 年代初頭、様々な研究者が自動車の自動運転に関

して、「対向車が走行している中で左折を行うことは多くの要因が伴う

ため、運転者の行動を再現できる一連の規則を見つけ出すことは不可

能である」と指摘した。しかし、そのわずか数年後の 2010 年には、

Google が自動車の完全自動運転の開発に成功したことを発表したので

ある（Brynjolfsson and McAfee, 2014）。

近年の自動化に関する研究成果は、ビッグデータの利用可能性の拡

大と機械学習の進展により、複雑な認知的作業を明確に定義された命

題へと変換することが可能になった結果である。先に挙げた自動車の

みならず、既存の職業のいくつかは今後 AI やロボットによって代替さ

れる日もそう遠くはないであろう。他方、いかに技術革新が進展して

もより専門的な知識や複雑な技術が求められる職種、あるいは普及し

た AI やロボットを管理する職種に関しては求められる能力（知識・技

術）がますます高度になると考えられる。この意味において多くの職

種に関して専門化が進展するといえよう。こうした現実社会の様相に

鑑みれば、従来の専門職の定義をより広範に捉える必要がある。なぜ

なら、職種ごとの専門化が進展すればするほど、職種間での情報交換

が困難となり、専門職従事者における問題のひとつである「思考の傾

斜」が生じやすくなるからである。

たとえば、医療従事者は、「医療」という専門的かつ高度な知識や技

術を有している。加えて、近年の医療技術の高度化の影響を受けて、

こうした知識や技術はますます複雑になってきている。こうした中で、

医療従事者に求められる「専門家（specialist）」としての専門性が高く

なることに比例して、医療法人内における集団の独立性も高くなる。

集団の独立性が高くなることで、医療法人を取り巻く組織外部との閉

鎖性のみならず、組織内部においても部門間での閉鎖性が生じること

となる。さらに、この組織内部での閉鎖性が専門職従事者の「思考の

傾斜」問題を引き起こすのである。
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1995 年、半導体メーカーであるインテル（Intel Corporation）の当時

CEO が、前立腺癌の診断を受けた際、最善の治療法を見出すためにそ

れぞれ異なる治療法を実践している有名な医師に助言を求めた。この

際、医師たち全員が、自分の専門分野における治療法を選択するよう

に強く勧めたのである（Grove、2002、樫村訳、2002、32 頁）。この際、医

師たちが自身の利益を優先し、患者の利益を軽視する利益相反行為に

よって、自身の専門分野における治療法を勧めたのであれば当然問題

であるが、さらに複雑なことは、患者の利益を優先していたとしても

同様の状況が起こりうるということである。すなわち、専門性の高さ

とそれに伴う組織内部での閉鎖性によって、医師は他の分野における

治療法の情報が不足し、自身の専門分野における治療法が最善である

と考える傾斜した思考になってしまう。その結果、自身の利益となる

治療法を選択するか、あるいは患者にとって最善の治療法を提案する

かといった倫理的問題に直面していることにすら気づかなくなってし

まう（ 7 ）。

様々な職種における能力（知識・技術）の高度化が進展するほど、こ

うした「思考の傾斜」問題は生じやすくなる。以下では企業において、

かかる問題がひとつの要因となって生じた企業不祥事の事例を取り上

げる。

6 ．自動車の検査不正からみた「思考の傾斜」問題

2017 年 9 月、国土交通省は日産自動車株式会社（以下、日産と表記）

の子会社である日産車体株式会社湘南工場において、完成検査員に任

命されていない者が、完成検査員の付き添い等もなく自動車の完成検

査に係る各種検査を行っていることを公表した。さらに国土交通省は、

湘南工場に対する立入検査に引き続き他の工場ならびに子会社（栃木工

場、追浜工場、日産九州および日産車体九州、オートワークス京都）の調査も

行ったところオートワークス京都を除く工場で同様に完成検査の資格
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を有さない者が検査していたことが発覚した（西村あさひ法律事務所、

2017、10 頁）。

こうした問題の背景には、完成検査を行うことのできる人員の不足

がしばしば指摘されるが、第三者委員会（西村あさひ法律事務所）の調査

によれば、追浜工場では現在と比較し、完成検査のラインに余裕の

あった 1989 年頃から資格を有さない者による検査は行われており、技

能に習熟してさえいれば、資格の有無に関係なく完成検査を行っても

良いといった思考が広く浸透していたと指摘されている（西村あさひ法

律事務所、2017、30 頁）。さらに同委員会が従業員を対象に行ったヒアリ

ング調査によれば、工場内の従業員は ｢完成検査員の資格よりも、習

熟した検査員が検査しているかがより重要であり、検査員が習熟期間

を経て見極めに合格した段階で、一人で作業することについては、そ

れほど問題であるとの認識はなかった｣、また、｢検査に習熟して、見

極めに合格すれば一人前であり、完成検査員の資格の有無は問題でな

いと思っていた｣、｢見極めが済んでいる人は、完成検査員と同等の能

力があるという認識だった。｣ などと述べていたことが明らかになった

（西村あさひ法律事務所、2017、31 頁）。

かかる企業不祥事に鑑み、日産では完成検査の資格を有する人員配

置の見直し、資格を有するまでのプロセスの見直しに加え、関係子会

社を含む企業全体で従業員の意識を変えていかなくてはならないこと

を改善策として公表した。

しかし、そのわずか 1年後の 2018 年 7 月に出荷前の自動車の排ガス

や燃費の測定におけるデータ改ざんが行われていたことが発覚した

（朝日新聞、2018 年 7 月 10 日付、朝刊）。日産における度重なる企業不祥

事の要因として、個々の従業員が逼迫した労働環境において自身のノ

ルマを最優先に考え、倫理が後退してしまうという彼（女）らの個人倫

理の問題、あるいは組織（工場）全体で資格を有することの意味を軽視

してしまったが故に、不正が起きていることにすら気付かないといっ

た組織倫理の問題があることは確かである。しかしながら、今回の事
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例のように高度な知識や技術が求められる職場では、外部との閉鎖性、

あるいは組織の独立性が強くなる傾向にある。すなわち、第 5章で取

り上げたように、専門的な知識や技術を有する者の間で外部との認識

や考え方のズレが生じ、これが「思考の傾斜」問題を引き起こすので

ある。加えて、前述した個人倫理や組織倫理の問題がなく、仮に企業

やそこで働く従業員が健全な個人倫理や組織倫理を有していたとして

も、（専門職の定義を広く捉えた上での）専門職従事者が「思考の傾斜」問

題によって誤った行動をとってしまう危険を完全に払拭することは困

難であろう。だからこそ、こうした高度な知識や技術を要する様々な

職種に従事する者が組織外部とのコミュニケーションを図ることので

きるよう専門職団体を設ける必要があると考える。

しかしながら、単に専門職団体を設けるだけでは、日本医師会など

既存の専門職団体と同様の課題に直面することは自明であろう。ここ

で重要なことは、企業（あるいは組織）と専門職団体との「対話」・「関

与」である。専門職団体が単に具体的な行動を規定した制度を確立し、

その実践を企業に求めたとしても、制度の上にさらに制度を重ねるこ

とに終止してしまう。したがって、企業が適合・調和することの倫理

制度を確立し、仮に企業における組織倫理や専門職従事者らの個人倫

理が歪んでしまった場合に、それを修正し、非倫理的行動を牽制する

ことに効果的な専門職倫理を企業と専門職団体とが協調してつくりあ

げていくことが必要であろう。

Epstein（1996）は、経営倫理の実践には公的規制と自主規制の相互

に結びつけられることが重要であると述べている（エプスタイン著、中

村ほか訳、1996、178 頁）。公的規制とは政府によって確立され、施行さ

れる諸基準である。一方、自主規制とは、組織が単独で整備・確立す

る倫理制度のみならず、業界団体や専門職団体が確立する特定の組織

に適用される規制も含まれる（エプスタイン著、中村ほか訳、1996、179-

182 頁）。したがって、企業において経営倫理を実践していくためには、

政府、専門職団体との相互コミュニケーションを通じて、既存の制度
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のあり方を見直し、専門職従事者らが倫理的行動を実践するための基

盤となる、組織倫理、個人倫理、そして専門職倫理の統合を図ること

が重要であろう。その上で、専門職従事者らは、様々なステイクホル

ダーとの「対話」・「関与」によって、相互理解を深めていくことに努

めることが企業不祥事の防止へと繋がると考える。

7．むすびにかえて

野村総合研究所が 2015 年に行った調査によれば、今後数十年にわ

たって、日本における被雇用者の 49%は AI やロボットに代替される

可能性が高いとされている（8）。加えて、この調査では、自動化可能性

が最も高い職種（表 1）と自動化可能性が最も低い職種（表 2）を挙げて

いる。

これらの表からもわかるように、自動化可能性の低い職種の多くは、

既存の専門職の定義にも該当する職種が多い。他方、自動化可能性の

高い職種は比較的単調な作業を主としている。つまり、芸術家など創

造性が求められる職種を除けば、高度な知識や技術の求められる広い

意味での専門職は、AI やロボットが普及しても社会に残り、今後誕生

する職種の多くも同様に高い専門性が必要とされると予想される。か

かる理解に鑑み、本稿では専門職倫理に焦点を当て、これが一部の企

業や組織にのみ該当する局所的な問題ではなく、より多くの企業や組

織に専門職倫理が求められるようになることを指摘した上で、専門職

団体の役割ならびにその課題を考察してきた。
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表 １　自動化可能性が最も高い職種

職種名 自動化可能になる確率
電車運転士：（Train Drivers） 99.8%
経理事務員：（Accounting Clerks） 99.8%
検針員：（Meter Reading Workers） 99.7%
一般事務員：（General Administrative Clerks） 99.7%
包装作業員：（Packing Workers） 99.7%
路線バス運転者：（Route Bus Drivers） 99.7%
積卸作業員：（Loading and Unloading Workers） 99.7%
梱包工：（Balers） 99.7%
レジ係：（Cashiers） 99.7%
製本作業員：（Binding Workers） 99.7%

表 2　自動化可能性が最も低い職種

職種名 自動化可能になる確率
精神科医：（Psychiatrists） 0.1%
国際協力専門家：

（International Cooperation Experts）
0.1%

作業療法士：（Occupational Therapists） 0.1%
言語聴覚士：（Speech Therapists） 0.1%
産業カウンセラー：（Industrial Counselors） 0.2%
外科医：（Surgeons） 0.2%
はり師・きゅう師：

（Acupuncturists and Moxibutionists）
0.2%

盲・ろう・養護学校教員：
（Special Education Teachers）

0.2%

メイクアップアーティスト：（Make-up Artists） 0.2%
小児科医：（Pediatricians） 0.2%

出所 ：野村総合研究所（2015）「日本におけるコンピューター化と仕事の未来」
11 頁。https://www.nri .com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/
journal/2017/05/01J.pdf?la=ja-JP&hash=6B537BB1EB48465D0AF4A3EA1
B1138809F916683（最終アクセス：2019 年 6 月 4 日）。

医療従事者や弁護士など従来の専門職の定義に該当する職種では、

専門職団体を設けるとともに、組織内制度でも専門職従事者が陥る問

題を是正する仕組みを構築してきた。たとえば、第 3 章で取り上げた
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千葉県がんセンターでは、医療従事者の専門性による「思考の傾斜」

問題を防止するために、倫理的問題が発生した際に、それを話し合う

制度として倫理審査委員会を設置しており、その構成に関して「外部

委員を複数名置き、その半数以上は、人文・社会科学面の有識者又は

一般の立場とする（千葉県がんセンター腹腔鏡下手術に係わる第三者検証委

員会、2015、11 頁）」と規定していた。しかし実際には、その運用に問

題があることもあり、重大な医療事故を引き起こすこととなった。こ

うした組織内部で生じうる、専門職、あるいは集団における「思考の

傾斜」問題をどのように緩和させるのかという仕組み（制度）を構築す

ることに加え、それをいかにして機能させるのかという運用体制まで

含めた議論を行うことが、企業や組織が経営倫理を実践していく上で

重要な課題事項であろう。

本稿では、「専門職」を広い意味で捉えつつ、これをひとつの枠組み

で議論を展開してきた。これにより、専門職倫理における課題（とりわ

け、「思考の傾斜」問題）が決して局所的な問題ではないことを指摘した

点に意義があると考える。他方で、「専門職」を広い意味で捉えること

によって、比較可能性の確保という点において課題が残ることも事実

である。たとえば、本稿において取り上げた医療従事者と自動車の検

査員とでは、職務内容、職務知識、そして倫理意識が大きく異なる。

その結果、これら 2つの職種を「専門職」の枠組みの中で比較するこ

との客観的な論拠が弱くなっていると指摘されよう。このことに鑑み、

再度、「専門職」の概念範囲を吟味する必要がある。

加えて、前述した職種によって求められる専門職倫理が異なること、

あるいは技術革新がさらに進展することで社会がより複雑になること

によって、異なる専門職従事者間での利害が対立した際の対応にまで

議論を進めることができなかった点も課題であろう。このことは、い

かに専門職倫理が求められようと、私有財産制度に基づき、株主利益

の最大化を経営の重要課題のひとつと位置付ける企業と、社会的使命

の遂行を第一の課題と位置付ける医療法人をはじめとする非営利組織
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にも同様のことがいえよう。しかしながら、経営者や組織の管理者と

その組織に属する個々のメンバーとが相互に経営倫理の重要性を理解

し、組織と個人のどちらかが一方的に組織倫理を形成していくのでは

なく、相互コミュニケーションを通じて「共創（co-creation）」していく

ことの重要性を認識することが、経営倫理を実践する第一歩であると

考える。
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2019 年 5 月 10 日）。

・日本看護協会「看護者の倫理綱領」。
https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/rinri/code_of_ethics.pdf（最
終アクセス日：2019 年 5 月 10 日）。

・日本薬剤師会「薬剤師倫理規定」。
http://www.nichiyaku.or.jp/assets/pdf/FIP2014-Ethics-J.pdf

（最終アクセス日：2019 年 5 月 10 日）。

新聞・記事
・朝日新聞「25% が外部委員不在　医療事故調査の病院報告」2016 年 11 月

3 日付、朝刊。
・日本経済新聞「腹腔鏡手術『10 例に問題』 がんセンター 11 人死亡 千葉県

の第三者委」2015 年 3 月 31 日付、北海道朝刊。
・日本経済新聞「拠点病院指定更新せず 千葉県がんセンター 腹腔鏡死亡で」

2015 年 4 月 15 日付、沖縄夕刊。
・朝日新聞「日産、不正の連鎖、無資格検査の発覚後もデータ改ざん」2018

年 7 月 10 日付、朝刊。

（ 1 ） たとえば、桑田と田尾（1998）は、組織における個人は「人間そのも
のではなく、人間が提供活動や諸力である」と論じ、個人のもつ信念や価
値観とその活動とを区別することの重要性を主張している（桑田、田尾、
1998、20 頁）。

（ 2 ） たとえば、医師による人体の切開行為、薬剤師による危険薬物の取り
扱いなどである。

（ 3 ） 日本医師会 HP「医の倫理綱領」を参照。
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http://dl.med.or.jp/dl-med/doctor/rinri2000.pdf（最終アクセス日：2019
年 5 月 18 日）。

（ 4 ）詳しくは、日本医師会「医師の職業倫理指針［第 3 版］」、2016 年 10
月を参照されたい。

http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20161012.2.pdf（最終アクセス
日：2019 年 5 月 10 日）。

（ 5 ）日本看護協会「看護者の倫理綱領」。
https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/rinri/code_of_ethics.pdf

（最終アクセス日：2019 年 5 月 10 日）。
（ 6 ）日本薬剤師会「薬剤師倫理規定」。

http://www.nichiyaku.or.jp/assets/pdf/FIP2014-Ethics-J.pdf（最終アク
セス日：2019 年 5 月 10 日）。

（ 7 ）行動倫理学の分野においてこれを「自己中心主義のバイアス」と呼ぶ。
詳しくは、鈴木貴大（2018）「経営倫理研究における行動倫理学アプロー
チの意義と課題」『商学研究論集』第 49 号、明治大学大学院商学研究科、
33-48 頁を参照されたい。

（ 8 ）野村総合研究所（2015）「日本におけるコンピューター化と仕事の未
来」5 頁を参照。https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/
journal/2017/05/01J.pdf?la=ja-JP&hash=6B537BB1EB48465D0AF4A3EA1
B1138809F916683（最終アクセス日：2019 年 6 月 4 日）。
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The Quality of Local Government and Firm Strategy:
The Case of Japanese Divestment in China*

Sho Haneda+

Article
June 2019

Introduction

As has been documented, economic growth in China has been driven 

by its export and inward foreign direct investment （FDI） in recent 

years （Cole et al. 2009: 1494）. Hagiwara （2015） shows that the annual FDI 

into China is around 110 billion U.S. dollars during 2011–2014. 

However, the distribution of the inward FDI may be changing due to 

differences in the quality of local governments and the frequent labour 

strikes in China. From Japan’s perspective, the wage gap between Japan 

and China has been gradually decreasing, thus the incentive to transfer 

plants in China to other countries may be growing. Because of such 

changes, it is possible that the number of Japanese firms exiting China 

has started to increase （Hagiwara 2015: 12）.

On the one hand, as a divestment by a firm refers to the closure of a 

subsidiary in a host country, it is often seen as a negative event 

（Boddewyn 1983）. Since there are differences in culture, society, policy, 

among other aspects, between home and host countries, it may be difficult 
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to accommodate the business environment in another country. On the 

other hand, recent studies have recognised divestment as one of many firm 

strategies that take into account the firm’s characteristics. Although the 

research field of divestment is recognised as one of the most important in 

international trade and management, it seems that only a small number of 

studies have conducted empirical analyses on the topic （Pattnaik and Lee 

2014, Song 2014, Belderbos and Zou 2009）. Furthermore, most such studies 

only take into account a specific industry or use aggregate data, which 

cannot reflect differences among sectors. The purpose of this paper is to 

conduct an econometric analysis using data from Japanese firms in both 

the manufacturing and service sectors to fill this gap.

Our findings are fourfold. First, we find that local government 

efficiency might not be an important determinant of divestment by 

Japanese firms. This may be due to the fact that these firms had chosen 

locations with better quality local governments when originally 

investing in China, which implies that few Japanese companies will be 

found in provinces with poorer social infrastructure efficiency （Cole et 

al. 2009）. Second, we find that a higher average wage may increase the 

likelihood of Japanese plant closures in China. Third, we find that firms 

that have plants in other countries tend not to be exiting compared with 

those without such other country plants. This may be explained by the 

results from Song （2014） indicating that headquarters controls the 

production volume of each plant when suffering from negative economic 

shocks such as a rise in production costs. Finally, this third finding 

applies, in general, to firms in manufacturing sectors.

The remainder of this paper is organised as follows. Section I 

summarises related studies and presents our hypothesis development 

while section II reviews our dataset. In section III, we conduct an 

empirical analysis and the last section concludes.
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Ⅰ．Literature review and hypothesis development

In this section, we summarise results from previous studies on 

divestment and clarify the gap we fill. First, theoretical works that 

explore the mechanism of divestment are reviewed. Second, we 

summarise empirical studies on the determinants of divestment. Finally, 

our hypotheses that will be tested in the empirical analysis are 

explained.

1 ．Literature review

1.1　Divestments as firm strategy
In the field of international trade, there have been a variety of studies 

on the relationships among firm heterogeneity, export, and FDI（ 1 ）. 

However, it seems that little attention has been paid to the topic of 

divestment in international trade and management in both theoretical 

and empirical studies. In this subsection, we summarise the results of 

related studies and construct our hypotheses to be tested in our 

quantitative analysis section.

Primary studies seem to recognise divestments as failures. Boddewyn 

（1983） points out that there are differences in features such as politics, 

society, and culture between home and foreign countries. Thus, foreign 

divestments may be highly likely due to such heterogeneities and may 

cause difficulties in assessing firm performance. However, recent 

studies tend to view divestment as a strategic option in the 

international division of labour, which means that companies decide to 

divest to maximise their profits. Furthermore, although a divestment 

decision may play an important role in international business, the study 

of this topic might have been neglected （McDermott 2010）.

Many studies have conducted empirical analyses on the footloose 
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effect, which states that multinational companies can more flexibly 

transfer their production facilities or subsidiaries from their home 

country to another host country （Inui et al. 2009, Beveren 2007, Görg and 

Strobl 2003）. Since multinational firms have the experience and profits 

that can cover the fixed costs of FDI, they are highly likely to redeploy 

their plants when they suffer from negative economic shocks. Although 

footloose multinationals have been explored, the determinants of 

divestment or the closures of subsidiaries have not been investigated.

There are a few studies that have conducted empirical research 

considering both macroeconomic factors and firm specif ic 

characteristics （Amankwah-Amoah et al. 2013, Chung et al. 2010, Belderbos 

and Zou 2009, Belderbos and Zou 2006）. We review two papers as main 

reference works as follows.

Pattnaik and Lee （2014） investigate the effects of nine series of distance, 

for example, politics, culture, and the business environment, on the foreign 

plant and subsidiary divestment decision using data from 2,435 Korean 

subsidiaries in 67 countries over the period 2000–2010. They test three 

hypotheses in their work. The first covers a variety of distance measures 

and states that each distance variable has a positive impact on divestment 

by Korean multinational enterprises. The second states that the effect of 

distance measures on divestment is stronger among firms that enter foreign 

markets through joint ventures. The third is on firm performance. The 

hypothesis states that, in general, more productive firms do not exit the 

market and the distance effects on closure are weaker among these firms. 

Using a Cox proportional hazard rate model, they test all hypotheses as 

well as their results are consistent with this hypothesis. Nevertheless, they 

do not take into account industrial characteristics in their study.

Song （2014） explores the connection between network effects and the 

divestment decisions of 101 Korean manufacturing firms in 31 countries 
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using data for 1,560 plants in labour intensive industries for the period 

1990–2008. The study tests two hypotheses. The first is that the volume of 

intra-firm transactions negatively affects the possibility of exit when local 

production costs rise. The second is that the higher the intra-firm trade, 

the lower the likelihood of divestment when the difference in labour costs 

between the home and host countries is larger. Although the results 

support the hypotheses, it should be noted that the study only focuses on 

labour intensive industries and does not mention cross-industrial 

differences regarding the network effects among multinational firms.

1.2　The quality of local governments
In the studies investigating the public choice theory, there are a number 

of studies on the connection between the quality of government, for 

instance policies and the frequency of corruptions, and economic outcomes 

such as investment and economic growth （Johnson et al. 2011, Swaleheen 2011, 

Méon and Sekkat 2005）. For instance, Johnson et al. （2011） empirically show 

that corruptions negatively affects economic growth using American state 

level data. They employ political and governance data as instrument 

variables controlling for an endogeneity between corruption and economic 

growth. As Hagiwara （2015） states that the difference in the quality of 

local government and policy may change the distribution of FDI when 

firms determine their locations in China. However, the number of studies 

empirically examining how the level of local government and policy affect 

divestments of firms seems relatively small, even though also the event 

might decrease the size of local market and economic growth. Thus, the 

paper intends to quantify the effect of the quality of local government on 

divestments in China as a firm strategy.

To fill these gaps, we conduct empirical analyses in section III. In the 

next subsection, we explain the hypotheses tested in our study.
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2 ．Main hypothesis development

In this subsection, we discuss our hypotheses regarding divestment, 

which are based on previous studies. There are three main hypotheses in 

this paper and they include both firm and regional characteristics. First, 

macroeconomic factors concerning production costs are one determinant 

of both FDI and divestment （Chung et al. 2010）. The rise in the local wage 

means an increase in production costs. Since firms prefer a lower factor 

price, for example, wage or rent, higher production costs lead to a higher 

rate of plant closures. Second, controlling the volume of production in 

each plant is one key strategy for headquarters （Song 2014）. Since the 

fixed costs of exit of a subsidiary are quite high, managers may avoid 

payment of such expenditures. To do so, managers control the quantity of 

production among their plants. Thus, the number of subsidiaries owned 

decreases the likelihood of divestment. Third, the second point may differ 

among sectors. As it is more difficult to adjust the operation between 

affiliates in service industries, the network effects may occur only in 

manufacturing sectors. Subsequently, we test the following three 

hypotheses in the empirical section:

Hypothesis 1: The higher the production costs in a host country, the 

higher the likelihood of divestment.

Hypothesis 2: In general, a firm with more plants in other countries 

tends not to divest in the host country.

Hypothesis 3: Regarding hypothesis 2, this effect does not apply to 

service industries.
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Ⅱ．Data

To conduct the empirical study to test the hypotheses, we collect 

firm- and province-level data from various sources for the period 2008–

2014（ 2 ）. In this section, we explain the characteristics of our dataset 

and the Japanese divestment trend in China.

1 ．Japanese divestment in China

To explore the determinants of Japanese divestment in China, we 

need to analyse firm-level data that include records of firm features and 

locations in China. For a dependent variable, which is the activity of 

divestment in each year, in our estimation, we use the information from 

Kaigai Shinshutsu Kigyo Souran 2007-2014, Toyo Keizai Shimposha. 

From this source, we can access the statistics on, for example, the 

investors and subsidiaries, date of investment and divestment, industry, 

the number of employees, and addresses of subsidiaries. Employing 

those variables, we can identify the place and date of Japanese 

divestments by firm, industry, and region.

The number of Japanese divestments in China is summarised in Table 1. 

There are mainly three findings in terms of the characteristics of Japanese 

firm divestment. First, the numbers of closures in 2009 and 2010 are larger 

than those in other periods, which indicates that the financial crisis in 2008 

and 2009 negatively affected the performance of Japanese plants, leading 

them to close. Second, there is an inequality in the distribution of the 

closures of Japanese plants in the provinces in China. For instance, the top 

five divestment provinces are Shanghai （90）, Guangdong （36）, Jiangsu （33）, 

Zhejiang （16）, and Shandong （14）, while there are many provinces where 

no Japanese firm divested during the period: Inner Mongolia, Heilongjiang, 
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implies that provincial characteristics may affect the divestment 

decision of Japanese firms. Furthermore, it could be the case that the 

distribution of Japanese divestments differs across sectors. To check 

this, we divide the Japanese plant closures by sector and year.

Table 1: The number of Japanese divestments by province
Year The number 

of Japanese 
Investments 

in 2008
（stock）

Province 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Beijing 1 3 2 1 0 1 1 9 1,591
Tianjin 0 2 2 1 2 3 2 12 1,239
Hebei 0 0 0 0 0 1 0 1 307
Shanxi 0 1 0 0 0 0 0 1 2
InnerMongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Liaoning 1 2 1 1 2 3 2 12 1,573
Jilin 0 1 0 0 0 0 0 1 107
Heilongjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Shanghai 15 23 13 6 14 10 9 90 10,142
Jiangsu 1 10 4 7 1 4 6 33 4,353
Zhejiang 3 2 5 2 3 0 1 16 1,323
Anhui 1 1 1 0 0 0 0 3 146
Fujian 0 0 2 1 1 1 0 5 357
Jiangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Shandong 3 2 5 3 1 0 0 14 1,299
Henan 0 2 0 0 0 0 0 2 109
Hubei 0 3 0 0 0 0 0 3 202
Hunan 0 0 0 1 0 0 0 1 88
Guangdong 3 8 8 3 2 5 7 36 4,141
Guangxi 0 0 0 2 0 0 0 2 57
Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Chongqing 0 1 1 0 2 0 0 4 155
Sichuan 0 0 1 0 0 0 0 1 185
Guizhou 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Yunnan 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Shaanxi 0 0 0 1 0 0 0 1 130
Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Xinjiang 0 0 1 0 0 0 0 1 24
Total 28 61 46 29 28 28 28 248 27,775

Source: Kaigai Shinshutsu Kigyo Souran 2008-2014, Toyo Keizai Shimposha.
Note: This table shows the distribution of Japanese divestments in China. The 
divestment variable includes both the number of plant closures and the 
subsidiaries that are merged by a third company. There is the difference in the 
number of Japanese investments in 2008 between table 1 and table 2 as some 
firms only provide the information on location or industry.
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 Table 2: The number of Japanese divestments by industry

Sector 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

The number
of Japanese
Investments

in 2008
（stock）

Manufacturing 13 38 26 17 14 14 16 140 16,474
Rubber and leather 0 0 1 0 0 0 0 1 465
Other manufacturing 0 1 1 0 0 0 0 2 572
Pulp and paper 0 0 1 0 0 0 0 1 241
Chemical and pharmaceutical 1 7 4 6 2 4 5 29 2,619
Machinery 2 3 3 1 0 2 0 11 2,273
Metal products 0 3 2 1 0 0 0 6 793
Automobile parts 2 8 5 0 3 1 1 20 2,049
Grocery 2 1 1 1 2 0 2 9 861
Precision mechanical equipment 0 1 0 1 0 1 0 3 404
Textile industry 1 4 5 1 2 2 2 17 1,506
Steel industry 2 1 1 1 0 0 0 5 414
Electrical and electronic equipment 2 4 2 5 5 4 5 27 3,319
Ceramic manufacture, soil and stone, and glass 0 1 0 0 0 0 1 2 506
Non-ferrous metal 1 5 0 0 0 0 1 7 452
Service industry 15 22 20 12 14 14 11 108 9,614
Consulting and market research 0 0 1 1 2 1 1 6 261
Other services 0 0 4 0 1 0 0 5 381
Other transportation and transportation services 2 1 1 1 1 1 1 8 659
Other wholesale trade and trade 2 1 1 0 1 0 0 5 1,069
Leisure and entertainment 0 0 0 1 0 0 0 1 88
Chemical and pharmaceutical wholesale 0 0 1 0 0 0 0 1 591
Planning , development, and research 0 2 1 0 0 2 1 6 292
Machinery wholesale 2 0 2 0 0 2 0 6 934
Metal products wholesale 0 2 0 0 0 0 0 2 116
Finance 1 0 0 0 0 0 0 1 36
Construction and contractors 2 1 1 1 0 0 1 6 333
Automobile and parts wholesale 0 1 1 0 0 0 0 2 348
Publishing and printing 0 0 0 0 0 1 0 1 76
Retailing 2 0 1 0 0 0 0 3 208
Information services （including software） 1 3 1 1 5 1 4 16 1,046
Staffing industry 0 1 0 0 0 0 0 1 51
Precision equipment wholesale 0 1 0 1 2 0 1 5 282
Textile products wholesale 0 0 1 0 0 1 0 2 310
Warehouse and logistics -related industry 0 3 1 2 0 0 0 6 612
Steel products wholesale 0 1 0 0 0 0 0 1 128
Electrical and electronic equipment wholesale 2 2 3 2 1 5 2 17 1,395
Agricultural and marine products and food wholesale 0 2 0 1 0 0 0 3 92
Non-ferrous metals wholesale 1 0 0 0 0 0 0 1 43
Real estate business 0 1 0 0 0 0 0 1 149
Wood , furniture, pulp and paper wholesale 0 0 0 1 1 0 0 2 114

Source: Kaigai Shinshutsu Kigyo Souran 2008-2014, Toyo Keizai Shimposha.
Note: This table shows the distribution of Japanese divestment in China. The 
divestment variable includes both the number of plant closures and the 
subsidiaries that are merged by a third company. There is the difference in the 
number of Japanese investments in 2008 between table 1 and table 2 as some 
firms only provide the information on location or industry.
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Table 2 summarises the number of divestments by Japanese firms by 

industry and year（ 3 ）. First, firms in the manufacturing industry seem more 

likely to divest than those in the service industry （138 and 108, respectively）. 

This implies that firms in manufacturing may be more flexible in terms of 

divesting their plants. Second, even within both industries, there is a 

variation in Japanese divestment. This implies that we should consider 

industrial characteristics in our empirical analysis. Next, we check 

provincial characteristics, namely, local government efficiency in China.

2  ．Provincial characteristics in China: the quality of local 

governments

Now, we review the features of the provinces in China. As the 

divestment decision can be affected by macroeconomic factors, such as 

market size and wage, we need to consider these conditions in the 

empirical section. Furthermore, political factors are also important for 

the FDI decisions of multinational enterprises （Cole et al. 2009）. To 

quantify the efficiency of Chinese local governments, we employ the method 

developed by Tang et al. （2014）. The results are reported in Table 3.

Table 3 represents the provincial characteristics regarding government 

efficiency. A higher value of the standardised measure （STD） means that 

the local government is more efficient. From the table, we can see that 

the top five provinces in 2013 are Beijing, Jiangsu, Shandong, Shanghai, 

and Tianjin, while the bottom five regions are Yunnan, Sichuan, Gansu, 

Hainan, and Guangxi. This indicates that the eastern provinces might 

have more organised local governments than the central and western 

provinces. Cole et al. （2009） state that where the quality of local 

governments is worse, the value of inward FDI is lower as well. 

Therefore, there is a possibility that where there are more efficient local 
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governments, there is a lower likelihood of divestment.  In the next 

section, we explain the specification of our econometric analyses.

Ⅲ．Empirical analysis

1 ．Empirical methodology and descriptive statistics

In this section, we explain the specifications of our empirical analysis 

and discuss the results from the estimations. First, we describe the 

equations to be estimated by the Cox proportional hazard model（ 4 ）. 

Second, descriptive statistics are summarised. Finally, empirical 

results are presented and compared with our hypotheses.

1.1 　Survival function, hazard function, and Cox proportional 
hazard model

1.1.1　Kaplan Meier estimation

Survival analysis has been used in medical investigations and the 

method has been employed as well in economics. One of the most 

frequently used models is the Kaplan-Meier model. In the model, the 

survival function is written as:

 ⑴S（t）＝p（T≥ t）

where T and t denote random variables that associate time with the 

failure event and the time the firm has survived in the market, 

respectively. Then, the non-parametric estimation of the survival 

function can be driven by the Kaplan-Meier estimation:

 ⑵Ŝ（t）＝Пtj≤ t（nj−dj

nj
）
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where nj indicates the number of firm-province pairs at risk in time tj 

and dj denotes the number of firm-province pairs whose firms exit the 

market. In addition, the hazard function can be viewed as an alternative 

way to express the hazard function （rate） as follows:

 ⑶h（tj）＝p（T＝tj│T≥ tj）.

Furthermore, the hazard function for the non-parametric estimation 

is defined as

 ⑷ĥ（tj）＝
dj

nj
.

Finally, the specific relationship between survival and the hazard 

functions is expressed as

 ⑸Ŝ（t）＝Пtj≤ t（1−ĥ（tj））.

The Kaplan-Meier estimation can capture the relationship between 

macro- and firm-level factors and firm divestment; however, it seems 

difficult to quantify the impact of those variables on the firm’s choice. 

Therefore, this paper employs the Cox proportional hazard model to 

investigate how economic and political factors affect the likelihood of 

Japanese firm divestment in China.

1.1.2　Cox proportional hazard model
Cox （1972） developed the Cox proportional hazard model, which is 

written theoretically as:

 ⑹h（t│xi）＝h0（t）eβxi
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where xi denotes the firm-province variant covariates and β indicates 

an estimated parameter. In this specification, h0（t） is the baseline hazard 

rate function and it is non-parametric and left unestimated. The baseline 

hazard is presented as a result when all covariates are zero. The hazard 

ratio is higher than one, which indicates that the variable is highly likely 

to have a positive relationship with the hazard rate, and vice versa.

The specification of the econometric analysis is as follows

h（t│X, Z, F）＝h0（t）exp（β× Xijkt＋b×Zjkt＋γ×F）

where i, j, k, and t represent firm, province, sector, and year, 

respectively. X and Z denote the NT×c matrix that includes the 

variable regarding provincial and firm characteristics. X consists of 

industrial GDP, average wage, and government efficiency and Z includes 

the number of co-parent companies, listed company dummy, the 

percentage of share of a parent company, the economics zone dummy, 

and the number of other subsidiaries owned by the parent company in 

other countries. F includes two fixed effects （province and sector fixed 

effects）. Before we estimate the equation （1）, we check the descriptive 

statistics used in our empirical study.

The mean value and standard deviation of variables in our dataset are 

summarised in Table 4. The columns （1）-（4） denote the values for the 

entire sample, the manufacturing sectors, the service sectors, and the 

exit firms, respectively. There are three features in our dataset. First, 

the difference in the mean value of the wage in all the columns cannot be 

seen in our sample. Second, in terms of age, the mean value of the exit 

firms is smaller than in the other columns, which indicates that the 

divested firms might be younger firms. Finally, and most important, the 
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mean value of other plants in the exit firm column （4） is also smaller 

than in the other columns. This could be interpreted as parent firms with 

fewer plants in other countries being more likely to divest than firms 

with more plants in other countries. Now, we estimate the equation （1） 

by maximum likelihood using the robust standard errors option.

2 ．Empirical results

In this subsection, we summarise our findings and discuss the 

consistency of the results with our hypotheses（ 5 ）.

Table 5 reports the results from our baseline specification. The main 

findings are threefold. First, the coefficient on wage is statistically 

significant and larger than the coefficient for firms in manufacturing 

alone, which is consistent with Hypothesis 1. Our finding indicates that 

an increase in production costs may lead to Japanese plant closures in 

China. Second, coefficients on government efficiency are statistically 

insignificant. This result is discussed later as it is not consistent with 

findings in a previous study （Cole et al. 2009）. Third, the measure of 

other plants is statistically significant and smaller than one. This 

verifies hypothesis 2. Thus far, the results mainly support our 

Table 4: Data Description
Total Samples Manufacturing Service Exit firms

Variable （1） （2） （3） （4）
Divestment 0.009 （0.094） 0.008 （0.091） 0.010 （0.098） 1 （0）
GDP 8.658 （1.035） 9.288 （0.692） 7.741 （0.656） 8.556 （1.029）
Wage 10.212 （0.325） 10.149 （0.251） 10.313 （0.393） 10.252 （0.377）
Government 1.167 （1.153） 1.028 （1.089） 1.376 （1.210） 0.942 （0.995）
Listed dummy 0.711 （0.453） 0.706 （0.455） 0.715 （0.451） 0.770 （0.422）
Percentage of share 69.284 （37.690） 68.521 （36.038） 70.251 （40.247） 64.669 （38.874）
Economic Zone 0.437 （0.496） 0.593 （0.491） 0.202 （0.402） 0.427 （0.496）
Other plants 34.871 （82.352） 30.003 （70.017） 42.340 （98.071） 26.101 （65.712）
Observations 27,775 16,698 11,068 248

Note: The table reports the mean value of variables. Standard deviations are 
reported in parentheses.
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hypotheses 1 and 2. Next, we estimate the equation for the sample that 

includes only the bottom 75% of the firms regarding the other plant 

variable as the distribution is heavily left skewed.

Table 6 summarises the results for firms in the bottom 75% in terms 

of the other factories variable. Regarding the wage variable, it remains 

statistically significant for the estimation of manufacturing firms and 

Table 5: Results from the baseline specification
All sectors Manufacturing Service

Independent variables （1） （2） （1） （2） （1） （2）
Other plants 0.997** 0.997** 0.995+ 0.995+ 0.998 0.998

（0.001） （0.001） （0.003） （0.003） （0.001） （0.001）
Listed company 1.461* 1.461* 1.366 1.367 1.603+ 1.604+

（0.232） （0.231） （0.287） （0.288） （0.390） （0.388）
Percentage of share 0.997+ 0.997+ 0.996 0.996 0.998 0.998

（0.001） （0.001） （0.002） （0.002） （0.002） （0.002）
Economic Zone 0.999 0.999 1.023 1.025 0.955 0.958

（0.148） （0.148） （0.186） （0.186） （0.246） （0.246）
GDP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

（0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000）
Average wage 1.615 1.694 10.10** 9.882* 1.529 1.903

（0.513） （0.565） （8.663） （9.368） （0.839） （1.007）
Quality of local government_level 0.977 1.150 0.778

（0.123） （0.208） （0.151）
Quality of local government_rank 1.017 1.016 1.065

（0.051） （0.073） （0.072）
Fixed effect

Province ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sector ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Number of subjects 4,085 4,085 2,452 2,452 1,633 1,633
Number of Failure 247 247 139 139 108 108
Time at risk 27,762 27,762 16,694 16,694 11,068 11,068
Number of observations 27,762 27,762 16,694 16,694 11,068 11,068
Linktest

Prediction squared -0.075 -0.082 -0.010 -0.007 -0.242 -0.184
（0.078） （0.079） （0.008） （0.063） （0.148） （0.133）

Log pseudolikelihood -1771.1758 -1771.1153 -921.9512 -921.2274 -671.9826 -672.3092

Notes: Robust standards errors are in parentheses for the Cox Proportional 
hazard estimation and standards errors are in parentheses for linktest. **, * and 
+ indicate that the results are statistically significant at 1 percent, 5 percent and 
10 percent respectively. The dependent variable is the hazard of divestments and 
it equals 1 if a firm divests and 0 otherwise. All specifications include year, 
province, and industry fixed effects. （1） uses level of the quality of local 
government and （2） includes rank of the variable respectively.

（
一
〇
五
七
）

214



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
〇
二

the coefficient is positive. This can be interpreted as the possibility 

that Japanese manufacturing company divestments are mainly driven by 

local average wage in the period compared with firms in the service 

sectors. The results of the efficiency of local governments are the same 

as in the previous estimation. This might be because firms tend to 

choose locations with higher quality local public services. In terms of 

the other plants variable, there is a difference in the results between 

Table 6: Results for quantile analysis: bottom 75% with other plants variable
All sectors Manufacturing Service

Independent variables （1） （2） （1） （2） （1） （2）
Other plants 0.972* 0.972* 0.949** 0.948** 1.009 1.009

（0.013） （0.013） （0.018） （0.018） （0.019） （0.019）
Listed company 1.585** 1.586** 1.586* 1.585* 1.627+ 1.631+

（0.270） （0.270） （0.360） （0.360） （0.417） （0.417）
Percentage of share 0.995* 0.995* 0.992** 0.992** 0.999 0.999

（0.002） （0.002） （0.003） （0.003） （0.003） （0.003）
Economic Zone 0.927 0.925 0.986 0.980 0.856 0.859

（0.157） （0.157） （0.198） （0.196） （0.262） （0.262）
GDP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

（0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000）
Average wage 2.002+ 1.695 11.63* 5.767+ 2.181 2.446

（0.748） （0.647） （11.21） （5.991） （1.400） （1.499）
Quality of local government_level 1.060 1.242 0.847

（0.141） （0.234） （0.185）
Quality of local government_rank 0.943 0.923 1.031

（0.0485） （0.0649） （0.0873）
Fixed effect

Province ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sector ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Number of subjects 3,073 3,073 1,859 1,859 1,214 1,214
Number of Failure 191 191 110 110 81 81
Time at risk 20,882 20,882 12,655 12,655 8,227 8,227
Number of observations 20,882 20,882 12,655 12,655 8,227 8,227
Linktest

Prediction squared -0.055 -0.010 -0.013 -0.004 -0.061 -0.042
（0.097） （0.091） （0.096） （0.093） （0.143） （0.142）

Log pseudolikelihood -1311.4452 -1310.882 -694.1474 -694.1171 -482.5576 -482.7641

Notes: Robust standards errors are in parentheses for the Cox Proportional 
hazard estimation and standards errors are in parentheses for linktest **, * and 
+ indicate that the results are statistically significant at 1 percent, 5 percent and 
10 percent respectively. The dependent variable is the hazard of divestments and 
it equals 1 if a firm divests and 0 otherwise. All specifications include year, 
province, and industry fixed effects. （1） uses level of the quality of local 
government and （2） includes rank of the variable respectively.
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the entire sample and those in the bottom 75%. The coefficient on other 

plants is smaller in the latter （about 0.95） than in the former （about 0.99）, 

which implies that the number of plants owned by the parent firm plays 

an important role mainly for companies whose networks are relatively 

small. The results show that if the variable of other plants increases by 

one, the probability that a firm will exit the market decreases by about 

5% in the latter estimation （about 1% in the former estimation） among 

firms in manufacturing industries. In addition, the outcome is consistent 

with hypothesis 3, which states that network effects differ between the 

manufacturing and service sectors. Notably, we need to use more 

detailed sector classifications or conduct case studies in further 

research to explore the network effects more precisely.

Concluding remarks

In this paper, our review of related research and empirical work 

leads us to the following four conclusions. First, the efficiency of local 

government does not seem to have an impact on the divestment decision 

by Japanese firms. This may be a result of the fact that companies are 

highly likely to locate in regions with more efficient local governments. 

Second, as our hypothesis indicates, a higher average wage may 

increase the probability of Japanese firm’s divestment. However, our 

findings also indicate that this might be true only for firms in service 

industries in our sample. Third, our empirical analysis proves that 

network effects exist when Japanese firms divest. These results are 

consistent with our hypothesis and the findings of Song （2014）. Finally, 

our findings fill the gap in previous studies on different network effects 

among sectors. We find that the impact of firm’s network on its 

divestment decision differs between the manufacturing and service 

sectors. This outcome is consistent with the hypothesis and answers 
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questions in a previous study （Song 2014）.

The following three points may be important for the future work. 

The first is that the dynamics of macroeconomic conditions, such as 

wage and market size, should be considered; this can be done by 

calculating the differences in the values. The second is that these 

results only reflect our sample, namely, Japanese divestment in China. 

Therefore, further studies need to include other countries for 

comparative research. The third is that our results are statistically 

averaged, thus we do not reference a divestment decision at the level of 

an individual firm. Thus, future research should conduct case studies 

that can consider actual settings.
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Appendix
Appendix A: Data

To construct our dependent variable, we employ the information from 
Kaigai Shinshutsu Kigyo Souran, Toyo Keizai Shimposha. The variable is 
equal to 1 if a firm divests and equal to 0 otherwise. This variable reflects 
both the number of plant closures and subsidiaries that are merged by a third 
company. The settings of our datasets for the Cox proportional hazard model 
are the left truncation and right censoring.

Province-level variables are obtained from the China Statistical 
Yearbook. GDP is the log of a sectoral GDP and Wage is the log of an 
average wage by sector for each province in China. Firm specific measures 
are collected from Kaigai Shinshutsu Kigyo Souran, Toyo Keizai 
Shimposha. The value of the Listed company is equal to 1 if the parent firm 
is a listed company in Japan. Percentage of share expresses the percentage 
of share of a parent company in Japan and Economic Zone takes the value 1 
if a subsidiary is located in an economic zone and 0 otherwise. Finally, the 
measure of Other plants is the number of other subsidiaries owned by the 
parent company in other countries.

The calculation method for government efficiency（ 6 ） is based on Tang et 
al. （2014）. We include 33 standardised variables and sum all of them by year 
and province to construct the measure. Also, we used two types of variables, 
namely level and rank measures.

 *   The views contained in this paper are of the author and not 
necessarily of the College of Law, Nihon University. We would like to 
thank Editage （www.editage.jp） for English language editing.

 +   College of Law, Nihon University: haneda.sho@nihon-u.ac.jp
（ 1 ） See Helpman et al. （2004） for a survey.
（ 2 ） See appendix A for the definition of the variables.
（ 3 ） The definitions of the manufacturing and service sectors are shown in 

Table 2.
（ 4 ） See Cox （1972）, Cleves et al. （2010）, and Cameron et al. （2010） for 

more details.
（ 5 ） The Cox-Proportional Hazard model is estimated by stcox command in 

STATA. All specifications pass the linktest.
（ 6 ） The value consists of the following data: Rate of Products with 

Excellent Quality （%）, Three kinds of patents applications granted （per 
10,000 people）, Transaction Value in Technical Markets （10,000 yuan）, 
Student-Teacher Ratio at Primary School （reverse index）, Student-
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Teacher Ratio at Secondary School （reverse index）, Illiterate Population 
rate （reverse index）, State education budget as a proportion of GDP （%）, 
Number of Books Published for Children and Textbooks （one per 10,000 
people）, Number of Beds （one per 100,00 people）, Health personnel （one 
per 100,00 people）, Three kinds of accident rates （one per 10,000 people） 

（reverse index）, The loss of three accidents per capita （10,000 yuan） 
（reverse index）, Status of Agricultural Meteorological Stations （one per 
10,000 people）, Earthquake monitoring stations （one per 10,000 people）, 
Urban community service facilities （one per 10,000 people）, Industrial 
waste treatment efficiency （%）,Water supply capacity （100 million cubic 
meters per 10,000 people）, Ratio of natural protection area （%）, Coverage 
rate of urban population with access to gas （%）, Number of public 
transportation vehicles per 10,000 people （unit）, Per capita area of paved 
roads （square meters）, Per capita public green area （square meters）, 
Number of public lavatories per 10,000 people （unit）, The proportion of 
administrative staff in the total population （one per 10,000 people） 

（reverse index）, The proportion of administrative staff in total employment 
（one per 10,000 people） （reverse index）, Ratio of government consumption 
and final consumption （%） （reverse index）, Ratio of government 
consumption and GDP （%） （reverse index）, Per capita net income of rural 
households （yuan）, Per capita urban disposal income of households （yuan）, 
Engel coefficient of rural areas （%） （reverse index）, Engel coefficient of 
urban areas （%） （reverse index）, The consumer price index （CPI） 

（previous year = 100） （reverse index）, Per capita GDP （yuan）.
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都市部、都市郊外、市部における
世代間交流傾向の地域差の研究
─ソーシャル・キャピタルからみた文脈効果の推定─

戸　川　和　成
稲　葉　陽　二

1 ．はじめに

今日の現代社会は複雑である。日本は少子高齢社会へと本格的に突

入する一方で、その問題に対応するための財源が厳しい状況にある。

とりわけ、高齢者の平均余命が長くなる中で、だれもが生きがいを

持って、安心して充実した生活を送るためには、国民一人一人が助け

合いながら地域社会に参加することが必要とされている。中でも、厳

しい財政下にある現在は、高齢者が積極的に地域社会の一員として加

わり、自らの健康維持と増進を図ろうとする取り組みが尚一層必要で

ある。マクロな社会経済変化の影響を大きく受ける日本では、「誰もが

安心して暮らすことができ、健康で心豊かな長寿社会」を構築する必

要がある。

そのような背景の下、少子高齢社会が到来する渦中に、世代間交流

研究が果たす役割は大きい。例えば、根本・倉岡・野中ら（2018）の研

究によれば、若者との交流を通じて高齢者の主観的健康が良好になり、

身体的にも健康を増進することが可能であるという推計結果が示され

ている。加えて、藤原・室田・手嶋ら（2016）では、遠郊外部では住民
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の高齢者と若者同士の間で、互いに得意とする技術・技能を教え合い、

学び合うことによって、多世代型の人材資源を活用した相互学習が可

能であることが示されている。これらの研究が示唆する点は、一つは、

世代間の助け合いを通じて、行政では行き届かない公共サービスが提

供できる可能性があることである。二つ目には、些細な交流を通じて

健康増進と積極的な社会参加を図ることが可能になると予想される。

世代間交流研究は、世代間の助け合いを通じて健康で長生きする高齢

社会を支えるしくみづくりの解明に寄与しよう。

しかしながら、世代間交流がもたらす影響が明らかになるにつれて、

交流の構造には地域的な差異があることに気づかされる。翻して、世

代間交流の程度に地域差が確認されるとなると、世代間交流の活発な

地域とそうではない地域による格差の問題も議論の一つに挙げられる

だろう。しかしながら、世代間交流の地域差を比較して検討した研究

は管見の限り見当たらず、その規定要因が定かではない。

本稿は、この点を問題意識として設定する。そして、世代間交流の地

域差の実態を考察するとともに、定量的に明らかにすることが可能な藤

原（2017）や稲葉（2018）のサーベイ調査データを用いることによって、

世代間交流の地域差をもたらす規定要因の分析を行うことにしたい。

2．世代間交流の地域差に関する先行研究

2.1　内閣府（2013）「高齢者の地域参加に関する意識調査」に基づく知見

内閣府（2013）の調査（1）結果によれば、次のような都市や日本の十

地方区分による世代間交流の違いが報告されている（表 1～表 3を参照）。

まず、表 1は、日常生活の中で高齢者が若者と交流する頻度につい

て調査した結果を示したものである。それによれば、全体傾向として、

4割弱の高齢者（参加している（計）（43.2%））は若者と交流する機会を得

ている。一方で、都市規模別の「参加している（計）」と回答した割合

をみてみると、中都市（43.4%）、大都市（43.4%）小都市（45.0%）、の順
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に比率が高くなっている。大都市・中都市と小都市の差異は小さい。

しかしながら、大都市では、他の規模の都市と比べ、多様な人々が集

まるために多様な価値観が醸成されやすく、異質的な人々が多くなる

と考えるのが一般的である。

さらに、日本全国を地域に分けて、若者との交流頻度（参加してい

る（計）の傾向をみてみると、例えば、関東地方（47.6%）に住む高齢者

と若者の交流機会が最も多く、次いで、北陸地方（47.0%）、東海地方

（44.2%）となっている。一方で、最も低水準である地域は四国地方

（35.5%）であり、最も高い関東地方の高齢者と比べて 12.1pt（以下、ポ

イントを pt と表記）以上の差異が生じている。これは、地域によって若

者との交流の機会を図りやすい地域とそうではない地域で特徴が異な

ることを意味しており、本稿の問題意識に直結する事例（観察情報）と

考えられる。また、「積極的に参加している」と回答した割合は北陸地

方（11.0%）が高水準となっており、最も水準の低い北海道（5.9%）に比

べて、5.1pt 程度高い。他方で、「参加している（計）」では低水準の傾

向にある東山地域（40.4%）といえども、「積極的に参加している」とい

う回答者は 10.6% 程度となっている。つまり、世代間交流には地域内

の水準の差も見受けられる。

では、どのような相手と交流する頻度が多いのだろうか。表 2によ

ると、全体的に壮年の世代（54.0%）、青年の世代（28.9%）を相手とする

高齢者が多く、都市規模別にみても、その傾向に変わりはない。しか

しながら、壮年世代の相手との交流は小都市（57.2%）と町村（46.0%）

の間に 11.2pt という大きな水準の差が確認される。加えて、小学生の

世代との交流は町村（22.8）と大都市（13.9%）間に 8.9pt 程度の差異が

みられる。

なお、本稿に表としては示していないが、2009 年（平成 21）の結果

では、高齢者が若者と交流する頻度は大都市ほど多い傾向にある（内閣

府	2009：106）。他方で、近年ではその傾向が逆転している。さらには、

小学生を相手にする高齢者が多いのは町村に住む高齢者であるという
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傾向が示された。このような経年変化の傾向については詳細な検討を

要するが、近年、町村で高齢者と小学生の子供との交流頻度が比較的

高水準である理由は次のように考えられる。それは、町村の地域性が

関連し、比較的人口も小規模で、多くの住民が互いに顔見知りの関係

にあるため、まとまりが良く、コミュニティの中で高齢者と小学生が

交流し合う環境が整っていると想定される。いずれにしても、都市ご

とに生じるメカニズムを考える上で、規模だけに関わらず、様々な地

域特性が関係していることが予想されよう。

他方で、表 3に示した高齢者の「若い世代との交流意向」に関する

結果（参加したい（計））によれば、必ずしも若者と関わり合いたいとす

る意向に大きな地域差はなく、過半数の高齢者が若者との交流を希望

している。

これらの結果をまとめると、全国調査の単純集計結果を見た上でも、

交流の実態に地域差が生じている。しかしながら、規模の大小によっ

て十分に説明できるわけではないとすると、高齢者の住む環境の特性

を踏まえて議論する必要があるだろう。

表 1　高齢者の「若い世代との交流への参加」
⒜　都市別の集計結果
Ｑ 16 － 2（若い世代との交流への参加）

　 総数
積極的に参
加している

できるかぎ
り参加して
いる

あまり参加
していない

全く参加し
ていない

わからない
参加してい
る（計）

参加してい
ない（計）

全体 1999 9.2 34 24.1 29.5 3.2 43.2 53.6
大都市 459 8.7 34.6 22.7 29.8 4.1 43.4 52.5
中都市 823 10.3 33.0 23.6 30.9 2.2 43.4 54.4
小都市 493 9.1 35.9 25.4 25.6 4.1 45.0 50.9
町村 224 5.8 32.1 26.3 32.6 3.1 37.9 58.9

出所	）内閣府（2013）「平成 25年度高齢者の地域参加に関する意識調査」結果の集計表 36より引用
設問	）〔回答票 31〕あなたは、若い世代との交流の機会があった場合、どうされていますか。
注	）大都市：東京都区部と政令指定都市、中都市：人口 10 万人以上の市（大都市を除く）、小都
市：人口 10 万人未満の市（都市規模の階級は以下、同上）。
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2.2　ハードな構造的要因とソフトな地域特性に関する問題

では、どのような要因が、若者と高齢者の交流に地域的な差異をも

たらすのであろうか。一つは、地域によって複雑な構造的要因に起因

している。例えば、田中・竹田（2016）では、中山間地域に暮らす後期

高齢者の生活環境が厳しく、若者との交流が複雑な環境といえる。中

山間地域は、前期高齢者より、後期高齢者が多く、「山間地及びその周

表 2　高齢者の「属性別にみた交流の相手」
Ｑ 16 － 3（交流の相手）

　 総数 就学前の世代 小学生の世代 中学・高校生の世代 青年の世代 壮年の世代 無回答 回答計

全体 1999 13.1 18.5 11.8 28.9 54.0 11.0 137.2

大都市 459 14.8 13.9 12.4 34.6 52.9 8.3 137.0

中都市 823 13.0 19.3 10.6 26.9 54.8 11.5 136.1

小都市 493 11.8 19.3 12.6 25.8 57.2 11.8 138.3

町村 224 12.5 22.8 13.4 31.7 46.0 12.9 139.3

出所	）内閣府（2013）「平成 25 年度高齢者の地域参加に関する意識調査」結果の集計表 37 より引
用し、一部筆者修正

設問	）〔回答票 32〕どのような世代と交流を行いたいと思いますか。この中であてはまるものをい
くつでもお答えください。（Ｍ．Ａ．）

　　複数回答のため、100％にならない。

⒝　日本十地域区分別の集計結果
Ｑ 16 － 2（若い世代との交流への参加）

総数
積極的に参
加している

できるかぎ
り参加して
いる

あまり参加
していない

全く参加し
ていない

わからない
参加してい
る（計）

参加してい
ない（計）

全体 1999 9.2 34.0 24.1 29.5 3.2 43.2 53.6
北海道 101 5.9 34.7 28.7 22.8 7.9 40.6 51.5
東北 162 8.0 31.5 24.1 31.5 4.9 39.5 55.6
関東 580 10.5 37.1 24.3 25.3 2.8 47.6 49.7
北陸 100 11.0 36.0 20.0 32.0 1.0 47.0 52.0
東山 94 10.6 29.8 28.7 28.7 2.1 40.4 57.4
東海 215 8.8 35.3 24.7 26.5 4.7 44.2 51.2
近畿 282 6.4 33.0 24.8 34.4 1.4 39.4 59.2
中国 134 9.7 34.3 20.1 32.8 3.0 44.0 53.0
四国 76 6.6 28.9 25.0 35.5 3.9 35.5 60.5
九州 255 10.6 30.6 22.4 33.3 3.1 41.2 55.7

出所	）内閣府（2013）「平成 25年度高齢者の地域参加に関する意識調査」結果の集計表 36より引用
設問	）〔回答票 31〕あなたは、若い世代との交流の機会があった場合、どうされていますか。
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辺の地域等の地理的及び経済的条件に恵まれない地域」と考えられる

（同上：37）。そして、人口流出に起因して若者が少なく、一人暮らしや

高齢者のみの世帯が多く、「身体機能の低下」と、「社会参加活動の減

少」、「役割の喪失」が重なり、家に閉じこもる結果、日常的な生活は

疎か、地域社会とのつながりを喪失し、多世代との交流機会が狭まる

という連鎖を想定することが出来よう（同上：37）（ 2）。

他方で、都市部の生活環境に転じて考えた場合、当然ながら、中山

間部や郊外地域と比べて、日常的な生活圏内にコンビニエンス・スト

アが備わっており、交通状況も整備され、日常生活で困らない程度の

買い物、通院、散歩が可能な生活環境が整っている。都市部に居住す

る地域では、便利で快適な生活を送ることが可能であろう（松本	1992：

22）。

しかしながら、都市部のうち、とりわけ中心部は「健康で活動力の

ある者のための、生産、消費の場として、効率性、経済性を重視した

ものとして、計画され建設されてきた」場所といえる（同上：22）。そ

れは活力ある高齢者にとっては、都合の良い地域である。しかし、車

いす常用者などの障がい者や身寄りのいない独居老人にとってみれば、

身体的にも移動することが困難な地域となりうる。そして、身寄りが

いないとなると、孤独を感じ、精神的ストレスを高めてしまい、心の

拠り所を得ることが難しい環境となってしまう。それは中山間地域も

表 3　高齢者の「若い世代との交流への参加意向」
Ｑ 16 － 1（若い世代との交流の意向）

　 N
積極的に参
加したい

できるかぎ
り参加した
い

あまり参加
したくない

全く参加し
たくない

わからない
参加したい
（計）

参加したく
ない（計）

全体 1999 14.0 45.9 23.9 14.0 2.4 59.8 37.8
大都市 459 15.9 47.7 19.2 14.8 2.4 63.6 34.0
中都市 823 15.8 43.6 24.7 14.2 1.7 59.4 38.9
小都市 493 11.2 47.3 26.2 12.6 2.8 58.4 38.7
町村 224 9.4 47.3 25.4 14.3 3.6 56.7 39.7

出所	）内閣府（2013）「平成 25年度高齢者の地域参加に関する意識調査」結果の集計表 35より引用
設問	）〔回答票 30〕あなたは、若い世代との交流の機会があった場合、どうされますか。

（
一
〇
四
五
）
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同様であり、家から外に出れない状態になってしまうと、閉じこもり

の問題に悩む高齢者は多くなる。この様にハードな構造的要因により、

世代間交流のみならず人との交流さえも途絶えてしまうケースは十分

に考えられる。

ところで、若者からみると、都市は魅力的な場所である。都市部は

人口流入が激しく、高齢者との関係性がないにせよ、生活しやすい環

境条件が整っている。それを踏まえると、陣内・菊池（2018）が論じて

いる様に、世代間交流の機会を図る場所づくりのためには、地域の環

境条件に適した高齢者と若者の交流を深める「居場所」を地域の拠点

として整備することが重要になると考えられる。

他方で、ハードな面だけでなく、ソフトな地域特性が世代間交流に

は大きく関わっている。例えば、「世代間交流の主体性」を問題とし、

実証研究を行った戸川・稲葉（2019）によれば、世代間交流を積極的に

行うか否かは個人の選好に働きかける地域の規範が関連していること

が明らかとなっている。

以上より、世代間交流の地域差を生じさせる要因の一つは、住環境

の構造的要因であるといえる。都市と中山間地域の構造的要因によっ

て、高齢者の移動可能性と閉じこもりの問題が発生していると予想さ

れる。二つ目の要因としては、地域に醸成される価値・規範の問題で

ある。若者の側から多様な価値観を認め、高齢者との交流を図ろうと

する意識を醸成させる仕組みとしての地域特性が重要であろう。

3．本研究の目的

以上の様に先行研究を整理した結果、世代間交流は都市規模だけで

なく、各都市の地域特性が関連していると考えられる。一方で、構造

的要因だけではなく、世代間交流を促進させようとする価値・規範の

問題が地域特性と重なり合って、世代間交流の地域差が生じていると

いえるだろう。

（
一
〇
四
四
）
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以上の知見を踏まえ、本稿では、世代間交流に影響を与える地域特

性について、後述する三都市データを用いて検証することにしたい。

4．分析に用いるデータと変数

本稿は平成 28 年 8 月上旬～平成 29 年 1 月にかけて、東京都健康長

寿医療センター（社会参加と地域保健研究チーム、代表：藤原佳典氏）が実

施した神奈川県川崎市A区（N=15,099、有効回答数はN=5,221、回答率

34.6％）と東京都B区（N=12,000、有効回答数は 3,700、回答率 30.8％）の調

査と、上記調査と同様の設問票を用いて平成 30 年 2 月上旬から 3月末

にかけて調査を実施した日本大学法学部（代表：稲葉陽二）の長野県C

市の調査データ（N=4,000、有効回答数はN=2,230、回収率＝ 55.8％）を用い

て分析する（3）。

分析には、表 4に示す加工方法に従い、世代間交流に関する従属変

数を作成する。独立変数は、表 5に示す通りである。なお、分析に用

いたデータの記述統計は表 6に示している。

（
一
〇
四
三
）
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表
4　
支
援
の
提
供
・
受
領
関
係
に
関
す
る
変
数
作
成
・
分
析
モ
デ
ル

区
分

20
-4
0
代

50
-7
0
代

世
代
交
流

分
析
1

分
析
2

提
供

受
領

提
供

受
領

16
類
型

意
味

値
カ
テ
ゴ
リ

値
カ
テ
ゴ
リ

コ
ー
ド

0
0

0
0

1
交
流
な
し

0
交
流
な
し

-
-

1
0

0
0

2
20
-4
0
代
提
供
の
み

1
世
代
内

-
-

0
1

0
0

3
20
-4
0
代
受
領
の
み

0
0

1
0

4
50
-7
0
代
提
供
の
み

0
0

0
1

5
50
-7
0
代
受
領
の
み

1
1

0
0

6
20
-4
0
代
提
供
・
受
領

0
0

1
1

7
50
-7
0
代
提
供
・
受
領

1
0

0
1

9
20
-4
0
代
提
供
・
70
代
受
領

2
世
代
間

交
流
　

1
B
al
an
ce

0
1

1
0

10
20
-4
0
代
受
領
・
70
代
提
供

1
1

1
1

12
20
-4
0
代
提
供
受
領
・
70
代
提
供
受
領

1
0

1
0

8
20
-4
0
代
提
供
・
70
代
提
供

2
G
iv
er

1
1

1
0

13
20
-4
0
代
提
供
受
領
・
70
代
提
供

1
0

1
1

16
20
-4
0
代
提
供
・
70
代
提
供
受
領

0
1

0
1

11
20
-4
0
代
受
領
・
70
代
受
領

3
F
re
e	
ri
de
r

1
1

0
1

14
20
-4
0
代
提
供
受
領
・
70
代
受
領

0
1

1
1

15
20
-4
0
代
受
領
・
70
代
提
供
受
領

出
所
）
戸
川
・
稲
葉
（
20
19
：
12
8）

注
）「
20
-4
0
代
」・
「
50
-7
0
代
」
の
値
は
1
＝
該
当
（
提
供
、
受
領
の
い
ず
れ
か
）、
0
＝
非
該
当
を
意
味
す
る
。

（
一
〇
四
二
）
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従属変数：

世代間交流変数＝「手助け・助け合い（以下、手助けと表記）」および

「悩み・心配事」に関する「地域での支援の提供・受領」に関する設問
（4）を用いて作成。

①世代間交流の 3類型の変数（0＝交流なし、1= 世代内交流、2= 世代間

交流）

②「20-40 代」、「50-60 代」、「70 歳以上」に対する回答パターンを組

み合わせて作成される世代間交流の 4類型の変数（5）（1= 提供、受領

あり（双方向：Balance 型）、2= 提供あり、受領なし（一方向：Giver 型）、

3= 提供なし、受領あり（Free	rider 型）、4= 提供なし・受領なし）

（
一
〇
四
一
）
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表
5　
分
析
に
用
い
る
変
数
の
ま
と
め

独
立
変
数

共
通

個
人
属
性

性
別

0：
男
性
、
1：
女
性

最
終
学
歴

1：
小
・
中
学
校
、
2：
高
等
学
校
、
3：
短
大
・
専
門
、
4：
大
学
、
5：
大
学
院
、
6：
そ
の
他

世
帯
収
入

1：
10
0
万
円
未
満
、
2：
10
0-
20
0
万
円
未
満
、
3：
20
0
－
30
0
万
円
未
満

4：
30
0-
50
0
万
円
未
満
、
5：
50
0
－
70
0
万
円
未
満
、
6：
70
0-
1,
00
0
万
円
未
満

7：
1,
00
0
万
円
以
上
、
8：
わ
か
ら
な
い

雇
用
形
態

1：
自
営
業
主
、
自
営
業
、
2：
家
族
従
業
、
3：
正
規
職
員
、

4：
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
、
5：
嘱
託
、
6：
人
材
派
遣

7：
そ
の
他
雇
用
、
8：
会
社
役
員
、
9：
そ
の
他
、
99
：
不
明

職
種

1：
管
理
、
2：
専
門
・
技
術
、
3：
事
務
、
4：
販
売
　
5：
サ
ー
ビ
ス
業
、
6：
農
林
漁
業

7：
生
産
工
程
、
8：
建
設
・
採
掘
　
9：
運
搬
・
清
掃
、
10
：
主
婦
・
主
夫
、
11
：
学
生

12
：
そ
の
他
　
13
：
無
職
・
引
退

居
住
形
態

0：
借
家
、
1：
持
ち
家

S
C
要
因

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
）

信
頼
・
規
範

正
規
分
布
に
従
い
、
探
索
的
に
3
水
準
4
水
準
）
に
カ
テ
ゴ
リ
化
し
た

団
体
参
加
（
橋
渡
し
）

〃
団
体
参
加
（
結
束
型
）

〃
つ
き
あ
い

〃
信
頼
の
幅

0
～
4
点
尺
度

会
話
の
幅

0
～
4
点
尺
度

健
康
度
関
連

W
H
O
-5

0：
不
良
な
健
康
状
態
、
1：
良
好
な
健
康
状
態

主
観
的
健
康

1：
健
康
、
0：
不
健
康

地
域
特
徴

背
景
：
同
質
性

0：
該
当
、
1：
非
該
当

背
景
：
異
質
性

〃

出
所
）
戸
川
・
稲
葉
（
20
19
：
11
9）

（
一
〇
四
〇
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表 6　データの概要・記述統計

変数
代表値
（平均値±標準偏差または割合（％））
A区 B区 C市

年齢（歳） 55.6 ± 16.06 56.0 ± 16.22 56.51 ± 15.68
性別：女性 57.2% 55.6% 55.7%
学歴：
　小・中学校 8.5% 8.2% 12.2%
　高等学校 29.6% 33.2% 45.2%
　短大・大卒以上 59.5% 55.6% 40.2%
　その他／欠損 2.5% 3.1% 2.4%
配偶者：あり 57.8% 63.2% 71.6%
就労有：（短時間・不定期含む） 60.7% 61.4% 63.5%
居住年数：
　5年未満 12.5% 14.9% 5.7%
　5 ～ 10 年未満 10.0% 8.5% 4.7%
　10 ～ 20 年未満 18.9% 12.1% 10.3%
　20 ～ 30 年未満 18.8% 10.8% 13.6%
　30 ～ 50 年未満 25.5% 27.8% 31.8%
　50 年以上 12.8% 24.4% 32.5%
欠損 1.4% 1.6% 1.3%
主観的健康評価（とても健康＋まあ健康） 80.80% 79.30% 78.0%
主観的経済状態 3.06 ± 0.95 3.09 ± 0.96 3.02 ± 0.93
世帯収入：
　100 万円未満 3.8% 3.4% 3.3%
　100 ～ 200 万円未満 10.1% 9.7% 9.0%
　200 ～ 300 万円未満 15.0% 14.3% 17.6%
　300 ～ 500 万円未満 21.5% 20.9% 23.3%
　500 ～ 700 万円未満 16.5% 15.8% 17.2%
　700 ～ 1,000 万円未満 14.0% 13.1% 10.0%
　1,000 万円以上 8.3% 10.4% 5.6%
　わからない／欠損 10.8% 12.4% 13.9%
子供数：いる 67.2% 65.8% 79.1%
孫との関わり：
　孫なし／欠損 71.8% 72.3% 61.1%
　孫あり・世話なし 20.1% 19.7% 31.6%
　孫あり・世話あり 8.0% 8.0% 7.3%
住民交流頻度（よくある＋ときどき）：
　子供・10 代の若者 26.1% 24.9% 27.3%
　20 ～ 40 代 40.9% 41.0% 42.%
　50 ～ 60 代 52.5% 53.0% 60.8%
　70 代以上 41.8% 45.8% 51.4%
ソーシャル・キャピタル因子：
　信頼・規範 -0.019 ± 0.835 -0.016 ± 0.838 0.0741 ± 9,868
　団体参加（橋渡し） -0.003 ± 0.756 -0.001 ± 0.764 0.0113 ± 0.789
　団体参加（結束） -0.028 ± 0.630 -0.016 ± 0.671 0.0920 ± 0.762
　つきあい -0.010 ± 0.657 0.0087 ± 0.663 0.0104 ± 0.677

出所	）藤原（2017）「多世代が安心して暮らせる地域づくりに向けた調査（世代間交流・互助の意
識と実態に関する調査）」および稲葉（2018）「多世代が安心して暮らせる地域づくりに向け
た調査」データを基に筆者作成。戸川・稲葉（2019：123）を再掲。

（
一
〇
三
九
）
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4 ．統計解析

4.1　世代間交流傾向に関する属性要因の推定

では、A区、B区、C市に関する世代間交流傾向の回答分布はどの

ように異なるのであろうか。調査の回答はカテゴリカルデータである

ので、基本的には非正規分布といえる。そのため、三都市間の差異を

みるべく、ノンパラメトリック検定（Mann-Whitney 検定）を行った。

まず、表 7より、「世代内／世代間交流」の回答者分布をみると、基

本的には最頻値に差異は見当たらず、「交流なし」が過半を占めている。

一方で、水準の差異に着目してみると、「手助け」の「世代内交流」は

A区（23.5％）よりもC市（29.2％）の方が 6.0pt 程度高い。また、「手助

け」の「交流なし」はA区（64.8％）の方がC市（56.7％）よりも 8.1pt

程度高い。

他方で、世代間交流の詳しいパターンの違いに着目してみると、「手

助け」と「悩み・心配事」を問わず、分布の最頻値は「Giver 型」であ

るようである。そして、地域差に着目してみると、「手助け」に関する

世代間交流のうち「Balance 型」の回答者比率は都市の郊外よりも地方

都市の郊外の方が、若干程度高い。また、「悩み・心配事」の世代間交

流では、地方都市の郊外（41.1％）に住むGiver 型の回答者の方が、都

市の中心部（52.2％）に住むそれより、11.1pt 以上高くなっている。

これらの結果は、少なからず、世代間交流のパターンに地域差があ

ることを意味している。単純集計ではあるが、地方都市の郊外では、

同世代の交流頻度が多い一方で、異なる世代の人に悩みを打ち明ける

「Giver」型の回答者が少ないという特徴が示された。つまり、コミュ

ニティの都市型と農村型という違いによって、世代間交流のパターン

の違いが生じている可能性がある。
（
一
〇
三
八
）
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表
7　
世
代
間
交
流
傾
向
の
回
答
者
分
布
と
ノ
ン
パ
ラ
メ
ト
リ
ッ
ク
検
定
（
M
an
n-
W
hi
tn
ey
の
U
検
定
）
結
果

　
手
助
け

悩
み
・
心
配
事

　
A
区

B
区

C
市

A
区

B
区

C
市

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

N
%

分 析 １

世
代
内

/
世
代
間

交
流
な
し

33
82

64
.8

22
53

60
.9

12
62

56
.7

34
22

65
.5

23
71

64
.1

13
95

62
.6

世
代
内
交
流

12
29

23
.5

94
1

25
.4

65
0

29
.2

12
78

24
.5

95
9

25
.9

61
3

27
.5

世
代
間
交
流

61
0

11
.7

50
6

13
.7

31
5

14
.1

52
1

10
37
0

10
21
9

9.
8

分 析 ２

世
代
間
交

流
傾
向

B
al
an
ce
型

17
3

28
.4

16
3

32
.2

99
31
.4

15
2

29
.2

11
4

30
.8

71
32
.4

G
iv
er
型

27
5

45
.1

21
2

41
.9

13
2

41
.9

25
9

49
.7

19
3

52
.2

90
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では、これらの違いは、どの様な要因に起因しているのだろうか。

前述した表 6の記述統計によれば、学歴、子供の有無、孫とのかかわ

り方、50 ～ 60 歳代の高年層の間で回答傾向の地域差が確認される。さ

らに、地方都市郊外に住む回答者は子持ち世代が多く、高齢者との交

流頻度が高い傾向にある。つまり、地方郊外地域に住む住民の世代間

交流が他の地域より進んでいるという実態は示されている。

そこで、それぞれの属性要因のカテゴリを分けた上で地域差を分析

することを目的として、ノンパラメトリック検定法（Mann-Whitney の U

検定）を実施した。ここでは、世代間交流変数を目的変数にとり、その

水準（順位、ランク）の地域差を各属性変数のカテゴリ（性別の男性、女

性など）別に比較している。表 7はその有意差傾向の結果をまとめたも

の（網かけ部分）である。それによれば、「手助け」の地域差は、「性別」、

「世帯収入」、「雇用形態」、「居住形態」の間に生じている。そして、統

計的な有意性は、とりわけA区とB区のような都市の郊外地域と中心

部の間の中で、「男性」および「中・高所得者（500 万円以上）」、「正規

職員」、「居住形態」の間に確認された。しかし、「借家」と「持ち家」

を問わず水準の差が有意であるため、居住形態によって差が生じてい

るとは考えにくい。他方で、都市部の郊外と地方都市の郊外のような

B区とC市の間には「女性」、「高所得者（700～ 1,000万円未満）」、「パー

ト・アルバイト」に統計的な有位性が確認された。つまり、都市の郊

外と中心部では、特に正規で働く男性の中・高所得者に関して、地方

都市郊外と都心郊外の差は、パート勤務と女性の関連性との間に起因

している可能性がある。

一方で、「悩み・心配事」の交流傾向については、「手助け」の特徴

とは異なっており、地域差を属性要因から説明できる数が減っている。

特に、性差に起因する影響の数が減少している。しかしながら、高所

得者と正規雇用の間の地域差は、「手助け」の特徴と共通しているよう

である。加えて、地方都市の郊外と都市の郊外とでは、「低所得者（100

万円）」の間に地域差が統計的に有意であった。

（
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〇
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五
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以上の結果をまとめると、世代間交流のパターンの地域差は男性と

女性の間で、そして収入を伴う正規雇用と非正規雇用の間のライフス

タイルの違いに影響を受けて生じていると示唆される。また、「悩み・

心配事」よりも「手助け」の交流パターンの方が、地域差の有意結果

が多かったことを鑑みると、属性要因を視野に入れた地域差メカニズ

ムの影響を今後、より詳細にみる必要があるだろう。

なお、表 6の記述統計からは、「Giver 型」の回答者比率には都市部

と地方都市の間に 10.0pt 程度の大きな差異が見受けられる。これらの

結果は、属性要因を統制してもなお、三都市別の世代間交流のパター

ンには地域差が確認されることや、「Giver 型」の回答者傾向の地域差

が大きいことを意味している。これより、世代間交流のパターンを考

えるにあたり、都市部と地方都市の間に生じる地域特性の「文脈効果

（contextual	effect）」を視野に入れて議論する必要がある。

4.2　文脈効果を伴うソーシャル・キャピタルの影響

それでは、文脈効果はどのようなメカニズムによって考えられるの

だろうか。先行研究によれば、地域に偏在するソーシャル・キャピタ

ル（6）の問題が関係している。

例えば、ジェイコブズは都市計画の観点から、整備されていない路

地裏や小道がある所では、隣近所と日常的な関係が築かれており、そ

のようなコミュニティでは、困ったときに隣近所の助けを得られやす

い特徴があるという。彼女は信頼に厚く日常的つきあいの富んだコ

ミュニティの中で確認される好事例の多くが助け合いの「資源」にな

ると考察している（Jacobs	1961：56）。

一方で、村山・藤原・福島（2013：41）は、地域のソーシャル・キャ

ピタルと世代間交流の関連性を分析している。それによれば、千葉県

の主要都市の分析によってソーシャル・キャピタルと世代間交流型地

域活動のポジティブな対応関係が確認されている。地域活動へ「参加

なし群」より「参加あり群」の高齢者（60 歳以上）の方が、ソーシャ

（
一
〇
三
四
）
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ル・キャピタル得点は高い傾向にある。

これらの分析結果を踏まえると、ミクロな個人の間で形成される私

的財や地域社会のコミュニティの間で形成されるクラブ財としての

ソーシャル・キャピタルは、世代間交流との観点から考えると重要な

意味を持つ。戸川・稲葉（2019）によれば、単なる日常的なご近所づき

あいといえども、住民同士の協力を招来するものであるから、世代を

超えた人々で構成されるコミュニティでは、ご近所づきあいによって

形成される信頼が世代間交流に良い効果をもたらすと期待される。す

なわち、ネットワークの中で醸成される信頼・互酬性のソーシャル・

キャピタル（認知的なもの、cognitive）に富んでいるコミュニティほど、

異世代の人々のまとまりが良く、かえって内向きな「Free	rider 型」

よりも、自ら積極的に手助けを行おうとする「Giver 型」や、他者から

利益を享受しやすい「Balance 型」の世代間交流が多いと考えられる。

（同上：139）。

本稿の分析データである三都市では、上記の様に推察される傾向に

ついて、どのような結果が観察されるのであろうか。筆者は、コミュ

ニティのソーシャル・キャピタルの状況が与える世代間交流への影響

をみるべく、三都市よりもさらに細かい地域を集計単位として分析を

行った。三都市よりも細かい地域とは、A区やB区内の地域に由来す

る区分（A区：5地域、B区：4地域）や C市内の 9地域によって構成さ

れた「町と地域区分（N＝ 18）」を指す。筆者は、18 地域別にソーシャ

ル・キャピタル変数の「信頼・互酬性」、「団体参加（趣味・スポーツ）、

「団体参加（近隣・結束型）、「つきあい」を集計するという作業を行っ

た（7）。同様に、「手助け」と「悩み・心配ごと」の世代間交流パター

ンに関しては、各パターンの「町・地域区分」別の構成比（％）を代表

値として用いることにした。筆者は両者の関係性をみるために、ネス

トされる「町と地位区分」別の単純な相関分析を行った。表 8はその

結果を示したものである。

（
一
〇
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その結果、ソーシャル・キャピタルと世代間交流の地域差は次のよ

うに関連していると推察される。まず、信頼・互酬性が世代間交流に

直接的に与える影響は、単純な相関分析結果からは確認されなかった。

これは、分析に用いた「信頼・互酬性」の総合得点が、上記の先行研

究から得られる信頼・互酬性という概念を適切に反映していないこと

に起因している可能性がある。つまり、世代間交流に対する直接的な

効果を確認したいのであれば、コミュニティにおける具体的な異世代

の人々に対する信頼や助け合いの関連指標を分析に組み込むべきであ

ろう。

一方で、構造的ソーシャル・キャピタルの「団体参加」は世代間交

流の地域差と次の様に関係している。まず、「手助け」の「Balance 型」

と強く正に関連し（r＝ 0.589，p＜ 0.01）、「Free	rider 型」と強く負の

関連性（r＝－ 0.548，p＜ 0.01）が確認された。同様に、「悩み・心配事」

に対してもBalance 型と強く正に対応し（r＝ 0.572，p＜ 0.01）、さらに

Giver 型（r＝－ 0.704，p＜ 0.01）と強く負の対応関係にある。これは、

趣味・スポーツなどの多世代の人々と結びつきやすい活動を多く行っ

ているコミュニティほど、世代を超えた人々に対して積極的に交流を

行っており、手助けを受けやすい環境が整っていることを示している

（身近な手助けに対し、内向きなFree	rider 型よりもBalance 型が多いという特

徴）。加えて、Giver 型が減り、Balance 型が増える傾向にあるのは、同

様のメカニズムを支持しているものである。但し、スポーツ・趣味活

表 8　集計データに基づく相関分析結果
手助け（％） 心配事（％）

Balance 型 Giver 型 Free	rider 型 Balance 型 Giver 型 Free	rider型

ソーシャル・キャピタル変数：

信頼・互酬性（平均） 0.529 **

団体参加（趣味・スポーツ）（平均） 0.589 *** -0.548 *** 0.572 *** -0.704 ***

団体参加（近隣・結束型）（平均） 0.460 † -0.512 **

つきあい（平均）

出所）筆者作成
注）N=18（町と地域区分）、p＜ 0.01：***、p＜ 0.05：**、p＜ 0.1：†
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動の参加水準が高い地域といえども、Free	ride 型の回答者の割合が減

るわけではない。世代間交流に内向きである回答者（Free	rider 型）が

一定数いるのは、他の原因に起因している可能性がある。

続いて、団体参加（近隣・結束型）も趣味・スポーツの団体参加と同様

に、手助けの「Balance 型」が多い傾向（r＝0.460，p＜0.100）と「心配・

悩み事」の「Giver 型」の水準が減る関係にある（r＝－ 0.512，p＜0.05）。

つまり、ここで示されるような地縁的で同世代の人々が活動する水準

が高いコミュニティでは、それが異世代の異なる人々を手助けするた

めの基盤（異世代の人々を手助けするネットワークの基礎）として重要であ

る可能性がある。その反面、同世代の人々で活動するネットワークが

既に構築されているために、異世代の人に悩み・相談事を積極的に話

すという水準は減じる傾向にある。趣味・スポーツを目的とした団体

参加よりも近隣・結束型の団体参加の相関係数が小さいのは、その目

的とは意図しない活動を背景として、世代を超えた人々との関連性が

想定されるからであると考えられる。いずれにしても、同世代の人々

を対象にした活動といえども、活動の一環として、異なる世代の人々

との助け合いを招来するメカニズムがあるということは興味深い。

一方で、住民同士のつきあいが活発なコミュニティの直接的な影響

は、集計単位の分析結果からは確認することができなかった。

以上の結果より、コミュニティの違いが世代間交流のパターンの違

いに如実に表れるソーシャル・キャピタル因子としては、団体参加の

ネットワークの違いが強く関連していると考えられる。一方で、集計

単位別の結果をみる限りでは、つきあいの影響は統計的に有意ではな

い。

4.3　ソーシャル・キャピタル要因からみた文脈効果の推定

4.3.1　マルチレベル分析手法の説明
では、集計レベルを単位として分析した結果をより詳細に把握する

ために、個人がネストされるコミュニティの環境に影響を受けると考

（
一
〇
三
一
）
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えられる文脈効果を推定することにしたい。具体的にはマルチレベル

分析を適用する。

まずは、その分析手法について検討する。本稿では、三都市のソー

シャル・キャピタルが、「世代間交流傾向」に及ぼす影響（文脈効果と表

記）を分析する。それは分析単位としての人々がネストされる三都市

地域のまとまりの影響が、世代間交流に影響すると想定されるからで

ある。そこで、このように分析単位であるサンプル（ミクロレベル）が、

集団（マクロレベル）に入れ子構造を有するデータには「マルチレベル

分析」が有用であることから、本稿ではその推計方法を採用する（8）。

なお、マルチレベル分析を用いる理由は以下のとおりである。入れ

子構造となるデータでは、データ全体の傾向とは別に、マクロレベル

の集団ごとに類似した相関関係（級内相関、Intra-class	correlation,	ICC）

があると想定できることから、通常の回帰分析の前提と考えられるサ

ンプルの独立性という条件を満たしていない可能性がある。標準誤差

を過小推定してしまい、統計的検定について、第一種の過誤を起こし

てしまうかもしれない。そのため、本稿の分析では、特に入れ子構造

のサンプルの類似性に伴う級内相関に留意し、三都市に類似した特性

を考慮した文脈効果を推定するために、マルチレベル分析の方法を用

いることにしたい（9）。

4.3.2　マルチレベル分析に用いる変数
筆者は、先行研究の推定方法を参照した上で、表 4に示す変数の値

をマルチレベル分析に適切な方法に再変換して分析を行った。

従属変数は、手助けの交流および悩み・心配事に関する支援の提

供・受領関係に関する「世代間交流傾向」を「Free	rider 型	vs	

Balance 型・Giver 型（0＝ Free	rider、1 ＝ Balance・Giver）」に判別する

変数を作成した。

加えて、独立変数には、個人の属性・社会経済的状況（性別、居住形

態、年齢、雇用形態、学歴）および個人レベル／コミュニティレベルの

（
一
〇
三
〇
）
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ソーシャル・キャピタルに関する変数を設定する。

これらの変数は、カテゴリカルな尺度であり、本来であれば、ノン

パラメトリックな推計方法を採用してマルチレベル分析に組み込むべ

きである。この条件に従って、本稿では、マルチレベルロジスティッ

ク回帰分析をSPSSで実行して分析を行った（10）。

性別、居住形態、雇用形態、学歴はカテゴリカルな尺度（因子）とし、

ダミー変数（0＝平均値未満、1＝平均値以上）に変換されたソーシャル・

キャピタル指標群（信頼・互酬性、団体参加（趣味・スポーツ）、団体参加

（結束型）、つきあい）を共変量に設定した。

なお、個人がネストされる集計単位には「町・地域区分」を設定し

ている。通常の回帰分析では、説明変数同士の多重共線性の問題が懸

念されるので、ソーシャル・キャピタルの影響がその集団によるもの

か、個人単体の効果によるものなのかを識別させて分析することがで

きない。そこで本稿では、個人単位の影響を除いた上で集団単位が与

える影響を分析するために、「中心化（11）」という作業を実施した。つ

まり、個人レベルの変数と集団レベルの変数を同時に説明変数として

組み込む場合には、個人レベルの回答結果から「ネストされる集団の

平均を差し引いた値」を個人レベルの変数としている。その上で、調

査の回収サンプル数全体の平均を基準とし、平均値を基準としたダ

ミー変数（1＝平均以上、0＝平均未満）を分析に用いている（_cwc と表記）。

そして、集団レベルの変数は「集団平均（_mean と表記）」を用いている。

（
一
〇
二
九
）
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4.3.2　マルチレベル分析（切片モデル）の推定結果

上記の独立変数を投入し、分析したマルチレベルの結果（ランダム切

片モデル（12））を表 9に示した。主に、ソーシャル・キャピタル変数の

表 9　分析結果：マルチレベル分析（ランダム切片モデル）
世代間交流傾向のオッズ比

独立変数	 従属変数
手助け（Free	rider	vs	Giver・Balance） 心配事（Free	rider	vs	Giver・Balance）

オッズ比 95％信頼区間 p値 オッズ比 95％信頼区間 p値

【統制要因】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

性別 女性 1 reference 　 1 reference

男性 1.104 0.850 to 1.433 0.459 0.721 0.526 to 0.987 ＜0.05
学歴 高卒以下 1 reference 　 1 reference

大卒以上
（短大・専門含む）

1 0.768 to 1.304 0.997 1.050 0.762 to 1.447 0.764

年齢 若年層 1 reference 　 1 reference

高年層 1.436 1.089 to 1.894 ＜0.01 2 1.267 to 2.478 ＜0.01
居住形態 借家 1 reference 　 1 reference

　 　 持ち家 0.998 0.76 to 1.310 0.986 1.208 0.877 to 1.663 0.247

【地域特性】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

背景：異質性 非該当 1 reference 　 1 reference

　 　 該当 1.531 1.052 to 2.228 　 0.870 0.586 to 1.293 0.491

【SC要因：個人レベル】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

信頼・互酬性＿ cwc 平均未満 1 reference 　 1 reference

平均以上 1.545 1.162 to 2.053 ＜0.01 1.406 1.000 to 1.964 ＜0.05
つきあい＿ cwc 平均未満 1 reference 　 1 reference

平均以上 1.078 0.815 to 1.425 0.600 0.938 0.673 to 1.309 0.708

団体活動（結束型）_cwc 平均未満 1 reference 　 reference

平均以上 0.994 0.723 to 1.367 0.972

団体活動
（趣味スポーツ活動のみ）

なし 1 reference 　 1 reference

あり 1.336 0.958 to 1.865 0.088 1.124 0.771 to 1.640 0.543

信頼の幅 平均未満 1 reference 　 1 reference

　 　 平均以上 0.788 1.052 to 2.228 0.096 0.558 1.106 to 0.789 0.558

【SC要因：地域レベル】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

信頼・互酬性＿mean 平均未満 1 reference 　 1 reference

平均以上 0.872 0.640 to 1.187 0.382 0.547 0.376 to 0.794 ＜0.01
つきあい＿mean 平均未満 1 reference 　 1 reference

平均以上 1.118 0.822 to 1.521 0.478 1.348 0.948 to 1.919 0.096

団体活動（結束型）_mean 平均未満 1 reference 　 reference

　 　 平均以上 1.086 0.800 to 1.473 0.596 　 　 　 　 　

定数 　 1.494 1.029 to 2.168 ＜0.01 0.782 1.370 to 3.498 ＜0.01

精度

N 1329 1024

-2 対数尤度 1123.980 730.384

判別率 73.1 78.7

（
一
〇
二
八
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ミクロレベルとマクロレベルの変数を一緒に投入し、探索的に分析を

行った。変数は各モデルの対数尤度比の大小、および予測値によって

判別可能である目的変数の判別率を別途計算して、分析結果を評価し

ている。

まず、手助けの世代間交流傾向に関して次の効果が認められた。統

制要因のうち、年齢の違いが他の要因に比べて有意な結果である。

オッズ比によれば、高年層であるほど、Balance 型・Giver 型である傾

向にある。この結果を受けて、若年層よりも高年層のほうが手助けを

通じた交流が上手くいっていることが読み取れる。一方で、性別や学

歴、居住形態、地域特性の背景：異質性はマルチレベル分析の結果か

らは統計的な有意性が消失してしまっている。そのうち、地域特性の

背景（異質性）の説明力が消失してしまった理由の一つは、コミュニ

ティの環境を橋渡し型のソーシャル・キャピタルによって説明する変

数が増えたことに起因していると考えられる。

また、ソーシャル・キャピタルの効果は次のとおりである。統計的

に有意な要因としては、信頼・互酬性と団体活動（趣味・スポーツ活動

のみ）、信頼の幅に認められた。オッズ比の大小で比較してみると、他

の要因に比して個人レベルの信頼・互酬性（1.545）の値が最も大きく、

団体活動（趣味・スポーツ活動のみ）は 1.336 程度の水準で手助けの世代

間交流傾向に影響を与えている。カテゴリの傾向をみると、信頼・互

酬性に厚く、スポーツ・趣味活動に参加している回答者ほど、Balance

型・Free	rider 型の特徴に判別されるようである。つまり、構成要素

を分けて分析した結果、ソーシャル・キャピタルと世代間交流のポジ

ティブな関係はマルチレベル分析によっても確認された。

しかしながら、予想していなかった結果として、信頼の幅（0.788）

が 10％水準でFree	rider 型を判別してしまうことが確認された。これ

は、信頼できることの裏返しで、日常の手助けをしてもらう経験が多

いからこそ、世代を超えた人々への信頼の幅が広がることを意味して

いるのかもしれない。一方で、信頼の幅が他のコミュニティより広い

（
一
〇
二
七
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地域では、回答者はBalance 方・Giver 型の手助けを行う傾向にあるの

かもしれない。本稿ではソーシャル・キャピタル因子得点を基にした

変数のみしか集計レベルと個人レベルの要因に分けておらず、信頼の

幅に関する文脈効果を推定できていないため、その点に関しては、今

後検討が必要であろう。なお、本稿の推定結果では、手助けの世代間

交流傾向を判別しうる文脈効果としてソーシャル・キャピタルの影響

は確認されなかった。

次に、心配事の世代間交流傾向を判別するモデルの推定結果は以下

のとおりである。統制要因の中では、性別と年齢の効果が統計的に有

意な結果である。これは手助けの世代間交流傾向と共通して年齢が有

意であること、それに加えて悩み・心配事の世代間交流は手助けの世

代間交流と比べて、男女の差が大きいことを意味している。オッズ比

によれば、女性であるほど、高齢者であるほど、Giver 型および

Balance 型を判別する傾向にある。つまり、悩み・心配事を相談するよ

りも打ち明ける機会が多い属性は若年層や男性よりも高齢者や女性で

あることが、マルチレベル分析からも確認された。一方で、地域特性

の背景（異質性）の説明力はコミュニティレベルのソーシャル・キャピ

タル変数を組み込んでいるので消失している。

さらに、ソーシャル・キャピタルの効果については次のとおりであ

る。手助けのモデルと同様に信頼・互酬性（1.406）が与える影響は統

計的に 5％水準で有意であり、オッズ比の値も大きい。加えて、信頼・

互酬性に関するコミュニティ単位の変数（0.547）は個人レベルを統制

した上でもなお、1％水準で有意な効果を与えている。つまり、信頼・

互酬性に厚い回答者は、積極的に悩み・心配事を打ち明け、また相談

を受けるGiver 型ないしBalance 型の交流傾向を示すタイプに判別さ

れる。さらに、コミュニティ単位の信頼・互酬性の水準が高い地域で

は、Free	rider 型が多いという結果が示された。これらの結果は、整

合しており、信頼・互酬性に厚いほど、異世代の人々に心を許し、話

を聞いて打ち明けるという関係が成り立つのに対して、信頼・互酬性

（
一
〇
二
六
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に富んだ地域では、信頼できることの裏返しに、悩みを相談しやすく

打ち明けやすい環境が整っている可能性がある。いずれも、ソーシャ

ル・キャピタルが世代間交流に対して有効であることを示唆している。

加えて、住民同士のつきあい因子は個人レベルよりもコミュニティ

単位の集計結果の方が統計的に有意である。オッズ比によれば、1.348

と、つきあいの水準が高くなるほど、Giver 型ないしBalance 型を判別

する傾向にある。つまり、コミュニティの中で住民同士のコミュニ

ケーションが円滑に行われている地域では、世代を超えた人々の悩み

事や相談を受けることや、打ち明けたりするなどの交流が活発である

という結果が示された。

以上の分析結果より、個人レベルの要因を統制してもなお、ソー

シャル・キャピタルの文脈効果は悩み・心配事を通じた世代間交流傾

向に対して確認された。

5．結論

三都市調査データを利用して明らかとなった本稿の知見は以下の通

りである。まず、単純集計に基づけば、地方都市のC市における同世

代交流頻度が多く、異世代の人に悩みを打ち明けるGiver 型の回答比

率が少ないという特徴が示された。つまり、コミュニティの都市型と

農村型という多様性によって、世代間交流のパターンの違いが推し量

れる可能性がある。

このような世代間交流の地域差に与える属性要因の影響を探索的に

検討したところ、世代間交流のパターンの地域差は男性と女性の間で、

そして収入を伴う正規雇用と非正規雇用の間のライフスタイルの違い

に影響を受けている。また、手助けの交流パターンの違いを説明する

属性要因が多いという結果が確認された。この分析結果を受け、属性

要因を視野に入れた影響をさらに細かく検討する必要があるだろう。

他方で、Giver 型の特徴が多いという傾向が確認されることによって、

（
一
〇
二
五
）
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本稿では文脈効果としてのソーシャル・キャピタルの地域差の影響に

関する分析を行った。相関分析によれば、信頼・互酬性の直接効果は

確認されない。しかし、構造的ソーシャル・キャピタルの団体参加の

水準が高い地域であるほど、バランスの良い世代間交流を促進させる

傾向がある。一方で、住民同士のつきあいが活発なコミュニティの直

接的な影響を集計単位の分析結果では確認することができなかった。

さらに、マルチレベル分析の結果によれば、世代間交流の地域差の

問題は地域の信頼・互酬性が大きく関わっている。信頼・互酬性に富

んだ地域では、信頼できることの裏返しに、悩みを相談しやすく打ち

明けやすい環境が整っていると考えられる。加えて、住民同士のつき

あい因子は地域要因としての説明力が高い。世代間交流を促進させる

地域特性としては、日常的な会話程度の住民同士の交流が不可欠であ

ろう。

なお、本稿は定量研究からの知見によるもので、具体的な事例を踏

まえることが出来ていない。今後、ソーシャル・キャピタルが多い地

域とそうではない地域における世代間交流の違いに着目したケース・

スタディを考えることにしたい。
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への参加に関する意識調査」を実施した（平成 19 年度のみ、名称を「高
齢者の健康に関する意識調査」に変更して実施）。いずれの調査も「全国
の 60 歳以上の男女」を母集団としている。そのうち、本稿の分析に用い
た 2013 年（平成 25 年）当時の調査は「調査員による面接聴取法」に従い、
3,000 人を標本数としている。調査期間は、平成 25 年 11 月 14 日～ 11 月
24 日、有効回収数はＮ＝ 1,999 人／回収率＝ 66.6％、調査不能数はＮ＝
1,001 人／調査不能率＝ 33.4％であった。調査不能と判断された理由の内
訳は転居（64 人）、一時不在（224 人）、拒否（491 人）、長期不在（86 人）、
住所不明（26 人）、その他（110 人）のとおりである（内閣府	2013：1-2）。

（ 2）	 しかしながら、中山間地域では、地域社会環境が疲弊することから閉
じこもりに悩むという構造的要因がある中で、日常的な様々な生活機能を
自らで対応しなければならない高齢者にとってみれば、同世代の助け合い
の環境が整っていれば、自助・助力と互助の手を借りて、生活できる可能
性が実証されている（同上：41-42）。

（ 3）	 倫理的配慮として、A区調査とB区調査は東京都健康長寿医療セン
ター研究所の研究部門倫理委員会の承認（健経第 1042 号平成 28 年 6 月 1
日受審、受付番号 5）を得ている。また、C市調査の調査票は、A区・B
区調査の調査票の開発者の許可を得て、C市役所の検討も踏まえて改訂し
たものを用いて、別途日本大学スポーツ科学部の調査倫理委員会による倫
理面からの審査を受審し、承認（平成 29 年 2月 9日受審、受付番号	2017-
017）を得ている。いずれの調査においても、調査票とともに送付した依
頼状には、回答は任意であり、協力しない場合でも不利益はないこと、得
られたデータは個人の名前と切り離して統計的に処理し、研究・当該自治
体の施策推進の目的以外では使用しないことを明示した。
なお、A区調査とB区調査は JST/RISTEX（研究代表者　藤原佳典）の、
C市調査は JSPS挑戦的研究（萌芽）（課題番号 17K18592　研究代表者　
小藪明生）の助成をそれぞれ得て実施したもので、いずれも稲葉が研究分
担者として参加している。

（ 4）	 設問は「近所づきあいや地域活動・余暇活動の中で（1）ちょっとし
た手助けをする、（2）心配事や悩み事を聞くような機会はどのくらいあり
ますか。あなたが、それぞれの年齢層の人に対して、どのくらいしている
かお答えください。ご家族や親戚、仕事関係の人は除きます。（〇は一つ
ずつ）」の通りである。「提供」の設問としては（ア）20 ～ 40 代（イ）50
～ 60 代（ウ）70 代以上の高齢者に対する「手助けをする」、「心配事や悩
み事を聞く」頻度を 4件法（1：よくある～ 4：全くない）で尋ねている。
また、「受領」の設問としては、前述した設問と同様の別質問を設けて、
上記（ア）～（イ）の年齢対象群から「ちょっとした手助けをしてもらう」、
「心配事や悩み事を聞いてもらう」頻度を 4件法（1：よくある～ 4：全く
ない）で尋ねている。

（
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（ 5）	 4 類型の作成方法の詳細は、戸川・稲葉（2019：127-129）を参照され
たい。

（ 6）	 ソーシャル・キャピタル概念は、諸学者によって様々な定義が成され
ているが、本研究では「心の外部性を伴う信頼・規範・ネットワーク」を
ソーシャル・キャピタルと捉えている（稲葉	2005）。それは、単なる住民
同士のつきあいや自治会・町内会または趣味・娯楽活動を通して形成され
た「ネットワーク」をはじめとし、相互作用を通じて得られる信頼や互酬
性の規範も含んだ概念として捉えている。契約をせずとも自らの自発的協
力の動機を得られることを可能とする概念から、その定義の特徴として
「心の外部性」にこそ意味がある（稲葉	2005：17-18）。本研究では人々の
心の中で認識されて初めて意味を持つ「認知的なもの（Cognitive）」から
ネットワークの形として理解できる「構造的（Structural）」なソーシャ
ル・キャピタルまでを含んだ広義の概念を捉えている。

（ 7）	 集計方法については以下の通りである。本稿では、戸川・稲葉
（2019：121）に示す因子分析（回転法：プロマックス回転）によって得ら
れた、ソーシャル・キャピタル変数（因子得点）を用いている。そして、
サンプルの全体平均値（平均＝ 0点，標準偏差＝± 1）を基準とし、それ
以上の得点を有する回答者の比率を「町・地域区分」別に計算した。そし
て、「各ソーシャル・キャピタル得点の平均以上の割合（％）」を「町・地
域区分」の代表値として用いることにした。

（ 8）	 本稿では、清水（2014）等のマルチレベル分析を解説した文献の考え
方・実践方法に依拠している。

（ 9）	 マルチレベル分析によって考えられる推計モデルに関する解説は山本
（2017：9）を参照されたい。
（10）	 SPSSでは、「一般化線形モデル」による推計方法を選んだ。モデル
はロジスティック回帰（二項分布、ロジットリンク）を選定し、コマンド
による推計作業を行った。

（11）	 これは、独立変数に設定される、ネストされた集団平均に基づく変数
と、ミクロレベルの変数同士の相関を小さくし、多重共線性を防ぐ作業で
ある。「中心化」を施すことにより、ミクロレベルの変数が与える影響を
除いたネストされた文脈効果の影響度合いを純粋に測ることができる（清
水	2014）。

（12）	 本研究は、世代間交流に対するソーシャル・キャピタルの影響を探索
的に考察することを目的としており、目的変数である「世代間交流」の傾
向パターンの切片が上昇するにつれてソーシャル・キャピタルの影響力が
上昇する（回帰モデルのβ係数が高くなる）という仮説を議論していない。
そのような変量効果がありえるのかという議論に関しては、今後より詳細
に検討する必要があるだろう。
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「AI の影響に関する意識調査」の概要と予備的分析

稲　葉　陽　二

はじめに

筆者の研究グループは 2018 年 9 月 4 日から 10 日にかけて、WEB調

査により「AI の影響に関する意識調査」を実施した。本調査は、AI の

影響に関する人々の意識、情報通信技術（ICT）についてのリテラシー、

それに加えて信頼、規範、ネットワークなどの社会関係資本（1）を調査

対象としている。首都圏 1都 3県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）

在住の 20 歳から 69 歳までの住⺠を母集団として、それぞれの年齢階

層から 1,000 名ずつ、合計 5,000 名から回答を得た。本稿ではその概要

を紹介するとともに、年齢階層別の回答状況、および探索的に実施し

た予備的分析の一環として、個票データを因子分析にかけ因子得点を

用いたOLSの結果を紹介する。

1．調査の概要

本調査では図表 1に示すとおり、回答者について 3つのグループが

ある。グループ 1（n=5,000）は「AI に関する意識調査」の回答者であ

るが、東京大学松尾豊氏作成のAI の今後の発展予想図を同氏の承認を

得て示して回答を得ている。一方、グループ 2（20 歳代のみ n=1,000）は

松尾豊氏作成のAI の今後の発展予想図を示さないで回答を得ている。

また、グループ 3は、グループ 1のうち、「AI に関する意識調査」終

研究ノート
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了後、追加調査の実施に同意し「不確実性のある中での判断調査」に回

答した者（n=4,414）であるが、本稿ではグループ1の結果のみを紹介する。

1-1　調査目的と設問

［目的］

本研究の目的は、AI が社会をどのように変えるか、特に格差と社会

関係資本の観点から検討することである。その予備調査として、社会

関係資本、ICTリテラシー、将来に関するAI についての人々の認識

図表 1　調査の概要
Group1 Group2 Group3

調査実施期間 2018 年 9 月 4 日～ 10 日 2018 年 9 月 4 日～ 10 日 2018 年 9 月 4 日～ 10 日

調査方法
WEB調査（株式会社クロ
ス・マーケティングに委託）

同左 同左

サンプリング方法

東京首都圏 1都 3県在住の
20 ～ 69 歳までの男女 5,000
人を性別比でほぼ 1対 1、
各年齢階層別に 1,000 人に
近づけるよう配慮し、WEB
調査会社の登録者から回答
を得る。

東京首都圏 1都 3県在住の
20 ～ 29 歳までの男女 1,000
人を性別比でほぼ 1対 1に
し、WEB調査会社の登録
者から回答を得る。

Group1 回答者のうち追加調
査に同意した者。

対象者
（首都圏在住）20 歳から 69
歳の男女 5,000 人

（首都圏在住）20 歳から 29
歳の男女 1,000 人

Group1 回答者のうち追加調
査に同意した者 4,414 人

回収数 5,000 1,000 4,414

設問内容

IT関連機器およびネットの利用状況、人工知能について
の見解、回答者の社会関係資本、回答者のリスクや曖昧性
に関する考え、回答者の属性

IT関連機器およびネットの
利用状況、人工知能につい
ての見解、回答者の社会関
係資本、回答者のリスクや
曖昧性に関する考え、回答
者の属性に加えて、不確実
性のある中での判断

調査 1

「AI の影響に関する意識調
査」
松尾豊氏による今後の発展
予想図つき質問票　5,000 票
（20 歳代、30 歳代、40 歳代、
50 歳代、60 歳代各 1,000 票）

松尾豊氏による今後の発展
予想図を削除した質問票　
20 歳代 1,000 票

調査 2

「不確実性のある中での判断
調査」
上記調査1の回答者のうち、
調査 1終了後に任意で参加
した男性2,220票、女性2,194
票の計 4,414 票
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図表 2　「AI の影響に関する意識調査」　設問の基本的デザイン

現在について

社会関係資本について

問 10　具体的ケースでの頼れる人の有無
問 12　近所づきあいの程度・頻度
問 13　団体活動への参加
問 15　人は信頼出来るか、互酬性

回答者の属性

年齢、性別、居住する市区町村
婚約状況、最終学歴、同居人
住宅、居住年数、職業、配偶者、その他

ICTリテラシー

問 1　ICT関連機器の保有・利用環境
問 2	　情報関連機器・インターネットの使
用頻度

問 3　ソフト・機能・サービスの活用程度
問 4　AI 関連機器の利用経験

将来について

AI に関する認識

問 5　AI は我々を幸せにするか
問 6　AI がもたらす社会への影響について（好ましい影響か好ましくない影響か）
問 7　AI の社会実装への賛否
問 8　個人的にAI を利用したいか
問 9　具体的なケースでAI か人間かどちらを好むか

（以下AIパーセプション）との関係を検討するために、本調査を実施した。

［調査内容・設問］

図表 2に示すとおり、設問は現在に関する設問と将来についての設

問に分かれ、前者は回答者の ICTリテラシー、社会関係資本、回答者

の属性、後者はAI パーセプションに関するものに分かれている。

具体的には、ICTリテラシーについては、ICT関連機器の保有と利

用環境について（問 1、設問数 8、2件法）、情報関連機器・インターネッ

トサービスの使用頻度（問 2、設問数 14、3 件法）、ソフト・機能・サー

ビスの活用能力の程度（問 3、設問数 8、4件法）、AI 関連機器の利用経

験（問 4、設問数 6、3件法）合計 36 設問を尋ねている。

また、AI パーセプションについては、AI は我々をより幸せにするか

否か（問 5、1設問 5件法）、AI がもたらす社会の影響について（好ましい

影響か好ましくない影響か）（問 6、設問数 6、4件法）、AI の社会実装の賛

否（問 7、設問数 8、5件法）、個人的にAI を利用したいか（問 8、設問数 8、

5件法）、具体的なケースでAI か人間かどちらを好むか（問 9、設問数 7、

（
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4 件法）、合計 30 設問を尋ねている。

さらに、社会関係資本について、具体的ケースでの頼れる人の有無

（問 10、設問数 8、6件法）、他者とのつきあいの程度と頻度（問 12、設問

数 5、5件法）、団体活動等への参加（問 13、設問数 4、7件法）、信頼と互

酬性（問 15、設問数 3、4件法）、合計 20 設問を尋ねている。

このほか、回答者の属性として年齢、性別、居住する市区町村、婚

姻状況、最終学歴、同居人、住宅の状況、居住年数、職業、配偶者、

世帯所得についても尋ねている。

1-2　調査・実施主体

設問作成は石田光規、石田祐、小藪明生、佐藤嘉倫、高木大資、（五十

音順）が担当し、実施は日本大学法学部　稲葉陽二研究室が（株）クロ

ス・マーケティングに委託して行った。また、倫理審査は東北大学調

査・実験倫理委員会に受審し、承認を得ている（2）。

1-3　調査関連期間

調査票の検討　2017 年 7 月～ 2018 年 6 月

調査実施期間　2018 年 9 月 4 日～ 10 日

1-4　調査方法　㈱クロス・マーケティング登録者を対象としてイン

ターネットを通じたWEB調査

1-5　母集団と調査対象者、対象者のサンプリング方法

［母集団］東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県在住の 20 歳から 69 歳

の居住者

［対象者］東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県在住の 20 歳から 69 歳

の居住者 5,000 名

［サンプリング方法］（株）クロス・マーケティング社登録者で調査内

容に同意し、回答に応じた者

（
一
〇
一
七
）

254



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
六
二

図表 3　記述統計量　回答者の属性（Group1）
N 平均・構成比（％） 標準偏差ほか 範囲

性別
男性 2,502 50.0

女性 2,498 50.0

年齢 5,000 44.80 歳 13.9 20-69

居住
形態

戸建ての自宅 2,040 40.8 最頻値

分譲マンションの自宅 1,158 23.2

公団・公社の賃貸 142 2.8

都営住宅 43 0.9

⺠間の賃貸住宅 1,431 28.6

社宅・寮・公務員住宅 117 2.3

その他 69 1.4

最終
学歴

中学校 91 1.8

高等学校 1,162 23.2

短大・高専、専門学校 1,073 21.5

大学 2,374 47.5 最頻値

大学院 292 5.8

その他 8 0.2

世帯
年収

なし 67 1.3

200 万円未満 311 6.2

200 ～ 400 万円未満 764 15.3

400 ～ 600 万円未満 946 18.9

600 ～ 800 万円未満 637 12.7

800 ～ 1000 万円未満 497 9.9

1000 ～ 1500 万円未満 422 8.4

15000 万円以上 185 3.7

わからない・答えたくない 1,171 23.4 最頻値

職種

専門職 649 19.8

管理職 389 11.9

事務職 1,176 35.9 最頻値

販売職 266 8.1

サービス職 459 14.0

生産工程・労務、保安職 318 9.7

農林漁業 15 0.5

雇用
形態

臨時雇用・パート・アルバイト 664 20.3

派遣社員・契約社員・請負業務・
委託業務

361 11.0

正規雇用されている一般社員・一
般職員（公務員・教員を含む）

1,801 55.0 最頻値

自営業主または家族従業者 297 9.1

経営者・会社役員・団体役員 102 3.1

その他 47 1.4

（
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〇
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1-6　調査配票数・回収数・回収率

［回収数］　5,000 票（無効票なし）

1-7　調査実施メンバー

研究代表者　稲葉陽二、研究協力者　宮下淳子、戸川和成

1-8　記述統計量と回答者の属性

2 ．調査集計値の概要

図表 4は集計値からみた ICTリテラシーとAI パーセプションに関

する本調査の結果を示している。

2-1　ICT リテラシー（図表 4-1-1）

Q1.「利用可能な環境にある」の比率

「どれもない」を含め 9の選択肢であるが、回答者 1人あたり

5.31 件利用可能な環境にあり、平均的なパソコン・タブレット・

スマホ（Q2-1）・DVD・BD・HDDプレイヤー・無線LANの接続

環境・デジタルカメラ・電波時計等、回答者の過半がスマホも含

めれば 6種の機器等を利用できる環境にある。

Q2. 使用頻度　「日常的に使用」の比率（図表 4-2-1 ～ 8）

日常的に使用はスマホ（76.8%）、パソコン（75.6%）、ニュース記

事を読む（70.3%）、知り合いとのやりとり（56.0%）、動画を見る

（46.0%）、買い物をする（41.7%）、SNS、ブログへの投稿や閲覧

（37.5%）、調べもの（28.9%）、ゲームをする（26.5%）、プリンター・

複合機（21.4%）、タブレット端末（20.3%）となっている。

Q3. 活用　「できる＋ある程度できる」の比率（図表 4-3-1 ～ 8）

電子メールにファイルを添付し送信（77.0%）、ワープロ（67.3%）、

表計算（60.3%）、インターネットを利用した銀行振り込み（65.1%）、

（
一
〇
一
五
）
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パソコンの設定・ソフト追加・関連機器接続（55.8%）、プレゼンソ

フト（41.0%）、オンラインストレージやクラウドサービス（37.9%）、

画像編集ソフト（25.3%）、と、回答者の 7割近くが銀行振り込みを

行い、3人に 1人がオンラインストレージやクラウドサービスを利

用し、4人に 1人が画像編集まで行っている。

Q4. AI 関連機器の利用　「使ったことがある」の比率（図表 4-4-1 ～ 6）

おすすめ商品の紹介機能（26.9%）、SNSで友達を紹介される機

能（23.7%）、パーソナル・アシスタント（15.5%）、ロボット掃除機

（10.5%）、対面ヒト型ロボット（6.8%）、ペット型ロボット（2.7%）

となっており、回答者の 4人に 1人が、おすすめ商品紹介機能や

友達紹介機能を利用したことがあり、パーソナル・アシスタント

も 7人に 1人、掃除機も 10 人に 1人が利用している。

2-2　AI パーセプション

Q5. AI により幸せになるか（図表 4-5-1）

「変わらない」（46.6%）がほぼ半数を占めているが、「幸せになる」

（34.2%）は回答者のほぼ 3人に 1人であるのに対し、「幸せになら

ない」（19.2%）も 5人に 1人であり、楽観的な回答が悲観的な回答

を上回っている。

Q6. AI がもたらす社会について─肯定的か否定的か（図表 4-6-1 ～ 6）

人間関係、情報の扱いによる影響、雇用・仕事、創造力が失わ

れるかやりたいことができるようになるか、監視社会か犯罪がな

い社会か、経済格差について 6つの設問があるが、否定的な評価

が過半を上回ったのは、経済格差（「拡大」79.2%）、人間関係（「薄

まる」67.9%）、監視社会（「監視社会になる」59.2%）、創造力（「創造力

が失われる」57.5%）であるのに対し、雇用・仕事は肯定と否定が

半々であり、肯定が否定を上回ったのは、情報（「個人の好みに合っ

たサービスが受けられる」57.3%）のみであった。

（
一
〇
一
四
）
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Q7. AI 技術の社会実装に関する賛否（図表 4-7-1 ～ 8）

医療現場で症状診断、危険人物の事前認識、自動運転、介護・

調理・掃除、自動翻訳、自律学習し専門職を代行、文化的創作、

会話を通じて友人・恋人・話し相手の役割の 8つの技術について

賛否を尋ねている。文化的創作（「賛成ではない」＋「あまり賛成では

ない」合計 38.9%）、AI が会話を通じて友人・恋人・話し相手の役割

（同上、31.8%）と否定が回答者のそれぞれ 4割、3割に達した。他

は賛成が反対を上回り、特に専門職の代行、危険人物の事前認識

を除けば「賛成」が過半を占めた。特に自動翻訳は「賛成」（73.4%）

とほぼ 4人に 3人が、介護・調理・掃除では 7割近くが、医療で

は 6割が賛成である。Q6での社会への影響については否定的な見

解が多くみられたが、具体的な技術の社会実装については危険人

物の事前認識と専門職の代行を除き、賛成論が多くみられる。

Q8. AI 技術を個人的に利用したいか否か（図表 4-8-1 ～ 8）

Q7 と同じAI 技術について個人的に利用したいかを尋ねた。全

ての設問でQ8の回答とほぼ同様の回答であるが、賛成の比率が個

人的利用のほうが社会実装に関しての比率を若干であるが下回る、

具体的に自分が利用することについては慎重になる傾向がみられ

る。

Q9. AI か人間か（図表 4-9-1 ～ 7）

まちの見回り、健康管理、デートの計画、飲食店の接客、社内

の人事、学校教育、政策立案等の 7つの状況において、AI を利用

するか人間がやるのが良いかを尋ねている。まちの見回り、健康

管理については過半がAI の利用を選択した。逆に、デートの計画

については 4人に 3人（75.2%）が AI より人間を選んだ。その他、

飲食店の接客、社内の人事は過半が人間を選んだが、AI とは僅差

でほぼ拮抗している。政策立案と学校教育はともに 6割近くが人

間を選んだが、AI を選んだ回答者の比率もともに 4割を超えた。

（
一
〇
一
三
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図表 4　集計値─ ICT と AI パーセプション

（
一
〇
一
二
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3 ．年齢階層別の集計値比較

3-1 　ICT リテラシー

Q1. 機器の利用状況（図表 5-1-1 ～ 9）

高齢者層の利用が中・若年層を上回っているものは、PC・タブ

レット、DVD・BD・HDD、デジカメ、電波時計、スマホ以外携

帯電話（Q2-2）、TV・ネットの有料放送、無線LANの接続状況、

逆に中・若年層が上回っているのはスマホ（Q2-1）、家庭用ゲーム

機、ほぼ拮抗しているがネット接続の家電となっている。ただし、

スマホ使用頻度（Q2-1）は 20 歳代は 93.3% が日常的に使っている

ことに鑑みれば、機器の利用については若年層はほぼスマホに

よって代替されているから低いと解釈できよう。また、Q1の選択

肢いずれの利用もないとの回答者も、大部分がスマホを使用して

いると考えられる。

Q2. 用途別等使用頻度（図表 5-2-1 ～ 14）

前述のとおり、日常的に使っている者の比率はスマホについて

は 20 歳代 93.3％、60 歳代 58.4％に対し、スマホ以外の携帯につい

ては 20 歳代 6.4%、60 歳代は 24.4% と、WEB調査の回答者でも

60 歳代はほぼ 4人に 1人がいわゆるガラケーの利用者である。そ

の他、PC、ニュース記事、プリンター・複合機については高齢者

層、動画の視聴、ゲーム、投稿や閲覧については中・若年層の使

用頻度が高い。また、飲食店・旅行先の予約、買い物、知人との

やりとり、調べもの、ブルートゥース接続の端末、タブレットに

ついては年齢階層による違いはみられない。

Q3. ソフトウェアなどの活用（図表 5-3-1 ～ 8）

中・若年層が高齢者を上回っているのは、オンラインストレー

ジやクラウドサービス、プレゼンソフトの活用であるが、それ以

外は年齢階層別の大きな差はみられず、むしろネット利用の銀行

振り込みでの50歳代以上の高齢者が20歳代を大きく上回っている。

（
一
〇
〇
九
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Q4. AI 関連機器の利用（図表 5-4-1 ～ 6）

パーソナル・アシスタント、友達紹介機能、商品紹介機能、対

面ヒト型ロボットの使用経験では中・若年層が高齢者層を上回っ

ている。

3-2　AI パーセプション

Q5. AI の発展により幸せになれると思うか（図表 5-5-1）

幸せになれるとする比率は 20 歳代がほぼ 4割と一番高く、次い

で 60 歳代が 35.3% と高く、40 歳代が最も低く 3割（30.6%）とな

るU字型になっている。ただし、幸せになれないとする比率も 20

歳代が 19.5% と 2 割近くに達し、最も否定的な比率の高い 30 歳代

（21.0%）に次いで高い。

Q6. AI がもたらす社会について─肯定的か否定的か（図表 5-6-1 ～ 6）

若年層は経済格差、監視・犯罪、創造力、雇用・仕事、情報の

扱いに関する影響、人間関係の全てについて高齢者層より肯定的

である。ただし、若年層でも人間関係、雇用・仕事、創造力、経

済格差については否定的な見方が過半を超えており、特に格差に

ついては 20 歳代の 7割以上（73.2%）が拡大するとみている。

Q7. AI 技術の社会実装に関する賛否（図表 5-7-1 ～ 8）

中高年層は、危険人物の事前認識、介護・調理・掃除について

賛成の比率が若年層より高く、特に 60 歳代は医療、自動運転技術、

自動翻訳、専門職代行について賛成の比率が高いが、これら 4つ

の領域は 20 歳代も賛成比率が高く 40 歳代が一番低い、U字型に

なっている。その他、創作、友人・恋人・話し相手の役割につい

ては 30 歳代から 50 歳代の賛成比率が 20 歳代と 60 歳代よりも高

い逆U字型になっている。

Q8. AI 技術を個人的に利用したいか否か（図表 5-8-1 ～ 8）

全般に、社会実装よりも個人としての利用を尋ねた問での違い、

賛成比率が低下するが、低下幅は年齢階層が高い程大きくなる。

（
一
〇
〇
八
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医療現場でのAI 実装と個人の利用についての賛成の比率（やや賛

成も含む）は 20 歳代で社会実装（Q7）の 58.7% から個人の利用

（Q8）では 54.1% へ 4.6% ポイントの低下であったが、60 歳代では

69.2% から 58.4% へ 10.8% ポイントの大幅低下となっており、他

の設問でも同様の傾向がみられる。高齢者層になればなる程自ら

の利用には慎重になる。

Q9. AI か人間か（図表 5-9-1 ～ 7）

まちの見回り、健康管理については、いずれの年齢階層でも過

半が人間よりAI を選択している。社内の人事については、20 歳

代の過半がAI を選択している。また、飲食店の接客についても

20 歳代や 30 歳代の過半が人間よりAI のほうが良いとしている。

若年層ほどAI を選択する傾向は、デートの計画、飲食店の接客、

政策の立案についてみられる。

図表 5　集計値─年齢階層別

（
一
〇
〇
七
）
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4 ．社会関係資本との関連

4-1　因子分析

アンケート調査は①情報通信技術（以下 ICTと略）リテラシー（ICT

機器の利用状況 8問、使用頻度・使用目的 14 問、ソフトウェア活用状況 8問、

AI 関連機器の利用状況 6問、計 36 問）、②社会関係資本（団体参加状況・近

所づきあいなどの構造的社会間関係資本関連 11 問、認知的社会関係資本関連

11 問、計 22 問）、③AI に関する見解（AI の影響についての評価 7問、AI

の社会実装に関する見解 16 問、具体的な利用についての是非 7問計 30 問）の

3分野と回答者の属性について尋ねている。

上記の 3分野に関する問いの回答をそれぞれ因子分析（固有値 1以上）

にかけた結果、ICTリテラシーに関して 5因子、社会関係資本に関し

て 5因子、AI に関する見解について 4因子が抽出された（図表 6～ 8）。

なお、KMO値は ICTリテラシー 0.905、社会関係資本 0.813、AI パー

セプション 0.878 を得ている。

ICTリテラシーについては、図表 6に示すように、第 1因子はソフ

トウェアの活用に関するものであるが、文書ソフトと表計算ソフトは

別途第 5因子として抽出されたので、「活用＿除くワープロ・表計算」

とし、以下第 2因子「機器利用＋PC」、第 3因子「頻度＿情報検索・

やりとり」、第 4因子「AI 関連機器利用」、第 5因子「活用＿ワープ

ロ・表計算」と命名した。

AI に関する見解については、図表 7に示す結果にしたがい、第 1因

子「AI 社会実装への賛否」、第 2因子「AI 利用創作＿友人・恋人・話

し相手」、第 3因子「AI の影響」、第 4因子「具体的なケースでのAI

利用の是非」とした。

社会関係資本に関しては、図表8に示された結果から、第1因子「構

造的SC団体参加」、第 2因子「認知的SC」、第 3因子「構造的SCつ

（
一
〇
〇
三
）
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図表 6　因子分析─ ICT リテラシー
パターン行列 a

因子

1活 用 ＿
除くワー
プロ・表
計算

2機 器 利
用＋PC

3 使 用 頻
度＿情報
検索・や
りとり

4AI 関 連
機器利用

5活 用 ＿
ワ ー プ
ロ・表計
算

機器の利用状況̲DVD・BD・HDD -0.153 0.459 0.106 0.109 0.016

機器の利用状況̲デジカメ -0.083 0.557 -0.024 0.131 0.044

機器の利用状況̲家庭用ゲーム機 -0.017 0.244 0.076 0.232 -0.061

機器の利用状況̲電波時計 -0.056 0.524 -0.093 0.144 0.024

機器の利用状況̲ネット接続の家電 -0.020 0.350 -0.060 0.356 -0.049

機器の利用状況̲PC・タブレット 0.093 0.559 0.056 -0.135 -0.012

機器の利用状況̲無線 LANの接続環境 0.074 0.430 0.063 0.152 -0.039

機器の利用状況̲TV・ネットの有料放送 -0.073 0.296 -0.016 0.266 0.006

使用頻度̲スマホ -0.040 -0.161 0.273 0.227 0.070

使用頻度̲PC 0.218 0.461 0.010 -0.184 0.040

使用頻度̲タブレット端末 0.136 0.147 0.026 0.264 -0.062

使用頻度̲プリンター・複合機 0.029 0.571 -0.039 0.024 0.045

使用頻度̲ブルートゥース接続の端末 0.154 0.170 0.007 0.318 -0.045

使用頻度̲ニュース記事を読む 0.019 0.197 0.506 -0.165 -0.001

使用頻度̲動画を見る 0.053 0.008 0.598 -0.025 -0.058

使用頻度̲飲食店・旅行先の予約 -0.015 0.088 0.386 0.131 0.121

使用頻度̲ゲーム 0.020 -0.030 0.289 0.209 -0.050

使用頻度̲買い物 0.020 0.176 0.550 -0.115 -0.064

使用頻度̲SNS等投稿や閲覧 0.081 -0.255 0.566 0.175 -0.034

使用頻度̲知り合いとのやりとり -0.084 -0.030 0.656 0.030 0.079

使用頻度̲調べ物 -0.086 0.086 0.564 0.021 -0.016

活用̲文書作成ソフト 0.333 0.067 0.037 -0.004 0.682

活用̲表計算ソフト 0.406 0.016 -0.043 0.034 0.687

活用̲プレゼンテーションソフト 0.562 -0.108 -0.087 0.164 0.360

活用̲画像編集ソフト 0.647 -0.030 -0.120 0.175 0.015

活用̲ファイル添付 0.472 0.078 0.221 -0.131 0.264

活用̲PC設定、ソフト追加、周辺機器接続 0.826 0.042 -0.014 -0.109 0.045

活用̲ネット利用の銀行振り込み 0.682 0.043 0.088 -0.123 -0.057

活用̲オンラインストレージやクラウドサー
ビス

0.879 -0.100 -0.043 0.133 -0.114

利用̲ペット型ロボット -0.007 0.051 -0.090 0.366 0.021

利用̲ロボット掃除機 -0.023 0.088 -0.085 0.401 0.073

利用̲対面ヒト型ロボット -0.045 0.051 -0.019 0.392 0.043

利用̲おすすめ商品が紹介される機能 0.060 0.050 0.123 0.429 -0.032

利用̲SNSで友達を紹介される機能 -0.002 -0.102 0.245 0.479 0.023

利用̲パーソナル・アシスタント 0.065 0.004 0.059 0.497 -0.022

因子抽出法：最尤法
回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法 a

a．7 回の反復で回転が収束しました。
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図表 7　因子分析─AI パーセプション
パターン行列 a

因子

1	．AIの社
会実装へ
の賛否

2	．AI 利 用
創作̲友人・
恋人・話し
相手

3	．AIの影
響

4	．具体的
ケースで
の A I 利
用の是非

q5̲1	人工知能の発展により、よりいっそう幸せに
なれると思うか

0.300	 0.065	 0.363	 0.070	

q6̲1	意見̲人間関係̲うすまる（A）／濃密になる（B） -0.114	 0.030	 0.612	 -0.045	

q6̲2	意見̲情報・サービス̲人工知能のいいなりに
なる（A）／快適なサービスが受けられるようにな
る（B）

0.106	 -0.095	 0.676	 -0.040	

q6̲3	 意見̲雇用・仕事̲雇用損失で生活苦に陥る
（A）／仕事負担が減り、快適に過ごす時間が増え
る（B）

0.063	 -0.094	 0.764	 0.004	

q6̲4	意見̲創造力・追求̲創造力が失われていく（A）
／やりたいことを追求できるようになる（B）

-0.016	 -0.021	 0.799	 0.018	

q6̲5	意見̲監視・安全̲監視され窮屈な世の中になる
（A）／犯罪の少ない安全な世の中になる（B）

-0.022	 -0.011	 0.678	 0.009	

q6̲6	意見̲経済格差̲拡大する（A）／縮小する（B） -0.239	 0.109	 0.540	 -0.039	

q7̲1	AI を利用した技術̲賛否̲医療現場 0.688	 -0.006	 -0.045	 0.016	

q7̲2	AI を利用した技術̲賛否̲危険人物の事前認識 0.532	 0.111	 -0.063	 0.000	

q7̲3	AI を利用した技術̲賛否̲自動運転技術 0.649	 0.053	 0.057	 0.041	

q7̲4	AI を利用した技術̲賛否̲介護・調理・掃除 0.857	 -0.125	 -0.011	 -0.004	

q7̲5	AI を利用した技術̲賛否̲自動翻訳 0.861	 -0.156	 -0.087	 -0.068	

q7̲6	AI を利用した技術̲賛否̲専門職代行 0.459	 0.320	 0.076	 0.057	

q7̲7	AI を利用した技術̲賛否̲創作を行う -0.077	 0.842	 -0.026	 -0.016	

q7̲8	AI を利用した技術̲賛否̲友人・恋人・話し相
手の役割

0.063	 0.717	 0.004	 -0.001	

q8̲1	AI を利用した技術̲利用̲医療現場 0.644	 0.081	 -0.010	 0.055	

q8̲2	AI を利用した技術̲利用̲危険人物の事前認識 0.548	 0.159	 -0.042	 0.003	

q8̲3	自動運転技術AI を利用した技術̲利用 ̲ 0.599	 0.128	 0.070	 0.024	

q8̲4	AI を利用した技術̲利用̲介護・調理・掃除 0.813	 -0.040	 0.006	 -0.005	

q8̲5	AI を利用した技術̲利用̲自動翻訳 0.836	 -0.114	 -0.049	 -0.059	

q8̲6	AI を利用した技術̲利用̲専門職代行 0.407	 0.475	 0.048	 0.014	

q8̲7	AI を利用した技術̲利用̲創作を行う -0.025	 0.909	 -0.047	 -0.059	

q8̲8	AI を利用した技術̲利用̲友人・恋人・話し相
手の役割

0.054	 0.774	 -0.017	 -0.019	

q9̲1	AI 利用̲意見̲まちの見回り 0.170	 -0.067	 -0.015	 0.442	

q9̲2	AI 利用̲意見̲健康管理 0.241	 -0.090	 -0.011	 0.450	

q9̲3	AI 利用̲意見̲デートの計画 -0.268	 0.282	 0.037	 0.462	

q9̲4	AI 利用̲意見̲飲食店の接客 0.049	 -0.019	 0.039	 0.561	

q9̲5	AI 利用̲意見̲社内の人事 0.029	 -0.078	 -0.025	 0.694	

q9̲6	AI 利用̲意見̲学校教育 -0.040	 0.005	 -0.006	 0.727	

q9̲7	AI 利用̲意見̲政策の立案 -0.072	 0.003	 -0.072	 0.685	

因子抽出法：最尤法
a．5回の反復で回転が収束しました。
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きあい」、第 4因子「構造的SC同僚」とした。加えて、第 5因子はど

の設問に対しても強い傾向を示さなかったが、友人・知人とのつきあ

いとスポーツ・趣味・娯楽活動には参加するということから「ひかえ

めなつきあい」と名付けた。この「ひかえめなつきあい」は、他の社

会関係資本調査データの因子分析では通常棄却される因子であるが、

今回は説明力が 5番目に高いため採用した。本調査はWEB調査でか

つ首都圏 1都 3県在住者を対象としているため、高学歴、高所得かつ

都市型の生活をする回答者で、かつ、通常の郵送法調査では回答率が

低い、20 歳代、30 歳代、40 歳代が回答者のそれぞれ 20％を占め、回

答者の平均年齢が若いことも影響していると思われる。

4-2　OLSによる試算

上記の因子分析によって得た個票に対する因子得点を用いて以下の

図表 8　因子分析─社会関係資本
パターン行列 a

因子

1．構造
的SC団
体参加

2．認知
的SC

3．構造
的SCつ
きあい

4．構造
的SC同
僚

5．ひか
え め な
つきあい

q12̲1	つきあい̲近所̲頻度 0.084 -0.008 0.657 -0.048 -0.172

q12̲3	つきあい̲友人・知人̲頻度 -0.040 -0.022 0.632 0.144 0.222

q12̲4	つきあい̲親戚・親類̲頻度 -0.031 0.005 0.563 0.127 -0.009

q12̲5	つきあい̲職場の同僚̲頻度 0.057 0.003 0.117 0.552 -0.077

q13̲1̲1	活動̲地縁的な活動̲頻度 0.786 -0.018 0.089 -0.006 -0.068

q13̲1̲2	活動̲スポーツ・趣味・娯楽活動̲頻度 0.358 -0.022 0.235 -0.111 0.293

q13̲1̲3	活動̲ボランティア・NPO等活動̲頻度 0.853 0.014 -0.054 -0.041 0.160

q13̲1̲4	活動̲その他団体活動̲頻度 0.764 0.025 -0.142 0.121 0.047

q15̲14	意見̲一般的信頼 0.033 0.532 0.188 -0.028 0.005

q15̲15	意見̲人を助ければ、いずれその人から助
けてもらえる

0.012 0.909 -0.071 0.059 -0.046

q15̲16	意見̲人を助ければ、自分が困っていると
きに誰かが助けてくれる

-0.015 0.878 0.024 -0.039 0.026

頼れる人̲いない̲3問̲2 値化	 頼れる人̲いない̲	
3問̲2 値化

-0.099 0.099 0.526 -0.071 0.083

因子抽出法：最尤法
回転法：Kaiser	の正規化を伴うプロマックス法
a．6回の反復で回転が収束しました。
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分析を実施した。上述のAI に関する理解評価についての 4因子を被説

明変数とし、ICTリテラシーの 5因子と、社会関係資本の 5因子を説

明変数とする 4本のモデルをOLSで実施し、ICTリテラシーをコント

ロールしたうえで、社会関係資本のAI パーセプションとどう結びつい

ているかを検証した。ICTリテラシーと個人の属性をコントロールし

た後の相関をみるためにOLSを用いているもので、必ずしも因果関係

を前提としているものではないが、AI に関する理解評価は将来に関す

る設問であり、社会関係資本と ICTリテラシーは現在に関する設問で

あることから、現在の社会関係資本と ICTリテラシーの状況に基づい

て、将来のAI に関する理解評価がなされると考えれば、AI に関する

理解評価を ICTリテラシーを統制変数として社会関係資本との関係で

説明することは妥当であろう。いずれのモデルでも、これらの変数の

ほかに統制変数として回答者の属性（性別、最終学歴、世帯収入、年齢、

居住年数）も含めた。

図表 9に示されるように、AI に関する理解評価についての 4因子を

被説明変数とした 4本のモデルでは、社会関係資本 5因子はモデル 1

「AI の社会実装の賛否」とモデル 2「AI 利用創作」については 5因子

すべて有意であるが、順相関と逆相関が入り混じっている。モデル 3

「AI の影響に関する評価」では社会関係資本 5因子のうち認知的社会

関係資本のみが有意であり、モデル 4「具体的なケースでのAI 利用是

非」では 5因子のうち 3因子で有意である。

また、社会関係資本 5因子のなかで「認知的社会関係資本」は 4つ

のモデルすべてにおいて係数が正であり、高い認知的社会関係資本を

有する回答者ほど、AI に関し肯定的な見方をしている。一方、構造的

社会関係資本の 3因子については、係数の符号が「団体参加」はモデ

ル 1で、「つきあい」はモデル 2とモデル 4で、また、「同僚」がモデ

ル 3でそれぞれマイナスであり、社会関係資本が高い回答者のほうが

AIについて否定的な認識をもっている。加えて「ひかえめなつきあい」

（
九
九
九
）
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はモデル 1「社会実装の賛否」では賛成の傾向がみられるが、モデル 2

「AI 利用創作」については否定的である。

社会関係資本別により具体的にみると：

「構造的SC団体参加」：参加している方が「社会実装の賛否」に否

定的。「AI 利用創作＿友人・恋人・話し相手」と「具体的なケー

スでのAI 利用是非」には前向き

「認知的SC」：総じて肯定的

「構造的つきあい」：「社会実装の賛否」については賛成だが、「AI 利

用創作＿友人・恋人・話し相手」、「具体的なケースでのAI 利用是

非」では否定的

「構造的SC同僚」：「社会実装の賛否」については否定的「AI 利用

創作＿友人・恋人・話し相手」には前向き

「ひかえめなつきあい」：「社会実装の賛否」については肯定的だが、

「AI 利用創作＿友人・恋人・話し相手」には否定的。「構造的SC

同僚」の逆の傾向。

以上、AI に関する認識は、認知的社会関係資本が高い回答者は総じ

て肯定的な評価であるが、構造的社会関係資本の影響は肯定論と否定

論が混在しており、モデル 3「AI の影響」との対応はみられない。

ICTリテラシー 5因子はコントロール変数として用いているが、表

7の 4つのモデルでは、ICTリテラシーの 1因子である「AI 関連機器

利用」がすべてのモデルについて有意であり、かつ符号が正であるの

で、すでにAI 関連機器を利用している回答者はAI に関して肯定的な

見解を持っていることになる。その他の ICTリテラシー因子ついては

以下のとおり、「活用＿除くワープロ表計算」がモデル 1「社会実装の

賛否」について有意でないほかは、残りの 3つのモデルで有意でかつ

前向きであるほかは、ICTリテラシーの影響はAI の因子により符号条

件がマイナスとプラス両方を占めしている。すなわち、「機器利用

+PC」について利用している者は「社会実装の賛否」については前向

（
九
九
七
）
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二
四
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きだが、「AI 利用創作＿友人・恋人・話し相手」と「AI の影響」につ

いては否定的である。また、「使用頻度＿情報検索・やり取り」は頻度

が高いほど「社会実装の賛否」については肯定的だが、「AI の影響」

については否定的、「活用＿ワープロ表計算」は「AI 利用創作」と

「AI の影響」について有意に否定的である。

ICTリテラシー以外にコントロール変数として用いている回答者の

属性では以下の傾向が示された。

「性別」：女性の方が否定的

「年齢」：「社会実装の賛否」については高齢者の方が賛成だが「具体

的なケースでのAI 利用是非」になると高齢者の方が否定的

「最終学歴」：高学歴ほど「AI の影響」について肯定的

「収入」：総じて高収入ほど肯定的

「居住年数」：「社会実装の賛否」について長期居住者のほうが否定的

5．まとめ

本稿では、筆者のグループが昨年 9月に実施した「AI の影響に関す

る意識調査」の概要、集計値について年齢階層別集計値を含めて紹介

し、最後に探索的な予備的考察として社会関係資本、ICTリテラシー、

AI パーセプション、について因子分析を行い、それらから得た因子得

点を用いて、ICTリテラシー、回答者の属性を統制したうえで、社会

関係資本とAI パーセプションとの関係をOLSを用いて考察した。

集計値の結果は、AI の社会に対する影響について、AI の導入により、

個人の好みに合った快適な生活や仕事の負担が減るとする肯定的な見

解が過半となる項目もある一方、人間関係の希薄化、創造力の喪失、

監視社会化、経済格差の拡大への懸念など、否定的な見解が過半とな

る項目が多数を占め、特に経済格差の拡大については回答者の 4人に 3

人が懸念を示した。このようにAI の社会への影響については悪影響へ

の懸念が強く示されたが、医療現場、自動運転、危険人物の事前認識、

（
九
九
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介護・調理・掃除、自動翻訳などAI 技術の社会実装や個人的利用につ

いては肯定的な回答が多数を占めた。ただ、社会実装、個人利用でも、

文化的な創作や話し相手などについては反対が賛成を上回った。

OLSの結果は、AI に関する認識は、認知的社会関係資本が高い回

答者は総じて肯定的な評価であるが、構造的社会関係資本の影響は肯

定的と否定的が混在しており、モデル 3「AI の影響」との対応はみら

れない。ただし、本稿ではふれていないが、AI パーセプションの因子

得点の分布は、OLSの条件である正規分布となっていない可能性があ

り、本稿の結果は予備的考察とした。

謝辞

本稿は文科省科学研究費補助金　挑戦的研究（開拓）（課題番号

17H06195、研究代表者稲葉陽二）によるものです。助成を賜った文部科学

省に篤く御礼申し上げます。また、本稿の資料は宮下淳子氏、戸川和

成氏、川村夏紀氏、久保木亜美氏に作成していただきました。ここに

記して謝意を表します。

参考文献
稲葉陽二編著（2008）序章「ソーシャル・キャピタルの多面性と可能性」
『ソーシャル・キャピタルの潜在力』日本評論社、pp.11-22.

稲葉陽二（2005）「ソーシャル・キャピタルの経済的含意─心の外部性とど
う向き合うか」『計画行政』日本計画行政学会、第 28 巻 4 号、pp17-22.

（ 1 ）	 社会関係資本の定義は稲葉（2005,	2008）を参照されたい。
（ 2）	 2018 年 7 月 11 日承認　承認 ID　文倫 2018-0711-115252。

（
九
九
五
）

276



執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

山

　田

　光

　矢	

日
本
大
学
教
授

渡

　邉

　容
一
郎	
日
本
大
学
教
授

塚

　本

　晴
二
朗	
日
本
大
学
教
授

浅

　井

　直

　哉	

日
本
大
学
助
教

安

　野

　修

　右	

日
本
大
学
助
教

信

　夫

　隆

　司	

日
本
大
学
教
授

山

　城

　秀

　市	

日
本
大
学
元
教
授

川

　又

　
　
　祐	

日
本
大
学
教
授

稲

　葉

　陽

　二	

日
本
大
学
教
授

戸

　川

　和

　成	

日
本
大
学
研
究
員

羽

　田

　
　
　翔	

日
本
大
学
助
教

鈴

　木

　貴

　大	

日
本
大
学
助
教

鈴

　木

　隆

　志	

日
本
大
学
助
教

岩

　井

　義

　和	

日
本
大
学
准
教
授

石

　川

　徳

　幸	

日
本
大
学
准
教
授

荒

　井

　祐

　介	

日
本
大
学
准
教
授

坂

　井

　吉

　良	

日
本
大
学
元
教
授

坂

　本

　智

　幸	

広
島
修
道
大
学
助
教

坂

　本

　直

　樹	

山
形
大
学
准
教
授

瀧

　本

　太

　郎	

九
州
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
院
教
授

中

　嶌

　一

　憲	

兵
庫
県
立
大
学
准
教
授

六
七
二





Commemorative Issue for the 130th Anniversary
of the Founding of the College of Law, Nihon University

CONTENTS

Dedication

Mitsuya	Yamada,	Change of the Local Government System in 
England, and Japan after the Malta Summit, 
and the Future Shape of the Japanese System

Yoichiro	Watanabe,	The First Labour Government and Stanley 
Baldwin’s Conservatism

Seijiro	Tsukamoto,	John C. Merrill’s Existentialist Journalism

Naoya	Asai,	What do New Political Parties Spend Subsidies 
on?

Nobusuke	Yasuno,	Enactment of the Public Offices Election Act 
and Electoral Campaign Regulations

Takashi	Shinobu,	The NATO SOFA Supplementary Agreement 
and Criminal Jurisdiction

Hideichi	Yamashiro,	The Bases of the US Forces in Okinawa

Hiroshi	Kawamata,	On Revisions to Vol. 1 of Joseph von Sonnenfels’ 
Grundsätze der Polizey, Handlung, und Finanz 
and the Discovery of the Fourth Edition (1774).

Yoji	Inaba,	An Outline of the Survey on AI Perception and its 
Preliminary Analyses

Kazunari	Togawa,	Yoji	Inaba,	A Study on the Regional Differences 
of Generational Exchanges
―Estimation of the Contextual Effect from the 
Viewpoint of Social Capital―

Sho	Haneda,	The Quality of Local Government and Firm 
Strategy: The Case of Japanese Divestments in 
China

六
六
七



Takahiro	Suzuki,	 Issues of Business Ethics considered from 
the Relationship between Individual Ethics, 
Organizational Ethics and Professional Ethics

Takashi	Suzuki,	A Study of the Characteristics of Regional 
Administration in the United States
―Focusing on the Regional Waste Plan of 
Portland Metropolitan area’s Metro―

Yoshikazu	Iwai,	The Necessity for Formation of Public Relations 
Professionals in Public Administration

Noriyuki	Ishikawa,	A Study of Ioki Hyotei: What he has Achieved 
as an Editor

Yusuke	Arai,	Cultivation of the Political Attitudes of Democratic 
Citizens and Political Education

Yoshinaga	Sakai,	Tomoyuki	Sakamoto,	Naoki	Sakamoto,	Taro	
Takimoto,	 Kazunori	Nakajima,	An Empirical 
Study on the Effect of Democracy on Economic 
Growth in Japan

Yoji	Inaba,	Reflections on the Value Added of Social Capital

六
七
二









○　本誌に掲載の全ての論文につきましては、以下の Web サイトで

PDF を電子公開しております。

日本大学法学部ホームページ（http://www.law.nihon-u.ac.jp/）

○　本誌の受入れに関しまして、送付先（住所・宛先等）の変更や 

受入辞退等がございましたら、以下まで御連絡ください。

＜連絡先部署＞　日本大学法学部研究事務課

（住　所）　 〒 101-8375　東京都千代田区神田三崎町 2-3-1

（ＴＥＬ）　 03-5275-8510

（ＦＡＸ）　 03-5275-8537

（E-mail）　 kenjimu.law@nihon-u.ac.jp



機
関
誌
編
集
委
員
会

委
員
長

大
　
岡
　
　
　
聡

副
委
員
長

賀
　
来
　
健
　
輔

〃

南
　
　
　
健
　
悟

委

員

江
　
島
　
泰
　
子

〃

大
久
保
　
拓
　
也

〃

小
　
野
　
美
　
典

〃

加
　
藤
　
雅
　
之

〃

児
　
玉
　
直
　
起

〃

髙
　
畑
　
英
一
郎

〃

友
　
岡
　
史
　
仁

〃

水
　
戸
　
克
　
典

〃

横
　
溝
　
え
り
か

〃

渡
　
辺
　
徳
　
夫

〃

石
　
川
　
徳
　
幸

〃

岡
　
山
　
敬
　
二

〃

加
　
藤
　
暁
　
子

〃

杉
　
本
　
竜
　
也

〃

中
　
静
　
未
　
知

〃

野
　
村
　
和
　
彦

〃

松
　
島
　
雪
　
江

〃

石
　
崎
　
和
　
文

〃

田
　
村
　
　
　
武

日
本
大
学
法
学
部

　
　
創
設
百
三
十
周
年
記
念
号

政
経
研
究
第
五
十
六
巻
第
三
号

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日
発
行 

非
売
品

編
集
発
行
責
任
者 

小
　
田
　
　
　
司

発
行
者
　
日

本

大

学

法

学

会

　
　
電
話
〇
三
（
五
二
七
五
）
八
五
三
〇
番

東
京
都
千
代
田
区
神
田
猿
楽
町
二−

一−

一
四
　Ａ
＆
Ｘ
ビ
ル

印
刷
所
　
株

式

会

社

メ

デ

ィ

オ

　
　
電
話
〇
三
（
三
二
九
六
）
八
〇
八
八
番

日
本
大
学
法
学
会



政

経

研

究

日
本
大
学
法
学
部

創
設
百
三
十
周
年
記
念
号

第
五
十
六
巻

　第

　三

　号

S E I K E I  K E N K Y U─

（Studies in Political Science and Economics）

Vol. 56　No. 3　　September　2 0 1 9

Commemorative Issue for the 130th Anniversary
of the Founding of the College of Law, Nihon University


